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「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

（１５０９０３－０１） 

総括研究報告書 

 

過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究 
 

研究代表者 高橋正也 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

産業疫学研究グループ・部長 

 

【研究要旨】 

わが国における過労死等防止に資するため、過労死等の医学・保健面より、1）過労死等事

案の解析、2）疫学研究（職域コホート研究、現場介入研究）、3）実験研究（循環器負担のメ

カニズム解明、過労死関連指標と体力との関係の解明）を平成 27年度より開始した。3年計

画の 3年目に当たる平成 29年度は次の成果を得た。 

 

＜1 過労死等事案の解析＞ 

過労死等調査研究センターが作成した業務上及び業務外の労災事案のデータベース（以

下、「データベース」という。）を用いて以下の解析を行った。 

① 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」で示されている医療、教職員、IT 産業、

外食産業、自動車運転従事者の 5 つの業種・職種（以下「重点 5 業種」という。）に

ついて解析を行った。 

- 医療・福祉の事案は、脳・心臓疾患が 52 件、精神障害が 233 件であり、67%が女

性であった。職種は介護職員が最も多く、次いで看護師、事務職員、その他の医

療専門職、医師の順であった。脳・心臓疾患では医師が最も多く 17件であり、精

神障害では介護職員が 70 件、看護師が 52 件であった。認定理由として、脳・心

臓疾患では「長期間の過重業務」が多く、精神障害では「悲惨な事故や災害の体

験、目撃（患者暴力、患者・利用者の急変、医療事故等）」が多かった。 

- 教育・学習支援業の事案は、脳・心臓疾患が 25件、精神障害が 57 件であった。

脳・心臓疾患では「長期間の過重業務」による認定が多い一方、精神障害では「上

司とのトラブルがあった」などの対人関係の出来事による認定の割合が大きかっ

た。教員の中で多かった職種は、大学教員、高等学校教員であった。 

- 情報通信業の典型的職種として、システムエンジニア（SE）とプログラマーを選

定した。脳・心臓疾患では SEが 20 件、プログラマーが 2件で、精神障害ではそ

れぞれ 35 件及び 3 件であった。精神障害の疾患名は「うつ病エピソード」が多

く、被災者全体の 58％を占め、業務による心理的負荷を見ると、「特別な出来事」

の「極度の長時間労働」、「恒常的な長時間労働」が多かった。 

- 外食産業の典型的職種として調理人と店長を選定した。脳・心臓疾患では、調理

人が 35 件、店長が 30 件、精神障害ではそれぞれ 20件及び 16 件であった。労災

認定要因では、脳・心臓疾患において調理人及び店長ともに長時間の過重業務が

全ての事案で認められた。精神障害では、調理人は、「ひどい嫌がらせ、いじめ、

又は暴行」、「上司とのトラブル」などの対人関係の問題が多かったのに対し、

店長は配置転換、転勤など「役割・地位の変化等」によるものが多く、職種で異

なる点が見られた。 

② 業種別に最も被災者が多い運輸業・郵便業における、脳・心臓疾患の業務上事案と業

務外事案の解析を行った。業務外事案の発症内容を見ると、事業場における荷扱い中、

長い拘束時間、不規則勤務、早朝勤務、夜勤・交代制勤務、年齢が 50歳代、雇用期間

が 1年未満と 15年以上などの点で業務上事案と似ていた。 
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③ 運輸業・郵便業における精神障害事案 214件について解析を行った。事案全体の 50％

が恒常的な長時間労働、31％が仕事上の問題、21％が上司に関連した問題、約 10％が

乗客に関連した問題、路上での事故（被害）、事業場内作業時の事故（被害）に関連し

た。仕事上の問題では恒常的な長時間労働を伴う事案が多く、上司に関連した問題で

は被災労働者に対する罵声や叱責に関連した出来事が多く認められた。 

④ 重点 5 業種の精神障害事案について、レーダーチャートを用いた可視化の手法を検討

した。また、業務上外の労災認定事案を総合した労災請求事案全体の実態をまとめた。 

 

＜2 疫学研究＞ 

職域コホート研究を開始するとともに、現場介入研究を計画、実施した。職域コホート研

究の予備的な研究として実施したフィージビリティ調査結果の解析を行った。また、研究分

担者が関わる別の職域コホート研究における検討を進めた。概略は以下のとおりである。 

①  職域コホート研究では、2万人規模のコホート集団（追跡調査の対象となる集団）を

構築することとし、調査を開始した。 

②  平成 27年度に実施したフィージビリティ調査の結果を用いて、勤務間インターバル

に注目し、睡眠の量、質との関連性の検討、心肺機能に注目した身体活動状況（座位

時間）と疾病罹患リスクとの関連性を検討した。 

③ トラック運転者及び看護師を対象とした現場実態調査、1中小企業における職場環境改

善の効果検証を行った。 

④ 本研究における職域コホート研究の比較対照とするため、先行の職域多施設研究（J-

ECOH スタディ：12 企業 10 万人規模）のデータベースを用いて、残業時間とその後の

糖尿病発症に関する研究や脳心血管イベントの症例対照研究を実施した。 

 

＜2 実験研究＞ 

過労死等の防止に資する実験研究を以下のとおり実施した。 

① 循環器負担に関する研究では、長時間労働時の血行動態反応を明らかにし、加齢、安

静時高血圧症の有無、休憩の影響を検討した。その結果、長時間労働は心血管系の負

担を増大し、特に高血圧群の負担が大きいことが示された。一方、作業中の長めの休

憩（50分以上）が過剰な血行動態反応を抑制する効果が認められたが、15分以下の

短めの休憩はこれらの抑制効果が認められなかった。 

② 労働者の体力指標に関する研究では、心肺持久力（Cardiorespiratory fitness, CRF）

に注目し、平成 27～28年度に実施した実験室実験の継続と結果解析を行い、労働者の

CRF を簡便かつ安全に評価するための評価方法の開発を行った。その結果、本研究で開

発した新しい評価方法（仮称 HRmix）は、CRF 測定法として一定の水準にあることが示

された一方で、いくつかの課題（ウェアラブルデータの取得方法や解析方法に改善の

余地があること、対象者を増やし男女別に検討する必要があることなど）も明らかと

なった。 

 

＜まとめ＞ 

以上、過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究を行った結果を

まとめると、次のとおりである。①過労死等の労災認定事案の、業種、性別、年齢などによ

る違いを明らかにし、脳・心臓疾患と精神障害それぞれについて労働時間を含む関連要因を

解析した。また運輸業・郵便業、医療・福祉、教育・学習支援業など過労死等の多発してい

る重点 5業種を選定し、業種ごとの特徴を提示した。②勤務状況とその後の健康との前向き

関連を調べる職域コホート研究を開始し、フィージビリティ調査では勤務間インターバルや

心肺機能に注目した解析を行った。過重労働の防止策を探る現場介入調査を小規模事業場で

実施するとともに、運輸業、医療業の現場調査を実施した。③実験研究により長時間労働と

循環器負担、心肺持久力に関する研究を行った。引き続き、過労死等の更なる実態解明と防

止策の提案に関する研究を継続する。 
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長） 
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溝上哲也（国立国際医療研究センター臨
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深澤健二（株式会社アドバンテッジリス

クマネジメント・メディカルアドバイザ

ー） 

内田 元（ニッセイ情報テクノロジー株

式会社ヘルスケアソリューション事業

部・チーフマネージャー） 

 

Ａ．研究目的 
過労死、過労自殺等の防止は、今もな

お、労働衛生上の最重要課題の一つであ

る。過労死等防止対策推進法の成立によ

り、過労死等に関する調査研究の実施が国

の責務として位置づけられた（2014）。特

に、過労死等の防止のための対策として、

平成 27年度に定められた「過労死等の防

止のための対策に関する大綱」（以下「過

労死等防止対策大綱」という。）では過労

死等事案の分析を行うことが触れられてお

り、過労死等の実態解明に係る医学面の調

査研究はその柱の一つとなっている

（2015）。 

本研究は、わが国における過労死等防止

に資することを念頭に、過労死等の医学・

保健面より、①過労死等事案の解析、②疫

学研究（職域コホート研究、現場介入研

究）、③実験研究（循環器負担のメカニズ

ム解明、過労死関連指標と体力との関係の

解明）を実施し、これらの成果の情報発信

を目的とする。平成 29年度は 3年計画の

最終年度として、昨年度までの成果を踏ま

え、上記の①～③の実施とまとめを行っ

た。 

過労死等事案の解析では、平成 27～28

年度に作成された業務上及び業務外の労災

認定事案のデータベースを活用した詳細分

析を実施した。特に、過労死等防止対策大

綱で示されている業種・職種の分析に注目

し、医療・福祉、教育・学習支援業、情報

通信業、外食産業、運輸業・郵便業におけ

る労災認定事案の分析と防止策の検討を行

った。脳・心臓疾患の認定事案のうち

29.7%を占め業種別に最も被災者が多い運

輸業・郵便業については、脳・心臓疾患と

精神障害に分けて解析を行った。運輸業・

郵便業の脳・心臓疾患については分担研究

として大原記念労働科学研究所が担当し

た。また、重点 5業種の精神障害事案の可

視化に関する研究、業務上外の労災認定事

案を総合した労災請求事案の実態について

研究を行った。 

疫学研究では、本研究で新たに開始する

職域コホート研究のため、平成 28年度ま

でに共同研究者らと 2万人規模のコホート

集団の構築を進め、本年度に初期調査を実

施した。その過程では、先行して進められ

ている職域多施設研究（J-ECOHスタデ

ィ）の事務局で、本研究の分担研究機関で

もある国立国際医療研究センターのスタッ

フから専門的助言を得て進めた。また、職

域コホート研究の構築のために平成 28年

度に実施したフィージビリティ調査の結果

を用いて、過労死等の背景となる過重労働

の防止に資する勤務間インターバルに注目

し、睡眠の量、質との関連性を検討した解

析、過労死等の発症に影響を与える心肺機

能に注目し、身体活動状況の疾病罹患リス

クとの関連性を検討した。現場介入研究と

して、中小企業で実施された職場環境改善

の効果評価に関する研究、過労死等の背景

となる働き方の実態及び過労死等の防止の

介入手法を検討する目的で、自動車運転者

（トラック運転者）、医療業（交代制勤務

看護師）を対象に現場実態調査を行った。 
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実験研究では、過労死等のリスク要因で

ある長時間労働が心血管系反応に及ぼす影

響について検討するため、実験室実験によ

り、長時間労働時の血行動態反応を明らか

にし、加齢、安静時高血圧症の有無、休憩

の影響を検討した。また、脳・心臓疾患の

発症との強い関連が明らかにされている

“心肺持久力（cardiorespiratory 

fitness, CRF）”に注目し、平成 27～28年

度に実施した実験室実験の継続と結果解析

を行い、労働者の CRF を簡便かつ安全に評

価するための評価方法の開発を行った。 

 
Ｂ．研究方法 
１ 事案解析 

平成 27 年度までに作成された業務上の

労災認定事案のデータベースを用いて、業

務上の脳・心臓疾患 1,564 件、精神障害

2,000 件について、重点 5 業種に注目して

分析を行った。特に運輸業・郵便業について

は、脳・心臓疾患と精神障害に分けて解析を

行った。これらの重点 5 業種における精神

障害の予防視点を検討する目的で、労災認

定要因となった「特別な出来事」、「具体的出

来事」に注目し、これらのデータを用いた精

神障害事案の労災認定理由の可視化に関す

る検討を行った。さらに、業務上外事案の解

析では、平成 28年度までにデータベース化

された業務外の労災認定事案の脳・心臓疾

患 1,961 件、精神障害 2,174 件（平成 23年

12月策定の「心理的負荷による精神障害の

認定基準」に基づいて業務外と決定された

事案のみ）と業務上事案と統合したデータ

ベースを作成し、「労災請求事案」として解

析を行った。 

 
(1) 医療・福祉における労災認定事案の

特徴に関する研究（吉川） 
①分析対象 
本研究では、重点 5業種の「医療」に相

当するものとして、業種の「医療・福祉」

（日本標準産業分類の大分類）、医師・看

護師についてはデータベースを用いて医

療・福祉以外の業種における事案も対象と

した。医療・福祉における、脳・心臓疾患

49件、精神障害 230 件に加えて、医療・

福祉以外の業種から医師・看護師の資格を

有する脳・心臓疾患 3件、精神障害 3件を

抽出し、これらを加えた脳・心臓疾患合計

52件、精神障害合計 233件を対象として

分析を行った。 

②分析方法 
調査復命書の記載内容に基づき、記述統

計を中心とした分析を行い、特徴的な事例

を典型例として整理した。性別、発症時年

齢、生死、事業場規模・種類、職種、疾患名、

労災認定要因、時間外労働時間数などの情

報に関する集計を行い、典型例を抽出した。

事案から見える医療・福祉の労働者の過重

労働の実態と職場環境改善対策を検討した。

なお、医師、看護師については、その職場環

境改善について特段の関心が寄せられてい

ることから、職種に特化した解析を別途実

施した。 

 

(2) 教育・学習支援業における労災認定

事案の特徴に関する研究（高田） 
①分析対象 
本研究では、重点 5 業種の「教職員」に

相当するものとして、業種の「教育・学習支

援業」（日本標準産業分類の大分類）を分析

対象とした。教育・学習支援業の事案は、

脳・心臓疾患 25件、精神障害 57件であり、

これらを対象として分析を行った。 

②分析方法 
調査復命書の記載内容に基づき、教育・学

習支援業の事案について、性別、発症時年

齢、生死、事業場規模・種類、職種、疾患名、

労災認定要因、時間外労働時間数等の情報

に関する集計を行い、典型例を抽出した。ま

た、学校教員に職種を限定した分析として、

負荷業務の一覧を集計した。負荷業務の集

計は、該当事案の調査復命書に記載されて

いる内容から、負荷と考えられる業務を選

び、事案ごとに該当するものを集計した。 

 

(3) 情報通信業における労災認定事案の

特徴に関する研究（菅） 
①分析対象 
本研究では、重点 5業種の「IT産業」に

相当するものとして、業種の情報通信業（日

本標準産業分類の大分類）を分析対象とし

た。本研究では、特に IT産業の中でも典型

的な職種であるシステムエンジニア（以下

SEという。）とプログラマーに注目し、情報

通信業の脳・心臓疾患による労災認定事案
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51 件及び精神障害による労災認定事案 86

件のうち、これらの職種に該当する脳・心臓

疾患事案 22 件及び精神障害事案 38 件を対

象として分析を行った。 

②分析方法 
調査復命書の記載内容に基づき、性別、発

症時年齢、事業場規模、職種、疾患、労働条

件等一般的事項、労災認定要因、時間外労働

時間数及び心理的負荷が認められる出来事

等の分析を行い、典型例を抽出した。この分

析を基に IT 産業の労働者の過重労働の実

態と職場環境改善対策を検討した。 

 

(4) 外食産業における労災認定事案の特

徴に関する研究（菅） 
①分析対象 
本研究では、重点 5 業種の「外食産業」

に相当するものとして、業種の「宿泊・飲食

サービス業」（日本標準産業分類の大分類）

を分析対象とした。本研究では、外食産業の

事案を抽出し、その中でも典型的な職種で

ある調理人と店長を取り上げ宿泊・飲食サ

ービス業の脳・心臓疾患による労災認定事

案 114 件及び精神障害による労災認定事案

86件のうち、これらの職種に該当する脳・

心臓疾患事案 65 件及び精神障害事案 36 件

を対象として分析を行った。 

②分析方法 
調査復命書の記載内容に基づき、性別、発

症時年齢、事業場規模、業種、職種、疾患、

労災認定要因、時間外労働時間数及び心理

的負荷が認められる出来事等の分析を行い、

典型事例を抽出した。この分析を基に外食

産業の労働者の過重労働の実態と職場環境

改善対策を検討した。 

 
(5) 運輸業・郵便業における過労死

（脳・心臓疾患）の予測及び防止を

目的とした資料解析に関する研究

（酒井） 
①分析対象 
本研究では、重点 5 業種の「自動車運転

従事者」に相当するものとして「運輸業・郵

便業」（日本標準産業分類の大分類）を対象

として、平成 22 年 1 月～平成 27 年 3 月ま

での脳・心臓疾患による業務上の脳・心臓疾

患 1,564 件のうち運輸業・郵便業の 465 件

と、業務外の脳・心臓疾患 1,961件のうち、

運輸業・郵便業の 312件を対象とした。 

②分析方法 
運輸業・郵便業における業務外の事案に

ついて、事業場規模、発症者の年齢、雇用年

から発症年までの期間、発症月、発症曜日、

発症時刻、死亡・生存と脳・心臓疾患比率の

関係、死亡・生存と脳・心臓疾患の診断名を

業種別に分析し、昨年度までの業務上事案

の解析結果（465件）との比較を試みた。 

また最も件数が多いトラック運転手につ

いては、血縁のある発症者家族の既往歴、喫

煙習慣・喫煙本数、飲酒習慣を新たに解析

し、また脳・心臓疾患発症時の状況、脳・心

臓疾患に関わる時間外労働時間以外の要因

（不規則性、長い拘束時間、多い出張、夜

勤・交代制勤務、温熱曝露、騒音曝露、時差、

緊張の有無）の発症前 6 か月間の特徴に加

えて午前 7 時前の乗務開始である「早朝勤

務」を解析した。 

さらには平成 28年度に策定した 8運行パ

ターン特性別の発症状況を記述した。それ

らを踏まえて業務上（支給）、業務外（不支

給）事案の共通点、差異点を明らかにした。 

 

(6) 運輸業・郵便業における精神障害の

労災認定事案の特徴に関する研究

（高橋） 
①分析対象 
本研究では、重点 5 業種の「自動車運転

従事者」に相当するものとして「運輸業・郵

便業」（日本標準産業分類の大分類）を対象

として、平成 28年度までに構築した精神障

害による労災認定事案（平成 22年 1月から

平成 27 年 3 月の間に業務上認定された事

案）のデータベースに含まれる運輸業・郵便

業の事案合計 214件を対象にした。 

②分析方法 
それぞれの事案の調査復命書に基づいて、

被災労働者の職種を同定し、自殺の有無、恒

常的な長時間労働の有無を確かめるととも

に、長時間労働以外の関連要因を次の 10種

に分類した：①路上での事故（被害又は加

害）、②事業場内での事故（被害又は加害）、

③仕事上の問題、④上司に関連した問題、⑤

同僚に関連した問題、⑥部下に関連した問

題、⑦乗客に関連した問題、⑧顧客に関連し

た問題、⑨退職強要、⑩東日本大震災に関連

した問題。以上の情報を職種ごとに集計し
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た。なお、トラック運転手については業態が

長距離かそれ以外かに分けた。 

 

(7) 重点業種における精神障害の労災認

定事案の可視化に関する研究（菅） 
①分析対象 
平成 28年度報告書に基づき、全業種の精

神障害事案 1,362 件と重点 5 業種に該当す

る精神障害事案 522 件（自殺事案では全業

種 241 件、重点 5 業種 61 件）を対象とし

た。 

②分析方法 
業務による強い心理的負荷が認められる

出来事について、視覚的に理解しやすい棒

グラフとレーダーチャートを用いて図表の

作成を行った。 

「特別な出来事」の類型を全業種と重点 5

業種ごとに棒グラフで表示し比較した。次

に、「具体的出来事」の類型を全業種及び重

点 5 業種ごとにレーダーチャートで表示し

比較した。棒グラフとレーダーチャートの

数値は、全業種又は重点 5 業種の事案数を

それぞれ 100 として、「特別な出来事」ある

いは「具体的出来事」の類型の各出来事の割

合を示した。 

 
(8) 脳・心臓疾患及び精神障害の労災請

求事案の実態に関する研究（佐々

木） 
①分析対象 
平成 22 年 1 月から平成 27 年 3 月の業務

上外事案について、平成 27 年度に業務上事

案、平成 28年度に業務外事案について全国

の労働局及び労働基準監督署から調査復命

書等を過労死等調査研究センターに収集し

データベースを構築した。それらから、脳・

心臓疾患事案 3,525 件（業務上 1,564 件・

業務外 1,961 件）及び精神障害事案のうち

平成 23 年 12 月策定の認定基準に基づいて

業務上外が決定された 3,543 件（業務上

1,369件・業務外 2,174 件）のデータベース

を新たに構築し分析対象とした。 

②分析方法 
性・年齢（請求時、発症時、死亡時）、業

種・職種、疾患名、前駆症状、労務管理・健

康管理の状況、出来事（特別な出来事、恒常

的な長時間労働、具体的出来事）などの情報

に関する基本集計とクロス集計を行った。

脳・心臓疾患事案では、健康管理の状況及び

労働負荷と疾患とのクロス集計ではカイ 2

乗検定を行い、有意水準 5%未満を統計学的

に有意差有りとした。 

 

２ 疫学研究 
(1) JNIOSH コホート研究とフィージビ

リティ調査 
①JNIOSHコホート研究（高橋、松尾） 
1）研究デザイン 
対象とする労働者の勤務状況等の労働環

境や身体・生活環境に関する調査、健康診

断、レセプト調査を年 1 回程行い、この調

査を 5～10 年繰り返し行うことによりデー

タベースを構築する。構築されたデータベ

ースを用いて、コックス比例ハザード回帰

分析やロジスティック回帰分析等により、

疾患発症リスクに影響を及ぼす要因の同定

とその影響の程度を明らかにする。分析の

際、要因（factors）を労働環境因子や身体・

生活環境因子、血圧・血液検査の結果等と

し、イベント（events）を脳疾患や心疾患、

精神疾患の発症等とする。 

2）調査方法 
本研究の調査は EAP（従業員支援プログラ

ム）サービスを展開する企業が顧客企業に

対し行っているストレスチェック等の調査

事業に、調査項目を付加する形で行われる。 

対象者は、国内の企業等に勤務する労働者 2

万人程である。対象者数（サンプルサイズ）

は国内外の他のコホート研究や文献情報を

参考に設定した。 

身体・生活環境に関するデータや健診デ

ータは、ある時点における年 1 回程の調査

時のデータを当該年のデータとする。労働

環境に関する主観的情報（本人への質問紙

調査）と客観的情報（企業の人事部等が保有

するデータ）を対象とする。勤務時間などの

人事記録が利用できる場合は、月平均値や

年平均値などを当該年のデータとする。こ

のようにして収集した同一対象者の年 1 回

程のデータを継続的に 5～10 年分取得する。 

これらのデータを対象企業の合意が得ら

れた段階でデータ収集を開始し（初回調査）、

同一の対象者への同様の調査を年 1 回程、

5～10年継続して行う。調査項目の例を以下

に示す。 
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＜調査項目＞ 
□勤務状況（労働時間、職種等） 

□健診情報（年齢、身長、体重、既往歴、服薬状

況、喫煙状況、飲酒状況、血圧・血液検査情報） 

□レセプト（診療報酬明細書）情報 

□職業性ストレス簡易調査票などストレスチェ

ックに関する項目 

□生活習慣情報（睡眠、身体活動、食事摂取状況

等） 

 

 
図 1 コホート研究における個人情報取得 
 

これらのデータの研究利用にあたっては、

対象者の氏名や生年月日などは全て省き、

個人が特定できない処置を施す（図 1）。 

 
②Web 調査と結果解析（佐々木） 
平成 27年労働力調査（総務省）における 

性別・年齢層別（20～64歳）・業種（産業）

別の就業者数の構成比に基づいて、平成 27

年度には調査会社モニターに登録する国内

就業者 1 万人を割付け、目標とするデータ

収集対象者数として設定し、アンケート調

査（Web調査）を行った。アンケート調査項

目は労働時間（通勤時間含む）、睡眠（量と

質）・休養、生活習慣（飲酒、喫煙、身体活

動、食習慣）、自覚症状、疲労度、うつ症状、

疾患等の受療状況等から成り、全 65問とし

た。 

平成 29 年度は、これらの情報を用いて、

1）「勤務間インターバル（勤務終了後から次

の勤務開始までの時間間隔）と睡眠」、2）

「座位時間と疾病罹患リスク」の 2 つの観

点から詳細な解析を行った。2つの解析で用

いた勤務時間、勤務間インターバル時間、睡

眠時間、座位時間は「労働者生活行動時間調

査票（JNIOSH-WLAQ）」を用いて求めた。

JNIOSH-WLAQ開発に関する先行研究では、上

述した各時間の信頼性と妥当性が良好な水

準であり、疫学研究での利用に適している

ことが示されている。 

 

1) 勤務間インターバルと睡眠（池 
田） 

Web調査の対象者のうち、一定の基準を満

たす 3,867 人を分析対象とした。分析項目

として、基本属性（年齢、性別、雇用形態、

深夜勤務の有無、業種、喫煙、飲酒頻度等）

の他、JNIOSH-WLAQ、ピッツバーグ睡眠調査

票（PSQI）を用いた。JNIOSH-WLAQ における

勤務日の始業・終業時刻の質問を用い、終業

時刻から始業時刻までの時間を勤務間イン

ターバルとして算出した。PSQIは、不眠を

評価する質問紙として広く用いられており、

睡眠障害のスクリーニングに有効とされて

いる。得点範囲は 0-21点であり（得点が高

いほど睡眠の質が悪い）、睡眠障害のカット

オフ値は 5.5 点以上（個人の得点は 1 点毎

のため、実質 6 点以上）とされている。勤

務間インターバルの長さから分析対象者を

以下の 8群に分けた：10時間未満、10時間

台、11時間台、12時間台、13時間台、14時

間台、15時間台、16時間以上。各群と睡眠

時間、睡眠の質（PSQI得点）の関連を検討

するため、トレンド分析を実施した。 

 

2）座位時間と疾病罹患リスク（蘇） 
Web調査対象者のうち、本研究に必要な

データの欠損値のあった者を除いた 9,524

人を分析対象とした。分析には、基本属性

（年齢、性別）、雇用形態（深夜交代制勤

務の有無等）、業種、生活習慣（飲酒、身

体活動、食習慣）、疾患受療状況（過去 1

年間の既住歴と服薬）、JNIOSH-WLAQによ

り算出される勤務時間、睡眠時間、通勤時

間及び 1）勤務中、2）勤務日の余暇時

間、3）それぞれの休日における座位時間

と立位/歩行時間を用いた。多重ロジステ

ィック回帰分析により、座位時間と疾病発

症リスクとの関係を分析した。また、

Isotemporal Substitution Model（ISM：

ある行動を等量の別の行動に置き換えた時

の影響を推定する分析）を用いて、勤務中

の 1時間の座位時間を立位/歩行時間に置

き換えた場合の疾病罹患リスクへの影響を

検討した。 

 
(2) 介入研究（運輸業、医療業、中小企

業） 
①運輸業：トラックドライバーの働き



8 
 

方の実態にあわせた効果的な過重労働対

策に関する研究（松元） 
本研究は 2 つの調査から構成した。1 つ

目はアンケート調査、2つ目は観察調査であ

る。後者は調査を終えたばかりであるため、

ここでは 1つ目の結果を報告する。以下に、

それぞれの調査ごとの方法等を示した。 

 

1）トラックドライバーの働き方と疲 
労の実態（松元） 

a）調査対象者と手続き 
トラック運送業の事業者団体である全日

本トラック協会を通じて、47 都道府県ごと

の地方トラック協会に 20 の調査対象事業

場の選定を依頼した。調査対象の選定基準

として事業規模（労働者数 50人以上、50人

未満）、業態（地場、長距離）が可能な限り

偏らないようにすることを示した。質問票

は 2017 年 6月に、1事業場につきトラック

ドライバー用の 5 部を配布し、無記名での

回答を依頼した。調査依頼先は最終的に

1,082事業場となり、トラックドライバー用

の調査票を 5,410件配布した。そのうち 423

事業場（回収率 39.1％）、1,992人（回収率

36.8％）から回答を得た。 

b）調査項目 
トラックドライバーには、基本属性、雇

用・労働状況、安全状況、健康状況、生活習

慣、睡眠状況、疲労度について、調査時点か

ら直前 1 か月の状況についてアンケート調

査を行った。疲労度は、1日の疲労の回復の

程度（4段階）、また、週の疲労の回復の程

度（4段階）を尋ね、疲労の回復の程度が「回

復している」「持ちこしている（回復してい

ない）」に分けて解析した。 

 

2）トラックドライバーの働き方にあ 
わせた効果的な疲労対策の検討 

a）調査対象者 
本研究に参加した基本運行が 2 泊 3 日以

上の長距離ドライバー30 人（宮城、福井、

鹿児島）、日帰りの地場ドライバー10人（東

京、大阪）を対象とした。 

b）調査項目 
本調査では、調査実施前に行う項目（A）、

基本項目（B）、生理心理指標項目（C）、の 3

つの調査項目を設定した。 

c）調査手続き 
調査対象者は、トラック運送業の事業者

団体を通じて、長距離若しくは地場の運行

を行う事業場及びドライバーに協力を依頼

した。 

調査は 2017年 11月から 12月末までの間

に、1 人につき休日を含む 2 勤務サイクル

（約 2 週間）での測定を行った。調査参加

者は、勤務日の出庫時と帰庫時、休日の起床

時と就寝時に、血圧測定、疲労アプリによる

測定を行った。また血圧のみ、勤務日の起床

時、就床時にも測定を行った。睡眠計は、調

査期間中を通して装着させた。唾液は、調査

期間のうち、2勤務サイクル目の休日明けの

出庫時と休日前の帰庫時の 2 点で採取した。

調査終了後に、調査期間中の運行状況を確

認するため、日報や報告書の提出を事業場

に求めた。 

 

②医療業：交代制勤務看護師の勤務間

インターバルと疲労回復に関する研究

（久保） 

a）調査参加者 
夜勤・交代制勤務に従事する看護師 30人

（平均年齢と標準偏差；27.8±2.8歳）が本

研究に参加した。そのうち、12時間夜勤群

は 15 人（平均年齢と標準偏差；27.5±2.1

歳）で、16時間夜勤群は 15人（28.2±3.4

歳）であった。 

b）調査項目 
本調査では、調査実施前に行う項目（A）、

基本項目（B）、生理心理指標項目（C）、調査

終了後に行う項目（D）の 4つの調査項目を

設定した。 

c）手続き 
調査は 2017年 11月から 3週間実施した。

12 時間と 16 時間夜勤・交代制勤務を導入

している病院の選定は、病院間の違いが結

果に大きく影響することを避けるため、同

じ病院の中で、12時間と 16時間の夜勤・交

代制勤務を導入している病院を条件として

看護協会を通じて選定し、依頼した。 

d）データ解析の方法 
3 週間の調査期間中における勤務時間の

データから、退勤から次の出勤までの時間

（勤務間インターバル）を算出した。勤務間

インターバルの状況、勤務シフトの組合せ

パターンを要因とした 1 要因の混合線型モ
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デルの分散分析を行った。各勤務シフト後

の疲労影響を検討するために、各勤務シフ

トを要因とした帰宅時の疲労関連指標につ

いて 1 要因の混合線型モデルの分散分析

（参加者を変量効果）を用いて、比較・検討

を行った。また、夜勤中の仮眠取得の状況や

生化学的なストレス指標を、12時間と 16時

間夜勤・交代制勤務で比較するために、夜

勤・交代制を要因として、1要因の混合線型

モデルの分散分析を行った。 

 
③中小企業：中小企業で実施された職

場環境改善の効果評価に関する研究

（池田） 
a）対象事業場と研究デザイン 
広告製版や販促ツールのデザイン及び印

刷などを行う東京都内にある製造業の某中

小企業（2016 年 8 月調査時の労働者数 48

人）において実施された職場環境改善の効

果の検討を行った。全社員面談後、職場環境

改善として、（1）組織体制の変更、（2）勤務

開始時刻の多様化、（3）勤務体制の多様化、

（4）作業環境の変更が行われた。職場環境

改善の約 1 か月前、約 3 か月後、約 6 か月

後、約 12か月後に睡眠や疲労等に関する調

査を実施した。 

b)調査参加者 
上記事業場に勤務する日勤の労働者 41

人に質問紙調査を配布し、書面による同意

と質問紙の回答を得た 36 人を分析対象と

した（回収率 88%）。 

c）測定項目 
測定項目は、基本属性（性別、年齢、職種、

勤続年数等）の他、睡眠の質、心理的距離、

疲労回復欲求尺度、プレゼンティーズムと

し、職場環境改善前後の比較を行った。 
 
(3) 長時間残業等の業務負担と心血管疾患

リスクに関する職域多施設研究（溝上） 
①職域多施設研究におけるデータベー

ス構築 
J-ECOH スタディは関東・東海地方に本社

を置く 12 企業、13 施設が参加した多施設

共同研究である。対象者はこの研究に参加

した事業場において、研究期間内のいずれ

かの年度に当該事業場に在籍しており、か

つ産業医の健康管理下にある社員約 10 万

人である。2012年 4月以降（健康診断デー

タは 2008年度以降）の健康管理データを収

集し、このデータベースを用いたコホート

研究及び断面研究を行った。また、脳心血管

イベントについては症例対照研究を実施し

た。 

 

②残業時間と糖尿病の縦断解析 
参加施設のうち、健康診断データ上に労

働時間（残業時間）の情報がある 4社、約 3

万人について残業時間と糖尿病発症との関

連を分析した。2008 年度（一部は 2010 年

度）をベースラインとして、解析対象はその

時点で心血管疾患、がん、精神疾患、糖尿病

の既往がないものとした。毎年の健康診断

受診情報により 2014 年 3 月まで追跡した。 

 

③残業時間と心血管疾患発症に関す

るコホート内症例対照研究 
心血管疾患発症前の残業時間との関連を

調べるための準備として、健康診断データ

と疾病登録データを調査番号で突合させた

上で、心血管疾患の各発症者について、施

設・性・年齢をマッチさせた対照者を 5人、

無作為に選定した。 

 
３ 実験研究 

(1) 長時間労働と循環器負担のメカニズ

ム解明（劉） 
実験参加者に対して、過重労働となる労

働時間を想定して約 12 時間の簡単なパソ

コン作業を行わせ、作業中の心血管系の反

応を測定した。それと同時に、主観的なスト

レス、疲労、眠気、作業負担を調査票によっ

て評価した。本研究は、安静時正常血圧

（SBP<140mmHg かつ DBP<90mmHg）及び安静

時Ⅰ度高血圧(140mmHg≤SBP≤160mmHg 又は

90mmHg≤DBP≤100mmHg) の 30 代、40 代、50

代男性を対象とした。安静時正常血圧者 39

人（収縮期血圧<140mmHg かつ拡張期血圧

<90mmHg）及び安静時Ⅰ度高血圧者 13 人

（ 140mmHg≤ 収 縮 期 血 圧 ≤160mmHg 又 は

90mmHg≤拡張期血圧≤100mmHg）が実験に参加

した。 

実験参加者は心臓病、糖尿病、喘息、脳

卒中、慢性腎臓病、腰痛及び精神障害の既

往歴がないこと、正常な視力（矯正を含

む）を有することを参加条件とした。実験

は 2日間の参加とし、作業課題は、カラー
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ワード課題、暗算課題、数字コピー課題を

用いた。血行動態指標として、収縮期血圧

(SBP)、拡張期血圧(DBP)、心拍数（HR）、

一回拍出量（SV）、心拍出量(CO)、総末梢

血管抵抗(TPR)を連続血行動態測定装置

（Finapres Pro、Finapres Medical 

Systems 社製、オランダ）を用いて測定し

た。作業時間の影響を検討するため、各作

業ブロックの平均値を求め解析を行った。

加齢と安静時高血圧の影響を検討するた

め、各作業期間からベースラインを引いた

差分値（変化量）を算出し、解析を行っ

た。休憩の効果を検討するため、長めの休

憩前後の作業期間及び休憩前後の課題期間

の差をそれぞれの群で比較した。 
 

(2) 労働者の体力を簡便に測定するため

の指標開発（松尾） 
本研究では、①ウェアラブル機器（活動量

計や心拍センサー）から得られる情報（日常

の身体活動量、心拍数、心拍変動）、②運動

状況を調査する質問紙から得られる情報

（座位時間、生活活動強度）、③簡易体力測

定から得られる情報（運動中と運動後の心

拍数）を組み合わせた新しい心肺持久力評

価指標（仮称 HRmix）を開発するために、以

下の研究を計画した。 

被験者は 30～60歳の労働者 100 人を選定

した。被験者には、身体計測、ランニングマ

シンを用いた体力測定、（V
．
O2max）ステップ台

を用いた体力測定（JNIOSHステップテスト）、

質問紙調査（WPAQ for cardiorespiratory 

fitness: WPAQ_CRF）等を行った。また、被

験者には実験期間中の約 1 週間、3 つのウ

ェアラブル機器を同時に装着した。 

平成 27年度に HRmix の詳細を決めるため

の予備実験を、平成 28～29 年度に 30～60

歳の労働者を対象とした本実験を行った。 

 

（倫理面での配慮） 

過労死等の業務上事案に関する調査（通

知番号：H2708）、職域コホート研究のための

フィージビリティ追跡調査（通知番号：

H2712）、循環器負担に関する実験研究（通知

番号：H2713）は、平成 27 年 7 月に開催さ

れた労働安全衛生総合研究所研究倫理審査

委員会にて、職域コホート研究のためのフ

ィージビリティ調査（通知番号：H2742）、体

力に関する実験研究（通知番号：H2744）は、

平成 28年 3月に開催された同委員会にて審

査され承認を得ており、本年度の研究を継

続した。また、J-ECOHスタディについては、

国立国際医療研究センター倫理委員会にて

承認を得て実施した。 

過労死等の業務外事案に関する調査（通

知番号：H2804）、勤務間インターバルと労働

者の実態調査（通知番号：H2807）、JNIOSHコ

ホート研究（既存データの解析）（通知番号：

H2812）は、平成 28 年 7 月に開催された労

働安全衛生総合研究所研究倫理審査委員会

にて承認を得て本年度の研究を開始した。 

なお、過労死等の業務上外事案の解析に

際しては、労働安全衛生総合研究所のホー

ムページを通じて、過労死等調査研究の一

環として労災認定事案の調査復命書等の解

析を行うことを公表するとともに、労働者

本人、家族等の請求人より、該当事案を解析

対象から除外してほしいという希望や質問

のある場合は専用窓口に連絡するように明

示して倫理的な配慮を施した。 

https://www.jniosh.johas.go.jp/rule/

pdf/optout_overwork.pdf 

この情報は厚生労働省のホームページか

らリンクが貼られている（過労死等防止対

策に関する調査研究について）。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunit

suite/bunya/0000105655.html 

特に、調査復命書と関連資料は施錠でき、

かつカード認識システムによって本研究に

参加する関係者しか入室できない労働安全

衛生総合研究所内の専用書庫にファイル化

して保管した。それらの電子媒体は所内ネ

ットワークサーバーに保管し、上記の限ら

れた関係者のみがアクセスできるように設

定した。 

 

Ｃ．研究結果 
1 事案解析 

(1) 医療・福祉における労災認定事案の

特徴に関する研究（吉川） 
医療・福祉の事案は脳・心臓疾患は 52件、

精神障害は 233 件で、67%が女性であった。

職種は介護職員が最も多く、看護師、事務職

員、その他の医療専門職、医師の順であっ

た。認定理由として脳・心臓疾患では「長期

間の過重業務」、精神障害では「悲惨な事故

https://www.jniosh.johas.go.jp/rule/pdf/optout_overwork.pdf
https://www.jniosh.johas.go.jp/rule/pdf/optout_overwork.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000105655.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000105655.html
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や災害の体験、目撃」が多かった。職種別分

析では、医師の脳・心臓疾患は 25件で、過

重労働の背景には、継続的な診療、オンコー

ル・休日診療、慢性的な人員不足による業務

負荷増加、教育・指導、管理的業務、学会・

論文作成等があった。通勤途中、当直中に発

症している事例もあった。医師の精神障害

は 8 件で、長時間労働に加え若年医師、患

者暴力、仕事の変化、医師間の人間関係のト

ラブル等が目立った。看護師の認定事案は

53件で、52件が精神障害で疾患名は外傷後

ストレス障害、急性ストレス反応が多く、出

来事として悲惨な事故や災害の体験（患者

暴力、患者・利用者の急変、医療事故等）が

多かった。 

 
(2) 教育・学習支援業における労災認定

事案の特徴に関する研究（高田） 
教育・学習支援業の事案は、脳・心臓疾患

が 25 件、精神障害が 57 件であり、脳・心

臓疾患では 92%が男性、精神障害では 56%が

男性であった。労災認定要因として、全業種

の事案同様、脳・心臓疾患では「長期間の過

重業務」による認定が多い一方、精神障害で

は「上司とのトラブルがあった」などの対人

関係の出来事による認定の割合が大きかっ

た。職種に関して、教員の事案は脳・心臓疾

患が 21 件、精神障害が 22 件であり、教員

の中で多かった職種は、脳・心臓疾患、精神

障害ともに大学教員（脳心 7件、精神 7件）、

高等学校教員（脳心 6 件、精神 7 件）であ

った。さらに、学校教員に職種を限定した分

析結果から、負荷業務として大学教員では

委員会・会議や出張が多く、高等学校教員で

は部活動顧問や担任が多いなど、職種ごと

に異なった負荷があり、業務が多岐にわた

っていることが示された。なお、特に精神障

害において、教員以外の職種（学校の事務員

や学習塾の教員など）の事案も多いことが

明らかとなった。 

 
(3) 情報通信業における労災認定事案の

特徴に関する研究（菅） 
情報通信業では、雇用者 100 万人当たり

の精神障害による労災認定事案数及び労災

認定された自殺事案数が高い比率を占めて

いた。この傾向は 29歳以下で特に顕著であ

り、30 歳代や女性の比率も高かった。 

そこで、この点をさらに詳しく調べるた

めに、情報通信業の典型的職種として、情報

サービス業に従事する SE35 件及びプログ

ラマー3 件を対象に精神障害による労災認

定事案の詳細分析を行ったところ、精神障

害の疾患名は「うつ病エピソード」が多く、

被災者全体の 58％を占めていた。また、業

務による心理的負荷を見ると、「特別な出来

事」の「極度の長時間労働」が 8件、「恒常

的な長時間労働」が 20 件と多かった。「具

体的出来事」は「仕事の量・質」の類型のう

ち「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生

じさせる出来事があった」が 37％、「1か月

に 80時間以上の時間外労働を行った」及び

「2 週間（12 日）以上にわたって連続勤務

を行った」がそれぞれ 11％であった。「役割・

地位の変化等」の類型では、「配置転換があ

った」が 8％であった。 

一方、脳・心臓疾患の労災認定事案につい

ては、情報サービス業に従事する SE20件及

びプログラマー2 件を対象に詳細分析を行

った。その結果、疾患名は、脳疾患（脳内出

血、くも膜下出血、脳梗塞）と心疾患（心筋

梗塞、心停止、解離性大動脈瑠、狭心症）の

割合は同程度であった。また、時間外労働時

間数では発症前 1か月～3か月に平均 80時

間を超える時間外労働が認められた。 

 
(4) 外食産業における労災認定事案の特

徴に関する研究（菅） 
外食産業における脳・心臓疾患では、調理

人が 35 件、店長が 30 件、精神障害では、

調理人が 20 件、店長が 16 件であった。分

析の結果、発症時年齢は、脳・心臓疾患では

調理人が 50 歳代、店長が 40 歳代で多かっ

たのに対し、精神障害では調理人が 29歳以

下、店長が 30歳代で多く、精神障害の方が

若年齢層の事案が多かった。また、脳・心臓

疾患と精神障害の両事案ともに 50 人未満

の小規模な事業場が目立った。決定時の疾

患については、脳・心臓疾患では、調理人は

脳疾患が多く、特に脳内出血は約 4 割を占

めた。一方、店長は脳疾患と心臓疾患の割合

が同程度であった。精神障害では、調理人及

び店長ともに、うつ病エピソードと適応障

害が多かった。労災認定要因を見ると、調理

人及び店長ともに長期間の過重業務が全て

の事案で認められ、発症前 1 か月から 6 か
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月で時間外労働時間が 100 時間を超えてい

た。労働時間以外の要因では、調理人は拘束

時間の長い業務、交代制勤務・深夜勤務、作

業環境の問題、店長は拘束時間の長い勤務

や交代制勤務・深夜勤務が多く見られた。精

神障害では、「特別な出来事」のうち「極度

の長時間労働」、「恒常的な長時間労働」、「具

体的出来事」のうち「仕事の量・質」といっ

た長時間労働に関連する出来事が多かった。

また、精神障害では、調理人は、「（ひどい）

嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」、「上

司とのトラブルがあった」などの対人関係

の問題が多かったのに対し、店長は、「配置

転換があった」、「転勤をした」など「役割・

地位等の変化」によるものが多く、職種で異

なる点が見られた。 

 
(5) 運輸業・郵便業における過労死

（脳・心臓疾患）の予測及び防止を

目的とした資料解析に関する研究

（酒井） 
運輸業・郵便業の不支給（業務外）事案

312件を抽出し、これまで分析を行った支給

（業務上）事案（465 件）の結果と比較する

ため、とりわけ件数が多かったトラック運

転手について詳細解析した。その結果、不支

給事案の条件は、事業場、荷扱い中、長い拘

束時間、不規則勤務、早朝勤務、夜勤・交代

制勤務、50歳代、雇用 1年未満と雇用 15年

以上、血縁のある家族の既往歴あり、1箱以

上の喫煙、毎日の飲酒、健診による過労死

(死亡)の低減などの点で支給事案と似てい

た。従って、支給事案と不支給事案の違い

は、時間外労働時間の長さを反映していた。 

 
(6) 運輸業・郵便業における精神障害の

労災認定事案の特徴に関する研究

（高橋） 
運輸業・郵便業における精神障害事案 214

件の調査復命書を分析した。事案全体の

50％が恒常的な長時間労働、31％が仕事上

の問題、21％が上司に関連した問題、約 10％

が乗客に関連した問題、路上での事故（被

害）、事業場内作業時の事故（被害）に関連

した。仕事上の問題は恒常的な長時間労働

を伴う事案が多かった。上司に関連した問

題では業務指導範囲内とは言え、被災労働

者に対する罵声や叱責に関連した出来事が

多く認められた。 
 

(7) 重点業種における精神障害の労災認

定事案の可視化に関する研究（菅） 
データベースより、重点 5 業種に該当す

る精神障害事案 522件（自殺事案では 61件）

を抽出し、労災認定要因について、比較しや

すいよう分析結果の可視化を棒グラフとレ

ーダーチャートによって行った。その結果、

「特別な出来事」、「具体的出来事」の全体に

占める割合を業種毎で可視化したことによ

り、各々の業種と比較あるいは全業種と比

較でき、現状の把握や、今後の改善及び防止

対策を行うべき出来事を客観的に把握・理

解しやすくなった。 

 
(8) 脳・心臓疾患及び精神障害の労災請

求事案の実態に関する研究（佐々

木） 
平成 22 年 1 月から平成 27 年 3 月までの

脳・心臓疾患と精神障害の労災請求事案（業

務上と業務外事案）について、全国の労働局

及び労働基準監督署より収集された関連情

報から構築されたデータベースを解析した。

データベース化されたのは脳・心臓疾患事

案 3,525 件（業務上 1,564件・業務外 1,961

件）及び精神障害事案 3,543 件（業務上

1,369件・業務外 2,174件）であった。 

脳・心臓疾患については、男性が約 9割、

発症時年齢は 50～59歳で 1/3超、決定時疾

患の約 3 割が脳内出血で最も多く、くも膜

下出血、心筋梗塞、脳梗塞、心停止、解離性

大動脈瘤と併せた 6疾患で 96%超であった。

健康診断を受診している人では脳内出血及

び脳梗塞の発症割合が低く、既往歴、不規則

勤務又は拘束時間の長い勤務が有ると心筋

梗塞の発症割合が高かった。 

精神障害については、男性が 6 割超、特

に自殺事案では 9 割超が男性、発症年齢別

では男女とも 30～39 歳及び 40～49 歳がほ

ぼ同数で最も多かったものの自殺事案では

男性は 40 歳未満で半数近くを、女性は 29

歳以下が半数以上、疾患については生存事

案において男性は「神経症性障害、ストレス

関連障害及び身体表現性障害（F4）」と「気

分[感情]障害（F3）」が同程度の割合、女性

は F4の割合が高く、男女ともに F3と F4で

95%超を占め、自殺事案においては男女とも
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に F3の割合が高かった。男女とも最も多か

った出来事は「上司とのトラブル」であった

が、概ね長時間労働関連の出来事と複合的

に認められた。 

 
2 疫学研究 
(1) JNIOSH コホート研究とフィージビリ

ティ調査 
①JNIOSHコホート研究（高橋、松尾） 
EAP サービスを展開する企業の顧客企業

のうち、労働者規模 8,000 人程の A 社及び

同 15,000人程の B社と研究参加を前提とし

た具体的な協議がなされ、2社のうち、A社

においては、勤務状況データと健診データ

を研究に利用できることが確定した。A社労

働者には、平成 29 年度に実施されたストレ

スチェックの際に JNIOSH コホート研究の

概要が説明され、全労働者 8,031 人中、

6,806人（87.7%）の労働者から研究参加の

同意が得られた。同意が得られた労働者の

データの匿名化作業や勤務状況データと健

診データのマッチング作業が行われた。一

方、B社に関しては、A社同様、ストレスチ

ェック実施のタイミングで労働者に研究概

要の説明ができるよう調整を進めた。 

 
②Web 調査と結果解析（池田、蘇） 
1）勤務間インターバルと睡眠 
分析対象者（平均年齢 42.7±11.0歳）の

平均勤務間インターバルは 13.9±1.4 時間、

平均睡眠時間は 6.5±1.1 時間、平均 PSQI

得点は 5.8±2.9 点であった。図 2に各群に

おける平均睡眠時間を示した。勤務間イン

ターバル 10 時間未満、10 時間台、11 時間

台、12時間台、13 時間台、14時間台、15時

間台、16時間以上の各群の平均睡眠時間は、

5.3、5.8、6.1、6.3、6.5、6.7、6.7、6.9時

間であった。トレンド分析を行った結果、有

意な直線形トレンドがあり、勤務間インタ

ーバルが短い群ほど、睡眠時間が短い関係

性が示された。 

 

 
図 2 勤務間インターバルと睡眠時間の関連 
 

図 3は、各群における平均 PSQI得点を示

している。各群における平均 PSQI 得点は、

7.1、6.7、6.7、6.3、6.0 (5.999)、5.5、5.2、

5.2点であった。トレンド分析を行った結果、

有意な直線形トレンドがあり、勤務間イン

ターバルが短い群ほど、睡眠の質が悪い関

係性が示された。 

 

 
図 3 勤務間インターバルと睡眠の質

（PSQI 得点）の関連 
a 睡眠障害のカットオフ値は 6 点以上であるが、13h 台

の群の平均値はそれを超えていない 

 

本研究から、勤務間インターバルと睡眠

の量、質の関連性を検討した分析では、勤務

間インターバルが短いほど睡眠時間が短い

だけでなく、睡眠の質も悪くなることが示

された。 

 

2）座位時間と疾病罹患リスク 
図 4 は、勤務中の座位時間の多寡と疾病

発症リスクとの関係を多重ロジスティック

回帰分析によるオッズ比で示したものであ

る。勤務中の座位時間が最も短い群（3.8時

間未満）を基準とした場合、勤務中の座位時

間が最も長い群（7.7時間以上）では、糖尿
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病の罹患リスクが 1.41 倍（95%CI:1.05-

1.90）、脂質異常症の罹患リスクが 1.58 倍

（1.23-2.01）となった。また、ISM を用い

た分析では、勤務中の 1 時間の座位時間を

立位/歩行時間に置き換えることで、脂質異

常症の罹患リスクが 4％、心疾患の罹患リス

クが 7％減少する結果が得られた。この結果

は、運動習慣がない労働者で顕著であった。 

以上の結果から、身体活動状況（座位行

動）と疾病罹患リスクとの関連性を検討し

た分析では、勤務中の座位時間が長いほど、

糖尿病や脂質異常症に罹患するリスクが高

まることが示された。 

 
                     * P<0.05 
図 4．勤務中の座位時間と（A）糖尿病及

び（B）脂質異常症の各罹患リスクとの関係 
 

(2) 介入研究（運輸業、医療業、中小企

業） 
①介入・運輸業：トラックドライバー

の働き方の実態にあわせた効果的な過

重労働対策に関する研究（松元） 
本研究はアンケート調査と観察調査で構

成された。 

1) トラックドライバーの働き方と疲 
労の実態（松元） 

アンケート調査では全国の 1,992 人のト

ラックドライバーから有効回答が得られた。

代表的な運行形態である、日帰り（昼間と夜

間）と長距離（1 泊 2 日、3～4 日、5 日以

上）に分けて、過労死等の労災認定要件に関

連する項目と疲労度の関係について解析を

行った。その結果、1日の疲労と週の疲労の

どちらも回復しにくいと訴えたドライバー

の割合は、日帰り（22～5時にかかる）運行

で高く、この運行形態では、1か月間の時間

外労働が 81 時間以上であった割合が高く、

夜勤（22～5時にかかる勤務）回数が多く、

勤務日の睡眠時間が短かった。また、疲労回

復を困難にするのは、勤務日と休日の睡眠

時間がそれぞれ７時間未満の場合であるこ

とが確認されたが、運行形態及び時間外労

働時間や夜勤回数との関係は見られなかっ

た。脳・心臓疾患に関連する高血圧症、高脂

血症、糖尿病、肥満の既往歴があると回答し

た割合は、5日以上の運行を行うドライバー

で高かったが、事故やヒヤリハットの安全

状況には運行形態による違いは見られなか

った。 

2) トラックドライバーの働き方にあ 
わせた効果的な疲労対策の検討 

 平成 29年度に調査を実施し、データを収

集した。データを解析し、今後公開予定とし

た。 

 

②介入・医療業：交代制勤務看護師の

勤務間インターバルと疲労回復に関す

る研究（久保） 

12 時間夜勤・交代制勤務における 12 時

間の日勤と日勤、12時間の夜勤と夜勤が連

続する状況において、勤務間インターバル

が残業の影響で 11 時間未満に陥りやすく、

疲労回復が十分になされないまま次の勤務

に入る可能性が示された。したがって、それ

らの勤務シフトの場合、残業が生じないよ

うな配慮、工夫の必要性が示唆された。一

方、本研究の対象となった 16時間夜勤・交

代制勤務では、夜勤時には約 2 時間の夜勤

中の仮眠が確保されていたことも関連して、

16時間夜勤後で他の勤務後と比べて大きく

疲労度が高くなるということは観察されな

かった。 

 
③介入・中小企業：中小企業で実施さ

れた職場環境改善の効果評価に関する

研究（池田） 
製造業の某中小企業（2016 年 8月調査時

の労働者数 48人）において実施された職場

環境改善の効果の検討を行った。職場環境

改善前後の比較を行った結果、睡眠の質は、

改善前と比べ、3、6、12か月後で有意に向

上していた。また、勤務時間外における仕事

からの心理的な拘束（心理的距離）が、改善

前と比べ、3、6か月後で向上していた。さ

らに、疲労回復は、改善前と比べて、12か

月後で向上していた。 

 
(3) 長時間残業等の業務負担と心血管疾患

リスクに関する職域多施設研究（溝
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上） 
2016年度末までの健康診断及び心血管疾

患・長期病休・死亡の情報を収集し、整理し

た。脳心血管イベントの症例対照研究を実

施し、発症前の勤務状況を尋ねた。本データ

ベースを用いて、残業時間とその後の糖尿

病発症との関連を縦断的に解析したところ、

全体では関連は認めなかったものの、短時

間睡眠を伴う長時間残業者では糖尿病のリ

スクが上昇していた。残業時間と心血管疾

患発症との関連をコホート内症例対照研究

の手法で一部サンプルについて試行的に分

析したところ、当該サンプルでは両者に統

計学的に有意な関連は認められなかった。 

 
3 実験研究 
(1) 長時間労働と循環器負担のメカニズム

解明（劉） 
長時間労働は心血管系の負担を増大し、

特に高血圧群の負担が大きいことが示され

た。加齢による影響は限定的だが、同年代

中でも個人差が存在することが示され、サ

ブグループに分けてさらに検討する必要性

が示唆された。一方、作業中の長めの休憩

（50分以上）は過剰な血行動態反応を抑

制する効果が認められたが、15分以下の

短めの休憩はこれらの抑制効果が認められ

なかった。 
 
(2) 労働者の体力を簡便に測定するための

指標開発（松尾） 
本研究で開発した新しい評価方法（仮称

HRmix）は、①簡易体力測定から得られる情

報（運動中と運動後の心拍数）、②運動状況

を調査する質問紙から得られる情報（座位

時間や生活活動強度）、③ウェアラブル機器

から得られる情報（日常の身体活動量や心

拍数）を組み合わせた方法である。これまで

の実験室実験に参加した被験者 120 人のう

ち、データ処理を済ませ、解析可能となった

80 人のデータをまとめた結果を報告する。

CRF の妥当基準として測定した最大酸素摂

取量（V
．
O2max）と HRmix の値を比較した解析

では、HRmix が CRF 測定法として一定の水

準にあることが示された一方で、いくつか

の課題（ウェアラブルデータの取得方法や

解析方法に改善の余地があること、対象者

を増やし男女別に検討する必要があること

など）も明らかとなった。次の段階は、得ら

れた課題の解決に向けた実験を進めつつ、

HRmix の値と疾患関連データとの関連性を

検討する疫学研究の必要性が確認された。 

 

Ｄ．考察 

1 事案解析 
平成 28年度までの報告から、脳・心臓疾

患による労災認定事案の基本的な特徴が明

らかになっている（平成 27 年報告書）。男

性が 96.5％と多いこと、発症時年齢が 40-

49歳と 50-59歳で 68.6%、事業場規模が 50

人未満で 52.2%、認定理由として「長期間の

過重業務」が 93％、拘束時間の長い勤務、

交代制勤務・深夜勤務、不規則な勤務を行っ

ていたことなどである。また、昨年度までの

業種別の分析からは雇用者 100 万人当たり

の認定事案数が多い業種が示され、労働時

間以外の負荷要因が多く認められ、業種ご

との労働条件の違いも明確に示された。ま

た、運輸業・郵便業と宿泊・飲食サービス業

に関する典型事例が一部示されていたが、

本年はこれまでの研究をさらに深掘りする

形で、過労死等防止対策大綱で示されてい

る重点 5 業種に注目して分析を行った。特

に運輸業・郵便業については、脳・心臓疾患

と精神障害に分けて解析を行った。 

その結果、重点 5 業種における、より具

体化した過労死等の実態が明らかになった。 

 

①医療・福祉 
医療・福祉の分析では、脳・心臓疾患と精

神障害事案全体で女性が 67％と多いこと、

職種では介護職員、看護師、事務職員の順で

多いことなどがわかった。特に、脳・心臓疾

患では医師が最も多く、精神障害では介護

職員、看護師の順で多いことなど、医療・福

祉における過労死等の職種と疾患の特徴が

示された。また、脳・心臓疾患では認定理由

としての「短期間の過重業務」が全職種に比

べ相対的に割合が高いことや、精神障害で

は「悲惨な事故や災害の体験、目撃」が多い

ことなどが明らかにされ、専門職で構成さ

れる医療・福祉における過重業務や心理的

負担の実態が明らかとなった。これらの結

果から、過労死等防止対策では、医師は長時

間労働対策とタスクシフト等業務負担軽減

策に加え、診療科や職位・キャリアステージ
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を考慮し、看護師、介護職員、管理・事務・

営業等の職種では、精神疾患の背景となる

具体的出来事の発生前、発生後の対応にも

注目し、適切な労働時間管理と医療・福祉特

有の心理的負荷対策を踏まえた包括的な対

策が重要であることが示唆された。 

 
②教育・学習支援業 
教育・学習支援業の分析では、これまで詳

細が報告されていなかった教育・学習支援

業における過労死等の実態と背景要因の一

端が明らかとなった。労災認定要因として、

全業種の事案同様、脳・心臓疾患では「長期

間の過重業務」による認定が多い一方、精神

障害では「上司とのトラブルがあった」など

の対人関係の出来事による認定の割合が大

きかったこと、労災認定事案は大学教員、高

等学校教員が多く、学校教員に職種を限定

した分析結果から、負荷業務として大学教

員では委員会・会議や出張が多く、高等学校

教員では部活動顧問や担任が多いなど、職

種ごとに異なった負荷がある実態が明らか

となった。長時間労働以外の労災認定要因

として、脳・心臓疾患事案で精神的緊張が多

く、精神障害事案で対人関係の出来事が多

かったという点は、教育・学習支援業におけ

る過労死等の問題の大きな特徴である。「学

校現場における業務改善のためのガイドラ

イン」によれば、教職員は、学校現場を取り

巻く複雑化・困難化した環境を背景に、様々

な教育課題への対応を求められるのみなら

ず、その役割は拡大・多様化しており、さら

に保護者への対応等も求められている。そ

のため、日常の業務においても精神的緊張

が伴いやすく、同僚や生徒、保護者との対人

関係の問題による心理的負担が拡大しやす

い可能性が考えられる。教職員の過労死等

を防止するためには、長時間労働対策のみ

だけでなく、教育課程に応じたそれぞれの

職種特有の負担を軽減するような支援の必

要性が示唆された。 
 
③情報通信業 
情報通信業における SE やプログラマー

の分析では、長期間の過重業務が全ての事

案で認められ、発症前 1 か月から 3 か月で

は時間外労働時間が 80 時間を超えており、

労働時間以外では、拘束時間の長い業務、不

規則な勤務、出張の多い業務等が挙げられ

ていた。長時間に及ぶ時間外労働時間の削

減と労働時間管理の重要性が示唆された。  

このような長時間労働の要因として、厳し

い納期、急な仕様変更、突発的なトラブル処

理作業の発生、顧客対応などが事案から読

み取れた。今後、防止策の提案として次のよ

うな対策が考えられる。a) 発注者とも協議

した上で、過重労働とならないように余裕

のある納期を設定する、b) 業務の進捗状況

を適切に把握し、急な仕様変更などによっ

て業務量の増大が見込まれるときは納期の

延長や増員などの措置を講じる、c) 急な仕

様変更が起こらないように、設計段階で仕

様の妥当性を確認する、d) トラブル処理作

業は、できる限り所定労働時間内に実施で

きるようにする。特に、深夜労働や休日労働

はやむを得ない場合を除き避ける、e) 最新

の情報通信技術なども活用し、急な仕様変

更やトラブル処理作業が少なくなる設計や

作業管理の高度化を進める、f) 拘束時間の

長い勤務、不規則な勤務、出張、職種や職務

の変更等の勤務環境など、労働者の勤務実

態についても事業場で適切に把握し管理す

ることである。さらに、SEとプログラマー

の死亡率は、情報通信業を含めた全業種の

死亡率よりも高いことから過労死等の防止

にあたって対策の推進が喫緊の課題である

と考えられる。 

 

④外食産業 
 平成 27 年度までの過労死等事案の分析

結果から、全業種では時間外労働時間は平

均 80～90 時間、週休 1 日制は 2 割程度

（22.3％）であったのに対し、外食産業にお

ける調理人（51.4％）及び店長（36.7％）は、

より長時間に及ぶ労働を行っていたことが

わかった。また、健康診断の実施率は全業種

の結果（69.1％）と比較して、調理人（31.4％）

及び店長（40.0％）は低く、特に調理人は低

かった。一方、面接指導の実施率は、全業種

（2.4％）と比較して、店長（26.7％）は約

10倍であった。これらのことから、調理人

及び店長ともに適切な労働時間管理、休日

の確保などの労働時間対策とともに、健康

診断の実施等健康管理対策の強化を図る必

要があると考えられる。 

調理人では長い拘束時間、交代・深夜勤
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務、厨房での高温等の環境での作業、暴行・

暴力、上司とのトラブルといった対人関係

の問題が課題として挙げられる。一方、店長

は店長業務だけでなく、厨房作業、接客とい

った多面的な役割があり、これらの負担を

事業場全体で軽減し改善する必要がある。

さらに、店長は 1 店舗だけでなく複数店舗

の店長の兼任や、店長とエリアマネージャ

ーの兼任などの事案が認められた。今後、複

数店舗やエリアマネージャー等の職務兼任

による事案にも注目して分析を行う必要が

ある。 

 

⑤運輸業・郵便業：脳心 
運輸業・郵便業における脳・心臓疾患の業

務外（不支給）事案と業務上（支給）事案の

分析の結果、両事案の発症内容を見ると、事

業場における荷扱い中、長い拘束時間、不規

則勤務、早朝勤務、夜勤・交代制勤務、発症

年齢が 50 歳代、雇用期間が 1 年未満と 15

年以上、血縁のある家族の既往歴あり、1箱

以上の喫煙、毎日の飲酒、健診による死亡の

低減などの点で共通していた。このことは、

支給事案に分類されるか不支給事案に分類

されるかの違いは、時間外労働時間の差で

あることを意味している。一方、支給事案も

不支給事案も脳・心臓疾患にり患している

という共通した事実に注目すれば、これら

の時間外労働以外の要因について対策を講

じることで、過労死等の防止に寄与するこ

とが考えられた。 

 
⑥運輸業・郵便業：精神 
精神障害の労災認定事案に関連していた

のは恒常的な長時間労働が最多であった。

従って、労働が長時間化に発展する背景を

検証し修正することがまず求められる。加

えて、業務の進め方や上司のあり方を見直

す必要がある。 
全体に占める割合は高くはなかったもの

の、路上や事業場内での事故が精神障害と

関連していた。このため、道路交通安全（例、

厚生労働省：交通労働災害防止のためのガ

イドライン. 2013）とともに、荷役作業・

倉庫作業の安全（例、厚生労働省：陸上貨物

運送事業における荷役作業の安全対策ガイ

ドライン. 2013）を一層確保することが精

神障害の事案を減少させるのに役立つと言

える。また、乗客から暴力等を受けたタクシ

ー運転手やバス運転手が精神障害に罹患し

ていたのであれば、他の対人業務と同じよ

うに、十分な事前準備（例、警察への迅速通

報）と事後対応（例、被災労働者への就業上

の配慮）を事業場として行い、精神障害への

発展を防ぐのが望ましい。この問題は利用

者、つまり国民の意識や行動に関わるため、

サービスを受ける側である利用者としての

適切な態度や行動を社会的に周知する活動

が求められる。 

 

⑦重点 5 業種精神障害事案可視化 
重点 5 業種の可視化に関する研究では、

医療・福祉、運輸業・郵便業、教育・学習支

援業、宿泊・飲食サービス業及び情報通信業

を対象とし、業務上の出来事のデータから

得られた結果を客観的に把握・理解しやす

くするため可視化を行い、分析を行った。そ

の結果、業種によって様々な業務や職務等

があり、労災認定された出来事を棒グラフ

及びレーダーチャートを活用した可視化に

より、各々の業種で異なる出来事の比重の

大きさが容易に確認でき現状把握をしやす

いことが示された。また、各々の業種と比較

あるいは全業種と比較することにより、改

善すべき出来事に重点を置いた防止対策の

具体的な取り組みを見出すツールの 1 つと

して活用できる可能性がある。本研究の棒

グラフ及びレーダーチャートのように、重

点 5 業種だけでなく、それ以外の業種も含

めた比較や、性別、事業場規模別等で応用す

ることができ、有用な知見が得られる可能

性がある。 

なお、「特別な出来事」に該当した労災認

定事案では「具体的出来事」の評価がほとん

どされず労災支給決定がなされている傾向

があり、業種による特性を十分に反映でき

ているのかどうかには限界がある。また、

「対人関係」の出来事に関し、精神障害の労

災認定の類型では、社内での対人関係は含

まれているが、社外（例えば、顧客や取引先

等）との対人関係は含まれていない。今後

は、業務内容、労働実態等の特徴及び典型事

例を抽出することも重要であると考えられ

る。 
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⑧労災請求事案の解析 
労災請求事案の解析では、過去約 5 年間

の脳・心臓疾患及び精神障害の業務上外事

案の実態を概観した。その結果、脳・心臓疾

患の発症は、長時間労働対策とともに健康

管理や労働負荷に着目した対策により低減

できる可能性があること、精神障害の発症

を予防するには長時間労働対策と並行的に

対人関係やメンタルヘルス対策等を実施す

る必要があることが示唆された。 

本研究は、これまで詳細が報告されてい

なかった労災支給・不支給決定事案の実態

に関する初めての報告である。収集された

事案については、研究仮説を立ててから収

集する調査研究のためのデータと異なり、

業務上外を決定するための事項を優先的に

記載されているであろうという特性がある

こと、また、特に精神障害事案については事

案の収集対象期間中の平成 23 年 12 月に策

定された認定基準で長時間労働を考慮する

ウェイトが増えたといった事情があり、そ

れらは本資料を用いた研究としての限界と

して挙げられる。そこで今後、継続して新し

い労災請求事案を収集し、本研究で見出さ

れた結果の再現性や各々の事項の経時的変

化について検討することが必要と考えられ

る。 

なお、今後さらに、労災請求事案に関連し

て、医学、心理学、社会科学等の研究者と実

務者のチームによって、労災請求をするに

至った健康障害の発生原因を調査すること

で、労災復命書の分析からは見えない新し

い軸での防止策の検討も行う予定である。 

 

2 疫学研究 
①JNIOSH コホート研究及びフィー

ジビリティ調査 
JNIOSHコホート研究への参加に興味を示

す企業担当者は多く、参加企業側にもメリ

ットがあると思われる。当研究所の個人情

報の管理体制が万全であること、企業側の

メリットの詳細な説明、調査依頼文書の各

企業への配布などにより、今後とも依頼先

企業に理解を求め、協力企業を増やしてい

くことが課題である。 

フィージビリティ調査では、調査会社モ

ニターの就業者 1 万人を対象としたアンケ

ートから、本年度は「勤務間インターバルと

睡眠」「身体活動状況（座位行動）と疾病罹

患リスク」について検討した。その結果、1）

勤務間インターバルと睡眠の量、質の関連

性を検討した分析では、勤務間インターバ

ルが短いほど睡眠時間が短いだけでなく、

睡眠の質も悪くなることが示された。2）身

体活動状況（座位行動）と疾病罹患リスクと

の関連性を検討した分析では、勤務中の座

位時間が長いほど、糖尿病や脂質異常症に

罹患するリスクが高まることが示された。

これらの結果は、今後の JNIOSHコホート研

究、過労死等防止のための職場環境改善の

研究等に活用できる。 

 

②介入研究：運輸業 
トラックドライバーの実態調査から、ト

ラックドライバーの過重労働対策には、勤

務日と休日における睡眠確保を中心とした

運行計画が重要であることが示された。し

かし、時間外労働時間や夜勤回数が変動し

やすく、休息期間の調整が難しいことが考

えられる拘束時間の長い長距離運行への対

策については、観察調査で得られた詳細な

労働状況と生理・心理的な指標による測定

結果の解析から検討を行う必要がある。 

 

③介入研究：医療業 
病院に勤務する看護師を対象とした 2 パ

ターンの夜勤交代制勤務の観察研究から、

看護師の夜勤中に仮眠が取得できない病院

では疲労度が増大する可能性が示唆された。

勤務間インターバルの取得タイミングによ

る疲労回復効果の違いに関しては、先行研

究を踏まえれば重要だと考えられるが、本

研究からは直接的にそれを支持する結果は

得られなかったので今後検討が必要である。 

 

④介入研究：中小企業 
職場環境改善は、職場の環境のみならず、

勤務外における労働者の睡眠や疲労回復と

いった生活の質の向上につながる可能性が

示された。 
 
⑤職域多施設研究 

職域多施設研究（J-ECOHスタディ）での

経験は本研究班の柱となる JNIOSH コホー

ト研究の立案・計画に役立てられている。今

後得られる JNIOSH コホート研究の知見と
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比較検証することで、過重労働と健康障害

との関連について異なるデータ源から相互

に検証することができる。 

 

3 実験研究 
① 循環器負担 

循環器負担に関する研究では、長時間労

働は心血管系の負担を増大し、特に高血圧

群の負担が大きいことが示された。また、作

業中の長めの休憩（50 分以上）は過剰な血

行動態反応を抑制する効果が認められたが、

15分以下の短めの休憩はこれらの抑制効果

が認められなかった。本研究の結果から、や

むを得ず長時間労働をしなければならない

場合は、複数の長めの休憩を確保すること

が重要であることが示唆された。今後は休

憩のタイミング、休憩の取り方についてさ

らに検討する予定である。長時間労働がど

のように心血管系に影響を及ぼすかについ

てのエビデンスは、過労死等防止対策にお

いて長時間労働を減らすことの効果がどの

程度であるのかを考察する際の貴重な情報

になると期待される。 

 

② 体力指標開発 

労働者の体力指標に関する研究では、心

肺持久力に注目した簡易な測定手法を開発

した。労働者の健康状態の評価が可能とな

り、過労死等防止対策において健康管理上

の施策（健康増進による疾病予防、心肺機能

によるスクリーニング等）の立案に寄与で

きると期待される。 

 

Ｅ．結論 
 過労死等の実態解明と防止対策に関する

総合的な労働安全衛生研究として、医学・保

健面より、（1）過去の過労死等事案の解析、

（2）疫学研究（職域コホート研究、現場介

入研究）、（3）実験研究（循環器負担のメカ

ニズム解明、過労死関連指標と体力との関

係の解明）を行った。 

（1）過労死等の労災認定事案について、業

種、性別、年齢などによる違いを明らかに

し、脳・心臓疾患と精神障害それぞれについ

て労働時間を含む関連要因を解析した。ま

た、運輸業・郵便業、医療・福祉、教育・学

習支援業など過労死等の多発している重点

5業種を選定し、業種ごとの特徴を提示した。

特に、医療・福祉では医師と看護師、教育・

学習支援業では教員、情報通信業では SEと

プログラマー、外食産業では店長と調理人

の職種に注目し、その過労死等の実態を明

らかにした。運輸業では疾患別の特徴と対

策を検討し、重点 5 業種の精神障害につい

ては、心理的負荷としての出来事のレーダ

ーチャートを作成するなど、その可視化を

試みた。 
（2）勤務状況とその後の健康との前向き関

連を調べる職域コホート研究を開始し、長

期的研究体制を整えた。フィージビリティ

調査では、勤務間インターバルや心肺機能

に注目した解析を行った。また、過重労働の

防止策を探る現場介入調査を小規模事業場

で実施するとともに、運輸業、医療業の現場

調査を実施した。 

（3）実験研究では、長時間労働と循環器負

担に注目し、長時間労働は心血管系の負担

を増大し、特に高血圧群の負担が大きいこ

とが示された。心肺持久力（CRF）に関する

研究では、労働者の CRF を簡便かつ安全に

評価する検査手法として HRmix を開発した。 

以下に各研究の結論を示す。 
 
1 事案解析 
①医療・福祉 

 医療・福祉では、女性が多く被災し、精神

障害事案が多かった。医療専門職に加えて、

介護職員、事務職員も被災している実態が

明らかとなった。職種別分析から、医師の過

労死等対策には長時間労働対策とタスクシ

フトなど業務負担軽減策に加え、診療科や

職位・キャリアステージを考慮した包括的

な過重労働・心理的負担対策が重要である

ことが示唆された。看護師は 6 割以上が事

故への遭遇や災害の体験が具体的出来事と

なっており、医療サービス特有の社会心理

的要因への対策が重要と考えられた。介護

職員、管理・事務・営業等の職種においても

被災事案が確認され、疾患の発生前、発生後

の対応にも注目しつつ、長時間労働の背景

となる働き方や医療・福祉特有の心理的負

荷への対策が必要である。 

 

②教育・学習支援業 
教育・学習支援業では、大学教員、高等

学校教員が多かった。多岐にわたる過重な
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業務負担による長時間労働や、対人関係上

の問題による心理的負担の拡大といった実

態を踏まえ、業務負担の軽減を通した労働

時間の見直しやメンタルヘルス対策の推進

などの防止対策を行っていくことが求めら

れる。その際、各教育課程に応じて異なる負

荷があることについても、留意する必要が

ある。 

 

③情報通信業 
情報通信業の SE とプログラマーに注目

し、解析を行った。脳・心臓疾患及び精神障

害ともに発症時年齢が 30～40 歳代と若年

齢層が目立ち、比較的規模の大きい事業場

が多かった。また、長時間労働の実態が両職

種の事案で認められた。長時間労働以外の

要因として精神障害では、部署や勤務場所

の変更による事案が多いことも分かった。

長時間労働の要因となっている負荷業務な

どに対する対策が必要である。また、SEと

プログラマーの死亡率は、情報通信業を含

めた全業種の死亡率よりも高いことから、

過労死等の防止にあたって対策の推進が喫

緊の課題である。 

 

④外食産業 
外食産業の調理人と店長に注目した。こ

れらの役職に就く対象者における過労死等

の実態と背景要因の一端が明らかとなった。

発症時年齢は、脳・心臓疾患では、調理人が

50歳代、店長が 40歳代であったのに対し、

精神障害では、調理人が 29 歳以下、店長が

30歳代と、精神障害は若年齢層が多かった。

事業場規模は、脳・心臓疾患及び精神障害と

もに 50 人未満の小規模の事業場が多かっ

た。また、脳・心臓疾患と精神障害の両事案

で長時間にわたる労働が認められた。さら

に、精神障害では、調理人は対人関係の問

題、店長は役割・地位等の変化による問題が

多く、職種で異なる点が認められた。今後は

長時間労働時間対策を行うとともに、職種

とその働き方に応じた対策の検討が必要と

考えられる。 

 

⑤運輸業・郵便業：脳心 
運輸業・郵便業の労災支給事案と不支給

事案を比較した。職種として特に件数が多

かったトラック運転手の事案を詳細解析し

た。その結果、不支給事案の条件は、事業場、

荷扱い中、長い拘束時間、不規則勤務、早朝

勤務、夜勤・交代制勤務、50 歳代、雇用 1

年未満と雇用 15年以上、血縁のある家族の

既往歴あり、1箱以上の喫煙、毎日の飲酒、

健診による過労死(死亡)の低減などの点で

支給事案と似ていた。これらのことから、運

輸・郵便業の脳・心臓疾患を減らすために

は、本研究で明らかになった労働時間以外

の要因の対策の検討が必要と考えられる。 

 

⑥運輸業・郵便業：精神 
運輸業・郵便業における精神障害の労災

認定事案では、全体の 50％が恒常的な長時

間労働、31％が仕事上の問題、21％が上司に

関連した問題、約 10％が乗客に関連した問

題、路上での事故（被害）及び事業場内作業

時の事故（被害）に関連した。労働時間の適

正化に加えて、業務の進め方、上司のあり

方、作業安全の確保など労働時間以外の要

因の改善によって本業種で働く労働者の精

神障害を防止できる可能性が考えられた。 

 

⑦重点 5 業種の可視化 
重点 5 業種の精神障害の労災認定事案に

ついて、心理的負担として評価された具体

的出来事に注目し、棒グラフとレーダーチ

ャート作成し、その可視化を行った。その結

果、各々の業種あるいは全業種との比較が

容易にでき、現状の把握や、今後の改善及び

防止対策を行うべき出来事を客観的に把

握・理解しやすくなった。  

 今後は、重点 5 業種だけでなく、それ以

外の業種や性別、事業場規模別等のデータ

についても棒グラフやレーダーチャートに

より可視化することが有用であると考えら

れる。 

 

⑧労災請求事案の分析 
過去約 5 年間の脳・心臓疾患及び精神障

害の業務上外事案についてのデータベース

から、これまで詳細が報告されていなかっ

た脳・心臓疾患及び精神障害の労災請求事

案の実態（業務上外事案の全体像）を初めて

報告した。脳・心臓疾患の発症は、長時間労

働対策とともに健康管理や労働負荷に着目

した対策により低減できる可能性があるこ

と、精神障害の発症を予防するには長時間
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労働対策と並行的に対人関係やメンタルヘ

ルス対策等を実施する必要があることが示

唆された。労災復命書を用いた調査研究の

限界も指摘された。 

 

2 疫学研究 
①JNIOSH コホート研究及びフィージビ

リティ調査 
JNIOSH コホート研究では、一企業におい

て研究参加の同意が得られた約 6,800 人の

労働者の勤務状況データと健診データを利

用できることとなった。過労死等関連疾患

（脳・心臓疾患、精神障害等）の発症リスク

に影響を及ぼす労働環境要因や身体・生活

環境要因の同定とその影響の程度を評価す

るコホート研究体制が整った。その他の企

業への要請・交渉を続け、協力企業の増加に

努める必要がある。 
JNIOSHコホート研究の予備的調査という

位置付けで行った、国内労働者 1 万人を対

象とした WEB 調査（横断研究）では、（1）

勤務間インターバルが短いほど睡眠時間が

短いだけでなく、睡眠の質も悪くなること、

（2）勤務中の座位時間が長いほど、糖尿病

や脂質異常症に罹患するリスクが高まるこ

とが示唆された。Web調査におけるこれら 2

つの解析結果はそれぞれ原著論文として国

際誌で公表された。JNIOSHコホート研究で

は調査項目数が参加各企業の状況で制限さ

れる面はあるが、今回の Web 調査で用いた

質問項目を含められれば有意義である。 

 

②介入研究：運輸業 
過労死等の労災認定数の多い貨物自動車

運転者（トラックドライバー）の労働実態把

握とともに負担の大きい働き方を抽出する

ことで過重労働対策の検討を行った。アン

ケート調査の結果から、トラックドライバ

ーの過重労働対策には、勤務日と休日にお

ける睡眠確保を中心とした運行計画が重要

であることが示された。休息期間の調整が

難しい拘束時間の長い長距離運行への対策

については、観察調査で得られた詳細な労

働状況と生理・心理的な指標による測定結

果の解析から検討を行う必要がある。 

 

③介入研究：医療業 
勤務間インターバルと疲労回復という視

点から、12時間及び 16時間夜勤・交代制勤

務に従事する 30人の看護師を対象として 3

週間の連続観察調査を実施した。その結果、

12 時間夜勤・交代制勤務における 12 時間

の日勤と日勤、12時間の夜勤と夜勤が連続

する状況において、勤務間インターバルが

残業の影響で 11時間未満に陥りやすく、疲

労回復が十分になされないまま次の勤務に

入る可能性が示された。12時間夜勤・交代

制勤務では残業が生じないような配慮や工

夫が必要である。 

一方、16時間夜勤・交代制勤務では、夜

勤後で他の勤務後と比べて大きく疲労度が

高くなるということは観察されなかった。

夜勤中に約 2 時間の仮眠が確保されていた

ことも関連していると考えられた。言い換

えると、夜勤中に仮眠が取得できない病院

では疲労度が増大する可能性がある。勤務

間インターバルの取得タイミングによる疲

労回復効果の違いに関しては、先行研究を

踏まえれば重要であると考えられるが、本

研究からは直接的にそれを支持する結果は

得られなかった。 

 

④介入研究：中小企業 
中小企業で実施された職場環境改善の効

果を検討した結果、職場環境改善として、

(1)組織体制の変更、(2)勤務開始時刻の多

様化、(3)勤務体制の多様化、(4)作業環境の

変更が行われ、それにより、睡眠の質の改

善、心理的距離の改善、疲労回復の改善傾向

が認められた。職場環境改善は、職場内の環

境改善だけではなく、職場外における労働

者の睡眠の質や疲労回復などの生活の質の

向上にもつながることが示唆された。 

 

⑤職域多施設研究 
12 企業が参加する 10 万人規模の職域多

施設研究（J-ECOH スタディ）において健康

診断情報の他、脳心血管イベント・死亡・

長期病休を登録した。コホート内で発症し

た脳心血管イベントについて一部のサンプ

ルによる症例対照研究を実施した。残業時

間と糖尿病発症との関連を縦断的に解析し

たところ、全体では関連は認めなかったが、

睡眠時間が短い長時間労働者ではリスクが

上昇していた。コホート内症例対照研究の

手法で心血管疾患発症と発症前年の残業時
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間との関連を分析したところ、当該サンプ

ルでは両者に有意な関連は認められなかっ

た。 

 
3 実験研究 
①循環器負担 
長時間労働は心血管系の負担を増大する

こと、心血管系反応には年代差や個人差が

存在すること、長時間労働による循環器負

担は高血圧者の方が大きいことを明らかに

した。さらに、心血管系の作業負担を軽減す

るため、やむを得ず長時間労働を行わなけ

ればならない場合は、複数の長めの休憩（50

分以上）の確保が望ましいことが示された。

今後、心血管系の作業負担の軽減を視野に

入れたより具体的な対策を検討する予定で

ある。 

 

②体力指標開発 
開発した HRmix は労働者の心肺持久力

（CRF）を簡便かつ安全に評価する検査手法

として実現可能性があることが示された。

ウェアラブルデータの取得方法や解析方法

を改善したり、対象者を増やし男女別に検

討したりすることが今後の課題である。一

方、HRmix研究の次の段階は、HRmixと疾患

データとの関連性を検討する大規模な疫学

研究である。過労死やその関連疾患の防止

策の検討に HRmix を活かすべく研究を進展

させる。 
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別添４ 

平成２９年度労災疾病臨床研究事業費補助金  

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（事案解析） 

医療・福祉における労災認定事案の特徴に関する研究

研究分担者 吉川 徹 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

過労死等調査研究センター・センター長代理 

研究分担者: 

高田琢弘（労働安全衛生総合研究所過労

死等調査研究センター・研究員） 

菅知絵美（同センター・研究員） 

佐々木毅（同センター・上席研究員） 

山内貴史（同センター・客員研究員） 

高橋正也（労働安全衛生総合研究所産業

疫学研究グループ・部長） 

梅崎重夫（労働安全衛生総合研究所・総括

領域長） 

A. 研究目的

医療・福祉に従事する労働者が健康で安

全に安心して働くことができる職場環境の

確保が課題となっている。医療・福祉に従

事する労働者は 800万人を越え、医療・福

祉ニーズによりその数は増加傾向にある

(文献 1)。医療・福祉は医療・福祉サービ

ス需要の増加、慢性的な人員不足等によ

り、長時間労働や過重な心理的負荷等が生

じている(文献 2及び 3)。

医療・福祉において業務における過重な

負荷による脳・心臓疾患や業務における強

【研究要旨】 

「過労死等防止のための対策に関する大綱」で過労死等の多発が指摘されている 5 つ

の業種・職種（自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療等）のうち、本研究

では、日本標準産業分類の医療・福祉について、過労死等調査研究センターが作成したデ 

ータベースを用いてその特徴及び典型例を抽出し、実態と背景要因を検討した。なお、本

データベースは、地方公務員災害補償法に基づき（公務災害の）支給決定が認められた公

務災害事案などは含まれていないことに留意する必要がある。医療・福祉の事案は、脳・

心臓疾患は 52 件、精神障害事案は 233 件で、全件数の 67%が女性であった。職種は介護

職員が最も多く、看護師、事務職員、その他の医療専門職、医師の順であった。認定理由

として脳・心臓疾患では「長期間の過重業務」、精神障害では「悲惨な事故や災害の体

験、目撃」が多かった。職種別分析では、医師の脳・心臓疾患は 17件で、過重労働の背

景には、継続的な診療、オンコール・休日診療、慢性的な人員不足による業務負荷増加、

教育・指導、管理的業務、学会・論文作成等があった。通勤途中、当直中に発症している

事例もあった。医師の精神障害事案は 8件で、長時間労働に加え若年医師、患者暴力、仕

事の変化、医師間の人間関係のトラブル等が目立った。看護師の認定事案は 53件で、52

件が精神障害事案で疾患名は外傷後ストレス障害、急性ストレス反応が多く、出来事とし

て「悲惨な事故や災害の体験（患者暴力、患者・利用者の急変、医療事故等）」が多く、

半数は深夜帯に発生していた。医療・福祉における過労死等防止対策については、医師は

長時間労働対策とタスクシフト等業務負担軽減策に加え、診療科や職位・キャリアステー

ジを考慮すること、看護師、介護職員、管理・事務・営業等の職種では、具体的出来事の

発生前、発生後の対応にも注目し、適切な労働時間管理と医療・福祉特有の心理的負荷対

策を踏まえた包括的な対策が重要であることが示唆された。 
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い心理的負荷による精神障害（以下「過労

死等」という。）の労災認定事案が数多く

報告されている(文献 3、4及び 5)。例え

ば、過去 5年間の労災認定事案における医

療・福祉の脳・心臓疾患は 49件（全体の

3.1%）で第 8位、精神障害は製造業、卸売

業・小売業に続いて 230件（全体の

11.5%）で第 3位である(文献 4)。また、

医療・福祉は「過労死等防止のための対策

に関する大綱」でも過労死等の多発が指摘

されている業種とされている。今後、高齢

化等に伴って増大する医療・福祉サービス

需要を考慮すると、医療・福祉における過

労死等の実態を把握し、その防止策を検討

することが重要な課題となっている。 

医師や看護師等の職種別の過労死等の実

態については断片的な報告にとどまる。総

務省統計によれば、労働時間が週 60時間

（月換算で時間外労働 80時間超）を超え

る者は雇用者全体の 14%であるが、職種別

では医師（41.8%）が最も高い(文献 6)。

近年、医師の過労死等の背景には応招義務

や長時間労働になりやすい医師特有の労働

環境が指摘され、働き方改革実行計画にお

いて労働時間規制の上限適用を 5年猶予さ

れるなど、医師の労働の特殊性を勘案した

過重労働による健康障害防止のための職場

環境改善が急務である。看護師は夜勤・交

代制勤務や医療労働に特徴的な心理的負担

により精神障害を生じやすい職種であるこ

とが知られている(文献 7)。医師、看護師

の労災認定事案に注目し、その特徴などを

検討することにより、医師、看護師特有の

職場環境に応じた対策の検討に資する知見

が得られる。また、医療・福祉には各種の

医療専門職だけでなく、介護関連事業に従

事する専門職、少人数で専門職を支える多

くの事務専門職等も従事している。医療・

福祉の職種に注目し、その過労死等の実態

を明らかにすることで、過労死等防止対策

に寄与する知見を整理できる。 

本研究では過労死等調査研究センターが

作成したデータベース（以下「過労死等

DB」という。）を用いて、医療・福祉の労

災認定事案の特徴及び典型例を抽出し、過

労死等防止に必要な視点について検討し

た。なお、医師、看護師については、医

療・福祉以外の業種に勤務している労働者

もいることから、それらを含めて分析を行

った。 

なお、本データベースは、原則として労

働基準法が適用される労働者であって労働

者災害補償保険法に基づき、労災の支給決

定が認められた労災認定事案（以下、「労

災認定事案」という。）が対象であり、地

方公務員災害補償法に基づき過労死等とし

て認定された公務災害事案などは含まれて

いない。 

 

B. 研究方法 
1. 分析対象 
調査復命書の記載内容に基づき作成され

た過労死等 DB（脳・心臓疾患事案 1,564

件、自殺を含む精神障害事案 2,000件、平

成 22年 1月～平成 27年 3月の 5年間）を

用いて「医療・福祉」の事案として抽出さ

れた脳・心臓疾患 49件、精神障害 230件

に加えて、医師、看護師については過労死

等 DBから医療・福祉以外の業種における

脳・心臓疾患 3件、精神障害 3件を抽出

し、これらを加えた脳・心臓疾患合計 52

件、精神障害合計 233件を分析対象とし

た。 

 

2. 分析方法 
過労死等 DBから「過労死等 DB（医療・福

祉版）」を作成した。過労死等 DB（医療・福

祉版）を利用して、記述統計を中心とした分

析を行い、特徴的な事例を典型例として整

理した。性別、発症時年齢、生死、事業場規

模・種類、職種、疾患名、労災認定要因、時

間外労働時間数などの情報に関する集計を

行った。事案から見える医療・福祉の労働者

の過重労働の実態と職場環境改善対策を検

討した。なお、医師、看護師については、そ

の職場環境改善について特段の関心が寄せ

られていることから、職種に特化した解析

を別途実施した。 

 

3. 倫理面での配慮 
 本研究は、労働安全衛生総合研究所研究

倫理審査委員会にて審査され、承認を得た

うえで行った(通知番号：H2708)。本研究で

用いたデータベースには、個人の氏名、住

所、電話番号等、個人を特定できる情報は一

切含まれていない。 
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C. 研究結果 
1. 医療・福祉の基本集計と典型事例 

1) 性別、年齢、生死、決定時疾患

名、就業規則等 
表 1-1-1 に医療・福祉における脳・心臓

疾患と精神障害の労災認定事案の疾患別の

性別、年齢、生死、事業場規模・種類、職種

等について、表 1-1-2 に脳・心臓疾患の男

女別の所定休日、出退勤の管理状況、就業規

則や賃金規程、健康診断実施状況等の基本

統計を示した。精神障害事案については表

1-1-2に掲げる項目について示していない。 

男女別では、医療・福祉の全事案 285 件

のうち、67.0%（191 件）が女性であった。

疾患別の男女比は、脳・心臓疾患では男性が

78.8%で多数を占めた一方、精神障害では男

性は 22.7%にとどまり、女性が 77.3%と多く

を占めた。 

年齢別では、脳・心臓疾患では 50～59歳

が最も多く 34.6%で、精神障害では 30～39

歳が 30.9%と最も多かった。 

生死別は、過労死等事案の 83.5%が生存事

案であった。疾患別に見ると脳・心臓疾患で

は死亡は 46.2%で、約半数近くを占めた。精

神障害では、死亡（自殺）は 9.9 %であった。 

決定時疾患名は、脳・心臓疾患が 18.2%

（52/285）、精神障害・自殺事案が 81.8%

（233/285）を占めた。脳・心臓疾患のうち

脳疾患は 65.4%、心疾患は 34.6%を占めた。

精神障害・自殺事案では、34.3%が F3 領域

（気分（感情）障害）、65.7%が F4領域（神

経症性障害、ストレス関連障害及び身体表

現性障害）の疾患を占めた。 

脳・心臓疾患の労災認定事案における所

定休日等の状況は、所定休日として完全週

休 2 日制が 44.2%であった。記載内容が不

明・記載なしも 40.4%であった（表 1-1-2）。

出退勤の管理状況は、出勤簿で管理してい

る事業場が 40.4%で、タイムカードによる出

退勤管理は 23.1%であった。健康診断が未実

施は 11.5%、実施が 69.2%、不明が 19.2%で

あった。過重労働の医師の面接指導を受け

ていたことが確認されたものは 52件中 2件

（3.8%）と少なかった。既往歴がなしとされ

た事案は 48.1%と半数に上った。 

 

2) 事業場規模、事業場種類 
 事業場規模は、脳・心臓疾患事案、精神障

害事案ともに 100 人～499 人の規模の事業

場が最も多かった（脳・心臓疾患：15/52、

28.8%；精神障害：76/233、32.6%）（表 1-1-

1）。次いで 10 人～49 人の中小規模の事業

場が多かったが、脳・心臓疾患事案に比べて

精神障害事案の割合がやや高かった（脳・心

臓疾患：9/52、17.3%；精神障害：61/233、

26.2%）。 

 事業場の種類は、脳・心臓疾患及び精神障

害ともに病院（脳・心臓疾患：22/52、42.3%；

精神障害：82/233、35.2%）と社会福祉施設

（脳・心臓疾患：18/52、34.6%；精神障害：

95/233、40.8%）が多かった（表 1-1-1）。脳・

心臓疾患及び精神障害の割合は、事業場種

類により大きな差はなかった。 

 

3) 職種 
 表 1-2 に疾患別の職種（細分類）の集計

結果を、表 1-3 に疾患別の職種・事業場種

類別の集計結果を示した。 

 医療・福祉における過労死等として労災

認定を受けた職種割合は、介護職員が最も

多く(28.1%）、次いで看護師(18.6%)、事務職

員（15.8%）、その他の医療専門職（10.5%）、

医師（8.8%）と続いた。保育士は 10件（3.5%）

が認定されていた。また、歯科医師、獣医師、

准看護師、看護助手の医療専門職も労災認

定されていた。なお、「その他の医療専門職」

として、具体的には理学療法士・作業療法

士、臨床検査技師、カウンセラー・臨床心理

士、歯科技工士、歯科衛生士・歯科助手、助

産師、管理栄養士、柔道整復師等などが挙げ

られる。 

疾患別で見ると、脳・心臓疾患事案では、

医師（32.7%）、介護職員（19.2%）、事務職員

（13.5%）の順に多く、精神障害事案では、

介護職員（30.0%）、看護師（22.3%）、事務職

員（16.3%）の順に多かった。また、医師は

過労死等として労災認定された事案 25 件

のうち、脳・心臓疾患が 68%（17/25）で、

精神障害事案が 32%(8/25)であった。一方、

看護師は精神障害（自殺事案含む）が大多数

（52/53、98.1%）を占め、脳・心臓疾患は 1

件のみであった（1/53、1.9%）。介護職員は

精神障害事案が 87.5%(70/80)を占めた。 

 表 1-3 に疾患別の職種・事業場種類別の
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クロス集計結果を示した。医師（歯科医師、

獣医師含む）、看護師（准看護師、看護助手

含む）は病院の所属が多かった。介護職員で

は社会福祉施設の所属が多かった。なお、病

院勤務だけでなく教職を兼任している事案

が複数件あり、医師に関して大学病院等に

勤務し教職を兼務している事案の詳細につ

いては研究結果Ｃ-2.で記載した。 

 

4) 疾患名 
4-1) 脳・心臓疾患 

 表 1-4-1 に脳・心臓疾患事案の決定時疾

患名を示した。脳疾患では、くも膜下出血が

全体の 25.0%を占め、次いで脳内出血（脳出

血）が 23.1%、脳梗塞が 15.4%、高血圧性脳

症が 1.9%の順であった。心臓疾患では心停

止（心臓性突然死を含む）が 23.1%、解離性

大動脈瘤が 7.7%、心筋梗塞が 3.8%であった。

決定時疾患名が狭心症の事案は無かった。 

4-2) 精神障害 
 表 1-4-2 に精神障害事案の決定時疾患名

を示した。精神障害では、全ての事案が F3

（気分（感情）障害）又は F4（神経症性障

害、ストレス関連障害及び身体表現性障害）

のいずれかに該当しており、うつ病エピソ

ードが 32.2%と最も多く、外傷後ストレス障

害が 22.3%、適応障害が 21.9%、急性ストレ

ス反応が 12.0%であり、この 4 疾患で全体

の大多数（88.4%）を占めた。職種別ではそ

れぞれの職種で上位の疾患名が異なった。

20件以上の事案のあった職種で見ると、看

護師等は外傷後ストレス障害が 36.6％、急

性ストレス反応が 23.9％と上位で、次いで

適応障害 16.9%、うつ病エピソード 15.5％

と続いた。介護職員は外傷後ストレス障害

とうつ病エピソードが 27.1％で、適応障害

が 24.3％であった。管理・事務・営業職員

では、うつ病エピソードが 44.2%で、次いで

適応障害が 26.9%、その他の医療専門職では、

うつ病エピソードが 60.9％であった。 

 

5) 労災認定要因 
5-1) 脳・心臓疾患 

 表 1-5-1 に脳・心臓疾患事案における過

重負荷と判断された労災認定要因を示した。

最も多いのは長期間の過重業務で 84.6%で

あった。短期間の過重業務は 13.5%、異常な

出来事への遭遇は 7.7%であった。特に、介

護職員では短期間の過重業務が 40.0％と他

の職種より多かった。 

労働時間以外の負荷要因は、拘束時間の

長い勤務は 28.8%、不規則な勤務と精神的緊

張を伴う業務がともに 25.0%の順であった。

医師は精神的緊張を伴う業務、拘束時間の

長い業務、不規則な勤務が上位であった。事

務・管理・営業職員では出張の多い業務、そ

の他、拘束時間が長い業務が上位であった。

介護職員は、不規則な勤務が半数で労働時

間以外の要因として評価されていた。 

5-2) 精神障害・自殺 
 表 1-5-2 に精神障害における労災認定事

案について、平成 23 年 12 月策定の「心理

的負荷による精神障害の認定基準」（以下

「認定基準」という。）に基づく心理的負荷

に関する労災認定要因を示した。認定基準

に従って判断された「特別な出来事」のう

ち、心理的負荷が極度と判断された事案が

14件（8.7%）、極度の長時間労働と判断され

た事案が 4件（2.5%）であった。 

心理的負荷が極度と判断された事案には、

(a)院内で発生した殺人事件に遭遇し生死

の危険に遭遇しながら医療対応を行った等

の極度の苦痛を伴う業務を行った、(b)診療

中に東日本大震災に遭遇し津波に巻き込ま

れながら対応した、(c)受け持ち患者が死亡

しその後の対応を行った、(d)患者や入居者

から首を絞められた、刃物で傷害を受けた

など自身の生死に関わる出来事を経験した、

(e)業務で移動中に生死に関わる交通災害

に遭遇した等の出来事によって精神障害を

発症した事案等が含まれていた。 

恒常的な長時間労働があったと判断され

た事案は 21件で全体の 13%であった。 

具体的出来事として、「悲惨な事故や災害

の体験、目撃をした」が 35.4%（57/161）と

全体の 3 分の 1 を占め、突出した割合であ

った。次いで「（ひどい）嫌がらせ、いじめ、

又は暴行を受けた」が 12.4%（20/161）、「上

司とのトラブルがあった」が 11.2%（18/161）、

「（重度の）病気やケガをした」が 9.9%

（16/161）、「セクシュアルハラスメントを

受けた」と「顧客や取引先からクレームを受

けた」がそれぞれ 8.7%（14/161）、「仕事内

容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出

来事があった」が 8.1%（13/161）、「1 ヶ月

に 80 時間以上の時間外労働を行った」が
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6.8%（11/161）の順であった。 

 

6) 時間外労働時間数（脳・心臓疾

患） 
表 1-6 に脳・心臓疾患事案における発症

6 か月前の時間外労働時間数の各月の平均

値を示した。最大で月の時間外労働が 180

時間を越えている事案もあった。 

 

7) 典型事例 
7-1) 脳・心臓疾患 
図 1-1 に医療・福祉における脳・心臓疾

患の事案の典型事例を示した。表 1-1-1 か

ら表 1-5-2 までの情報をもとに、医療・福

祉の職種、事業場種類、役職等で分類し、典

型事例の負荷要因、背景要因、具体的な事例

の概要について記載した。以下に、特徴的な

3件の事例を提示した。 

 

【事例 1-1】50 歳代、男性、医師 

・疾患名：くも膜下出血 

・労災認定要因：長期間の過重業務 

・時間外労働時間：発症前 4 か月の月平均約

95 時間 

・労働時間以外の負荷要因：不規則な勤務、

拘束時間の長い勤務 

・主な業務に加え、当直や病院の増改築に伴

う業務、看護学校等の講師、他の診療機関へ

の往診、産業医としての勤務もあり、くも膜

下出血を発症し、死亡 

 

【事例 1-2】40 歳代、女性、介護職員 

・疾患名：脳梗塞 

・労災認定要因：長期間の過重業務 

・時間外労働時間：発症前 1 か月で月 94時

間 

・労働時間以外の負荷要因：特になし 

・施設行事の準備に加え、市の実地指導の準

備にも従事し、業務が多忙な状態となり、

脳梗塞を発症 

 

【事例 1-3】60 歳代、男性、事務長 

・疾患名：脳梗塞 

・労災認定要因：長期間の過重業務 

・時間外労働時間：発症前 1 か月で月 133時

間 

・労働時間以外の負荷要因：不規則な勤務 

・業務を統括する立場にあり、責任の重い業

務に従事し、労働時間が非常に長く、勤務

の不規則性、深夜勤務もあり、脳梗塞を発

症 

 

7-2) 精神障害 
図 1-2 に医療・福祉における精神障害の

事案の典型事例を示した。表 1-1-1 から表

1-5-2までの情報をもとに、医療・福祉の職

種、事業場種類、役職等で分類をし、典型事

例の負荷要因、背景要因、具体的な事例の概

要について記載した。以下に、特徴的な 3件

の事例を提示した。 

 

【事例 2-1】50 歳代、男性、医師 

・疾患名：うつ病エピソード 

・業務以外の要因：当直 

・労災認定要因：対人関係 

・長年にわたり月 6～8回の当直を行い、新

たに赴任した部下により、いじめに匹敵

する嫌がらせを受け、うつ病エピソード

を発症し自宅療養中に自殺 

 

【事例 2-2】20 歳代、女性、看護師 

・疾患名：急性ストレス反応 

・業務以外の要因：特になし 

・労災認定要因：事故や災害の体験 

・パーキンソン病の男性患者から暴行を受

け、急性ストレス反応を発症 

 

【事例 2-3】20 歳代、女性、ケアワーカー 

・疾患名：うつ病エピソード 

・業務以外の要因：宿直 

・労災認定要因：事故や災害の体験 

・入居者の自殺を発見し、救急措置等を行

い、消防や警察の聞き取りなどにも応じ、

急性ストレス反応を発症 

 

2. 医師の労災認定事案の特徴 
過労死等 DB 全 3,564 件（脳・心臓疾患

1,564件、精神障害 2,000件）のうち、医師

の認定事案は合計 25件で、脳・心臓疾患 17
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件（男性 16、女性 1）、精神障害 8件（男性

3 件、女性 5 件）であった（表 2-6）。全事

案に占める割合は 0.7%（脳・心臓疾患 1.1%、

精神障害 0.4%）であった。 

 

1)脳・心臓疾患 17 件の特徴 
表 2-1 に、医師の脳・心臓疾患の労災認

定事案 17 件の性別、年齢、発症年、生死、

決定時疾患名、発症した時季・曜日・時間帯

を示した。 

脳・心臓疾患では、男性が多く、発症時の

平均年齢 47.6歳で、40～50歳代で 76.5%を

占めた。決定時疾患名は、脳疾患 11件、心

疾患 6 件で、約半数が死亡事案であった。

一年間に発症した件数は、年間 2 件から 6

件で、平均すると年間 3～4件の医師が労災

認定されていた。発生時季（春夏秋冬）は冬

季より夏季に多い傾向にあった。発症曜日

は、月曜日は 1 件であったが、週の後半に

なると増えている傾向にあった。発症時間

帯は夕方から深夜にかけての発症が多い傾

向にあった。 

表 2-2 に、医師の脳・心臓疾患の労災認

定事案 17件の地域、業種、施設規模、管理

職の有無、教職兼務の有無、診療科を示し

た。発生地域は北海道・東北が 5 件と最も

多かった。業種は医療・福祉が多かったが、

教育・学習支援業が 3 件であった。教育・

学習支援業はいずれも大学であった。なお、

業種は医療・福祉に分類されていたが、所属

する医療機関が大学附属病院で職位が准教

授である事案が 1 件あった。管理職が半数

以上を占めた。主な業務は臨床 16件、研究

職 1件であった。教職兼務は 4件で（3件は

大学附属病院の教員、1件は大学の基礎研究

の教員）。臨床 16件の診療科は、内科 5件、

産婦人科 3件、脳神経外科 2件、救急科/循

環器外科 1 件、小児外科 1 件、泌尿器科 1

件、眼科 1 件、研修医 1 件、介護施設長 1

件であった。 

 表 2-3 に、認定要件、労働時間以外の負

荷要因、平均時間外労働時間数等を示した。

過労死等の認定要件は長期間の過重業務が

15件と最も多く、異常な出来事への遭遇が

1件、短期間の過重業務が 1件であった。労

働時間以外の負荷要因では「精神的緊張を

伴う業務」に該当した事案が 10 件、「不規

則な勤務」と「拘束時間の長い業務」がそれ

ぞれ 6件等であった。 

 表 2-4 に、医師の脳・心臓疾患の労災認

定事案 17 件の発生時と発見時の状況に関

する記述をまとめた。発生時の状況として、

職場での発症が 6件（うち死亡 3件）、通勤

途上 3件（死亡 2件）、出張中 2件、自宅 5

件、会食中 1 件であった。病院内で発生し

ているが救命しえなかった事例もあった。 

表 2-5 に、医師の脳・心臓疾患の労災認

定事案 17件の、診療科、役職、医師に特有

の過重労働の記述、認定要件、労働時間以外

の負荷要因、事案から読み取れた多重タス

クや出来事をまとめた。医師に特有の過重

労働として、長時間の拘束時間、人員不足に

よる連日勤務・オンコール対応、管理業務、

部下・研修医の教育・指導、論文作成・頻回

の学会出張、頭痛など身体症状があるも多

忙で受診できず等の様々な過重労働の実態

が記述されていた。 

 

2)精神障害 8 件の特徴 
表 2-6 に医師の精神障害の労災認定事案

8件の性別、年代、地域、施設種類、診療科、

職位、決定時疾患名、生死、具体的出来事を

まとめた。 

発症時の年齢は 20 歳代 2 件、30 歳代 4

件、40歳代 1件、50歳代 1件で、平均年齢

36.5歳であった。死亡（自殺）事案は 3件

であった。決定時疾患名はうつ病エピソー

ド 4件、適応障害 2件、神経症性障害 1件、

気分（感情）障害 1 件であった。診療科は

後期研修医 2件（精神科、放射線科）、産婦

人科 2件、内科（循環器科）、小児科、皮膚

科、医薬品製造業の企業に勤務の医師がそ

れぞれ 1件であった。 

業務による心理的負荷として労働時間に

関するものは、特別な出来事としての「極度

の長時間労働」又は具体的出来事として「1

か月に 80 時間以上の時間外労働を行った」

「2週間以上の連続勤務」を合わせて、8件

中 6 件が該当した。また、時間外労働が確

認されたいずれの事例も、「仕事量の変化」

「上司部下トラブル」等の心理的負荷のあ

る出来事が複合して発生していた。その他

の 2件は、「患者からの暴力」と「震災への

遭遇」が「特別な出来事」に該当するとして

心理的負荷が「強」と評価されていた。 
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3. 看護師の労災認定事案の特徴 
看護師の認定事案は計 53件（脳・心臓疾

患 1件、精神障害 52件（男性 1、女性 51））

で（表 1-2参照）、全事案（脳・心臓疾患 1,564

件、精神障害 2,000 件）に占める割合は

1.5%(脳・心臓疾患 0.1%、精神障害 2.6%)で

あった。 

 

1)脳・心臓疾患 1 件の特徴 
事例の概要：総合病院勤務の 60 代の女性、

管理職。管理日誌の整理及び出力、ベットコ

ントロール、地域医療連携業務、所属職員の

管理、超勤簿の点検、病院ラウンド、書類の

整理業務等の多重の業務を行っており、他

の管理職が退職したことも重なり、平均 80

時間以上の時間外労働を行い、脳内出血を

発症した。 

 

2)精神障害 52 件の特徴 
表 3-1に、看護師の労災認定事案のうち、

精神障害 52 件の特徴を示した。性別では女

性が 51人で大多数、20歳代から 30 歳代で

半数以上、死亡例は 2 例であった。決定時

疾患名は F3 気分（感情）障害が 19.2%、急

性ストレス反応や PTSD を含む神経症性障

害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

が 80.8%で多くを占めた。発生時季は夏季が

多く、支給決定年度は平成 22年度から平成

26年度にかけてその件数は増加傾向にあっ

た。地域は関東甲信越が最も多く 17 件で、

東海・北陸は 2 件で少なかった。業種は医

療・福祉が 51 件で、病院が 37件を占めた。

老人福祉・介護事業等の病院以外でも看護

師が被災していた。具体的な発生場所で見

ると、一般病棟が 20件と最も多く、次に精

神科病棟が 11件であった。 

表 3-2 に、精神障害として労災認定され

るに至った業務上の特別な出来事、具体的

出来事を認定基準に沿った分類としてまと

めたものを示した。「心理的負荷が極度」8

件（事故、災害、暴力等）、「極度の長時間労

働」1件であった。重複を含めた具体的出来

事としての心理的負荷は、悲惨な事故や災

害の体験 35 件（患者暴力、患者・利用者の

急変、医療事故、震災対応等）、仕事の失敗・

過重な責任等の発生 4 件（患者クレーム）、

対人関係 7 件（上司、部下とのトラブル）、

「役割・地位の変化」「退職の強要」などが

それぞれ 3件であった。 

表 3-3 に、看護師の精神事案における具

体的出来事の詳細をまとめたものを示した。

「極度の心理的負荷」、「具体的出来事」につ

いて、その内容を整理した結果、「悲惨な事

故や災害の体験・目撃をした」に分類できる

ものは 40件あり、看護師事案の 8割近くに

及んだ。暴言・暴力の被害者となったものが

23件であった。なかでも、首を絞められる、

器物や素手で殴打されるなど身体的暴力が

16件、精神疾患に罹患した患者から「殺し

てやる」などの脅しを大声で受ける、予期せ

ぬ入居者の死亡に際し遺族から「人殺し」と

密室で長時間にわたり罵声を浴びさせられ

るなど、極度の心理的負荷を受けた事案も

あった。また、施設内での殺人未遂事件、入

院患者の自殺（溢死、飛び降り）、入院患者

が絞殺される、入院患者が火災に巻き込ま

れ死亡するなどの悲惨な事件に遭遇した事

例が 17件あった。その中には、以下のよう

に、一度に複数人が被災している事例もあ

った。 

事例 1：患者が医師を刃物で数箇所刺す殺

人未遂事件が発生し 4 人が被災した事例。

看護師 A「流血した医師を目撃。医師を誘導

し、点滴の針を刺すよう指示を受けるも、シ

ョックで体が震える。」、看護師 B「緊急要請

のために電話をかける。血を流す医師と、患

者が回って入ってくる場面に遭遇」、看護師

C「血まみれで青白い顔の医師と、ウロウロ

している患者（犯人）を目撃」し、いずれも

急性ストレス反応を発症、看護師 D「ドアを

閉めようとした際、患者に刃物を向けられ

る」外傷後ストレス障害を発症。 

事例 2：夜勤中、担当している入院患者が

長男に絞殺され、長男が自殺を図った事件

が発生し、3人が被災した事例。看護師 A「第

一発見者として救命措置や連絡にあたり、

警察の対応も行った」、看護師 B「救命措置

や連絡にあたった」、看護師 C「事件当日は

勤務予定でなかったが、電話で呼び出され、

責任者として対応を行った」等の出来事に

遭遇し、それぞれ外傷後ストレス障害を発

症した。 

さらに、「悲惨な事故や災害の体験・目撃を

した」の出来事は、深夜帯に発生しているも

のが 47.5%と約半数を占めていた。 
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D 考察 
本研究では、過去約 5 年間に業務上とし

て認定された医療・福祉の脳・心臓疾患事案

52件、精神障害事案 233件を分析対象とし、

過労死等 DB（医療・福祉版）を作成し、そ

れを用いて医療・福祉における過労死等事

案の特徴及び典型例を抽出し、実態と背景

要因を検討した。医師については合計 25件

を取り上げて事例の記述統計を中心とした

質的検討を行った。看護師については、合計

53 件を取り上げて、その概要をまとめた。

考察では、医療・福祉の過労死等事案の特

徴、医師・看護師の職種別分析結果、調査の

限界に関して考察を行った。 

 

1. 医療・福祉の過労死等事案の特徴 
昨年度までの報告から、過労死等事案に

おける医療・福祉の割合や特徴は報告され

てきたが(文献 4、5、8及び 9)、今回の研究

によって、より詳しい状況が明らかとなっ

た。 

これまでの過労死等事案分析から、日本

の医療・福祉における 2010～2014年の脳・

心臓疾患は男性 38件・女性 11件、100万雇

用労働者当たり男性 5.4件・女性 0.4件で、

同時期の精神障害は男性 51件・女性 179件、

100 万雇用労働者当たり男性 7.2 件・女性

7.0 件と報告されている(文献 8)。今回、医

療・福祉以外の業種に属している男性医師 5

人、女性医師 1 人を加えたデータベースを

新たに作成して、解析を行った。これまでの

データベースでは、診療を行っていても大

学病院に勤務している医師は教育業に分類

されており、医師についてはより正確な実

態に近づけるために、昨年度までのデータ

ベースを改訂した。この改訂により医師を

追加したことで、より正確な過労死等の実

態のデータとなったといえる。 

 

1)医療・福祉における脳・心臓疾患対

策 
今回の過労死等 DB（医療・福祉版）の分

析から、医療・福祉における過労死等防止対

策を検討する上での重要な示唆が得られた。 

医療・福祉の脳・心臓疾患では雇用者 100

万人当たりの発生率が男性は女性に比べて

10 倍以上であることが報告されているが

(文献 8)、今回の分析から、医療・福祉で労

災認定された脳・心臓疾患の特徴がより明

らかとなった。その死亡割合は 46.2%である

こと（表 1-1-1）、職種では医師が 32.7%を

占め、管理・事務・営業職員、介護職員が上

位に来ており(表 1-2)、労災認定要因として

は「長期間の過重業務」が 84.6%、労働時間

以外の負荷要因として「不規則な勤務」、「拘

束時間の長い勤務」、「精神的緊張を伴う業

務」等が上位にきていることも明らかにな

った(表 1-5-1)。職種や医療・福祉の働き方

の特徴にあわせた過重労働対策が必要であ

ると考えられる。 

また、タイムカードによる労働時間管理

を行っている事業場は 23.1%、長時間労働者

が医師の面接指導（過重労働面談）を受ける

ことができていた事案は 3.8%にとどまって

いたことなど(表 1-1-2)、医療・福祉におけ

る基本的労務管理、安全衛生対策などの充

実が望まれる。労働時間の把握は過労死等

対策において重要な意義を持つが、医療・福

祉ではこれまで労働時間の把握が十分でな

かったことが指摘されている。客観的な労

働時間管理は過重労働をしている労働者を

確認し、適切な対応を行う基本的情報とな

る。医療機関において面接指導を受けた者

が少なかったことは、面接指導の仕組みと

効果的な過重労働対策の位置づけについて

改めて検討が必要であると考えられる。 

事業場種類から見ると、病院だけでなく

社会福祉施設でも 34.6%発生していた(表

1-1-1)。近年、医療と介護を連携させる地域

包括ケアシステムの拡充が進められ、高齢

化も相まって医療・福祉に従事する労働者

が増加しているが、医療・福祉における過労

死等対策では、病院だけでなく介護職員や

事務管理者が従事する介護施設や社会福祉

施設における過重労働対策にも注目する必

要がある。 

 

2)医療・福祉における精神障害対策 
医療・福祉の精神障害は、雇用者 100 万

人当たりの発生割合は男女同等であるが、

認定件数で女性は男性の 3 倍以上である

(文献 8)。今回の分析から、全事案のうち

77.3%が女性であったが、これは、医療・福

祉に女性が多く従事していることも影響し

ていると考えられる。 

精神障害事案における死亡割合は 10%程
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度であったが(表 1-1-1)、精神障害に罹患す

ると労働能力が大きく低下する。休養や薬

物治療が必要なため長期休業となり、復帰

にも時間を要し、アブセンティズム・プレゼ

ンティズムが低下し大きな労働損失となり、

医療・介護の質にも大きく影響する。職種と

しては、精神障害全体に占める介護職員、看

護師、事務職員の割合が大きかったが（表

1-2）、今回提示した過労死等事案は過重労

働の一端を示しているデータであり、労災

認定を受けていない精神障害に罹患してい

る労働者も多数その存在が推測される。件

数の多かった職種は、今後対策を検討する

上で重要と考えられる。 

疾患名はうつ病エピソードが 32.2%と最

も多かった(表 1-4-2)。一方、ICD-10で F4

領域の急性ストレス反応、外傷後ストレス

障害、適応障害をそれぞれ合計すると、

56.2%を占めた(表 1-4-2)。F3領域のうつ病

エピソードは長時間労働などの身体的負担

がその背景にあり、F4領域の急性ストレス

反応、外傷後ストレス障害等は心理的負荷

の出来事等によって生じているとされる。

今回整理された疾患の特徴から、医療・福祉

の長時間労働対策が重要な職種として管

理・事務・営業職員、その他の医療専門職、

医師、保育士などの優先度が高いと考えら

れた。また、心理的負担の特徴からは、看護

師、介護職において、急性ストレス反応や外

傷後ストレス障害、適応障害を発生させる

出来事に対して、対策の力点を置くことが

重要であると確認されたといえる。 

昨年までの報告から労災認定要因は、特

別な出来事を除くと男性では 49%が長時間

労働であるが、女性では 53%が災害・事故の

体験である(文献 9)。今回の分析では、心理

的負荷が極度と判断された事案には、施設

内での患者間の殺人事件（未遂含む）への遭

遇と対応、患者・入居者からの暴力やクレー

ムなどの事案も多く含まれていた。職場起

因性のトラウマティックな出来事がもたら

す精神障害に関する報告は多くない(文献

10)。医療・福祉には、対人サービスの特徴

的な業務負荷要因があり、医療・福祉におけ

る精神障害・自殺防止にあたっては、心理社

会的要因としての暴言・暴力対策等になお

一層力を入れていくことが重要であると推

測された。 

また、事案の解析から、発生時の対応だけ

でなく、発生後の適切なケアの充実によっ

て発生した精神障害を最小限にできる報告

もあり、医療・福祉での患者暴力や事故・災

害への遭遇後の対応の充実が望まれる。加

えて、ケアサービスの訪問の際の移動中に、

交通災害に遭遇し精神障害を発症すること

もあることから、介護労働者等、移動を要す

る労働者への交通災害対策への適切な対応

も望まれる。 

 

2. 職種別分析 
1)医師 
これまで過労死等として労災認定された

医師の事例は断片的に報告されてきたが

(文献 11～13)、今回、過去 5年の事案が整

理され、医師の過労死の実態の一部が明ら

かになった。 

医師は、脳・心臓疾患で過去 5年に 17件

が労災認定され、うち、約半数が死亡事案で

あった(表 2-1)。40～50 歳の働き盛りの医

師が 76.5%を占め、貴重な人材が被災してい

る状況が明らかとなった(表 2-1)。診療科も

多岐にわたっていた。大学病院に勤務し、臨

床業務と教育業務を兼務している医師も 4

件含まれていた(表 2-2)。過労死等の認定要

件は長期間の過重業務が多く、労働時間以

外の負荷要因では「精神的緊張を伴う業務」、

「不規則な勤務」、「拘束時間の長い業務」等

が挙げられていた(表 2-3)。疾病の発生前に

は、人員が少ない中で長時間労働にならざ

るを得ない診療業務、オンコール・休日診

療、管理業務、教育・指導、学会活動等の多

様な負荷要因の関与がうかがわれた。複数

の業務が重なり、睡眠時間が短くなるよう

な働き方をしていることが推測された。連

続勤務の間での効果的な休息確保、勤務間

インターバルの導入など強制的な時間規制

なども検討されてよいと考えられる。また、

医師の人員が足りないために、連日勤務・オ

ンコールなどの業務が増加していた事例も

あり(表 2-5)、業務移管（タスクシェア）や

診療支援などの業務効率化の取り組みを多

層に検討すべきと推測された。 

今回、発生時季、曜日などの情報が整理さ

れたが(表 2-1、表 2-2)、例数が少ないため

医師の特徴的な過労死の発生時期までは断

定できなかった。しかし、月曜日よりもやや
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週末に向かって事案数が増える、夕方から

深夜にかけて発症している等、疲労の蓄積

が脳・心臓疾患の発症に影響を与えている

可能性が示唆された。 

発生場所や発生状況にも注目した分析

（表 2-4）からは過労死等の防止の新しい視

点が明らかとなった。職場での医師の発症

は 6 件あり、当直室や副院長室など、他に

監視者がいない院内の施設で発症し、死亡

している事案があった。脳・心臓疾患の発生

前、発生後の対応にも注目すべきである。 

通勤途上で発症している事案も 3 件（う

ち死亡 2件）があった(表 2-4)。当直明けや

連続勤務が続いて疲労が蓄積している医師

には、タクシーを手配するといった安全な

通勤手段を提供することも考慮してよいと

考えられる。今回の事案では、夜勤明けの交

通外傷などで死亡した事例（外傷）は、脳・

心臓疾患、精神障害等の認定疾患に含まれ

ておらず分析対象となっていないが、今後、

医師だけでなく、医療従事者の通勤災害、交

通災害と、疲労や過重労働の状況に関する

調査研究等も望まれる。 

精神障害事案には、医師特有の心理的負

荷の状況があったことが確認された(表 2-

6)。後期研修医等の事案が 2 件あり、患者

からの暴力を受け職場・上司が適切に対応

しなかったことも影響して発症した事案、

長時間労働と上司からの叱責により自死し

た若年医師の発症事案があった。専攻医の

制度も開始し、研修期間中のため立場が弱

くなりがちな医師が多く診療業務に従事し

ている状況を考えると、研修医・専攻医の働

き方に注目した過労死等防止対策の検討が

必要である。また、8例のうち、6事案には

時間外労働が具体的出来事として精神障害

の認定要因として直接的・間接的に評価さ

れていて、仕事量の変化や上司・部下・同僚

トラブルなどの人間関係が精神障害の発症

に影響している事案も多かった(表 2-6)。職

場環境改善対策の検討にあたっては診療科

や職位・キャリアステージを考慮した包括

的な過重労働対策が重要であることが示唆

された。 

2)看護師 
看護師については、脳・心臓疾患は 1 件

で、ほとんどは精神障害である（52件）こ

とが確認された（表 3-1）。特に、精神障害

では、具体的出来事は 67.3%が事故や災害の

体験（患者からの暴力、クレーム患者・利用

者の急変、震災対応など）によるものであり

（表 3-2）、「悲惨な事故や災害の体験・目撃

をした」に相当する事案は 76.9%であった

（表 3-3）。看護師の労災認定された精神事

案の特徴を表している結果となった。診断

名は外傷後ストレス障害、急性ストレス反

応が多く、長時間労働が認定事由となった

ものは少なかった。看護師は 8 割以上が医

療サービス特有の事故への遭遇や災害の体

験が占めており、これらの出来事を防止す

るための対策を行うことが重要と考えられ

た。 

特に、暴言・暴力、患者の死亡など悲惨な

出来事は深夜に発生している傾向があり、

人手が少なくなる夜勤帯における支援体制

の確保が重要と考えられた。 

これまでの研究から、看護師には特有の

ストレス要因と業務負担が指摘されている

(文献 14)。今回の研究から、精神科や外来

での労災認定事案が多く発生していること

も確認された。精神看護の領域や外来看護

師の業務においては、患者からの暴言・暴力

対策について、これまで多くの経験がある

(文献 15 及び 16)。精神看護や外来におけ

る実行性のある暴言・暴力対策などを、継続

的に行っていく必要がある。また、これら

は、深夜帯での発生が半数であり、夜間にお

ける暴言暴力、災害対策などがより重視さ

れるべきであると指摘できる。 

さらに、今回の事案分析から、一つの傷害

事件で複数の看護師が被災している事案が

確認された（結果 3）。医療機関等において

傷害事件など不測の事態は起こりうるもの

であるが、発生前、発生時、発生後の対応に

ついて、各施設で改めて検討を行うことが

重要であると考えられる。 

 

3. 調査の限界 
過労死等 DBの基礎となっている「調査復

命書」は、労災を認定するか、認定しないか

を判断するための調査を行うことが目的で

あり、過労死等の予防ための情報収集を目

的としていない。得られた情報には防止の

ための情報（面接指導の有無、防止措置実施

の有無等）が不足していることもあり、すべ

ての実態が記載されたものではない。 
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今回の分析対象とした事案例は、本人又

は遺族が労災請求を行い、かつ認定された

事案である。したがって、長期間の過重業務

によって脳・心臓疾患を発症した、心理的負

荷によって精神障害を発症したものの請求

に至っていない事案もある可能性がある。 

 

E. 結論 
 過労死等データベースに基づき、医療・福

祉の労災認定事案の実態とその特徴を分析

した。その結果、精神障害事案については、

女性が多かった。医療専門職に加えて、介護

職員、事務職員も被災している実態が明ら

かとなった。職種別分析から、医師の過労死

等防止対策には長時間労働対策とタスクシ

フトなど業務負担軽減策に加え、診療科や

職位・キャリアステージを考慮した包括的

な過重労働・心理的負担対策が重要である

ことが示唆された。看護師は 6 割以上が事

故への遭遇や災害の体験が具体的出来事と

なっており、医療サービス特有の社会心理

的要因への対策が重要と考えられた。介護

職員、管理・事務・営業等の職種においても

被災事案が確認され、疾患の発生前、発生後

の対応にも注目しつつ、長時間労働の背景

となる働き方や医療・福祉特有の心理的負

荷への対策が必要である。 
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表 1-1-1 医療・福祉における労災認定事案の基本統計 
合　　計

n (%) n (%) n (%)

男性 41 (78.8) 53 (22.7) 94 (33.0)
女性 11 (21.2) 180 (77.3) 191 (67.0)

52 (100.0) 233 (100.0) 285 (100.0)

20歳未満 0 (0.0) 1 (0.4) 1 (0.4)
20～29歳 3 (5.8) 50 (21.5) 53 (18.6)
 30～39歳 8 (15.4) 72 (30.9) 80 (28.1)
 40～49歳 14 (26.9) 58 (24.9) 72 (25.3)
 50～59歳 18 (34.6) 38 (16.3) 56 (19.6)
 60～69歳 8 (15.4) 14 (6.0) 22 (7.7)
 70歳以上 1 (1.9) 0 (0.0) 1 (0.4)

　 合計 52 (100.0) 233 (100.0) 285 (100.0)

生存 28 (53.8) 210 (90.1) 238 (83.5)
死亡 24 (46.2) 23 (9.9) 47 (16.5)

52 (100.0) 233 (100.0) 285 (100.0)

脳疾患 34 (65.4) 34 (11.9)
心臓疾患 18 (34.6) 18 (6.3)

F3領域 80 (34.3) 80 (28.1)
F4領域 153 (65.7) 153 (53.7)

52 (100.0) 233 (100.0) 285 (100.0)

10人未満 6 (11.5) 20 (8.6) 26 (9.1)
10～49人 9 (17.3) 61 (26.2) 70 (24.6)

  50～99人 5 (9.6) 26 (11.2) 31 (10.9)
100～499人 15 (28.8) 76 (32.6) 91 (31.9)
500～999人 7 (13.5) 16 (6.9) 23 (8.1)
1000人以上 6 (11.5) 23 (9.9) 29 (10.2)

記載無/不明　 4 (7.7) 11 (4.7) 15 (5.3)
合計 52 (100.0) 233 (100.0) 285 (100.0)

病院 22 (42.3) 82 (35.2) 104 (36.5)
歯科診療所 1 (1.9) 5 (2.1) 6 (2.1)
一般診療所 0 (0.0) 7 (3.0) 7 (2.5)

保育施設 2 (3.8) 7 (3.0) 9 (3.2)
社会福祉施設 18 (34.6) 95 (40.8) 113 (39.6)

その他 9 (17.3) 34 (14.6) 43 (15.1)
不明 0 (0.0) 3 (1.3) 3 (1.1)

52 (100.0) 233 (100.0) 285 (100.0)

医師等 18 (34.6) 9 (3.9) 27 (9.5)
看護師等 1 (1.9) 71 (30.5) 72 (25.3)

その他の医療専門職 7 (13.5) 23 (9.9) 30 (10.5)
介護職員 10 (19.2) 70 (30.0) 80 (28.1)

保育士 2 (3.8) 8 (3.4) 10 (3.5)
管理・事務・営業職員 14 (26.9) 52 (22.3) 66 (23.2)

52 (100.0) 233 (100.0) 285 (100.0)
*ICD-10の分類による。Ｆ３領域（気分[感情]障害）、Ｆ４領域（神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害）。

　 合計

　職種

　事業場種類

　事業場規模

　疾患名（脳・心臓疾患）

　疾患名（精神障害）*

　 合計

　 合計

　発症時年齢

　性別

　 合計

　 合計

　生死

脳・心臓疾患 精神障害
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表 1-1-2 所定休日、出退勤の管理状況、就業規則等（業務上：医療・福祉。脳・心臓

疾患のみ） 

  

男性 女性 全体

n (%) n (%) n (%)

所定休日

週休1日制 3 (7.3) 1 (9.1) 4 (7.7)

隔週週休2日制 3 (7.3) 1 (9.1) 4 (7.7)

完全週休2日制 20 (48.8) 3 (27.3) 23 (44.2)

記載なし／不明 15 (36.6) 6 (54.5) 21 (40.4)

合計 41 (100) 11 (100) 52 (100)

出退勤の管理状況

タイムカード 10 (24.4) 2 (18.2) 12 (23.1)

出勤簿 16 (39.0) 5 (45.5) 21 (40.4)

管理者による確認 5 (12.2) 1 (9.1) 6 (11.5)

本人の申告 13 (31.7) 0 (0.0) 13 (25.0)

就業規則

なし 3 (7.3) 2 (18.2) 5 (9.6)

あり 36 (87.8) 8 (72.7) 44 (84.6)

記載なし／不明 2 (4.9) 1 (9.1) 3 (5.8)

合計 41 (100) 11 (100) 52 (100)

賃金規程

なし 3 (7.3) 3 (27.3) 6 (11.5)

あり 32 (78.0) 4 (36.4) 36 (69.2)

記載なし／不明 6 (14.6) 4 (36.4) 10 (19.2)

合計 41 (100) 11 (100) 52 (100)

健康診断

なし 6 (14.6) 0 (0.0) 6 (11.5)

あり 28 (68.3) 8 (72.7) 36 (69.2)

記載なし／不明 7 (17.1) 3 (27.3) 10 (19.2)

合計 41 (100) 11 (100) 52 (100)

面接指導

なし 32 (78.0) 6 (54.5) 38 (73.1)

あり 1 (2.4) 1 (9.1) 2 (3.8)

記載なし／不明 8 (19.5) 4 (36.4) 12 (23.1)

合計 41 (100) 11 (100) 52 (100)

既往歴

なし 19 (46.3) 6 (54.5) 25 (48.1)

あり 13 (31.7) 3 (27.3) 16 (30.8)

記載なし／不明 9 (22.0) 2 (18.2) 11 (21.2)

合計 41 (100) 11 (100) 52 (100)
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表 1-2 職種別のクロス集計表（業務上：医療・福祉） 

 
  

脳・心臓疾患 精 神 障 害 合　　計

中分類 細分類 n (%) 　 n (%) n (%)

医師、歯科医師、獣医師

医師 17 (32.7) 8 (3.4) 25 (8.8)

歯科医師 1 (1.9) 0 (0.0) 1 (0.4)

獣医師 0 (0.0) 1 (0.4) 1 (0.4)

合計 18 (34.6) 9 (3.9) 27 (9.5)

看護師、准看護師、看護助手

看護師 1 (1.9) 52 (22.3) 53 (18.6)

准看護師 0 (0.0) 14 (6.0) 14 (4.9)

看護助手 0 (0.0) 5 (2.1) 5 (1.8)

合計 1 (1.9) 71 (30.5) 72 (25.3)

その他の医療専門職

理学療法士・作業療法士 2 (3.8) 3 (1.3) 5 (1.8)

臨床検査技師等 0 (0.0) 5 (2.1) 5 (1.8)

カウンセラー・臨床心理士等 0 (0.0) 3 (1.3) 3 (1.1)

歯科技工士 2 (3.8) 3 (1.3) 5 (1.8)

歯科衛生士・歯科助手 0 (0.0) 3 (1.3) 3 (1.1)

助産師 0 (0.0) 2 (0.9) 2 (0.7)

その他の職種*1 3 (5.8) 4 (1.7) 7 (2.5)

合計 7 (13.5) 23 (9.9) 30 (10.5)

介護職員

介護職員 10 (19.2) 70 (30.0) 80 (28.1)

保育職員

保育士 2 (3.8) 8 (3.4) 10 (3.5)

管理・事務・営業職員

管理職員*2 4 (7.7) 14 (6.0) 18 (6.3)

事務職員 7 (13.5) 38 (16.3) 45 (15.8)

営業職員 3 (5.8) 0 (0.0) 3 (1.1)

合計 14 (26.9) 52 (22.3) 66 (23.2)

52 (100.0) 233 (100.0) 285 (100.0)

職　　種

 

　*2：管理職員の一部は、介護職員を兼務。

　 合計

　*1：その他の職種は、調理人1名、研究職員1名、運転手1名、技術職員1名、管理栄養士1名、柔道整復師1名、僧侶1名。
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表 1-3 職種・事業場種類別のクロス集計表（業務上：医療・福祉） 

 
  

脳・心臓疾患 精 神 障 害 合　　計

職種 事業場種類 n (%) 　 n (%) n (%)

医師、歯科医師、獣医師

病院 16 (30.8) 7 (3.0) 23 (8.1)

歯科診療所 1 (1.9) 0 (0.0) 1 (0.4)

社会福祉施設 1 (1.9) 0 (0.0) 1 (0.4)

その他 0 (0.0) 2 (0.9) 2 (0.7)

合計 18 (34.6) 9 (3.9) 27 (9.5)

看護師、准看護師、看護助手

病院 1 (1.9) 53 (22.7) 54 (18.9)

一般診療所 0 (0.0) 4 (1.7) 4 (1.4)

社会福祉施設 0 (0.0) 11 (4.7) 11 (3.9)

その他 0 (0.0) 2 (0.9) 2 (0.7)

不明 0 (0.0) 1 (0.4) 1 (0.4)

合計 1 (1.9) 71 (30.5) 72 (25.3)

その他の医療専門職

病院 2 (3.8) 8 (3.4) 10 (3.5)

歯科診療所 0 (0.0) 3 (1.3) 3 (1.1)

一般診療所 0 (0.0) 2 (0.9) 2 (0.7)

社会福祉施設 1 (1.9) 3 (1.3) 4 (1.4)

その他 4 (7.7) 7 (3.0) 11 (3.9)

合計 7 (13.5) 23 (9.9) 30 (10.5)

介護職員

病院 0 (0.0) 4 (1.7) 4 (1.4)

社会福祉施設 10 (19.2) 63 (27.0) 73 (25.6)

その他 0 (0.0) 2 (0.9) 2 (0.7)

不明 0 (0.0) 1 (0.4) 1 (0.4)

合計 10 (19.2) 70 (30.0) 80 (28.1)

保育職員

保育施設 2 (3.8) 7 (3.0) 9 (3.2)

社会福祉施設 0 (0.0) 1 (0.4) 1 (0.4)

合計 2 (3.8) 8 (3.4) 10 (3.5)

管理*1・事務・営業職員

病院 3 (5.8) 10 (4.3) 13 (4.6)

歯科診療所 0 (0.0) 2 (0.9) 2 (0.7)

一般診療所 0 (0.0) 1 (0.4) 1 (0.4)

社会福祉施設 6 (11.5) 16 (6.9) 22 (7.7)

その他 5 (9.6) 22 (9.4) 27 (9.5)

不明 0 (0.0) 1 (0.4) 1 (0.4)

合計 14 (26.9) 52 (22.3) 66 (23.2)

52 (100.0) 233 (100.0) 285 (100.0)　 合計

　*1：管理職員の一部は、介護職員を兼務。

表  職種 事業場別、疾 別 集 表（業務 医療、福祉業）



43 
 

表 1-4-1 脳・心臓疾患の疾患別のクロス集計表（業務上：医療・福祉） 

疾患名 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

脳疾患

脳内出血（脳出血） 3 (16.7) 1 (100.0) 1 (14.3) 3 (30.0) 1 (50.0) 3 (21.4) 12 (23.1)

くも膜下出血 4 (22.2) 0 (0.0) 3 (42.9) 4 (40.0) 0 (0.0) 2 (14.3) 13 (25.0)

脳梗塞 3 (16.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (20.0) 0 (0.0) 3 (21.4) 8 (15.4)

高血圧性脳症 1 (5.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.9)

合計 11 (61.1) 1 (100.0) 4 (57.1) 9 (90.0) 1 (50.0) 8 (57.1) 34 (65.4)

心臓疾患

　　心筋梗塞 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (14.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (7.1) 2 (3.8)

狭心症 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

心停止（心臓性突然死を含む） 5 (27.8) 0 (0.0) 2 (28.6) 0 (0.0) 1 (50.0) 4 (28.6) 12 (23.1)

解離性大動脈瘤 2 (11.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (10.0) 0 (0.0) 1 (7.1) 4 (7.7)

合計 7 (38.9) 0 (0.0) 3 (42.9) 1 (10.0) 1 (50.0) 6 (42.9) 18 (34.6)

合計 18 (100.0) 1 (100.0) 7 (100.0) 10 (100.0) 2 (100.0) 14 (100.0) 52 (100.0)

*1 医師、歯科医師、獣医師を含む。*2 看護師、准看護師、看護助手を含む。

介護職員 保育士
管理・事務・
営業職員

合計医師等*1 看護師等*2 その他医療
専門職

 
 
 
 
表 1-4-2 精神障害の疾患別のクロス集計表（業務上：医療・福祉） 

疾 患 名 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

F3 気分（感情）障害

F31 双極性感情障害 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.4)

F32 うつ病エピソード 4 (44.4) 11 (15.5) 14 (60.9) 19 (27.1) 4 (50.0) 23 (44.2) 75 (32.2)

F33 反復性うつ病性障害 0 (0.0) 1 (1.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.9) 2 (0.9)

F3のその他 1 (11.1) 0 (0.0) 1 (4.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (0.9)

合計 5 (55.6) 12 (16.9) 15 (65.2) 20 (28.6) 4 (50.0) 24 (46.2) 80 (34.3)

F4 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

F40 恐怖性不安障害 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.9) 1 (0.4)

F41 その他の不安障害 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (13.0) 2 (2.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (2.1)

F43 重度ストレスへの反応及び適応障害

F43.0 急性ストレス反応 1 (11.1) 17 (23.9) 0 (0.0) 7 (10.0) 1 (12.5) 2 (3.8) 28 (12.0)

F43.1 外傷後ストレス障害 0 (0.0) 26 (36.6) 1 (4.3) 19 (27.1) 0 (0.0) 6 (11.5) 52 (22.3)

F43.2 適応障害 2 (22.2) 12 (16.9) 4 (17.4) 17 (24.3) 2 (25.0) 14 (26.9) 51 (21.9)

F43.8 その他の重度ストレス反応 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.4) 0 (0.0) 1 (1.9) 2 (0.9)

F43.9 重度ストレス反応、詳細不明 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (12.5) 0 (0.0) 1 (0.4)

F43のその他 0 (0.0) 4 (5.6) 0 (0.0) 3 (4.3) 0 (0.0) 3 (5.8) 10 (4.3)

F44 解離性（転換性）障害 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.4)

F48 その他の神経症性障害 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.9) 1 (0.4)

F4のその他 1 (11.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.4)

合計 4 (44.4) 59 (83.1) 8 (34.8) 50 (71.4) 4 (50.0) 28 (53.8) 153 (65.7)

合計 9 (100.0) 71 (100.0) 23 (100.0) 70 (100.0) 8 (100.0) 52 (100.0) 233 (100.0)

その他医療専
門職看護師等*2医師等*1

*1 医師、歯科医師、獣医師を含む。*2 看護師、准看護師、看護助手を含む。

合計
管理・事務・
営業職員

保育士介護職員
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表 1-5-1 脳・心臓疾患の労災認定要因（業務上：医療・福祉）*1 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

異常な出来事 1 (5.6) 0 (0.0) 1 (14.3) 1 (10.0) 0 (0.0) 1 (7.1) 4 (7.7)

短期間の過重業務 1 (5.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (40.0) 0 (0.0) 2 (14.3) 7 (13.5)

長期間の過重業務 16 (88.9) 1 (100.0) 6 (85.7) 7 (70.0) 2 (100.0) 12 (85.7) 44 (84.6)

事案数合計 18 (100.0) 1 (100.0) 7 (100.0) 10 (100.0) 2 (100.0) 14 (100.0) 52 (100.0)

不規則な勤務 7 (38.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (50.0) 0 (0.0) 1 (7.1) 13 (25.0)

拘束時間の長い勤務 8 (44.4) 0 (0.0) 2 (28.6) 3 (30.0) 0 (0.0) 2 (14.3) 15 (28.8)

出張の多い業務 1 (5.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (21.4) 4 (7.7)

交代勤務・深夜勤務 4 (22.2) 0 (0.0) 1 (14.3) 3 (30.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 8 (15.4)

作業環境 1 (5.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.9)

精神的緊張を伴う業務 9 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (30.0) 0 (0.0) 1 (7.1) 13 (25.0)

その他 5 (27.8) 0 (0.0) 2 (28.6) 2 (20.0) 2 (100.0) 3 (21.4) 14 (26.9)

事案数合計 18 (100.0) 1 (100.0) 7 (100.0) 10 (100.0) 2 (100.0) 14 (100.0) 52 (100.0)

*2 医師、歯科医師、獣医師を含む。*3 看護師、准看護師、看護助手を含む。

*1 労災認定要因が複数該当している事例もある。

医師等*2 看護師等*3 その他医療専
門職

介護職員 保育士
管理・事務・営

業職員
合計

 
 
 
 
 
 
 
表 1-6 脳・心臓疾患の発症 6 か月前の時間外労働時間数（業務上：医療・福祉） 

 
 

n 平均値 標準偏差 最大値

発症前1か月の時間外労働時間数 44 90.7 30.6 177.2

発症前2か月の時間外労働時間数 42 92.0 33.3 183.2

発症前3か月の時間外労働時間数 40 90.0 33.6 176.1

発症前4か月の時間外労働時間数 40 91.3 35.8 183.3

発症前5か月の時間外労働時間数 36 89.9 39.6 177.1

発症前6か月の時間外労働時間数 36 92.4 34.4 182.1

注2：長期間の過重業務による労災認定において時間外労働時間の評価期間は事案によって異なり、調
査復命書に記載されているすべての労働時間を対象とした。

注3：全体事案数には調査復命書に時間外労働時間の記載のないものも含み、評価期間に関わらず発
症前1か月から6か月までを対象とした。

注4：発症前各月の時間外労働時間について、確認できた事案を集計し、平均して算出した。

注1：長期間の過重業務による認定事案のみが対象で、短期間の過重業務による認定事案と異常な出
来事による認定事案は含まれない。
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表 1-5-2 医療・福祉における精神障害の労災認定要因*1（新基準のみ）（n=161） 

 
  

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

1 (14.3) 6 (13.0) 0 (0.0) 4 (8.2) 1 (12.5) 2 (5.4) 14 (8.7)

0 (0.0) 1 (2.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (8.1) 4 (2.5)

2 (33.3) 4 (8.7) 4 (25.0) 5 (10.2) 0 (0.0) 6 (16.2) 21 (13.0)

＜具体的な出来事＞

出来事の類型*2

1 （重度の）病気やケガをした 0 (0.0) 5 (10.9) 1 (6.3) 6 (12.2) 1 (12.5) 3 (8.1) 16 (9.9)

2 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした 1 (14.3) 27 (58.7) 0 (0.0) 23 (46.9) 1 (12.5) 6 (16.2) 57 (35.4)

3 業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした 1 (14.3) 0 (0.0) 1 (6.3) 1 (2.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (1.9)

4 会社の経営に影響する等の重大な仕事上のミスをした 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (5.4) 2 (1.2)

5 会社で起きた事故・事件について、責任を問われた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.0) 0 (0.0) 1 (2.7) 2 (1.2)

6 自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.7) 1 (0.6)

7 業務に関連し、違法行為を強要された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.0) 1 (12.5) 0 (0.0) 2 (1.2)

8 達成困難なノルマが課された 0 (0.0) 1 (2.2) 0 (0.0) 1 (2.0) 0 (0.0) 2 (5.4) 4 (2.5)

9 ノルマが達成できなかった 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (6.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.6)

10
新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当に
なった

0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (10.8) 4 (2.5)

11 顧客や取引先から無理な注文を受けた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.6)

12 顧客や取引先からクレームを受けた 1 (14.3) 2 (4.3) 0 (0.0) 2 (4.1) 3 (37.5) 6 (16.2) 14 (8.7)

13 大きな説明会や公式の場での発表を強いられた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.6)

14 上司が不在になることにより、その代行を任された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (4.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (1.2)

15
仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事
があった

3 (42.9) 0 (0.0) 4 (25.0) 2 (4.1) 0 (0.0) 5 (13.5) 13 (8.1)

16 1ヶ月に80時間以上の時間外労働を行った 2 (28.6) 1 (2.2) 3 (18.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (13.5) 11 (6.8)

17 2週間（12日）以上にわたって連続勤務を行った 3 (42.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (8.1) 5 (3.1)

18 勤務形態に変化があった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

19 仕事のペース、活動の変化があった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

20 退職を強要された 0 (0.0) 2 (4.3) 2 (12.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (10.8) 8 (5.0)

21 配置転換があった 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (12.5) 2 (4.1) 1 (12.5) 1 (2.7) 6 (3.7)

22 転勤をした 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.7) 1 (0.6)

23
複数名で担当していた業務を1人で担当するようになっ
た

0 (0.0) 0 (0.0) 1 (6.3) 1 (2.0) 0 (0.0) 2 (5.4) 4 (2.5)

24
非正規社員であるとの理由により、仕事上の差別、不
利益取り扱いを受けた

0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

25 自分の昇格・昇進があった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.0) 0 (0.0) 2 (5.4) 3 (1.9)

26 部下が減った 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.7) 1 (0.6)

27 早期退職制度の対象となった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

28 非正規社員である自分の契約満了が迫った 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

29 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた 0 (0.0) 2 (4.3) 4 (25.0) 9 (18.4) 1 (12.5) 4 (10.8) 20 (12.4)

30 上司とのトラブルがあった 1 (14.3) 4 (8.7) 2 (12.5) 1 (2.0) 2 (25.0) 9 (24.3) 18 (11.2)

31 同僚とのトラブルがあった 0 (0.0) 1 (2.2) 0 (0.0) 2 (4.1) 0 (0.0) 1 (2.7) 4 (2.5)

32 部下とのトラブルがあった 0 (0.0) 2 (4.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (1.2)

33 理解してくれていた人の異動があった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

34 上司が替わった 1 (14.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.6)

35 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

⑥セクシュアルハラスメン
トを受けた

36 セクシュアルハラスメントを受けた 0 (0.0) 2 (4.3) 1 (6.3) 7 (14.3) 1 (12.5) 3 (8.1) 14 (8.7)

事案数合計 7 (100.0) 46 (100.0) 16 (100.0) 49 (100.0) 8 (100.0) 37 (100.0) 161 (100.0)

合計

＜特別な出来事＞

②仕事の失敗、過重な責
任等の発生

③仕事の量・質

医師等*3 看護師等*4 その他医療
専門職

介護職員 保育士
管理・事務・
営業職員

④役割・地位の変化等

　　心理的負荷が極度のもの

　　極度の長時間労働

＜恒常的な長時間労働＞

具体的出来事

①事故や災害の体験

*3 医師、歯科医師、獣医師を含む、*4 看護師、准看護師、看護助手を含む

*2 具体的出来事が複数該当している事例もある。

⑤対人関係

*1 特別な出来事と具体的出来事が重複している事例もあるため、事案数と出来事の合計は一致しない。割合の算出は事案数を分母としている。
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表 2-1 及び表 2-2 医師の脳・心臓疾患事案の特徴（n=17） 
 

件数 (%)
性別

男性 16 (94.1)
女性 1 (5.9)

年齢*1
29歳以下 1 (5.9)
30-39歳 2 (11.8)
40-49歳 6 (35.3)
50-59歳 7 (41.2)
60-69歳 0 (0.0)
70-79歳 1 (5.9)

決定時疾患名
脳疾患 11 (64.7)

脳内出血 3 (17.6)
くも膜下出血 4 (23.5)
脳梗塞 3 (17.6)
高血圧性脳症 1 (5.9)

心臓疾患 6 (35.3)
心筋梗塞 1 (5.9)
狭心症 0 (0.0)
心停止（心臓性突然死を含む） 3 (17.6)
解離性大動脈瘤 2 (11.8)

生存死亡
生存 9 (52.9)
死亡 8 (47.1)

発症年*2
平成21年 3 (17.6)
平成22年 6 (35.3)
平成23年 2 (11.8)
平成24年 3 (17.6)
平成25年 3 (17.6)

発症時季
春　4-6月 4 (23.5)
夏　7-9月 6 (35.3)
秋　10－12月 4 (23.5)
冬　1-3月 3 (17.6)

発症曜日
月 1 (5.9)
火 2 (11.8)
水 3 (17.6)
木 3 (17.6)
金 4 (23.5)
土 2 (11.8)
日 2 (11.8)

発症時間帯
08-16日中 3 (17.6)
16-24夕方 9 (52.9)
24-08深夜 4 (23.5)
不明 1 (5.9)

*1 平均年齢：47.6歳
*2 各年それぞれ1月～12月

表2-１　労災認定された医師の脳・心臓疾患の特徴
（n=17、2011-2014）

  

発生地域
1北海道・東北 5 (29.4)
2関東甲信越 3 (17.6)
3東海・北陸 1 (5.9)
4関西 4 (23.5)
5中国・四国 3 (17.6)
6九州 1 (5.9)

業種
医療・福祉業 14 (82.4)

病院 12 (70.6)
診療所 1 (5.9)
老健施設 1 (5.9)

教育・学習支援業（大学医学部） 3 (17.6)
臨床講座 2 (11.8)
基礎講座 1 (5.9)

施設規模（労働者数）
1～49人 0 (0.0)
50～299人 5 (29.4)
300～999人 6 (35.3)
1,000人以上 5 (29.4)
不明 1 (5.9)

管理職・非管理職
管理職 10 (58.8)
非管理職 7 (41.2)

教職兼務有無
教職兼務有り 4 (23.5)

教授 1 (5.9)
准教授*1 2 (11.8)
助教 1 (5.9)

教職兼務無 13 (76.5)

診療科
臨床 16 (94.1)

内科 5 (29.4)
外科 0 (0.0)
産婦人科 3 (17.6)
脳神経外科 2 (11.8)
救急科/循環器外科 1 (5.9)
小児外科 1 (5.9)
泌尿器科 1 (5.9)
眼科 1 (5.9)
研修医 1 (5.9)
介護施設長 1 (5.9)

研究職（大学基礎医学講座） 1 (5.9)

表2-2　労災認定された医師の脳・心臓疾患の特徴
（n=17、2011-2014）

*1 うち1件は医学部附属の関連病院で、業種は教育・学習
支援業ではなく、医療・福祉業となっている。  
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表 2-3 医師の脳・心臓疾患事案の認定要件、負荷要因（n=17） 
件数

認定要件
異常な出来事 1 (5.9)
短期間の過重業務 1 (5.9)
長期間の過重業務 15 (88.2)

時間外労働時間の評価期間（n=15）*1
1か月 1 (6.7)
2か月 6 (40.0)
3か月 0 (0.0)
4か月 2 (13.3)
5か月 1 (6.7)
6か月 5 (33.3)

時間外労働時間の平均値（n=15）*2
70時間未満 0 (0.0)
70時間以上～80時間未満 7 (46.7)
80時間以上～100時間未満 6 (40.0)
100時間以上～120時間未満 1 (6.7)
120時間以上 1 (6.7)

月時間外労働の平均（時間）（n=15）*3 （時間） （最小値、最大値）
発症前1か月時間外労働の平均（最小,最大） 74.9 (31.8, 126.5)
発症前2か月時間外労働の平均（最小,最大） 85.0 (47.1, 150.3)
発症前3か月時間外労働の平均（最小,最大） 78.2 (39.3, 112.1)
発症前4か月時間外労働の平均（最小,最大） 86.7 (39.7, 148.8)
発症前5か月時間外労働の平均（最小,最大） 86.4 (51.5, 144.1)
発症前6か月時間外労働の平均（最小,最大） 87.4 (47.5, 121.7)

労働時間以外の負荷要因（発症前6か月）*4
労働時間に加えて「認められる」 11 (73.3)

不規則な勤務 6 (40.0)
拘束時間の長い勤務 6 (40.0)
出張の多い業務 0 (0.0)
交代勤務・深夜勤務 4 (26.7)
作業環境（温度、騒音、時差） 0 (0.0)
精神的緊張を伴う業務 10 (66.7)
その他*2 3 (20.0)

労働時間以外は評価されない 4 (26.7)

*1 認定事由として異常な出来事への遭遇1件、短期間の過重業務事案1件を除いた長期間
の過重業務と判断された15事案における、発症前2～6か月の時間外労働を評価した期間の集
計結果。
*2 *1の15事案における認定に至った時間外労働時間の平均値。平均値が80時間未満で
あっても、時間外労働が概ね80時間と評価され、長期間の過重業務であったと判断されたものが
70時間以上～80時間未満に7件含まれていること等を示す。
*3 *1の15事案における、発症前1～6か月のそれぞれの時間外労働時間の平均値、および最
小値・最大値を計算したもの。
*4 管理者としての人事・労務管理業務、休日の少ない連続勤務、自宅での作業・連続勤務。
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表 2-4 医師の脳・心臓疾患事案 17 件の発生時の状況（平成 22 年 1 月～平成 27 年 3
月） 

 
年代 疾患 生死 発生時または発見時の状況 発生場所 補記

1 20 CA 死 2日連続で連絡取れないため、病院職員が自宅に訪問、心肺停止状
態で発見される 自宅

2 30 SAH 生
前日から当直勤務を行い、午前0時過ぎに退勤。翌日は日勤だったが
出勤しないため病院職員が自宅に訪問、意識障害の状態でいるところを
発見される

自宅

3 30 ICH 生 連続長時間勤務を続けているなか、夏季連続休暇取得した初日、歩
行障害が出現した 自宅

4 40 SAH 死
午前10時頃、当直室で死亡しているところを発見される。死亡後の死亡
時画像病院診断（オートプシー・イメージング）の結果、前日の早朝に
発症したものと推定された

職場 病院、当直室

5 40 SAH 死 夕方に妻に帰宅すると電話連絡後、帰宅せず、翌日無断欠勤。通勤
経路上の駐車場内で車内で意識不明となっているところを発見される 通勤経路 駐車場の車中

6 40 CI 生 午前の外来終了後、午後に学会に出席、帰宅後、自宅にて突然倒れ
る 自宅

7 40 AD 生 大腸内視鏡術中（手技中）に突然、胸痛を自覚 職場 病院、内視鏡室

8 40 CA 生 連続勤務後、都内で開催される学会に出席し、帰宅途中の新幹線で
移動中、胸部不快を自覚、心房細動を発症していたと診断される 出張中 移動中、新幹線の車

中

9 40 HE 生 夜間に研究中、実験室で意識不明となり、翌朝同僚に発見される、高
血圧性脳症と診断される 職場 大学、実験室

10 40 ICH 生 同僚と会食中に上肢脱力と構音障害、右被殻出血と診断される 外出中 同僚と会食中

11 50 CI 生 通勤途中に左上下肢麻痺自覚、出勤と同時に救急外来を受診しアテ
ローム血栓性脳梗塞と診断される 通勤経路 通勤途上の車中

12 50 AD 死 病院での症例検討会中に背部痛と胸痛を自覚、病院の循環器内科に
救急外来受診したが、まもなく心停止し、救命措置を受けるも死亡 職場 病院、会議室

13 50 CI 死 通勤途上でめまい、吐き気を感じたが、そのまま出勤し勤務を開始した
が、体調悪化し倒れる。脳梗塞と診断され、治療するが死亡 通勤経路 通勤中の電車の中

14 50 SAH 死 前日帰宅せず、本人と連絡取れなくなり、心配した妻が翌日朝、病院に
訪問し、副院長室で意識消失状態でいるところを発見 職場 病院、副院長室

15 50 AMI 死 学会出席のため出張中、ホテルで死亡しているところを発見される 出張中 出張先の宿泊ホテル

16 50 ICH 生 宿直中の未明に上下肢のしびれを自覚 職場 病院、夜勤診療中

17 70 CA 死 東日本大震災で施設、入居者が津波に流され自宅に避難。長男夫妻
の家に避難中に意識障害、翌日死亡。急性循環不全と診断 自宅

SAH:くも膜下出血、ICH:脳内出血、CI:脳梗塞、HE:高血圧性脳症、CA:心停止、AMI:心筋梗塞、AP:狭心症、AD:大動脈解離
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-

-
-

○
○

○
◎

*◎
・・

・過
重

労
働

とし
て

負
荷

が
高

い
と読

み
取

れ
た

業
務

、○
・・

・過
重

労
働

に
影

響
をあ

た
え

た
と読

み
取

れ
た

業
務

。
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性
別 *1

年
代 *2

地
域

施
設

診
療

科
職

位
決

定
時

疾
患

名
生

死
時

間
外

労
働

*3
仕

事
量

変
化

*3

上
司

部
下

トラ
ブ

ル
*3

災
害

遭
遇

*3
具

体
的

な
出

来
事

の
概

要
長

時
間

労
働

（
①

～
⑥

は
、そ

れ
ぞ

れ
の

数
字

の
発

症
前

〇
か

月
の

時
間

外
労

働
数

（
時

間
))

F
20

関
東

病
院

精
神

科
後

期
レジ

デ
ント

(医
師

3年
目

)
適

応
障

害
生

存
-

-
△

◎

長
時

間
労

働
　（

①
47

、②
40

、③
55

、④
2、

⑤
0、

⑥
0）

・悲
惨

な
事

故
や

災
害

の
体

験
・目

撃
をし

た
（

強
）

→
総

合
（

強
）

（
担

当
患

者
（

統
合

失
調

症
）

か
らの

暴
力

（
首

絞
め

）
に

遭
遇

、失
神

。当
該

事
件

前
より

「殺
して

や
る」

な
どの

暴
言

を受
け

、上
司

に
患

者
の

薬
剤

増
量

を提
案

した
が

却
下

され
た

エピ
ソー

ドあ
り）

M
20

関
東

大
学

放
射

線
科

後
期

レジ
デ

ント
(医

師
4年

目
)

うつ
病

エピ
ソー

ド
自

殺
◎

-
△

-
長

時
間

労
働

　（
①

13
1、

②
14

1、
③

14
2、

④
11

0、
⑤

49
、⑥

93
）

、有
給

休
暇

1月
以

外
な

し
影

響
要

因
：

上
司

か
らの

叱
責

等
を苦

に
、院

内
で

縊
死

（
腹

部
造

影
中

、患
者

の
安

全
確

保
喪

失
、上

司
か

らの
厳

しい
注

意
を受

け
るエ

ピソ
ー

ド等
）

F
30

関
西

病
院

小
児

科
助

教
適

応
障

害
生

存
○

●
-

△
-

長
時

間
労

働
　（

①
92

、②
13

9、
③

11
5、

④
11

7、
⑤

97
、⑥

11
5）

・8
0時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
（

中
）

、2
週

間
以

上
に

わ
た

る連
続

勤
務

（
中

）
→

総
合

（
強

）
影

響
要

因
：

同
僚

・上
司

との
トラ

ブル
（

医
局

旅
行

へ
の

不
参

加
を機

に
、同

僚
か

ら叱
責

）

F
30

中
国

・
四

国
病

院
産

婦
人

科
医

員
うつ

病
エピ

ソー
ド

生
存

◎
◎

-
-

長
時

間
労

働
　（

①
11

8、
②

10
7、

③
80

、④
72

、⑤
96

、⑥
10

6）
・8

0時
間

以
上

の
時

間
外

労
働

（
強

）
、仕

事
内

容
・量

変
化

（
強

）
、ク

レー
ム

（
弱

）
→

総
合

（
強

）
（

上
司

が
院

長
代

理
とな

り人
員

不
足

、外
来

・当
直

回
数

激
増

、上
司

不
在

に
患

者
が

クレ
ー

ム
）

M
30

東
北

・
北

海
道

診
療

所
循

環
器

科
医

員
うつ

病
エピ

ソー
ド

自
殺

-
-

-
◎

長
時

間
労

働
、評

価
な

し 
・特

別
な

出
来

事
：

異
常

な
出

来
事

へ
の

遭
遇

（
勤

務
す

る施
設

が
津

波
に

襲
わ

れ
死

の
恐

怖
）

（
心

臓
カテ

ー
テル

検
査

中
に

3.
11

震
災

、3
日

間
不

眠
不

休
、急

性
スト

レス
症

状
等

軽
快

せ
ず

、自
死

）

F
30

関
東

病
院

皮
膚

科
助

教
・

医
局

長
気

分
（

感
情

）
障

害
生

存
●

○
-

-
長

時
間

労
働

　（
①

52
、②

8、
③

50
、④

85
、⑤

42
、⑥

63
）

・上
司

が
替

わ
る（

弱
）

、仕
事

の
内

容
・量

の
変

化
（

中
）

、2
週

間
以

上
連

続
勤

務
（

中
）

→
総

合
（

強
）

（
教

授
が

替
わ

り医
局

員
減

少
、医

局
長

に
昇

進
し責

任
・業

務
量

が
増

加
）

F
40

関
東

医
薬

品
製

造
業

専
門

職
神

経
症

性
障

害
生

存
●

○
○

-
長

時
間

労
働

　（
①

49
、②

65
、③

30
、④

54
、⑤

62
、⑥

60
）

・上
司

トラ
ブル

（
中

）
、仕

事
の

内
容

・量
の

変
化

（
中

）
、2

週
間

以
上

連
続

勤
務

（
中

）
→

総
合

（
強

）
（

製
薬

企
業

の
専

門
職

で
勤

務
、上

司
（

医
師

）
が

叱
責

、学
会

出
席

で
多

忙
、発

症
前

に
多

忙
）

M
50

関
東

病
院

産
婦

人
科

科
長

うつ
病

エピ
ソー

ド
自

殺
◎

-
◎

-
長

時
間

労
働

（
①

15
6、

②
14

3、
③

13
8、

④
13

1、
⑤

13
1、

⑥
13

8）
・慢

性
的

な
月

10
0時

間
を超

え
る時

間
外

労
働

、部
下

との
トラ

ブル
が

あ
った

（
強

）
（

新
た

に
赴

任
した

部
下

か
ら、

連
続

・長
期

に
わ

た
る辛

辣
な

個
人

攻
撃

、批
判

メー
ル

等
）

*1
 F

=
女

性
、M

=
男

性
。　

　*
2 

平
均

年
齢

36
.5

歳
。

*3
 認

定
要

件
とし

て
心

理
的

負
荷

が
「強

」→
◎

、「
中

」→
○

、直
接

の
認

定
要

件
とし

て
は

最
終

的
な

総
合

評
価

に
記

載
は

な
い

が
、経

過
に

影
響

を与
え

た
要

因
とし

て
復

命
書

内
に

記
載

が
っ確

認
で

きた
要

因
→

△
、2

週
間

以
上

の
連

続
勤

務
有

り→
●

。

表
2-

6 
医

師
の

精
神
障
害
（
自
殺

含
む
）

8
件
の
性
別
、
年
代
、
地
域
、
施
設
、
診
療
科
、
職
位
、
決
定
時
疾
患
名
、
生
死
、
具
体
的
出
来
事

の
状
況
（

平
成

22
年

1
月
～
平
成

27
年

3
月
）
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表 3-1 看護師の精神障害事案 52 件の特徴（平成 22 年 1 月～平成 27 年 3 月） 

 
件数 (%)

性別
男 1 (1.9)
女 51 (98.1)

年齢
29歳以下 12 (23.1)
30-39 15 (28.8)
40-49 14 (26.9)
50-59 9 (17.3)
60-69 2 (3.8)
70-79 0 (0.0)

決定時疾患名
F3 気分（感情）障害 10 (19.2)

F32 うつ病エピソード 9 (17.3)
F33 反復性うつ病性障害 1 (1.9)

F4 神経症性障害等*1 42 (80.8)
F43.0 急性ストレス反応 13 (25.0)
F43.1 心的外傷後ストレス障害 19 (36.5)
F43.2 適応障害 7 (13.5)
F43　その他 3 (5.8)

生存死亡
生存 50 (96.2)
死亡 2 (3.8)

支給決定時年度
H21 2 (3.8)
H22 9 (17.3)
H23 7 (13.5)
H24 7 (13.5)
H25 12 (23.1)
H26 15 (28.8)

発症時季
春　4-6月 13 (25.0)
夏　7-9月 21 (40.4)
秋　10－12月 7 (13.5)
冬　1-3月 11 (21.2)

勤続年数別*2
1年未満 11 (21.2)
1年以上5年未満 21 (40.4)
5年以上10年未満 13 (25.0)
10年以上20年未満 6 (11.5)
20年以上 0 (0.0)
不明 1 (1.9)

*1 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
*2 被災した職場で働きはじめてからの年数

地域
1北海道・東北 11 (21.2)
2関東甲信越 17 (32.7)
3東海・北陸 2 (3.8)
4関西 9 (17.3)
5中国・四国 5 (9.6)
6九州 8 (15.4)

業種
医療・福祉業 51 51 (98.1)

病院 37 (71.2)
一般診療所 2 (3.8)
老人福祉・介護事業 8 (15.4)
障害者福祉事業 2 (3.8)
児童福祉事業 1 (1.9)
献血センター 1 (1.9)

教育・学習支援業（大学付属病院） 1 1 (1.9)

施設規模（労働者数）
1～49人 8 (15.4)
50～299人 18 (34.6)
300～999人 12 (23.1)
1,000人以上 13 (25.0)
不明 1 (1.9)

管理職・非管理職*1
管理職 6 (11.5)
非管理職 45 (86.5)
不明 1 (1.9)

発生場所・診療科
病院 37 37 (71.2)

病棟（一般） 20 (38.5)
病棟（精神科） 11 (21.2)
外来 5 (9.6)
手術部 1 (1.9)

診療所 2 2 (3.8)
介護関連施設 8 8 (15.4)

老人ホーム（特養ホーム）*2 4 (7.7)
訪問看護*3 2 (3.8)
グループホーム*4 1 (1.9)
救護施設医務室*5 1 (1.9)

その他 4 4 (7.7)
不明 1 1 (1.9)

52 52 (100.0)

*3 訪問看護ステーション、通所介護事業所
*4 認知症対応型共同生活介護
*5 身体障害者支援施設

*1 師長以上を管理職とした。管理職に関する情報がないものは、非管
理職に分類した
*2 介護労働福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護療養型医療施
設等
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表 3-2 看護師の精神障害事案の出来事の集計結果（平成 22 年 1 月～平成 27 年 3
月） 

 

出来事の類型 (0.0)
特別な出来事*1 9 (17.3)

心理的負荷が極度のもの 8 (15.4)
極度の長時間労働 1 (1.9)

具体的出来事の類型*2 43 (82.7)
1 事故や災害の体験 29 (55.8)
2 仕事の失敗、過重な責任等の発生 4 (7.7)
3 仕事の量・質 1 (1.9)
4 役割地位の変化等 3 (5.8)
5 対人関係 5 (9.6)
6 セクシャルハラスメント 1 (1.9)

具体的出来事の詳細*3 61 (117.3)
1 （重度の）病気やケガをした 4 (7.7)
2 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした 35 (67.3)
4 仕事の失敗、過重な責任の発生 2 (3.8)
5 会社で起きた事故、事件について責任を問われた 1 (1.9)
12 顧客や取引先からクレームを受けた 3 (5.8)
16 1か月に80時間以上の時間外労働を行なった 1 (1.9)
20 退職を強要された 3 (5.8)
29 ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた 3 (5.8)
30 上司とのトラブルがあった 5 (9.6)
32 部下とのトラブルがあった 2 (3.8)
36 セクシャルハラスメントを受けた 2 (3.8)

*1 特別な出来事の内訳は「悲惨な事故や災害の体験・目撃をした」6件、「会社で起きた
事故、事件について責任を問われた」1件、「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」1
件、「発症直前の1か月におおむね160時間を越えるような時間外労働を行なった」1件。
*2 複数の具体的な出来事があった場合は、出来事のうち心理的負荷が大きかったもの、負
荷の程度が同じ場合は先に記載されているものを選択し、6つの類型に分類した。
*3 旧基準、新基準による認定事案の認定事由を精査し、表1-5-2に示された具体的な出
来事に分類し直したもの。出来事が2つ記載さされているものもあり、合計は52件を超える。具
体的な出来事の前についている番号は表1-5-2と同じ。
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表 3-3 看護師の精神障害事案の「悲惨な事故や災害の体験・目撃をした」出来事の

具体的な内容及び発生時刻（平成 22 年 1 月～平成 27 年 3 月）*1 
件数 (%)

1. 悲惨な事故や災害の体験・目撃をした*2 40 (76.9)
a. 暴言・暴力を体験 23 23 (44.2)

暴力（身体的）*3 16 (30.8)
暴力（身体的かつ/または暴言・クレーム） 4 (7.7)
暴力（身体的、特に強姦未遂） 2 (3.8)
暴力（身体的＋上司トラブル） 1 (1.9)

b. 事件・事故・災害に遭遇 17 17 (32.7)
事件に遭遇 13 (25.0)
　　-施設内での殺人未遂事件*4 5 (9.6)
　　-入院患者の自殺（溢死、飛び降り）*5 4 (7.7)
　　-入院患者が絞殺される*6 3 (5.8)
　　-入院患者が火災に巻き込まれ死亡 1 (1.9)
交通事故 2 (3.8)
感電事故*7 1 (1.9)
東日本大震災*8 1 (1.9)

2. 医療事故・訴訟 2 (3.8)
3. 長時間労働 4 (7.7)
4. 上司・部下トラブル 4 (7.7)
5. セクシュアル・ハラスメント 2 (3.8)

52 (100.0)

発生時間帯*9
24-04 深夜 11 (27.5)
04-08 深夜 8 (20.0)
08-12 日勤 10 (25.0)
12-16 日勤 2 (5.0)
16-20 準夜 3 (7.5)
20-24 準夜 2 (5.0)
特定せず/不明 4 (10.0)

40

*1 労災復命書の記載事項から、具体的な出来事について再集計を行ったもの。表3-2の労災認定基
準に従った分類と必ずしも一致しない。極度の心理的負担と具体的な出来事について、その判断が「強」
「中」と評価されたものを整理した。予防の視点から対策が異なると考えられるものに分類した。
*2 患者・利用者などから、被災者が暴力を直接受けたものと、暴力や災害の現場に遭遇した事案とに分
類した。
*3 身体的な暴力には、首を絞められる6件、殴打（素手）5件、器物（電気スタンド）で殴打1件、鋏
で刺される1件、髪をつかまれ平手打ち等があった。
*4 1件の事件で看護師5人が被災。*5 事件数３件、被災看護師合計４名、うち1件の入院患者自
殺で看護師2名が被災。*6 1件の事件で看護師3人が被災。
*7 病院手術部中央材料室の洗浄機器が漏電のため看護師が感電事故に遭遇し、被災。
*8 東日本大震災の支援チームとして現地入り、多数の遺体を見る等に遭遇し、被災。
*9 「悲惨な事故や災害の体験・目撃をした」事案40件の発生時刻を分類した。％は、分母を「悲惨な
事故や災害の体験・目撃をした」40件として算出した。
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医
療

・
福

祉
業

管
理

・
事

務

保
育

施
設

社
会

福
祉

施
設

病
院

医
師

、
副

院
長

医
師

医
師

、
医

長

看
護

師

理
学

療
法

士

歯
科

技
工

士

介
護

士

介
護

職
員

保
育

士

副
施

設
長

事
務

長

長
期

過
重

、
不

規
則

、
拘

束
時

間

長
期

過
重

長
期

過
重

長
期

過
重

長
期

過
重

長
期

過
重

長
期

過
重

、
不

規
則

、
交

代
・
深

夜
、

拘
束

時
間

短
期

過
重

、
長

期
過

重

長
期

過
重

長
期

過
重

、
交

代
・
深

夜
、

拘
束

時
間

長
期

過
重

、
不

規
則

5
0
代

男
性

。
医

師
、

病
院

の
副

院
長

。
主

な
業

務
に

加
え

、
当

直
や

病
院

の
増

改
築

に
伴

う
業

務
、

看
護

学
校

等
の

講
師

、
他

の
診

療
機

関
へ

の
往

診
、

産
業

医
と

し
て

の
勤

務
も

あ
っ

た
。

発
症

前
4
か

月
で

月
平

均
9
5
時

間
の

時
間

外
労

働
。

く
も

膜
下

出
血

に
よ

り
死

亡
。

（
4
%
）

（
1
2
%
）

（
6
%
）

＜
負

荷
要

因
＞

＜
主

な
事

例
＞

5
0
代

男
性

。
医

師
。

毎
週

水
曜

日
は

宿
直

業
務

に
従

事
し

、
発

症
前

1
か

月
で

1
0
7
時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
。

宿
直

中
に

脳
内

出
血

を
発

症
。

5
0
代

男
性

。
産

婦
人

科
の

医
師

。
発

症
前

6
か

月
で

月
平

均
9
2
時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
。

回
診

中
に

倒
れ

、
病

院
を

受
診

。
入

院
し

加
療

を
行

う
も

、
脳

梗
塞

に
よ

り
死

亡
。

6
0
代

女
性

。
看

護
師

、
副

看
護

部
長

。
同

僚
の

退
職

後
も

補
充

が
な

く
、

業
務

量
が

増
加

し
、

発
症

前
3
か

月
で

月
平

均
1
1
2
時

間
の

時
間

外
労

働
。

自
宅

で
の

夕
食

後
、

右
足

の
動

き
が

お
か

し
い

こ
と

に
夫

が
気

づ
き

、
病

院
に

搬
送

さ
れ

る
。

脳
内

出
血

を
発

症
。

2
0
代

男
性

。
理

学
療

法
士

。
自

宅
で

も
作

業
を

行
い

、
学

術
大

会
の

準
備

作
業

に
よ

り
残

業
時

間
が

増
加

。
発

症
前

2
か

月
で

月
平

均
8
7
時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
。

自
宅

の
寝

室
で

横
た

わ
っ

た
ま

ま
の

と
こ

ろ
を

母
親

に
発

見
さ

れ
る

。
心

停
止

に
よ

り
死

亡
。

5
0
代

男
性

。
歯

科
技

工
士

。
発

症
前

1
か

月
に

1
4
5
時

間
の

時
間

外
労

働
。

業
務

中
に

頭
痛

、
吐

き
気

等
の

症
状

を
呈

し
、

病
院

を
受

診
。

く
も

膜
下

出
血

を
発

症
。

3
0
代

男
性

。
介

護
士

。
主

に
午

後
6
時

か
ら

翌
日

の
午

前
9
時

ま
で

就
労

し
、

交
代

・
深

夜
勤

務
、

拘
束

時
間

の
長

い
勤

務
で

あ
り

、
発

症
前

1
か

月
に

8
7
時

間
の

時
間

外
労

働
。

く
も

膜
下

出
血

に
よ

り
死

亡
。

4
0
代

女
性

。
福

祉
施

設
の

介
護

職
員

。
施

設
行

事
の

準
備

に
加

え
、

市
の

実
地

指
導

の
準

備
に

も
従

事
し

、
業

務
が

多
忙

な
状

態
と

な
る

。
発

症
前

1
か

月
に

9
4
時

間
の

時
間

外
労

働
。

脳
梗

塞
を

発
症

。

2
0
代

女
性

。
保

育
園

の
保

育
士

。
行

事
の

複
数

開
催

や
書

類
作

成
も

あ
り

、
通

常
時

よ
り

業
務

量
が

増
大

。
自

宅
で

の
作

業
も

あ
り

、
発

症
前

1
か

月
に

1
0
2
時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
。

脳
内

出
血

を
発

症
。

3
0
代

男
性

。
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

の
副

施
設

長
。

勤
務

が
長

時
間

に
及

び
、

休
日

が
十

分
に

確
保

で
き

な
い

状
況

が
数

か
月

続
く
。

発
症

前
2
～

4
か

月
の

月
平

均
時

間
外

労
働

は
1
0
0
時

間
以

上
。

体
調

不
良

を
訴

え
た

翌
日

、
心

筋
梗

塞
に

よ
り

死
亡

。

6
0
代

男
性

。
病

院
の

事
務

長
。

業
務

を
統

括
す

る
立

場
に

あ
り

、
責

任
の

重
い

業
務

に
従

事
し

、
労

働
時

間
が

非
常

に
長

く
、

勤
務

の
不

規
則

性
、

深
夜

勤
務

も
あ

っ
た

。
発

症
前

1
か

月
に

1
3
3
時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
。

脳
梗

塞
を

発
症

。
（
2
7
%
）

（
5
2
件

）

当
直

、
他

機
関

で
の

勤
務

宿
直

同
僚

の
退

職
・
不

補
充

持
ち

帰
り

残
業

行
事

準
備

責
任

の
重

い
困

難
度

の
高

い
業

務
、

深
夜

の
呼

び
出

し

持
ち

帰
り

残
業

、
行

事
準

備

＜
背

景
要

因
＞

＜
職

種
＞

n
(%

)

性
別

男
性

4
1

(7
8
.8

)

女
性

1
1

(2
1
.2

)

生
死

生
存

2
8

(5
3
.8

)

死
亡

2
4

(4
6
.2

)

M
S
D

平
均

年
齢

4
8
.7

3
1
1
.6

2

平
均

勤
続

年
数

9
.0

8
9
.1

2

医
師

（
3
5
%
）

看
護

師
等

（
2
%
）

そ
の

他
医

療
専

門

（
1
3
%
）

介
護

職
員

（
1
9
%
）

保
育

職
員

（
4
%
）

病
院

（
3
1
%
）

＜
事

業
場

＞

病
院

（
2
%
）

病
院

（
4
%
）

そ
の

他

（
8
%
）

社
会

福
祉

施
設

（
1
9
%
）

図
1
-
1.
 
医
療
・
福
祉
に
お
け
る
労
災
認
定
事
案
の
典
型
事
例
 （

脳
・

心
臓
疾
患
）
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医
療

・
福

祉
業

医
師

、
科

長

医
師

、
医

局
長

看
護

師

看
護

師

准
看

護
師

臨
床

検
査

技
師

ケ
ア

ワ
ー

カ
ー

ケ
ア

ワ
ー

カ
ー

保
育

士
、

副
主

任

施
設

長

事
務

職
員

対
人

関
係

対
人

関
係

、
仕

事
の

量
・
質

、
役

割
・
地

位
の

変
化

事
故

や
災

害
の

体
験

事
故

や
災

害
の

体
験

対
人

関
係

仕
事

の
量

・
質

、
対

人
関

係

事
故

や
災

害
の

体
験

事
故

や
災

害
の

体
験

仕
事

の
失

敗
・
過

重
な

責
任

仕
事

の
量

・
質

仕
事

の
量

・
質

対
人

関
係

5
0
代

男
性

。
医

師
。

長
年

に
わ

た
り

、
月

6
～

8
回

の
当

直
を

行
い

、
新

た
に

赴
任

し
た

部
下

に
よ

り
、

い
じ

め
に

匹
敵

す
る

嫌
が

ら
せ

を
受

け
る

。
う

つ
病

エ
ピ

ソ
ー

ド
を

発
症

し
、

自
宅

療
養

中
に

自
殺

。

＜
負

荷
要

因
＞

＜
主

な
事

例
＞

3
0
代

女
性

。
医

師
。

医
局

長
に

昇
進

し
、

業
務

量
が

増
加

。
発

症
前

4
か

月
で

月
平

均
8
5
時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
。

連
続

勤
務

も
行

う
。

気
分

（
感

情
）
障

害
を

発
症

。

2
0
代

女
性

。
看

護
師

。
夜

勤
担

当
と

し
て

勤
務

中
、

個
室

ト
イ

レ
内

で
入

院
患

者
が

自
殺

し
て

い
る

と
こ

ろ
を

発
見

す
る

。
急

性
ス

ト
レ

ス
反

応
を

発
症

。

2
0
代

女
性

。
看

護
師

。
パ

ー
キ

ン
ソ

ン
病

の
男

性
患

者
か

ら
暴

行
を

受
け

る
。

急
性

ス
ト

レ
ス

反
応

を
発

症
。

4
0
代

男
性

。
准

看
護

師
。

管
理

者
か

ら
の

注
意

や
叱

責
が

続
き

、
時

間
を

問
わ

ず
自

宅
へ

も
仕

事
に

関
す

る
メ

ー
ル

が
届

く
状

況
。

適
応

障
害

を
発

症
。

2
0
代

女
性

。
臨

床
検

査
技

師
。

難
易

度
の

高
い

高
度

な
業

務
に

従
事

し
、

1
か

月
で

1
0
5
時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
。

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

を
発

症
し

、
自

殺
。

2
0
代

女
性

。
ケ

ア
ワ

ー
カ

ー
。

入
居

者
の

自
殺

を
発

見
し

、
救

急
措

置
等

を
行

い
、

消
防

や
警

察
の

聞
き

取
り

な
ど

に
も

応
じ

る
。

急
性

ス
ト

レ
ス

反
応

を
発

症
。

4
0
代

女
性

。
ケ

ア
ワ

ー
カ

ー
。

朝
食

の
配

膳
作

業
中

、
入

院
患

者
に

後
方

か
ら

髪
を

掴
ま

れ
床

に
叩

き
つ

け
ら

れ
る

な
ど

の
暴

行
を

受
け

る
。

外
傷

後
ス

ト
レ

ス
障

害
を

発
症

し
、

休
業

。

3
0
代

女
性

。
保

育
士

（
副

主
任

）
。

保
育

児
が

噛
ま

れ
た

こ
と

に
発

す
る

保
護

者
と

の
対

応
を

行
い

、
執

拗
な

誹
謗

、
中

傷
、

罵
倒

な
ど

の
暴

言
を

受
け

続
け

る
。

急
性

ス
ト

レ
ス

反
応

を
発

症
。

4
0
代

男
性

。
3
施

設
の

所
長

（
管

理
者

）
。

業
務

拡
大

に
伴

い
業

務
量

が
増

加
し

、
1
か

月
で

約
1
5
0
時

間
の

時
間

外
労

働
を

行
う

。
う

つ
病

エ
ピ

ソ
ー

ド
を

発
症

し
、

自
殺

。

5
0
代

女
性

。
事

務
職

員
。

日
常

業
務

以
外

に
も

業
務

が
次

々
と

追
加

さ
れ

、
全

く
異

な
る

業
務

へ
の

異
動

を
示

さ
れ

、
休

職
す

る
。

適
応

障
害

を
発

症
。

（
2
3
3
件

）

部
下

と
の

ト
ラ

ブ
ル

、
当

直

事
件

・
事

故
・
災

害
、

夜
勤

当
直

事
件

・
事

故
・
災

害

上
司

と
の

ト
ラ

ブ
ル

難
易

度
の

高
い

業
務

事
件

・
事

故
・
災

害
、

宿
直

事
件

・
事

故
・
災

害

複
数

の
施

設
の

管
理

上
司

と
の

ト
ラ

ブ
ル

保
護

者
か

ら
の

ク
レ

ー
ム

＜
背

景
要

因
＞

＜
職

種
＞

＜
事

業
場

＞

n
(%

)

性
別

男
性

5
3

(2
2
.7

)

女
性

1
8
0

(7
7
.3

)

生
死

生
存

2
1
0

(9
0
.1

)

死
亡

2
3

(9
.9

)

M
S
D

平
均

年
齢

3
9
.8

2
1
1
.5

1

平
均

勤
続

年
数

5
.8

2
1
1
.3

7

管
理

・
事

務

（
2
2
%
）

医
師

（
4
%
）

看
護

師
等

（
3
1
%
）

そ
の

他
医

療
専

門

（
1
0
%
）

介
護

職
員

（
3
0
%
）

保
育

職
員

（
3
%
）

保
育

施
設

社
会

福
祉

施
設

病
院

（
3
%
）

（
7
%
）

（
4
%
）

病
院

（
3
%
）

病
院

（
2
3
%
）

一
般

診
療

所

（
2
%
）

社
会

福
祉

施
設

（
5
%
）

病
院

（
3
%
）

社
会

福
祉

施
設

（
2
7
%
）

病
院

（
2
%
）

図
1
-
2.
 
医
療
・
福
祉
に
お
け
る
労
災
認
定

事
案
の
典
型
事
例
 （

精
神
障
害
）
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 別添４ 

 

平成２９年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（事案解析） 

 

教育・学習支援業における労災認定事案の特徴に関する研究 
 

研究分担者 高田琢弘 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

過労死等調査研究センター・研究員 

 

 

研究分担者: 

吉川 徹（労働安全衛生総合研究所過労

死等調査研究センター・センター長代理） 

山内貴史（同センター・客員研究員） 

佐々木毅（同センター・上席研究員） 

高橋正也（労働安全衛生総合研究所・産業

疫学研究グループ・部長） 

梅崎重夫（労働安全衛生総合研究所・総括

領域長） 

 

A．研究目的 
 教職員は、「過労死等防止のための対策に

関する大綱」で過労死等の多発が指摘され

ている 5 つの業種・職種（自動車運転従事

者、教職員、IT 産業、外食産業、医療等）

のうちの 1 つとして挙げられている。文部

科学省によって実施された「教員勤務実態

調査（平成 28年度）（速報値）」（文献 1）に

よれば、公立小中学校の教員の勤務時間は

10年前よりも増加し、中学校教員の約 6割

が週 60 時間以上の勤務を行っているとい

【研究要旨】 

「過労死等防止のための対策に関する大綱」で過労死等の多発が指摘されている 5 つ

の業種・職種（自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療等）のうち、本研究

では、日本標準産業分類の教育・学習支援業とその中に含まれる学校の教職員について、

過労死等調査研究センターが作成したデータベースを用いてその特徴及び典型例を抽出

し、実態と背景要因を検討した。なお、本データベースは、地方公務員法の適用がある教

職員で、地方公務員災害補償法に基づき（公務災害の）支給決定が認められた公務災害事

案は含まれていないことに留意する必要がある。教育・学習支援業の事案は、脳・心臓疾

患事案が 25 件、精神障害事案が 57件であり、脳・心臓疾患では 92.0%が男性、精神障害

では 56.1%が男性であった。労災認定要因として、昨年度までに報告した脳・心臓疾患

1,564件及び精神障害 2,000件からなる全業種の労災認定事案全体（以下「全業種の労災

認定事案」という。）と同様、脳・心臓疾患事案では「長期間の過重業務」による認定が

多い一方、精神障害事案では「上司とのトラブルがあった」などの対人関係の出来事によ

る認定の割合が大きかった。職種に関して、教員の事案は脳・心臓疾患で 21件、精神障

害で 22件であり、教員の中で多かった職種は、脳・心臓疾患事案、精神障害事案ともに

大学教員（脳心 7件、精神 7件）、高等学校教員（脳心 6件、精神 7件）であった。本研

究では労災認定事案のみを対象としたため、対象となる学校種（教育課程）に占める割合

として、大学・高等学校の割合が大きく、中学校・小学校の割合が小さかったため、この

ような結果が示されたと考えられる。さらに、学校教員及び教員以外の教職員に職種を限

定した分析結果から、負荷業務として大学教員では委員会・会議や出張が多く、高等学校

教員では部活動顧問や担任が多いなど、職種ごとに異なった負荷があり、業務が多岐にわ

たっていることが示された。なお、特に精神障害事案において、教員以外の職種（学校の

事務員や学習塾の教員など）の事案も多いことが明らかとなった。本研究の結果から、教

職員の過労死等を防止するためには、長時間労働対策のみだけでなく、教育課程に応じた

それぞれの職種特有の負担を軽減するような支援の必要性が示唆された。 
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う。昨年度までの研究成果から、雇用者 100

万人当たりの教育・学習支援業における過

労死等の事案数は、脳・心臓疾患で 1.9件、

精神障害（自殺を含む）で 4.3 件となって

いることが示されている。 

本研究では、教職員（教育・学習支援業）

を分析対象とし、データベースを用いてそ

の特徴及び典型例を抽出し、実態と背景要

因を検討することを目的とした。 
なお、本データベースは、原則として労働

基準法が適用される労働者であって労働者

災害補償保険法に基づき、労災の支給決定

が認められた労災認定事案（以下、「労災認

定事案」という。）が対象であり、地方公務

員災害補償法に基づき（公務災害の）支給決

定が認められた公務災害事案は含まれてい

ない。 
 
B．研究方法 
1. 分析対象 
 過労死等 DB（脳・心臓疾患事案 1,564

件、精神障害・自殺事案 2,000件、平成

22年 1月～平成 27年 3月の 5年間）を用

いて抽出された教育・学習支援業の事案

は、脳・心臓疾患 25 件、精神障害・自殺

57件であり、これらを対象として分析を

行った。 

 

2. 分析方法 
 調査復命書の記載内容に基づき、教育・学

習支援業の事案について、性別、発症時年

齢、生死、事業場規模・種類、職種、疾患名、

労災認定要因、時間外労働時間数等の情報

に関する集計を行い、典型例を抽出した。ま

た、学校教員及び教員以外の教職員に職種

を限定した分析として、負荷業務の一覧を

集計した。負荷業務の集計は、該当事案の調

査復命書に記載されている内容から、負荷

と考えられる業務を選び、事案ごとに該当

するものを集計した。 

 （倫理面での配慮） 

 本研究は、労働安全衛生総合研究所研究

倫理審査委員会にて審査され、承認を得た

うえで行った（通知番号：H2708）。本研究で

用いたデータベースには、個人の氏名、住

所、電話番号等、個人を特定できる情報は一

切含まれていない。 

 

C．研究結果 
 表 1-1-1 に教育・学習支援業における労

災認定事案の基本統計を、表 1-1-2 に脳・

心臓疾患による認定事案の所定休日、出退

勤の管理状況、就業規則等を示した。 

 

1. 性別・発症時年齢・生死・所定休日、出

退勤の管理状況、就業規則等 
 表 1-1-1 より、教育・学習支援業の事案

全体において、脳・心臓疾患 25 件のうち、

23件（92.0%）が男性、2件（8.0%）が女性

であり、精神障害 57件のうち、32件（56.1%）

が男性、25件（43.9%）が女性であった。 

 発症時年齢別では、脳・心臓疾患では 40

～49歳が最も多く（11/25、44.0%）、精神障

害では 30～39 歳が最も多かった（23/57、

40.4%）。 

 生死別では、脳・心臓疾患で死亡が 7 件

（7/25、28.0%）であり、精神障害で死亡が

7件（7/57、12.3%）であった。 

 また、表 1-1-2 より、就業規則等に関し

て、脳・心臓疾患において、所定休日として

完全週休 2日制が多く（14/25、56.0%）、出

退勤の管理状況として出勤簿が多かった

（16/25、64.0%）。 

 

2. 事業場規模 
 表 1-1-1 より、教育・学習支援業の事案

全体において、全業種の労災認定事案と比

較すると、事業場規模として、脳・心臓疾患、

精神障害ともに 10 人未満の規模の事業場

が少なく（脳・心臓疾患：1/25、4.0%；精神

障害：2/57、3.5%）、1,000人以上の規模の

事業場が多かった（脳・心臓疾患：5/25、

20.0%；精神障害：13/57、22.8%）。 

 

3. 事業場種類 
 表 1-1-1 より、教育・学習支援業の事案

全体において、事業場の種類に関して、その

他の教育の事業場を除くと、脳・心臓疾患、

精神障害ともに大学（脳・心臓疾患：8/25、

32.0%；精神障害：20/57、35.1%）と高等学

校（脳・心臓疾患：6/25、24.0%；精神障害：

9/57、15.8%）が多かった。 

 

4. 職種 
 表 1-2 より、教員の事案は、脳・心臓疾

患で 21件（21/25、84.0%）、精神障害で 22

件（22/57、38.6%）であった。また、日本標
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準職業分類（小分類）で見ると、教員は脳・

心臓疾患、精神障害ともに大学教員が合計

14件（脳・心臓疾患：7/25、28.0%；精神障

害：7/57、12.3%）で最も多く、次に高等学

校教員 13件（脳・心臓疾患：6/25、24.0%； 

精神障害：7/57、12.3%）が多かった。 

 

5. 疾患名 
5-1) 脳・心臓疾患 
 表 1-3-1 に脳・心臓疾患の決定時疾患名

を示した。教育・学習支援業の事案全体にお

いて、脳疾患では、脳内出血（脳出血）（10/25、

40.0%）、脳梗塞（5/25、20.0%）、くも膜下出

血（2/25、8.0%）、高血圧性脳症（1/25、4.0%）

の順に多く、心臓疾患では心筋梗塞（4/25、

16.0%）、心停止（3/25、12.0%）の順に多か

った。狭心症と解離性大動脈瘤の事案は無

かった。なお、事案数が少なかったため、職

種ごとに顕著な差は見られなかった。 

5-2) 精神障害 
 表 1-3-2 に精神障害別の決定時疾患名を

示した。教育・学習支援業の事案全体におい

て、精神障害では、全ての事案が F3（気分

（感情）障害）若しくは F4（神経症性障害、

ストレス関連障害及び身体表現性障害）の

いずれかに該当しており、うつ病エピソー

ド（24/57、42.1%）、適応障害（13/57、22.8%）、

外傷後ストレス障害（8/57、14.0%）の順に

多かった。職種別には、学校教育の教員で

は、うつ病エピソード（10/18、55.6%）の割

合が大きく、学校教育の教員以外の教職員

では、適応障害（7/23、30.4%）の割合が大

きかった。 

 

6. 労災認定要因 
6-1) 脳・心臓疾患 
 表 1-4-1 に脳・心臓疾患の事案における

労災認定要因を示した。教育・学習支援業の

事案全体において、最も多いのは長期間の

過重業務による事案（24/25、96.0%）である

が、短期間の過重業務（3/25、12.0%）によ

る事案も見られた。また、労働時間以外の要

因として、拘束時間の長い勤務（8/25、

32.0%）、精神的緊張を伴う業務（6/25、

24.0%）、出張の多い業務（4/25、16.0%）の

順に多かった。なお、労働時間以外の要因

は、ほぼ全て学校教育の教員の事案で認め

られていた。 

6-2) 精神障害 
 表 1-4-2 に精神障害における労災認定要

因を示した。なお、ここでは新しい基準であ

る平成 23年の「心理的負荷による精神障害

の認定基準」に基づいて分類された事案に

ついての出来事を概観する。教育・学習支援

業の事案全体において、特別な出来事とし

て、心理的負荷が極度のものが 3件（8.1%）、

極度の長時間労働が 4 件（10.8%）であり、

恒常的な長時間労働が 9件（24.3%）であっ

た。また、具体的出来事として、上司とのト

ラブルがあった（9/37、24.3%）、（ひどい）

嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた（7/37、

18.9%）、仕事内容・仕事量の（大きな）変化

を生じさせる出来事があった（5/37、13.5%）、

セクシュアルハラスメントを受けた（5/37、

13.5%）の順に多かった。職種別には、学校

教育の教員では、仕事内容・仕事量の（大き

な）変化を生じさせる出来事があった（3/12、

25.0%）、上司とのトラブルがあった（3/12、

25.0%）の割合が大きく、学校教育の教員以

外の教職員では、悲惨な事故や災害の体験、

目撃をした（4/15、26.7%）、上司とのトラブ

ルがあった（4/15、26.7%）の割合が大きか

った。 

 

7. 時間外労働時間数（脳・心臓疾患） 
 表 1-5 に脳・心臓疾患の事案における発

症 6 か月前の時間外労働時間数を示した。

教育・学習支援業の事案全体において、時間

外労働時間は、発症前 1か月で平均 95時間

ほど、発症前 2 か月から 6 か月の間で、平

均 80～85時間ほどであった。なお、事案数

が少なく、標準偏差が大きいためか、職種ご

とに顕著な差は見られなかった。 

 

8. 典型事例 
8-1) 脳・心臓疾患 
 図 1-1 に教育・学習支援業における脳・

心臓疾患の事案の典型事例を示した。以下

に、特徴的な 3件の事例を提示した。 

 

【事例 1-1】40歳代、男性、大学教授 

・疾患名：くも膜下出血 

・労災認定要因：長期間の過重業務 

・時間外労働時間：発症前 1 か月で月 136

時間 

・労働時間以外の負荷要因：特になし 

・連日深夜に及ぶ残業を行い、大学行事中
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に突然倒れ、病院に搬送される 

 

【事例 1-2】40歳代、女性、高等学校教頭 

・疾患名：脳梗塞 

・労災認定要因：長期間の過重業務 

・時間外労働時間：発症前 1 か月で月 89時

間 

・労働時間以外の負荷要因：特になし 

・学校行事の引率中に体調不良となり、救

急車で搬送されるも、脳梗塞で死亡 

 

【事例 1-3】40 歳代、男性、個人学習塾の

塾講師 

・疾患名：心停止 

・労災認定要因：長期間の過重業務 

・時間外労働時間：発症前 2 か月で月平均

83 時間 

・労働時間以外の負荷要因：拘束時間の長

い勤務、作業環境 

・生徒数の増加等により業務量が増加する

中、事務所で倒れているのを発見され、

病院に搬送されるが、同日心停止で死亡 

 

8-2) 精神障害 
 図 1-2 に教育・学習支援業における精神

障害の事案の典型事例を示した。以下に、特

徴的な 3件の事例を提示した。 

 

【事例 2-1】30歳代、女性、大学准教授 

・疾患名：うつ病エピソード 

・業務以外の要因：特になし 

・労災認定要因：極度の長時間労働、対人

関係 

・業務を巡って同僚との間で意見対立が生

じ、長時間労働を行い、うつ病エピソー

ドを発症 

 

【事例 2-2】20歳代、女性、高等学校教員 

・疾患名：適応障害 

・業務以外の要因：特になし 

・労災認定要因：事故や災害の体験 

・授業中、生徒が別の生徒に加えていた暴

行を制止しようとして、生徒に首を絞め

られ、適応障害を発症 

 

【事例 2-3】40 歳代、男性、大学の事務職

員 

・疾患名：うつ病エピソード 

・業務以外の要因：特になし 

・労災認定要因：役割・地位の変化等 

・上司から恒常的なパワーハラスメントを

受け、複数回退職を強要され、うつ病エ

ピソードを発症 

 

9. 学校教員及び教員以外の教職員に職種

を限定したときの分析結果 
9-1) 脳・心臓疾患 
 表 2-1 に脳・心臓疾患事案の学校教員及

び教員以外の教職員における負荷業務を示

した。負荷業務として、大学教員（n=7）で

は、委員会・会議（5/7、71.4%）、出張（5/7、

71.4%）、役職（3/7、42.9%）が多く、高等学

校教員（n=6）では、役職（4/6、66.7%）、部

活動顧問（4/6、66.7%）、出張（4/6、66.7%）

が多かった。 

9-2) 精神障害 
 表 2-2 に精神障害事案の学校教員及び教

員以外の教職員における負荷業務を示した。

負荷業務として、大学教員（n=7）では、委

員会・会議（3/7、42.9%）、事故・災害等（3/7、

42.9%）が多く、高等学校教員（n=7）では、

担任等（6/7、85.7%）、部活動顧問（6/7、85.7%）

が多かった。 

 

D．考察 
 本研究では、過去約 5 年間に労働基準法

が適用される労働者であって労働者災害補

償保険法に基づき、業務上として認定され

た教職員（教育・学習支援業）の脳・心臓疾

患事案、精神障害事案を分析対象とし、デー

タベースを用いてその特徴及び典型例を抽

出し、実態と背景要因を検討した。 

 全業種の労災認定事案と比較し、教育・学

習支援業に見られた特徴として、以下の点

が挙げられる。まず、性別に関して、精神障

害事案では、女性の割合が全業種では 31.4%、

であるが、教育・学習支援業では 43.9%であ

り相対的に大きかった。事業場規模に関し

ては、脳・心臓疾患事案、精神障害事案とも

に全業種の労災認定事案と比較すると、10

人未満の小規模な事業場の割合が小さかっ

た。また、職種に関して、脳・心臓疾患事案

と精神障害事案のいずれにおいても、大学

教員、高等学校教員の割合が大きく、事業場

の種類に関しても、大学、高等学校の割合が

大きかった。脳・心臓疾患事案において、所

定休日は完全週休 2 日制、出退勤の管理状

況は出勤簿の割合が大きかった。疾患名に

関しては、脳・心臓疾患事案では、脳内出血
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（脳出血）の割合が大きく、くも膜下出血の

割合が小さく、精神障害事案では、適応障害

の割合が大きく、うつ病エピソードが全業

種の労災認定事案と同程度の割合であった。

労災認定要因に関しては長期間の過重業務

による認定が最も多く、長時間労働以外の

要因は、脳・心臓疾患事案では精神的緊張を

伴う業務の割合が大きく、拘束時間の長い

勤務が全業種の労災認定事案と同程度の割

合であった。精神障害事案では、「上司との

トラブルがあった」、「（ひどい）嫌がらせ、

いじめ、又は暴行を受けた」、「仕事内容・仕

事量の（大きな）変化を生じさせる出来事が

あった」、「セクシュアルハラスメントを受

けた」、の割合が大きかった。さらに、学校

教員及び教員以外の教職員に職種を限定し

た分析結果から、教育課程に応じて異なる

負荷業務があることが示された。 

 教育・学習支援業において、職種として大

学教員と高等学校教員の事案が多かったこ

とに関して、これは日本の教育機関の設置

状況によるものと推測できる。すなわち、本

研究では業務上認定された労災事案を分析

対象としたため、日本の教育機関の教員に

おける過労死等の実態をすべて反映した結

果ではない。これは、「平成 29 年度学校基

本調査」（文献 2）によれば、私立の学校が

全体の学校数に占める割合は、大学、高等学

校ではそれぞれ約 77.4%、約 26.9%となって

いるのに対し、中学校、小学校ではそれぞれ

約 7.5%、約 1.1%となっている（表 3参照）。

そのため、中学校や小学校の教員の場合、過

労死等は労働災害ではなく公務災害として

申請されるケースが必然的に多くなると考

えられる。今後、学校教員の過労死等を防止

していくには、労災請求事案のみならず、公

務災害事案についても、検討していくこと

が求められる。その一方、特に精神障害事案

において、教員以外の職種の事案が、全精神

事案の 6 割を占めていた点は注目に値する。

これらの事案は、各種学校の事務職員やそ

の他の教育における職員などが該当するが、

教育・学習業に従事する多様な職種の長時

間労働等に対しても対策を検討する必要性

がある。 

昨年度までの研究成果から、全業種の労

災認定事案における脳・心臓疾患の労災認

定要因として、長期間の過重業務が最も多

いことが示されており、それは教育・学習支

援業においても同様であった。さらに、長時

間労働以外の労災認定要因として、脳・心臓

疾患事案で精神的緊張を伴う業務や拘束時

間の長い勤務が多く、精神障害事案で対人

関係の出来事が多かったという点は、教育・

学習支援業における過労死等の問題の大き

な特徴である。「学校現場における業務改善

のためのガイドライン」（文献 3）によれば、

教職員は、学校現場を取り巻く複雑化・困難

化した環境を背景に、様々な教育課題への

対応を求められるのみならず、その役割は

拡大・多様化しており、さらに保護者への対

応等も求められている。 

そのため、日常の業務においても精神的

緊張を伴う業務が伴いやすく、同僚や生徒、

保護者との対人関係の問題による心理的負

担が拡大しやすい可能性が考えられる。ス

クールソーシャルワーカー・スクールカウ

ンセラー等の導入促進による教職員の負担

軽減や、相談窓口の設置を行うことにより

教職員のメンタルヘルス対策を進めていく

ことも重要であると考えられる。 

 また、出退勤の管理状況に関して、出勤簿

による管理が多かったことも、教育・学習支

援業の過労死等の問題を理解する上で、重

要であると考えられる。「新しい時代の教育

に向けた持続可能な学校指導・運営体制の

構築のための学校における働き方改革に関

する総合的な方策について（中間まとめ）」

（文献 4）では、教員の勤務時間が必ずしも

正確に把握されていないことを指摘してい

る。本研究の結果からも、教職員は拘束時間

の長い勤務が多いことが示唆されたため、

タイムカード等の利用による労働時間の正

確な把握によって、過剰な時間外労働を削

減していく取組みが期待される。 

 そして、学校教員及び教員以外の教職員

に職種を限定し、負荷業務を詳細に検討し

た結果から、学校教員の業務が多岐にわた

っており、また教育課程に応じて異なる負

荷が存在していることが示された。上述の

「新しい時代の教育に向けた持続可能な学

校指導・運営体制の構築のための学校にお

ける働き方改革に関する総合的な方策につ

いて（中間まとめ）」では、初等中等教育機

関における業務の明確化を通じた役割分担

と業務の適正化の必要性を指摘している。

本研究の結果、高等学校、大学についても、

業務が多岐にわたり業務負担が増大してい
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ることが示唆された。特に、大学教員では委

員会・会議や出張が多く、高等学校教員では

部活動顧問や担任が多い等、職種ごとに異

なった負荷業務があったことは、今後の対

策を進めていく上で留意する必要がある。 

 

E．結論 
 本研究の結果、これまで詳細が報告され

ていなかった教育・学習支援業における過

労死等の実態と背景要因の一端が明らかと

なった。多岐にわたる過重な業務負担によ

る長時間労働や、対人関係上の問題による

心理的負担の拡大といった実態を踏まえ、

業務負担の軽減を通した労働時間の見直し

やメンタルヘルス対策の推進などの防止対

策を行っていくことが求められる。その際、

各教育課程に応じて異なる負荷があること

についても、留意する必要がある。 
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脳・心臓疾患 精 神 障 害 合　　計

n (%) n (%) n (%)

男性 23 (92.0) 32 (56.1) 55 (67.1)

女性 2 (8.0) 25 (43.9) 27 (32.9)

25 (100.0) 57 (100.0) 82 (100.0)

20歳未満 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

20～29歳 2 (8.0) 9 (15.8) 11 (13.4)

 30～39歳 2 (8.0) 23 (40.4) 25 (30.5)

 40～49歳 11 (44.0) 11 (19.3) 22 (26.8)

 50～59歳 9 (36.0) 13 (22.8) 22 (26.8)

 60～69歳 1 (4.0) 1 (1.8) 2 (2.4)

 70歳以上 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

　 合計 25 (100.0) 57 (100.0) 82 (100.0)

生存 18 (72.0) 50 (87.7) 68 (82.9)

死亡 7 (28.0) 7 (12.3) 14 (17.1)

25 (100.0) 57 (100.0) 82 (100.0)

10人未満 1 (4.0) 2 (3.5) 3 (3.7)

10～49人 3 (12.0) 13 (22.8) 16 (19.5)

  50～99人 6 (24.0) 8 (14.0) 14 (17.1)

100～499人 6 (24.0) 13 (22.8) 19 (23.2)

500～999人 1 (4.0) 4 (7.0) 5 (6.1)

1000人以上 5 (20.0) 13 (22.8) 18 (22.0)

記載無/不明　 3 (12.0) 4 (7.0) 7 (8.5)

合計 25 (100.0) 57 (100.0) 82 (100.0)

大学 8 (32.0) 20 (35.1) 28 (34.1)

高等学校 6 (24.0) 9 (15.8) 15 (18.3)

中学校 0 (0.0) 3 (5.3) 3 (3.7)

小学校 1 (4.0) 3 (5.3) 4 (4.9)

幼稚園 2 (8.0) 0 (0.0) 2 (2.4)

高等専門学校 2 (8.0) 0 (0.0) 2 (2.4)

専門学校 0 (0.0) 5 (8.8) 5 (6.1)

その他の教育の事業場 6 (24.0) 17 (29.8) 23 (28.0)

25 (100.0) 57 (100.0) 82 (100.0)

脳疾患 18 (72.0) 18 (72.0)

心臓疾患 7 (28.0) 7 (28.0)

F3（気分（感情）障害） 27 (47.4) 27 (47.4)

F4（神経症性障害、ストレス関
連障害及び身体表現性障害）

30 (52.6) 30 (52.6)

25 (100.0) 57 (100.0) 82 (100.0)

表1-1-1. 教育・学習支援業における労災認定事案の基本統計

　 合計

発症時年齢

性別

　 合計

　 合計

生死

　 合計

事業場種類

事業場規模

疾患名（精神障害）

　疾患名（脳・心臓疾患）
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男性 女性 全体

n (%) n (%) n (%)

所定休日

週休1日制 4 (17.4) 0 (0.0) 4 (16.0)

隔週週休2日制 2 (8.7) 0 (0.0) 2 (8.0)

完全週休2日制 13 (56.5) 1 (50.0) 14 (56.0)

記載なし／不明 4 (17.4) 1 (50.0) 5 (20.0)

合計 23 (100) 2 (100) 25 (100)

出退勤の管理状況

タイムカード 3 (13.0) 1 (50.0) 4 (16.0)

出勤簿 15 (65.2) 1 (50.0) 16 (64.0)

管理者による確認 2 (8.7) 0 (0.0) 2 (8.0)

本人の申告 6 (26.1) 0 (0.0) 6 (24.0)

就業規則

なし 1 (4.3) 0 (0.0) 1 (4.0)

あり 20 (87.0) 2 (100.0) 22 (88.0)

記載なし／不明 2 (8.7) 0 (0.0) 2 (8.0)

合計 23 (100) 2 (100) 25 (100)

賃金規程

なし 1 (4.3) 0 (0.0) 1 (4.0)

あり 18 (78.3) 2 (100.0) 20 (80.0)

記載なし／不明 4 (17.4) 0 (0.0) 4 (16.0)

合計 23 (100) 2 (100) 25 (100)

健康診断

なし 3 (13.0) 0 (0.0) 3 (12.0)

あり 17 (73.9) 2 (100.0) 19 (76.0)

記載なし／不明 3 (13.0) 0 (0.0) 3 (12.0)

合計 23 (100) 2 (100) 25 (100)

面接指導

なし 13 (56.5) 2 (100.0) 15 (60.0)

あり 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

記載なし／不明 10 (43.5) 0 (0.0) 10 (40.0)

合計 23 (100) 2 (100) 25 (100)

既往歴

なし 10 (43.5) 2 (100.0) 12 (48.0)

あり 8 (34.8) 0 (0.0) 8 (32.0)

記載なし／不明 5 (21.7) 0 (0.0) 5 (20.0)

合計 23 (100) 2 (100) 25 (100)

表1-1-2. 所定休日、出退勤の管理状況、就業規則等（業務上：教育・学習支援業）（脳・心臓疾患）
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中分類 小分類*1 n (%) 　 n (%) n (%)

教員

幼稚園教員 2 (8.0) 0 (0.0) 2 (2.4)

小学校教員 1 (4.0) 1 (1.8) 2 (2.4)

中学校教員 0 (0.0) 2 (3.5) 2 (2.4)

高等学校教員 6 (24.0) 7 (12.3) 13 (15.9)

高等専門学校教員 2 (8.0) 0 (0.0) 2 (2.4)

大学教員 7 (28.0) 7 (12.3) 14 (17.1)

その他の教員*2 3 (12.0) 5 (8.8) 8 (9.8)

合計 21 (84.0) 22 (38.6) 43 (52.4)

教員以外

その他の教育の職業（学校教育）*3 1 (4.0) 23 (40.4) 24 (29.3)

その他の教育の職業（その他教育） 3 (12.0) 12 (21.1) 15 (18.3)

合計 4 (16.0) 35 (61.4) 39 (47.6)

25 (100.0) 57 (100.0) 82 (100.0)

職　　種

表1-2. 職種別のクロス集計表（業務上：教育・学習支援業）

　 合計

*1 総務省の日本標準職業分類の小分類に基づく。
*2 その他の教員には、脳・心臓疾患は3名（学習塾教師2名、自動車教習所指導員1名）、精神障害
は5名（学習塾教師3名、専門学校教員1名、自動車教習所指導員1名）を含む。
*3 その他の教育の職業（学校教育）は、事務職員12名、研究職員3名、技術職員2名、司書1名、カ
ウンセラー1名、看護師1名、研修医1名、障害児介助員1名、学校法人理事1名、用務員1名。

脳・心臓疾患 精 神 障 害 合　　計

 
 

 

 

 
 

疾患名 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

脳疾患

脳内出血（脳出血） 6 (33.3) 0 (0.0) 2 (66.7) 2 (66.7) 10 (40.0)

くも膜下出血 2 (11.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (8.0)

脳梗塞 4 (22.2) 1 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (20.0)

高血圧性脳症 1 (5.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (4.0)

合計 13 (72.2) 1 (100.0) 2 (66.7) 2 (66.7) 18 (72.0)

心臓疾患

　　心筋梗塞 3 (16.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (33.3) 4 (16.0)

狭心症 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

心停止（心臓性突然死を含む） 2 (11.1) 0 (0.0) 1 (33.3) 0 (0.0) 3 (12.0)

解離性大動脈瘤 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

合計 5 (27.8) 0 (0.0) 1 (33.3) 1 (33.3) 7 (28.0)

合計 18 (100.0) 1 (100.0) 3 (100.0) 3 (100.0) 25 (100.0)

表1-3-1. 脳・心臓疾患の決定時疾患名（業務上：教育・学習支援業）

教員 教員以外 全体教員 教員以外

学校教育 その他教育
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疾 患 名 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
F3 気分（感情）障害

F32 うつ病エピソード 10 (55.6) 6 (26.1) 2 (50.0) 6 (50.0) 24 (42.1)
F33 反復性うつ病性障害 0 (0.0) 1 (4.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.8)
F34 持続性気分（感情）障害 0 (0.0) 1 (4.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.8)
F3のその他 0 (0.0) 1 (4.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.8)

合計 10 (55.6) 9 (39.1) 2 (50.0) 6 (50.0) 27 (47.4)
F4 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

F41 その他の不安障害 0 (0.0) 2 (8.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (3.5)
F43 重度ストレスへの反応及び適応障害

F43.0 急性ストレス反応 1 (5.6) 1 (4.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (3.5)
F43.1 外傷後ストレス障害 3 (16.7) 2 (8.7) 0 (0.0) 3 (25.0) 8 (14.0)
F43.2 適応障害 3 (16.7) 7 (30.4) 1 (25.0) 2 (16.7) 13 (22.8)
F43のその他 0 (0.0) 2 (8.7) 1 (25.0) 0 (0.0) 3 (5.3)

F48 その他の神経性障害 1 (5.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.8)
F4のその他 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (8.3) 1 (1.8)

合計 8 (44.4) 14 (60.9) 2 (50.0) 6 (50.0) 30 (52.6)
合計 18 (100.0) 23 (100.0) 4 (100.0) 12 (100.0) 57 (100.0)

表1-3-2. 精神障害の決定時疾患名（業務上：教育・学習支援業）

教員 教員以外 全体教員 教員以外
学校教育 その他教育

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

異常な出来事 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

長期間の過重業務 17 (94.4) 1 (100.0) 3 (100.0) 3 (100.0) 24 (96.0)

短期間の過重業務 3 (16.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (12.0)

事案数合計 18 (100.0) 1 (100.0) 3 (100.0) 3 (100.0) 25 (100.0)

不規則な勤務 2 (11.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (8.0)

拘束時間の長い勤務 7 (38.9) 0 (0.0) 1 (33.3) 0 (0.0) 8 (32.0)

出張の多い業務 4 (22.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (16.0)

交代勤務・深夜勤務 1 (5.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (4.0)

作業環境 1 (5.6) 0 (0.0) 1 (33.3) 0 (0.0) 2 (8.0)

精神的緊張を伴う業務 6 (33.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (24.0)

その他 3 (16.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (12.0)

事案数合計 18 (100.0) 1 (100.0) 3 (100.0) 3 (100.0) 25 (100.0)

表1-4-1. 脳・心臓疾患の事案における労災認定要因（業務上：教育・学習支援業）

注：労災認定要因が複数該当している事例もある。

教員 教員以外 全体教員 教員以外

学校教育 その他教育
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n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

2 (16.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (16.7) 3 (8.1)

1 (8.3) 1 (6.7) 1 (25.0) 1 (16.7) 4 (10.8)

4 (33.3) 2 (13.3) 2 (50.0) 1 (16.7) 9 (24.3)

出来事の類型*2

1 （重度の）病気やケガをした 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (16.7) 1 (2.7)

2 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした 0 (0.0) 4 (26.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (10.8)

3 業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

4 会社の経営に影響する等の重大な仕事上のミスをした 2 (16.7) 0 (0.0) 1 (25.0) 0 (0.0) 3 (8.1)

5 会社で起きた事故・事件について、責任を問われた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

6 自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

7 業務に関連し、違法行為を強要された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

8 達成困難なノルマが課された 2 (16.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (5.4)

9 ノルマが達成できなかった 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (25.0) 1 (16.7) 2 (5.4)

10 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

11 顧客や取引先から無理な注文を受けた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

12 顧客や取引先からクレームを受けた 1 (8.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.7)

13 大きな説明会や公式の場での発表を強いられた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

14 上司が不在になることにより、その代行を任された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

15 仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった 3 (25.0) 0 (0.0) 1 (25.0) 1 (16.7) 5 (13.5)

16 1ヶ月に80時間以上の時間外労働を行った 0 (0.0) 1 (6.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.7)

17 2週間（12日）以上にわたって連続勤務を行った 2 (16.7) 0 (0.0) 1 (25.0) 1 (16.7) 4 (10.8)

18 勤務形態に変化があった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

19 仕事のペース、活動の変化があった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

20 退職を強要された 1 (8.3) 2 (13.3) 1 (25.0) 0 (0.0) 4 (10.8)

21 配置転換があった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (16.7) 1 (2.7)

22 転勤をした 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

23 複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

24 非正規社員であるとの理由により、仕事上の差別、不利益取り扱いを受けた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

25 自分の昇格・昇進があった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

26 部下が減った 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (16.7) 1 (2.7)

27 早期退職制度の対象となった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

28 非正規社員である自分の契約満了が迫った 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

29 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた 0 (0.0) 3 (20.0) 3 (75.0) 1 (16.7) 7 (18.9)

30 上司とのトラブルがあった 3 (25.0) 4 (26.7) 0 (0.0) 2 (33.3) 9 (24.3)

31 同僚とのトラブルがあった 2 (16.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (5.4)

32 部下とのトラブルがあった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

33 理解してくれていた人の異動があった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

34 上司が替わった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

35 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

⑥セクシュアルハラ
スメントを受けた

36 セクシュアルハラスメントを受けた 2 (16.7) 2 (13.3) 0 (0.0) 1 (16.7) 5 (13.5)

事案数合計 12 (100.0) 15 (100.0) 4 (100.0) 6 (100.0) 37 (100.0)

表1-4-2.　精神障害における労災認定要因*1（業務上：教育・学習支援業）（新基準のみ）

特別な出来事

②仕事の失敗、
過重な責任等の
発生

③仕事の量・質

④役割・地位の変
化等

　　心理的負荷が極度のもの

　　極度の長時間労働

　　恒常的な長時間労働

具体的出来事

①事故や災害の
体験

教員 教員以外 全体教員 教員以外

学校教育 その他教育

*2 具体的出来事が複数該当している事例もある。

*1 特別な出来事と具体的出来事が重複している事例もあるため、事案数と出来事の合計は一致しない。なお、事案数を分母として割合の算出を行った。

⑤対人関係
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n 平均値 標準偏差 最大値

発症前1か月の時間外労働時間数 17 94.7 34.2 176.0

発症前2か月の時間外労働時間数 15 72.8 68.0 185.3

発症前3か月の時間外労働時間数 14 90.3 50.6 219.3

発症前4か月の時間外労働時間数 14 93.5 39.9 183.0

発症前5か月の時間外労働時間数 14 82.7 39.3 177.5

発症前6か月の時間外労働時間数 14 81.5 40.1 176.8

発症前1か月の時間外労働時間数 1 94.0 - 94.0

発症前2か月の時間外労働時間数 1 33.5 - 33.5

発症前3か月の時間外労働時間数 1 87.6 - 87.6

発症前4か月の時間外労働時間数 1 25.0 - 25.0

発症前5か月の時間外労働時間数 1 21.3 - 21.3

発症前6か月の時間外労働時間数 1 75.5 - 75.5

発症前1か月の時間外労働時間数 3 114.4 17.2 133.5

発症前2か月の時間外労働時間数 3 115.8 4.3 119.5

発症前3か月の時間外労働時間数 3 89.5 51.7 122.6

発症前4か月の時間外労働時間数 3 72.5 62.7 131.0

発症前5か月の時間外労働時間数 3 64.9 60.5 131.0

発症前6か月の時間外労働時間数 3 62.8 22.4 75.9

発症前1か月の時間外労働時間数 3 74.7 30.1 99.3

発症前2か月の時間外労働時間数 2 89.1 51.1 125.2

発症前3か月の時間外労働時間数 2 67.7 47.6 101.3

発症前4か月の時間外労働時間数 2 60.9 33.3 84.4

発症前5か月の時間外労働時間数 1 84.3 - 84.3

発症前6か月の時間外労働時間数 1 44.1 - 44.1

発症前1か月の時間外労働時間数 24 94.6 31.9 176.0

発症前2か月の時間外労働時間数 21 85.1 31.0 180.6

発症前3か月の時間外労働時間数 20 85.6 32.1 193.5

発症前4か月の時間外労働時間数 20 84.8 31.6 190.5

発症前5か月の時間外労働時間数 19 82.4 32.8 188.2

発症前6か月の時間外労働時間数 19 80.5 31.7 186.3

注2：長期間の過重業務による労災認定において時間外労働時間の評価期間は事案によって異なり、調査復命書
に記載されているすべての労働時間を対象とした。

注3：全体事案数には調査復命書に時間外労働時間の記載のないものも含み、評価期間に関わらず発症前1か月
から6か月までを対象とした。

注4：発症前各月の時間外労働時間について、確認できた事案を集計し、平均して算出した。

職種

表1-5.　脳・心臓疾患の事案における発症6か月前の時間外労働時間数（業務上：教育・学習支援業）

注1：長期間の過重業務による認定事案のみが対象で、短期間の過重業務による認定事案と異常な出来事による
認定事案は含まれない。

教員

教員以外

教員

教員以外

学校教育

その他教育

全体



68 

 

No 性別 年齢 職種

役
職

担
任
等

学
校
行
事

係
・
担
当
等

部
活
動
顧
問

委
員
会
・
会
議

出
張

事
務
等

事
故
・
災
害
等

そ
の
他

1 男 50代 大学教授 ○ ○ ○

2 男 60代 大学教授 ○ ○ ○ ○

3 男 50代 大学教授 ○ ○

4 男 40代 大学教授 ○ ○ ○ ○

5 男 50代 大学教授 ○ ○ ○ ○

6 男 40代 大学教授 ○ ○ ○

7 男 40代 大学助教

 

8 男 50代 高等学校教員 ○ ○ ○

9 女 40代 高等学校教員（教頭） ○ ○ ○ ○ ○

10 男 20代 高等学校教員 ○ ○ ○

11 男 40代 高等学校教員 ○ ○ ○ ○ ○

12 男 40代 高等学校教員 ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 男 40代 高等学校教員 ○ ○

14 男 40代 高等専門学校准教授 ○ ○ ○ ○ ○

15 男 40代 高等専門学校准教授 ○ ○ ○ ○ ○

16 男 50代 小学校教員 ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 男 50代 幼稚園教員（園長） ○ ○ ○ ○ ○

18 男 20代 幼稚園教員 ○ ○ ○

19 男 50代 大学事務職員 ○ ○ ○

表2-1.  学校教員及び教員以外の教職員における負荷業務（脳・心臓疾患、n = 19）

注：No7は、調査復命書に負荷業務の記載無。

大学 （n = 7）

高等学校 （n = 6）

高等専門学校 （n = 2）

小学校 （n = 1）

幼稚園 （n = 2）

学校教員 （n = 18）

教員以外の教職員 （n = 1）

大学 （n = 1）
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No 性別 年齢 職種

役
職

担
任
等

学
校
行
事

係
・
担
当
等

部
活
動
顧
問

委
員
会
・
会
議

出
張

事
務
等

事
故
・
災
害
等

そ
の
他

1 男 50代 大学教授  ○
2 男 50代 大学非常勤講師 ○
3 男 30代 大学助教 ○ ○
4 男 50代 大学准教授 ○ ○ ○ ○ ○
5 男 50代 大学教授 ○ ○ ○
6 男 30代 大学准教授 ○ ○ ○
7 男 40代 大学准教授 ○ ○ ○

 
8 男 30代 高等学校教員 ○ ○ ○ 　
9 女 20代 高等学校教員 ○ ○ ○ ○
10 女 20代 通信制高等学校教員 ○ ○ ○ ○ ○
11 男 30代 高等学校教員 ○ ○ ○ ○
12 男 30代 高等学校教員 ○ ○
13 男 50代 高等学校教員 ○ ○ ○ ○
14 男 50代 高等学校教員 ○ ○ ○ ○

15 男 40代 専門学校学科長（兼事務局長） ○ ○ ○ ○ ○

16 男 50代 中学校教員（副校長） ○ ○ ○
17 男 30代 中学校非常勤講師 ○

18 女 40代 小学校教員 ○ ○

19 女 30代 大学技術職員 ○ ○
20 男 40代 大学事務職員 ○ ○ ○ ○
21 女 20代 大学付属病院看護師 ○
22 男 50代 大学事務職員 ○ ○ ○
23 男 30代 大学技術職員 ○ ○
24 男 20代 大学病院研修医
25 女 30代 大学研究員
26 男 40代 大学事務職員 ○ ○ ○
27 男 20代 大学病院事務職員 ○ ○
28 女 30代 大学事務職員 ○ ○
29 男 30代 大学博士研究員 ○
30 男 20代 大学博士研究員
31 男 40代 大学事務職員 ○ ○

32 男 50代 高等学校事務職員 ○
33 男 60代 高等学校事務員（事務長） ○ ○ ○

34 女 50代 専門学校広報室長 ○ ○
35 女 40代 専門学校司書 ○ ○
36 女 30代 専門学校事務職員 ○ ○

37 女 30代 中学校用務員 ○

38 女 30代 小学校学生カウンセラー ○ ○
39 女 20代 小学校障害児介助員 ○

40 男 40代 短期大学事務職員 ○ ○

41 男 50代 学校法人理事 ○ ○ ○
学校法人 （n = 1）

表2-2. 学校教員及び教員以外の教職員における負荷業務（精神障害、n = 41）

注：No24、25、30は、調査復命書に負荷業務の記載無。

学校教員 （n = 18）
大学 （n = 7）

高等学校 （n = 7）

専門学校 （n = 1）

中学校 （n = 2）

小学校 （n = 1）

教員以外の教職員 （n =23）
大学 （n = 13）

高等学校 （n = 2）

専門学校 （n = 3）

中学校 （n = 1）

小学校 （n = 2）

短期大学 （n = 1）
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区分 n (%) 　 n (%) n (%) 　 n (%)

幼稚園 49 (0.5) 3952 (36.3) 6876 (63.2) 10877 (100.0)

小学校 70 (0.3) 19794 (98.5) 231 (1.1) 20095 (100.0)

中学校 71 (0.7) 9479 (91.8) 775 (7.5) 10325 (100.0)

高等学校 15 (0.3) 3571 (72.8) 1321 (26.9) 4907 (100.0)

専修学校 9 (0.3) 188 (5.9) 2976 (93.8) 3173 (100.0)

大学 86 (11.0) 90 (11.5) 604 (77.4) 780 (100.0)

注：文部科学省「平成29年度学校基本調査」（文献2）をもとに算出。

私立

表3. 各教育機関の国立・公立・私立別の学校数

国立 公立 合　　計
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教
育

・
学
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援

学
校

教
育

そ
の

他
教

育

教
員

教
員

以
外

教
員

教
員

以
外

大
学

高
等

学
校

小
学

校
・
幼

稚
園

高
等

専
門

学
校

大
学

学
習

塾

資
格

学
校

大
学

教
授

大
学

教
授

大
学

教
授

高
校

教
諭

高
校

教
諭

高
校

教
諭

高
専

准
教

授

小
学

校
教

諭

大
学

事
務

員

学
習

塾
教

師

事
務

員

長
期

過
重

長
期

過
重

短
期

過
重

、
不

規
則

な
勤

務
拘

束
時

間
、

精
神

的
緊

張

短
期

過
重

、
長

期
過

重
出

張

長
期

過
重

長
期

過
重

拘
束

時
間

長
期

過
重

精
神

的
緊

張

長
期

過
重

長
期

過
重

長
期

過
重

、
作

業
環

境
拘

束
時

間

長
期

過
重

5
0
代

男
性

。
大

学
教

授
。

発
症

前
3
か

月
に

お
い

て
お

お
む

ね
8
0
時

間
を

超
え

る
時

間
外

労
働

。
研

究
室

で
倒

れ
て

い
る

の
を

発
見

さ
れ

る
。

救
急

隊
到

着
時

、
す

で
に

心
停

止
で

死
亡

。

（
2
8
%
）

（
2
4
%
）

（
8
%
）

（
1
2
%
）

（
4
%
）

（
8
%
）

（
4
%
）

＜
負

荷
要

因
＞

＜
主

な
事

例
＞

4
0
代

男
性

。
大

学
の

専
攻

長
。

連
日

深
夜

に
及

ぶ
残

業
で

、
発

症
前

1
か

月
の

時
間

外
労

働
時

間
数

は
1
3
6

時
間

。
大

学
行

事
中

、
突

然
倒

れ
、

病
院

に
搬

送
さ

れ
る

。
く
も

膜
下

出
血

を
発

症
。

5
0
代

男
性

。
大

学
教

授
。

発
症

前
1
週

間
の

総
労

働
時

間
は

1
1
1
時

間
。

学
会

の
た

め
に

滞
在

し
た

ホ
テ

ル
で

の
夕
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後

、
心

筋
梗

塞
で

死
亡

。

5
0
代
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性
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高

等
学

校
の

教
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で
運
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部
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。
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合

宿
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の
長
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出

張
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繁
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あ

り
、

発
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前
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間

外
労

働
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数
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1
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時

間
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救
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搬
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る

。
脳

梗
塞

を
発

症
。

4
0
代

女
性

。
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等
学

校
の

教
頭

。
発

症
前

1
か

月
の

時
間

外
労

働
時
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数

は
8
9
時

間
。

学
校

行
事

の
引

率
中

に
体
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良
と

な
り

、
救

急
車

で
搬
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さ
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る

も
、

脳
梗

塞
で

死
亡

。

4
0
代

男
性

。
高

等
学

校
の

教
員

。
運

動
部

監
督

で
、

発
症

前
6
か

月
に

お
い

て
ほ

ぼ
8
0
時

間
の

時
間

外
労

働
。

通
勤

の
た

め
自

動
車

を
運

転
中

、
右

片
麻

痺
と

な
り

交
通

事
故

を
起

こ
し

た
。

脳
内

出
血

を
発

症
。

4
0
代

男
性

。
高

等
専

門
学

校
の

准
教

授
。

発
症

前
の

時
間

外
労

働
は

お
お

む
ね

8
0
時

間
に

は
至

っ
て

い
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も

の
の
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精

神
的

緊
張

の
高

い
業
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を
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。
教

員
研

究
室

で
倒

れ
、

救
急

搬
送

さ
れ

る
。

脳
内

出
血

を
発

症
。

5
0
代

男
性

。
小

学
校

の
教

諭
。

校
長

、
教

頭
に

つ
ぐ

立
場

で
、

お
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む
ね

月
8
0
時

間
以

上
の

残
業

。
学

校
行

事
中

、
突

然
倒

れ
搬

送
さ

れ
る

。
心
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梗

塞
を

発
症

。

5
0
代
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性

。
大

学
の

事
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別添４ 
平成２９年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 
分担研究報告書（事案解析） 

 
情報通信業における労災認定事案の特徴に関する研究 

 
研究分担者 菅知絵美 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 
           過労死等調査研究センター・研究員 
 

       
 
研究分担者： 
梅崎重夫（労働安全衛生総合研究所・総括

領域長） 
 
Ａ．研究目的 
情報通信業では、雇用者 100 万人当たり

の精神障害による労災認定事案数及び精神

障害による労災認定された自殺事案数が高

い比率を占めていた。この傾向は 29 歳以下

で特に顕著であり、30歳代や女性の比率も

高かった（文献１及び文献 2）。また、厳し

い納期、急な仕様変更、突発的なトラブル処

理作業の発生、顧客対応などによって、長時

間労働に至る可能性が高い。急速な技術進

歩への対応、顧客や上司・同僚とのトラブル

などが背景となって、精神障害に至る事例

が認められる。 

本研究では、「過労死等の防止のための対

【研究要旨】 

「過労死等防止のための対策に関する大綱」で過労死等の多発が指摘されている 5 つ

の業種・職種（自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療等）のうち、IT産

業として日本標準産業分類の情報通信業を対象とし、過労死等調査研究センターが作成

したデータベースを用いて実態と背景要因を検討した。情報通信業では、雇用者 100 万

人当たりの精神障害による労災認定事案数及び精神障害による労災認定された自殺事案

数が高い比率を占めていた。この傾向は 29歳以下で特に顕著であり、30歳代や女性の比

率も高かった。そこで、この点をさらに詳しく調べるために、情報通信業の典型的職種と

して、情報サービス業に従事するシステムエンジニア（SE）35件及びプログラマー3件を

対象に精神障害による労災認定事案の詳細分析を行った。その結果、精神疾患名は、うつ

病エピソードが多く、被災者全体の 57.9％を占めていた。また、業務による心理的負荷

を見ると、「特別な出来事」の「極度の長時間労働」が 8件、「恒常的な長時間労働」が

20件と多かった。「具体的出来事」は「仕事の量・質」の類型のうち「仕事内容・仕事量

の（大きな）変化を生じさせる出来事があった」が 36.8％、「1か月に 80時間以上の時

間外労働を行った」及び「2週間（12日）以上にわたって連続勤務を行った」がそれぞれ

10.5％であった。「役割・地位の変化等」の類型では、「配置転換があった」が 7.9％で

あった。 

一方、脳・心臓疾患の労災認定事案については、情報サービス業に従事する SE20 件及

びプログラマー2件を対象に詳細分析を行った。その結果、疾患名は、脳疾患（脳内出血、

くも膜下出血、脳梗塞）と心疾患（心筋梗塞、心停止、解離性大動脈瑠、狭心症）の割合

は同程度であった。また、時間外労働時間数では発症前 1 か月～3 か月に平均 80 時間を

超える時間外労働が認められた。 

本研究の結果から、情報通信業における SEとプログラマーについては、長時間労働の

改善が課題であり、それらに関連する負荷業務などの対策が必要である。また、環境変化

に伴うメンタルヘルス対策の重要性も示唆された。さらに、SE とプログラマーの死亡率

は、情報通信業を含めた全業種の死亡率よりも高いことから過労死等の防止にあたって

対策の推進が喫緊の課題であると考えられる。 
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策に関する大綱」（平成 27 年 7月 24 日閣議

決定）で過労死等が多く発生しているとの

指摘がある IT 産業に相当するものとして、

情報通信業（日本標準産業分類の大分類）を

対象に、脳・心臓疾患及び精神障害の予防を

目的とした詳細分析を行うものである。 

 
Ｂ．研究方法 
1. 分析対象 

本研究では、IT産業に相当するものとし

て、日本標準産業分類（大分類）の情報通信

業を分析対象とした。情報通信業について

日本標準産業分類（中分類）を見ると、情報

サービス業、映像・音声・文字情報制作業、

放送業、通信業、インターネット付随サービ

ス業、その他が含まれ、情報サービス業が最

も多かった（脳・心臓疾患 60.8％、精神障

害 65.1％；表 1-2）。また、調査復命書に記

載されている職種を見ると、情報サービス

業のうち脳・心臓疾患と精神障害の両事案

においてシステムエンジニア（SE：System 

Engineer）が顕著に多かった（脳・心臓疾患

39.2％、精神障害 40.7％；表 1-2）。次いで、

脳・心臓疾患ではプログラマー（3.9％）、精

神障害では営業（8.1％）、プログラマー

（3.5％）の順であった。本研究では情報通

信業の典型的職種として、情報サービス業

に従事する SEとプログラマーに注目し、情

報通信業の脳・心臓疾患による労災認定事

案 51 件及び精神障害による労災認定事案

86 件のうち、これらの職種に該当する脳・

心臓疾患事案 22 件及び精神障害事案 38 件

を対象として分析を行った。これらの情報

については、統計処理を可能とするために、

関連情報を数値化したデータベースを構築

した。なお、調査復命書から抽出した仕事の

特徴として、SEは情報処理やシステム、ソ

フトウェア等の設計を主に行う職種であり、

プログラマーは SE の設計を受けてシステ

ム開発における製造工程（プログラミング

やテスト等）を主に行う職種であった。 

 

2. 分析方法 
 本研究では、調査復命書の記載内容に基

づき、性別、発症時年齢、事業場規模、職種、

疾患、労働条件等一般的事項、労災認定要因

及び時間外労働時間数別に分析を行った。

ただし、精神障害に関する分析は平成 23年

12月に策定された「心理的負荷による精神

障害の認定基準」（以下「認定基準」という。）

によって認定された事案に限定した。 

 情報通信業の業種及びその被災者の職種

については原則として調査復命書に記載さ

れたデータを利用した。ただし SE及びプロ

グラマーの 2 職種に限っては、分析者が調

査復命書を読み込んだ結果、適切と考えら

れる職種にデータを変更したものがある。

また、疾患のうち精神障害については、

「ICD-10 国際疾病分類第 10 版（2003 年改

訂）」の第 5章「精神及び行動の障害（F00-

F99）」に基づいて分類を行った。なお、業務

に関する出来事は、認定基準に挙げられて

いる出来事に基づいて集計を行った。 

（倫理面での配慮） 

 本研究は、労働安全衛生総合研究所研究

倫理審査委員会にて審査され、承認を得た

うえで行った（通知番号：H2708）。本研究で

用いたデータベースには、個人の氏名、住

所、電話番号等、個人を特定できる情報は一

切含まれていない。 

 
Ｃ．研究結果 
1. 対象者の概要 

表 1-1-1に SEとプログラマーの 2職種に

限った労災認定事案の概要を示した。 

 
1) 性別・発症時年齢・生死 
 性別を見ると、脳・心臓疾患は全ての事案

22件において男性であり（100.0％）、精神

障害は男性が 36 件（94.7％）、女性が 2 件

（5.3％）と両事案において男性の事案数が

多かった。 

 10歳階級別の発症時年齢を見ると、脳・

心臓疾患は 40～49 歳（63.6％）、精神障害

は 30～39歳（42.1％）が最も多く、脳・心

臓疾患と比較して精神障害の方が若年労働

者の事案が多く発生していた。 

 事案の生死に関しては、脳・心臓疾患は生

存（54.5％）と死亡（45.5％）がほぼ同じく

らいであり、精神障害は死亡（自殺）が 3割

（34.2％）であった。 

 
2) 事業場規模・業種・職種 
 脳・心臓疾患では 1,000 人以上の事業場

（31.8％）、精神障害では 100～499 人の事

業場（26.3％）が最も多く、比較的規模の大



75 
 

きい事業場での事案数が顕著であった。 

 職種は、SE とプログラマーが脳・心臓疾

患と精神障害の両事案ともに約 4 割を占め

ていた（表 1-2）。 

 
3) 決定時の疾患 
3-1) 脳・心臓疾患 
 脳疾患と心臓疾患は各 5 割と同じ割合の

事案数であった。疾患を詳細に見ると（表

1-3-1）、脳疾患は脳梗塞（22.7％）と脳内出

血（脳出血）（22.7％）が、心臓疾患は心停

止（心臓性突然死を含む）（31.8％）が多か

った。 
3-2) 精神障害 
精神障害は F3（気分[感情]障害）が

78.9％であった。表 1-3-2 から、F3のなか

でも F32（うつ病エピソード）（57.9％）が

最も際立っており、F4（神経症性障害、スト

レス関連障害及び身体表現性障害）の F43.2

（適応障害）（7.9％）も多かった。 

 

2. 労働条件等一般的事項（脳・心臓疾患） 
 表 1-1-2 に脳・心臓疾患における労働条

件等一般的事項（所定休日、出退勤の管理状

況、就業規則等）と前駆症状を示した。 

 所定休日は、完全週休 2 日制が 9 割

（90.9％）を占めていた。 

 出退勤の管理状況は本人の申告（72.7％）

が最も多く、次いで管理者による確認

（22.7％）、タイムカード（18.2％）が多か

った。 

 就業規則（86.4％）と賃金規程（72.7％）

は、ほぼ全ての事案にて制定されていた。 

 健康診断の実施率は 68.2％、面接指導あ

りは 9.1％であった。 

 既往歴があった事案は 18.2％、胸部痛な

どの前駆症状があったものが 4.5％であっ

た。 

  

3. 労災認定要因 
表 1-4-1 では脳・心臓疾患における労災

認定要因、表 1-4-2 では心理的負荷による

精神障害の事案における出来事を示した。 

 

1) 脳・心臓疾患 
異常な出来事による労災認定はなかった

が、労働時間又は労働時間以外の負荷要因

により評価される短期間の過重業務 1 件

（ 4.5％）と長期間の過重業務 22 件

（100.0％）が該当した。 

 全ての事案で長期間の過重業務が認定さ

れており、時間外労働時間（発症前 1 か月

から 6 か月まで）を表 1-5 に示した。発症

前の 1 か月から 3 か月にかけて時間外労働

時間数が多く、発症前 1 か月の時間外労働

時間数の平均は 88.2 時間、最大は 143.4 時

間、発症前 2 か月の時間外労働時間数の平

均は 92.8時間、最大は 218.5 時間、発症前

3か月の時間外労働時間数の平均は 83.4時

間、最大は 164.2 時間であった。 

 また、長時間労働と関連する要因として

考えられる負荷業務を表 1-6 に示した。厳

しい納期が 8 件（36.4％）と最も多く、顧

客対応が 4件（18.2％）、急な仕様変更が 2

件（9.1％）の順で次いだ。突発的なトラブ

ル処理作業の発生はなかった。 

 長期間の過重業務における労働時間以外

の負荷要因は、拘束時間の長い勤務が 2 件

（9.1％）、不規則な勤務、出張の多い業務、

交代勤務・深夜勤務、精神的緊張を伴う勤

務、作業環境（時差）が各 1件（4.5％）で

あった。 

 

2) 精神障害 
「特別な出来事」のうち、「心理的負荷が

極度のもの」はなかったが、「極度の長時間

労働」は 8件（21.1％）であった。「恒常的

な長時間労働」は 20件（52.6％）にも及ん

でいた。 

 「具体的出来事」では、長時間労働に関連

する「仕事の量・質」の類型のうち「仕事内

容・仕事の量の（大きな）変化を生じさせる

出来事があった」が 3 割以上（36.8％）を

占め、「1 か月に 80 時間以上の時間外労働

を行った」（10.5％）及び「2 週間（12 日）

以上にわたって連続勤務を行った」（10.5％）

が次いで多かった。長時間労働以外では、

「役割・地位の変化等」の「配置転換があっ

た」（7.9％）に該当する事案が多かった。 

 

4. 典型事例 
 情報通信業における労災認定事案の典型

事例を脳・心臓疾患については図 1-1 に、

精神障害については図 1-2 に示した。以下

に特徴的な 4件の事例を提示した。 
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1) 脳・心臓疾患 
【事例 1-1】40 歳代男性、SE 

・疾患名：心筋梗塞 

・労災認定要因：長期間の過重業務 

・時間外労働時間：発症前 1 か月で月 80時

間超え、発症前 2か月で月 200時間超え 

・労働時間以外の負荷要因：特になし 

・システム部門に勤務し、土日を含む連続

勤務があった。帰宅中に気分が悪くなり下

車し救急搬送され、その後、意識不明が続

き死亡 

 

【事例 1-2】30 歳代男性、プログラマー 

・疾患名：心停止（心臓性突然死を含む） 

・労災認定要因：長期間の過重業務 

・時間外労働時間：発症前 1 か月で月 100

時間超え 

・労働時間以外の負荷要因：特になし 

・2 年以上ゲームソフトの開発に従事し、

納期遵守のための泊り勤務、会社倒産の精

神的緊張、クライアントからの度重なるク

レームがあり、心停止による突然死で死亡 

 

2) 精神障害 
【事例 2-1】30 歳代男性、SE 

・疾患名：うつ病エピソード 

・業務以外の要因：特になし 

・労災認定要因：2週間以上の連続勤務、配

置転換、上司とのトラブルあり 

・未経験のプロジェクトに従事し、プロジ

ェクトの遅れにより作業に追われた。発病

直前は 3 週間（21日間）連続勤務、3週間

に約 130 時間の時間外労働となり、高所か

ら飛び降りて自殺 
 
【事例 2-2】20 歳代男性、プログラマー 

・疾患名：うつ病エピソード 

・業務以外の要因：特になし 

・労災認定要因：極度の長時間労働 

・発症前 6 か月間に 120 時間の時間外労

働、12日間の連続勤務があり、上司の指導

に負担を感じていた。作業遅れが一因とな

り他のプロジェクトに異動となったが、異

動直前に自宅で自殺 

 

Ｄ．考察 
 本研究では、情報通信業における SEとプ

ログラマーを対象に脳・心臓疾患と精神障

害による労災認定事案の実態と背景要因を

明らかにすることを目的とした。 

 分析結果より、発症時年齢は、脳・心臓疾

患と精神障害の事案ともに 30～40 代と若

年齢層が目立った。生死に関しては、死亡が

脳・心臓疾患では 45.5％、精神障害では

34.2％であった。事業場規模は比較的規模

の大きい企業が多かった。決定時の疾患は、

脳・心臓疾患では脳疾患と心臓疾患の事案

の割合は同程度、精神障害ではうつ病エピ

ソードが極めて多かった。労災認定要因を

見ると、長期間の過重業務が全ての事案で

認められ、発症前 1 か月から 3 か月では時

間外労働時間が 80時間を超えており、労働

時間以外では、拘束時間の長い業務、不規則

な勤務、出張の多い業務等が挙げられてい

た。精神障害では、「特別な出来事」の「極

度の長時間労働」や「恒常的な長時間労働」

の事案数が多く、「具体的出来事」でも「仕

事内容・仕事の量の（大きな）変化を生じさ

せる出来事があった」、「1か月に 80時間以

上の時間外労働を行った」、「2週間（12日）

以上にわたって連続勤務を行った」といっ

た長時間労働に該当する事案が際立って多

かった。また、他部署や勤務場所の変更を伴

う「配置転換があった」こともその次に多か

った。 

 これらの結果から、情報通信業における

SEとプログラマーについては、長時間に及

ぶ時間外労働時間の削減が求められ労働時

間管理の重要性が示唆された。脳・心臓疾患

の事案では、時間外労働時間数が発症前 1

か月から 3か月に 80時間を超えていたこと

から、1 日 4 時間超えの時間外労働を行っ

ていた可能性も想定された。このような長

時間労働を減少させるには、労働基準法や

労働安全衛生法の遵守とともに、長時間労

働と関連する要因として考えられる負荷業

務などの対策が必要と考えられた。調査復

命書に詳細な記載がない事例もあるため負

荷業務の正確な抽出に限界はあるが、少な

くとも厳しい納期、顧客対応、急な仕様変更

が長時間労働の要因として示唆された。実

際の対策は、今後、防止策の提案として十分

研究を進める必要があるが、現段階では次

のような対策が可能な場合も多いと考えら

れる。 

1つ目は、発注者とも協議した上で、過重

労働とならないように余裕のある納期を設
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定する。2つ目は、業務の進捗状況を適切に

把握し、急な仕様変更などによって業務量

の増大が見込まれるときは納期の延長や増

員などの措置を講じる。3つ目は、急な仕様

変更が起こらないように、設計段階で仕様

の妥当性を確認する。4つ目は、トラブル処

理作業は、できる限り所定労働時間内に実

施できるようにする。特に、深夜労働や休日

労働はやむを得ない場合を除き避ける。5つ

目は、最新の情報通信技術なども活用し、急

な仕様変更やトラブル処理作業が少なくな

る設計や作業管理の高度化を進める。最後

に、拘束時間の長い勤務、不規則な勤務、出

張、職種や職務の変更等の勤務環境など、労

働者の勤務実態についても事業場で適切に

把握し管理することである。 

また、SEとプログラマーの死亡率（脳・

心臓疾患 45.5%、精神障害 34.2%）は、全業

種の死亡率（脳・心臓疾患 39.2%、精神障害

19.0%：文献 1）よりも高いことから、過労

死等の防止対策の推進が喫緊の課題である

と考えられる。 

 

E．結論 
本研究の結果、これまで詳細が報告されて

いなかった情報通信業における SE とプロ

グラマーの過労死等の実態と背景要因の一

端が明らかとなった。脳・心臓疾患及び精神

障害ともに発症時年齢が 30～40 代と若年

齢層が目立ち、比較的規模の大きい事業場

が多かった。また、長時間労働の実態が両事

案で認められた。長時間労働以外の要因と

して精神障害では、部署や勤務場所の変更

による事案が多いことも分かった。これら

の結果から、情報通信業における SE とプロ

グラマーについては、長時間労働に関連す

る負荷業務などの対策が必要である。また、

環境変化に伴うメンタルヘルス対策の重要

性も示唆された。さらに、SEとプログラマ

ーの死亡率は、情報通信業を含めた全業種

の死亡率よりも高いことから過労死等の防

止にあたって対策の推進が喫緊の課題であ

ると考えられる。 

 

F．健康危険情報 
なし 

 
G．研究発表 
１．論文発表 

なし 
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なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む。） 
１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 

なし 
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表 1-1-1. 情報通信業の SEとプログラマーにおける労災認定事案の概要 

n (%) n (%) n (%)

性別

男性 22 (100.0) 36 (94.7) 58 (96.7)

女性 0 (0.0) 2 (5.3) 2 (3.3)

　 合　計 22 (100.0) 38 (100.0) 60 (100.0)

発症時年齢（10歳階級別）

 29歳以下 2 (9.1) 8 (21.1) 10 (16.7)

 30～39歳 5 (22.7) 16 (42.1) 21 (35.0)

 40～49歳 14 (63.6) 11 (28.9) 25 (41.7)

 50～59歳 1 (4.5) 3 (7.9) 4 (6.7)

 60～69歳 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

 70歳以上 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

　 合　計 22 (100.0) 38 (100.0) 60 (100.0)

生死

生存 12 (54.5) 25 (65.8) 37 (61.7)

死亡 10 (45.5) 13 (34.2) 23 (38.3)

合　計 22 (100.0) 38 (100.0) 60 (100.0)

事業場規模

10人未満 1 (4.5) 3 (7.9) 4 (6.7)

10～49人 4 (18.2) 7 (18.4) 11 (18.3)

50～99人 3 (13.6) 5 (13.2) 8 (13.3)

100～499人 4 (18.2) 10 (26.3) 14 (23.3)

500～999人 1 (4.5) 4 (10.5) 5 (8.3)

1000人以上 7 (31.8) 6 (15.8) 13 (21.7)

記載無/不明　 2 (9.1) 3 (7.9) 5 (8.3)

合　計 22 (100.0) 38 (100.0) 60 (100.0)

職種

SE 20 (90.9) 35 (92.1) 55 (91.7)

プログラマー 2 (9.1) 3 (7.9) 5 (8.3)

合　計 22 (100.0) 38 (100.0) 60 (100.0)

疾患名（脳・心臓疾患）

脳疾患 11 (50.0)

心臓疾患 11 (50.0)

合　計 22 (100.0)

疾患名（精神障害）

F2 1 (2.6)

F3 30 (78.9)

F4 7 (18.4)

合　計 38 (100.0)

脳・心臓疾患 精 神 障 害 合計
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表 1-1-2. 脳・心臓疾患における労働条件等一般的事項（所定休日、出退勤の管理状況、

就業規則等）と前駆症状（業務上：SEとプログラマー） 

 

n %
所定休日

週休1日制 0 (0.0)
隔週週休2日制 1 (4.5)
完全週休2日制 20 (90.9)
記載なし/不明 1 (4.5)
合計 22 (100.0)

出退勤の管理状況*1

タイムカード 4 (18.2)
出勤簿 2 (9.1)
管理者による確認 5 (22.7)
本人の申告 16 (72.7)
記載なし/不明 2 (9.1)

就業規則
なし 0 (0.0)
あり 19 (86.4)
記載なし/不明 3 (13.6)
合計 22 (100.0)

賃金規程
なし 2 (9.1)
あり 16 (72.7)
記載なし/不明 4 (18.2)
合計 22 (100.0)

健康診断
なし 5 (22.7)
あり 15 (68.2)
記載なし/不明 2 (9.1)
合計 22 (100.0)

面接指導
なし 18 (81.8)
あり 2 (9.1)
記載なし/不明 2 (9.1)
合計 22 (100.0)

既往歴
なし 16 (72.7)
あり 4 (18.2)
記載なし/不明 2 (9.1)
合計 22 (100.0)

前駆症状
なし 0 (0.0)
あり 1 (4.5)

頭痛 0 (0.0)
胸部痛 1 (4.5)
その他 1 (4.5)

記載なし/不明 21 (95.5)
合計 22 (100.0)

*1出退勤の管理状況が複数該当している事例もある。
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表 1-2. 業種・職種別のクロス集計表（業務上：情報通信業） 
 

調査復命書記載の職種 n (%) n (%) n (%)

情報サービス業

システムエンジニア 20 (39.2) 35 (40.7) 55 (40.1)

プログラマー 2 (3.9) 3 (3.5) 5 (3.6)

営業 1 (2.0) 7 (8.1) 8 (5.8)

管理職 1 (2.0) 0 (0.0) 1 (0.7)

アナリスト 1 (2.0) 0 (0.0) 1 (0.7)

その他 6 (11.8) 11 (12.8) 17 (12.4)

合計 31 (60.8) 56 (65.1) 87 (63.5)

映像・音声・文字情報制作業

プロデューサー 3 (5.9) 0 (0.0) 3 (2.2)

ディレクター 2 (3.9) 3 (3.5) 5 (3.6)

デザイナー 0 (0.0) 2 (2.3) 2 (1.5)

Webデザイナー 1 (2.0) 0 (0.0) 1 (0.7)

映像・音声技術 1 (2.0) 1 (1.2) 2 (1.5)

記者 1 (2.0) 0 (0.0) 1 (0.7)

営業 1 (2.0) 3 (3.5) 4 (2.9)

管理職 1 (2.0) 0 (0.0) 1 (0.7)

その他 5 (9.8) 11 (12.8) 16 (11.7)

合計 15 (29.4) 20 (23.3) 35 (25.5)

放送業

ディレクター 1 (2.0) 0 (0.0) 1 (0.7)

プロデューサー 1 (2.0) 0 (0.0) 1 (0.7)

アナウンサー・報道記者 1 (2.0) 0 (0.0) 1 (0.7)

記者 1 (2.0) 0 (0.0) 1 (0.7)

その他 1 (2.0) 0 (0.0) 1 (0.7)

合計 5 (9.8) 0 (0.0) 5 (3.6)

通信業 0 (0.0) 4 (4.7) 4 (2.9)

インターネット付随サービス業 0 (0.0) 6 (7.0) 6 (4.4)

合　計 51 (100.0) 86 (100.0) 137 (100.0)

脳・心臓疾患 精 神 障 害 合計日本標準産業分類（中分類）



81 
 

表 1-3-1. 脳・心臓疾患別のクロス集計表（業務上：SEとプログラマー） 

疾患名 n (%)

脳疾患

くも膜下出血 1 (4.5)

脳梗塞 5 (22.7)

脳内出血（脳出血） 5 (22.7)

合計 11 (50.0)

心臓疾患

心停止（心臓性突然死を含む） 7 (31.8)

解離性大動脈瘤 1 (4.5)

心筋梗塞 3 (13.6)

狭心症 0 (0.0)

合計 11 (50.0)

合計 22 (100.0)  
 
 
 

表 1-3-2. 精神障害別のクロス集計表（業務上：SEとプログラマー） 

疾 患 名 n (%)
F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 1 (2.6)
F3 気分（感情）障害

F31 双極性感情障害 1 (2.6)
F32 うつ病エピソード 22 (57.9)
F33 反復性うつ病性障害 2 (5.3)
F3のその他 5 (13.2)

合計 30 (78.9)
F4 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

F41 その他の不安障害 1 (2.6)
F43 重度ストレスへの反応及び適応障害

F43.0 急性ストレス反応 0 (0.0)
F43.1 外傷後ストレス障害 1 (2.6)
F43.2 適応障害 3 (7.9)
F43のその他 2 (5.3)

F44 解離性（転換性）障害 0 (0.0)
F45 身体表現性障害 0 (0.0)

合計 7 (18.4)
合　計 38 (100.0)
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表 1-4-1. 脳・心臓疾患の事案における労災認定要因（業務上：SEとプログラマー） 

n*1 (%)*2

異常な出来事 0 (0.0)

短期間の過重業務 1 (4.5)

長期間の過重業務 22 (100.0)

不規則な勤務 1 (4.5)

拘束時間の長い勤務 2 (9.1)

出張の多い業務 1 (4.5)

交代勤務・深夜勤務 1 (4.5)

作業環境 1 (4.5)

温度 0 (0.0)

騒音 0 (0.0)

時差 1 (4.5)

精神的緊張を伴う業務 1 (4.5)

その他 2 (9.1)

長期間の過重業務における労働時間以外の負荷要因

*1
  労災認定要因が複数該当している事例もある。

*2  　
労災認定事案数（n=22）を100として、各労災認定要因数の

割合を算出。  
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表 1-4-2. 心理的負荷による精神障害の事案における出来事（業務上：SEとプログラマー） 

 

n*1 (%)*2

0 (0.0)
8 (21.1)

20 (52.6)
具体的出来事
出来事の類型*3

1. （重度の）病気やケガをした 0 (0.0)
2. 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした 1 (2.6)

合計 1 (2.6)
3. 業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした 0 (0.0)
4. 会社の経営に影響する等の重大な仕事上のミスをした 1 (2.6)
5. 会社で起きた事故・事件について、責任を問われた 0 (0.0)
6. 自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた 0 (0.0)
7. 業務に関連し、違法行為を強要された 0 (0.0)
8. 達成困難なノルマが課された 1 (2.6)
9. ノルマが達成できなかった 0 (0.0)

10. 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった 1 (2.6)
11. 顧客や取引先から無理な注文を受けた 0 (0.0)
12. 顧客や取引先からクレームを受けた 2 (5.3)
13. 大きな説明会や公式の場での発表を強いられた 0 (0.0)
14. 上司が不在になることにより、その代行を任された 0 (0.0)

合計 5 (13.2)
15. 仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった 14 (36.8)
16. 1ヶ月に80時間以上の時間外労働を行った 4 (10.5)
17. 2週間（12日）以上にわたって連続勤務を行った 4 (10.5)
18. 勤務形態に変化があった 0 (0.0)
19. 仕事のペース、活動の変化があった 0 (0.0)

合計 22 (57.9)
20. 退職を強要された 0 (0.0)
21. 配置転換があった 3 (7.9)
22. 転勤をした 1 (2.6)
23. 複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった 1 (2.6)
24. 非正規社員であるとの理由により、仕事上の差別、不利益取り扱いを受けた 1 (2.6)
25. 自分の昇格・昇進があった 0 (0.0)
26. 部下が減った 0 (0.0)
27. 早期退職制度の対象となった 0 (0.0)
28. 非正規社員である自分の契約満了が迫った 0 (0.0)

合計 6 (15.8)
29. （ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた 2 (5.3)
30. 上司とのトラブルがあった 1 (2.6)
31. 同僚とのトラブルがあった 0 (0.0)
32. 部下とのトラブルがあった 2 (5.3)
33. 理解してくれていた人の異動があった 1 (2.6)
34. 上司が替わった 0 (0.0)
35. 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された 0 (0.0)

合計 6 (15.8)
⑥セクシュアルハラスメント 36. セクシュアルハラスメントを受けた 0 (0.0)

出来事の合計 40
*1   出来事数を表記。
*2　認定基準によって認定された労災認定事案数38件（SE n=35、プログラマー n=3）を100として、各出来事数の割合を算出。
*3  具体的出来事が複数該当している事例もある。

④役割・地位の
変化等

⑤対人関係

②仕事の失敗、
過重な責任等の発生

①事故や災害の体験

③仕事の量・質

恒常的な長時間労働

特別な出来事

　　心理的負荷が極度のもの
　　極度の長時間労働
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表 1-5.  脳・心臓疾患の事案における発症 6 か月前の時間外労働時間数 

（業務上：SEとプログラマー) 

n 平均値 標準偏差 最大値

発症前1か月 22 88.2 23.2 143.4

発症前2か月 20 92.8 37.9 218.5

発症前3か月 17 83.4 33.5 164.2

発症前4か月 14 68.4 44.7 148.0

発症前5か月 14 56.3 37.4 114.8

発症前6か月 13 51.3 39.2 133.5

注2：長期間の過重業務による労災認定において時間外労働時間の評価期間は事

案によって異なり、調査復命書に記載されているすべての労働時間を対象とした。
注3：全体事案数には調査復命書に時間外労働時間の記載のないものも含み、評

価期間に関わらず発症前1か月から6か月までを対象とした。

注4：発症前各月の時間外労働時間について、確認できた事案を集計し、平均して算

出した。

注1：長期間の過重業務による認定事案のみが対象で、短期間の過重業務による

認定事案と異常な出来事による認定事案は含まれない。

 
 
 

 

表 1-6. 脳・心臓疾患の事案における負荷業務 

（業務上：SEとプログラマー) 

ｎ
*1

(％)
*2

厳しい納期 8 (36.4)

急な仕様変更 2 (9.1)

突発的なトラブル処理作業の発生 0 (0.0)

顧客対応 4 (18.2)

*1
  業務内容が複数該当している事例もある。

*2  　
労災認定事案数（n=22）を100として、各負荷業務数の割

合を算出。
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起
こ

し
救

急
車

で
搬

送
。

く
も

膜
下

出
血

で
死

亡
。

・
長

期
間

の
過

重
業

務
・
頻

繁
な

海
外

出
帳

・
日

米
間

の
大

き
な

時
差

4
0
代

男
性

。
カ

ー
ナ

ビ
ゲ

ー
シ

ョ
ン

の
商

品
開

発
に

従
事

す
る

S
E
。

海
外

か
ら

帰
国

し
た

直
後

に
再

度
海

外
に

出
張

な
ど

、
国

内
外

へ
の

頻
繁

な
出

張
。

海
外

出
張

時
に

体
調

不
良

を
訴

え
救

急
搬

送
さ

れ
た

。
く
も

膜
下

出
血

を
発

症
。

・
長

期
間

の
過

重
業

務
・
徹

夜
・
深

夜
勤

務
・
精

神
的

緊
張

4
0
代

男
性

。
シ

ス
テ

ム
開

発
の

S
E
兼

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

。
徹

夜
勤

務
や

深
夜

勤
務

に
加

え
、

入
社

後
間

も
な

い
研

修
中

に
シ

ス
テ

ム
開

発
の

責
任

者
、

ク
ラ

イ
ア

ン
ト

か
ら

辛
辣

な
ク

レ
ー

ム
。

自
宅

で
脳

出
血

を
発

症
。

情
報

サ
ー

ビ
ス

業
プ

ロ
グ

ラ
マ

ー
・
長

期
間

の
過

重
業

務
・
休

日
の

な
い

連
続

業
務

・
深

夜
勤

務
・
持

ち
帰

り
残

業

4
0
代

男
性

。
商

品
の

受
発

注
ソ

フ
ト

を
開

発
す

る
プ

ロ
グ

ラ
マ

ー
。

発
症

前
6
か

月
間

の
い

ず
れ

の
月

も
9
0
～

1
3
0
時

間
を

超
え

る
時

間
外

労
働

、
休

日
の

な
い

連
続

勤
務

、
深

夜
勤

務
、

持
ち

帰
り

残
業

。
前

日
か

ら
頭

痛
を

訴
え

、
翌

朝
自

宅
で

倒
れ

救
急

車
で

搬
送

。
脳

出
血

発
症

。

＜
職

種
＞

シ
ス

テ
ム

エ
ン

ジ
ニ

ア
・
長

期
間

の
過

重
業

務
・
休

日
の

な
い

連
続

業
務

4
0
代

男
性

。
電

力
会

社
の

シ
ス

テ
ム

部
門

に
勤

務
す

る
S

E
。

発
症

前
2
か

月
の

時
間

外
労

働
が

8
0
時

間
超

え
と

2
1
0
時

間
超

え
、

土
日

を
含

む
連

続
勤

務
。

帰
宅

中
に

気
分

が
悪

く
な

り
下

車
し

、
救

急
搬

送
さ

れ
た

。
急

性
心

筋
梗

塞
で

死
亡

。

・
長

期
間

の
過

重
業

務
・
不

規
則

な
勤

務
 ・

深
夜

や
早

朝
の

勤
務

3
0
代

男
性

。
病

院
の

電
子

カ
ル

テ
シ

ス
テ

ム
の

改
善

に
従

事
す

る
S

E
。

顧
客

の
都

合
に

よ
っ

て
勤

務
時

間
帯

が
頻

繁
に

変
更

、
変

更
が

早
朝

や
深

夜
に

も
及

ぶ
。

仕
事

中
に

頭
が

痛
い

と
訴

え
お

う
吐

し
、

意
識

が
な

く
な

る
。

脳
出

血
を

発
症

。
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＜
業

種
＞

＜
負

荷
要

因
＞

＜
出

来
事

＞
＜

主
な

事
例

＞

(n
=

35
,

(4
1%

)

(n
=

56
,

(6
5%

)

( n
=

3,
(4

%
)

(n
=

7,
(8

%
)

(n
=

3,
(4

%
)

(n
=

20
,

(2
3%

)
(n

=
2,

(2
%

)

通
信

業
(n

=
3,

(4
%

)
(n

=
4,

(5
%

)

(n
=

6,
(7

%
)

イ
ン

タ
ネ

ッ
ト

付
随

サ
ー

ビ
ス

業

情
報

通
信

業
86

件
の

内
訳

・
セ

ク
シ

ュ
ア

ル
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
・

セ
ク

シ
ュ

ア
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

を
受

け
た

20
代

女
性

。
上

司
に

よ
る

身
体

的
接

触
を

含
む

セ
ク

ハ
ラ

行
為

を
継

続
的

に
受

け
た

。
ま

た
、

執
拗

な
メ

ー
ル

、
つ

き
ま

と
い

に
よ

る
ス

ト
ー

カ
ー

行
為

を
受

け
た

。
こ

れ
ら

に
よ

る
精

神
的

苦
痛

で
、

う
つ

病
と

診
断

さ
れ

休
職

。

デ
ィ

レ
ク

タ
ー

・
極

度
の

長
時

間
労

働
・

極
度

の
長

時
間

労
働

20
代

男
性

。
テ

レ
ビ

番
組

の
AD

。
外

出
先

で
VT

Rに
ナ

レ
ー

シ
ョ

ン
を

入
れ

る
作

業
を

終
え

、
会

社
に

戻
る

途
中

で
路

上
に

倒
れ

て
い

る
の

を
発

見
さ

れ
、

救
急

車
で

医
療

機
関

に
搬

送
。

発
症

前
1か

月
間

の
時

間
外

労
働

時
間

数
が

17
3時

間
と

極
度

の
長

時
間

労
働

。
解

離
性

運
動

障
害

と
診

断
。

失
声

状
態

の
た

め
復

職
で

き
ず

、
自

宅
療

養
中

。

営
  業

・
仕

事
の

失
敗

、
過

重
な

責
任

の
発

生
等

・
仕

事
内

容
・

仕
事

量
の

（
大

き
な

）
変

化
を

生
じ

さ
せ

る
出

来
事

が
あ

っ
た

20
代

女
性

。
営

業
職

と
し

て
効

果
レ

ポ
ー

ト
や

議
事

録
作

成
、

ア
ポ

イ
ン

ト
電

話
な

ど
。

仕
事

に
向

か
な

い
、

自
分

が
成

長
で

き
る

か
先

が
見

え
な

い
な

ど
、

自
信

を
無

く
し

た
発

言
。

入
社

か
ら

2週
間

後
に

営
業

部
に

配
属

さ
れ

、
業

務
量

が
増

加
し

、
恒

常
的

な
長

時
間

労
働

に
従

事
。

飛
び

降
り

自
殺

を
図

り
死

亡
。

映
像

・
音

声
・

文
字

情
報

制
作

業
デ

ザ
イ

ナ
ー

・
仕

事
の

失
敗

、
過

重
な

責
任

の
発

生
等

・
会

社
の

経
営

に
影

響
す

る
な

ど
の

重
大

な
仕

事
上

の
ミ

ス
を

し
た

20
代

男
性

。
CG

制
作

の
ア

シ
ス

タ
ン

ト
デ

ザ
イ

ナ
ー

。
入

社
直

後
で

経
験

が
浅

か
っ

た
割

に
負

荷
の

多
い

業
務

を
与

え
ら

れ
、

作
業

が
完

了
せ

ず
。

1か
月

あ
た

り
91

時
間

の
時

間
外

労
働

。
で

き
る

と
こ

ろ
ま

で
作

業
す

る
よ

う
に

事
業

主
か

ら
指

示
さ

れ
、

徹
夜

で
作

業
を

行
っ

た
後

に
自

殺
を

図
り

死
亡

。
重

度
ス

ト
レ

ス
反

応
及

び
適

応
障

害
と

判
定

。

・
達

成
困

難
な

ノ
ル

マ
が

課
さ

れ
た

・
1か

月
に

80
時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
を

行
っ

た

30
代

男
性

。
洋

酒
の

販
売

促
進

と
現

場
の

運
営

。
経

験
者

が
全

員
退

職
し

、
新

人
ば

か
り

と
い

う
状

況
の

下
で

前
年

比
20

％
増

の
ノ

ル
マ

を
課

さ
れ

た
。

発
症

前
6か

月
間

の
時

間
外

労
働

時
間

数
が

98
～

16
4時

間
、

2週
間

以
上

に
渡

る
連

続
勤

務
が

4回
。

パ
ニ

ッ
ク

症
状

な
ど

の
心

身
症

状
や

対
人

恐
怖

症
状

な
ど

の
多

彩
な

症
状

が
出

て
、

気
分

障
害

と
診

断
。

職
場

復
帰

が
で

き
る

ま
で

症
状

は
改

善
せ

ず
退

職
と

な
っ

た
。

営
　

業
・

対
人

関
係

・
ひ

ど
い

嫌
が

ら
せ

、
い

じ
め

、
暴

行
を

受
け

た
（

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
）

20
代

男
性

。
上

司
か

ら
業

務
終

了
後

5時
間

に
及

ぶ
説

教
、

い
や

み
、

人
格

否
定

を
執

拗
に

受
け

、
う

つ
病

エ
ピ

ソ
ー

ド
を

発
症

。
社

内
調

査
の

結
果

、
適

切
な

業
務

の
範

囲
を

逸
脱

し
た

人
権

侵
害

行
為

が
日

常
的

に
行

わ
れ

て
い

た
と

認
定

さ
れ

、
上

司
は

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
行

為
を

原
因

と
す

る
退

職
。

情
報

サ
ー

ビ
ス

業
・

極
度

の
長

時
間

労
働

・
極

度
の

長
時

間
労

働
40

代
男

性
。

次
世

代
医

療
機

器
の

制
御

プ
ロ

グ
ラ

ム
開

発
に

従
事

。
複

数
の

製
品

が
同

時
開

発
さ

れ
、

納
期

厳
守

に
向

け
た

緊
急

依
頼

が
多

数
。

ま
た

、
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
不

具
合

を
指

摘
さ

れ
、

不
具

合
対

応
と

修
正

版
の

リ
リ

ー
ス

に
も

追
わ

れ
た

。
発

症
前

1か
月

間
は

20
1時

間
と

極
度

の
長

時
間

労
働

。
自

殺
2か

月
前

頃
よ

り
不

眠
状

態
が

続
き

、
直

前
は

心
身

が
極

度
に

疲
弊

し
、

自
宅

で
自

殺
を

図
り

死
亡

。
う

つ
病

エ
ピ

ソ
ー

ド
と

判
定

。

プ
ロ

グ
ラ

マ
ー

・
役

割
・

地
位

の
変

化
等

・
対

人
関

係
・

仕
事

の
量

・
質

・
配

置
転

換
が

あ
っ

た
・

上
司

と
の

ト
ラ

ブ
ル

が
あ

っ
た

・
2週

間
以

上
に

わ
た

っ
て

連
続

勤
務

を
行

っ
た

20
代

男
性

。
発

症
前

6か
月

間
に

最
高

で
11

8時
間

の
時

間
外

労
働

と
12

日
間

の
連

続
勤

務
。

作
業

が
遅

れ
が

ち
で

上
司

か
ら

受
け

る
指

導
に

負
担

感
。

作
業

の
遅

れ
が

一
因

と
な

っ
て

他
の

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

に
移

動
と

な
っ

た
が

、
移

動
直

前
に

自
宅

で
自

殺
を

図
り

死
亡

。
う

つ
病

エ
ピ

ソ
ー

ド
と

診
断

。

図
1-

2．
情
報
通
信
業
に
お
け
る
労
災
認
定
事
案
の
典
型
事
例
（
精
神
疾
患
）

・
対

人
関

係
・

ひ
ど

い
嫌

が
ら

せ
、

い
じ

め
又

は
暴

行
を

受
け

た ・
転

勤
を

し
た

30
代

男
性

。
同

じ
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

先
輩

社
員

Ａ
か

ら
繰

り
返

し
厳

し
い

叱
責

。
拳

で
殴

ら
れ

る
等

の
暴

力
を

継
続

的
に

受
け

た
。

ま
た

、
Ａ

に
１

回
に

つ
き

数
十

万
円

の
金

銭
の

支
払

い
を

繰
り

返
し

続
け

た
。

被
災

者
は

、
再

度
Ａ

か
ら

殴
ら

れ
、

1か
月

ほ
ど

失
踪

。
そ

の
後

、
ネ

ッ
ト

カ
フ

ェ
に

い
た

と
こ

ろ
を

父
親

が
発

見
。

医
療

機
関

を
受

診
し

た
と

こ
ろ

適
応

障
害

と
診

断
。

＜
職

種
＞

シ
ス

テ
ム

エ
ン

ジ
ニ

ア
・

対
人

関
係

・
顧

客
や

取
引

先
か

ら
ク

レ
ー

ム
を

受
け

た
40

代
男

性
。

カ
ー

ナ
ビ

ゲ
ー

シ
ョ

ン
シ

ス
テ

ム
の

開
発

に
従

事
。

死
亡

の
約

半
年

前
か

ら
検

索
シ

ス
テ

ム
が

応
答

し
な

い
と

い
う

重
大

不
具

合
が

多
発

。
当

初
は

原
因

が
判

明
せ

ず
、

改
修

作
業

の
た

め
に

1か
月

10
0時

間
を

超
え

る
時

間
外

労
働

や
徹

夜
勤

務
。

自
宅

マ
ン

シ
ョ

ン
の

中
庭

に
飛

び
降

り
て

自
殺

し
、

脳
挫

滅
に

よ
り

死
亡

。
気

分
（

感
情

）
障

害
と

認
定

。

・
極

度
の

長
時

間
労

働
・

極
度

の
長

時
間

労
働

30
代

男
性

。
未

経
験

の
情

報
系

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

に
従

事
。

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
遅

れ
で

他
の

チ
ー

ム
と

の
調

整
が

必
要

と
な

り
、

作
業

に
追

わ
れ

た
状

態
。

発
病

直
前

は
3週

間
（

21
日

間
）

連
続

勤
務

と
な

り
、

3週
間

に
13

6時
間

の
時

間
外

労
働

を
行

う
な

ど
、

極
度

の
長

時
間

労
働

。
高

所
か

ら
飛

び
降

り
て

自
殺

し
死

亡
。

う
つ

病
エ

ピ
ソ

ー
ド

と
判

定
。

・
仕

事
の

量
・

質
・

仕
事

内
容

・
仕

事
量

の
（

大
き

な
）

変
化

を
生

じ
さ

せ
る

出
来

事
が

あ
っ

た
・

2週
間

以
上

に
わ

た
っ

て
連

続
勤

務
を

行
っ

た

30
代

女
性

。
シ

ス
テ

ム
の

品
質

で
ク

レ
ー

ム
を

受
け

、
改

善
対

応
し

14
日

間
の

連
続

勤
務

中
11

日
間

は
深

夜
に

及
ぶ

時
間

外
労

働
。

ク
レ

ー
ム

対
応

前
と

比
較

し
て

時
間

外
労

働
時

間
が

倍
以

上
に

増
加

し
、

1か
月

あ
た

り
10

0時
間

以
上

の
時

間
外

労
働

。
疲

労
が

た
ま

っ
て

朝
、

起
き

ら
れ

な
く

な
り

、
一

度
会

社
に

行
く

と
い

つ
帰

宅
で

き
る

か
分

か
ら

な
い

と
い

う
不

安
感

。
 休

養
を

取
っ

た
が

不
安

感
は

収
ま

ら
ず

、
医

療
機

関
を

受
診

し
重
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別添４ 

平成２９年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（事案解析） 

 

外食産業における労災認定事案の特徴に関する研究 
 

研究分担者 菅知絵美 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

過労死等調査研究センター・研究員 

 

【研究要旨】 

「過労死等防止のための対策に関する大綱」で過労死等の多発が指摘されている 5 つ

の業種・職種（自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療等）のうち、外食産

業において調理人と店長の役職に就く対象者に注目し、過労死等調査研究センターが作

成したデータベースを用いて実態と背景要因を検討した。分析対象は、脳・心臓疾患事案

では、調理人が 35 件、店長が 30 件、精神障害事案では、調理人が 20件、店長が 16件で

あった。分析の結果、発症時年齢は、脳・心臓疾患では調理人が 50歳代、店長が 40歳代

で多かったのに対し、精神障害では調理人が 29歳以下、店長が 30歳代で多く、精神障害

の方が若年齢層の事案が多かった。また、脳・心臓疾患と精神障害の両事案ともに 50人

未満の小規模な事業場が目立った。決定時の疾患については、脳・心臓疾患では、調理人

は脳疾患が多く、特に脳内出血は約 4割を占めた。一方、店長は脳疾患と心臓疾患の割合

が同程度であった。精神障害では、調理人及び店長ともに、うつ病エピソードと適応障害

が多かった。労災認定要因を見ると、調理人及び店長ともに長時間の過重業務が全ての事

案で認められ、発症前 1 か月から 6 か月で時間外労働時間が 100 時間を超えていた。労

働時間以外では、調理人は拘束時間の長い業務、交代勤務・深夜勤務、作業環境の問題、

店長は拘束時間の長い勤務や交代勤務・深夜勤務が多く見られた。精神障害では、「特別

な出来事」のうち「極度の長時間労働」、「恒常的な長時間労働」、「具体的出来事」の

うち「仕事の量・質」といった長時間労働に該当する出来事が多かった。また、精神障害

では、調理人は、「（ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」、「上司とのトラ

ブルがあった」などの対人関係の問題が多かったのに対し、店長は、「配置転換があっ

た」、「転勤をした」など「役割・地位の変化等」によるものが多く、職種で異なる点が

見られた。今後は、調理人及び店長ともに適切な労働時間管理、休日の確保などの労働時

間対策とともに、健康診断の実施等健康管理対策の強化や負荷業務などの削減を図る必

要があると考えられる。さらに、調理人は対人関係の問題、店長は役割・地位の変化等に

よる問題が多く、職種に応じたメンタルヘルス対策の検討が必要と考えられる。 

 

研究分担者： 

吉川 徹（労働安全衛生総合研究所過労

死等調査研究センター・センター長代

理） 

梅崎重夫（労働安全衛生総合研究所・総

括領域長） 

山内貴史（労働安全衛生総合研究所過労

死等調査研究センター・客員研究員） 

高橋正也（労働安全衛生総合研究所 産業

疫学研究グループ・部長） 

 

Ａ．研究目的 
平成 29 年版過労死等防止対策白書から

「宿泊・飲食サービス業」のうち外食産業の

従事者は、少人数の職場において、とりわけ

店長などの現場責任者は拘束時間が長く、

休日が少なかったことが報告されている。 

近年の外食産業の市場規模は、ファミリ

ーレストランやファストフード等の飲食チ

ェーン店の店舗数が増え、売上がここ数年

増加傾向にある（例えば、文献 1；文献 2）。
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一方で、外食産業はアルバイトやパートの

人手不足（文献 3）や少ない正規職員での店

舗運営といった状況が生じている。また、開

店前や閉店後の準備や片づけ（仕込みや掃

除など）、休憩や休日の適時取得、土日祝日

や時間帯及び時期による繁忙期の超過勤務、

厨房内作業だけでなく接客や店長作業とい

った複数の業務進行などが職場で任されて

いることが推測される。これらの業務は長

時間労働につながる可能性が高い。 

本研究では、「過労死等の防止のための対

策に関する大綱」（平成 27 年 7月 24 日閣議

決定）で過労死等が多く発生しているとの

指摘がある 5 つの業種・職種（自動車運転

従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療

等）のうち外食産業の、調理人と店長を対象

に脳・心臓疾患及び精神障害の実態とその

原因を明らかにすることを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 
1. 分析対象 

本研究では、「宿泊・飲食サービス業」の

うち調査復命書に記載されている外食産業

を分析対象とし、データベースを用いて外

食産業の事案を抽出したところ、脳・心臓疾

患 114件中 79件（69.3％）、精神障害 86件

中 58件（67.4％）であった。そのうち調理

人と店長の事案は、脳・心臓疾患では調理人

35件（30.7％）、店長 30件（26.3％）、精神

障害では調理人 20件（23.3％）、店長 16件

（18.6％）であった。なお、調査復命書より

仕事の特徴として、調理人は仕込み、調理、

食材の補充、後片付け等、主に厨房内作業を

行い、時に接客も伴う職種であった。店長は

売上管理、人件費管理等の予算管理、人材管

理、清掃管理等、主に管理業務を行い、また、

接客や厨房内作業を行うこともあり多岐に

わたる業務を行う職種であった。これらの

調理人と店長の労災認定事案を対象として、

統計処理を可能とするために、関連情報を

数値化したデータベースを用いて分析を行

った。 

 

2. 分析方法 
本研究では、調査復命書の記載内容に基

づき、性別、発症時年齢、事業場規模、業種、

職種、疾患、労災認定要因及び時間外労働時

間数別に分析を行った。ただし、精神障害に

関する分析は平成 23 年 12 月に策定された

「心理的負荷による精神障害の認定基準」

（以下「認定基準」という。）によって認定

された事案に限定した。 

 このうち、業種及び職種については原則

として調査復命書に記載されたデータを利

用した。ただし調理人及び店長の 2 職種に

限っては、分析者が調査復命書を読み込ん

だ結果、適切と考えられる職種にデータを

変更したものがある。また、疾患のうち精神

障害については、「ICD-10 国際疾病分類第

10 版（2003 年改訂）」の第 5 章「精神及び

行動の障害（F00-F99）」に基づいて分類を行

った。なお、業務に関する出来事は、認定基

準に挙げられている出来事に基づいて集計

を行った。 

（倫理面での配慮） 

 本研究は、労働安全衛生総合研究所研究

倫理審査委員会にて審査され、承認を得た

うえで行った（通知番号：H2708）。本研究で

用いたデータベースには、個人の氏名、住

所、電話番号等、個人を特定できる情報は一

切含まれていない。 

 

Ｃ．研究結果 
1. 対象者の概要 

表 1-1-1 に調理人と店長の労災認定事案

の概要を示した。 

 

1) 性別・発症時年齢・生死 
 性別を見ると、脳・心臓疾患では調理人は

男性 32 件（91.4％）、女性 3 件（8.6％）、

店長は男性 27件（90.0％）、女性 3件（10.0％）

であった。精神障害では調理人は男性 17件

（85.0％）、女性 3 件（15.0％）、店長は男

性 13 件（81.3％）、女性 3 件（18.8％）で

あった。精神障害のほうが脳・心臓疾患より

も女性の割合が高かった。 

 10歳階級別の発症時年齢を見ると、脳・

心臓疾患では調理人は 50～59歳（42.9％）、

店長は 40～49 歳（40.0％）、精神障害では

調理人は 29歳以下（40.0％）、店長は 30～

39歳（50.0％）が最も多かった。 

 事案の生死に関しては、脳・心臓疾患では

調理人は生存 71.4％、死亡 28.6％、店長は

生存 70.0％、死亡 30.0％であった。精神障

害では調理人は生存 85.0％、死亡（自殺）

15.0％、店長は生存 100.0％であり死亡（自
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殺）はなかった。 

 

2) 事業場規模・業種・職種 
 脳・心臓疾患及び精神障害ともに、50人

未満の事業場（脳・心臓疾患 75.4%、精神障

害 66.7%）の事案が多かった。 

 「宿泊業・飲食サービス業」の業種（中分

類）では、外食産業、宿泊業、持ち帰り・配

達飲食サービス業に分類され、外食産業に

おいては、調理人と店長以外に、店員や営

業、それ以外が含まれた（表 1-2）。 

 

3) 決定時の疾患 
 3-1) 脳・心臓疾患 
 脳・心臓疾患では、調理人は脳疾患

（77.1％）が心臓疾患（22.9％）と比して多

かったが、店長は脳疾患と心臓疾患がそれ

ぞれ 50.0％と同程度の割合であった。疾患

を詳細に見ると（表 1-3-1）、調理人は脳内

出血（脳出血）（40.0％）とくも膜下出血

（28.6％）が、店長は脳内出血（脳出血）

（30.0％）と心筋梗塞（23.3％）が多かった。 

3-2) 精神障害 
精神障害では、調理人及び店長ともに F3

（気分[感情]障害）（調理人 45.0％、店長

43.8％）及び F4（神経症性障害、ストレス

関連障害及び身体表現性障害）（調理人

55.0％、店長 56.3％）がほぼ同じ割合であ

った。表 1-3-2 を見ると、調理人及び店長

ともに、F32（うつ病エピソード）（調理人

45.0％、店長 37.5％）が最も多く、次いで

F43.2（適応障害）（調理人 25.0％、店長

25.0％）が多かった。 

 

2. 労働条件等一般的事項（脳・心臓疾患） 
 表 1-1-2 に脳・心臓疾患における労働条

件等一般的事項（所定休日、出退勤の管理状

況及び就業規則等）と前駆症状を示した。 

 所定休日は、調理人及び店長ともに週休 1

日制の事案数が顕著であり（調理人 51.4％、

店長 36.7％）、記載なし/不明の事案も多か

った（調理人 40.0％、店長 60.0％）。 

 出退勤の管理状況は、調理人はタイムカ

ード（51.4％）と本人の申告（45.7％）が多

く、店長はタイムカード（56.7％）が最も多

かった。 

 就業規則がある事案は、調理人が 51.4％、

店長が 53.3％であった。賃金規程がある事

案は、調理人が 40.0％、店長が 53.3％であ

った。 

 健康診断の実施率は、全体で 35.4％、調

理人は 31.4％、店長は 40.0％であった。 

面接指導の実施率は、全体で 15.4％、調

理人は 5.7％であったが、店長は 26.7％で

あった。 

 既往歴があった事案は、調理人は 31.4％、

店長は 26.7％であり、頭痛や胸部痛などの

前駆症状があったものは、調理人は 17.1％、

店長は 23.3％であった。 

  

3. 労災認定要因 
表 1-4-1 では脳・心臓疾患における労災

認定要因、表 1-4-2 では心理的負荷による

精神障害の出来事を示した。 

1) 脳・心臓疾患 
異常な出来事による労災認定はなかった

が、労働時間又は労働時間以外の負荷要因

により評価される短期間の過重業務につい

ては調理人は 14.3％、店長は 20.0％、長期

間の過重業務については調理人及び店長と

もに全ての事案で該当していた。  

全ての事案で長期間の過重業務が認定さ

れていたことから、時間外労働時間（発症前

1か月から 6か月まで）を表 1-5に示した。

発症前の 1 か月から 6 か月にかけて時間外

労働時間数は、調理人及び店長ともに全て

の月で 100 時間を超えていた。例えば、発

症前 1 か月の時間外労働時間数は、調理人

が平均 115.5 時間、最大 288.0 時間、店長

が平均 116.6 時間、最大 204.7 時間であっ

た。 

また、長時間労働と関連する要因として考

えられる負荷業務を表 1-6 に示した。調理

人は、開店・閉店作業が 23件（65.7％）と

最も多く、複数の業務が 18 件（51.4％）、

休憩の取得不足が 13 件（37.1％）、人手不

足が 12 件（34.3％）、繁忙期の超過勤務が

7 件（20.0％）、休日の取得不足が 5 件

（14.3％）の順で次いだ。店長は、複数の業

務が 28件（93.3％）と最も多く、休日の取

得不足が 17 件（56.7％）、開店・閉店作業

が 16件（53.3％）、人手不足が 13件（43.3％）、

休憩の取得不足が 10 件（33.3％）、繁忙期

の超過勤務が 5件（16.7％）の順で次いだ。 

 労働時間以外の負荷要因（長期間の過重

業務による認定）を見ると、調理人は拘束時
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間の長い勤務（28.6％）が最も多く、次いで

交代勤務・深夜勤務（14.3％）及び作業環境

（14.3％）であった。店長も拘束時間の長い

勤務（40.0％）が最も多く、次いで交代勤

務・深夜勤務（30.0％）であった。 

2) 精神障害 
 「特別な出来事」のうち、「心理的負荷が

極度のもの」はなかったが、「極度の長時間

労働」は調理人 4 件（21.1％）、店長 3 件

（18.8％）であった。「恒常的な長時間労働 」

は調理人 6件（31.6％）、店長 7件（43.8％）

であった。 

 「具体的出来事」では、調理人と店長で共

通しており、長時間労働にも該当する「仕事

の量・質」のうち「1か月に 80 時間以上の

時間外労働を行った」（調理人 21.1％、店長

31.3％）が最も多かった。調理人と店長で異

なっていた出来事を見ると、調理人は「対人

関係」のうち「（ひどい）嫌がらせ、いじめ、

又は暴行を受けた」（26.3％）と「上司との

トラブルがあった」（15.8％）が多かった。

それに対し、店長は「役割・地位の変化等」

（「配置転換があった」18.8％と「転勤をし

た」12.5％）が多かった。 
 

4. 典型事例 
外食産業の調理人と店長の労災認定事案

の典型事例を脳・心臓疾患については図 1-

1に、精神障害については図 1-2に示した。

以下に特徴的な 4件の事例を提示した。 

 

1) 脳・心臓疾患 
【事例 1-1】30 歳代男性、調理人 

・疾患名：心筋梗塞 

・労災認定要因：長期間の過重業務 

・時間外労働時間：発症前 1 か月に 100 時

間以上 

・労働時間以外の負荷要因：特になし 

・和食店の調理師として勤務し、発症前 1

か月に 100 時間以上の時間外労働あり。休

日出勤や閉店時間を過ぎても客が帰らず時

間通りに仕事が終わらない時もあり。自室

で心肺停止状態になっているのを両親が発

見し救急搬送されるも、死亡と診断 
 
【事例 1-2】40 歳代男性、店長 

・疾患名：狭心症 

・労災認定要因：長期間の過重業務 

・時間外労働時間：発症前 1 か月に 100 時

間以上 

・労働時間以外の負荷要因：拘束時間の長

い勤務、出張の多い業務、精神的緊張を伴

う業務 

・中華料理店の 2 店舗にて店長兼調理人と

して勤務していた。期日までのメニュー改

定作業等があり、仕事場で仕込み作業中、

意識を失い、病院に救急搬送され「狭心症」

と診断 
 
2) 精神障害 
【事例 2-1】20 歳代男性、調理人 

・疾患名：適応障害 

・業務以外の要因：特になし 

・労災認定要因：（ひどい）嫌がらせ、い

じめ、暴行を受けた 

・レストランの調理師として勤務し、仕事

の能率等に対し、上司の暴言や暴力が約 6

か月にわたり行われ、「うつ病」と診断 

 

【事例 2-2】30 歳代男性、店長 

・疾患名：適応障害 

・業務以外の要因：特になし 

・労災認定要因：1 か月に 80 時間以上の時

間外労働・レストランの店長兼エリアマネ

ージャーとして勤務していた。エリア内店

舗社員不在時や震災後の計画停電日の出

勤が続き、売上げ低下による人員削減で長

時間労働となった。勤務中、発作により緊

急搬送され「うつ病」と診断 

 

Ｄ．考察 

本研究では、外食産業において調理人と

店長の役職に就く対象者に注目し、データ

ベースを用いて実態と背景要因を明らかに

することを目的とした。 

 発症時年齢は、脳・心臓疾患では調理人が

50歳代、店長が 40歳代であったのに対し、

精神障害では調理人が 29歳以下、店長が 30

歳代と、精神障害の方が若年齢層が多かっ

た。事業場規模は、脳・心臓疾患と精神障害

ともに 50 人未満の小規模の事業場が多か

った。また、決定時の疾患は、脳・心臓疾患

では、調理人は脳疾患が多かったが、店長は

脳疾患と心臓疾患の割合が同程度であった。

精神障害では、調理人及び店長ともに、うつ

病エピソードと適応障害が多かった。 

 労災認定要因を見ると、調理人及び店長

ともに長時間の過重業務が全ての事案で認
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められ、発症前 1 か月から 6 か月で時間外

労働時間が 100時間を超えていた。 

労働時間以外では、調理人は拘束時間の

長い業務、交代勤務・深夜勤務、作業環境の

問題、店長も拘束時間の長い勤務や交代勤

務・深夜勤務が挙げられていた。精神障害で

は、「特別な出来事」のうち「極度の長時間

労働」、「恒常的な長時間労働」、及び「具体

的出来事」のうち「仕事の量・質」といった

長時間労働に該当する出来事が多かった。 

また、精神障害では、調理人は、「（ひどい）

嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」、「上

司とのトラブルがあった」などの対人関係

の問題が多かったのに対し、店長は、職種や

職務の変化など「役割・地位の変化等」によ

る問題が多く、職種で異なる点が見られた。 

 これらの結果から、宿泊・飲食サービス業

における外食産業の調理人及び店長につい

ては、長時間労働時間対策を行うとともに、

職種に応じた対策の検討が必要であると考

えられる。これらについて以下にまとめた。 

 

1. 長時間労働対策等について 
平成 27年度研究報告書（文献 4）から得

られた全業種の結果と調理人及び店長の結

果を比較してみた。全業種では、時間外労働

時間は平均 80～90時間、週休 1日制は 2割

程度（22.3％）であったのに対し、調理人

（51.4％）及び店長（36.7％）は、より長時

間に及ぶ労働を行っていたことがわかった。 

また、全業種では就業規則や賃金規程が

ある事案は 7～8割（就業規則 78.8％、賃金

規程 70.1％）であったのに対し、調理人と

店長は約 5 割程度と少なかった。さらに、

健康診断の実施率は全業種の結果（69.1％）

と比較して、調理人（31.4％）及び店長

（40.0％）は低く、特に調理人は低かった。

一方、面接指導の実施率は、全業種の結果

（2.4％）と比較して、店長（26.7％）は約

10倍であった。 

また、人手不足、開店前・開店後の準備や

片づけ、休憩や休日の取得不足、繁忙期の超

過勤務、複数の業務進行の負荷業務は、調査

復命書に詳細な記載がない事例もあるため

負荷業務の正確な抽出に限界はあるが、少

なくとも長時間労働の要因として示唆され

た。これらのことから、調理人及び店長とも

に適切な労働時間管理、休日の確保などの

労働時間対策とともに、健康診断の実施等

健康管理対策の強化や負荷業務などの削減

を図る必要があると考えられる。 

 

2. 職種で異なる対策の必要性 
調理人は長い拘束時間、交代・深夜勤務、

厨房での高温等の環境での作業、暴行・暴

力、上司とのトラブルといった対人関係の

問題が課題として挙げられる。一方、店長は

職務・職場の変化や、店長業務だけでなく厨

房作業、接客といった多面的な役割があり、

これらの負担を事業場全体で軽減し改善す

る必要があると考えられる。 

 

3. 本研究の今後の課題 
本研究において、店長は 1 店舗だけでな

く複数店舗の店長の兼任や、店長とエリア

マネージャーの兼任などの事案が認められ

るが、これらに関し、さらに詳細な分析が必

要である。今後、このように複数店舗やエリ

アマネージャー等の職務兼任による事案に

も注目して分析を行う必要がある。 

 

Ｅ．結論 

本研究の結果、これまで詳細が報告され

ていなかった外食産業の調理人と店長の役

職に就く対象者における過労死等の実態と

背景要因の一端が明らかとなった。発症時

年齢は、脳・心臓疾患では、調理人が 50歳

代、店長が 40歳代であったのに対し、精神

障害では、調理人が 29 歳以下、店長が 30

歳代と、精神障害の方が若年齢層が多かっ

た。事業場規模は、脳・心臓疾患及び精神障

害ともに 50 人未満の小規模の事業場が多

かった。また、脳・心臓疾患と精神障害の両

事案で長時間にわたる労働が認められた。

これらのことから、調理人及び店長ともに

適切な労働時間管理、休日の確保などの労

働時間対策とともに、健康診断の実施等健

康管理対策の強化や負荷業務などの削減を

図る必要があると考えられる。さらに、精神

障害では、調理人は対人関係の問題、店長は

役割・地位の変化等による問題が多く、職種

で異なる点が認められた。今後は職種に応

じたメンタルヘルス対策の検討が必要と考

えられる。 

 

Ｆ．健康危険情報 
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なし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

なし 

２．学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む。） 

１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 

なし 
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表 1-1-1. 外食産業の調理人と店長における労災認定事案の概要 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

性別

男性 32 (91.4) 27 (90.0) 17 (85.0) 13 (81.3) 49 (89.1) 40 (87.0) 89 (88.1)

女性 3 (8.6) 3 (10.0) 3 (15.0) 3 (18.8) 6 (10.9) 6 (13.0) 12 (11.9)

　 合　計 35 (100.0) 30 (100.0) 20 (100.0) 16 (100.0) 55 (100.0) 46 (100.0) 101 (100.0)

発症時年齢

29歳以下 2 (5.7) 1 (3.3) 8 (40.0) 4 (25.0) 10 (18.2) 5 (10.9) 15 (14.9)

30～39歳 8 (22.9) 8 (26.7) 6 (30.0) 8 (50.0) 14 (25.5) 16 (34.8) 30 (29.7)

40～49歳 6 (17.1) 12 (40.0) 3 (15.0) 4 (25.0) 9 (16.4) 16 (34.8) 25 (24.8)

50～59歳 15 (42.9) 7 (23.3) 2 (10.0) 0 (0.0) 17 (30.9) 7 (15.2) 24 (23.8)

60～69歳 4 (11.4) 2 (6.7) 1 (5.0) 0 (0.0) 5 (9.1) 2 (4.3) 7 (6.9)

70歳以上 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

　 合　計 35 (100.0) 30 (100.0) 20 (100.0) 16 (100.0) 55 (100.0) 46 (100.0) 101 (100.0)

生死

生存 25 (71.4) 21 (70.0) 17 (85.0) 16 (100.0) 42 (76.4) 37 (80.4) 79 (78.2)

死亡 10 (28.6) 9 (30.0) 3 (15.0) 0 (0.0) 13 (23.6) 9 (19.6) 22 (21.8)

　 合　計 35 (100.0) 30 (100.0) 20 (100.0) 16 (100.0) 55 (100.0) 46 (100.0) 101 (100.0)

事業場規模

10人未満 12 (34.3) 11 (36.7) 3 (15.0) 5 (31.3) 15 (27.3) 16 (34.8) 31 (30.7)

10～49人 15 (42.9) 11 (36.7) 10 (50.0) 6 (37.5) 25 (45.5) 17 (37.0) 42 (41.6)

50～99人 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (5.0) 2 (12.5) 1 (1.8) 2 (4.3) 3 (3.0)

100～499人 3 (8.6) 2 (6.7) 2 (10.0) 1 (6.3) 5 (9.1) 3 (6.5) 8 (7.9)

500～999人 1 (2.9) 0 (0.0) 1 (5.0) 2 (12.5) 2 (3.6) 2 (4.3) 4 (4.0)

1000人以上 2 (5.7) 2 (6.7) 1 (5.0) 0 (0.0) 3 (5.5) 2 (4.3) 5 (5.0)

記載無/不明　 2 (5.7) 4 (13.3) 2 (10.0) 0 (0.0) 4 (7.3) 4 (8.7) 8 (7.9)

　 合　計 35 (100.0) 30 (100.0) 20 (100.0) 16 (100.0) 55 (100.0) 46 (100.0) 101 (100.0)

疾患名（脳・心臓疾患）

脳疾患 27 (77.1) 15 (50.0) 42 (64.6)

心臓疾患 8 (22.9) 15 (50.0) 23 (35.4)

　 合　計 35 (100.0) 30 (100.0) 65 (100.0)

疾患名（精神障害）

F3 9 (45.0) 7 (43.8) 16 (44.4)

F4 11 (55.0) 9 (56.3) 20 (55.6)

　 合　計 20 (100.0) 16 (100.0) 36 (100.0)

店長

全 体

合計

脳・心臓疾患 精 神 障 害

調理人 店長 調理人 店長 調理人
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表 1-1-2. 脳・心臓疾患における労働条件等一般的事項（所定休日、出退勤の管理状況、

就業規則等）と前駆症状（業務上：調理人と店長） 

n % n % n %

所定休日

週休1日制 18 (51.4) 11 (36.7) 29 (44.6)

隔週週休2日制 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

完全週休2日制 3 (8.6) 1 (3.3) 4 (6.2)

記載なし/不明 14 (40.0) 18 (60.0) 32 (49.2)

35 (100.0) 30 (100.0) 65 (100.0)

出退勤の管理状況*1

タイムカード 18 (51.4) 17 (56.7) 35 (53.8)

出勤簿 2 (5.7) 3 (10.0) 5 (7.7)

管理者による確認 5 (14.3) 3 (10.0) 8 (12.3)

本人の申告 16 (45.7) 3 (10.0) 19 (29.2)

記載なし/不明 10 (28.6) 8 (26.7) 18 (27.7)

就業規則

なし 14 (40.0) 11 (36.7) 25 (38.5)

あり 18 (51.4) 16 (53.3) 34 (52.3)

記載なし/不明 3 (8.6) 3 (10.0) 6 (9.2)

合計 35 (100.0) 30 (100.0) 65 (100.0)

賃金規程

なし 17 (48.6) 10 (33.3) 27 (41.5)

あり 14 (40.0) 16 (53.3) 30 (46.2)

記載なし/不明 4 (11.4) 4 (13.3) 8 (12.3)

合計 35 (100.0) 30 (100.0) 65 (100.0)

健康診断

なし 21 (60.0) 14 (46.7) 35 (53.8)

あり 11 (31.4) 12 (40.0) 23 (35.4)

記載なし/不明 3 (8.6) 4 (13.3) 7 (10.8)

合計 35 (100.0) 30 (100.0) 65 (100.0)

面接指導

なし 29 (82.9) 18 (60.0) 47 (72.3)

あり 2 (5.7) 8 (26.7) 10 (15.4)

記載なし/不明 4 (11.4) 4 (13.3) 8 (12.3)

合計 35 (100.0) 30 (100.0) 65 (100.0)

既往歴

なし 19 (54.3) 18 (60.0) 37 (56.9)

あり 11 (31.4) 8 (26.7) 19 (29.2)

記載なし/不明 5 (14.3) 4 (13.3) 9 (13.8)

合計 35 (100.0) 30 (100.0) 65 (100.0)

前駆症状

なし 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

あり 6 (17.1) 7 (23.3) 13 (20.0)

頭痛 6 (17.1) 6 (20.0) 12 (18.5)

胸部痛 0 (0.0) 2 (6.7) 2 (3.1)

その他 5 (14.3) 2 (6.7) 7 (10.8)

記載なし/不明 29 (82.9) 23 (76.7) 52 (80.0)

合計 35 (100.0) 30 (100.0) 65 (100.0)

*1出退勤の管理状況が複数該当している事例もある。

調理人 店長 全体
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表 1-2. 業種・職種別のクロス集計表（業務上：宿泊・飲食サービス業） 

  

n (%) n (%) n (%)

外食産業

調理人 35 (30.7) 20 (23.3) 55 (27.5)

店長 30 (26.3) 16 (18.6) 46 (23.0)

店員 0 (0.0) 18 (20.9) 18 (9.0)

営業 3 (2.6) 0 (0.0) 3 (1.5)

その他 11 (9.6) 4 (4.7) 15 (7.5)

合計 79 (69.3) 58 (67.4) 137 (68.5)

宿泊業

調理人 12 (10.5) 7 (8.1) 19 (9.5)

フロント 2 (1.8) 7 (8.1) 9 (4.5)

店員 1 (0.9) 4 (4.7) 5 (2.5)

支配人 7 (6.1) 2 (2.3) 9 (4.5)

管理職 0 (0.0) 2 (2.3) 2 (1.0)

営業 2 (1.8) 0 (0.0) 2 (1.0)

その他 5 (4.4) 1 (1.2) 6 (3.0)

合計 29 (25.4) 23 (26.7) 52 (26.0)

持ち帰り・配達飲食サービス業

調理人 4 (3.5) 2 (2.3) 6 (3.0)

店長 2 (1.8) 1 (1.2) 3 (1.5)

店員 0 (0.0) 1 (1.2) 1 (0.5)

その他 0 (0.0) 1 (1.2) 1 (0.5)

合計 6 (5.3) 5 (5.8) 11 (5.5)

合　計 114 (100.0) 86 (100.0) 200 (100.0)

脳・心臓疾患 精 神 障 害 合計

調査復命書記載の職種



96 
 

表 1-3-1. 脳・心臓疾患別のクロス集計表（業務上：調理人と店長） 

疾患名

n (%) n (%) n (%)

脳疾患

くも膜下出血 10 (28.6) 4 (13.3) 14 (21.5)

脳梗塞 3 (8.6) 2 (6.7) 5 (7.7)

脳内出血（脳出血） 14 (40.0) 9 (30.0) 23 (35.4)

合計 27 (77.1) 15 (50.0) 42 (64.6)

心臓疾患

心停止（心臓性突然死を含む） 3 (8.6) 6 (20.0) 9 (13.8)

解離性大動脈瘤 3 (8.6) 0 (0.0) 3 (4.6)

心筋梗塞 2 (5.7) 7 (23.3) 9 (13.8)

狭心症 0 (0.0) 2 (6.7) 2 (3.1)

8 (22.9) 15 (50.0) 23 (35.4)

合計 35 (100.0) 30 (100.0) 65 (100.0)

調理人 店長 全体

 
 

 

 

表 1-3-2. 精神障害別のクロス集計表（業務上：調理人と店長） 
疾 患 名

n (%) n (%) n (%)
F3 気分（感情）障害

F31 双極性感情障害 0 (0.0) 1 (6.3) 1 (2.8)

F32 うつ病エピソード 9 (45.0) 6 (37.5) 15 (41.7)

F33 反復性うつ病性障害 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

F3のその他 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

合計 9 (45.0) 7 (43.8) 16 (44.4)

F4 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

F41 その他の不安障害 1 (5.0) 1 (6.3) 2 (5.6)

F43 重度ストレスへの反応及び適応障害

F43.0 急性ストレス反応 1 (5.0) 0 (0.0) 1 (2.8)

F43.1 外傷後ストレス障害 1 (5.0) 1 (6.3) 2 (5.6)

F43.2 適応障害 5 (25.0) 4 (25.0) 9 (25.0)

F43のその他 1 (5.0) 0 (0.0) 1 (2.8)

F44 解離性（転換性）障害 2 (10.0) 3 (18.8) 5 (13.9)

F45 身体表現性障害 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

合計 11 (55.0) 9 (56.3) 20 (55.6)

合　計 20 (100.0) 16 (100.0) 36 (100.0)

調理人 店長 合計
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表 1-4-1. 脳・心臓疾患の事案における労災認定要因（業務上：調理人と店長） 

n*1 (%)*2 n*1 (%)*2 n*1 (%)*2

異常な出来事 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

短期間の過重業務 5 (14.3) 6 (20.0) 11 (16.9)

長期間の過重業務 35 (100.0) 30 (100.0) 65 (100.0)

不規則な勤務 1 (2.9) 4 (13.3) 5 (7.7)

拘束時間の長い勤務 10 (28.6) 12 (40.0) 22 (33.8)

出張の多い業務 1 (2.9) 1 (3.3) 2 (3.1)

交代勤務・深夜勤務 5 (14.3) 9 (30.0) 14 (21.5)

作業環境 5 (14.3) 1 (3.3) 6 (9.2)

温度 1 (2.9) 0 (0.0) 1 (1.5)

騒音 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

時差 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

精神的緊張を伴う業務 3 (8.6) 2 (6.7) 5 (7.7)

その他 2 (5.7) 3 (10.0) 5 (7.7)

*2  労災認定事案数（調理人n=35、店長n=30）を100として、各労災認定要因数の割合を算出。

*1  労災認定要因が複数該当している事例もある。

調理人 店長 合計

長期間の過重業務における労働時間以外の負荷要因
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表 1-4-2. 心理的負荷による精神障害の事案における出来事（業務上：調理人と店長） 

n*1 (%)*2 n*1 (%)*2 n*1 (%)*2

0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

4 (21.1) 3 (18.8) 7 (20.0)

6 (31.6) 7 (43.8) 13 (37.1)

具体的出来事*3

出来事の類型

1. （重度の）病気やケガをした 1 (5.3) 1 (6.3) 2 (5.7)

2. 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした 1 (5.3) 1 (6.3) 2 (5.7)

合計 2 (10.5) 2 (12.5) 4 (11.4)

3. 業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

4. 会社の経営に影響する等の重大な仕事上のミスをした 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

5. 会社で起きた事故・事件について、責任を問われた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

6. 自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

7. 業務に関連し、違法行為を強要された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

8. 達成困難なノルマが課された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

9. ノルマが達成できなかった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

10. 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

11. 顧客や取引先から無理な注文を受けた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

12. 顧客や取引先からクレームを受けた 1 (5.3) 1 (6.3) 2 (5.7)

13. 大きな説明会や公式の場での発表を強いられた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

14. 上司が不在になることにより、その代行を任された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

合計 1 (5.3) 1 (6.3) 2 (5.7)

15. 仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

16. 1ヶ月に80時間以上の時間外労働を行った 4 (21.1) 5 (31.3) 9 (25.7)

17. 2週間（12日）以上にわたって連続勤務を行った 1 (5.3) 3 (18.8) 4 (11.4)

18. 勤務形態に変化があった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

19. 仕事のペース、活動の変化があった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

合計 5 (26.3) 8 (50.0) 13 (37.1)

20. 退職を強要された 0 (0.0) 1 (6.3) 1 (2.9)

21. 配置転換があった 1 (5.3) 3 (18.8) 4 (11.4)

22. 転勤をした 1 (5.3) 2 (12.5) 3 (8.6)

23. 複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

24. 非正規社員であるとの理由により、仕事上の差別、不利益取り扱いを受けた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

25. 自分の昇格・昇進があった 1 (5.3) 1 (6.3) 2 (5.7)

26. 部下が減った 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

27. 早期退職制度の対象となった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

28. 非正規社員である自分の契約満了が迫った 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

合計 3 (15.8) 7 (43.8) 10 (28.6)

29. （ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた 5 (26.3) 1 (6.3) 6 (17.1)

30. 上司とのトラブルがあった 3 (15.8) 1 (6.3) 4 (11.4)

31. 同僚とのトラブルがあった 1 (5.3) 0 (0.0) 1 (2.9)

32. 部下とのトラブルがあった 0 (0.0) 1 (6.3) 1 (2.9)

33. 理解してくれていた人の異動があった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

34. 上司が替わった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

35. 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

合計 9 (47.4) 3 (18.8) 12 (34.3)

⑥セクシュアルハラスメント 36. セクシュアルハラスメントを受けた 1 (5.3) 0 (0.0) 1 (2.9)

出来事の合計 21 21 42
*1  出来事数を表記。
*2  認定基準によって認定された労災認定事案数（調理人n=19、店長n=16、全体n=35）を100として、各出来事数の割合を算出。
*3 具体的出来事が複数該当している事例もある。

②仕事の失敗、
過重な責任等の発生

③仕事の量・質

④役割・地位の
変化等

⑤対人関係

特別な出来事
　　心理的負荷が極度のもの
　　極度の長時間労働

調理人（n=19） 店長（n=16） 全体（n=35）

恒常的な長時間労働

①事故や災害の体験
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表 1-5. 脳・心臓疾患の事案における発症 6か月前の時間外労働時間数 

（業務上：外食産業（調理人と店長）） 

n 平均値 標準偏差 最大値 n 平均値 標準偏差 最大値 n 平均値 標準偏差 最大値

発症前1か月 34 115.5 49.5 288.0 30 116.6 48.0 204.7 64 116.0 48.4 288.0

発症前2か月 31 115.2 56.1 287.0 27 110.3 46.3 242.2 58 112.9 51.3 287.0

発症前3か月 27 118.6 45.4 283.5 26 113.3 40.1 217.4 53 116.0 42.6 283.5

発症前4か月 27 120.4 50.1 288.5 23 126.0 43.3 256.8 50 123.0 46.7 288.5

発症前5か月 26 114.6 46.5 285.0 22 119.4 52.9 295.2 48 116.8 49.1 295.2

発症前6か月 26 109.7 51.4 297.0 22 111.0 52.7 247.0 48 110.3 51.5 297.0

注1：長期間の過重業務による認定事案のみが対象で、短期間の過重業務による認定事案と異常な出来事による認定事案は含まれな

い。

注2：長期間の過重業務による労災認定において時間外労働時間の評価期間は事案によって異なり、調査復命書に記載されているすべて

の労働時間を対象とした。

注3：全体事案数には調査復命書に時間外労働時間の記載のないものも含み、評価期間に関わらず発症前1か月から6か月までを対象と

した。

注4：発症前各月の時間外労働時間について、確認できた事案を集計し、平均して算出した。

調理人 店長 全体

 

 

 

 

表 1-6. 脳・心臓疾患の事案における負荷業務 

（業務上：外食産業（調理人と店長）) 

ｎ
*3

(％)
*4

ｎ
*3

(％)
*4

人手不足 12 (34.3) 13 (43.3)

開店前・閉店後の準備や片づけ 23 (65.7) 16 (53.3)

休憩の取得不足 13 (37.1) 10 (33.3)

休日の取得不足 5 (14.3) 17 (56.7)

繁忙期の超過勤務 7 (20.0) 5 (16.7)

複数の業務
*1*2 18 (51.4) 28 (93.3)

*4  認定事案数（調理人n=19、店長n=16、全体n=35）を100として、各負荷業務数の割合を算出。

調理人 店長

*1 調理人は厨房内作業（仕込み・調理・食材の補充・後片付け）以外の業務（接客・売上集計

等）があった場合。
*2 店長は店長業務（数値管理:売上管理・人件費管理等、管理業務全般:人材管理・清掃管理・

金銭管理・労務管理等）以外の業務（厨房内作業・接客・企画考案・併任等）があった場合。
*3  業務内容が複数該当している事例もある。
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あ
り

、
ま

た
深

夜
勤

務
が

常
態

と
な

っ
て

い
た

。
通

勤
途

上
の

駅
の

待
合

室
の

椅
子

に
ぐ

っ
た

り
と

し
て

い
る

と
こ

ろ
を

乗
客

に
発

見
さ

れ
た

。
救

急
搬

送
さ

れ
た

が
病

院
で

死
亡

が
確

認
さ

れ
、

「
心

停
止

」
と

診
断

さ
れ

た
。

3
0
-
3
9
歳

長
期

過
重

・
不

規
則

な
勤

務
・
拘

束
時

間
の

長
い

勤
務

・
交

代
勤

務
・
深

夜
勤

務
・
作

業
環

境
・
精

神
的

緊
張

を
伴

う
業

務

厨
房

内
作

業
*
1
・
接

客

3
0
代

男
性

。
和

食
店

の
調

理
師

と
し

て
勤

務
し

て
い

た
。

発
症

前
1
か

月
に

1
0
0
時

間
以

上
の

時
間

外
労

働
が

あ
り

長
時

間
労

働
が

あ
っ

た
。

休
日

出
勤

や
閉

店
時

間
を

過
ぎ

て
も

客
が

残
っ

て
い

る
こ

と
も

あ
り

時
間

を
過

ぎ
て

も
仕

事
が

終
わ

ら
な

い
時

も
あ

っ
た

。
自

室
で

心
肺

停
止

状
態

に
な

っ
て

い
る

の
を

両
親

が
発

見
し

救
急

搬
送

さ
れ

る
も

、
死

亡
が

確
認

さ
れ

た
。

調
理

人
4
0
-
4
9
歳

長
期

過
重

・
拘

束
時

間
の

長
い

勤
務

厨
房

内
作

業
*
1
・
接

客
・
売

上
集

計

4
0
代

男
性

。
寿

司
飲

食
店

の
調

理
、

接
客

、
販

売
等

に
従

事
し

て
い

た
。

発
症

前
1
か

月
間

に
約

1
4
0
時

間
の

時
間

外
労

働
が

あ
っ

た
。

被
災

者
が

出
勤

日
で

も
出

社
し

て
こ

な
い

た
め

、
同

僚
が

様
子

を
見

に
行

っ
た

と
こ

ろ
、

被
災

者
が

「
脳

内
出

血
」
で

倒
れ

て
い

た
。

救
急

車
で

病
院

に
搬

送
さ

れ
た

が
、

死
亡

が
確

認
さ

れ
た

。

2
0
代

男
性

。
イ

タ
リ

ア
ン

レ
ス

ト
ラ

ン
店

に
て

調
理

を
担

当
。

発
症

前
1
か

月
か

ら
2
か

月
に

お
け

る
1
か

月
あ

た
り

の
平

均
時

間
外

労
働

時
間

は
9
4
時

間
と

長
時

間
労

働
が

あ
っ

た
。

閉
店

作
業

準
備

中
、

冷
蔵

庫
前

で
顔

色
が

真
っ

青
で

意
識

が
な

い
状

態
で

あ
っ

た
。

救
急

搬
送

さ
れ

心
肺

停
止

の
ま

ま
死

亡
に

至
っ

た
。

＜
職

種
＞

＜
年

代
＞

2
9
歳

以
下

長
期

過
重

厨
房

内
作

業
*
1
・
接

客
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＜
業

種
＞

＜
職

種
＞

＜
負

荷
要

因
＞

＜
背

景
要

因
＞

＜
主

な
事

例
＞

(n
=

8,
(9

%
)

(n
=

20
,

(2
3%

)
(n

=
6,

(7
%

)

(n
=

58
,

(6
7%

)
(n

=
3,

(4
%

)

(n
=

2,
(2

%
)

(n
=

1,
(1

%
)

(n
=

23
,

(2
7%

)
(n

=
4,

(5
%

)

(n
=

16
,

(1
9%

)
(n

=
8,

(9
%

)

(n
=

5,
(6

%
)

店
員

等
(n

=
4,

(5
%

)

(n
=

18
,

(2
1%

)
*1

 厨
房

内
作

業
（

仕
込

み
・

調
理

・
食

材
の

補
充

・
後

片
付

け
）

*2
 店

長
業

務
（

数
値

管
理

:売
上

管
理

・
人

件
費

管
理

等
、

管
理

業
務

全
般

:人
材

管
理

・
清

掃
管

理
・

金
銭

管
理

・
労

務
管

理
等

）

図
1-

2.
 外

食
産
業
に
お
け
る
労
災
認
定
事
案
の
典
型
事
例
（
精
神
障
害
）

店
長

30
-3

9歳
極

度
の

長
時

間
労

働
・

恒
常

的
な

長
時

間
労

働
・

対
人

関
係

・
仕

事
の

量
・

質
・

役
割

・
地

位
の

変
化

店
長

業
務

*2
・

接
客

・
厨

房
内

作
業

*1
・

企
画

考
案

・
併

任

30
代

男
性

。
レ

ス
ト

ラ
ン

店
に

店
長

兼
エ

リ
ア

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

と
し

て
勤

務
。

担
当

エ
リ

ア
内

の
店

舗
に

社
員

が
不

在
時

や
震

災
後

の
計

画
停

電
日

に
出

勤
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

状
態

が
続

き
、

売
り

上
げ

低
下

に
よ

る
人

員
削

減
で

長
時

間
労

働
と

な
っ

て
お

り
、

発
病

直
前

の
連

続
し

た
６

か
月

間
に

、
１

か
月

当
た

り
約

90
~

15
0時

間
の

時
間

外
労

働
を

行
っ

て
い

た
。

腹
痛

や
目

ま
い

、
吐

き
気

等
の

症
状

に
悩

ま
さ

れ
、

勤
務

中
に

同
様

の
発

作
に

よ
り

緊
急

搬
送

、
「

う
つ

病
」

と
診

断
さ

れ
た

。

持
ち

帰
り

・
配

達
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

40
-4

9歳
極

度
の

長
時

間
労

働
・

恒
常

的
な

長
時

間
労

働
・

仕
事

の
量

・
質

・
役

割
・

地
位

の
変

化

店
長

業
務

*2
・

接
客

・
厨

房
内

作
業

*1
・

企
画

考
案

・
併

任

40
代

男
性

。
物

品
販

売
に

係
る

業
務

か
ら

事
業

場
が

展
開

す
る

う
ど

ん
店

2店
舗

の
店

長
と

し
て

併
任

。
被

災
者

は
本

人
受

諾
の

上
で

う
ど

ん
店

に
移

動
と

な
り

、
全

く
異

な
る

職
種

へ
の

配
置

転
換

と
な

っ
た

。
多

大
な

労
力

を
要

す
る

ほ
ど

の
困

難
な

業
務

で
あ

っ
た

が
、

社
員

の
人

数
が

少
な

い
た

め
休

日
が

減
っ

て
勤

務
時

間
も

長
く

な
り

出
来

事
後

に
月

に
10

0時
間

を
超

え
る

恒
常

的
な

長
時

間
労

働
が

連
続

し
て

い
た

。
出

勤
準

備
中

に
突

然
カ

が
抜

け
て

休
業

、
受

診
し

「
う

つ
病

」
と

診
断

さ
れ

た
。

60
歳

以
上

恒
常

的
な

長
時

間
労

働
・

対
人

関
係

厨
房

内
作

業
*1

60
代

女
性

。
調

理
お

よ
び

ホ
ー

ル
係

と
し

て
勤

務
し

て
い

た
。

店
長

か
ら

殴
る

蹴
る

等
の

ひ
ど

い
暴

行
を

受
け

、
顔

面
両

肩
関

節
・

腹
部

・
胸

部
打

撲
、

肋
骨

骨
折

と
診

断
さ

れ
治

療
。

被
災

者
は

、
暴

行
時

、
恐

怖
心

や
不

安
を

強
く

訴
え

て
お

り
、

「
急

性
ス

ト
レ

ス
反

応
」

と
診

断
さ

れ
た

。

宿
泊

業
29

歳
以

下
極

度
の

長
時

間
労

働
・

恒
常

的
な

長
時

間
労

働
・

対
人

関
係

・
仕

事
の

量
・

質
・

役
割

・
地

位
の

変
化

店
長

業
務

*2
・

接
客

・
厨

房
内

作
業

*1

20
代

男
性

。
ラ

ー
メ

ン
店

の
店

長
兼

調
理

に
従

事
し

て
い

た
。

時
間

外
労

働
時

間
が

発
症

直
前

1か
月

、
2か

月
、

3か
月

で
10

0時
間

を
超

え
て

お
り

、
2週

間
以

上
に

わ
た

る
連

続
勤

務
も

行
っ

て
い

た
。

転
勤

し
た

店
舗

で
店

長
昇

進
が

あ
り

業
務

量
や

責
任

は
増

加
し

、
ま

た
業

務
に

関
し

て
ア

ル
バ

イ
ト

等
部

下
と

の
雰

囲
気

は
悪

か
っ

た
。

開
店

準
備

中
に

倒
れ

、
病

院
に

救
急

搬
送

さ
れ

た
。

「
解

離
性

（
転

換
性

）
障

害
」

と
診

断
さ

れ
た

。

外
食

産
業

40
-4

9歳
恒

常
的

な
長

時
間

労
働

・
対

人
関

係
・

仕
事

の
量

・
質

・
役

割
・

地
位

の
変

化
・

事
故

や
災

害
の

体
験

厨
房

内
作

業
*1

・
接

客
・

売
上

集
計

40
代

男
性

。
ビ

ア
ホ

ー
ル

の
調

理
担

当
と

し
て

勤
務

。
取

引
先

と
ト

ラ
ブ

ル
と

な
っ

た
が

大
き

な
問

題
に

は
な

ら
な

か
っ

た
。

こ
の

た
め

、
通

常
よ

り
早

く
調

理
主

任
に

昇
格

は
し

た
も

の
の

著
し

い
負

担
増

加
は

な
か

っ
た

。
し

か
し

、
連

続
勤

務
が

あ
り

長
時

間
の

労
働

が
あ

っ
た

。
調

理
場

で
意

識
消

失
し

病
院

へ
搬

送
さ

れ
た

が
意

識
消

失
発

作
と

診
断

さ
れ

た
。

そ
の

後
も

気
分

の
落

ち
込

み
等

が
あ

っ
た

た
め

受
診

し
「

う
つ

病
」

と
診

断
さ

れ
た

。

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
86

件
の

内
訳

50
-5

9歳
極

度
の

長
時

間
労

働
・

恒
常

的
な

長
時

間
労

働
厨

房
内

作
業

*1

50
代

男
性

。
割

烹
・

小
料

理
の

料
理

長
と

し
て

勤
務

し
て

い
た

。
恒

常
的

な
長

時
間

労
働

が
あ

り
、

自
殺

直
前

の
1か

月
間

の
時

間
外

労
働

時
間

は
約

13
0時

間
と

仕
事

量
は

増
加

し
て

い
た

。
そ

の
こ

ろ
、

被
災

者
は

混
乱

し
て

通
常

の
状

況
判

断
が

で
き

な
い

よ
う

な
状

態
だ

っ
た

と
判

定
さ

れ
、

自
殺

に
至

っ
た

と
考

え
ら

れ
る

。
自

殺
後

、
「

重
度

ス
ト

レ
ス

反
応

お
よ

び
適

応
障

害
」

と
診

断
さ

れ
、

発
病

時
期

も
推

定
さ

れ
た

。

＜
年

代
＞

29
歳

以
下

極
度

の
長

時
間

労
働

・
恒

常
的

な
長

時
間

労
働

・
対

人
関

係
・

仕
事

の
量

・
質

・
役

割
・

地
位

の
変

化
・

セ
ク

ハ
ラ

厨
房

内
作

業
*1

・
接

客
20

代
男

性
。

レ
ス

ト
ラ

ン
の

調
理

師
と

し
て

勤
務

し
て

い
た

。
被

災
者

の
仕

事
の

能
率

の
悪

さ
や

仕
事

に
対

す
る

理
解

力
不

足
に

対
し

、
上

司
か

ら
の

暴
言

や
暴

力
が

約
6か

月
に

わ
た

っ
て

行
わ

れ
て

い
た

。
こ

の
た

め
、

目
ま

い
や

ま
っ

す
ぐ

に
歩

け
な

い
よ

う
な

こ
と

が
あ

り
、

「
う

つ
病

」
を

発
病

し
て

い
た

と
認

め
ら

れ
た

。

調
理

人
30

-3
9歳

極
度

の
長

時
間

労
働

・
恒

常
的

な
長

時
間

労
働

・
対

人
関

係
・

仕
事

の
量

・
質

・
役

割
・

地
位

の
変

化
・

事
故

や
災

害
の

体
験

厨
房

内
作

業
*1

・
接

客
30

代
男

性
。

懐
石

料
理

店
で

調
理

師
と

し
て

勤
務

し
て

い
た

。
発

症
間

の
1か

月
に

お
い

て
約

17
0時

間
の

時
間

外
労

働
が

あ
っ

た
。

ま
た

、
上

司
か

ら
日

常
的

に
業

務
指

導
と

称
し

て
殴

る
蹴

る
、

火
傷

の
暴

行
、

退
職

を
強

要
す

る
よ

う
な

暴
言

を
受

け
、

「
う

つ
病

エ
ピ

ソ
ー

ド
」

を
発

病
し

た
と

考
え

ら
れ

る
。
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別添４ 

平成２９年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（事案解析） 

 

運輸業・郵便業における過労死（脳・心臓疾患）の予測及び防止を目的とした資料解

析に関する研究 
 

研究分担者 酒井一博 公益財団法人大原記念労働科学研究所 所長 

 

            

研究分担者：佐々木司 

（公益財団法人大原記念労働科学 

研究所研究部・上席主任研究員） 

      

Ａ．研究目的 
本研究は、過労死の労災請求及び支給決定数

が最も多い運輸業・郵便業の死亡・生存事案の

のうち脳・心臓疾患による不支給事案の労災調

査復命書、全 312件を解析し、昨年度までに解

析した支給事案の結果と比較して、その特徴を

記述することを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 
平成 22 年 1 月～平成 27 年 3 月までの脳・

心臓疾患による不支給事案の労災調査復命書

から、運輸業・郵便業の全 312 件を抽出した。

それらの事案が発生した企業の事業規模、発症

者の年齢、雇用年から発症年までの期間、発症

月、発症曜日、発症時刻、死亡・生存と脳・心

臓疾患比率の関係、死亡・生存と脳・心臓疾患

の診断名を業種別に分析し、昨年度までの支給

事案の解析結果（465 件）との比較を試みた。 

また最も件数が多いトラック運転手につい

ては、血縁のある発症者家族の既往歴、喫煙習

慣・喫煙本数、飲酒習慣を新たに解析し、また

脳・心臓疾患発症時の状況、脳・心臓疾患に関

わる時間外労働時間以外の要因（不規則性、長

い拘束時間、多い出張、夜勤・交代勤務、温熱

曝露、騒音曝露、時差、緊張の有無）の発症前

6か月間の特徴に加えて 7時前の乗務開始であ

る「早朝勤務」を解析した。 

さらには昨年度に策定した 8 運行パターン

特性別の発症状況を記述した。それらを踏まえ

て支給、不支給事案の共通点、差異点を明らか

にした。 

（倫理面での配慮） 

公益財団法人大原記念労働科学研究所研究

倫理委員会にて審査され、承認を得た。 

 

Ｃ．研究結果 
1. 運輸業・郵便業におけるデータの特性 

表 1に 312件の運輸業・郵便業の車種比率を

記した。その結果、トラックが 32.1%（支給事

案 58.3%）と最も高い比率を占め、次がタクシ

ーの 23.1%（支給事案 10.8%）、バスの 7.1%（支

給事案 3.2%）であった。一方、運転を行わない

事務職員などの非運転者の比率が 27.6%（支給

10.8%）も占めていた。また不支給事案には支

給事案(6.0%)にあった「配送」はなかった。 

解析には、支給事案と同様、非運転者を除き、

比率の少ないトレーラー、（配送）、タンクロー

リー、ダンプ、コンテナ、ミキサー車をトラッ

クに含めて 124 件として解析することにした。 

【研究要旨】  

運輸業・郵便業における過労死の予測及び防止という目的を達成するために、平成 22年 1

月～平成 27 年 3月までの脳・心臓疾患による不支給事案の労災調査復命書から、運輸業・郵

便業の全 312 件を抽出し、これまで分析を行った支給事案（465 件）の結果と比較した。と

りわけ件数が多かったトラック運転手について詳細解析した。その結果、不支給事案の条件

は、事業場、荷扱い中、長い拘束時間、不規則勤務、早朝勤務、夜勤・交代勤務、50歳代、

雇用 1 年未満と雇用 15 年以上、血縁のある家族の既往歴あり、1 箱以上の喫煙、毎日の飲

酒、健診による過労死(死亡)の低減などの点で支給事案と似ていた。したがって支給事案と

不支給事案の違いは、時間外労働時間の長さを反映していたことになる。一方、支給事案も

不支給事案も脳・心臓疾患にり患しているという共通した事実に注目すれば、本研究で抽出

された時間外労働以外の要因について対策を講じることが、過労死等の防止には重要と考え

られる。 
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その結果、車種比率はトラック 54.9%（支給

事案 82.2%）、タクシー31.9%（支給事案 12.0%）、

バス 9.7%（支給事案 3.6%）、船 3.5%（支給事

案 2.2%）の順となった。不支給事案の比率は、

支給事案とは異なり、トラックが 27.3 ポイン

ト減少していたが、事案数の多さの順番は、支

給事案と変わらなかった（トラック、タクシー、

バス、船の順）。なお、船は件数が 8 例と少な

かったために、参考値として記した。 

 

2. 各車種における発症者データの特徴 

事業場規模は、トラックでは「20 人以上 50

人未満」の事業場の発症者比率が 33.1%と最も

多く、タクシー（58.3%）やバス（63.6%）では、

「100人以上」の事業場が最も多かったことか

ら、車種による違いが見られた。しかしながら、

各車種ともに、最も多い事業場規模は、支給事

案と同様であった（表 2）。 

発症者の平均年齢は、55.4歳（支給事案 54.3

歳）であった。トラック（35.5%）やバス（36.4%）

は「50 歳代」が最も多く、タクシー（59.7%）

では「60歳代」が最も多かった。またバスの平

均発症年齢が 56.0歳（支給事案 49.2 歳）と支

給事案より 6.8ポイントも高かった。しかしな

がらトラックやバスで「40歳代」と「50歳代」、

タクシーで「50 歳代」と「60 歳代」が多かっ

たことは、支給事案と同様であった（表 3）。 

発症者の雇用年から発症年までの期間は、車

種によって異なっていた。トラックは、「1年未

満（15.7%）」と「15年以上(23.5%)」、タクシー

では「1 年未満（18.3%）」と「1 年以上 2 年未

満（12.7%）」、バスでは「6 年以上 7 年未満

（27.3%）」と「1年未満（13.6%）」が多かった。

全体をみると「1 年未満（16.2%）」と「15年以

上（17.6%）」が多かった。この傾向は、支給事

案と同様であった（表 4）。 

発症者の発症月（表 5）は、トラックでは「4

月（11.3%）」、「5月（10.5%）」、「12 月（10.5%）」

が多かった。タクシーは「3月（15.3%）」、「11

月（15.3%）」、バスは「2月（18.2%）」に多かっ

た。全体的にみて、「3月（10.2%）」、「4月（11.5%）」

が多かったが、各月に広く分布しているようで

あった。したがって、夏季と冬季の発症が多い

傾向にあった支給事案とは異なっていた。 

発症曜日（表 6）は、トラックでは「日曜日

（4.8%）」が最も少ない傾向にあったが、他の

業種では、どの曜日にも広く分布していた。支

給事案でみられたウィークディに高く、ウイー

クエンドに低いという特徴は見られなかった。 

発症時刻（表 7）は、トラックが「6時（9.5%）」，

タクシーが「21 時（11.6%）」、バスが「10 時

（18.2%）」、「14時（18.2%）」で最も多かったが、

全体的に昼間に多く、夜間に少ない傾向は共通

していた。この傾向は支給事案と同様であった。 

 

3. 死亡・生存の特徴 

各車種の発症者を死亡と生存に分け、その後、

脳疾患と心臓疾患に分けて関係性を見たもの

が表 8 である。その結果、すべての車種で生存

が死亡より多かった。いずれの車種も、死亡事

案は心臓疾患が多く、生存事案は脳疾患が多い

という点が共通していた。この傾向は、支給事

案と同様であった。 

また表 8 の結果の脳疾患を、くも膜下出血、

脳梗塞、脳出血に 3分類し、心臓疾患を、解離

性大動脈、心筋梗塞、心停止、心不全に 4分類

したのが表 9 である。死亡で多かった心臓疾患

では、すべての車種で心筋梗塞が最も多かった。

生存で多かった脳疾患では、脳出血が多かった。

死亡、生存の疾患の特徴は、支給事案と同様で

あった。 

 

4. トラック発症者の詳細解析 

件数が最も多かったトラック運転手の発症

条件を詳細に解析した。まず、表 10 に発症状

況と家族既往歴の関係を記した。家族の既往歴

が記載されていたのは、支給事案で 75 人

（22.0%）、不支給事案で 28人（22.6%）と少な

かった。そのうち、支給事案の「脳疾患」は 45

件、「心臓疾患」は 30件、不支給事案の「脳疾

患」は 22件、「心臓疾患」は 6件であった。デ

ータは、血縁のある家族で、既往歴が複数分記

されていた場合(例えば父と母)もカウントし

て記した。 

その結果、支給事案の「脳疾患」は 52 件、

「心臓疾患」は 39 件であった。また不支給事

案の「脳疾患」は 24件、「心臓疾患」は 8件で

あった。支給事案では、「脳疾患」にり患した

発症者家族の 65.4%が「脳疾患」、「心臓疾患」

にり患した 61.5%が「心臓疾患」の既往歴があ

った。一方、不支給事例では、「脳疾患」にり

患した発症者の家族の 66.7%が「脳疾患」の既

往歴があったが、「心臓疾患」では、37.5%が「心

臓疾患」の既往歴を示したのみであった。 

図 1 に発症者の喫煙習慣の有無、喫煙本数を

示した。「喫煙習慣あり」は、支給事案 73.3%、

不支給事案 66.9%で最も多かった。そのうち支

給事案（48.0%）、不支給事案（37.3%）とも 1日

の喫煙本数は、「20 本以上 30 本未満」が最も

多かった。この傾向は、両事案で似ていた。 

図 2 に飲酒習慣と飲酒頻度を示した。飲酒習

慣は、支給事案（70.4%）、不支給事案（74.2%）
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とも「飲酒習慣あり」が最も多かった。また飲

酒頻度は、支給事案（35.4%）、不支給事案（39.1%）

とも「毎日」が最も多かった。したがって喫煙

同様、両事案で似ていたことになる。 

脳・心臓疾患発症時の状況を図 3 に示した。

発症状況の勤務外と勤務中の比率は、勤務中の

発症が 86.3%を占め、勤務外は 10.5%に過ぎな

かった。勤務中の発症状況をさらに分析したと

ころ、走行中が 43.9%、事業場が 40.2%であっ

た。勤務外では 92.3%が自宅であった。勤務中

の走行中が最も多かったものの、事業場（40.2%）

の発症も多く、その中でも「荷扱い中（18件、

41.9%）」が多かったことから、この点において

も支給事案と似ていた。 

表 11 に脳・心臓疾患の発症に関わる時間外

労働以外の要因を示した。表は「発症前おおむ

ね 6か月」にチェックした項目に加え、労災調

査復命書から午前 7 時以前から業務が開始さ

れる「早朝勤務」を抽出した。その結果、「拘

束時間が長い（28.4%）」が最も多く、次いで「不

規則な勤務（18.9%）」、「早朝勤務（18.2%）」、

「交代・深夜勤務（16.9%）」であり、支給事案

と似ている結果となった。 

図 4 に「健診あり」、「健診なし」の場合の「既

往症あり」と「既往症なし」の死亡比率と生存

比率を示した。その結果、「既往症あり」、「既

往症なし」にかかわらず、「健診あり」の場合

は、死亡が生存よりも少ない傾向を示した。こ

れは支給事案でも同様であった。 

 

5. トラックの運行パターンと発症の特徴 

 トラックの運行パターンを、 パターン 1「連

続運行タイプ（図 5）」、 パターン 2「連続勤務

タイプ（図 6）」、 パターン 3「短休息期間タイ

プ（図 7）」、パターン 4「 日勤と夜勤の混合と

不規則勤務タイプ（図 8）」、 パターン 5「日勤

型・通常タイプ（図 9）」、パターン 6「早朝出

庫型・通常タイプ（図 10）」、パターン 7「早朝

出庫型・不規則タイプ（図 11）」、パターン 8

「夜勤型・通常タイプ（図 12）」の 8パターン

に分類した。それを踏まえて、発症の特徴を図

13 に示した。 

その結果、発症は、「パターン 6」が 36.3%で

最も多く、次いで「パターン 7」の 21.0%であ

り、いずれも早朝勤務を含むパターンであった。

一方、「パターン 2」は不支給事案には無く、

「パターン 3」は 1.6%と少なかった。 

図 14 に死亡と生存の件数別に運行パターン

を示した。その結果、死亡では「パターン 6」

が 25.5%で最も多く、次いで「パターン 7」の

20.0%であり、生存においても「パターン 6」が

44.9%、「パターン 7」が 21.7%であった。これ

らの運行パターンと発症状況の関係は、支給事

案と似ていた。 

                                         

Ｄ．考察 
不支給事案と支給事案の発症条件は、事業場、

荷扱い中、長い拘束時間、不規則勤務、早朝勤

務、夜勤・交代勤務、発症年齢が 50 歳代、雇

用 1 年未満と雇用 15 年以上、血縁のある家族

の既往歴あり、1 箱以上の喫煙、毎日の飲酒、

健診による死亡の低減などの点で共通してい

た。このことは、支給事案に分類されるか不支

給事案に分類されるかの違いは、時間外労働時

間の差であることを意味している。一方、支給

事案も不支給事案も脳・心臓疾患にり患してい

るという共通した事実に注目すれば、これらの

時間外労働以外の要因について対策を講じる

ことで、過労死等の防止に寄与することが考え

られた。 

 

Ｅ．結論 
本研究は、平成 22 年 1 月～平成 27 年 3 月

までの脳・心臓疾患による不支給事案の労災調

査復命書から、運輸業・郵便業の全 312件を抽

出し、これまで行った支給事案（465件）と比

較した。とりわけ件数が多かったトラック運転

手の事案を詳細解析した。その結果、不支給事

案の条件はおおむね支給事案の被災条件に似

ていた。これらのことから、運輸・郵便業の脳・

心臓疾患を減らすためには、本研究で明らかに

なった労働時間以外の被災条件対策が必要と

結論づけた。 

 

Ｆ．健康危険情報 
 なし 

 

Ｇ．研究発表 
1. 論文発表 

なし 

2. 学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 
1. 特許取得 

なし 

2. 実用新案登録 

なし 

3.その他 

なし
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.0

0
.0

4
1
.7

ｎ
3

1
3

0
5

％
7
1
.4

1
4
.3

0
.0

1
4
.3

0
.0

ｎ
5

1
0

1
0

バ
ス

1
2

船
7

全
体

3
8
6

ト
ラ

ッ
ク

3
2
1

タ
ク

シ
ー

4
6

支 給 不 支 給
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ｎ
平

均

年
齢

2
0
歳

代

以
下

3
0
歳

代
4
0
歳

代
5
0
歳

代
6
0
歳

代
7
0
歳

代

以
上

％
0
.0

3
.1

2
3
.0

3
2
.3

3
7
.2

4
.4

ｎ
0

7
5
2

7
3

8
4

1
0

％
0
.0

5
.6

3
3
.1

3
5
.5

2
5
.8

0
.0

ｎ
0

7
4
1

4
4

3
2

0

％
0
.0

0
.0

6
.9

2
3
.6

5
9
.7

9
.7

ｎ
0

0
5

1
7

4
3

7

％
0
.0

0
.0

2
7
.3

3
6
.4

2
7
.3

9
.1

ｎ
0

0
6

8
6

2

％
0
.0

0
.0

0
.0

5
0
.0

3
7
.5

1
2
.5

ｎ
0

0
0

4
3

1
船

8
5
8
.5

タ
ク

シ
ー

7
2

6
0
.8

バ
ス

2
2

5
6
.0

全
体

2
2
6

5
5
.4

ト
ラ

ッ
ク

1
2
4

5
2
.0

表
３

．
発

症
者

の
平

均
年

齢
と

年
齢

分
布

（
車

種
別

）

ｎ
平

均
年

齢
2
0
歳

代
以

下
3
0
歳

代
4
0
歳

代
5
0
歳

代
6
0
歳

代
7
0
歳

代
以

上

％
0
.7

8
.0

2
5
.5

4
5
.3

1
9
.5

1
.0

ｎ
3

3
3

1
0
6

1
8
8

8
1

4

％
0
.9

9
.1

2
7
.3

4
6
.3

1
5
.8

0
.6

ｎ
3

3
1

9
3

1
5
8

5
4

2

％
0
.0

0
.0

1
2
.0

4
2
.0

4
4
.0

2
.0

ｎ
0

0
6

2
1

2
2

1

％
0
.0

1
3
.3

4
0
.0

3
3
.3

1
3
.3

0
.0

ｎ
0

2
6

5
2

0

％
0
.0

0
.0

1
1
.1

4
4
.4

3
3
.3

1
1
.1

ｎ
0

0
1

4
3

1
船

9
5
8
.9

タ
ク

シ
ー

5
0

5
8
.0

バ
ス

1
5

4
9
.2

全
体

4
1
5

5
4
.3

ト
ラ

ッ
ク

3
4
1

5
1
.0

支 給 不 支 給
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表
４
．
発
症
者
の
雇
用
年
か
ら
発
症
年
ま
で
の
期
間
（
車
種
別
）

1
年

以
上

2
年

以
上

3
年

以
上

4
年

以
上

5
年

以
上

6
年

以
上

7
年

以
上

8
年

以
上

9
年

以
上

1
0
年

以
上

1
1
年

以
上

1
2
年

以
上

1
3
年

以
上

1
4
年

以
上

2
年

未
満

3
年

未
満

4
年

未
満

5
年

未
満

6
年

未
満

7
年

未
満

8
年

未
満

9
年

未
満

1
0
年

未
満

1
1
年

未
満

1
2
年

未
満

1
3
年

未
満

1
4
年

未
満

1
5
年

未
満

％
1
6
.2

8
.8

6
.5

8
.3

6
.0

3
.2

9
.7

3
.7

3
.7

5
.6

1
.4

3
.2

2
.8

1
.9

1
.4

1
7
.6

ｎ
3
5

1
9

1
4

1
8

1
3

7
2
1

8
8

1
2

3
7

6
4

3
3
8

％
1
5
.7

7
.0

5
.2

7
.8

4
.3

3
.5

7
.8

3
.5

4
.3

7
.0

1
.7

2
.6

1
.7

1
.7

2
.6

2
3
.5

ｎ
1
8

8
6

9
5

4
9

4
5

8
2

3
2

2
3

2
7

％
1
8
.3

1
2
.7

7
.0

1
1
.3

8
.5

4
.2

8
.5

4
.2

1
.4

4
.2

1
.4

2
.8

2
.8

2
.8

0
.0

9
.9

ｎ
1
3

9
5

8
6

3
6

3
1

3
1

2
2

2
0

7

％
1
3
.6

4
.5

9
.1

0
.0

9
.1

0
.0

2
7
.3

4
.5

4
.5

0
.0

0
.0

9
.1

9
.1

0
.0

0
.0

9
.1

ｎ
3

1
2

0
2

0
6

1
1

0
0

2
2

0
0

2

％
1
2
.5

1
2
.5

1
2
.5

1
2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
2
.5

1
2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

2
5
.0

ｎ
1

1
1

1
0

0
0

0
1

1
0

0
0

0
0

2

※
不

明
＝

1
0
件

タ
ク

シ
ー

7
1

バ
ス

2
2

船
8

ト
ラ

ッ
ク

1
1
5

ｎ
1
年

未
満

1
5
年

以
上

全
体

2
1
6

支 給 不 支 給

※
不

明
＝

6
件

1
年

以
上

2
年

以
上

3
年

以
上

4
年

以
上

5
年

以
上

6
年

以
上

7
年

以
上

8
年

以
上

9
年

以
上

1
0
年

以
上

1
1
年

以
上

1
2
年

以
上

1
3
年

以
上

1
4
年

以
上

2
年

未
満

3
年

未
満

4
年

未
満

5
年

未
満

6
年

未
満

7
年

未
満

8
年

未
満

9
年

未
満

1
0
年

未
満

1
1
年

未
満

1
2
年

未
満

1
3
年

未
満

1
4
年

未
満

1
5
年

未
満

％
1
6
.2

8
.8

6
.5

8
.3

6
.0

3
.2

9
.7

3
.7

3
.7

5
.6

1
.4

3
.2

2
.8

1
.9

1
.4

1
7
.6

ｎ
3
5

1
9

1
4

1
8

1
3

7
2
1

8
8

1
2

3
7

6
4

3
3
8

％
1
5
.7

7
.0

5
.2

7
.8

4
.3

3
.5

7
.8

3
.5

4
.3

7
.0

1
.7

2
.6

1
.7

1
.7

2
.6

2
3
.5

ｎ
1
8

8
6

9
5

4
9

4
5

8
2

3
2

2
3

2
7

％
1
8
.3

1
2
.7

7
.0

1
1
.3

8
.5

4
.2

8
.5

4
.2

1
.4

4
.2

1
.4

2
.8

2
.8

2
.8

0
.0

9
.9

ｎ
1
3

9
5

8
6

3
6

3
1

3
1

2
2

2
0

7

％
1
3
.6

4
.5

9
.1

0
.0

9
.1

0
.0

2
7
.3

4
.5

4
.5

0
.0

0
.0

9
.1

9
.1

0
.0

0
.0

9
.1

ｎ
3

1
2

0
2

0
6

1
1

0
0

2
2

0
0

2

％
1
2
.5

1
2
.5

1
2
.5

1
2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
2
.5

1
2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

2
5
.0

ｎ
1

1
1

1
0

0
0

0
1

1
0

0
0

0
0

2

※
不

明
＝

1
0
件

タ
ク

シ
ー

7
1

バ
ス

2
2

船
8

ト
ラ

ッ
ク

1
1
5

ｎ
1
年

未
満

1
5
年

以
上

全
体

2
1
6
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ｎ
1月

2月
3月

4月
5月

6月
7月

8月
9月

10
月

11
月

12
月

％
6.

2
8.

0
10

.2
11

.5
8.

8
6.

6
8.

8
7.

5
9.

3
7.

1
8.

0
8.

0

ｎ
14

18
23

26
20

15
20

17
21

16
18

18

％
8.

1
8.

1
8.

9
11

.3
10

.5
6.

5
8.

1
8.

1
8.

9
7.

3
4.

0
10

.5

ｎ
10

10
11

14
13

8
10

10
11

9
5

13

％
1.

4
5.

6
15

.3
12

.5
6.

9
5.

6
12

.5
5.

6
9.

7
5.

6
15

.3
4.

2

ｎ
1

4
11

9
5

4
9

4
7

4
11

3

％
9.

1
18

.2
4.

5
9.

1
0.

0
9.

1
4.

5
13

.6
13

.6
13

.6
0.

0
4.

5

ｎ
2

4
1

2
0

2
1

3
3

3
0

1

％
12

.5
0.

0
0.

0
12

.5
25

.0
12

.5
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
25

.0
12

.5

ｎ
1

0
0

1
2

1
0

0
0

0
2

1

22
6

72

バ
ス

22

船
8

全
体

ト
ラ

ッ
ク

12
4

タ
ク

シ
ー

表
５
．
発
症
者
の
発
症
月
（
車
種
別
）

ｎ
1月

2月
3月

4月
5月

6月
7月

8月
9月

10
月

11
月

12
月

％
10

.1
9.

9
9.

6
7.

0
7.

2
8.

0
9.

4
9.

4
8.

9
6.

3
7.

0
7.

2

ｎ
42

41
40

29
30

33
39

39
37

26
29

30

％
10

.6
8.

8
10

.6
7.

3
6.

2
8.

2
9.

1
9.

7
8.

5
7.

3
6.

2
7.

6

ｎ
36

30
36

25
21

28
31

33
29

25
21

26

％
8.

0
18

.0
4.

0
4.

0
12

.0
10

.0
14

.0
8.

0
8.

0
2.

0
10

.0
2.

0

ｎ
4

9
2

2
6

5
7

4
4

1
5

1

％
6.

7
13

.3
0.

0
6.

7
6.

7
0.

0
6.

7
0.

0
26

.7
0.

0
20

.0
13

.3

ｎ
1

2
0

1
1

0
1

0
4

0
3

2

％
11

.1
0.

0
22

.2
11

.1
22

.2
0.

0
0.

0
22

.2
0.

0
0.

0
0.

0
11

.1

ｎ
1

0
2

1
2

0
0

2
0

0
0

1

バ
ス

15

船
9

全
体

41
5

ト
ラ

ッ
ク

34
1

タ
ク

シ
ー

50

支 給 不 支 給
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ｎ
月

曜
日

火
曜

日
水

曜
日

木
曜

日
金

曜
日

土
曜

日
日

曜
日

%
1
2
.8

1
5
.9

1
6
.4

1
4
.2

1
5
.0

1
6
.8

8
.8

n
2
9

3
6

3
7

3
2

3
4

3
8

2
0

%
1
4
.5

1
5
.3

1
7
.7

1
4
.5

1
5
.3

1
7
.7

4
.8

n
1
8

1
9

2
2

1
8

1
9

2
2

6

%
1
1
.1

1
5
.3

1
8
.1

1
3
.9

1
3
.9

1
5
.3

1
2
.5

n
8

1
1

1
3

1
0

1
0

1
1

9

%
1
3
.6

1
3
.6

4
.5

9
.1

2
2
.7

1
8
.2

1
8
.2

n
3

3
1

2
5

4
4

%
0
.0

3
7
.5

1
2
.5

2
5
.0

0
.0

1
2
.5

1
2
.5

n
0

3
1

2
0

1
1

バ
ス

2
2

船
8

全
体

2
2
6

ト
ラ

ッ
ク

1
2
4

タ
ク

シ
ー

7
2ｎ

月
曜

日
火

曜
日

水
曜

日
木

曜
日

金
曜

日
土

曜
日

日
曜

日

%
1
5
.9

1
4
.9

1
8
.3

1
5
.2

1
5
.7

9
.9

1
0
.1

n
6
6

6
2

7
6

6
3

6
5

4
1

4
2

%
1
6
.4

1
5
.5

1
8
.5

1
3
.8

1
5
.2

1
0
.6

1
0
.0

n
5
6

5
3

6
3

4
7

5
2

3
6

3
4

%
1
4
.0

1
6
.0

1
8
.0

2
2
.0

1
6
.0

4
.0

1
0
.0

n
7

8
9

1
1

8
2

5

%
1
3
.3

6
.7

1
3
.3

1
3
.3

2
6
.7

1
3
.3

1
3
.3

n
2

1
2

2
4

2
2

%
1
1
.1

0
.0

2
2
.2

3
3
.3

1
1
.1

1
1
.1

1
1
.1

n
1

0
2

3
1

1
1

バ
ス

1
5

船
9

全
体

4
1
5

ト
ラ

ッ
ク

3
4
1

タ
ク

シ
ー

5
0

表
６
．
発
症
者
の
発
症
曜
日
（
車
種
別
）

支 給 不 支 給
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n
0
時

1
時

2
時

3
時

4
時

5
時

6
時

7
時

8
時

9
時

1
0
時

1
1
時

1
2
時

1
3
時

1
4
時

1
5
時

1
6
時

1
7
時

1
8
時

1
9
時

2
0
時

2
1
時

2
2
時

2
3
時

％
2
.3

3
.7

1
.9

1
.9

0
.9

2
.8

6
.0

7
.9

7
.0

5
.6

6
.5

5
.1

2
.3

5
.1

4
.7

6
.5

5
.6

5
.1

2
.8

3
.3

2
.8

5
.6

2
.8

1
.9

ｎ
5

8
4

4
2

6
1
3

1
7

1
5

1
2

1
4

1
1

5
1
1

1
0

1
4

1
2

1
1

6
7

6
1
2

6
4

％
1
.7

4
.3

0
.9

0
.9

0
.9

3
.4

9
.5

6
.0

8
.6

8
.6

6
.0

5
.2

2
.6

5
.2

3
.4

6
.9

6
.0

6
.0

4
.3

3
.4

0
.9

2
.6

0
.9

1
.7

ｎ
2

5
1

1
1

4
1
1

7
1
0

1
0

7
6

3
6

4
8

7
7

5
4

1
3

1
2

％
4
.3

4
.3

4
.3

4
.3

1
.4

2
.9

1
.4

7
.2

7
.2

1
.4

4
.3

2
.9

1
.4

4
.3

2
.9

5
.8

5
.8

5
.8

1
.4

2
.9

5
.8

1
1
.6

4
.3

1
.4

ｎ
3

3
3

3
1

2
1

5
5

1
3

2
1

3
2

4
4

4
1

2
4

8
3

1

％
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

4
.5

1
3
.6

0
.0

0
.0

1
8
.2

4
.5

4
.5

9
.1

1
8
.2

4
.5

0
.0

0
.0

0
.0

4
.5

0
.0

4
.5

9
.1

4
.5

ｎ
0

0
0

0
0

0
1

3
0

0
4

1
1

2
4

1
0

0
0

1
0

1
2

1

％
0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

2
5
.0

0
.0

1
2
.5

0
.0

2
5
.0

0
.0

0
.0

0
.0

1
2
.5

1
2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

1
2
.5

0
.0

0
.0

0
.0

ｎ
0

0
0

0
0

0
0

2
0

1
0

2
0

0
0

1
1

0
0

0
1

0
0

0

バ
ス

2
2

船
8

全
体

2
1
5

ト
ラ

ッ
ク

1
1
6

タ
ク

シ
ー

6
9

表
７

．
発

症
者

の
発

症
時

刻
（

車
種

別
）

n
0
時

1
時

2
時

3
時

4
時

5
時

6
時

7
時

8
時

9
時

1
0
時

1
1
時

1
2
時

1
3
時

1
4
時

1
5
時

1
6
時

1
7
時

1
8
時

1
9
時

2
0
時

2
1
時

2
2
時

2
3
時

％
3
.6

2
.8

3
.1

2
.6

3
.9

4
.1

4
.6

3
.4

5
.4

4
.4

5
.4

6
.2

4
.9

4
.4

4
.4

3
.6

5
.2

6
.4

3
.9

3
.9

3
.9

3
.1

3
.6

3
.4

ｎ
1
4

1
1

1
2

1
0

1
5

1
6

1
8

1
3

2
1

1
7

2
1

2
4

1
9

1
7

1
7

1
4

2
0

2
5

1
5

1
5

1
5

1
2

1
4

1
3

％
3
.5

2
.2

2
.8

2
.8

3
.8

4
.1

5
.3

3
.5

6
.3

5
.0

5
.3

6
.6

5
.0

4
.7

4
.7

2
.8

5
.7

6
.3

3
.8

3
.5

3
.1

3
.1

2
.8

3
.1

ｎ
1
1

7
9

9
1
2

1
3

1
7

1
1

2
0

1
6

1
7

2
1

1
6

1
5

1
5

9
1
8

2
0

1
2

1
1

1
0

1
0

9
1
0

％
6
.4

4
.3

4
.3

2
.1

4
.3

6
.4

0
.0

4
.3

0
.0

0
.0

6
.4

4
.3

0
.0

4
.3

4
.3

6
.4

2
.1

6
.4

4
.3

4
.3

8
.5

4
.3

8
.5

4
.3

ｎ
3

2
2

1
2

3
0

2
0

0
3

2
0

2
2

3
1

3
2

2
4

2
4

2

％
0
.0

1
3
.3

6
.7

0
.0

6
.7

0
.0

0
.0

0
.0

6
.7

6
.7

6
.7

0
.0

1
3
.3

0
.0

0
.0

0
.0

6
.7

6
.7

6
.7

6
.7

6
.7

0
.0

6
.7

0
.0

ｎ
0

2
1

0
1

0
0

0
1

1
1

0
2

0
0

0
1

1
1

1
1

0
1

0

％
0

0
0

0
0

0
1
2
.5

0
0

0
0

1
2
.5

1
2
.5

0
0

2
5

0
1
2
.5

0
1
2
.5

0
0

0
1
2
.5

ｎ
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

1
1

0
0

2
0

1
0

1
0

0
0

1

バ
ス

1
5

船
8

全
体

3
8
8

ト
ラ

ッ
ク

3
1
8

タ
ク

シ
ー

4
7

支 給 不 支 給

※
不

明
＝

2
7
件

※
不

明
＝

1
1
件
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表
８
．
死
亡
・
生
存
と
脳
・
心
臓
疾
患
（
車
種
別
）

支 給 不 支 給

死
亡

生
存

脳
心

臓
脳

心
臓

%
4
3
.4

5
6
.6

3
4
.7

6
5
.3

7
8
.9

2
1
.1

n
9
8

1
2
8

3
4

6
4

1
0
1

2
7

%
4
4
.4

5
5
.6

3
0
.9

6
9
.1

8
2
.6

1
7
.4

n
5
5

6
9

1
7

3
8

5
7

1
2

%
4
0
.3

5
9
.7

4
4
.8

5
5
.2

6
9
.8

3
0
.2

n
2
9

4
3

1
3

1
6

3
0

1
3

%
4
0
.9

5
9
.1

2
2
.2

7
7
.8

1
0
0
.0

0
.0

n
9

1
3

2
7

1
3

0

%
3
7
.5

6
2
.5

4
0
.0

6
0
.0

3
3
.3

6
6
.7

n
3

5
2

3
1

2
船

8
5

3

運
輸

・
郵

便
生

死
疾

病

死
亡

死
亡

生
存

生
存

全
体

9
8

1
2
8

ト
ラ

ッ
ク

5
5

6
9

2
2
6

1
2
4

タ
ク

シ
ー

2
9

4
3

バ
ス

9
1
3

7
2

2
2

*1
=不

明
・
そ
の
他
に
よ
る

3件
を
含
む

死
亡

生
存

脳
心

臓
脳

心
臓

%
3
5
.9

6
4
.1

2
9
.5

7
0
.5

7
2
.6

2
6
.3

n
1
4
9

2
6
6

4
4

1
0
5

1
9
3

7
0

%
3
4
.9

6
5
.1

2
7
.7

7
2
.3

7
0
.7

2
7
.9

n
1
1
9

2
2
2

3
3

8
6

1
5
7

6
2

%
3
2
.0

6
8
.0

4
3
.8

5
6
.3

8
2
.4

1
7
.6

n
1
6

3
4

7
9

2
8

6

%
6
6
.7

3
3
.3

4
0
.0

6
0
.0

6
0
.0

4
0
.0

n
1
0

5
4

6
3

2

%
4
4
.4

5
5
.6

0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

0
.0

n
4

5
0

4
5

0
船

9
4

5

タ
ク

シ
ー

5
0

1
6

3
4

バ
ス

1
5

1
0

5

全
体

4
1
5

1
4
9

2
6
6

*1

ト
ラ

ッ
ク

3
4
1

1
1
9

2
2
2

*1

運
輸

・
郵

便
生

死
疾

病

死
亡

死
亡

生
存

生
存
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表
９

．
死

亡
・

生
存

と
診

断
名

（
車

種
別

）

支 給 不 支 給

*1
=不

明
・

そ
の

他
に

よ
る

4件
を

含
む

*2
=不

明
・

そ
の

他
に

よ
る

1件
を

含
む

*5
=不

明
・

そ
の

他
を

含
む

*3
=脳

・
心

両
方

発
症

に
よ

る
重

複
2件

を
含

む
*4

=不
明

・
そ

の
他

の
3件

を
含

む

ｎ
死

亡
全

体
く

も
膜

下
出

血
脳

梗
塞

脳
出

血
脳

全
体

解
離

性
大

動
脈

心
筋

梗
塞

心
停

止
心

不
全

心
臓

全
体

生
存

全
体

く
も

膜
下

出
血

脳
梗

塞
脳

出
血

脳
全

体
解

離
性

大
動

脈
心

筋
梗

塞
心

停
止

心
不

全
心

臓
全

体

5
2
.
9

1
4
.
7

3
2
.
4

9
.
4

5
1
.
6

3
1
.
3

0
.
0

1
6
.
5

3
5
.
9

4
7
.
6

1
8
.
5

5
1
.
9

1
8
.
5

0
.
0

1
8

5
1
1

6
3
3

2
0

0
1
7

3
7

4
9

5
1
4

5
0

7
0
.
6

1
1
.
8

1
7
.
6

5
.
3

5
0
.
0

3
4
.
2

0
.
0

1
8
.
6

3
0
.
5

5
0
.
8

1
6
.
7

5
0
.
0

8
.
3

0
.
0

1
2

2
3

2
1
9

1
3

0
1
1

1
8

3
0

2
6

1
0

3
8
.
5

7
.
7

5
3
.
8

2
5
.
0

4
3
.
8

3
1
.
3

0
.
0

1
0
.
0

4
3
.
3

4
6
.
7

2
3
.
1

4
6
.
2

3
0
.
8

0
.
0

5
1

7
4

7
5

0
3

1
3

1
4

3
6

4
0

0
.
0

1
0
0
.
0

0
.
0

0
.
0

7
1
.
4

1
4
.
3

0
.
0

2
3
.
1

3
8
.
5

3
8
.
5

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
2

0
0

5
1

0
3

5
5

0
0

0
0

5
0
.
0

0
.
0

5
0
.
0

0
.
0

6
6
.
7

3
3
.
3

0
.
0

0
.
0

1
0
0
.
0

0
.
0

0
.
0

1
0
0
.
0

0
.
0

0
.
0

1
0

1
0

2
1

0
0

1
0

0
2

0
0

1
3

1
3

0

船
8

5
2

3
3

1
2

バ
ス

2
2

9
2

7 *
2

4
3

3
0

1
3

ト
ラ

ッ
ク

1
2
4

5
5

1
7

タ
ク

シ
ー

7
2

2
9

1
3

1
6

全
体

2
2
6

9
8

3
4

1
2
8

死
亡

生
存

脳
心

臓
脳

心
臓

1
0
3

*
3

2
7

3
8

*
1

5
9

*
3

1
2

*
4

6
4

6
9

ｎ
死

亡
全

体
く

も
膜

下
出

血
脳

梗
塞

脳
出

血
脳

全
体

解
離

性
大

動
脈

心
筋

梗
塞

心
停

止
心

不
全

等
心

臓
全

体
生

存
全

体
く

も
膜

下
出

血
脳

梗
塞

脳
出

血
脳

全
体

解
離

性
大

動
脈

心
筋

梗
塞

心
停

止
心

不
全

等
心

臓
全

体

4
5
.
5

2
.
3

5
2
.
3

1
0
.
5

5
7
.
1

3
0
.
5

1
.
0

2
3
.
3

2
9
.
0

4
7
.
7

1
5
.
7

6
2
.
9

1
1
.
4

0
.
0

2
0

1
2
3

1
1

6
0

3
2

1
4
5

5
6

9
2

1
1

4
4

8
0

4
2
.
4

3
.
0

5
4
.
5

9
.
3

5
8
.
1

3
0
.
2

1
.
2

2
6
.
1

2
6
.
1

4
7
.
8

1
4
.
5

6
4
.
5

1
1
.
3

0
.
0

1
4

1
1
8

8
5
0

2
6

1
4
1

4
1

7
5

9
4
0

7
0

4
2
.
9

0
.
0

5
7
.
1

1
1
.
1

5
5
.
6

3
3
.
3

0
.
0

1
0
.
7

4
2
.
9

4
6
.
4

1
6
.
7

5
0
.
0

1
6
.
7

0
.
0

3
0

4
1

5
3

0
3

1
2

1
3

1
3

1
0

7
5
.
0

0
.
0

2
5
.
0

1
6
.
7

3
3
.
3

5
0
.
0

0
.
0

3
3
.
3

0
.
0

6
6
.
7

5
0
.
0

5
0
.
0

0
.
0

0
.
0

3
0

1
1

2
3

0
1

0
2

1
1

0
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

2
5
.
0

7
5
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

6
0
.
0

4
0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
0

0
1

3
0

0
0

3
2

0
0

0
0

5
0

船
 

9
4

0
4

5

2
8

6 *
4

バ
ス

1
5

1
0

4
6

5
3

2

タ
ク

シ
ー

5
0

1
6

7
9

3
4

1
9
3

7
0

ト
ラ

ッ
ク

3
4
1

1
1
9

3
3

8
6

*
1

2
2
2

*
2

1
5
7

6
2

*
3

全
体

4
1
5

1
4
9

4
4

1
0
5

*
1

2
6
6

*
2

死
亡

生
存

脳
心

臓
脳

心
臓

*1
=不

明
・

そ
の

他
に

よ
る

1件
を

含
む

*2
=不

明
・

そ
の

他
に

よ
る

3件
を

含
む

*3
=不

明
・

そ
の

他
の

6件
を

含
む

*4
=不

明
・

そ
の

他
の

1件
を

含
む
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支 給 不 支 給表
1
0
．
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
発
症
者
の
家
族
既
往
歴

脳
疾

患
心

臓
疾

患
そ

の
他

不
明

合
計

％
6
5
.4

%
2
5
.0

%
9
.6

%
0
.0

%
1
0
0
%

ｎ
3
4

1
3

5
0

5
2

％
2
3
.1

%
6
1
.5

%
1
5
.4

%
0
.0

%
1
0
0
%

ｎ
9

2
4

6
0

3
9

家
族

既
往

歴

脳
疾

患
(n

=
4
5
)

心
臓

疾
患

(n
=
3
0
)

脳
疾

患
心

臓
疾

患
そ

の
他

不
明

合
計

％
6
6
.7

%
1
2
.5

%
1
6
.7

%
4
.2

%
1
0
0
%

ｎ
1
6

3
4

1
2
4

％
5
0
.0

%
3
7
.5

%
0
.0

%
1
2
.5

%
1
0
0
%

ｎ
4

3
0

1
8

家
族

既
往

歴

脳
疾

患
(n

=
2
2
)

心
臓

疾
患

(n
=

6
)

*発
症
者
の
家
族
内
に
複
数
の
既
往
歴
を
持
つ
ケ
ー
ス
が
あ
る
た
め

, 発
症
者
と
家
族
既
往
歴
の
合
計
は
一
致
し
な
い
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支 給 不 支 給

図
１
．

ト
ラ

ッ
ク

ド
ラ

イ
バ

ー
発

症
者

の
喫

煙
習

慣
及

び
１
日

の
喫

煙
本

数



 

116 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

支 給 不 支 給

図
２
．

ト
ラ

ッ
ク

ド
ラ

イ
バ

ー
発

症
者

の
飲

酒
習

慣
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図
３
．

ト
ラ

ッ
ク

ド
ラ

イ
バ

ー
の

脳
・
心

臓
疾

患
発

症
状

況

支 給 不 支 給

勤
務

中
8
3
.9

％
（
2
8
6
）

そ
の

他
1
8
.9

%
（
5
4
）

走
行

中
3
3
.6

%
（
9
6
）

事
業

場
4
7
.6

％
（
1
3
6
）

待
機

中
1
3
.2

%
（
1
8
）

そ
の

他
3
3
.1

%
（
4
5
）

荷
扱

い
中

5
3
.7

％
（
7
3
）

勤
務

外
1
6
.1

%
（
5
5
）

通
勤

途
中

1
6
.4

%
（
9
）

そ
の

他
2
1
.8

%
（
1
2
）

自
宅

6
1
.8

％
（
3
4
）

3
4
1

勤
務

中
8
6
.3

％
（
1
0
7
）

そ
の

他
1
5
.9

%
（
1
7
）

走
行

中
4
3
.9

％
（
4
7
）

事
業

場
4
0
.2

%
（
4
3
）

勤
務

外
1
0
.5

%
（
1
3
）

通
勤

途
中

7
.7

%
（
1
）

自
宅

9
2
.3

％
（
1
2
）

1
2
4

不
明

3
.2

%
（
4
）
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支
給

不
支

給

図
４
．

ト
ラ

ッ
ク

ド
ラ

イ
バ

ー
発

症
者

の
既

往
症

×
健

診
×

死
亡

・
生

存

*ト
ラ

ッ
ク

ド
ラ
イ

バ
ー

34
1名

の
う
ち

、
健
診

の
受
診

者
（

n=
22

2）
を

分
析

対
象

に
し

た
*ト

ラ
ッ

ク
ド

ラ
イ

バ
ー

12
4名

の
う
ち

、
健
診

の
受
診

者
（

n=
91

）
を

分
析

対
象
に

し
た
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図
5．

パ
タ

ー
ン

１
連

続
運

行
タ

イ
プ

(支
給

３
３
件

，
不

支
給

３
件

）

特
徴

a.
3日

以
上

の
連
続

運
行

b.
車

中
泊
を

伴
う

c.
休

息
が
設

定
さ

れ
て
い

な
い

概
要

原
則

3日
以

上
の

連
続
運

行
が
常

態
化
。

運
行
に
休

息
が

設
定
さ

れ
て

い
な
い

こ
と

が
最
大

の
特

徴
で
、

車
中

泊
を
伴

う
ケ

ー
ス
も

あ
る

。
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図
6
．

パ
タ

ー
ン

２
連

続
勤

務
タ

イ
プ

(支
給

１
５
件

，
不

支
給

０
件

）

特
徴

a.
休

日
が

な
い

状
態

で
、

10
日

間

以
上

の
連

続
運

行
を

複
数

回
以

上
行

っ
て

い
た

ケ
ー

ス

12
日

間
連
続
運
行

12
日

間
連
続
運
行

10
日

間
連
続
運
行

概
要

発
症

直
前

約
半

年
間

の
運

行
に

お
い

て
、

休
日

が
な

い
状

態
で

、
原

則
10

日
間

以
上

の
連

続
運

行
を

複
数

回
以

上
行

っ
て

い
た

ケ
ー

ス
が

該
当

。
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図
7
．

パ
タ

ー
ン

３
短

休
息

期
間

タ
イ

プ
(支

給
２
５
件

，
不

支
給

２
件

）

特
徴

a.
休

息
期

間
（

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
）

が
8時

間
を

割
る

ケ
ー

ス

約
5.

5時
間

イ
ン
タ

ー
バ
ル

概
要

休
息

期
間

（
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

）
が

8時
間

を
割

る
よ

う
な

ケ
ー

ス
が

該
当

。



 

123 
 

 

図
8
．

パ
タ

ー
ン

４
日

勤
と

夜
勤

の
混

合
と

不
規

則
勤

務
タ

イ
プ

(支
給

１
６
件

，
不

支
給

１
１
件

）

特
徴

a.
出

庫
時
刻

と
帰

庫
時
刻

が
不

規
則
で
日

勤
と

夜
勤
が

混
合

概
要

疾
病
発
症

前
、

半
年
間

の
勤

務
パ
タ

ー
ン

を
見
る

と
、

日
勤
と

夜
勤

が
混
合

し
て

い
る
タ

イ
プ

、
も
し

く
は

出
庫
時

刻
が

早
朝
か

ら
夜

間
ま
で

の
広

範
囲
に

分
布

し
、
そ

の
影

響
を
受

け
帰

庫
時
刻

も
不

規
則
勤

務
に

な
っ
て

い
た

ケ
ー
ス

が
該

当
。

出
庫

時
間
が

不
規
則

帰
庫

時
間
が

不
規
則



 

124 
 

 

図
9
．

パ
タ

ー
ン

５
日

勤
型

・通
常

タ
イ

プ
(支

給
２
１
件

，
不

支
給

９
件

）

特
徴

a.
運

行
時

間
が

8時
か
ら

22
時
で

安
定

概
要

運
行

時
間

帯
が
日
勤

帯
で
、

出
庫
か

ら
帰
庫

ま
で
の

運
行
時

間
帯
が

概
ね

8時
か

ら
22

時
ま
で
の

ケ
ー
ス

が
該
当
。



 

125 
 

 

図
1
0
．

パ
タ

ー
ン

６
早

朝
出

庫
型

・
通

常
タ

イ
プ

(支
給

４
４
件

，
不

支
給

４
５
件

）

特
徴

a.
運

行
時

間
帯

は
日

勤

b.
出

庫
時

刻
は

早
朝

（
概

ね
2

時
か

ら
7時

）

c.
帰

庫
時

刻
は

夕
刻

（
概

ね
14

時
か

ら
20

時
）

概
要

パ
タ

ー
ン

５
同

様
、

運
行

時
間

帯
は

日
勤

帯
だ

が
、

出
庫

時
刻

が
原

則
2時

く
ら

い
か

ら
7時

の
早

朝
で

、
帰

庫
時

刻
が

概
ね

14
時

か
ら

20
時

ま
で

の
ケ

ー
ス

が
該

当
。



 

126 
 

 

図
1
1
．

パ
タ

ー
ン

7
早

朝
出

庫
型

・
不

規
則

タ
イ

プ
(支

給
5
3
件

，
不

支
給

2
6
件

）

特
徴

a.
早

朝
出

庫
が

中
心
（

7時
以
前
）

b.
帰

庫
も
出

庫
と

連
動
し

て
不

規
則

概
要

出
庫

時
刻

が
原
則

7時
以

前
の
早

朝
で
あ

る
が
、

パ
タ
ー

ン
６
と

比
較
す

る
と
日

々
の
出

庫
時
刻

の
バ
ラ

ツ
キ

が
大
き
い

ケ
ー

ス
が
該

当
。



 

127 
 

 

図
1
2
．

パ
タ

ー
ン

8
夜

勤
型

・通
常

タ
イ

プ
(支

給
2
2
件

，
不

支
給

6
件

）

特
徴

a.
深

夜
・

早
朝

帯
（

0時
～

5時
を

含
む
）
を

中
心

と
す
る

運
行

b.
日

々
の
変

動
は

少
な
い

概
要

深
夜

・
早

朝
帯

（
0時

～
5時

を
含
む

）
を
運

行
す
る

ケ
ー
ス

が
該
当

。
出
庫

時
刻
、

帰
庫
時

刻
か
ら

見
て
昼

夜
逆

転
の
運

行
と

い
え
る

が
、

日
々
の

変
動

が
比
較

的
小

さ
い
ケ

ー
ス

。

深
夜

・
早
朝

帯
勤
務



 

128 
 

  

図
1
3
．

ト
ラ

ッ
ク

ド
ラ

イ
バ

ー
発

症
者

の
運

行
パ

タ
ー

ン
比

率

支
給

不
支

給

※
n＝

34
1件

※
n＝

12
4件



 

129 
 

 

 

図
1
4
. 

ト
ラ

ッ
ク

ド
ラ

イ
バ

ー
発

症
者

の
運

行
パ

タ
ー

ン
と

死
亡

, 
生

存
比

率
 

 



 

130 
 

別添４ 

平成２９年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（事案解析） 

 

運輸業・郵便業における精神障害の労災認定事案の特徴に関する研究 
 

研究分担者  高橋正也 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所  

産業疫学研究グループ・部長 

 

研究分担者： 

吉川 徹（労働安全衛生総合研究所 過労死

等調査研究センター・センター長代理） 

山内貴史（同センター・客員研究員） 

梅崎重夫（労働安全衛生総合研究所・総括領

域長） 

 

Ａ．研究目的 

運輸業・郵便業は脳・心臓疾患による過労死

等が最も起こりやすい業種であることは認定

事案数及び雇用者 100 万人当たりの事案数（事

案数の少ない漁業等を除く。以下同じ。）から

見て明らかである。一方で、精神障害による過

労死等も上位に位置している。認定事案数では

製造業、卸売業・小売業、医療・福祉に続いて

第 4位である。雇用者 100万人当たりの事案数

で比べると、第 1 位の情報通信業 13.5 に極め

て近い 13.0 となることが昨年度までの研究成

果として示されている。 

本研究では、運輸業・郵便業における精神障

害の労災認定事案について、被災状況や関連す

る要因にどのような特徴があるのかを明らか

にすることを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

前年度までに構築した精神障害による労災

認定事案（平成 22 年 1 月から平成 27 年 3 月

の間に業務上認定された事案）のデータベース

に含まれる運輸業・郵便業の事案合計 214件を

対象にした。 

それぞれの事案の調査復命書に基づいて、被

災労働者の職種を同定し、自殺の有無、恒常的

な長時間労働の有無を確かめるとともに、長時

間労働以外の関連要因を次の 10 種に分類し

た：①路上での事故（被害又は加害）、②事業

場内での事故（被害又は加害）、③仕事上の問

題、④上司に関連した問題、⑤同僚に関連した

問題、⑥部下に関連した問題、⑦乗客に関連し

た問題、⑧顧客に関連した問題、⑨退職強要、

⑩東日本大震災に関連した問題。以上の情報を

職種ごとに集計した。なお、トラック運転手に

ついては業態が長距離かそれ以外かに分けた。 

 
（倫理面での配慮） 

本研究は、労働安全衛生総合研究所研究倫理

審査委員会にて審査され、承認を得たうえで実

施された（通知番号：H2708）。本研究で用いた

データベースには、個人の氏名、住所、電話番

号等、個人を特定できる情報は一切含まれてい

ない。 

 

【研究要旨】 

脳・心臓疾患による過労死等の最多発生業種として注目される運輸業・郵便業は、精神障

害による過労死等も多発している。本研究では精神障害の労災認定事案について、運輸業・

郵便業の被災状況や関連する要因の特徴を明らかにすることを目的とした。平成 22 年 1 月

から平成 27 年 3 月の間に業務上認定された精神障害事案合計 214 件の調査復命書を分析し

た。事案全体の 50％が恒常的な長時間労働、31％が仕事上の問題、21％が上司に関連した問

題、約 10％が乗客に関連した問題、路上での事故（被害）、事業場内作業時の事故（被害）

に関連した。仕事上の問題は恒常的な長時間労働を伴う事案が多かった。上司に関連した問

題では業務指導範囲内とは言え、被災労働者に対する罵声や叱責が多く認められた。これら

の結果から、労働時間の適正化はもとより、業務の進め方、上司のあり方、作業安全の確保

など時間以外の要因を改善することが本業種で働く労働者の精神障害を予防する可能性に

つながると考えられた。 
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Ｃ．研究結果 
表 1 に人数の多かった職種順に集計した情

報をまとめた。第 1 位はトラック運転手の 70

人で全体の 33％を占めた。次いで、タクシー運

転手 25人、事務職 25人、倉庫作業 17 人、管

理責任者 13人、郵便局員 11人、バス運転手 7

人であった。 

自殺者の割合は全体では 14％であった。こ

れを上記の人数の多かった職種ごとに見ると、

郵便局員が 45％（5/11 人）と最も高く、次い

で事務職が 24％、管理責任者が 23％であった。 

恒常的な長時間労働であった割合は全体で

は 50％に上った。これを、上記と同様に職種ご

とに見ると、管理責任者の 85％（11/13 人）が

注目された。 

また、長時間労働以外の関連要因を見ると、

仕事上の問題が最も多く（31％）、これを上記

の職種ごとに見ると、管理責任者、事務職、郵

便局員で多く認められた。その具体的な内容を

表 2にまとめた。それぞれの職種に応じて様々

な問題が生じていた。またトラック運転手、事

務職、管理責任者では特に、恒常的な長時間労

働を伴う事案も多かった。 

関連要因のうち二番目に多い上司に関連し

た問題（21％）を職種ごとに見ると、郵便局員

と事務職で多かった。その具体的な内容を表 3

にまとめた。業務指導範囲内とみなされたもの

の、仕事のミスに対する罵声や叱責を上司から

受けていたことが共通していた。仕事上の問題

と同じように、恒常的な長時間労働がトラック

運転手や倉庫作業で付随していた。 

乗客に関連した問題と路上での事故（被害）

はそれぞれ全体の 10％程度を占めた。乗客関

連ではタクシー運転手の 70%以上（18/25 人）

が該当し、特に乗客から暴力を受けたという事

案が多かった。バス運転手も同様で 43％（3/7

人）であった。路上事故の被害はバスガイド 4

人のうち 3人に認められた。 

事業場内で作業を行っていた時に事故の被

害を受けた割合は全体の 9％であった。倉庫作

業とともに、トラック運転手による荷役作業で

多く認められた。 

トラック運転手を長距離走行する長距離群

とそうでない非長距離群とを比べると、恒常的

な長時間労働が認められた割合は 60％ほどで

同様であったが、長距離群では路上事故の加害

者となることが多かった（11％）。それに対し

て、非長距離群では仕事上の問題（30％）や自

殺（10%）の多いことが判明した。 

 

Ｄ．考察 

運輸業・郵便業における精神障害の労災認定

事案についてその要因を調べると、最多の恒常

的な長時間労働が 50％、仕事上の問題が 31％、

上司に関連した問題が 21％であった。仕事上

の問題は多岐にわたったが、恒常的な長時間労

働を伴う事案も多く認められた。上司に関連し

た問題として、罵声、叱責、暴言が挙げられた。

同様に、職種によっては長時間労働が伴ってい

た。 

以上の結果から、労働が長時間化に発展する

背景を検証し修正することがまず求められる。

そればかりでなく、業務の進め方や上司のあり

方を見直す必要がある。経営面や労働者に対す

る管理指導面の改善は精神障害の業務上事案

の減少につながると期待される。 

全体に占める割合は高くはなかったが、、路

上や事業場内での事故が精神障害と関連して

いた。この事実に基づけば、道路交通安全（例、

厚生労働省：交通労働災害防止のためのガイド

ライン. 2013）とともに、荷役作業・倉庫作業

の安全（例、厚生労働省：陸上貨物運送事業に

おける荷役作業の安全対策ガイドライン. 

2013）を一層確保することが精神障害の事案を

減少させるのに役立つと考えられる。 

乗客を運ぶタクシー運転手やバス運転手で

は、その乗客から暴力等を受けたことが精神障

害と関連していた。他の対人業務と同じように、

こうした危険に対して十分な事前準備（例、警

察への迅速通報）と事後対応（例、被災労働者

への就業上の配慮、適切な精神科的治療への引

き継ぎや受診勧奨）を事業場として行い、精神

障害への発展を防いでいくのが望ましい。さら

にこの問題は、利用者、つまり国民の意識や行

動に関わることである。その意味で、サービス

を受ける側である利用者としての適切な態度

や行動について社会的な周知が重要と言える。 

 

Ｅ．結論 

運輸業・郵便業における精神障害の労災認定

事案では、全体の 50％が恒常的な長時間労働、

31％が仕事上の問題、21％が上司に関連した問

題、約 10％が乗客に関連した問題、路上での事

故（被害）及び事業場内作業時の事故（被害）

に関連した。労働時間の適正化に加えて、業務

の進め方、上司のあり方、作業安全の確保など

労働時間以外の要因の改善によって本業種で

働く労働者の精神障害を予防できる可能性が

考えられた。 
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Ｆ．健康危険情報 

  なし 

 

Ｇ．研究発表 

なし 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 

  なし 
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表 1．運輸業・郵便業の精神障害の労災認定事案：職種別の被災状況と関連要因 

 

被害 加害 被害 加害

トラック運転手 70 6 43 13 4 11 0 18 15 2 0 0 3 3 1

（人数%） (9) (61) (19) (6) (16) (0) (26) (21) (3) (0) (0) (4) (4) (1)

長距離* 19 0 12 4 2 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0

（人数%） (0) (63) (21) (11) (16) (0) (16) (16) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

それ以外 50 5 31 8 2 8 0 15 12 2 0 0 3 3 1

（人数%） (10) (62) (16) (4) (16) (0) (30) (24) (4) (0) (0) (6) (6) (2)

タクシー運転手 25 0 2 1 2 0 0 6 1 2 0 18 0 1 2

（人数%） (0) (8) (4) (8) (0) (0) (24) (4) (8) (0) (72) (0) (4) (8)

事務職 25 6 13 0 0 1 0 10 9 4 0 0 2 0 0

（人数%） (24) (52) (0) (0) (4) (0) (40) (36) (16) (0) (0) (8) (0) (0)

倉庫作業 17 2 8 0 0 6 0 4 5 0 1 0 1 0 0

（人数%） (12) (47) (0) (0) (35) (0) (24) (29) (0) (6) (0) (6) (0) (0)

管理責任者 13 3 11 0 0 1 0 7 1 1 1 0 1 0 0

（人数%） (23) (85) (0) (0) (8) (0) (54) (8) (8) (8) (0) (8) (0) (0)

郵便局員 11 5 2 1 0 0 0 4 5 0 2 0 1 1 1

（人数%） (45) (18) (9) (0) (0) (0) (36) (45) (0) (18) (0) (9) (9) (9)

バス運転手 7 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0

（人数%） (0) (14) (14) (14) (0) (0) (0) (14) (0) (0) (43) (0) (14) (0)

配送業務 6 1 4 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0

（人数%） (17) (67) (17) (0) (17) (0) (33) (17) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

配車業務 6 0 5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

（人数%） (0) (83) (0) (0) (0) (0) (17) (17) (17) (0) (0) (0) (0) (0)

営業 5 2 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0

（人数%） (40) (100) (0) (0) (0) (0) (40) (40) (0) (0) (0) (20) (0) (0)

重機運転士 5 2 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0

（人数%） (40) (40) (0) (0) (0) (20) (40) (20) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

バスガイド 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

（人数%） (0) (0) (75) (0) (0) (0) (25) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

運行管理 3 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

（人数%） (33) (100) (0) (0) (0) (0) (33) (33) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

引越作業員 3 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

（人数%） (0) (67) (33) (0) (0) (0) (33) (33) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

電車運転士 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1

（人数%） (0) (0) (0) (0) (0) (0) (67) (0) (0) (0) (33) (0) (0) (33)

車掌 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1

（人数%） (0) (0) (0) (0) (0) (0) (50) (0) (0) (0) (50) (0) (0) (50)

その他** 9 1 6 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1

（人数%） (11) (67) (0) (0) (0) (0) (44) (22) (0) (0) (0) (0) (0) (11)

総計 214 29 107 21 7 20 1 66 46 10 4 23 9 6 7

（総計%） (14) (50) (10) (3) (9) (0) (31) (21) (5) (2) (11) (4) (3) (3)

*不明1，**整備工，商品管理，代行運転手等。項目には重複有り。

職種 人数
うち自
殺者数

恒常的
長時間
労働有

仕事上
の問題

上司
関連

同僚
関連

部下
関連

乗客
関連

顧客
関連

退職
強要

震災
関連

路上事故 事業場内事故
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表 2．運輸業・郵便業の精神障害の労災認定事案：「仕事上の問題」の主な内容 

 
 

 

職種 自殺 仕事上の問題 長時間労働/全件
トラック運転手 14/18

○ 配置転換により震災影響もあって業務内容変更と長時間化
○ 配置転換はあったが新たな業務ではなかった
○ 配達ミスにより荷受人から不法侵入として警察通報され解雇通知
○ 持病の体臭により社内で苦情

「体調が悪くても休みがとれなかった」と申し立て
積荷固定不良や乱暴な運転により荷崩れ
荷卸し遅延による損害賠償金を事業場から請求された
配達した荷物の件で加害者宅を訪問時に恐喝や脅迫等

タクシー運転手 1/6
乗務していたタクシーで乗客が拳銃自殺
通行人からの暴行
乗務していたタクシーで震災にあう

事務職 4/10
○ 仕事ミス頻発
○ 倉庫業務から窓口業務に変わり仕事増
○ 事故の隠ぺいに係る内部告発者の疑いをかけられる
○ 不正の管理責任を問われ当事者は行方不明

自分の関係する仕事で多額の損失
本来業務と事故被害者対応を同時に1人で
精神異常疑い者が停車中の営業車を襲撃

倉庫作業 1/4
○ 昇進あり
○ 作業ミスによる重大な事故の責任を問われ降格

自転車で帰宅途中に普通自動車に衝突し負傷
責任者が異動し業務量増加

管理責任者 5/7
○ 庸車先との金銭トラブルあり
○ バス運転手による事故頻発により仕事増

「慢性的に過重な労働時間による」と申し立てているが労働時間
に関するデータなし
事業場の違法行為に対して当局より聴取
配置転換で慣れない業務

郵便局員 1/4
○ 新職場での仕事ミス頻発
○ 自殺3か月前に「管理職から降りたい」と申し立て

配置転換による業務内容の変更
震災後避難したが会社の判断で戻った後に津波遭遇
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表 3．運輸業・郵便業の精神障害の労災認定事案：「上司に関連する問題」の主な内容 

 
 

 

 

職種 自殺 上司関連問題 長時間労働/全件
トラック運転手 9/15

仕事ミス時に罵声・乱暴な言葉
仕事ミス時に業務指導範囲内の叱責
業務指導範囲内の強い指導・叱責
無理な業務の改善を訴えてもかなわなかった

事務職 3/9
○ 退職届を受理しない

日常的な注意・指導・長時間の叱責
ことあるごとに大声で怒鳴られる

倉庫作業 3/5
従業員の前できつい口調で叱責
仕事ミスによる業務指導範囲内の指導・叱責
異動後に業務指導の範囲を逸脱した叱責

郵便局員 0/5
○ 厳しい指導・叱責メール
○ 部下の仕事ミスについてよく怒鳴られる

仕事に関する暴言・時給減額
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「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（事案解析） 

 

重点業種における精神障害の労災認定事案の可視化に関する研究 
 

研究分担者 菅知絵美 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

 過労死等調査研究センター・研究員 

 

 

 

研究分担者： 

吉川 徹（労働安全衛生総合研究所過労死

等調査研究センター・センター長代理） 

梅崎重夫（労働安全衛生総合研究所・総括

領域長） 

山内貴史（労働安全衛生総合研究所過労死

等調査研究センター・客員研究員） 

佐々木毅（同センター・上席研究員） 

高橋正也（労働安全衛生総合研究所 産業

疫学研究グループ・部長） 

 

Ａ．研究目的 
平成 28年度報告書において、業務による

強い心理的負荷が認められる出来事が業種

によって異なることが明らかとなった。 

そこで、本研究では、「過労死等の防止の

ための対策に関する大綱」（平成 27 年 7 月

24日閣議決定）で過労死等が多く発生して

いるとの指摘がある業種・職種（自動車運転

従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療

等）に対応する業種として、医療・福祉、運

輸業・郵便業、教育・学習支援業、宿泊・飲

食サービス業及び情報通信業（以下「重点 5

業種」という。）を対象として、業務上の出

来事のデータから得られた結果を客観的に

把握・理解しやすくするため可視化し分析

を行った。 

 

Ｂ．研究方法 
1. 分析対象 
平成 28年度報告書に基づき、全業種の精

神障害事案 1,362 件と重点 5 業種に該当す

る精神障害事案 522 件（自殺事案では全業

種 241 件、重点 5 業種 61 件）を抽出した。 

 

2. 分析方法 
 業務による強い心理的負荷が認められる

出来事について、視覚的に理解しやすい棒

グラフとレーダーチャートを用いて図表の

作成を行った。 

まず、「特別な出来事」の類型を全業種と

重点 5 業種ごとに棒グラフで表示し比較し

た。次に、「具体的出来事」の類型を全業種

及び重点 5 業種ごとにレーダーチャートで

表示し比較した。棒グラフとレーダーチャ

ートの数値は、全業種又は重点 5 業種の事

【研究要旨】 

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」（平成 27 年 7 月 24 日閣議決定）で過

労死等が多く発生しているとの指摘がある業種・職種（自動車運転従事者、教職員、IT産

業、外食産業、医療等）に対応する業種として、医療・福祉、運輸業・郵便業、教育・学

習支援業、宿泊・飲食サービス業及び情報通信業（以下「重点 5業種」という。）を対象

とし、過労死等調査研究センターで作成した精神障害による労災認定事案のデータベー

スを用いて分析を行った。データベースより、重点 5業種に該当する精神障害事案 522件

（自殺事案では 61件）を抽出し、労災認定事案について、比較しやすいよう分析結果の

可視化を棒グラフとレーダーチャートによって行った。その結果、可視化により、各々の

業種と比較あるいは全業種と比較でき、現状の把握や、今後の改善及び防止対策を行うべ

き出来事を客観的に把握・理解しやすくなったと考えられる。今後は、重点 5業種だけで

なく、それ以外の業種や性別、事業場規模別等のデータについても棒グラフやレーダーチ

ャートにより可視化することが有用であると考えられる。 
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案数をそれぞれ 100として、「特別な出来事」

あるいは「具体的出来事」の類型の各出来事

の割合を示した。 

（倫理面での配慮） 

 本研究は、労働安全衛生総合研究所研究

倫理審査委員会にて審査され、承認を得た

うえで行った（通知番号：H2708）。本研究で

用いたデータベースには、個人の氏名、住

所、電話番号等、個人を特定できる情報は一

切含まれていない。 

 

Ｃ．研究結果 
 図 1 に全体事案を、図 2 に自殺事案に関

し棒グラフとレーダーチャートを示した。

可視化によって、以下のように労災認定の

対象となる出来事が業種によって異なり、

その特性が容易に確認できた。 

 

1. 精神障害の認定事由の全体事案（図 1） 
 「特別な出来事」の類型の割合を示した棒

グラフを見ると、「心理的負荷が極度のもの」

は全業種（8.7％）に対し運輸業・郵便業

（11.3％）が多かった。「極度の長時間労働」

は、全業種（9.0％）に対し宿泊・飲食サー

ビス業（16.5％）と情報通信業（14.8％）が

多かった。 

「具体的出来事」を示したレーダーチャ

ートから、「事故や災害の体験」の出来事に

関し、全業種（25.7％）と比較して医療・福

祉が多かった（45.3％）。「対人関係」の出来

事は、教育・学習支援業が多く（全業種

35.8％、教育・学習支援業 48.6％）、「仕事

の量・質」は情報通信業が多かった（全業種

39.6％、教育・学習支援業 65.9％）。 

 

2. 精神障害の認定事由の自殺事案（図 2） 

「特別な出来事」の類型の割合を示した

棒グラフを見ると、「心理的負荷が極度のも

の」は医療・福祉のみ認められた（8.3％）。

「極度の長時間労働」は、宿泊業・飲食サー

ビス業が最も多く（50.0％）、情報通信業

（22.7％）、運輸業・郵便業（19.0％）の順

に多かった。 

「具体的出来事」を示したレーダーチャ

ートから、「仕事の失敗、過重な責任等の発

生」の出来事（例えば、職種、職務や業務の

変化、転勤、役割・位置づけの変化）に関し、

全業種（53.1％）と比較して教育・学習支援

業（100.0％）、医療・福祉（75.0％）、及び

運輸・郵便業（52.4％）が多かった。「対人

関係」の出来事は宿泊・飲食サービス業が多

く（全業種 37.3％、宿泊業・飲食サービス

業 100.0％）、「仕事の量・質の変化」は情報

通信業が多かった（全業種 58.1％、情報通

信業 68.2％）。 

 

Ｄ．考察 
本研究では、医療・福祉、運輸業・郵便業、

教育・学習支援業、宿泊・飲食サービス業及

び情報通信業を対象とし、業務上の出来事

のデータから得られた結果を客観的に把

握・理解しやすくするため可視化を行い、分

析を行った。結果から、以下のことが示唆さ

れた。 

1. 精神障害の労災認定基準の出来事の多

様性 
 業種によって様々な業務や職務等があり、

労災認定された出来事を棒グラフ及びレー

ダーチャートを活用した可視化により、

各々の業種で異なる出来事の比重の大きさ

が容易に確認でき現状把握をしやすいこと

が示された。また、各々の業種と比較あるい

は全業種と比較することにより、改善すべ

き出来事に重点を置いた防止対策の具体的

な取り組みを見出すツールの 1 つとして活

用できる可能性がある。 

2. 可視化の応用 
 本研究の棒グラフ及びレーダーチャート

のように、重点 5 業種だけでなく、それ以

外の業種も含めた比較や、性別、事業場規模

別等で応用することができ、有用な知見が

得られる可能性がある。 

3. 今後の課題 
 「特別な出来事」に該当した労災認定事案

では「具体的出来事」の評価がほとんどされ

ていないため、業種による特性を十分に反

映できているのかどうかには限界がある。 

 また、「対人関係」の出来事に関し、精神

障害の労災認定の類型では、社内での対人

関係は含まれているが、社外（例えば、顧客

や取引先等）との対人関係は含まれていな

い。 

 今後は、業務内容、労働実態等の特徴及び

典型事例を抽出することも重要であると考

えられる。 
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Ｅ．結論 
本研究では、重点 5 業種の精神障害の労

災認定事案について可視化を行った。その

結果、可視化により各々の業種と比較ある

いは全業種と比較が容易にでき、現状の把

握や、今後の改善及び防止対策を行うべき

出来事を客観的に把握・理解しやすくなっ

たと考えられる。  

 今後は、重点 5 業種だけでなく、それ以

外の業種や性別、事業場規模別等のデータ

についても棒グラフやレーダーチャートに

より可視化することが有用であると考えら

れる。 

 

F．健康危険情報 
なし 

 

G．研究発表 

１．論文発表 

なし 

２．学会発表 

なし 

 

H．知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む。） 
１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録 
なし 

３．その他 

なし 
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図 1-1.医療・福祉(n=161) 

 

 
図 1-2.運輸業・郵便業(n=151) 

 

 
図 1-3.教育・学習支援業(n=37) 

 

 
図 1-4.宿泊・飲食サービス業(n=85) 

 

 
図 1-5.情報通信業(n=88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．重点 5業種における精神障害事案の

認定事由の特性図（全業種 1,362件、重点 5業種

522件）
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図 2-1.医療・福祉(n=12) 

 

 
図 2-2.運輸業・郵便業(n=21) 

 

 

 

図 2-4.宿泊・飲食サービス業(n=4) 

 

 
図 2-5.情報通信業(n=22) 

 
図 2-3.教育・学習支援業(n=2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2．重点 5業種における精神障害自殺事

案の認定事由の特性図 
（全業種 241件、重点 5業種 61件） 
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平成２９年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（事案解析） 

 

脳・心臓疾患及び精神障害の労災請求事案の実態に関する研究 
 

研究分担者 佐々木毅 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

  過労死等調査研究センター・上席研究員 

 

研究分担者： 

山内貴史（労働安全衛生総合研究所過労死等

調査研究センター・客員研究員） 

松元 俊（同センター・研究員） 

吉川 徹（同センター・センター長代理） 

菅知絵美（同センター・研究員） 

髙田琢弘（同センター・研究員） 

竹島 正（川崎市精神保健福祉センター・所

長） 

茅嶋康太郎（労働安全衛生総合研究所過労死

等調査研究センター・フェロー研究員） 

梅崎重夫（労働安全衛生総合研究所・総括領

域長） 

高橋正也（労働安全衛生総合研究所産業疫学

研究グループ・部長） 

 

Ａ．研究目的 
過労死等調査研究センターでは、平成 22 年

1 月から平成 27 年 3 月までの脳・心臓疾患と

精神障害の労災請求事案のうち、平成 27 年度

は業務上と決定された事案、平成 28 年度は業

務外と決定された事案の労災復命書等の収集

を行い、その情報をデータベース化した後に解

析し、その実態について報告した。 

そして、本研究平成 28 年度分担研究報告書

（p74～90）では“今後、業務上・外を包括し

た労災請求事案全体を解析する観点からのよ

り詳細な実態分析が必要である”と業務上・外

の包括的解析を次の課題とした。これは、労災

請求事案は認定基準に照らし合わせて判断さ

【研究要旨】 

本研究では、過去約 5 年間のわが国における脳・心臓疾患及び精神障害で労災請求され

支給・不支給決定された事案（「業務上」及び「業務外」事案）についてデータベース化さ

れた情報から、これまで包括的な報告がなかった労災請求事案の実態を把握することを目

的とした。平成 22 年 1 月から平成 27 年 3 月までの脳・心臓疾患と精神障害の労災請求事

案について、全国の労働局及び労働基準監督署より収集された関連情報から構築されたデ

ータベースを解析した。データベース化されたのは脳・心臓疾患事案 3,525件（業務上 1,564

件・業務外 1,961 件）及び精神障害事案のうち平成 23 年 12 月策定の「心理的負荷による

精神障害の認定基準」に基づいて業務上外が決定された 3,543 件（業務上 1,369 件・業務

外 2,174 件）であった。脳・心臓疾患については、男性が約 9割、発症時年齢は 50～59歳

で 1/3超、決定時疾患の約 3割が脳内出血で最も多く、くも膜下出血、心筋梗塞、脳梗塞、

心停止、解離性大動脈瘤と併せた 6 疾患で 96%超であった。健康診断を受診している者で

は脳内出血及び脳梗塞の発症割合が低く、既往歴、不規則勤務又は拘束時間の長い勤務が

有ると心筋梗塞の発症割合が高かった。精神障害については、男性が 6 割超、特に自殺事

案では 9 割超が男性、発症年齢別では男女とも 30～39 歳及び 40～49 歳がほぼ同数で最も

多かったものの自殺事案において男性は 40 歳未満で半数近くを女性は 29 歳以下が半数以

上、疾患については生存事案において男性は「神経症性障害，ストレス関連障害及び身体

表現性障害（F4）」と「気分[感情]障害（F3）」が同程度の割合、女性は F4の割合が高く、

男女ともに F3 と F4 で 95%超を占め、自殺事案においては男女ともに F3 の割合が高かっ

た。男女とも最も多かった出来事は「上司とのトラブル」であったが、概ね長時間労働関

連の出来事と複合的に認められた。以上から、脳・心臓疾患の発症は、長時間労働対策と

ともに健康管理や労働負荷に着目した対策により低減できる可能性があること、精神障害

の発症を予防するには長時間労働対策と並行的に対人関係やメンタルヘルス対策等を実施

する必要があることが示唆された。 
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れ労災保険給付の支給・不支給が決定されるが、

請求者が過重な仕事が原因で発症した脳・心臓

疾患又は仕事による強いストレスなどが原因

で発病した精神障害であるとして業務上疾病

として労災請求した事案であること、すなわち

業務起因性が認められた／認められないにか

かわらず過労死等関連疾患を発症していると

考えられる事案であること、また、「過労死等

の労災補償状況」において、労災請求事案の詳

細について報告されていないことを勘案して

いる。 

そこで本研究では、過去約 5年間の脳・心臓

疾患及び精神障害の労災支給・不支給決定事案

（以下、「業務上外事案」という。）についてデ

ータベース化された情報を解析し、その実態を

把握するとともに有用な過重労働対策を見い

出すことを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 
1. 分析対象 

平成 22 年 1 月から平成 27 年 3 月の業務上

外事案について、平成 27 年度に業務上事案、

平成 28 年度に業務外事案について全国の労働

局及び労働基準監督署から調査復命書等を過

労死等調査研究センターに収集しデータベー

スを構築した。それらから、脳・心臓疾患事案

3,525 件（業務上 1,564 件・業務外 1,961 件）

及び精神障害事案のうち平成 23 年 12 月策定

の「心理的負荷による精神障害の認定基準」（以

下、「認定基準」という。）に基づいて業務上外

が決定された 3,543件（業務上 1,369 件・業務

外 2,174 件）のデータベースを新たに構築し分

析対象とした。 

 

2. 分析方法 
性・年齢（請求時、発症時、死亡時）、業種・

職種、疾患名、前駆症状、労務管理・健康管理

の状況、出来事（特別な出来事、恒常的な長時

間労働、具体的出来事）などの情報に関する基

本集計とクロス集計を行った。脳・心臓疾患事

案では、健康管理の状況及び労働負荷と疾患と

のクロス集計ではカイ 2乗検定を行い、有意水

準 5%未満を統計学的有意差有りとした。 

 

3. 倫理面での配慮 
本研究は、労働安全衛生総合研究所研究倫理

審査委員会にて審査され、承認を得たうえで行

った（通知番号：H2708 及び H2743）。本研究で

用いたデータベースには、氏名、住所、電話番

号等、個人を特定できる情報は一切含まれてい

ない。 

 

Ｃ．研究結果 
1. 脳・心臓疾患事案 

1-1) 性別・年齢・疾患（表 1-1） 
 業務上外事案 3,525 件のうち、3,164 件

（89.8％）が男性、361件（10.2％）が女性で

あった。 

 年齢別では、発症時年齢が男性は 50～59歳、

女性は 60～69歳が最も多く、40歳以上が男女

とも 86.2%であった。 

 決定時疾患は、業務外事案で複数記載されて

いる事案があり、すべてを数値に含んだ。男女

あわせて、脳内出血が最も多く（30.1％）、く

も膜下出血（16.8％）、心筋梗塞（16.1％）、脳

梗塞（14.5％）、心停止（13.8％）、解離性大動

脈瘤（5.0%）と続き、これら 6 疾患で全体の

96％超を占めた。女性では 8割超が脳疾患であ

った。 

 前駆症状ありであったのは全体の 2 割未満

で、男性（18.0%）、女性（16.6%）とほぼ同様

であった。 

 

1-2) 業種・職種（表 1-2） 
 業種別の事案数は、全体では運輸業・郵便業

（22.0％）が最も多く、次に卸売業・小売業

（15.1％）、建設業（13.6%）と続いた。男性で

は、運輸業・郵便業（23.9％）、建設業（15.0％）、

卸売業・小売業（14.4％）、製造業（13.8％）、

サービス業（他に分類されないもの）（10.1％）

の 5業種で 3/4%超を占めた。女性では、医療・

福祉（23.0％）、卸売業・小売業（21.3％）、宿

泊業・飲食サービス業（13.2％）、サービス業

（他に分類されないもの）（12.6％）、製造業

（9.6%）の 5業種で 8割近くを占めた。 

 職種別では、男性では輸送・機械運転従事者

（21.2％）が最も多く、次に専門的・技術的職

業従事者（13.1％）、販売従事者（10.2%）と続

き、女性ではサービス職業従事者（33.4％）が

1/3を占め、販売従事者（15.7％）、事務従事者

（15.2%）と続いた。 

 

1-3) 就業規則・健康管理（表 1-3） 
 全体では健康診断は 70％弱が受診しており、

面接指導は 1.9％で実施され、既往歴は 43.1％

に見られた。 

 

1-4) 年齢、業種、職種と決定時 6 疾患（表

1-4-1～表 1-4-3） 
 全体では脳内出血、脳梗塞、心筋梗塞、解離

性大動脈瘤は 50～59 歳、くも膜下出血、心停

止は 40～49歳がそれぞれ最も多かった。 
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 全体のほぼ全ての業種において、脳内出血が

1/4 超を占め最も多かったものの、情報通信業

では心停止も同程度多かった（25.3%）。それ以

外では漁業では脳梗塞、心筋梗塞が多く、公務

では心筋梗塞が多かった。職種別では、運輸・

通信従事者、生産工程・労務作業者（I-2）以

外はすべて脳内出血が最も多かった。 

 男性ではほとんどの業種において脳内出血

が最も多かったものの、情報通信業、医療・福

祉では心停止が最も多かった。それに対して、

女性は半数近くの業種でくも膜下出血が最も

多かった。 

 

1-5) 健康管理の状況と決定時 6 疾患（表 1-
5-1～表 1-5-3） 

 健康管理（健康診断、面接指導、既往歴）の

状況（あり／なし）によって疾患の発症に特徴

があるのかを全年代の他、40 代以下、50 代、

60代以上に分けてクロス集計した。 

 健康診断を受診していると脳内出血（健診な

し群：35.9%、健診あり群：29.1%、p<0.001）と

脳梗塞（健診なし群：17.0%、健診あり群：13.8%、

p=0.033）の発症割合が統計的に有意に低く、

特に脳出血では 60 代以上で顕著であった（健

診なし群：38.1%、健診あり群：28.3%、p=0.005）。

一方、くも膜下出血（健診なし群：12.7%、健

診あり群：18.3%、p<0.001）、心停止（健診な

し群：11.8%、健診あり群：14.8%、p=0.042）で

は健康診断を受診している者の発症割合が高

かった。 

 面接指導の実施と疾患との間に統計的に有

意な関連は認められなかった。 

 既往歴があると心筋梗塞の発症が多いこと

に統計的有意差が認められた（既往なし群：

14.5%、既往あり群：18.1%、p=0.007）。また、

40 代以下では脳内出血（既往なし群：23.8%、

既往あり群：32.1%、p=0.001）、50代では解離

性大動脈瘤（既往なし群：4.0%、既往あり群：

7.4%、p=0.024）で同様の傾向であった。一方、

くも膜下出血では既往歴がなくても発症割合

が高く（既往なし群：21.3%、既往あり群：12.2%、

p<0.001）、これは 40代以下、50 代、60 代以上

でも同様の傾向であった。また、40代以下の脳

梗塞でも同様の傾向が認められた（既往なし

群：12.6%、既往あり群：8.9%、p=0.036）。 

 

1-6) 労働負荷と決定時 6 疾患（表 1-6） 
 発症前 6か月の労働負荷（不規則勤務、拘束

時間の長い勤務、出張が多い業務、交代・深夜

勤務、作業環境、精神的緊張）の有無と疾患の

発症の関連についてクロス集計した。 

 心筋梗塞と不規則勤務（なし群：15.5%、あ

り群：22.6%、p=0.002）及び拘束時間の長い勤

務（なし群：15.3%、あり群：19.7%、p=0.006）

の関連について統計的有意差が認められた。 

 

2. 精神障害事案 
2-1) 性・年齢（表 2-1） 

 業務上外事案 3,543 件のうち、2,247 件

（63.4％）は男性であった。自殺事案は 518件

であったが、うち 479件（92.5％）が男性であ

った。 

 年齢別では、男女を問わず発症年齢は 30～

39歳及び 40～49歳が多かった。自殺事案では

男性は 40～49歳が最も多いが、29歳以下と 30

～39歳を合わせた 40歳未満が半数近く（48.2%）

を、女性は 29歳以下が半数以上（51.3%）を占

めた。 

 

2-2) 業種（表 2-2） 
 業種別の事案数は製造業、特に男性で多く、

以下、卸売業・小売業、医療・福祉、運輸業・

郵便業、サービス業（他に分類されないもの）

と続いた。女性では医療・福祉で 3割近くを占

めた。 

 

2-3) 疾患名（表 2-3-1、表 2-3-2） 
 性・生存死亡別の疾患名について、生存事案

では「神経症性障害，ストレス関連障害及び身

体表現性障害（F4）」（男性：49.0%、女性：67.2%）、

特に「適応障害（F43.2）」（男性：26.6%、女性：

32.0%）、続いて「心的外傷後ストレス障害

(PTSD)（F43.1）」（男性：6.3%、女性：8.8%）が

多く、この傾向は女性で顕著であり、男性では

「気分[感情]障害（F3）」（46.9%）も F4と同程

度の割合であり、男女とも F3と F4で 95%超を

占めた。死亡（自殺事案）では男女を問わず F3

（男性：75.3%、女性：61.5%）、特に「うつ病

エピソード（F32）」（男性：61.1%、女性：48.7%）

が多かった。一方、請求時年齢別では、男女別

の疾患の分布に顕著な差は見られなかった。 

 

2-4) 出来事（表 2-4-1、表 2-4-2） 
 生存事案において最も多かった出来事は男

女とも「30.上司とのトラブル」（男性：31.1%、

女性：34.6%）、死亡（自殺事案）では男性では

「15.仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生

じさせる出来事」（27.7%）、女性では「30.上司

とのトラブル」（41.0％）であった。また、男

女とも「29.（ひどい）嫌がらせ、いじめ、又

は暴行」、女性では「31.同僚とのトラブル」な

ど、他の対人関係の出来事も多かった。一方、
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請求時年齢別では、男女の出来事の分布に顕著

な差は見られなかった。 

 

2-5) 出来事のタイプと疾患名（表 2-5） 
 出来事を以下の 3つのタイプに分け（本研究

平成 28 年度分担研究報告書、p23～35）、疾患

別に関連を分析した。 

・長時間労働関連の出来事（「認定基準」にお

ける「極度の長時間労働」、「恒常的長時間労働」、

具体的出来事としての「15.仕事内容・仕事量

の（大きな）変化を生じさせる出来事」又は「16. 

1 か月に 80 時間以上の時間外労働」のいずれ

かの出来事）、 

・事故・災害関連の出来事（「認定基準」にお

ける「心理的負荷が極度のもの」、具体的出来

事としての「1.（重度の）病気やケガ」又は「2. 

悲惨な事故や災害の体験」のいずれかの出来

事）、 

・対人関係関連の出来事（具体的出来事として

の「29.（ひどい）嫌がらせ、いじめ、暴行」、

又は「36.セクシュアルハラスメント」のいず

れかの出来事）。 

 全事案の「気分[感情]障害（F3）」で最も多

いのは長時間労働関連（44.8%）で、F3 の 3/4

以上を占める「うつ病エピソード（F32）」でも

同様であった。「神経症性障害，ストレス関連

障害及び身体表現性障害（F4）」では事故・災

害関連（32.4%）、対人関係関連（22.7%）が長

時間労働関連（21.2%）より僅かに多く、下位

分類の「適応障害（F43.2）」では対人関係関連

（27.1%）、「心的外傷後ストレス障害(PTSD)

（F43.1）」では事故・災害関連（86.5%）が最

も多かった。 

 自殺事案では、長時間労働関連が「気分[感

情]障害（F3）」（59.8%）と「うつ病エピソード

（F32）」（61.0%）では半数以上を占め、「神経

症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障

害（F4）」（31.7%）と「適応障害（F43.2）」（31.9%）

でも 1/3程度を占めた。 

 F3 と F4 を合わせると疾患の 94.6%[(1,581

＋1,770)/3,543]を占めるが、長時間労働関連

の出来事の割合は全事案で 32.4%[(709＋

376)/(1,581 ＋ 1,770)] 、 自 殺 事 案 で は

56.1%[(231＋19)/(386＋60)]を占めた。 

 

2-6) 出来事／長時間労働関連の出来事と疾

患名（表 2-6-1～表 2-6-4） 
 疾患と出来事との関連、更に、出来事ととも

に長時間労働関連の出来事が認められた事案

数について分析した。 

 全事案において長時間労働関連の出来事が

占める割合は「気分[感情]障害（F3）」では出

来事の類型①「事故や災害の体験」では 2割未

満であるものの「28.非正規社員である自分の

契約満了が迫った」など幾つかの具体的出来事

を除けば概ね 3 割～6 割超、その下位分類の

「うつ病エピソード（F32）」でも同様の傾向、

「神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表

現性障害（F4）」でも類型①が 1割未満で、「27. 

早期退職制度の対象となった」などを除いた具

体的出来事では概ね 2割～5割程度、その下位

分類の「適応障害（F43.2）」でも同様の傾向で

あった。「心的外傷後ストレス障害(PTSD)

（F43.1）」では概ね「心理的負荷が極度のもの」

と出来事の類型①で占められていた。 

 自殺事案では、F3 では概ね全事案と同様な

傾向であったものの、F4 は事案数が少なく全

事案とは異なる傾向であった。 

 

Ｄ．考察 
本研究では、過去約 5年間の脳・心臓疾患及

び精神障害の業務上外事案の実態を概観した。

以下、脳・心臓疾患事案、精神障害事案とも本

研究の結果について考察する。 

 

1. 脳・心臓疾患事案 
 脳・心臓疾患の業務上外事案を包括した請求

者のプロフィールは、男性が約 9割、発症時年

齢は 50～59歳で 1/3 超、決定時疾患の約 3 割

が脳内出血で最も多く、くも膜下出血、心筋梗

塞、脳梗塞、心停止、解離性大動脈瘤と併せた

6 疾患で 96%超であった。女性では 8 割超が脳

血管疾患で、男性に比してくも膜下出血の割合

が多いのが特徴であった。また、業種・職種別

の疾患では、男性では脳内出血が最も多い業

種・職種が多数を占めるのに対し、女性は脳内

出血に加え、くも膜下出血も多くの業種・職種

で多数を占めた。 

 健康管理の状況と疾患において、健康診断を

受診している者では脳内出血及び脳梗塞では

発症割合が低かったことから、現行の健康診断

を受診することによって発症予防の効果があ

ると推測される。例えば、脳内出血のリスク要

因では高血圧が挙げられるが、健康診断を通じ

ての血圧管理がうまくなされていたことが脳

内出血の発症が少なくなった一因であるとも

考えられ、特に 60 代以上では健康診断の受診

がないと発症が 4割弱であったのに対し、受診

していると 3 割未満に低減されているように

影響が大きく、血圧管理をより充実させること

によって更に発症率を抑えることが出来る可

能性があると考えられる。一方、くも膜下出血
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や心停止は現行の健康診断の受診だけでは、発

症予防の効果は認められず、健康診断の内容に

その病因に関連した項目を盛り込む等の対策

が必要であるかもしれない。面接指導について

は、元々の目的が過重労働対策の一環で疲労蓄

積に焦点を当てたものであることから、その有

無による発症への影響は少ないと考えられた

が、本データでは面接指導の実施は 2%に満た

ないため、実施率を上げることが課題であると

考えられる。既往歴については、40代以下の脳

内出血、心筋梗塞、50 代の解離性大動脈瘤にお

いて既往歴があるとそれらの発症が高かった。

具体的な既往の病名や症状について集計され

ていないものの、それらを精査することによっ

て、発症予防に役立てられる可能性があると考

えられる。 

 労働負荷と疾患において、不規則勤務又は拘

束時間の長い勤務があると心筋梗塞の発症割

合が高かった。心筋梗塞は既往歴との関連も認

められていることからその複合的な影響につ

いても考慮する必要があり、よって発症機序に

ついて推測することは難しいことから今後検

討すべき課題であるが、発症予防には健康管理

と並行してそれらの労働負荷について考慮す

べきであると考えられる。 

 

2. 精神障害事案 
 精神障害の業務上外事案を包括した請求者

では男性が 6割超、特に自殺事案では 9割超が

男性、発症年齢別では男女とも 30～39 歳及び

40～49 歳がほぼ同数で最も多かったものの自

殺事案では男性は 40 歳未満で半数近くを、女

性は 29 歳以下が半数以上と、若年層の自殺事

案が多いことがうかがえた。業種別では、雇用

者総数の多い製造業、卸売業・小売業、医療・

福祉などで事案数が多く、女性で医療・福祉の

事案数が顕著に多いことが特徴的であった。疾

患別では、生存事案において男性では「神経症

性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害

（F4）」が「気分[感情]障害（F3）」より僅かな

がら高いものの同程度の割合、女性では F4 の

割合が高く、男女ともに F3 と F4 で 95%超を占

めた。自殺事案においては男女ともに F3 の割

合が高かった。 

 生存事案において最も多かった出来事は男

女とも「30. 上司とのトラブル」でともに 3割

以上の事案に認められ、また、自殺事案では女

性は 4割以上の事案に該当した。なお、トラブ

ル内容については個々の事案を詳細に検討す

る必要があるが、「認定基準」において、この

出来事単独では心理的負荷が「強」と判断され

ず労災の認定要件を満たさないことから、他の

出来事も同時に、つまり複数の出来事が該当し

ていると考えられる。 

 疾患別に比較することにより長時間労働関

連とそれ以外の出来事の精神障害発症への影

響の度合が明確になったように思われる。全事

案では出来事のタイプとして長時間労働関連

の出来事は F3 と F4 を併せると約 3 割に該当

した。毎年発表される「過労死等の労災補償状

況」から業務上と決定された精神障害事案で月

時間外 80時間以上は 4割程度（平成 27年度：

40.7%、平成 28 年度：36.3%）と算出され若干

低値であるが、本データベースには業務外事案

も含まれており、業務外事案にも少なからず長

時間労働関連の出来事が含まれていることが

一因であると考えられる。また、自殺事案では

長時間労働関連の出来事が 6 割近くを占めて

いることは長時間労働対策の重要性を示して

いる。 

 出来事の類型①「事故や災害の体験」と幾つ

かの出来事を除けば、概ね具体的出来事ととも

に長時間労働関連の出来事が認められた。これ

は長時間労働とその他出来事が多層的に起こ

っており、長時間労働対策を大きな柱としなが

らも並行的に対人関係やメンタルヘルス対策

等を実施する必要があることを示唆している

と考えられる。 

 本研究は、これまで詳細が報告されていなか

った労災支給・不支給決定事案の実態に関する

初めての報告である。なお、収集された事案に

ついては、研究仮説を立ててから収集する調査

研究のためのデータと異なり、業務上外を決定

するための事項を優先的に記載されているで

あろうという特性があること、また、特に精神

障害事案については事案の収集対象期間中の

平成 23 年 12 月に策定された認定基準で長時

間労働を考慮するウェイトが増えたといった

事情があり、それらは研究としての限界として

挙げられる。そこで今後、さらに労災請求事案

を収集し、本研究で見出された結果の再現性や

各々の事項の経時的変化について検討するこ

とが必要と考えられる。 

 

Ｅ．結論 
 本研究では、過去約 5年間の脳・心臓疾患及

び精神障害の業務上外事案についてのデータ

ベースから、これまで詳細が報告されていなか

った脳・心臓疾患及び精神障害の労災請求事案

の実態を初めて報告した。脳・心臓疾患の発症

は、長時間労働対策とともに健康管理や労働負

荷に着目した対策により低減できる可能性が
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あること、精神障害の発症を予防するには長時

間労働対策と並行的に対人関係やメンタルヘ

ルス対策等を実施する必要があることが示唆

された。 
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表 1-1 請求時・発症時・死亡時年齢、決定時疾患名、前駆症状（業務上外、脳・心臓疾患） 

 

  
男性 女性 全体

N (%) N (%) N (%)

性別 3164 361 3525

(89.8) (10.2) (100)

請求時年齢（M, SD） 51.8 10.4 53.1 11.5 51.9 10.5

発症時年齢（M, SD） 51.3 10.4 52.7 11.6 51.4 10.6

19-29歳 79 (2.5) 14 (3.9) 93 (2.6)

30-39歳 362 (11.4) 36 (10.0) 398 (11.3)

40-49歳 891 (28.2) 80 (22.2) 971 (27.6)

50-59歳 1100 (34.8) 109 (30.3) 1209 (34.3)

60-69歳 638 (20.2) 110 (30.6) 748 (21.2)

70歳以上 94 (3.0) 11 (3.1) 105 (3.0)

合計 3164 (100) 360 (100) 3524 (100)

死亡時年齢（M, SD） 50.0 10.6 51.0 12.5 50.0 10.7

20-29歳 46 (3.6) 6 (6.4) 52 (3.8)

30-39歳 174 (13.5) 13 (13.8) 187 (13.5)

40-49歳 390 (30.2) 18 (19.1) 408 (29.5)

50-59歳 414 (32.1) 30 (31.9) 444 (32.1)

60-69歳 239 (18.5) 26 (27.7) 265 (19.1)

70歳以上 28 (2.2) 1 (1.1) 29 (2.1)

合計 1291 (100) 94 (100) 1385 (100)

決定時疾患名*

脳内出血（脳出血） 935 (29.3) 134 (36.5) 1069 (30.1)

くも膜下出血 469 (14.7) 127 (34.6) 596 (16.8)

脳梗塞 475 (14.9) 39 (10.6) 514 (14.5)

心筋梗塞 560 (17.6) 12 (3.3) 572 (16.1)

心停止（心臓性突然死を含む。） 470 (14.7) 21 (5.7) 491 (13.8)

解離性大動脈瘤 163 (5.1) 15 (4.1) 178 (5.0)

高血圧性脳症 4 (0.1) 1 (0.3) 5 (0.1)

狭心症 60 (1.9) 7 (1.9) 67 (1.9)

上記対象8疾患以外 52 (1.6) 11 (3.0) 63 (1.8)

脳・心臓疾患の両方 9 (0.3) 3 (0.8) 12 (0.3)

合計** 3188 (100) 367 (100) 3555 (100)

*：複数の疾患を含めて集計。　**：脳・心臓疾患の両方を除く。

前駆症状

なし 2310 (73.0) 270 (74.8) 2580 (73.2)

あり 568 (18.0) 60 (16.6) 628 (17.8)

頭痛 215 (6.8) 37 (10.2) 252 (7.1)

胸部痛 100 (3.2) 4 (1.1) 104 (3.0)

その他 330 (10.4) 33 (9.1) 363 (10.3)

記載なし／不明 286 (9.0) 31 (8.6) 317 (9.0)

合計 3164 (100) 361 (100) 3525 (100)
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表 1-2 業種（大分類）、職種（大分類） （業務上外、脳・心臓疾患） 

 

  
男性 女性 全体

N (%) N (%) N (%)

業種(大分類)

運輸業，郵便業 752 (23.9) 18 (5.1) 770 (22.0)

卸売業･小売業 452 (14.4) 76 (21.3) 528 (15.1)

製造業 435 (13.8) 34 (9.6) 469 (13.4)

建設業 472 (15.0) 4 (1.1) 476 (13.6)

サービス業（他に分類されないもの） 319 (10.1) 45 (12.6) 364 (10.4)

宿泊業，飲食サービス業 148 (4.7) 47 (13.2) 195 (5.6)

情報通信業 89 (2.8) 10 (2.8) 99 (2.8)

医療，福祉 88 (2.8) 82 (23.0) 170 (4.9)

学術研究，専門・技術サービス業 100 (3.2) 6 (1.7) 106 (3.0)

生活関連サービス業，娯楽業 69 (2.2) 12 (3.4) 81 (2.3)

不動産業，物品賃貸業 55 (1.7) 2 (0.6) 57 (1.6)

教育，学習支援業 52 (1.7) 10 (2.8) 62 (1.8)

漁業 29 (0.9) 0 (0.0) 29 (0.8)

金融業･保険業 28 (0.9) 3 (0.8) 31 (0.9)

農業，林業 27 (0.9) 1 (0.3) 28 (0.8)

複合サービス事業 17 (0.5) 3 (0.8) 20 (0.6)

電気・ガス・熱供給・水道業 7 (0.2) 1 (0.3) 8 (0.2)

公務（他に分類されるものを除く） 6 (0.2) 2 (0.6) 8 (0.2)

分類不能の産業 3 (0.1) 0 (0.0) 3 (0.1)

鉱業，採石業，砂利採取業 1 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.0)

合計 3149 (100) 356 (100) 3505 (100)

職種(大分類)

輸送・機械運転従事者 667 (21.2) 7 (2.0) 674 (19.2)

専門的・技術的職業従事者 414 (13.1) 51 (14.3) 465 (13.3)

販売従事者 320 (10.2) 56 (15.7) 376 (10.7)

サービス職業従事者 288 (9.1) 119 (33.4) 407 (11.6)

管理的職業従事者 254 (8.1) 8 (2.2) 262 (7.5)

事務従事者 296 (9.4) 54 (15.2) 350 (10.0)

生産工程従事者 224 (7.1) 27 (7.6) 251 (7.2)

建設・採掘従事者 313 (9.9) 2 (0.6) 315 (9.0)

保安職業従事者 120 (3.8) 2 (0.6) 122 (3.5)

運搬・清掃・包装等従事者 127 (4.0) 26 (7.3) 153 (4.4)

農林漁業従事者 54 (1.7) 1 (0.3) 55 (1.6)

運輸・通信従事者 40 (1.3) 0 (0.0) 40 (1.1)

生産工程・労務作業者（Ｉ－１　製造・制作作業者） 12 (0.4) 0 (0.0) 12 (0.3)

生産工程・労務作業者（Ｉ－３　採掘・建設・労務作業者） 17 (0.5) 3 (0.8) 20 (0.6)

生産工程・労務作業者（Ｉ－２　定置機関運転・建設機械運転・電気作業者） 2 (0.1) 0 (0.0) 2 (0.1)

分類不能の職業 1 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.0)

合計 3149 (100) 356 (100) 3505 (100)
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表 1-3 所定休日、出退勤の管理状況、就業規則等 （業務上外、脳・心臓疾患） 

 

  
男性 女性 全体

N (%) N (%) N (%)

所定休日

週休1日制 671 (21.2) 59 (16.3) 730 (20.7)

隔週週休2日制 248 (7.8) 14 (3.9) 262 (7.4)

完全週休2日制 829 (26.2) 93 (25.8) 922 (26.2)

記載なし／不明 1416 (44.8) 195 (54.0) 1611 (45.7)

合計 3164 (100) 361 (100) 3525 (100)

出退勤の管理状況

タイムカード 835 (26.4) 159 (44.0) 994 (28.2)

出勤簿 882 (27.9) 94 (26.0) 976 (27.7)

管理者による確認 576 (18.2) 61 (16.9) 637 (18.1)

本人の申告 729 (23.0) 54 (15.0) 783 (22.2)

就業規則

なし 501 (15.8) 51 (14.1) 552 (15.7)

あり 2355 (74.4) 283 (78.4) 2638 (74.8)

記載なし／不明 308 (9.7) 27 (7.5) 335 (9.5)

合計 3164 (100) 361 (523) 3525 (100)

賃金規程

なし 566 (17.9) 64 (17.7) 630 (17.9)

あり 2078 (65.7) 240 (66.5) 2318 (65.8)

記載なし／不明 520 (16.4) 57 (15.8) 577 (16.4)

合計 3164 (100) 361 (523) 3525 (100)

健康診断

なし 647 (20.4) 107 (29.6) 754 (21.4)

あり 2212 (69.9) 233 (64.5) 2445 (69.4)

記載なし／不明 305 (9.6) 21 (5.8) 326 (9.2)

合計 3164 (100) 361 (523) 3525 (100)

面接指導

なし 2458 (77.7) 297 (82.3) 2755 (78.2)

あり 62 (2.0) 4 (1.1) 66 (1.9)

記載なし／不明 644 (20.4) 60 (16.6) 704 (20.0)

合計 3164 (100) 361 (523) 3525 (100)

既往歴

なし 1388 (43.9) 174 (48.2) 1562 (44.3)

あり 1369 (43.3) 149 (41.3) 1518 (43.1)

記載なし／不明 407 (12.9) 38 (10.5) 445 (12.6)

合計 3164 (100) 361 (523) 3525 (100)
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表 1-4-1 年齢、業種、職種と決定時 6 疾患（全体） （業務上外、脳・心臓疾患） 

  脳内出血
（脳出血）

くも膜下出血 脳梗塞 心筋梗塞
心停止

（心臓性突然死

を含む。）

解離性
大動脈瘤

合計

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

性別

男 935 (87.5) 469 (78.7) 475 (92.4) 560 (97.9) 470 (95.7) 163 (91.6) 3072 (89.8)

女 134 (12.5) 127 (21.3) 39 (7.6) 12 (2.1) 21 (4.3) 15 (8.4) 348 (10.2)

合計 1069 (100) 596 (100) 514 (100) 572 (100) 491 (100) 178 (100) 3420 (100)

発症時年齢

20-29歳 14 (1.3) 9 (1.5) 7 (1.4) 7 (1.2) 49 (10.0) 1 (0.6) 87 (2.5)

30-39歳 93 (8.7) 89 (14.9) 41 (8.0) 50 (8.7) 103 (21.0) 15 (8.4) 391 (11.4)

40-49歳 288 (26.9) 214 (35.9) 111 (21.6) 141 (24.7) 134 (27.3) 43 (24.2) 931 (27.2)

50-59歳 402 (37.6) 195 (32.7) 179 (34.8) 223 (39.0) 117 (23.8) 68 (38.2) 1184 (34.6)

60-69歳 237 (22.2) 81 (13.6) 152 (29.6) 140 (24.5) 76 (15.5) 42 (23.6) 728 (21.3)

70歳以上 35 (3.3) 8 (1.3) 24 (4.7) 11 (1.9) 12 (2.4) 9 (5.1) 99 (2.9)

合計 1069 (100) 596 (100) 514 (100) 572 (100) 491 (100) 178 (100) 3420 (100)

業種（大分類）

運輸業，郵便業 216 (28.7) 123 (16.4) 118 (15.7) 171 (22.7) 83 (11.0) 41 (5.5) 752 (100)

卸売業･小売業 178 (34.3) 106 (20.4) 61 (11.8) 62 (11.9) 87 (16.8) 25 (4.8) 519 (100)

製造業 151 (32.9) 81 (17.6) 72 (15.7) 58 (12.6) 75 (16.3) 22 (4.8) 459 (100)

建設業 135 (28.8) 62 (13.2) 76 (16.2) 93 (19.9) 69 (14.7) 33 (7.1) 468 (100)

サービス業（他に分類されないもの） 102 (29.2) 52 (14.9) 68 (19.5) 60 (17.2) 46 (13.2) 21 (6.0) 349 (100)

宿泊業，飲食サービス業 64 (35.2) 44 (24.2) 18 (9.9) 25 (13.7) 21 (11.5) 10 (5.5) 182 (100)

情報通信業 24 (25.3) 19 (20.0) 14 (14.7) 10 (10.5) 24 (25.3) 4 (4.2) 95 (100)

医療，福祉 47 (28.1) 44 (26.3) 26 (15.6) 17 (10.2) 27 (16.2) 6 (3.6) 167 (100)

学術研究，専門・技術サービス業 32 (32.0) 17 (17.0) 15 (15.0) 20 (20.0) 10 (10.0) 6 (6.0) 100 (100)

生活関連サービス業，娯楽業 31 (39.7) 13 (16.7) 7 (9.0) 11 (14.1) 12 (15.4) 4 (5.1) 78 (100)

不動産業，物品賃貸業 23 (41.8) 7 (12.7) 7 (12.7) 8 (14.5) 10 (18.2) 0 (0.0) 55 (100)

教育，学習支援業 24 (41.4) 11 (19.0) 7 (12.1) 6 (10.3) 10 (17.2) 0 (0.0) 58 (100)

漁業 5 (17.9) 3 (10.7) 10 (35.7) 8 (28.6) 1 (3.6) 1 (3.6) 28 (100)

金融業･保険業 10 (33.3) 5 (16.7) 3 (10.0) 3 (10.0) 7 (23.3) 2 (6.7) 30 (100)

農業，林業 12 (42.9) 4 (14.3) 3 (10.7) 6 (21.4) 1 (3.6) 2 (7.1) 28 (100)

複合サービス事業 7 (35.0) 4 (20.0) 3 (15.0) 4 (20.0) 2 (10.0) 0 (0.0) 20 (100)

電気・ガス・熱供給・水道業 3 (37.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (25.0) 2 (25.0) 1 (12.5) 8 (100)

公務（他に分類されるものを除く） 2 (33.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (66.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (100)

分類不能の産業 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (66.7) 0 (0.0) 1 (33.3) 0 (0.0) 3 (100)

鉱業，採石業，砂利採取業 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0)

合計 1066 (31.3) 595 (17.5) 510 (15.0) 568 (16.7) 488 (14.3) 178 (5.2) 3405 (100)

職種（大分類）

輸送・機械運転従事者 196 (29.8) 102 (15.5) 105 (16.0) 146 (22.2) 72 (10.9) 37 (5.6) 658 (100)

専門的・技術的職業従事者 129 (29.1) 81 (18.2) 63 (14.2) 64 (14.4) 87 (19.6) 20 (4.5) 444 (100)

販売従事者 121 (33.4) 77 (21.3) 44 (12.2) 41 (11.3) 61 (16.9) 18 (5.0) 362 (100)

サービス職業従事者 139 (35.5) 83 (21.2) 47 (12.0) 47 (12.0) 53 (13.6) 22 (5.6) 391 (100)

管理的職業従事者 69 (26.4) 48 (18.4) 37 (14.2) 52 (19.9) 36 (13.8) 19 (7.3) 261 (100)

事務従事者 113 (32.9) 75 (21.9) 39 (11.4) 48 (14.0) 57 (16.6) 11 (3.2) 343 (100)

生産工程従事者 85 (34.7) 44 (18.0) 37 (15.1) 26 (10.6) 39 (15.9) 14 (5.7) 245 (100)

建設・採掘従事者 92 (29.9) 35 (11.4) 51 (16.6) 69 (22.4) 43 (14.0) 18 (5.8) 308 (100)

保安職業従事者 34 (29.1) 9 (7.7) 31 (26.5) 27 (23.1) 9 (7.7) 7 (6.0) 117 (100)

運搬・清掃・包装等従事者 56 (37.8) 20 (13.5) 27 (18.2) 22 (14.9) 16 (10.8) 7 (4.7) 148 (100)

農林漁業従事者 18 (33.3) 7 (13.0) 13 (24.1) 10 (18.5) 3 (5.6) 3 (5.6) 54 (100)

運輸・通信従事者 5 (12.8) 8 (20.5) 8 (20.5) 12 (30.8) 6 (15.4) 0 (0.0) 39 (100)

生産工程・労務作業者（Ｉ－１） 4 (33.3) 2 (16.7) 3 (25.0) 2 (16.7) 1 (8.3) 0 (0.0) 12 (100)

生産工程・労務作業者（Ｉ－３） 5 (25.0) 4 (20.0) 4 (20.0) 1 (5.0) 4 (20.0) 2 (10.0) 20 (100)

生産工程・労務作業者（Ｉ－２） 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (50.0) 1 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (100)

分類不能の職業 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100.0) 0 (0.0) 1 (100)

合計 1066 (31.3) 595 (17.5) 510 (15.0) 568 (16.7) 488 (14.3) 178 (5.2) 3405 (100)
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表 1-4-2 年齢、業種、職種と決定時 6 疾患（男性） （業務上外、脳・心臓疾患） 

 

  
脳内出血
（脳出血）

くも膜下出血 脳梗塞 心筋梗塞
心停止

（心臓性突然死

を含む。）

解離性
大動脈瘤

合計

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

発症時年齢

20-29歳 13 (1.4) 7 (1.5) 4 (0.8) 6 (1.1) 44 (9.4) 1 (0.6) 75 (2.4)

30-39歳 81 (8.7) 71 (15.1) 38 (8.0) 48 (8.6) 102 (21.7) 15 (9.2) 355 (11.6)

40-49歳 264 (28.2) 183 (39.0) 99 (20.8) 139 (24.8) 128 (27.2) 43 (26.4) 856 (27.9)

50-59歳 351 (37.5) 154 (32.8) 175 (36.8) 219 (39.1) 113 (24.0) 63 (38.7) 1075 (35.0)

60-69歳 195 (20.9) 48 (10.2) 138 (29.1) 137 (24.5) 71 (15.1) 34 (20.9) 623 (20.3)

70歳以上 31 (3.3) 6 (1.3) 21 (4.4) 11 (2.0) 12 (2.6) 7 (4.3) 88 (2.9)

合計 935 (100) 469 (100) 475 (100) 560 (100) 470 (100) 163 (100) 3072 (100)

業種（大分類）

運輸業，郵便業 213 (29.0) 112 (15.3) 118 (16.1) 170 (23.2) 82 (11.2) 39 (5.3) 734 (100)

卸売業･小売業 146 (33.0) 79 (17.8) 53 (12.0) 60 (13.5) 82 (18.5) 23 (5.2) 443 (100)

製造業 134 (31.5) 75 (17.6) 67 (15.8) 56 (13.2) 74 (17.4) 19 (4.5) 425 (100)

建設業 134 (28.9) 60 (12.9) 75 (16.2) 93 (20.0) 69 (14.9) 33 (7.1) 464 (100)

サービス業（他に分類されないもの） 91 (29.7) 39 (12.7) 60 (19.6) 59 (19.3) 40 (13.1) 17 (5.6) 306 (100)

宿泊業，飲食サービス業 48 (34.5) 25 (18.0) 13 (9.4) 24 (17.3) 20 (14.4) 9 (6.5) 139 (100)

情報通信業 20 (23.5) 15 (17.6) 14 (16.5) 10 (11.8) 22 (25.9) 4 (4.7) 85 (100)

医療，福祉 18 (20.5) 15 (17.0) 17 (19.3) 12 (13.6) 22 (25.0) 4 (4.5) 88 (100)

学術研究，専門・技術サービス業 30 (31.9) 13 (13.8) 15 (16.0) 20 (21.3) 10 (10.6) 6 (6.4) 94 (100)

生活関連サービス業，娯楽業 25 (37.9) 9 (13.6) 6 (9.1) 11 (16.7) 12 (18.2) 3 (4.5) 66 (100)

不動産業，物品賃貸業 22 (41.5) 6 (11.3) 7 (13.2) 8 (15.1) 10 (18.9) 0 (0.0) 53 (100)

教育，学習支援業 19 (39.6) 7 (14.6) 6 (12.5) 6 (12.5) 10 (20.8) 0 (0.0) 48 (100)

漁業 5 (17.9) 3 (10.7) 10 (35.7) 8 (28.6) 1 (3.6) 1 (3.6) 28 (100)

金融業･保険業 9 (32.1) 4 (14.3) 3 (10.7) 3 (10.7) 7 (25.0) 2 (7.1) 28 (100)

農業，林業 12 (44.4) 3 (11.1) 3 (11.1) 6 (22.2) 1 (3.7) 2 (7.4) 27 (100)

複合サービス事業 4 (23.5) 4 (23.5) 3 (17.6) 4 (23.5) 2 (11.8) 0 (0.0) 17 (100)

電気・ガス・熱供給・水道業 2 (28.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (28.6) 2 (28.6) 1 (14.3) 7 (100)

公務（他に分類されるものを除く） 1 (20.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (80.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (100)

分類不能の産業 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (66.7) 0 (0.0) 1 (33.3) 0 (0.0) 3 (100)

鉱業，採石業，砂利採取業 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0)

合計 933 (30.5) 469 (15.3) 472 (15.4) 556 (18.2) 467 (15.3) 163 (5.3) 3060 (100)

職種（大分類）

輸送・機械運転従事者 195 (30.0) 99 (15.2) 105 (16.1) 146 (22.4) 71 (10.9) 35 (5.4) 651 (100)

専門的・技術的職業従事者 111 (28.0) 64 (16.1) 57 (14.4) 63 (15.9) 83 (20.9) 19 (4.8) 397 (100)

販売従事者 98 (31.9) 59 (19.2) 38 (12.4) 40 (13.0) 54 (17.6) 18 (5.9) 307 (100)

サービス職業従事者 96 (34.8) 37 (13.4) 36 (13.0) 42 (15.2) 49 (17.8) 16 (5.8) 276 (100)

管理的職業従事者 66 (26.1) 45 (17.8) 36 (14.2) 52 (20.6) 36 (14.2) 18 (7.1) 253 (100)

事務従事者 92 (31.7) 51 (17.6) 35 (12.1) 46 (15.9) 56 (19.3) 10 (3.4) 290 (100)

生産工程従事者 71 (32.6) 39 (17.9) 34 (15.6) 24 (11.0) 38 (17.4) 12 (5.5) 218 (100)

建設・採掘従事者 91 (29.7) 35 (11.4) 50 (16.3) 69 (22.5) 43 (14.1) 18 (5.9) 306 (100)

保安職業従事者 34 (29.3) 9 (7.8) 31 (26.7) 27 (23.3) 8 (6.9) 7 (6.0) 116 (100)

運搬・清掃・包装等従事者 47 (38.5) 12 (9.8) 22 (18.0) 21 (17.2) 15 (12.3) 5 (4.1) 122 (100)

農林漁業従事者 18 (34.0) 6 (11.3) 13 (24.5) 10 (18.9) 3 (5.7) 3 (5.7) 53 (100)

運輸・通信従事者 5 (12.8) 8 (20.5) 8 (20.5) 12 (30.8) 6 (15.4) 0 (0.0) 39 (100)

生産工程・労務作業者（Ｉ－１） 4 (33.3) 2 (16.7) 3 (25.0) 2 (16.7) 1 (8.3) 0 (0.0) 12 (100)

生産工程・労務作業者（Ｉ－３） 5 (29.4) 3 (17.6) 3 (17.6) 1 (5.9) 3 (17.6) 2 (11.8) 17 (100)

生産工程・労務作業者（Ｉ－２） 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (50.0) 1 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (100)

分類不能の職業 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100.0) 0 (0.0) 1 (100)

合計 933 (30.5) 469 (15.3) 472 (15.4) 556 (18.2) 467 (15.3) 163 (5.3) 3060 (100)
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表 1-4-3 年齢、業種、職種と決定時 6 疾患（女性） （業務上外、脳・心臓疾患） 

 

  
脳内出血
（脳出血）

くも膜下出血 脳梗塞 心筋梗塞
心停止

（心臓性突然死

を含む。）

解離性
大動脈瘤

合計

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

発症時年齢

20-29歳 1 (0.7) 2 (1.6) 3 (7.7) 1 (8.3) 5 (23.8) 0 (0.0) 12 (3.4)

30-39歳 12 (9.0) 18 (14.2) 3 (7.7) 2 (16.7) 1 (4.8) 0 (0.0) 36 (10.3)

40-49歳 24 (17.9) 31 (24.4) 12 (30.8) 2 (16.7) 6 (28.6) 0 (0.0) 75 (21.6)

50-59歳 51 (38.1) 41 (32.3) 4 (10.3) 4 (33.3) 4 (19.0) 5 (33.3) 109 (31.3)

60-69歳 42 (31.3) 33 (26.0) 14 (35.9) 3 (25.0) 5 (23.8) 8 (53.3) 105 (30.2)

70歳以上 4 (3.0) 2 (1.6) 3 (7.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (13.3) 11 (3.2)

合計 134 (100) 127 (100) 39 (100) 12 (100) 21 (100) 15 (100) 348 (100)

業種（大分類）

運輸業，郵便業 3 (16.7) 11 (61.1) 0 (0.0) 1 (5.6) 1 (5.6) 2 (11.1) 18 (100)

卸売業･小売業 32 (42.1) 27 (35.5) 8 (10.5) 2 (2.6) 5 (6.6) 2 (2.6) 76 (100)

製造業 17 (50.0) 6 (17.6) 5 (14.7) 2 (5.9) 1 (2.9) 3 (8.8) 34 (100)

建設業 1 (25.0) 2 (50.0) 1 (25.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (100)

サービス業（他に分類されないもの） 11 (25.6) 13 (30.2) 8 (18.6) 1 (2.3) 6 (14.0) 4 (9.3) 43 (100)

宿泊業，飲食サービス業 16 (37.2) 19 (44.2) 5 (11.6) 1 (2.3) 1 (2.3) 1 (2.3) 43 (100)

情報通信業 4 (40.0) 4 (40.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (20.0) 0 (0.0) 10 (100)

医療，福祉 29 (36.7) 29 (36.7) 9 (11.4) 5 (6.3) 5 (6.3) 2 (2.5) 79 (100)

学術研究，専門・技術サービス業 2 (33.3) 4 (66.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (100)

生活関連サービス業，娯楽業 6 (50.0) 4 (33.3) 1 (8.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (8.3) 12 (100)

不動産業，物品賃貸業 1 (50.0) 1 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (100)

教育，学習支援業 5 (50.0) 4 (40.0) 1 (10.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 10 (100)

漁業 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (100)

金融業･保険業 1 (50.0) 1 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (100)

農業，林業 0 (0.0) 1 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100)

複合サービス事業 3 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (100)

電気・ガス・熱供給・水道業 1 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100)

公務（他に分類されるものを除く） 1 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100)

分類不能の産業 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (100)

鉱業，採石業，砂利採取業 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0) 0 (  0.0)

合計 133 (38.6) 126 (36.5) 38 (11.0) 12 (3.5) 21 (6.1) 15 (4.3) 345 (100)

職種（大分類）

輸送・機械運転従事者 1 (14.3) 3 (42.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (14.3) 2 (28.6) 7 (100)

専門的・技術的職業従事者 18 (38.3) 17 (36.2) 6 (12.8) 1 (2.1) 4 (8.5) 1 (2.1) 47 (100)

販売従事者 23 (41.8) 18 (32.7) 6 (10.9) 1 (1.8) 7 (12.7) 0 (0.0) 55 (100)

サービス職業従事者 43 (37.4) 46 (40.0) 11 (9.6) 5 (4.3) 4 (3.5) 6 (5.2) 115 (100)

管理的職業従事者 3 (37.5) 3 (37.5) 1 (12.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (12.5) 8 (100)

事務従事者 21 (39.6) 24 (45.3) 4 (7.5) 2 (3.8) 1 (1.9) 1 (1.9) 53 (100)

生産工程従事者 14 (51.9) 5 (18.5) 3 (11.1) 2 (7.4) 1 (3.7) 2 (7.4) 27 (100)

建設・採掘従事者 1 (50.0) 0 (0.0) 1 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (100)

保安職業従事者 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100.0) 0 (0.0) 1 (100)

運搬・清掃・包装等従事者 9 (34.6) 8 (30.8) 5 (19.2) 1 (3.8) 1 (3.8) 2 (7.7) 26 (100)

農林漁業従事者 0 (0.0) 1 (100.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100)

運輸・通信従事者 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (100)

生産工程・労務作業者（Ｉ－１） 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (100)

生産工程・労務作業者（Ｉ－３） 0 (0.0) 1 (33.3) 1 (33.3) 0 (0.0) 1 (33.3) 0 (0.0) 3 (100)

生産工程・労務作業者（Ｉ－２） 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (100)

分類不能の職業 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (100)

合計 133 (38.6) 126 (36.5) 38 (11.0) 12 (3.5) 21 (6.1) 15 (4.3) 345 (100)
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表 1-5-1 健康診断と決定時 6 疾患 （業務上外、脳・心臓疾患） 

 

  
健康診断（N=3,199） 

なし あり 合計 p値

N (%) N (%) N (%)

脳内出血（脳出血）

40代以下 76 ( 31.4%) 281 ( 26.3%) 357 ( 27.2%) p=0.110

50代 89 ( 38.0%) 284 ( 33.0%) 373 ( 34.1%) p=0.162

60代以上 106 ( 38.1%) 146 ( 28.3%) 252 ( 31.7%) p=0.005

全年代 271 ( 35.9%) 711 ( 29.1%) 982 ( 30.7%) p<0.001

くも膜下出血

40代以下 49 ( 20.2%) 231 ( 21.6%) 280 ( 21.4%) p=0.665

50代 28 ( 12.0%) 153 ( 17.8%) 181 ( 16.5%) p=0.037

60代以上 19 (  6.8%) 63 ( 12.2%) 82 ( 10.3%) p=0.020

全年代 96 ( 12.7%) 447 ( 18.3%) 543 ( 17.0%) p<0.001

脳梗塞

40代以下 25 ( 10.3%) 115 ( 10.8%) 140 ( 10.7%) p=0.909

50代 43 ( 18.4%) 116 ( 13.5%) 159 ( 14.5%) p=0.075

60代以上 60 ( 21.6%) 106 ( 20.5%) 166 ( 20.9%) p=0.784

全年代 128 ( 17.0%) 337 ( 13.8%) 465 ( 14.5%) p=0.033

心筋梗塞

40代以下 33 ( 13.6%) 146 ( 13.7%) 179 ( 13.7%) p=1.000

50代 43 ( 18.4%) 157 ( 18.3%) 200 ( 18.3%) p=1.000

60代以上 46 ( 16.5%) 99 ( 19.2%) 145 ( 18.3%) p=0.387

全年代 122 ( 16.2%) 402 ( 16.4%) 524 ( 16.4%) p=0.910

心停止（心臓性突然死を含む。）

40代以下 44 ( 18.2%) 219 ( 20.5%) 263 ( 20.1%) p=0.477

50代 18 (  7.7%) 86 ( 10.0%) 104 (  9.5%) p=0.317

60代以上 27 (  9.7%) 57 ( 11.0%) 84 ( 10.6%) p=0.629

全年代 89 ( 11.8%) 362 ( 14.8%) 451 ( 14.1%) p=0.042

解離性大動脈瘤

40代以下 6 (  2.5%) 50 (  4.7%) 56 (  4.3%) p=0.158

50代 9 (  3.8%) 53 (  6.2%) 62 (  5.7%) p=0.203

60代以上 14 (  5.0%) 32 (  6.2%) 46 (  5.8%) p=0.633

全年代 29 (  3.8%) 135 (  5.5%) 164 (  5.1%) p=0.073
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表 1-5-2 面接指導と決定時 6 疾患 （業務上外、脳・心臓疾患） 

 

  
面接指導（N=2,821）

なし あり 合計 p値

N (%) N (%) N (%)

脳内出血（脳出血）

40代以下 309 ( 27.0%) 9 ( 25.0%) 318 ( 26.9%) p=1.000

50代 326 ( 34.7%) 10 ( 45.5%) 336 ( 35.0%) p=0.366

60代以上 214 ( 31.9%) 4 ( 50.0%) 218 ( 32.1%) p=0.277

全年代 849 ( 30.8%) 23 ( 34.8%) 872 ( 30.9%) p=0.501

くも膜下出血

40代以下 237 ( 20.7%) 9 ( 25.0%) 246 ( 20.8%) p=0.533

50代 157 ( 16.7%) 2 (  9.1%) 159 ( 16.5%) p=0.560

60代以上 74 ( 11.0%) 0 (  0.0%) 74 ( 10.9%) p=1.000

全年代 468 ( 17.0%) 11 ( 16.7%) 479 ( 17.0%) p=1.000

脳梗塞

40代以下 127 ( 11.1%) 2 (  5.6%) 129 ( 10.9%) p=0.419

50代 134 ( 14.3%) 2 (  9.1%) 136 ( 14.2%) p=0.757

60代以上 139 ( 20.7%) 2 ( 25.0%) 141 ( 20.8%) p=0.674

全年代 400 ( 14.5%) 6 (  9.1%) 406 ( 14.4%) p=0.286

心筋梗塞

40代以下 155 ( 13.5%) 9 ( 25.0%) 164 ( 13.9%) p=0.080

50代 175 ( 18.6%) 3 ( 13.6%) 178 ( 18.5%) p=0.782

60代以上 121 ( 18.0%) 1 ( 12.5%) 122 ( 18.0%) p=1.000

全年代 451 ( 16.4%) 13 ( 19.7%) 464 ( 16.4%) p=0.500

心停止（心臓性突然死を含む。）

40代以下 233 ( 20.3%) 5 ( 13.9%) 238 ( 20.2%) p=0.406

50代 91 (  9.7%) 3 ( 13.6%) 94 (  9.8%) p=0.468

60代以上 66 (  9.8%) 1 ( 12.5%) 67 (  9.9%) p=0.566

全年代 390 ( 14.2%) 9 ( 13.6%) 399 ( 14.1%) p=1.000

解離性大動脈瘤

40代以下 52 (  4.5%) 2 (  5.6%) 54 (  4.6%) p=0.678

50代 48 (  5.1%) 2 (  9.1%) 50 (  5.2%) p=0.319

60代以上 40 (  6.0%) 0 (  0.0%) 40 (  5.9%) p=1.000

全年代 140 (  5.1%) 4 (  6.1%) 144 (  5.1%) p=0.578
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表 1-5-3 既往歴と決定時 6 疾患 （業務上外、脳・心臓疾患） 

 

  
既往歴（N=3,080）

なし あり 合計 p値

N (%) N (%) N (%)

脳内出血（脳出血）

40代以下 181 ( 23.8%) 163 ( 32.1%) 344 ( 27.1%) p=0.001

50代 168 ( 33.9%) 183 ( 33.2%) 351 ( 33.6%) p=0.844

60代以上 111 ( 36.2%) 138 ( 30.1%) 249 ( 32.5%) p=0.084

全年代 460 ( 29.4%) 484 ( 31.9%) 944 ( 30.6%) p=0.148

くも膜下出血

40代以下 181 ( 23.8%) 87 ( 17.1%) 268 ( 21.1%) p=0.005

50代 109 ( 22.0%) 63 ( 11.4%) 172 ( 16.4%) p<0.001

60代以上 43 ( 14.0%) 35 (  7.6%) 78 ( 10.2%) p=0.005

全年代 333 ( 21.3%) 185 ( 12.2%) 518 ( 16.8%) p<0.001

脳梗塞

40代以下 96 ( 12.6%) 45 (  8.9%) 141 ( 11.1%) p=0.036

50代 66 ( 13.3%) 89 ( 16.2%) 155 ( 14.8%) p=0.222

60代以上 56 ( 18.2%) 106 ( 23.1%) 162 ( 21.1%) p=0.125

全年代 218 ( 14.0%) 240 ( 15.8%) 458 ( 14.9%) p=0.156

心筋梗塞

40代以下 95 ( 12.5%) 78 ( 15.4%) 173 ( 13.6%) p=0.156

50代 84 ( 17.0%) 110 ( 20.0%) 194 ( 18.5%) p=0.232

60代以上 48 ( 15.6%) 87 ( 19.0%) 135 ( 17.6%) p=0.247

全年代 227 ( 14.5%) 275 ( 18.1%) 502 ( 16.3%) p=0.007

心停止（心臓性突然死を含む。）

40代以下 158 ( 20.8%) 96 ( 18.9%) 254 ( 20.0%) p=0.431

50代 50 ( 10.1%) 49 (  8.9%) 99 (  9.5%) p=0.527

60代以上 27 (  8.8%) 52 ( 11.3%) 79 ( 10.3%) p=0.277

全年代 235 ( 15.0%) 197 ( 13.0%) 432 ( 14.0%) p=0.108

解離性大動脈瘤

40代以下 33 (  4.3%) 19 (  3.7%) 52 (  4.1%) p=0.666

50代 20 (  4.0%) 41 (  7.4%) 61 (  5.8%) p=0.024

60代以上 16 (  5.2%) 30 (  6.5%) 46 (  6.0%) p=0.536

全年代 69 (  4.4%) 90 (  5.9%) 159 (  5.2%) p=0.061
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表 1-6 労働負荷と決定時 6 疾患 （業務上外、脳・心臓疾患） 

 

  
労働負荷

なし あり 合計 p値

N (%) N (%) N (%)

発症前6か月の不規則な勤務（N=3378）

脳内出血（脳出血） 944 ( 30.8%) 98 ( 31.2%) 1042 ( 30.8%) p=0.898

くも膜下出血 532 ( 17.4%) 52 ( 16.6%) 584 ( 17.3%) p=0.755

脳梗塞 444 ( 14.5%) 45 ( 14.3%) 489 ( 14.5%) p=1.000

心筋梗塞 475 ( 15.5%) 71 ( 22.6%) 546 ( 16.2%) p=0.002

心停止（心臓性突然死を含む。） 440 ( 14.4%) 32 ( 10.2%) 472 ( 14.0%) p=0.049

解離性大動脈瘤 160 (  5.2%) 11 (  3.5%) 171 (  5.1%) p=0.223

発症前6か月の拘束時間の長い勤務（N=3378）

脳内出血（脳出血） 834 ( 30.9%) 208 ( 30.6%) 1042 ( 30.8%) p=0.889

くも膜下出血 473 ( 17.5%) 111 ( 16.3%) 584 ( 17.3%) p=0.496

脳梗塞 394 ( 14.6%) 95 ( 14.0%) 489 ( 14.5%) p=0.715

心筋梗塞 412 ( 15.3%) 134 ( 19.7%) 546 ( 16.2%) p=0.006

心停止（心臓性突然死を含む。） 385 ( 14.3%) 87 ( 12.8%) 472 ( 14.0%) p=0.353

解離性大動脈瘤 146 (  5.4%) 25 (  3.7%) 171 (  5.1%) p=0.077

発症前6か月の出張の多い業務（N=3369）

脳内出血（脳出血） 961 ( 30.8%) 76 ( 30.4%) 1037 ( 30.8%) p=0.943

くも膜下出血 540 ( 17.3%) 43 ( 17.2%) 583 ( 17.3%) p=1.000

脳梗塞 457 ( 14.7%) 31 ( 12.4%) 488 ( 14.5%) p=0.400

心筋梗塞 506 ( 16.2%) 39 ( 15.6%) 545 ( 16.2%) p=0.859

心停止（心臓性突然死を含む。） 434 ( 13.9%) 37 ( 14.8%) 471 ( 14.0%) p=0.705

解離性大動脈瘤 155 (  5.0%) 16 (  6.4%) 171 (  5.1%) p=0.296

発症前6か月の交代勤務・深夜勤務（N=3378）

脳内出血（脳出血） 910 ( 31.2%) 132 ( 28.9%) 1042 ( 30.8%) p=0.355

くも膜下出血 502 ( 17.2%) 82 ( 17.9%) 584 ( 17.3%) p=0.690

脳梗塞 426 ( 14.6%) 63 ( 13.8%) 489 ( 14.5%) p=0.721

心筋梗塞 460 ( 15.7%) 86 ( 18.8%) 546 ( 16.2%) p=0.101

心停止（心臓性突然死を含む。） 413 ( 14.1%) 59 ( 12.9%) 472 ( 14.0%) p=0.514

解離性大動脈瘤 153 (  5.2%) 18 (  3.9%) 171 (  5.1%) p=0.301

発症前6か月の作業環境（温度、騒音、時差）（N=3378）

脳内出血（脳出血） 958 ( 30.8%) 84 ( 31.9%) 1042 ( 30.8%) p=0.677

くも膜下出血 537 ( 17.2%) 47 ( 17.9%) 584 ( 17.3%) p=0.799

脳梗塞 445 ( 14.3%) 44 ( 16.7%) 489 ( 14.5%) p=0.274

心筋梗塞 510 ( 16.4%) 36 ( 13.7%) 546 ( 16.2%) p=0.295

心停止（心臓性突然死を含む。） 441 ( 14.2%) 31 ( 11.8%) 472 ( 14.0%) p=0.309

解離性大動脈瘤 157 (  5.0%) 14 (  5.3%) 171 (  5.1%) p=0.771

発症前6か月の精神的緊張を伴う業務（N=3378）

脳内出血（脳出血） 934 ( 30.6%) 108 ( 32.7%) 1042 ( 30.8%) p=0.452

くも膜下出血 529 ( 17.4%) 55 ( 16.7%) 584 ( 17.3%) p=0.818

脳梗塞 440 ( 14.4%) 49 ( 14.8%) 489 ( 14.5%) p=0.805

心筋梗塞 497 ( 16.3%) 49 ( 14.8%) 546 ( 16.2%) p=0.529

心停止（心臓性突然死を含む。） 423 ( 13.9%) 49 ( 14.8%) 472 ( 14.0%) p=0.616

解離性大動脈瘤 156 (  5.1%) 15 (  4.5%) 171 (  5.1%) p=0.791
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表 2-1 事案の年齢分布、平均年齢 （業務上外、精神事案） 

 
  

男性 女性 全体

n (%) n (%) n (%)

事案数 2247 (63.4) 1296 (36.6) 3543 (100)

請求時年齢（M, SD） 41.2 10.7 39.7 11.5 40.7 11.0

発病時年齢（M, SD） 39.5 10.7 38.6 11.1 39.2 10.9

29歳以下 424 (19.4) 309 (24.2) 733 (21.2)

30-39歳 701 (32.1) 386 (30.2) 1087 (31.4)

40-49歳 660 (30.2) 367 (28.7) 1027 (29.7)

50-59歳 320 (14.7) 163 (12.8) 483 (14.0)

60-69歳 67 (3.1) 50 (3.9) 117 (3.4)

70歳以上 10 (0.5) 2 (0.2) 12 (0.3)

合計 2182 (100) 1277 (100) 3459 (100)

死亡時年齢（M, SD） 40.4 11.7 33.5 12.0 39.8 11.8

29歳以下 106 (22.1) 20 (51.3) 126 (24.3)

30-39歳 125 (26.1) 8 (20.5) 133 (25.7)

40-49歳 136 (28.4) 6 (15.4) 142 (27.4)

50-59歳 93 (19.4) 4 (10.3) 97 (18.7)

60-69歳 12 (2.5) 1 (2.6) 13 (2.5)

70歳以上 7 (1.5) 0 (0.0) 7 (1.4)

合計 479 (100) 39 (100) 518 (100)
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表 2-2 業種（大分類）、職種（大分類）（業務上外、精神事案） 

  男性 女性 全体

n (%) n (%) n (%)

業種(大分類)

製造業 479 (21.3) 138 (10.7) 617 (17.4)

卸売業･小売業 343 (15.3) 212 (16.4) 555 (15.7)

医療，福祉 135 (6.0) 384 (29.8) 519 (14.7)

運輸業，郵便業 275 (12.2) 67 (5.2) 342 (9.7)

建設業 175 (7.8) 15 (1.2) 190 (5.4)

サービス業（他に分類されないもの） 203 (9.0) 133 (10.3) 336 (9.5)

宿泊業，飲食サービス業 88 (3.9) 60 (4.7) 148 (4.2)

情報通信業 149 (6.6) 50 (3.9) 199 (5.6)

学術研究，専門・技術サービス業 106 (4.7) 41 (3.2) 147 (4.2)

教育，学習支援業 48 (2.1) 50 (3.9) 98 (2.8)

金融業・保険業 66 (2.9) 46 (3.6) 112 (3.2)

不動産業，物品賃貸業 59 (2.6) 21 (1.6) 80 (2.3)

生活関連サービス業，娯楽業 43 (1.9) 42 (3.3) 85 (2.4)

農業，林業 17 (0.8) 3 (0.2) 20 (0.6)

複合サービス事業 23 (1.0) 11 (0.9) 34 (1.0)

電気・ガス・熱供給・水道業 12 (0.5) 1 (0.1) 13 (0.4)

漁業 5 (0.2) 0 (0.0) 5 (0.1)

鉱業，採石業，砂利採取業 5 (0.2) 0 (0.0) 5 (0.1)

公務（他に分類されるものを除く） 5 (0.2) 5 (0.4) 10 (0.3)

分類不能・不詳 10 (0.4) 11 (0.9) 21 (0.6)

合計 2246 (100) 1290 (100) 3536 (100)

職種(大分類)

専門的・技術的職業従事者 468 (20.9) 334 (26.1) 802 (22.8)

事務従事者 482 (21.6) 421 (32.9) 903 (25.7)

販売従事者 256 (11.4) 147 (11.5) 403 (11.5)

サービス職業従事者 182 (8.1) 211 (16.5) 393 (11.2)

生産工程従事者 303 (13.6) 74 (5.8) 377 (10.7)

管理的職業従事者 141 (6.3) 23 (1.8) 164 (4.7)

輸送・機械運転従事者 178 (8.0) 23 (1.8) 201 (5.7)

建設・採掘従事者 105 (4.7) 1 (0.1) 106 (3.0)

運搬・清掃・包装等従事者 78 (3.5) 36 (2.8) 114 (3.2)

農林漁業従事者 19 (0.8) 2 (0.2) 21 (0.6)

保安職業従事者 23 (1.0) 7 (0.5) 30 (0.9)

分類不能・不詳 1 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.0)

合計 2236 (100) 1279 (100) 3515 (100)
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表 2-3-1 性・生存死亡別の精神障害 （業務上外、精神事案） 

 

  
男性 (n=2247) 女性 (n=1296)

生存 死亡 生存 死亡

n (%) n (%) n (%) n (%)

事案数 1766 481 1257 39

発病時年齢（M , SD ) 39.4 10.5 40.2 11.7 38.7 11.0 33.8 12.8

疾患名

F30-F39：気分[感情]障害 828 (46.9) 362 (75.3) 367 (29.2) 24 (61.5)

F30  躁病エピソード 3 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

F31　双極性感情障害 73 (4.1) 5 (1.0) 25 (2.0) 0 (0.0)

F32　うつ病エピソード 616 (34.9) 294 (61.1) 271 (21.6) 19 (48.7)

F33 反復性うつ病性障害 47 (2.7) 23 (4.8) 18 (1.4) 3 (7.7)

F34　持続性気分（感情）障害 28 (1.6) 7 (1.5) 15 (1.2) 0 (0.0)

F38  その他の気分（感情）障害 0 (0.0) 1 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0)

F39  詳細不明の気分（感情）障害 0 (0.0) 1 (0.2) 2 (0.2) 0 (0.0)

下位分類不明 61 (3.5) 31 (6.4) 36 (2.9) 2 (5.1)

F40-F48：神経症性障害，ストレス
関連障害及び身体表現性障害

865 (49.0) 54 (11.2) 845 (67.2) 6 (15.4)

F40  恐怖症性不安障害 10 (0.6) 1 (0.2) 11 (0.9) 0 (0.0)

F41  その他の不安障害 86 (4.9) 2 (0.4) 84 (6.7) 0 (0.0)

F42  強迫性障害 5 (0.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

F43　重度ストレスへの反応及び適応障害

F43.0　急性ストレス反応 28 (1.6) 2 (0.4) 62 (4.9) 0 (0.0)

F43.1　心的外傷後ストレス障害 111 (6.3) 1 (0.2) 111 (8.8) 0 (0.0)

F43.2　適応障害 469 (26.6) 42 (8.7) 402 (32.0) 5 (12.8)

F43.8　その他の重度ストレス反応 3 (0.2) 0 (0.0) 4 (0.3) 1 (2.6)

F43.9　重度ストレス反応、詳細不明 1 (0.1) 0 (0.0) 3 (0.2) 0 (0.0)

F43以下の下位分類不明 34 (1.9) 5 (1.0) 49 (3.9) 0 (0.0)

F44　解離性（転換性）障害 23 (1.3) 0 (0.0) 11 (0.9) 0 (0.0)

F45　身体表現性障害 39 (2.2) 0 (0.0) 31 (2.5) 0 (0.0)

F48　その他の神経症性障害 6 (0.3) 0 (0.0) 7 (0.6) 0 (0.0)

下位分類不明 50 (2.8) 1 (0.2) 70 (5.6) 0 (0.0)

F2：統合失調症、統合失調症型障害
及び妄想性障害

53 (3.0) 7 (1.5) 36 (2.9) 1 (2.6)

その他の疾患 11 (0.6) 4 (0.8) 6 (0.5) 2 (5.1)

発病なし 9 (0.5) 32 (6.7) 2 (0.2) 1 (2.6)

特定不能 0 (0.0) 22 (4.6) 1 (0.1) 5 (12.8)
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表 2-3-2 性・請求時年齢別の精神障害 （業務上外、精神事案） 

 

  
男性 (n=2247) 女性 (n=1296)

40歳未満 40歳以上 40歳未満 40歳以上

n (%) n (%) n (%) n (%)

事案数 977 1270 644 652

疾患名

F30-F39：気分[感情]障害 487 (49.8) 703 (55.4) 168 (26.1) 223 (34.2)

F30  躁病エピソード 1 (0.1) 2 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0)

F31　双極性感情障害 30 (3.1) 48 (3.8) 11 (1.7) 14 (2.1)

F32　うつ病エピソード 392 (40.1) 518 (40.8) 119 (18.5) 171 (26.2)

F33 反復性うつ病性障害 15 (1.5) 55 (4.3) 9 (1.4) 12 (1.8)

F34　持続性気分（感情）障害 15 (1.5) 20 (1.6) 6 (0.9) 9 (1.4)

F38  その他の気分（感情）障害 0 (0.0) 1 (0.1) 0 (0.0) 0 (0.0)

F39  詳細不明の気分（感情）障害 1 (0.1) 0 (0.0) 2 (0.3) 0 (0.0)

下位分類不明 33 (3.4) 59 (4.6) 21 (3.3) 17 (2.6)

F40-F48：神経症性障害，ストレス
関連障害及び身体表現性障害

424 (43.4) 495 (39.0) 448 (69.6) 403 (61.8)

F40  恐怖症性不安障害 9 (0.9) 2 (0.2) 5 (0.8) 6 (0.9)

F41  その他の不安障害 24 (2.5) 64 (5.0) 44 (6.8) 40 (6.1)

F42  強迫性障害 3 (0.3) 2 (0.2) 0 (0.0) 0 (0.0)

F43　重度ストレスへの反応及び適応障害

F43.0　急性ストレス反応 15 (1.5) 15 (1.2) 35 (5.4) 27 (4.1)

F43.1　心的外傷後ストレス障害 57 (5.8) 55 (4.3) 68 (10.6) 43 (6.6)

F43.2　適応障害 242 (24.8) 269 (21.2) 205 (31.8) 202 (31.0)

F43.8　その他の重度ストレス反応 1 (0.1) 2 (0.2) 3 (0.5) 2 (0.3)

F43.9　重度ストレス反応、詳細不明 1 (0.1) 0 (0.0) 3 (0.5) 0 (0.0)

F43以下の下位分類不明 21 (2.1) 18 (1.4) 28 (4.3) 21 (3.2)

F44　解離性（転換性）障害 16 (1.6) 7 (0.6) 7 (1.1) 4 (0.6)

F45　身体表現性障害 13 (1.3) 26 (2.0) 16 (2.5) 15 (2.3)

F48　その他の神経症性障害 3 (0.3) 3 (0.2) 4 (0.6) 3 (0.5)

下位分類不明 19 (1.9) 32 (2.5) 30 (4.7) 40 (6.1)

F2：統合失調症、統合失調症型障害
及び妄想性障害

30 (3.1) 30 (2.4) 17 (2.6) 20 (3.1)

その他の疾患 4 (0.4) 11 (0.9) 4 (0.6) 4 (0.6)

発病なし 18 (1.8) 23 (1.8) 2 (0.3) 1 (0.2)

特定不能 14 (1.4) 8 (0.6) 5 (0.8) 1 (0.2)
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表 2-4-1 性・生存死亡別の出来事 （業務上外、精神事案） 

 

  

男性 (n=2247) 女性 (n=1296)
生存 死亡 生存 死亡

n (%) n (%) n (%) n (%)
事案数 1766 481 1257 39
特別な出来事

心理的負荷が極度のもの 59 (3.3) 6 (1.2) 59 (4.7) 0 (0.0)
極度の長時間労働 70 (4.0) 42 (8.7) 10 (0.8) 0 (0.0)

恒常的な長時間労働 224 (12.7) 98 (20.4) 62 (4.9) 1 (2.6)
出来事の類型 No. 具体的出来事

1 （重度の）病気やケガをした 208 (11.8) 11 (2.3) 121 (9.6) 0 (0.0)
2 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした 165 (9.3) 5 (1.0) 190 (15.1) 0 (0.0)
3 業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした 23 (1.3) 4 (0.8) 14 (1.1) 0 (0.0)
4 会社の経営に影響する等の重大な仕事上のミスをした 73 (4.1) 55 (11.4) 31 (2.5) 5 (12.8)
5 会社で起きた事故・事件について、責任を問われた 39 (2.2) 20 (4.2) 10 (0.8) 0 (0.0)
6 自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた 13 (0.7) 15 (3.1) 3 (0.2) 0 (0.0)
7 業務に関連し、違法行為を強要された 43 (2.4) 3 (0.6) 23 (1.8) 2 (5.1)
8 達成困難なノルマが課された 73 (4.1) 38 (7.9) 27 (2.1) 4 (10.3)
9 ノルマが達成できなかった 46 (2.6) 17 (3.5) 13 (1.0) 1 (2.6)

10 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった 18 (1.0) 11 (2.3) 12 (1.0) 1 (2.6)
11 顧客や取引先から無理な注文を受けた 22 (1.2) 13 (2.7) 6 (0.5) 0 (0.0)
12 顧客や取引先からクレームを受けた 87 (4.9) 41 (8.5) 46 (3.7) 2 (5.1)
13 大きな説明会や公式の場での発表を強いられた 11 (0.6) 1 (0.2) 3 (0.2) 0 (0.0)
14 上司が不在になることにより、その代行を任された 12 (0.7) 7 (1.5) 7 (0.6) 0 (0.0)
15 仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった 337 (19.1) 133 (27.7) 162 (12.9) 13 (33.3)
16 1ヶ月に80時間以上の時間外労働を行った 150 (8.5) 65 (13.5) 41 (3.3) 2 (5.1)
17 2週間（12日）以上にわたって連続勤務を行った 128 (7.2) 48 (10.0) 28 (2.2) 0 (0.0)
18 勤務形態に変化があった 25 (1.4) 5 (1.0) 13 (1.0) 3 (7.7)
19 仕事のペース、活動の変化があった 14 (0.8) 5 (1.0) 12 (1.0) 0 (0.0)
20 退職を強要された 110 (6.2) 10 (2.1) 68 (5.4) 0 (0.0)
21 配置転換があった 177 (10.0) 66 (13.7) 102 (8.1) 5 (12.8)
22 転勤をした 41 (2.3) 23 (4.8) 6 (0.5) 0 (0.0)
23 複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった 21 (1.2) 9 (1.9) 19 (1.5) 0 (0.0)
24 非正規社員であるとの理由により、仕事上の差別、不利益取り扱いを受けた 17 (1.0) 3 (0.6) 10 (0.8) 1 (2.6)
25 自分の昇格・昇進があった 23 (1.3) 27 (5.6) 19 (1.5) 1 (2.6)
26 部下が減った 13 (0.7) 8 (1.7) 7 (0.6) 0 (0.0)
27 早期退職制度の対象となった 4 (0.2) 2 (0.4) 0 (0.0) 0 (0.0)
28 非正規社員である自分の契約満了が迫った 9 (0.5) 0 (0.0) 10 (0.8) 0 (0.0)
29 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた 266 (15.1) 52 (10.8) 222 (17.7) 8 (20.5)
30 上司とのトラブルがあった 549 (31.1) 114 (23.7) 435 (34.6) 16 (41.0)
31 同僚とのトラブルがあった 110 (6.2) 13 (2.7) 127 (10.1) 9 (23.1)
32 部下とのトラブルがあった 34 (1.9) 13 (2.7) 13 (1.0) 1 (2.6)
33 理解してくれていた人の異動があった 14 (0.8) 5 (1.0) 23 (1.8) 3 (7.7)
34 上司が替わった 13 (0.7) 11 (2.3) 19 (1.5) 0 (0.0)
35 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された 10 (0.6) 4 (0.8) 3 (0.2) 0 (0.0)

⑥セクシュアル
ハラスメント

36 セクシュアルハラスメントを受けた 7 (0.4) 1 (0.2) 184 (14.6) 3 (7.7)

⑤対人関係

①事故や災害
の体験

②仕事の失
敗、過重な責
任等の発生

③仕事の量・
質

④役割・地位
の変化等
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表 2-4-2 性・請求時年齢別の出来事 （業務上外、精神事案） 

 

  

男性 (n=2247) 女性 (n=1296)
40歳未満 40歳以上 40歳未満 40歳以上
n (%) n (%) n (%) n (%)

事案数 977 1270 644 652
特別な出来事

心理的負荷が極度のもの 31 (3.2) 34 (2.7) 40 (6.2) 19 (2.9)
極度の長時間労働 48 (4.9) 64 (5.0) 7 (1.1) 3 (0.5)

恒常的な長時間労働 146 (14.9) 176 (13.9) 34 (5.3) 29 (4.4)
出来事の類型 No. 具体的出来事

1 （重度の）病気やケガをした 79 (8.1) 140 (11.0) 51 (7.9) 70 (10.7)
2 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした 79 (8.1) 91 (7.2) 104 (16.1) 86 (13.2)
3 業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした 14 (1.4) 13 (1.0) 8 (1.2) 6 (0.9)
4 会社の経営に影響する等の重大な仕事上のミスをした 60 (6.1) 68 (5.4) 20 (3.1) 16 (2.5)
5 会社で起きた事故・事件について、責任を問われた 19 (1.9) 40 (3.1) 2 (0.3) 8 (1.2)
6 自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた 6 (0.6) 22 (1.7) 2 (0.3) 1 (0.2)
7 業務に関連し、違法行為を強要された 19 (1.9) 27 (2.1) 14 (2.2) 11 (1.7)
8 達成困難なノルマが課された 52 (5.3) 59 (4.6) 18 (2.8) 13 (2.0)
9 ノルマが達成できなかった 33 (3.4) 30 (2.4) 6 (0.9) 8 (1.2)

10 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった 17 (1.7) 12 (0.9) 8 (1.2) 5 (0.8)
11 顧客や取引先から無理な注文を受けた 13 (1.3) 22 (1.7) 2 (0.3) 4 (0.6)
12 顧客や取引先からクレームを受けた 47 (4.8) 81 (6.4) 24 (3.7) 24 (3.7)
13 大きな説明会や公式の場での発表を強いられた 8 (0.8) 4 (0.3) 1 (0.2) 2 (0.3)
14 上司が不在になることにより、その代行を任された 8 (0.8) 11 (0.9) 3 (0.5) 4 (0.6)
15 仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった 236 (24.2) 234 (18.4) 94 (14.6) 81 (12.4)
16 1ヶ月に80時間以上の時間外労働を行った 101 (10.3) 114 (9.0) 22 (3.4) 21 (3.2)
17 2週間（12日）以上にわたって連続勤務を行った 87 (8.9) 89 (7.0) 12 (1.9) 16 (2.5)
18 勤務形態に変化があった 15 (1.5) 15 (1.2) 7 (1.1) 9 (1.4)
19 仕事のペース、活動の変化があった 7 (0.7) 12 (0.9) 6 (0.9) 6 (0.9)
20 退職を強要された 41 (4.2) 79 (6.2) 24 (3.7) 44 (6.7)
21 配置転換があった 94 (9.6) 149 (11.7) 44 (6.8) 63 (9.7)
22 転勤をした 31 (3.2) 33 (2.6) 4 (0.6) 2 (0.3)
23 複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった 14 (1.4) 16 (1.3) 11 (1.7) 8 (1.2)
24 非正規社員であるとの理由により、仕事上の差別、不利益取り扱いを受けた 10 (1.0) 10 (0.8) 5 (0.8) 6 (0.9)
25 自分の昇格・昇進があった 24 (2.5) 26 (2.0) 14 (2.2) 6 (0.9)
26 部下が減った 5 (0.5) 16 (1.3) 5 (0.8) 2 (0.3)
27 早期退職制度の対象となった 0 (0.0) 6 (0.5) 0 (0.0) 0 (0.0)
28 非正規社員である自分の契約満了が迫った 1 (0.1) 8 (0.6) 3 (0.5) 7 (1.1)
29 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた 160 (16.4) 158 (12.4) 98 (15.2) 132 (20.2)
30 上司とのトラブルがあった 288 (29.5) 375 (29.5) 203 (31.5) 248 (38.0)
31 同僚とのトラブルがあった 56 (5.7) 67 (5.3) 61 (9.5) 75 (11.5)
32 部下とのトラブルがあった 15 (1.5) 32 (2.5) 4 (0.6) 10 (1.5)
33 理解してくれていた人の異動があった 10 (1.0) 9 (0.7) 15 (2.3) 11 (1.7)
34 上司が替わった 13 (1.3) 11 (0.9) 7 (1.1) 12 (1.8)
35 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された 5 (0.5) 9 (0.7) 2 (0.3) 1 (0.2)

⑥セクシュアル
ハラスメント

36 セクシュアルハラスメントを受けた 7 (0.7) 1 (0.1) 121 (18.8) 66 (10.1)

③仕事の量・
質

④役割・地位
の変化等

⑤対人関係

①事故や災害
の体験

②仕事の失
敗、過重な責
任等の発生
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表 2-5 疾患別の出来事のタイプ （業務上外、精神事案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

疾患名(F3・F4) 疾患名(上位3疾患)

F3 F4 うつ病エピソード
（F32）

適応障害
（F43.2）

PTSD
（F43.1）

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

事案数 1581 1770 1200 918 223

出来事のタイプ

長時間労働関連の出来事 709 (44.8) 376 (21.2) 574 (47.8) 223 (24.3) 17 (7.6)

事故・災害関連の出来事 130 (8.2) 573 (32.4) 107 (8.9) 156 (17.0) 193 (86.5)

対人関係関連の出来事 279 (17.6) 401 (22.7) 219 (18.3) 249 (27.1) 21 (9.4)

自殺事案数 386 60 313 47 1

出来事のタイプ

長時間労働関連の出来事 231 (59.8) 19 (31.7) 191 (61.0) 15 (31.9) 0 (0.0)

事故・災害関連の出来事 16 (4.1) 4 (6.7) 14 (4.5) 2 (4.3) 0 (0.0)

対人関係関連の出来事 41 (10.6) 13 (21.7) 37 (11.8) 9 (19.1) 1 (100.0)

・長時間労働関連の出来事：極度の長時間労働、恒常的長時間労働、具体的出来事15「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生
じさせる出来事があった」、または具体的出来事16「1か月に80時間以上の時間外労働を行った」のいずれかの出来事。
・事故・災害関連の出来事：心理的負荷が極度のもの、具体的出来事1「（重度の病気やケガ）」、出来事2「悲惨な事故や災害の体
験、目撃」のいずれかの出来事。
・対人関係関連の出来事：具体的出来事29「（ひどい）嫌がらせ、いじめ、暴行」、出来事36「セクシュアルハラスメント」のいずれかの
出来事。
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表 2-6-1 疾患（F3 または F4）別の出来事と長時間労働関連の出来事(*1) （業務上外、精神事案） 

 
  

疾患名(F3・F4)

F3 F4

出来事数 (%) 長時間 (%)(*2) 出来事数 (%) 長時間 (%)(*2)

事案数 1581 1770

特別な出来事

心理的負荷が極度のもの 23 (1.5) 0 (  0.0) 101 (5.7) 2 (  2.0)

極度の長時間労働 95 (6.0) － (－) 26 (1.5) － (－)

恒常的な長時間労働 254 (16.1) － (－) 124 (7.0) － (－)

出来事の類型 No. 具体的出来事

1 （重度の）病気やケガをした 89 (5.6) 16 ( 18.0) 246 (13.9) 22 (  8.9)

2 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした 30 (1.9) 5 ( 16.7) 327 (18.5) 30 (  9.2)

3 業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした 15 (0.9) 5 ( 33.3) 23 (1.3) 6 ( 26.1)

4 会社の経営に影響する等の重大な仕事上のミスをした 90 (5.7) 46 ( 51.1) 60 (3.4) 22 ( 36.7)

5 会社で起きた事故・事件について、責任を問われた 43 (2.7) 22 ( 51.2) 22 (1.2) 10 ( 45.5)

6 自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた 24 (1.5) 12 ( 50.0) 7 (0.4) 3 ( 42.9)

7 業務に関連し、違法行為を強要された 28 (1.8) 12 ( 42.9) 40 (2.3) 16 ( 40.0)

8 達成困難なノルマが課された 85 (5.4) 36 ( 42.4) 49 (2.8) 23 ( 46.9)

9 ノルマが達成できなかった 46 (2.9) 29 ( 63.0) 25 (1.4) 12 ( 48.0)

10 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった 30 (1.9) 11 ( 36.7) 12 (0.7) 4 ( 33.3)

11 顧客や取引先から無理な注文を受けた 26 (1.6) 15 ( 57.7) 13 (0.7) 7 ( 53.8)

12 顧客や取引先からクレームを受けた 102 (6.5) 47 ( 46.1) 67 (3.8) 16 ( 23.9)

13 大きな説明会や公式の場での発表を強いられた 9 (0.6) 1 ( 11.1) 4 (0.2) 2 ( 50.0)

14 上司が不在になることにより、その代行を任された 11 (0.7) 7 ( 63.6) 12 (0.7) 4 ( 33.3)

15 仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった 399 (25.2) － (－) 225 (12.7) － (－)

16 1ヶ月に80時間以上の時間外労働を行った 163 (10.3) － (－) 71 (4.0) － (－)

17 2週間（12日）以上にわたって連続勤務を行った 120 (7.6) 80 ( 66.7) 72 (4.1) 43 ( 59.7)

18 勤務形態に変化があった 25 (1.6) 16 ( 64.0) 19 (1.1) 6 ( 31.6)

19 仕事のペース、活動の変化があった 18 (1.1) 7 ( 38.9) 12 (0.7) 4 ( 33.3)

20 退職を強要された 84 (5.3) 16 ( 19.0) 95 (5.4) 21 ( 22.1)

21 配置転換があった 192 (12.1) 70 ( 36.5) 147 (8.3) 31 ( 21.1)

22 転勤をした 46 (2.9) 19 ( 41.3) 20 (1.1) 5 ( 25.0)

23 複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった 26 (1.6) 14 ( 53.8) 21 (1.2) 10 ( 47.6)

24 非正規社員であるとの理由により、仕事上の差別、不利益取り扱いを受けた 12 (0.8) 5 ( 41.7) 16 (0.9) 4 ( 25.0)

25 自分の昇格・昇進があった 49 (3.1) 21 ( 42.9) 17 (1.0) 6 ( 35.3)

26 部下が減った 19 (1.2) 13 ( 68.4) 8 (0.5) 3 ( 37.5)

27 早期退職制度の対象となった 4 (0.3) 1 ( 25.0) 2 (0.1) 0 (  0.0)

28 非正規社員である自分の契約満了が迫った 7 (0.4) 0 (  0.0) 12 (0.7) 3 ( 25.0)

29 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた 235 (14.9) 67 ( 28.5) 289 (16.3) 51 ( 17.6)

30 上司とのトラブルがあった 508 (32.1) 201 ( 39.6) 566 (32.0) 134 ( 23.7)

31 同僚とのトラブルがあった 116 (7.3) 37 ( 31.9) 125 (7.1) 26 ( 20.8)

32 部下とのトラブルがあった 38 (2.4) 17 ( 44.7) 20 (1.1) 10 ( 50.0)

33 理解してくれていた人の異動があった 24 (1.5) 14 ( 58.3) 21 (1.2) 8 ( 38.1)

34 上司が替わった 22 (1.4) 14 ( 63.6) 18 (1.0) 7 ( 38.9)

35 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された 13 (0.8) 6 ( 46.2) 3 (0.2) 2 ( 66.7)

⑥セクシュアル
ハラスメント

36 セクシュアルハラスメントを受けた 54 (3.4) 11 ( 20.4) 135 (7.6) 17 ( 12.6)

長時間 (%)(*2)：出来事と共に長時間労働関連の出来事が認められた事案数（各々の出来事の事案数に占める割合）

①事故や災害
の体験

②仕事の失
敗、過重な責
任等の発生

③仕事の量・質

④役割・地位の
変化等

⑤対人関係

長時間労働関連の出来事（*1）：極度の長時間労働、恒常的長時間労働、具体的出来事15「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせ
る出来事があった」、または具体的出来事16「1か月に80時間以上の時間外労働を行った」のいずれかの出来事。
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表 2-6-2 疾患（上位 3 疾患）別の出来事と長時間労働関連の出来事(*1) （業務上外、精神事案） 

 

  

疾患名(上位3疾患)

うつ病エピソード（F32） 適応障害（F43.2） PTSD（F43.1）

出来事数 (%) 長時間 (%)(*2) 出来事数 (%) 長時間 (%)(*2) 出来事数 (%) 長時間 (%)(*2)

事案数 1200 918 223

特別な出来事

心理的負荷が極度のもの 21 (1.8) 0 (  0.0) 16 (1.7) 1 (  6.3) 58 (26.0) 0 (  0.0)

極度の長時間労働 77 (6.4) － (－) 15 (1.6) － (－) 1 (0.4) － (－)

恒常的な長時間労働 210 (17.5) － (－) 64 (7.0) － (－) 11 (4.9) － (－)

No. 具体的出来事

1 （重度の）病気やケガをした 74 (6.2) 15 ( 20.3) 89 (9.7) 8 (  9.0) 65 (29.1) 5 (  7.7)

2 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした 22 (1.8) 3 ( 13.6) 74 (8.1) 7 (  9.5) 112 (50.2) 10 (  8.9)

3 業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした 14 (1.2) 5 ( 35.7) 12 (1.3) 5 ( 41.7) 2 (0.9) 0 (  0.0)

4 会社の経営に影響する等の重大な仕事上のミスをした 70 (5.8) 38 ( 54.3) 42 (4.6) 15 ( 35.7) 1 (0.4) 0 (  0.0)

5 会社で起きた事故・事件について、責任を問われた 38 (3.2) 20 ( 52.6) 16 (1.7) 9 ( 56.3) 2 (0.9) 0 (  0.0)

6 自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた 20 (1.7) 10 ( 50.0) 5 (0.5) 2 ( 40.0) 1 (0.4) 0 (  0.0)

7 業務に関連し、違法行為を強要された 24 (2.0) 11 ( 45.8) 24 (2.6) 8 ( 33.3) 0 (0.0) 0 (  0.0)

8 達成困難なノルマが課された 65 (5.4) 33 ( 50.8) 35 (3.8) 17 ( 48.6) 0 (0.0) 0 (  0.0)

9 ノルマが達成できなかった 42 (3.5) 28 ( 66.7) 18 (2.0) 9 ( 50.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

10 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった 21 (1.8) 8 ( 38.1) 7 (0.8) 3 ( 42.9) 1 (0.4) 1 (100.0)

11 顧客や取引先から無理な注文を受けた 23 (1.9) 13 ( 56.5) 9 (1.0) 5 ( 55.6) 1 (0.4) 1 (100.0)

12 顧客や取引先からクレームを受けた 72 (6.0) 39 ( 54.2) 40 (4.4) 12 ( 30.0) 4 (1.8) 0 (  0.0)

13 大きな説明会や公式の場での発表を強いられた 6 (0.5) 1 ( 16.7) 2 (0.2) 1 ( 50.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

14 上司が不在になることにより、その代行を任された 9 (0.8) 7 ( 77.8) 8 (0.9) 2 ( 25.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

15 仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった 318 (26.5) － (－) 146 (15.9) － (－) 3 (1.3) － (－)

16 1ヶ月に80時間以上の時間外労働を行った 139 (11.6) － (－) 38 (4.1) － (－) 5 (2.2) － (－)

17 2週間（12日）以上にわたって連続勤務を行った 103 (8.6) 69 ( 67.0) 46 (5.0) 19 ( 41.3) 2 (0.9) 2 (100.0)

18 勤務形態に変化があった 19 (1.6) 13 ( 68.4) 15 (1.6) 5 ( 33.3) 1 (0.4) 0 (  0.0)

19 仕事のペース、活動の変化があった 14 (1.2) 6 ( 42.9) 7 (0.8) 2 ( 28.6) 0 (0.0) 0 (  0.0)

20 退職を強要された 64 (5.3) 14 ( 21.9) 67 (7.3) 14 ( 20.9) 1 (0.4) 0 (  0.0)

21 配置転換があった 142 (11.8) 56 ( 39.4) 106 (11.5) 22 ( 20.8) 3 (1.3) 0 (  0.0)

22 転勤をした 36 (3.0) 17 ( 47.2) 10 (1.1) 3 ( 30.0) 1 (0.4) 1 (100.0)

23 複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった 17 (1.4) 10 ( 58.8) 14 (1.5) 8 ( 57.1) 0 (0.0) 0 (  0.0)

24 非正規社員であるとの理由により、仕事上の差別、不利益取り扱いを受けた 10 (0.8) 5 ( 50.0) 11 (1.2) 3 ( 27.3) 0 (0.0) 0 (  0.0)

25 自分の昇格・昇進があった 46 (3.8) 21 ( 45.7) 10 (1.1) 4 ( 40.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

26 部下が減った 15 (1.3) 12 ( 80.0) 6 (0.7) 1 ( 16.7) 0 (0.0) 0 (  0.0)

27 早期退職制度の対象となった 4 (0.3) 1 ( 25.0) 0 (0.0) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

28 非正規社員である自分の契約満了が迫った 5 (0.4) 0 (  0.0) 8 (0.9) 2 ( 25.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

29 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた 186 (15.5) 56 ( 30.1) 181 (19.7) 30 ( 16.6) 11 (4.9) 2 ( 18.2)

30 上司とのトラブルがあった 390 (32.5) 170 ( 43.6) 401 (43.7) 89 ( 22.2) 4 (1.8) 1 ( 25.0)

31 同僚とのトラブルがあった 87 (7.3) 30 ( 34.5) 86 (9.4) 18 ( 20.9) 2 (0.9) 1 ( 50.0)

32 部下とのトラブルがあった 31 (2.6) 15 ( 48.4) 18 (2.0) 8 ( 44.4) 0 (0.0) 0 (  0.0)

33 理解してくれていた人の異動があった 17 (1.4) 12 ( 70.6) 14 (1.5) 5 ( 35.7) 1 (0.4) 0 (  0.0)

34 上司が替わった 16 (1.3) 12 ( 75.0) 10 (1.1) 4 ( 40.0) 1 (0.4) 0 (  0.0)

35 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された 12 (1.0) 6 ( 50.0) 2 (0.2) 1 ( 50.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

36 セクシュアルハラスメントを受けた 39 (3.3) 10 ( 25.6) 81 (8.8) 13 ( 16.0) 12 (5.4) 0 (  0.0)

長時間 (%)(*2)：出来事と共に長時間労働関連の出来事が認められた事案数（各々の出来事の事案数に占める割合）

出来事の類型は表2-6-1と同じ。

長時間労働関連の出来事（*1）：極度の長時間労働、恒常的長時間労働、具体的出来事15「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事
があった」、または具体的出来事16「1か月に80時間以上の時間外労働を行った」のいずれかの出来事。
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表 2-6-3 自殺事案における疾患（F3 または F4）別の出来事と長時間労働関連の出来事(*1) 

（業務上外、精神事案） 

 

  

疾患名(F3・F4)

F3 F4

出来事数 (%) 長時間 (%)(*2) 出来事数 (%) 長時間 (%)(*2)

事案数 386 60

特別な出来事

心理的負荷が極度のもの 5 (1.3) 0 (  0.0) 1 (1.7) 0 (  0.0)

極度の長時間労働 38 (9.8) － (－) 4 (6.7) － (－)

恒常的な長時間労働 88 (22.8) － (－) 7 (11.7) － (－)

出来事の類型 No. 具体的出来事

1 （重度の）病気やケガをした 9 (2.3) 3 ( 33.3) 2 (3.3) 0 (  0.0)

2 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした 4 (1.0) 1 ( 25.0) 1 (1.7) 0 (  0.0)

3 業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした 2 (0.5) 0 (  0.0) 1 (1.7) 0 (  0.0)

4 会社の経営に影響する等の重大な仕事上のミスをした 41 (10.6) 24 ( 58.5) 8 (13.3) 2 ( 25.0)

5 会社で起きた事故・事件について、責任を問われた 17 (4.4) 8 ( 47.1) 2 (3.3) 2 (100.0)

6 自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた 15 (3.9) 8 ( 53.3) 0 (0.0) 0 (  0.0)

7 業務に関連し、違法行為を強要された 2 (0.5) 2 (100.0) 1 (1.7) 0 (  0.0)

8 達成困難なノルマが課された 33 (8.5) 16 ( 48.5) 3 (5.0) 1 ( 33.3)

9 ノルマが達成できなかった 14 (3.6) 13 ( 92.9) 1 (1.7) 1 (100.0)

10 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった 12 (3.1) 4 ( 33.3) 0 (0.0) 0 (  0.0)

11 顧客や取引先から無理な注文を受けた 11 (2.8) 7 ( 63.6) 2 (3.3) 0 (  0.0)

12 顧客や取引先からクレームを受けた 36 (9.3) 19 ( 52.8) 4 (6.7) 1 ( 25.0)

13 大きな説明会や公式の場での発表を強いられた 1 (0.3) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

14 上司が不在になることにより、その代行を任された 4 (1.0) 4 (100.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

15 仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった 122 (31.6) － (－) 12 (20.0) － (－)

16 1ヶ月に80時間以上の時間外労働を行った 49 (12.7) － (－) 4 (6.7) － (－)

17 2週間（12日）以上にわたって連続勤務を行った 41 (10.6) 30 ( 73.2) 4 (6.7) 2 ( 50.0)

18 勤務形態に変化があった 6 (1.6) 4 ( 66.7) 1 (1.7) 1 (100.0)

19 仕事のペース、活動の変化があった 5 (1.3) 2 ( 40.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

20 退職を強要された 7 (1.8) 3 ( 42.9) 1 (1.7) 0 (  0.0)

21 配置転換があった 58 (15.0) 31 ( 53.4) 7 (11.7) 3 ( 42.9)

22 転勤をした 19 (4.9) 7 ( 36.8) 1 (1.7) 0 (  0.0)

23 複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった 9 (2.3) 6 ( 66.7) 0 (0.0) 0 (  0.0)

24 非正規社員であるとの理由により、仕事上の差別、不利益取り扱いを受けた 4 (1.0) 2 ( 50.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

25 自分の昇格・昇進があった 23 (6.0) 8 ( 34.8) 2 (3.3) 0 (  0.0)

26 部下が減った 7 (1.8) 4 ( 57.1) 0 (0.0) 0 (  0.0)

27 早期退職制度の対象となった 2 (0.5) 1 ( 50.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

28 非正規社員である自分の契約満了が迫った 0 (0.0) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

29 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた 40 (10.4) 17 ( 42.5) 12 (20.0) 4 ( 33.3)

30 上司とのトラブルがあった 97 (25.1) 56 ( 57.7) 20 (33.3) 4 ( 20.0)

31 同僚とのトラブルがあった 18 (4.7) 7 ( 38.9) 3 (5.0) 1 ( 33.3)

32 部下とのトラブルがあった 14 (3.6) 7 ( 50.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

33 理解してくれていた人の異動があった 6 (1.6) 5 ( 83.3) 2 (3.3) 0 (  0.0)

34 上司が替わった 9 (2.3) 6 ( 66.7) 0 (0.0) 0 (  0.0)

35 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された 3 (0.8) 2 ( 66.7) 0 (0.0) 0 (  0.0)

⑥セクシュアル
ハラスメント

36 セクシュアルハラスメントを受けた 1 (0.3) 1 (100.0) 1 (1.7) 0 (  0.0)

長時間 (%)(*2)：出来事と共に長時間労働関連の出来事が認められた事案数（各々の出来事の事案数に占める割合）

①事故や災害
の体験

②仕事の失
敗、過重な責
任等の発生

③仕事の量・質

④役割・地位の
変化等

⑤対人関係

長時間労働関連の出来事（*1）：極度の長時間労働、恒常的長時間労働、具体的出来事15「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせ
る出来事があった」、または具体的出来事16「1か月に80時間以上の時間外労働を行った」のいずれかの出来事。
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表 2-6-4 自殺事案における疾患（上位 3 疾患）別の出来事と長時間労働関連の出来事(*1)  

（業務上外、精神事案） 

 疾患名(上位3疾患)

うつ病エピソード（F32） 適応障害（F43.2） PTSD（F43.1）

出来事数 (%) 長時間 (%)(*2) 出来事数 (%) 長時間 (%)(*2) 出来事数 (%) 長時間 (%)(*2)

事案数 313 47 1

特別な出来事

心理的負荷が極度のもの 5 (1.6) 0 (  0.0) 1 (2.1) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

極度の長時間労働 28 (8.9) － (－) 3 (6.4) － (－) 0 (0.0) － (－)

恒常的な長時間労働 71 (22.7) － (－) 4 (8.5) － (－) 0 (0.0) － (－)

No. 具体的出来事

1 （重度の）病気やケガをした 8 (2.6) 3 ( 37.5) 1 (2.1) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

2 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした 3 (1.0) 1 ( 33.3) 0 (0.0) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

3 業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした 2 (0.6) 0 (  0.0) 1 (2.1) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

4 会社の経営に影響する等の重大な仕事上のミスをした 34 (10.9) 19 ( 55.9) 5 (10.6) 1 ( 20.0) 1 (100.0) 0 (  0.0)

5 会社で起きた事故・事件について、責任を問われた 16 (5.1) 8 ( 50.0) 2 (4.3) 2 (100.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

6 自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた 13 (4.2) 7 ( 53.8) 0 (0.0) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

7 業務に関連し、違法行為を強要された 1 (0.3) 1 (100.0) 1 (2.1) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

8 達成困難なノルマが課された 28 (8.9) 16 ( 57.1) 3 (6.4) 1 ( 33.3) 0 (0.0) 0 (  0.0)

9 ノルマが達成できなかった 14 (4.5) 13 ( 92.9) 1 (2.1) 1 (100.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

10 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった 9 (2.9) 3 ( 33.3) 0 (0.0) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

11 顧客や取引先から無理な注文を受けた 10 (3.2) 6 ( 60.0) 2 (4.3) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

12 顧客や取引先からクレームを受けた 29 (9.3) 17 ( 58.6) 4 (8.5) 1 ( 25.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

13 大きな説明会や公式の場での発表を強いられた 1 (0.3) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

14 上司が不在になることにより、その代行を任された 4 (1.3) 4 (100.0) 0 (0.0) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

15 仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった 103 (32.9) － (－) 11 (23.4) － (－) 0 (0.0) － (－)

16 1ヶ月に80時間以上の時間外労働を行った 44 (14.1) － (－) 3 (6.4) － (－) 0 (0.0) － (－)

17 2週間（12日）以上にわたって連続勤務を行った 38 (12.1) 28 ( 73.7) 3 (6.4) 1 ( 33.3) 0 (0.0) 0 (  0.0)

18 勤務形態に変化があった 4 (1.3) 3 ( 75.0) 1 (2.1) 1 (100.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

19 仕事のペース、活動の変化があった 5 (1.6) 2 ( 40.0) 0 (0.0) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

20 退職を強要された 7 (2.2) 3 ( 42.9) 1 (2.1) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

21 配置転換があった 45 (14.4) 26 ( 57.8) 6 (12.8) 3 ( 50.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

22 転勤をした 16 (5.1) 6 ( 37.5) 1 (2.1) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

23 複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった 5 (1.6) 4 ( 80.0) 0 (0.0) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

24 非正規社員であるとの理由により、仕事上の差別、不利益取り扱いを受けた 4 (1.3) 2 ( 50.0) 0 (0.0) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

25 自分の昇格・昇進があった 23 (7.3) 8 ( 34.8) 2 (4.3) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

26 部下が減った 7 (2.2) 4 ( 57.1) 0 (0.0) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

27 早期退職制度の対象となった 2 (0.6) 1 ( 50.0) 0 (0.0) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

28 非正規社員である自分の契約満了が迫った 0 (0.0) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

29 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた 36 (11.5) 16 ( 44.4) 8 (17.0) 3 ( 37.5) 1 (100.0) 0 (  0.0)

30 上司とのトラブルがあった 83 (26.5) 49 ( 59.0) 20 (42.6) 4 ( 20.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

31 同僚とのトラブルがあった 14 (4.5) 6 ( 42.9) 3 (6.4) 1 ( 33.3) 0 (0.0) 0 (  0.0)

32 部下とのトラブルがあった 12 (3.8) 6 ( 50.0) 0 (0.0) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

33 理解してくれていた人の異動があった 4 (1.3) 4 (100.0) 2 (4.3) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

34 上司が替わった 5 (1.6) 5 (100.0) 0 (0.0) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

35 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された 3 (1.0) 2 ( 66.7) 0 (0.0) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

36 セクシュアルハラスメントを受けた 1 (0.3) 1 (100.0) 1 (2.1) 0 (  0.0) 0 (0.0) 0 (  0.0)

長時間 (%)(*2)：出来事と共に長時間労働関連の出来事が認められた事案数（各々の出来事の事案数に占める割合）
出来事の類型は表2-6-3と同じ。

長時間労働関連の出来事（*1）：極度の長時間労働、恒常的長時間労働、具体的出来事15「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事
があった」、または具体的出来事16「1か月に80時間以上の時間外労働を行った」のいずれかの出来事。
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「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書 

 

労働安全衛生総合研究所（JNIOSH）コホート研究及び労働者 1万人を対象とした WEB調査 

 

研究分担者  高橋正也 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所  

産業疫学研究グループ・部長 

 

研究分担者： 

松尾知明（労働安全衛生総合研究所 過労死

等調査研究センター・研究員） 

佐々木毅（同センター・上席研究員） 

池田大樹（同センター・研究員） 

蘇 リナ（同センター・研究員） 

吉川 徹（同センター・センター長代理） 

久保智英（同センター・上席研究員） 

劉 欣欣（同センター・主任研究員） 

松元 俊（同センター・研究員） 

茅嶋康太郎（同センター・フェロー研究員） 

深澤健二（株式会社アドバンテッジリスクマ

ネジメント・メディカルアドバイザー） 

内田 元（ニッセイ情報テクノロジー株式会

社・チーフマネージャー） 

 

Ａ．研究目的 
勤務状況等の労働環境要因や身体・生活環境

要因と過労死等関連疾患（脳疾患、心疾患、精

神障害等）発症との関連を、エビデンスレベル

の高いコホート研究により検討することは、疾

患発症の予防策を講ずる上で大変有意義なも

のと考えられる。本研究は、国内の企業等に勤

務する 2 万人程の労働者集団を研究コホート

として構築した上で、長期間（5～10年）追跡

する職域コホート研究（JNIOSHコホート研究）

であり、その目的は、過労死等関連疾患の発症

リスクに影響を及ぼす労働環境要因や身体・生

活環境要因の同定とその影響の程度を評価す

ることである。 

一方、JNIOSHコホート研究は、コホート立ち

上げに向けて参加企業を募ったり、労働者の個

人情報の研究利用について参加企業と調整し

たりする必要がある上、研究対象者を 5～10年

間追跡する必要もあり、データ解析に至るまで

に時間を要する。そのため本研究では、JNIOSH

コホート研究の立ち上げ作業を進行させつつ、

同研究の試験的・予備的調査の位置付けで、国

内労働者 1 万人を対象とした WEB 調査による

横断研究を行っている。その目的は、1）コホ

【研究要旨】 

本研究は、国内の企業等に勤務する 2万人程の労働者集団（コホート）を構築した上で、

長期（5～10年）に亘る追跡調査を行う職域大規模調査研究であり、その目的は、過労死等

関連疾患（脳疾患、心疾患、精神障害等）の発症リスクに影響を及ぼす労働環境要因や身

体・生活環境要因の同定とその影響の程度を評価することである。昨年度同様、今年度の課

題は、研究参加企業を特定し、参加企業に所属する労働者の勤務状況データ、健診データ、

レセプトデータを研究に利用できる体制を整えることであった。さらに今年度は、参加企

業の初年度データを入手することを目標とした。その結果、労働者規模 8,000 人程の A 社

及び同 15,000人程の B社と研究参加を前提とした具体的な協議がなされ、2社のうち、A社

においては、勤務状況データと健診データを研究に利用できることが確定した。A社労働者

には今年度11月に実施されたストレスチェックの際に研究概要を書面にて説明し、全8,031

人中 6,806人（84.7%）の労働者の同意が得られた。 

 一方、本研究では、JNIOSH コホート研究の試験的・予備的調査の位置付けで、国内労働

者１万人を対象とした WEB 調査（横断研究）を昨年度、実施している。今年度は WEB 調査

で得られたデータを詳細に解析した。その結果、1）勤務間インターバルと睡眠の量、質の

関連性を検討した分析では、勤務間インターバルが短いほど睡眠時間が短いだけでなく、

睡眠の質も悪くなることが示された。また、2）身体活動状況（座位行動）と疾病罹患リス

クとの関連性を検討した分析では、勤務中の座位時間が長いほど、糖尿病や脂質異常症に

罹患するリスクが高まることが示された。 
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ート研究同様、疾患発症リスクに影響を及ぼす

要因を同定し、その影響の程度を評価すること、

2）JNIOSHコホート研究を進めるにあたっての

効果的な調査項目を選定すること、3）勤務状

況等の労働環境を業種間で比較するための基

礎資料を得ることである。 

 

Ｂ．研究方法 
1）JNIOSHコホート研究 

1-1）研究デザイン 

対象とする労働者の勤務状況等の労働環境

や身体・生活環境に関する調査、健康診断、レ

セプト調査を年 1回程行い、この調査を 5～10

年繰り返し行うことによりデータベースを構

築する。構築されたデータベースを用いて、コ

ックス比例ハザード回帰分析やロジスティッ

ク回帰分析等により、疾患発症リスクに影響を

及ぼす要因の同定とその影響の程度を明らか

にする。分析の際、要因（factors）を労働環

境因子や身体・生活環境因子、血圧・血液検査

の結果等とし、イベント（events）を脳疾患や

心疾患、精神障害の発症等とする。 

 

1-2）調査方法 

本研究の調査は EAP（従業員支援プログラム）

サービスを展開する企業が顧客企業に対し行

っているストレスチェック等の調査事業に、調

査項目を付加する形で行われる。 

対象者は、国内の企業等に勤務する労働者 2

万人程である。対象者数（サンプルサイズ）は

国内外の他のコホート研究（Matsuo et al., 

Int J Obes, 2011）や文献情報（磯ら，統計数

理，1988）を参考に設定した。循環器疾患を対

象とした他のコホート研究では、サンプルサイ

ズを 5 千人程としているケースも少なくない

が、本研究では協力企業の状況によっては調査

継続が困難となる可能性も考えておく必要が

あるため、初回調査の目標対象者数を多めに設

定している。 

身体・生活環境に関するデータや健診データ

は、ある時点における年 1回程の調査時のデー

タを当該年のデータとする。一方、対象企業等

からレセプト情報が入手できる場合のレセプ

トデータは、対象者に労働環境調査を行った年

の 1 年間分のデータを当該年のデータとする。

労働環境に関する情報は主観的情報（本人への

質問紙調査）だけでなく、客観的情報（企業の

人事部等が保有するデータ）も得ることが望ま

しいため、参加企業には労働者の勤務時間記録

などの情報を提供してもらえるよう要請して

いる。勤務時間などの人事記録が利用できる場

合は、月平均値や年平均値などを当該年のデー

タとする。このようにして収集した同一対象者

の年 1 回程のデータを継続的に 5～10 年分取

得する。 

これらのデータを対象企業等がすでに保有

している場合はそれを活用する場合もあるが、

基本的には、対象企業の合意が得られた段階で

データ収集を開始し（初回調査）、同一の対象

者への同様の調査を年 1回程、5～10年継続し

て行う。調査時期は対象企業等の状況（健診や

ストレスチェックのタイミング）に合わせる。

当初 5年間程は対象企業を適宜追加（増加）す

る方針である。よって、初回調査の開催年は対

象企業により異なる。 

 

＜調査項目＞ 

□ 勤務状況（労働時間、職種等） 

□ 健診情報（年齢、身長、体重、既往歴、服薬

状況、喫煙状況、飲酒状況、血圧・血液検査

情報） 

□ レセプト（診療報酬明細書）情報 

□ 職業性ストレス簡易調査票などストレスチ

ェックに関する項目 

□ 生活習慣情報（睡眠、身体活動、食事摂取状

況等） 

図 1コホート研究における個人情報取得 

これらのデータの研究利用にあたっては、対

象者の氏名や生年月日などは全て省き、個人が

特定できない処置を施す（図 1）。 

 

2）Web調査 

調査会社の登録モニターを対象とした Web

によるアンケート調査である。調査は、調査会

社から参加依頼案内を受けたモニター（対象者）

が、指定された URLにアクセスして回答する方

式（Web調査）で行った。調査対象者の総数を

1万人に設定し、対象者の割付を総務省の労働

力調査（平成 27 年）に基づき行った。すなわ

ち、性別・年齢層別（20～64歳）・業種（産業）

別のカテゴリーを設定した上で、労働力調査に

おける就業者構成比に合致する収集目標数を

カテゴリーごとに設定し、1万人を割り付ける

方法である。調査は各カテゴリーの収集数が目

標数に達し、全体で 1万人に達するまで行われ
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たが、最終的に目標数に達しないカテゴリーが

複数あったため、その不足分については、「過

労死等の防止のための対策に関する大綱」（平

成 27年 7月 24日閣議決定）で過労死等が多く

発生しているとの指摘がある情報通信業、運輸

業・郵便業、宿泊業・飲食サービス業、教育・

学習支援業、医療・福祉の重点 5業種に均等に

再配分する形（重点 5 業種の収集数を増やす

形）で調整した。各カテゴリーの最終的な収集

数を表 1に示す。 

Web 調査における調査項目は全 65 問で構成

され、その内容は、労働時間（通勤時間含む）、

睡眠（量と質）・休養、生活習慣（飲酒、喫煙、

身体活動状況、食習慣）、疲労度、うつ症状、

疾患受療状況などである。なお今年度は、これ

らの情報を用いて、1）「勤務間インターバル（勤

務終了後から次の勤務開始までの時間間隔）と

睡眠」、2）「座位時間と疾病罹患リスク」の 2つ

の観点から詳細な解析を行った。2つの解析で

用いた勤務時間、勤務間インターバル時間、睡

眠時間、座位時間は「労働者生活行動時間調査

票（JNIOSH-WLAQ）」を用いて求めた。JNIOSH-

WLAQ開発に関する先行研究（松尾ら，産業衛生

学雑誌，2017）では、上述した各時間の信頼性

と妥当性が良好な水準であり、疫学研究での利

用に適していることが示されている。「勤務間

インターバルと睡眠」、「座位時間と疾病罹患リ

スク」それぞれの研究方法の詳細を以下に記す。 

 

2-1）勤務間インターバルと睡眠 

Web 調査の対象者のうち、以下のすべての基

準を満たす 3,867 人を分析対象とした：（1）

深夜勤務のない（日勤）正社員、(2) 始業時刻

が 5:00～11:59、(3)終業時刻が 15:00～4:59、

(4)就床時刻が 21:00～3:00、(5)起床時刻が

3:01～9:59、(6)勤務間インターバルの時間が

睡眠時間より長い、(7)通勤時間、余暇時間が

0分以上。 

分析項目として、基本属性（年齢、性別、雇

用形態、深夜勤務の有無、業種、喫煙、飲酒頻

度等）の他、JNIOSH-WLAQ、ピッツバーグ睡眠

調査票（PSQI）を用いた。JNIOSH-WLAQにおけ

る勤務日の始業・終業時刻の質問を用い、勤務

終了時刻（終業時刻）から次の勤務開始時刻（始

業時刻）までの時間間隔を勤務間インターバル

として算出した。PSQIは、不眠を評価する質問

紙として広く用いられており、睡眠障害のスク

リーニングに有効とされている。得点範囲は

0-21 点であり（得点が高いほど睡眠の質が悪

い）、睡眠障害のカットオフ値は 5.5 以上（個

人の得点は 1点毎のため、実質 6点以上）とさ

れている。 

勤務間インターバルの時間から分析対象者

を以下の 8群に分けた：勤務間インターバルが

10時間未満、10時間台 (10h-10h59min)、11時

間 台  (11h-11h59min) 、 12 時 間 台 (12h-

12h59min)、13時間台(13h-13h59min)、14時間

台(14h-14h59min)、15時間台(15h-15h59min)、

16時間以上。各群と睡眠時間、睡眠の質（PSQI

得点）の関連を検討するため、トレンド分析を

実施した。 

 

2-2）座位時間と疾病罹患リスク 

 Web調査の対象者のうち、本研究に必要なデ

ータの欠損値のあった者を除いた 9,524 人を

分析対象とした。 

 分析には、基本属性（年齢、性別）、雇用形

態（深夜勤務・交代勤務の有無等）、業種、生

活習慣（飲酒、身体活動、食習慣）、疾患受療

状況（過去 1 年間の既住歴と服薬）、JNIOSH-

WLAQにより算出される勤務時間、睡眠時間、通

勤時間及び 1）勤務中、2）勤務日の余暇時間、

3）休日それぞれにおける座位時間と立位/歩行

時間を用いた。 

 多重ロジスティック回帰分析により、座位時

間と疾病発症リスクとの関係を分析した。また、

Isotemporal Substitution Model（ISM：ある

行動を等量の別の行動に置き換えた時の影響

を推定する分析）を用いて、勤務中の 1時間の

座位時間を立位/歩行時間に置き換えた場合の

疾病罹患リスクへの影響を検討した。 

 

（倫理面での配慮） 

本研究は、労働安全衛生総合研究所研究倫理

審査委員会にて審査され、承認を得たうえで行

った（通知番号：H2812 及び H2919、Web 調査

通知番号：H2742）。 

 

Ｃ．研究結果 
1）JNIOSHコホート研究 

EAP サービスを展開する企業の顧客企業の

うち、労働者規模 8,000 人程の A 社及び同

15,000 人程の B 社と研究参加を前提とした具

体的な協議がなされ、2 社のうち、A 社におい

ては、勤務状況データと健診データを研究に利

用できることが確定した。A社労働者には、平

成 29 年度に実施されたストレスチェックの際

に JNIOSH コホート研究の概要が説明され、全

労働者 8,031 人中、6,806人（84.7%）の労働者

から研究参加の同意が得られた。現在は、同意

が得られた労働者のデータの匿名化作業や勤

務状況データと健診データのマッチング作業
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が行われている。一方、B 社に関しては、A 社

同様、ストレスチェック実施のタイミングで労

働者に研究概要の説明ができるよう調整を進

めている。 

 

2）Web 調査 

2-1）勤務間インターバルと睡眠 

分析対象者（平均年齢 42.7±11.0 歳）の平

均勤務間インターバルは 13.9±1.4時間、平均

睡眠時間は 6.5±1.1 時間、平均 PSQI 得点は

5.8±2.9点であった。 

図 2は、各群における平均睡眠時間を示して

いる。勤務間インターバル 10時間未満、10時

間台、11時間台、12時間台、13 時間台、14時

間台、15 時間台、16 時間以上の各群の平均睡

眠時間は、5.3、5.8、6.1、6.3、6.5、6.7、6.7、

6.9 時間であった。トレンド分析を行った結果、

有意な直線形トレンドがあり、勤務間インター

バルが短い群ほど、睡眠時間が短い関係性が示

された。 

図 3 は、各群における平均 PSQI 得点を示し

ている。各群における平均 PSQI 得点は、7.1、

6.7、6.7、6.3、6.0 (5.999)、5.5、5.2、5.2

点であった。トレンド分析を行った結果、有意

な直線形トレンドがあり、勤務間インターバル

が短い群ほど、睡眠の質が悪い関係性が示され

た。 

  

2-2）座位時間と疾病罹患リスク 

 分析対象者 9,524 人（平均年齢 43.4±11.1

歳）の勤務時間の平均値は 9.6±2.1 時間、勤

務中の座位時間の平均値は 5.1±3.9 時間（勤

務時間の 53%）であった。勤務日の余暇時間は

6.6±2.7 時間であり、その内、3.9±2.3 時間

（59%）が座位時間であった。また、休日は余

暇時間（15.9±2.6 時間）の内、9.6±3.8時間

（60%）が座位時間であった。 

図 4（A）は、勤務日（24 時間）における睡

眠時間、通勤時間、勤務時間、余暇時間の各割

合を業種毎に比較した結果である。睡眠時間、

通勤時間、勤務時間、余暇時間の割合は業種間

で有意に異なり、最も勤務時間が長い業種は情

報通信業（10.0±1.6 時間）であった。図 4（B）

は勤務中と休日の座位時間の割合を業種毎に

比較した結果である。勤務中の座位時間が最も

長い業種は情報通信業（8.1±2.5 時間）であ

り、最も短い業種は宿泊業、飲食サービス業

（2.5±3.2 時間）であった。 

図 5は、勤務中の座位時間の多寡と疾病発症

リスクとの関係を多重ロジスティック回帰分

析によるオッズ比で示したものである。勤務中

の座位時間が最も短い群（3.8時間未満）を基

準とした場合、勤務中の座位時間が最も長い群

（7.7時間以上）では、糖尿病の罹患リスクが

1.41倍（95%CI:1.05-1.90）、脂質異常症の罹患

リスクが 1.58倍（1.23-2.01）となった。また、

ISMを用いた分析では、勤務中の 1時間の座位

時間を立位/歩行時間に置き換えることで、脂

質異常症の罹患リスクが 4％、心疾患の罹患リ

スクが 7％減少する結果が得られた。この結果

は、運動習慣がない労働者で顕著であった。 

 

Ｄ．考察 
1）JNIOSHコホート研究 

本研究の最大の課題は、労働者の勤務状況デ

ータ、健診データ、レセプトデータを JNIOSH

コホート研究に提供することが可能な企業を

複数社特定することである。この課題の解決に

向け本研究では、企業のストレスチェック請負

サービスを展開する企業の顧客企業を中心に

コホート研究への参加を呼び掛けている。 

昨今の「健康経営」などを背景に、自社社員

の労務情報や健康情報を詳細に分析できるこ

とを利点と考え、JNIOSH コホート研究への参

加を前向きに捉える企業担当者（人事部等）は

少なくない。しかし、労働者の勤務状況データ

や健診データを“外部機関に提供する”点に話

が及ぶと、同一企業内でも部署間で意見の相違

があったり、グループ会社間での調整が難しか

ったり、健診データやレセプトデータに関して

は健保組合等との調整が必要であったりする

ため、企業内での調整が難航し、結果的に研究

参加を見合わせる場合が多い。本研究では、図

1-1に示したように、労働者の情報は研究グル

ープに提供される前に匿名化処置（氏名など個

人が特定できる情報は削除され、データ管理は

研究専用 ID を用いて行う）がなされる。しか

し、個人情報を取り巻く昨今の社会状況の中、

労働者の情報を外部に提供することは企業に

とってはハードルが高く、個人情報管理に多大

な労力をかけてまで研究に参加することの意

義を見出しにくいのが実状のようである。 

そのような中、労働者規模 8,000 人程の A社

及び同 15,000 人程の B 社とは、研究参加を前

提とした具体的な協議に進展し、そのうち、A

社とは最終的な合意に至った。A社の労働者に

は今年度 11 月に研究説明が行われ、6,806 人

が研究参加に同意した。これにより、6,806 人

の勤務状況データと健診データが研究に利用

できることとなった。レセプトデータについて

は現段階では研究利用の合意には至っていな

いが、関係部署との調整が進められている。A
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社の勤務状況データと健診データは、現在、匿

名化作業やマッチング作業など、研究グループ

にデータが提供される前の処理作業が行われ

ている。他方、B社については今年度中の研究

開始には至らなかったが、引き続き調整が進め

られている。 

本研究では目標とするサンプル数を 2 万人

に設定している。そのうち、今年度中に初回調

査に至ったのは 7千人弱であった。次年度以降

も B社との交渉を継続すると共に、その他の企

業への要請も続け、参加企業の増加に努めたい。

一方、本研究の初回調査目標数は、参加企業の

調査継続が困難となる場合も考え、多めに設定

している。5千人程のサンプルサイズでコホー

ト研究を行っている先行研究も少なくないこ

とを考えると、A社の約 7千人のデータは大変

貴重である。A社との連携強化を図るなど、追

跡調査の体制を整えたい。 

 

2）Web 調査 

2-1）勤務間インターバルと睡眠 

 ヨーロッパ連合（EU）では、EU労働時間指令

（2003）により、1 日につき少なくとも 11 時

間の勤務間インターバルを取ることが制度化

されている。労働時間の長さではなく、疲労回

復に重要なオフの時間を定めている本制度は、

新たな過重労働対策として日本でも注目され

ている。しかし、勤務間インターバルと、疲労

回復に重要な睡眠の関連性は明らかではなか

った。 

本研究の結果、日本の日勤正社員労働者にお

ける勤務間インターバルの時間に対応した睡

眠時間、睡眠の質の実態が明らかになった。睡

眠時間について、国立睡眠財団は成人（26-64

歳）には 7-9時間の睡眠時間が推奨され、6時

間未満の睡眠は推奨されないことを報告して

いる (Hirshkowitz et al., 2015)。その他の

先行研究でも、睡眠時間が 6時間未満であると

脳・心臓疾脳患リスクが高いことが示されてい

る (e.g., Li et al., 2016; Hoevenaar-Blom 

et al., 2011)。本研究では、勤務間インター

バルが 11 時間未満の群は、平均睡眠時間が 6

時間未満となっており、睡眠時間の観点からは、

11 時間以上の勤務間インターバルが必要であ

る可能性が示された。一方、睡眠の質について、

勤務間インターバルが 13 時間未満の群は平均

PSQI 得点が睡眠障害のカットオフ値である 6

点を超えていた。睡眠の質が悪いと循環器疾患

等のリスクが高いことが報告されており（e.g., 

Sofi et al., 2014）、睡眠の質の観点からは、

13 時間以上の勤務間インターバルが必要であ

る可能性が示された。 

勤務間インターバルは、働き方改革において

も、長時間労働是正の対応策として挙げられて

いる。勤務間インターバル時間の設定は、種々

の面から検討していく必要があるが、本研究で

得られた結果はその基礎資料の一つになり得

る。一方、本研究は横断調査であるため、結果

を解釈する際、分析項目間の関係性は示せても、

その因果関係にまで言及できない。コホート研

究による縦断調査などよりエビデンスレベル

の高い結果が得られる研究手法での検証が必

要である。よって、現在、JNIOSH コホート研究

に勤務間インターバルや睡眠（量・質）に関す

る調査項目を取り入れるべく、今回の Web調査

で用いた質問紙（JNIOSH-WLAQや PSQI）を含め

ることは有意義である。 

 

2-2）座位時間と疾病罹患リスク 

 本研究では、勤務中の長時間の座位行動が疾

病罹患リスク、特に糖尿病と脂質異常症の罹患

リスクを高めることが示された。先行研究では、

余暇時間におけるテレビ視聴時間（≒座位時間）

が長いことが死亡率や疾病（肥満、糖尿病、循

環器系疾患、がん等）発症リスクを高めること

が報告されている（Arch Intern Med, 2012）。

しかし、勤務中の座位時間と健康リスクとの関

係については、信頼性や妥当性が検証されてい

ない質問紙が使われている場合が多いことも

あり、一致した見解には至っていない。本研究

の結果は、ただ座っているだけでもその時間が

長いほど疾病罹患リスクが高まる可能性があ

ることを示すものである。長時間労働と健康問

題との関係を考える上で参考にすべきデータ

である。 

一方、本研究では、勤務中の 1時間の座位行

動を等量の立位や歩行に置き換えることで、脂

質異常症や心疾患の罹患リスクが軽減できる

可能性があること、また、その傾向は特に日常

の運動習慣がない者で顕著であることが示さ

れた。最近は職務時間の大部分をデスクワーク

が占めるような働き方をする労働者が多いこ

とを考えると、この結果は労働者の健康増進策

を考える上で参考になる。 

本研究の結果は Web 調査による横断研究で

得られた結果である。JNIOSH コホート研究等

の縦断研究で検討を深めたい。 

 

Ｅ．結論 
JNIOSH コホート研究では、一企業（A社）の

参加が正式に決定し、研究参加の同意が得られ

た 6,806 人の労働者の勤務状況データと健診
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データをを利用できることとなった。その他の

企業への要請・交渉を続け、協力企業の増加に

務める必要がある。 

JNIOSH コホート研究の試験的・予備的調査

の位置付けで行った、国内労働者 1万人を対象

とした WEB調査（横断研究）では、（1）勤務間

インターバルが短いほど睡眠時間が短いだけ

でなく、睡眠の質も悪くなることや、（2）勤務

中の座位時間が長いほど、糖尿病や脂質異常症

に罹患するリスクが高まることが示唆された。

Web調査におけるこれら 2つの解析結果はそれ

ぞれ原著論文として国際研究誌に投稿し、受理

されている。JNIOSH コホート研究では参加企

業と様々な調整が必要となるため、調査項目も

各企業の状況で制限される面はあるが、コホー

ト研究にも、今回の Web調査で用いた質問項目

を含められれば有意義である。 
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表 1 性別・年齢層別・業種別の収集数（Web調査） 

 

男性（歳） 女性（歳）

20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 計 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 計

農業，林業 20 37 48 47 21 173 13 20 27 14 1 75 248

建設業 50 103 121 98 44 416 61 77 94 77 16 325 741

製造業 188 216 256 207 93 960 129 157 198 161 41 686 1,646

情報通信業 54 53 56 40 26 229 33 38 44 36 3 154 383

運輸業，郵便業 54 77 85 71 41 328 45 53 65 56 6 225 553

卸売業，小売業 105 223 264 214 96 902 133 162 205 167 54 721 1,623

金融業，保険業 22 36 42 34 15 149 21 26 33 27 11 118 267

不動産業，物品賃貸業 10 27 32 26 12 107 16 20 25 20 9 90 197

学術研究，専門・技術サービス業 26 47 56 45 20 194 28 34 43 35 13 153 347

宿泊業，飲食サービス業 34 73 115 90 17 329 65 82 91 79 13 330 659

生活関連サービス業，娯楽業 17 50 59 48 21 195 30 36 46 37 11 160 355

教育，学習支援業 61 64 77 63 33 298 42 47 61 52 27 229 527

医療，福祉業 79 190 203 165 87 724 111 126 169 139 53 598 1,322

複合サービス事業 10 13 16 13 6 58 8 10 12 10 4 44 102

サービス業(他に分類されないもの) 67 89 105 85 38 384 53 64 81 66 29 293 677

公務 36 47 56 45 20 204 28 34 43 35 9 149 353

計 833 1,345 1,591 1,291 590 5,650 816 986 1,237 1,011 300 4,350 10,000

合計
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図 2．勤務間インターバルと睡眠時間の関連 

 
 

 
図 3．勤務間インターバルと睡眠の質（PSQI 得点）の関連 

a 睡眠障害のカットオフ値は 6点以上であるが、13h台の群の平均値はそれを超えていない。 
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* P<0.05    

図 5．勤務中の座位時間と（Ａ）糖尿病及び（Ｂ）脂質異常症の各罹患リスクとの関係 
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分担研究報告書（疫学研究） 

 

トラックドライバーの働き方の実態にあわせた効果的な過重労働対策に関する研究 
 

研究分担者 松元俊 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

過労死等調査研究センター・研究員 

 

 

研究分担者： 

久保智英（労働安全衛生総合研究所・過労死

等調査研究センター・上席研究員） 

佐々木毅（同センター・上席研究員） 

井澤修平（同センター・上席研究員） 

池田大樹（同センター・研究員） 

高橋正也（労働安全衛生総合研究所・産業疫

学研究グループ・部長） 

酒井一博（大原記念労働科学研究所・所長） 

佐々木司（大原記念労働科学研究所・上席主

任研究員） 

研究協力者： 

大西政弘（全日本トラック協会） 

 

Ａ．研究目的 
 本研究は過労死等の労災認定数の多い貨物

自動車運転者（トラックドライバー）の労働の

過重性を明らかにするとともに、効果的な過重

労働対策を立案するための基礎資料の提供を

目標とする。 

 厚生労働省報告によれば、脳・心臓疾患での

労災補償における支給決定件数は過去 5 年間

においておおむね年 300 件前後で推移してお

り、業種別に件数を見ると運輸業・郵便業が常

に 1位であった（H24～H28労災補償状況）。ま

た、精神障害での労災補償の支給決定件数にお

いても、同じく過去 5年間でおおむね年 500件

前後で推移しており、そのうち運輸業・郵便業

は 3番目もしくは 4番目に多かった。運輸業・

郵便業の中でもとりわけ貨物自動車運転者の

脳・心臓疾患による過労死等の労災認定数は多

く、その認定要件となる労働負荷要因からも貨

物自動車運転業務の過重性が長時間労働はも

とより、認定事案に占める拘束時間の長い勤務、

交代勤務・深夜勤務、不規則な勤務の割合の高

さによってあらわされていることがうかがい

知れる（平成 28 年度「過労死等の実態解明と

防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」

報告書）。 

貨物自動車運転者（以下「トラックドライバ

【研究要旨】  

本研究は、過労死等の労災認定数の多い貨物自動車運転者（トラックドライバー）の労働

実態把握とともに負担の大きい働き方を抽出することにより、効果的な過重労働対策の検討

を行うことを目的とした。アンケート調査では全国の 1,992 人のトラックドライバーから有

効回答が得られた。代表的な運行形態である、日帰り（昼間と夜間）と長距離（1泊 2日、3

～4 日、5日以上）に分けて、過労死等の労災認定要件に関連する項目と疲労度の関係につい

て解析を行った。その結果、1 日の疲労と週の疲労のどちらも回復しにくいと訴えたドライ

バーの割合は、日帰り（22～5時にかかる）運行で高く、この運行形態では、1か月間の時間

外労働が 81 時間以上であった割合が高く、夜勤（22～5時にかかる勤務）回数が多く、勤務

日の睡眠時間が短かった。また、疲労回復を困難にするのは、勤務日と休日の睡眠時間がそ

れぞれ 7 時間未満の場合であることが確認されたが、運行形態及び時間外労働時間や夜勤回

数との関係は見られなかった。脳・心臓疾患に関連する高血圧症、高脂血症、糖尿病、肥満

の既往歴があると回答した割合は、5 日以上の運行を行うドライバーで高かったが、事故や

ヒヤリハットの安全状況には運行形態による違いは見られなかった。以上より、トラックド

ライバーの過重労働対策には、勤務日と休日における睡眠確保を中心とした運行計画が重要

であることが示された。しかし、時間外労働時間や夜勤回数が変動しやすく、休息期間の調

整が難しいことが考えられる拘束時間の長い長距離運行への対策については、観察調査で得

られた詳細な労働状況と生理・心理的な指標による測定結果の解析から検討を行う必要があ

る。 
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ー」という。）の労働時間等に関する規制は、

「自動車運転者の労働時間等の改善のための

基準」（平成元年労働省告示第 7 号、以下「改

善基準告示」という。）において、拘束時間、

運転時間、休息期間、休日労働の基準が定めら

れている。例えば、改善基準告示では、1か月

の総拘束時間は 293時間を限度とし、1日の最

大拘束時間は 13 時間以内を基本としている。

しかし、厚生労働省発表の平成 28 年における

自動車運転者を使用する事業場に対する監督

指導状況では、トラックドライバーに対する監

督実施事業場数 3,105 のうち、改善基準告示違

反が 67.2%の事業場で認められた。このうち、

違反事項の上位 3項目としては、最大拘束時間

が 51.1％、総拘束時間が 43.7%、休息期間が

38.4%であった。この事実は、改善基準を超え

た長時間労働が多くの事業場で常態化してお

り、トラックドライバーが普段から過労死等の

リスクの高い労働条件で働いていることが推

察される。 

以上のような改善基準告示の遵守状況やト

ラックドライバーの過労死等の実態を考慮す

ると、トラックドライバーに対する働き方の問

題点を明らかにし、この点を踏まえた効果的な

過重労働対策が強く求められる。本研究では、

以上のような観点から、過労死等の労災認定件

数の多いトラックドライバーの労働実態と負

担の大きい働き方を明らかにし、その結果を基

に効果的な過重労働対策を検討するために以

下の 2項目を目的とした。 

 

１．トラックドライバーの働き方と疲労の実態 

 トラックドライバーの働き方の実態と疲労

及び健康状態との関連性を横断アンケート調

査によって明らかにする。その際、様々な運行

形態を含む全国規模の調査を実施することを

通じて、運輸業における過重労働要因の解明を

目的とした。 

 

２．トラックドライバーの働き方にあわせた効

果的な疲労対策の検討 

 働き方の異なる（長距離、日帰り）トラック

ドライバーの疲労を生理的・心理的指標を用い

て縦断的に調査することで、疲労の進展と回復

の様子を明らかにするとともに、過重労働によ

る過労死の防止に効果的な介入策を探ること

を目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 
本研究は 2 つの調査から構成されている。1

つ目は、目的 1に基づいて行ったアンケート調

査、2つ目は、目的 2に基づいて行った観察調

査である。なお、本報告の研究結果では、1の

結果を報告する。 

以下に、それぞれの調査ごとの方法等につい

て示した。 

 

1．トラックドライバーの働き方と疲労の実態 

1）調査対象者と手続き 

トラック運送業の事業者団体である全日本

トラック協会を通じて、47 都道府県ごとの地

方トラック協会に 20 の調査対象事業場の選定

を依頼した。調査対象の選定基準として事業場

規模（労働者数 50 人以上、50 人未満）、業態

（地場、長距離）が可能な限り偏らないように

することを示した。質問票は 2017 年 6 月に、

1事業場につきトラックドライバー用の 5部を

配布し、無記名での回答を依頼した。調査依頼

先は最終的に 1,082事業場となり、トラックド

ライバー用の調査票を 5,410 件配布した。その

うち 423事業場（回収率 39.1％）、1,992人（回

収率 36.8％）から回答を得た。 

 

2）調査項目 

 トラックドライバーには、基本属性、雇用・

労働状況、安全状況、健康状況、生活習慣、睡

眠状況、疲労度について、調査時点から直前 1

か月の状況についてアンケート調査を行った。

疲労度は、1日の疲労の回復の程度を 4段階（1．

一晩睡眠をとればだいたい疲労は回復する、2．

翌朝に前日の疲労を持ちこすことがときどき

ある、3．翌朝に前日の疲労を持ちこすことが

よくある、4．翌朝に前日の疲労をいつも持ち

こしている）で、また、週の疲労の回復の程度

を 4 段階（1．週末の休日でだいたい疲労は回

復する、2．翌週に前週の疲労を持ちこすこと

がときどきある、3．翌週に前週の疲労を持ち

こすことがよくある、4．翌週に前週の疲労を

いつも持ちこしている）でたずねた。以下、結

果においては疲労の回復の程度は、1日と週の

それぞれ、段階 1と 2をまとめて「回復してい

る」、段階 3 と 4 をまとめて「持ちこしている

（回復していない）」とした。 

 

（倫理的配慮） 

本研究は、労働安全衛生総合研究所研究倫理審

査委員会にて審査され、承認を得たうえで行っ

た（通知番号：H2824）。 

 

2．トラックドライバーの働き方にあわせた効

果的な疲労対策の検討 

1）調査対象者 
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基本運行が 2 泊 3 日以上の長距離ドライバ

ー30人（宮城、福井、鹿児島）、日帰りの地場

ドライバー10人（東京、大阪）が本研究に参加

した。 

 

2）調査項目 

本調査では、調査実施前に行う項目（A）、基

本項目（B）、生理心理指標項目（C）、の 3つの

調査項目を設定した。その内容は以下のとおり

であった。 

 

（A）調査実施前の調査項目（事前調査票） 

①参加者のプロフィール（年齢、健康状態） 

②ピッツバーグ睡眠質問票 

③サイコロジカルディタッチメント  

④疲労回復欲求度 

 

（B）基本の調査項目（疲労アプリ） 

労働安全衛生総合研究所が開発したタブレ

ット端末で作動する疲労アプリを用いて、下記

の 3 つの調査項目を測定した。（平成 29 年度

「交代制勤務看護師の勤務間インターバルと

疲労回復に関する研究」の資料 1を参照） 

 

① 自覚症しらべ 

日本産業衛生学会産業疲労研究会が開発し

た日本で広く用いられている疲労の調査票で

ある。25 項目の疲労の訴えに対して 5 件法で

回答し、Ⅰ群：ねむけ感、Ⅱ群：不安定感、Ⅲ

群：不快感、Ⅳ群：だるさ感、Ⅴ群：ぼやけ感

の 5 因子に分けて疲労の変化を分析すること

が可能な尺度である。 

 

②Visual Analogue Scale法（VAS法） 

疲労やストレス、睡眠の質等について、VAS

法によって評価した。VAS法とは 100mm の線分

上に現時点での心理状態について垂線を引い

て評価する手法である。たとえば、「仕事の疲

れが残っている」という質問に対して、左端に

「全く残っていない」、右端に「非常に残って

いる」という文言を付して、現時点での状態が

どの位置に当てはまるか、垂線を引いて自己評

価する方法である。 

 

③反応時間検査（ Psychomotor Vigilance 

Task；PVT） 

刺激であるデジタルカウンターが回転を始

めたら、タブレット上のボタンを押してカウン

ターの動きを止めて反応する課題で、国内外に

おいて疲労や眠気の他覚的評価として用いら

れている指標である。1回の測定につき 5分の

測定とし、2 秒から 10 秒の間でランダムな刺

激の呈示間隔に設定した。0.5秒以上経過して

反応したものを遅延反応（Lapse）と定義して

集計した。 

 

（C）生理心理指標項目 

①腕時計タイプの睡眠計（活動量計） 

腕時計タイプの睡眠計を用いて客観的な睡

眠評価を実施する。調査参加者の非利き腕に睡

眠計を装着させて睡眠の質と量を測定した。  

 

②血圧 

自律神経系の指標として血圧測定を行った。

測定は調査参加者自ら行う方式をとった。 

 

③生化学的指標 

ストレスの生化学的な評価のために唾液の

採取を行った。唾液は、対象者が自身で舌下に

スポンジのスワブを留置することによって採

取した。得られた唾液からは C反応性蛋白（CRP）

の測定を行った。 

 

3）調査手続き 

 調査対象者は、全日本トラック協会を通じて、

長距離若しくは地場の運行を行う事業場及び

ドライバーに協力を依頼した。 

 調査は 2017年 11月から 12月末までの間に、

1人につき休日を含む 2勤務サイクル（約 2週

間）での測定を行った。調査参加者は、勤務日

の出庫時と帰庫時、休日の起床時と就寝時に、

血圧測定、疲労アプリによる測定を行った。ま

た血圧のみ、勤務日の起床時、就床時にも測定

を行った。睡眠計は、調査期間中を通して装着

させた。唾液は、調査期間のうち、2勤務サイ

クル目の休日明けの出庫時と休日前の帰庫時

の 2点で採取した。調査終了後に、調査期間中

の運行状況を確認するため、日報や報告書の提

出を事業場に求めた。 

 

（倫理的配慮） 

本研究は、労働安全衛生総合研究所研究倫理審

査委員会にて審査され、承認を得たうえで行っ

た（通知番号：H2917）。 

 

Ｃ．研究結果 
1．トラックドライバーの働き方と疲労の実態 

 本研究では、トラックドライバーの働き方の

違いが最もあらわれる運行形態を中心に、過労

死等の労災認定要件に関連する項目と疲労度

の関係について解析を行った。以下、運行形態

において、日帰りとは 1 日（始業時刻から 24
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時間）の拘束時間が 16 時間以内の地場の運行

を指す。対して、1泊 2日、3～4日、5日以上

とは拘束時間内に休息期間を設ける必要があ

る長距離の運行を指す。 

 

1）基本属性 

 回答が得られた 1,992 人は、男性 1,947 人、

女性 41人、不明 4人、年齢は 46.4±9.1歳（平

均値±標準偏差、以降同じ）であった。今の会

社での運転経験は 13.0±9.8年、通算運転経験

は 18.8±10.4 年であった。通勤時間は、22.6

±15.5 分であった。雇用形態は、正社員が

1,885人、契約社員が 59人、嘱託社員が 24人、

その他が 15 人、不明が 9 人であった。賃金形

態は、固定給が 654人、固定給＋歩合給が 1,027

人、歩合給が主体が 255 人、不明が 56 人であ

った。 

 

2）運行形態別の疲労、睡眠、労働実態 

 図 1 に自身が主に行っている運行形態と年

齢分布を示した。運行形態は日帰り（昼間）が

最も多く、1,183 人（59.4％）であった。日帰

り（22～5時にかかる）は夜間・早朝を含む勤

務であり 267 人（13.4％）、1 泊 2 日は 277 人

（13.9％）、3～4 日は 176 人（8.8％）、5 日以

上は 47 人（2.4％）であり、日帰り運行 7 割、

長距離 3 割であった。いずれの運行形態でも

40歳代、50歳代が多く、平均年齢は 45～47歳

で運行形態間に差が見られなかった。カイ二乗

検定の結果、傾向差（p=0.063）が見られた。 

 

 図 2 に運行形態別の疲労回復状況を、1日の

疲労と週の疲労に分けて示した。1日の疲労は、

日帰り（22～5時にかかる）運行において疲労

をよく翌日に持ちこすか、又はいつも翌日に持

ちこす割合が 14.7％と高かった。日帰り（昼

間）と 1泊 2日以上の長距離運行では、疲労を

よく翌日に持ちこすか、又はいつも翌日に持ち

こす割合は 6.5％から 8.7％で大きく変わらな

かった。カイ二乗検定の結果、有意差（p=0.033）

が見られた。 

週の疲労についても、翌週に持ちこす割合は

日帰り（22～5 時にかかる）で 9.4％と高かっ

た。次いで日帰り（昼間）の 5.3％や 1泊 2日

の 5.1％よりも、3日以上の長距離運行で 6.3％

と 6.5％でわずかではあるが回復しにくくな

る様子が見られたが、カイ二乗検定の結果、有

意差は見られなかった。 

 

 図 3 に運行形態別の調査直前 1 か月間の時

間外労働時間を示した。1か月間の時間外労働

時間が、81時間以上の割合は、日帰り（22～5

時にかかる）で 11.4％と最も高く、61 時間以

上までを含めると 26.5％で、他の運行形態で

20％未満であるのと比較してより顕著に高か

った。日帰り（22～5時にかかる）以外の運行

形態ごとに見ると、日帰り（昼間）と比較して

5日以上のように 1運行あたりの拘束時間が長

くなるほど時間外労働時間が長くなる様子が

うかがえた。カイ二乗検定の結果、傾向差

（p=0.055）が見られた。 

  

 図 4 に運行形態別の調査直前 1 か月間の夜

勤（22～5時にかかる乗務）回数を示した。1か

月間の夜勤回数は、日帰り（22～5時にかかる）

で最も多く 14.7±8.4回であった。1泊 2日以

上では、1か月間の運行回数は異なるものの夜

勤回数は 7から 8回で変わらなかった。主な運

行形態が日帰り（昼間）においても、夜勤回数

が 2.2±5.3 回あった。一元配置の分散分析の

結果、運行形態間の夜勤回数には有意差

（p<0.001）が見られた。また下位検定の結果、

日帰り（22～5時にかかる）は他のいずれの運

行形態との間にも有意差が見られた。日帰り

（昼間）も他のいずれの運行形態よりも有意に

夜勤回数が少なく、1 泊 2 日と 3～4 日と 5 日

以上の間には有意差は見られなかった。 

 

 図 5 に運行形態別の運行日と休日の夜間睡

眠時間を示した。運行日の夜間睡眠時間は、日

帰り（22～5時にかかる）が最も短く 6.3±1.6

時間であり、3～4日が最も長く 7.1±1.6時間

であった。休日の夜間睡眠時間は、日帰り（昼

間）が最も短く 7.9±1.5時間であり、3～4日

が最も長く 8.5±1.3 時間であった。一元配置

の分散分析の結果、運行日（p<0.001）と休日

（p<0.001）のどちらにも有意差が見られた。

下位検定の結果、運行日は日帰り（22～5時に

かかる）が他のいずれの運行形態よりも有意に

睡眠時間が短く、休日は日帰り（昼間）が他の

いずれの運行形態よりも有意に睡眠時間が短

かった。 

 

3）運行形態別の睡眠と疲労の関係 

 図 6 に睡眠時間別（運行日）の、1日の疲労

回復困難さを示した。年齢と性別を調整した多

重ロジスティック回帰分析の結果、運行日の夜

間睡眠が 8時間以上の群に対して、7時間未満

の群（オッズ比 1.91、95%信頼区間 1.05-3.45）、

6 時間未満の群（オッズ比 2.19、95%信頼区間

1.17-4.11）、5 時間未満の群（オッズ比 5.67、

95%信頼区間 2.86-11.27）では有意に回復しに
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くかった。また、休日の睡眠時間が 5時間未満

の群（オッズ比 5.62、95%信頼区間 2.28-13.88）

においても 1 日の疲労回復が困難であること

が示された。運行形態、夜勤回数、時間外労働

時間、休日数と疲労度の間に差は見られなかっ

た。 

 

 図 7 に睡眠時間別（休日）の、週の疲労回復

困難さを示した。年齢と性別を調整した多重ロ

ジスティック回帰分析の結果、休日の夜間睡眠

が 8 時間以上の群に対して、7 時間未満の群

（オッズ比 2.00、95%信頼区間 1.04-3.82）、6

時間未満の群（オッズ比 2.74、95%信頼区間

1.05-7.19）、5 時間未満の群（オッズ比 7.71、

95%信頼区間 2.69-22.13）では有意に回復しに

くかった。また、1か月の時間外労働時間が 101

時間以上の群（オッズ比 3.73、95%信頼区間

1.38-10.07）においても週の疲労回復が困難で

あることが示された。運行形態、夜勤回数、運

行日の睡眠時間、休日数と疲労度の間に差は見

られなかった。 

 

4）運行形態別の健康状況 

図 8 に運行形態別の既往歴があったと回答

した人の割合を示した。高血圧症は、日帰り（22

～5 時にかかる）と 5日以上の運行を行う群で

25％と他の群よりも高かった。高脂血症と糖尿

病はどちらも、日帰り（22～5時にかかる）、1

泊 2 泊の運行でわずかに他の群よりも高かっ

た。肥満は、日帰り（昼間）が 19.1％と低く、

5日以上で 34.0％と高かった。4つの疾患を合

計すると既往歴があったと回答した割合は 5

日以上が 57.4％で最も高かった。カイ二乗検

定の結果、高血圧症（p=0.031）と肥満（p=0.002）

に有意差が示された。 

過去 1年間での健康診断の受診率は、日帰り

（昼間）97.4％、日帰り（22～5 時にかかる）

97.4％、1泊 2日 98.9％、3～4日 97.2％、5日

以上 97.9％で、運行形態による違いは見られ

なかった。 

 

5）運行形態別の安全状況 

 図 9 に運行形態別の調査直前 1 か月間の事

故・ヒヤリハット経験があったと回答した人の

割合を示した。運転中の事故とヒヤリハットの

経験はともに、他の運行形態と比較して 1泊 2

日でそれぞれ 8.7％と 45.3％と高く、5日以上

でそれぞれ 0％と 34.0％と低かった。しかし、

カイ二乗検定の結果、有意差は見られなかった。 

 作業中の事故の経験はいずれの運行形態で

も 5％未満で違いが見られなかった。作業中の

ヒヤリハットは 3～4日で 14.8％と他の運行形

態よりも低い様子が見られたが、カイ二乗検定

の結果、事故もヒヤリハットも有意差は見られ

なかった。 

 

Ｄ．考察 
 全国から収集された 1,992 人のドライバー

のアンケート結果から、運行形態別の労働実態

と睡眠、疲労との関係及び健康状況と安全状況

について解析を行った。 

 

1）疲労回復を困難にする労働・睡眠条件 

 1 日の疲労と週の疲労のどちらも回復しに

くいと訴えたドライバーの割合は、日帰り（22

～5時にかかる）運行で高かった。これは、脳・

心臓疾患による労災認定の判断基準に関わる

労働負荷要因に注目すると、日帰り（22～5時

にかかる）運行は、他の運行と比べて、1か月

間の時間外労働が 81 時間以上であったドライ

バーの割合が高く、夜勤（22～5時にかかる勤

務）回数が多く、勤務日の睡眠時間が短かった

ことが関係していると考えられた。中でも、疲

労回復を困難にするのは、勤務日と休日の睡眠

時間がそれぞれ 7 時間未満の場合であること

が確認できた。5つの運行形態の中でも、日帰

り（22～5時にかかる）運行は、睡眠時間が短

くなる労働条件がそろっていたことから、疲労

回復がしにくいと訴えたドライバーが多かっ

たものと推察された。対して、1泊 2日以上の

運行は拘束時間が長くなることによる影響が

考えられたが、1か月間の時間外労働時間や夜

勤回数、勤務日の睡眠時間の結果から、運行途

中に適切な休息期間がとられている可能性が

高いことが見て取れた。しかし、休日の睡眠時

間は運行形態にかかわらず平均では 8 時間程

度とられており、週の疲労は休日の睡眠とのみ

関係が見られたことから、疲労を慢性化させな

いためには休日の睡眠が重要であることがう

かがえた。また、反対に勤務日の毎日の疲労回

復には休日に長い睡眠時間をとることでは不

十分で、日々の睡眠時間が重要であることがう

かがえた。運行形態及び時間外労働時間や夜勤

回数と、1日と週の疲労回復に関係が見られな

かったのは、1か月間の平均的な労働状況を尋

ねた本アンケート調査の限界であると考えら

れた。 

 

2）従事する運行形態と健康との関係 

 脳・心臓疾患に関連する高血圧症、高脂血症、

糖尿病、肥満の既往歴があると回答した割合は、

5 日以上の運行を行うドライバーで高いこと
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が示された。このことは、1運行の拘束が長い

勤務を行うことによる長期的な影響をうかが

わせる結果であった。また、拘束日数が長くな

るほど、夜間・早朝勤務を行う可能性や、自宅

外での睡眠・食事をとる可能性が高くなるため、

長距離運行の過重性の評価には、注意が必要で

あると考えられた。 

 

Ｅ．結論 
 アンケート調査の結果から、トラックドライ

バーの過重労働対策には、勤務日と休日におけ

る睡眠確保を中心とした運行計画が重要であ

ることが示された。しかし、休息期間の調整が

難しい拘束時間の長い長距離運行への対策に

ついては、観察調査で得られた詳細な労働状況

と生理・心理的な指標による測定結果の解析か

ら検討を行う必要がある。 

 

Ｆ．健康危険情報 
 なし 

 

Ｇ．研究発表 
1. 論文発表なし 

 

2. 学会発表 

1) 松元俊．トラックドライバーの過労死実態

と発生要因の考察．日本産業衛生学会 産業疲

労研究会 第 87 回定例研究会（名古屋，2017
年 10 月），抄録，一般演題 4． 

 

2) 甲田茂樹，松元俊，高橋正也，久保智英，

井澤修平，池田大樹．トラックドライバーの働

き方と疲労の実態．第 27 回日本産業衛生学会

全国協議会（高知，2017 年 11 月），講演集，

p170． 
 
3）松元俊，久保智英，佐々木毅，池田大樹，

井澤修平，高橋正也，甲田茂樹．脳・心臓疾患

の労災認定要件等とトラックドライバーの疲

労との関係．第 91 回日本産業衛生学会（熊本，

2018 年 5 月） 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 
1. 特許取得 

なし 

 

2. 実用新案登録 

なし 

 

3.その他 

なし 
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図 1．主な運行形態と年齢 
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図 2．運行形態別の疲労回復状況 
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図 3．運行形態別の調査前 1か月間の時間外労働時間 

 

 

  
 

図 4．運行形態別の調査前 1か月間の夜勤回数 
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図 5．運行形態別の夜間睡眠時間 
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図 6．睡眠時間別（運行日）の 1日の疲労回復困難さ 

 

 

 

  
 

図 7．睡眠時間別（休日）の週の疲労回復困難さ 
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図 8．運行形態別の既往歴 
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図 9．運行形態別の事故・ヒヤリハットの経験 
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別添４ 

平成２９年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（疫学研究） 

 

交代制勤務看護師の勤務間インターバルと疲労回復に関する研究 
 

研究分担者 久保智英 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

 過労死等調査研究センター 上席研究員 

 

研究分担者： 

井澤修平（労働安全衛生総合研究所  

過労死等調査研究センター・上席研究員） 

松元俊（同センター・研究員） 

池田大樹（同センター・研究員） 

高橋正也（労働安全衛生総合研究所産業疫学

研究グループ・部長） 

佐々木司（大原記念労働科学研究所・上席主

任研究員） 

研究協力者： 

奥村元子（日本看護協会） 

橋本美穂（同上） 

 

研究の背景 
 

本研究は労働者の疲労回復という視点から、

EU（欧州連合）諸国で導入されている勤務終了

後から次の勤務開始までの時間間隔を規制す

る「勤務間インターバル制度」に着目し、わが

国における新しい過重労働対策を検討する上

での有用な基礎資料の提供を目標とする。本制

度の主な内容は 1）24 時間につき最低連続 11

時間の休息を付与すること、2）7日毎に最低連

続 24時間の休息日を付与すること、3）1週間

につき週労働時間の上限を 48 時間とすること

に要約できる（EU労働時間指令；2003/88/EC）。 

わが国においても働き方改革等において、この

勤務間インターバル制度に対し、新しい過重労

働対策としての期待が高まっている。厚生労働

省においても、本制度を導入しようとする中小

企業に対して助成金を出すなどの取組みを行

っており、また、自主的に本制度を導入し、運

用している企業も徐々に現れており、今後、わ

が国においても本制度の推進、普及が見込まれ

る。 

 

しかし、本制度が既に導入されている EU 諸

国においてさえも、疲労回復との関係で最適な

勤務間インターバルが 11 時間であるという科

学的なエヴィデンスに基づいたものではない

ことから、上記のごとく、今後、わが国におい

て本制度が普及していくことを見据えた場合、

疲労回復に適した勤務間インターバルの設定

の仕方に関する科学的なエヴィデンスが社会

的に強く求められる。また、現時点では、日々

の勤務間インターバルの時間の長さを何時間

に設定することが望ましいかという側面が主

に脚光を浴びている。しかし、異なる業種業態

に対して、一律に何時間のインターバル時間が

良いのかといった議論に留まらず、多種多様な

労働者層に勤務間インターバル制度が浸透し

【研究要旨】  

本研究では、勤務間インターバルと疲労回復という視点から、12時間及び 16時間夜勤・

交代制勤務に従事する 30 人の看護師を対象として 3 週間の連続観察調査を実施した。そ

の結果、12 時間夜勤・交代制勤務における 12時間の日勤と日勤、12時間の夜勤と夜勤が

連続する状況において、勤務間インターバルが残業の影響で 11 時間未満に陥りやすく、

疲労回復が十分になされないまま次の勤務に入る可能性が示された。したがって、それら

の勤務シフトの場合、残業が生じないような配慮、工夫の必要性が示唆される。一方、本

研究の対象となった 16 時間夜勤・交代制勤務では、夜勤時には約 2 時間の夜勤中の仮眠

が確保されていたことも関連して、16 時間夜勤後で他の勤務後と比べて大きく疲労度が

高くなるということは観察されなかった。しかし、夜勤中に仮眠が取得できない病院では

疲労度が増大する可能性が示唆される。勤務間インターバルの取得タイミングによる疲労

回復効果の違いに関しては、先行研究を踏まえれば重要だと考えられるが、本研究からは

直接的にそれを支持する結果は得られなかったので今後検討が必要である。 
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ていくためには、個々の働き方の性質に見合っ

た勤務間インターバルと疲労回復の関連性の

検討が求められる（久保、産業医学レビュー 

2017）。 

 

とりわけ、夜勤・交代制勤務のような同じ勤

務間インターバルの時間の長さが配置されて

も、夜勤後は勤務間インターバルが睡眠取得に

適していない昼間の時間帯になってしまい、必

ずしも疲労回復に適した睡眠がとれないよう

な場合もある。米国の Van Dongen教授らによ

って行われたトラックドライバーの勤務を想

定した実験室実験によれば、同じ勤務間インタ

ーバルでも連続日勤後と連続夜勤後の場合で

は、疲労回復効果が異なり、生体負担の高い夜

勤を連続した後では日勤を連続した後よりも

長く勤務間インターバルを確保した方が良い

ということも示唆されている（Van Dongen, et 

al. SLEEP 2011）。 

 

このことから、勤務間インターバルの長さだ

けでなく、どのようなタイミングで配置される

のかの生体リズムの側面も考慮する必要があ

る。その点に関して海外では、夜勤・交代制勤

務者で、勤務と勤務の間隔が 11 時間よりも短

い場合をクイック・リターン（quick return）

－つまり、11 時間未満の勤務間インターバル

－と定義して、最近、研究が進められている（例

えば、Vedaa et al. Occup Environ Med 2016）。

中でも、2016年のシステマティック・レビュー

によれば、クイック・リターンと疲労、眠気、

睡眠の質、不眠、事故等に明確な関連性が認め

られており（Vedaa et al. Ergonomics 2016）、

交代制勤務の編成を考える際には、クイック・

リターンがあまり生じないようなシフトを考

えることが重要であることが示唆されている。  

 

一方、わが国の交代制勤務に従事する看護師

の勤務体制は、以前に比べて、3交代制勤務か

ら 2交代制勤務にシフトしつつある。3交代制

勤務では、日勤後（例えば 8 時から 16 時の勤

務）に、0 時からの深夜勤務（0 時から 8 時の

勤務）に入る、所謂、「日勤-深夜」等の勤務間

インターバルが 8時間に満たないクイック・リ

ターンが生じる勤務編成が問題視されていた。

一方、2 交代勤務では、3 交代制勤務よりも勤

務間インターバルが確保できるというメリッ

トがあるものの、12 時間夜勤・交代制勤務で

は、夜勤後の翌日に再び夜勤が連続するシフト

の組合せや、12時間日勤後に 12 時間日勤が連

続する場合がある。この種のシフトの組合せで

は、予定された勤務スケジュールの上では勤務

間インターバルが 12 時間確保されるものの、

残業の場合には 12 時間よりも更に短い勤務間

インターバルになるため、疲労回復が十分にな

されないまま、翌日の勤務に従事する状況も想

定される。一方で、もう 1つの代表的な 2交代

制勤務として、16 時間夜勤・交代制勤務があ

る。この勤務体制は、他国には例のない 16 時

間もの長時間夜勤になるので、そもそも生体負

担の高い夜勤による疲労影響が 12 時間夜勤・

交代制勤務よりも、大きくなることが想定され

る。しかし、勤務間インターバルという視点で

は、16時間夜勤・交代制勤務は、長時間まとめ

て働く分、その後、まとまった休日、つまり、

長い勤務間インターバルが取得できるという

「利点」があるように見える。しかし、上記の

とおり、夜勤後の勤務間インターバルには通常

よりも長い期間の疲労回復時間が必要になる

ことが予想される。したがって、12時間夜勤・

交代制勤務に比して、勤務間インターバルを比

較的、長く確保できていたとしても、その種の

勤務が看護師の健康や安全、ひいては患者の安

全性を保ちながら働くことのできる勤務体制

なのかは検討の余地がある。 

 

しかしながら、看護師を対象として、12時間

と 16 時間の夜勤・交代制勤務における疲労や

睡眠、ストレスの状態を客観的な指標を用いて

比較・検討した知見は数少ない状況にある。 

 

A．研究目的 
 

上記の研究背景を踏まえて、本研究は、夜勤・

交代制勤務に従事する看護師を対象に、勤務間

インターバルの視点から、12時間と 16時間の

夜勤・交代制勤務における看護師の疲労や睡眠、

ストレスの状態を、客観的な指標を用いて 3週

間の連続観察調査法によって比較・検討する。 
 
B．研究方法 
 

1）調査参加者 

夜勤・交代制勤務に従事する看護師 30人（平

均年齢と標準偏差；27.8±2.8歳）が本研究に

参加した。そのうち、12時間夜勤群は 15人（平

均年齢と標準偏差；27.5±2.1歳）で、16時間

夜勤群は 15 人（28.2±3.4 歳）であった（参

加者の詳細は表 1を参照）。 

 

2）調査項目 

本調査では、調査実施前に行う項目（A）、基
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本項目（B）、生理心理指標項目（C）、調査終了

後に行う項目（D）の 4 つの調査項目を設定し

た。その内容は以下のとおりであった。 

 

(A)調査実施前の調査項目（事前調査票） 

1．参加者のプロフィール（年齢、労働時間、

勤続年数など） 

2．「職業性ストレス簡易調査票」のストレス度、

裁量、サポートに関する項目 

3．ピッツバーグ睡眠質問票 

4．夜勤中の仮眠取得状況 

5．日勤、夜勤別の最近 1ケ月の労働時間 

6．活動タイプ（朝型、中間型、夜型） 

7．精神的健康度（K6）、疲労回復度 

8．毛髪採取に関する項目 

なお、調査開始前に、各参加者の勤務シフト

に合わせて測定スケジュール表を作成するた

めに、勤務シフト表を事前に入手した。 

 

(B)基本の調査項目（疲労アプリ；資料 1） 

本調査は、研究参加者に対して、毎日連続し

て測定の実施を求めるため、記入漏れや調査対

象者への負担が大きいことが懸念された。そこ

で、独自に開発したタブレット端末で作動する

疲労アプリを用いた。この疲労アプリを用いて、

下記の 4つの調査項目を測定した。 

 

1．自覚症しらべ 

日本産業衛生学会 産業疲労研究会により開

発されたわが国において広く用いられている

疲労の調査票である。25 項目の疲労の訴えに

対して 5件法で回答し、Ⅰ群：ねむけ感、Ⅱ群：

不安定感、Ⅲ群：不快感、Ⅳ群：だるさ感、Ⅴ

群：ぼやけ感の 5因子に分けて疲労の変化を分

析する。 

 

2.Visual Analogue Scale 法（VAS法） 

疲労やストレス、睡眠の質等について、VAS

法によって評価した。VAS法とは 100mm の線分

上に現時点での心理状態について垂線を引い

て評価する手法である。例えば、「仕事の疲れ

が残っている」という質問に対して、左端に「全

く残っていない」、右端に「非常に残っている」

という文言を付して、現時点での状態がどの位

置に当てはまるか、垂線を引いて自己評価する

方法である。 

 

3．反応時間検査（Psychomotor Vigilance 

Task；PVT） 

刺激であるデジタルカウンターが回転を始

めたら、タブレット上のボタンを押してカウン

ターの動きを止めて反応する課題で、国内外に

おいて疲労や眠気の他覚的評価として用いら

れている指標である。1回の測定につき 5分の

測定とし、2 秒から 10 秒の間でランダムな刺

激の呈示間隔に設定した。0.5秒以上経過して

反応したものを遅延反応（Lapse）と定義して

集計した。 

 

4．生活時間調査 

勤務や睡眠、勤務時間以外に仕事に関連した

活動や、家事や育児等について、各活動が何時

間であったかを評価するために、生活時間調査

の手法を用いた。各活動については 5分単位で

測定を行った。 

 

(C)生理心理指標項目 

1．腕時計タイプの睡眠計 

腕時計タイプの睡眠計を用いて客観的な睡

眠評価を実施する。基本的に、調査期間中、毎

日、睡眠を取得する前には参加者の非利き腕に

睡眠計を装着させて睡眠の質と量を測定した。  

 

2．血圧 

自律神経系の指標として血圧測定を行った。

測定の際には、血圧計を調査参加者自らが自宅

で測定を行う方式とした。測定タイミングは、

個々人の勤務シフト表にあわせて設定したが、

基本的には睡眠から起床した直後の測定とし

て、日勤の前中後、夜勤の前中後、休日の前中

後とした。 

 

3．生化学的指標 

ストレスの生化学的な評価のために唾液及

び毛髪の採取を行った。唾液は、対象者が自身

で舌下にスポンジのスワブを留置することに

よって採取した。得られた唾液検体は冷凍状態

で保存した。 

毛髪採取に際しては 70mg 程度の毛髪を後頭

部より根元からハサミを使って採取し（毛根は

含まない）、根元から 3 センチの部分（過去約

3か月の期間に相当）を測定の対象とした。な

お、染色・パーマなどは測定値に影響を及ぼす

ため、それらに関する情報もあわせて収集した。 

唾液及び毛髪は、調査開始前の 1時点で収集

した。得られた唾液からは C反応性蛋白（CRP）、

毛髪からはコルチゾールの測定を行った。 

 

(D)調査実施後の調査項目（事後調査票） 

1．「職業性ストレス簡易調査票」のストレス度、

裁量、サポートに関する項目 

2．ピッツバーグ睡眠質問票 
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3．夜勤中の仮眠取得状況 

4．日勤、夜勤別の最近 1ケ月の労働時間  

5．活動タイプ（朝型、中間型、夜型） 

6．精神的健康度（K6）、疲労回復度 

7．勤務状況 

8．毛髪採取に関する項目 

9．実際の勤務状況を反映した勤務シフト状況 

 

3）手続き 

調査は 2017年 11月から 3 週間実施された。

12時間と 16時間夜勤・交代制勤務を導入して

いる病院の選定は、病院間の違いが結果に大き

く影響することを避けるため、同じ病院の中で、

12時間と 16時間の夜勤・交代制勤務を導入し

ている病院を条件として日本看護協会を通じ

て選定し、依頼した。 

 

調査前に調査説明会を実施し、その際に調査

の概要及び測定の説明と参加者に対して練習

を行った。その後、調査参加に同意の得られた

人を対象に、疲労アプリ用のタブレットや調査

票等を配布し、生化学的なストレス指標の測定

として、唾液と毛髪の採取を実施した。 

 

調査期間中は、参加者に疲労アプリの測定を

3 週間連続して行うように教示した。その間、

主観的な疲労関連指標である自覚症しらべと

VASの評価は起床時、帰宅時、就床前の 3時点、

他覚的な疲労度の指標としての反応時間検査

は起床時と帰宅時の 2時点の測定とした。生活

時間調査については、睡眠は起床時、それ以外

の勤務、勤務時間以外での仕事に関連した活動、

家事や育児等の測定は就寝前に実施するよう

に参加者に要求した。 

 

4）データ解析の方法 

3 週間の調査期間中における勤務時間のデ

ータから、勤務終了後から次の勤務開始までの

時間間隔を勤務間インターバルと定義して、参

加者ごとの勤務間インターバルを算出した。さ

らに、各勤務間インターバルがどのような勤務

シフトの組合せによるものなのかについて、つ

まり、日勤を終えて、その後、再び日勤に入る

際の勤務間インターバルなのか、それとも、夜

勤を終えてその後、再び夜勤に入る際のものな

のか、それぞれの勤務間インターバルの状況も

合わせて調べた。その後、勤務シフトの組合せ

パターン（日勤-日勤、夜勤-夜勤等）と勤務間

インターバルの時間の長さや疲労関連指標の

関連性を検討するために、勤務シフトの組合せ

パターンを要因とした 1 要因の混合線型モデ

ルの分散分析を行った。その際、参加者を変量

効果とした。さらに、各勤務シフト後の疲労影

響を検討するために、各勤務シフトを要因とし

て、帰宅時の疲労関連指標について 1要因の混

合線型モデルの分散分析（参加者を変量効果と

する）を用いて、比較・検討を行った。 

 

また、夜勤中の仮眠取得の状況や生化学的な

ストレス指標を、12時間と 16時間夜勤・交代

制勤務で比較するために、夜勤・交代制を要因

として、1要因の混合線型モデルの分散分析を

行った（参加者を変量効果とする）。なお、生

化学的なストレス指標を解析する際には、調査

開始前の説明会において、唾液中 CRP 値では、

測定した時点が日勤、夜勤、休日の前か後だっ

たのかの情報を、毛髪中のコルチゾール値では、

毛髪に対する染色・パーマ等の利用状況を調整

して解析した。 

 

（倫理面での配慮） 

本研究は、独立行政法人労働者健康安全機構

労働安全衛生総合研究所研究倫理審査委員会

にて審査され、承認を得たうえで行った（通知

番号：H2824）。 

 

 

C．研究結果 
以下に、主要な指標の結果を示す。 

 

1．予定と実際での勤務間インターバルの変化 

 

12時間と 16時間夜勤・交代制勤務における

予定のシフト表と実際の勤務状況において、そ

れぞれ勤務間インターバルの長さを算出し、度

数分布を示したのが図 1 である。この比較は、

残業の影響で、勤務間インターバルの長さが予

定として立てられた勤務シフトでの勤務間イ

ンターバルよりも短縮されたかどうかを比較

することが目的である。 

 

結果は以下のとおりであった。当初の予定と

して各看護師に配布された勤務シフト表では、

12時間夜勤・交代制勤務は、勤務間インターバ

ルの長さの平均値は 35.6 時間（中央値；23.5

時間、最小値；11.5 時間、最大値；95.5時間）

であった。一方、16時間では平均値が 39.5時

間（中央値；35.3 時間、最小値；15.5 時間、

最大値；103 時間）であった。それに対して、

調査後に記入した実際の勤務状況での勤務間

インターバルの分布を図１の下段に図示した。

それによれば、残業の影響によって、12時間も



 

195 
 

16 時間も同様に予定のシフト表よりも、勤務

間インターバルが短くなる傾向が示された。12

時間夜勤・交代制勤務では、勤務間インターバ

ルの長さの平均値は 34.3 時間（中央値；23.5

時間、最小値；8.5 時間、最大値；96.0 時間）

であった。一方、16時間では平均値が 38.0時

間（中央値；33.5 時間、最小値；11.0 時間、

最大値；103時間）であった。 

 

12時間夜勤・交代制勤務では 10～20 時間の

勤務間インターバルの度数が最も高く、その傾

向は予定シフト、実際の勤務ともに変わりはな

かった。しかし、10時間未満のインターバルが

実際の勤務では若干の数ではあるものの、観察

された。一方、16時間夜勤・交代制勤務でも、

12時間夜勤・交代制勤務と同じように、10～20

時間のインターバルの度数が最も高かった。し

かし、実際の勤務では最短の勤務間インターバ

ルが 11時間であり、10時間未満に至ることは

なかった。全体的に、勤務間インターバルの長

さに関して、16 時間夜勤・交代制勤務の方が

12 時間夜勤・交代制勤務よりも、予定の勤務シ

フト及び実際の勤務状況においても長い傾向

が見られた。 

 

 

2．勤務シフトの組合せパターンと 

勤務間インターバル及び睡眠時間の変化 

 

図 2 に、12 時間、16 時間夜勤・交代制勤務

における代表的な勤務シフトの組合せパター

ンをそれぞれ 5つに絞り、各勤務シフトの組合

せパターンと勤務間インターバルの長さと睡

眠時間を比較・検討した。なお、その際の勤務

間インターバルと睡眠時間の解析には疲労ア

プリによって測定されたデータを用いた。 

 

12 時間夜勤・交代制勤務における勤務シフ

トは日勤(8:00-16:30)、長日勤(8:00-20:30)、

夜勤（20:00-8:30）で、組合せパターンは 1)日

勤-日勤（観察延べ日数；34日）、2)長日勤-長

日勤（同上；15 日）、3)夜勤-夜勤（同上；15

日）、4)日勤-夜勤（同上；17日）、5)日勤-休日

-日勤（同上；12日）であった。 

 

16時間夜勤・交代制勤務の勤務シフトは、日

勤(8:30-17:00)、夜勤（16:00-9:00）で、組合

せパターンは 6)日勤-日勤（観察延べ日数；39

日）、7)日勤-夜勤（同上；28日）、8) 夜勤-明

け-休日-日勤（同上；18日）、9) 夜勤-明け-休

日-休日-日勤（同上；11日）、10) 夜勤-明け-

休日-夜勤（同上；14日）であった。 

 
図 1．12 時間と 16 時間夜勤・交代制勤務における予定シフト表と実際の勤務状況での 

勤務間インターバルの長さの比較（度数分布） 

勤務間インターバル（時間） 勤務間インターバル（時間）

度
数

度
数

平均値 35.6
中央値 23.5
最小 11.5
最大 95.5

平均値 34.3
中央値 23.5
最小 8.5
最大 96.0

平均値 39.5
中央値 35.3
最小 15.5
最大 103.0

平均値 38.0
中央値 33.5
最小 11.0
最大 103.0
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12時間と 16時間夜勤・交代制勤務において、

合計 10 の勤務シフトの組合せパターンでの勤

務間インターバルの長さと睡眠時間を解析し

た。その結果、勤務間インターバルの長さで、

もっとも勤務間インターバルが短かったのは、

12時間夜勤・交代制勤務の「2.長日勤-長日勤」

が 10.9±1.3時間（平均値±標準誤差）と、「3.

夜勤-夜勤」が 11.0±1.2 時間であった。もっ

とも長かったのは 16 時間夜勤・交代制勤務に

おける「9.夜勤-明-休日-休日-日勤」で 71.2±

1.3 時間であった。統計的検定の結果、各シフ

トの組合せパターンに有意差が示されていた

（P<0.001）。 

 

さらに、睡眠時間の比較を行った結果を図 2

右欄に示した。睡眠時間のデータは、各シフト

の組合せパターンでは、初回の勤務と次の勤務

の組合せを取り上げているが、次の勤務日の起

床時に評価された睡眠時間を示した（例えば、

「1.日勤-日勤」、「10.夜勤-明け-休日-夜勤」

であれば、前者は 2 回目の日勤に入る前の睡

眠、後者は 2 回目の夜勤に入る前の睡眠）。結

果、もっとも睡眠時間が短かったのは、12時間

夜勤・交代制勤務における「3.夜勤-夜勤」の

組合せで 5.4±0.7 時間であった。次に睡眠時

間が短かったのは、12時間夜勤・交代制勤務の

「4.日勤-夜勤」が 5.9±0.6 時間、同じく 16

時間夜勤・交代制勤務の「8.夜勤-明け-休日-

日勤」で 5.9±0.6 時間であった。一方、もっ

とも長かったのは、16時間夜勤・交代制勤務の

「7.日勤-夜勤」が 8.3±0.5 時間、次いで 16

時間夜勤・交代制勤務の「10.夜勤-明け-休日

-夜勤」で 8.0±0.6時間であった。なお、統計

的検定の結果、各シフトの組合せパターンにお

ける睡眠時間の長さに有意差が検出された

（P=0.003）。 

 

3．夜勤中の仮眠 

 

図 3に夜勤中の仮眠の取得状況について、調

査後に調査票に記入された結果を示した。 

 

 

 
図 2．各勤務シフトの組合せパターンからみた勤務間インターバルと睡眠時間 

（疲労アプリで測定） 

勤務間インターバル 睡眠時間

hr

Mean±SEM

P=0.003P<0.001

hr

12時間夜勤・交代制勤務：日勤(8:00-16:30)、長日勤(8:00-20:30)、夜勤（20:00-8:30）

16時間夜勤・交代制勤務：日勤(8:30-17:00)、夜勤（16:00-9:00）

１．日勤-日勤（12時間）

２．長日勤-長日勤（12時間）

３．夜勤-夜勤（12時間）

４．日勤-夜勤（12時間）

５．日勤-休-日勤（12時間）

６．日勤-日勤（16時間）

７．日勤-夜勤（16時間）

８．夜勤-明-休-日勤（16時間）

９．夜勤-明-休2-日勤（16時間）

１０．夜勤-明-休-夜勤（16時間）

Mean±SEM
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3‐1．夜勤回数と仮眠取得状況 

 

図 3の Aに過去 1ヶ月間の夜勤回数と、その

夜勤回数のうち、何回、夜勤中に仮眠が取得で

きたのかについて解析した結果を示した。過去

1 ヶ月間の平均夜勤回数と標準誤差について

は、12時間夜勤・交代制勤務では 4.6±0.4回、

16時間夜勤・交代制勤務では、5.4±0.4 回で、

有意差は検出されなかった。一方、その夜勤の

中で夜勤中に仮眠をとれた平均回数と標準誤

差は、12 時間夜勤・交代制勤務では 3.8±0.4

回、16時間夜勤・交代制勤務では 5.1±0.4回

で有意差が示された（P=0.040）。 

 

さらに、過去 1ヶ月の夜勤時に何回、夜勤中

仮眠が取得できたかを示す夜勤中の仮眠取得

割合を図 3の Bに示した。この指標は、たとえ

ば、4 回夜勤があった場合、4 回とも夜勤中に

仮眠が取得できていれば 100%の値を示すもの

である。解析の結果、12時間夜勤・交代制勤務

では 83.0±5.3%、16 時間夜勤・交代制勤務で

は 96.7±5.3%で、有意差は示されなかったも

のの、16時間夜勤・交代制勤務の方で仮眠取得

割合が高いことに有意傾向が示された

（P=0.080）。 

 

3‐2．夜勤中仮眠の取得時間とタイミング 

 

図 3 の C に夜勤中仮眠の取得時間を示した。

12 時間夜勤・交代制勤務では 63.3±9.4 分、

16時間夜勤・交代制勤務では 121.0±9.4分で、

有意に 16 時間夜勤・交代制勤務の方で仮眠取

得時間が長かった（P<0.001）。 

 

さらに、夜勤中の仮眠取得のタイミングにつ

いて図 3 の D に示した。結果、12 時間夜勤・

 
 
図 3．過去 1 ヶ月間の夜勤回数と夜勤中の仮眠取得状況（調査後に記入した事後調査票より） 

%

分
時刻

（午前）

回数
夜勤回数と仮眠取得回数 夜勤中の仮眠取得割合

夜勤中仮眠の取得時間 夜勤中仮眠の取得タイミング

Mean±SEM Mean±SEM

P<0.001 P=0.014

P=0.080

P=0.040
n.s.

A B

C D
Mean±SEM Mean±SEM
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交代制勤務では午前 2.9±0.4時、16時間夜勤・

交代制勤務では午前 1.4±0.4時で、16時間夜

勤・交代制勤務の方で仮眠取得のタイミングが

早かった（P=0.014）。 

 

4．生化学的なストレス評価 

 

12時間と 16 時間夜勤・交代制勤務に従事す

る看護師 15 人ごとに、調査開始前の説明会の

際に、唾液と毛髪の採取と行い、唾液から CRP、

毛髪からコルチゾールの測定を行った。結果、

両群において、CRP値及びコルチゾールに有意

差は検出されなかった。 

 

5．勤務シフト組合せパターンと疲労関連指標 

 

図 4 に勤務シフトの組合せパターンと疲労

関連指標を示した。データは図 2の解析方法と

同様に、1回目の勤務と 2回目の勤務の組合せ

において、2回目の勤務に入る直前の睡眠から

起床した際に疲労アプリにて測定したもので

ある。 

 

自覚的な疲労度の指標として、「自覚症しら

べ」の合計得点と、VAS法による「仕事の疲れ

が残っている」訴えを図 4 の A と Bに示した。

その結果、両指標とも勤務シフトパターンの組

合せの間に有意差が示された（P=0.048、

P<0.001）。「自覚症しらべ」、「仕事の疲れが残

っている」の訴えでは、共に 12 時間夜勤・交

代制勤務の「2．長日勤-長日勤」、「3．夜勤-夜

勤」で疲労度が高くなる傾向であった。一方、

疲労度がもっとも低かったのは、16時間夜勤・

交代制勤務での「9. 夜勤-明け-休日-休日-日

勤」であった。 

 

次に、他覚的な疲労度の指標として疲労アプ

リによる反応時間検査（PVT）の反応速度と遅

延反応数の結果を図 4の Cと Dに示した。その

結果、反応速度及び遅延反応数については有意

差が検出されなかった。 

 

6．各勤務シフト後の疲労関連指標 

 

図 5 に各勤務シフト後の帰宅時に疲労アプ

リによって測定した疲労関連指標の結果を示

した。自覚的な指標としての「自覚症しらべ」

と「仕事のストレス（VAS法）」を図 5の Aと B

に示した。その結果、両指標は「2．長日勤（12

時間）」と「3．夜勤（12時間）」において疲労

度、ストレス度が共に高い傾向にあった。下位

検定の結果、「自覚症しらべ」では、「1．日勤

（12 時間）」と「2．長日勤（12 時間）」、「3．

夜勤（12時間）」の間、「2．長日勤（12時間）」

 
図 4.各勤務シフトの組合せと疲労関連指標（疲労アプリで測定） 

自覚症しらべ-合計
（起床時）

仕事の疲れが残っている
（起床時）

P=0.048 P<0.001
VAS(mm)

PVT 反応速度
（起床時）

PVT 遅延反応
（起床時）

n.s. n.s.

Mean±SEM

個数[平方根変換後]遅い←速度→速い

１．日勤-日勤（12時間）

２．長日勤-長日勤（12時間）

３．夜勤-夜勤（12時間）

４．日勤-夜勤（12時間）

５．日勤-休-日勤（12時間）

６．日勤-日勤（16時間）

７．日勤-夜勤（16時間）

８．夜勤-明-休-日勤（16時間）

９．夜勤-明-休2-日勤（16時間）

１０．夜勤-明-休-夜勤（16時間）

低い←疲労度→高い低い←疲労度→高い

A B C D
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と「4．日勤（16時間）」の間、「3．夜勤（12時

間）」と「4．日勤（16時間）」の間に、それぞ

れ有意差が検出された（全て P<0.05）。「仕事の

ストレス」の訴えに関しては、「2．長日勤（12

時間）」と「4．日勤（16時間）」、「5．夜勤（16

時間）」の間、「3．夜勤（12時間）」と「4．日

勤（16時間）」の間に有意差が示された（全て

P<0.05）。 

 

さらに、他覚的な指標として反応時間検査の

結果を図 4の Cと Dに示した。反応時間検査の

結果、反応速度は有意差（P=0.015）が、遅延

反応には有意な傾向（P=0.089）が示された。

両指標ともに、「1．日勤（12時間）」において

反応速度が速く、遅延反応数が少ない傾向が示

されていた。下位検定の結果、反応速度の「1．

日勤（12時間）」と「4．日勤（16時間）」の間

に有意差が検出された（P<0.05）。 

 

Ｄ．考察 

 

本研究では 12時間及び 16 時間夜勤・交代制

勤務に従事する 30 人の看護師を対象として、

3週間の連続観察調査を実施した。 

 

その主な結果は、 

1）12 時間及び 16 時間の夜勤・交代制勤務で

は、共に予定として立てられた勤務シフト表よ

りも、残業の影響によって、実際の勤務間イン

ターバルの長さは短縮する傾向にあった。とり

わけ、12時間夜勤・交代制勤務では、実際の勤

務状況では、僅かではあるが、11時間未満の勤

務間インターバルが観察されたこと（図 1）、 

2）11時間未満の勤務間インターバルになる可

能性があるのは、12時間夜勤・交代制勤務の長

日勤と長日勤、夜勤と夜勤の勤務シフトの組合

せであること（図 2）、 

3）疲労アプリによる疲労関連指標の結果より、

12 時間夜勤・交代制勤務における長日勤と長

日勤、夜勤と夜勤の勤務シフトの組合せの場合、

他の組合せに比して、疲労度が高い傾向が示さ

れた。とりわけ、その傾向は自覚的な疲労度の

指標において顕著であったこと（図 4）、 

4）各勤務シフト後の帰宅時において測定され

た疲労関連指標では、12時間夜勤・交代制勤務

における長日勤と夜勤の後が他の勤務シフト

後に比べて、自覚的な疲労やストレスが高くな

る傾向が観察された（図 5）。一方、他覚的な疲

 
図 5．各勤務シフト後の帰宅時における疲労関連指標（疲労アプリで測定） 

 

仕事のストレス
（帰宅時）

PVT 反応速度
（帰宅時）

PVT 遅延反応
（帰宅時）

Mean±SEM

自覚症しらべ-合計
（帰宅時）

遅い←速度→速い 個数[平方根変換後]

P<0.001 P=0.001 P=0.015 P=0.089

A B C D

１．日勤（12時間）

２．長日勤（12時間）

３．夜勤（12時間）

４．日勤（1６時間）

５．夜勤（1６時間）

[8:00-16:30]

[8:00-20:30]

[20:00-8:30]

[8:30-17:00]

[16:00-9:00]

低い←疲労度→高い

VAS(mm)
低い←ストレス度→高い

*
*

*

*

*

*
*

*
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労度の指標である反応時間検査の結果では、12

時間夜勤・交代制勤務における日勤後で疲労度

が低い傾向が示されたものの、その他の勤務シ

フト間での明確な差は明らかにならなかった

こと、 

5）夜勤中の仮眠取得状況については、16時間

夜勤・交代制勤務の方が、12時間夜勤・交代制

勤務よりも、夜勤があった場合に夜勤中の仮眠

をとれる割合が高く、仮眠時間が長くて早い時

刻に仮眠をとる傾向が示されたこと（図 3）、 

6）生化学的なストレス指標としての唾液中の

CRP 値及び毛髪中のコルチゾール値では、12時

間と 16 時間夜勤・交代制勤務の間に有意差は

検出されなかったこと、 

の 6点に要約できる。 

 

本研究の結果、12時間夜勤・交代制における

長日勤と長日勤、夜勤と夜勤が連続する状況で

の勤務間インターバルが、残業の影響により、

他の勤務シフトの組合せに比べて、短くなる可

能性が示唆された。とりわけ、上記 2つの組合

せでは、EU諸国の基準にされている 11時間を

下回る勤務間インターバルで、クイック・リタ

ーンと呼ばれる状況が発生しやすいことが指

摘できる。また、本研究の勤務間インターバル

の定義は職場から退勤して、次に出勤するまで

の時間として定義しているので、通勤時間は含

まれていない。本研究の対象者は、12 時間と

16 時間の夜勤・交代制勤務で、ともに片道約

20 分程度の距離に住んでいる人が大半を占め

ていた（12時間；19.0±8.5分（平均値±SD）、

16時間；22.0±16.1分（同上）；表 1を参照）。

したがって、それほど、通勤によって勤務間イ

ンターバル中の在宅時間が短くなることはな

いものの、地域によっては片道 1時間かかる場

所もあるので、その点も考慮する必要がある。 

 

また、他の疲労関連指標を見ても、この 12

時間夜勤・交代制勤務における長日勤と長日勤、

夜勤と夜勤が連続する組合せの場合、とりわけ、

自覚的な疲労関連指標が悪化していた。したが

って、看護師の疲労回復という観点から、12時

間夜勤・交代制勤務のシフトを編成する際には、

これら 2つの組合せをできる限り減らすか、あ

るいは残業が生じないような工夫、配慮が求め

られる。 

 

一方、当初の仮説とは異なり、16 時間夜勤・

交代制勤務では 12 時間夜勤・交代制勤務に比

べて、全体的に疲労度が高いという傾向は見ら

れなかった。おそらく、このことは少なくとも

2 つの要因が関連していると推察される。1 つ

は夜勤中の仮眠である。先行研究においても、

夜勤中の仮眠は夜勤後の疲労を軽減する効果

が認められていることから（佐々木ら．労働科

学 1992）、本研究の対象となった 16時間夜勤・

交代制勤務に従事する人が約 2 時間の夜勤中

仮眠を夜勤があるごとに高い確率で取得でき

ている状況が今回の結果に結びついていると

推測される。ただし、12時間夜勤・交代制勤務

においても、16時間夜勤・交代制勤務の夜勤中

の仮眠取得状況よりは劣るものの、約 1時間の

夜勤中仮眠を約 83％の割合で取得できている。

このことから、夜勤中の仮眠取得の要因以外に

も、たとえば、16時間夜勤・交代制勤務の病院

の方が慢性期の患者の病棟であるため、時間当

たりの労働負担が比較的、低かったことも関連

している可能性も考えられる。 

 

また、当初の仮説とは異なる結果が得られた

もう 1 つの要因としては、全体的に 16 時間夜

勤・交代制勤務の方が勤務間インターバルを長

く確保できていたということである（図 1と 2

を参照）。16時間夜勤・交代制勤務それ自体は、

長時間夜勤であるため、12時間夜勤・交代制勤

務に比べて、疲労回復に時間がかかることが想

定される。しかし、調査対象となった病院では、

その疲労リスクを考慮して、勤務間インターバ

ルが確保されるように勤務シフトが編成され

ていたのではないかと考えられる。図 1のよう

に、予定として立てられた勤務シフトのスケジ

ュールよりも、残業の影響で、実際の勤務状況

では勤務間インターバルが短くなる傾向は見

られたが、11 時間を下回るような勤務間イン

ターバルは今回の 3 週間の調査期間中には観

察されなかった。したがって、このような勤務

間インターバルが確保された状況が今回の結

果に寄与したものと推測される。 

 

最後に、勤務間インターバルの取得タイミン

グの違いによる疲労回復効果について考察し

たい。「研究の背景」で述べた通り、米国の Van 

Dongen 教授らの知見によれば、同じ勤務間イ

ンターバルの長さでも、連続日勤後と連続夜勤

後では疲労回復効果が異なるので、生体負担の

高い夜勤を連続した後では日勤を連続した後

よりも長く勤務間インターバルを確保した方

が良いということが示唆されている（Van 

Dongen, et al. SLEEP 2011）。 

 

本研究では、上記の実験研究と同じような状

況として考えられるのは、12時間夜勤・交代制



 

201 
 

勤務における長日勤と長日勤、夜勤と夜勤が連

続している勤務シフトの組み合わせである。両

者ともに、勤務間インターバルの長さは、図 2

に示されるように、前者は 10.9 時間、後者は

11.0時間と同程度であった。したがって、先行

研究と同じように、長日勤と長日勤の場合は日

勤後、夜勤と夜勤の場合は夜勤後として、同じ

長さの勤務間インターバルとして見なすこと

ができる。そこで、2つの勤務シフトの組合せ

における疲労関連指標を比較した場合（図 4）、

「2.長日勤-長日勤（12時間）」と「3.夜勤-夜

勤（12時間）」とでは「自覚症しらべ」、「仕事

の疲れが残っている」訴え、反応時間検査の結

果において明確な差は見られなかった。しかし、

図 2 の睡眠時間においては「2.長日勤-長日勤

（12時間）」が 6.4 時間、「3.夜勤-夜勤（12時

間）」では 5.4 時間の睡眠時間であった。これ

らは、睡眠の取得タイミングが前者は夜間、後

者は昼間であることから、概日リズムの影響に

よる違いであると考えられる。 

 

本研究は 3 週間の調査期間の中での結果な

ので、他の疲労関連指標に明確な差は出なかっ

たものと考えられるが、この状況を現実の労働

者は数年も繰り返すことになる。さらに、本研

究で示した睡眠時間は疲労アプリによる自己

申告ベースの時間として算出されているので、

客観的な指標によって算出される睡眠時間で

は、自ずと、本研究の結果の睡眠時間よりも短

くなることが予想される。その点を考慮すれば、

Van Dongen らの先行研究が指摘する様に、長

期的には勤務間インターバルの取得タイミン

グによって疲労回復効果が異なることが予測

され得る。しかしながら、本調査の結果では、

勤務間インターバルの取得タイミングを夜勤

後は日勤後よりも長く確保した方が良いとい

う仮説を十分に支持する結果は得られていな

いため、更なる調査が求められる。 

 

本研究の限界として以下のことが上げられ

る。1点目は調査期間の長さに関係する。本研

究は 3 週間の連続観察調査の手法によって得

られたデータなので、従来の 1時点あるいは短

期間の観察調査の結果よりも、勤務状況と疲労

の関連性について精度が高いデータであった

と考えられる。しかし、現実の看護師が長い年

月の中で、勤務による疲労を発現、進展、回復

のサイクルを繰り返しながら働いていること

を考慮すれば、本研究の 3週間の観察期間が現

実の看護師の疲労をとらえきれているかどう

かは、調査期間の長さや調査項目の妥当性も含

めて今後、研究方法論の検討が必要である。 

2点目は、本研究で示された 12時間と 16時

間夜勤・交代制勤務の違いが、勤務体制そのも

のの違いというよりは、他の要因、たとえば、

病院の労働負担の性質の差を反映しているか

もしれないということである。しかし、表 1に

示したように、年齢や経験年数、婚姻状況、育

児、通勤時間等に関して、調査参加者の状況は

12時間と 16時間の交代制勤務者で大差はなか

った。 

3点目は、生化学的なストレス指標に差がで

なかったことは、測定が調査開始前の 1時点の

みの測定であったことが関係しているかもし

れないということである。可能性として、測定

時点を調査期間中に増やしていれば、12 時間

と 16 時間の夜勤・交代制勤務で違いが検出さ

れたかもしれない。したがって、今後、この種

の調査を行う際には、参加者の負担を考慮しな

がら、測定時点を増やして実施することも検討

されるべきと考えられる。 

 

Ｅ．結論 
 

本研究による結論は以下のとおりである。 

 

1）勤務間インターバルの視点から、12時間と

16時間の夜勤・交代制勤務を比較した結果、12

時間夜勤・交代制勤務における 12 時間の日勤

と日勤、12 時間の夜勤と夜勤が連続する状況

において、勤務間インターバルが 11 時間未満

に陥りやすく、疲労の回復が十分になされない

まま次の勤務に入る可能性がある。したがって、

それらの勤務シフトの組合せを、できる限り減

らすようなシフト編成を行うか、あるいは残業

が生じないような配慮、工夫が重要である。 

 

2）本研究の対象となった 16時間夜勤・交代制

勤務では、16 時間の夜勤後において他の勤務

後と比べて大きく疲労度が高くなるというこ

とは観察されなかった。しかし、これは本調査

の対象となった病院において、夜勤時には確実

に約 2 時間の夜勤中の仮眠が確保されていた

ことも大きな要因だったと推測される。したが

って、疲労回復に効果的な夜勤中に仮眠が取得

できない病院においては、本研究の結果とは異

なり、16 時間夜勤の後には疲労度が大きく増

大する可能性が示唆される。 

 

3）勤務間インターバルの生体リズムを考慮し

た取得タイミングに関して、日勤後よりも、生

体負担の高い夜勤後に手厚く確保する取り組
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みは、先行研究などを踏まえれば重要だと考え

られるが、本研究からは直接的にそれを支持す

る結果は得られなかった。しかしながら、12時

間夜勤・交代制勤務における長日勤と長日勤、

夜勤と夜勤が連続する状況において、後者の状

況における睡眠時間が短かったことは、間接的

に勤務間インターバルの取得タイミングを考

慮する必要性を示唆するものとして考察でき

る。 

 

Ｆ．健康危険情報 
 なし 

 

Ｇ．研究発表 
1. 論文発表 

なし 

 

 

 

2. 学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 
1. 特許取得 

なし 

 

2. 実用新案登録 

なし 

 

3.その他 

なし 
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表 1．調査参加者の背景 
 
 

 
 
 
 

12時間夜勤・交代制勤務 16時間夜勤・交代制勤務

参加者数 15 15

年齢 27.5±2.1 28.2±3.4
（平均値±SD）

勤務経験年数 5.1±2.4 5.6±2.5
（平均値±SD）

婚姻状況（既婚者の数） 1 3

育児が必要な子供の数 0 0

片道通勤時間（分） 19.0±8.5 22.0±16.1
（平均値±SD）



 

204 
 

資料 1．疲労アプリの詳細 
 
 
 

■自覚症しらべ 

■Visual Analogue Scale 法 

■生活時間調査 

(Psychomotor Vigilance Task; PVT) 

■反応時間検査 

100mm の線分上に現時点で

の心理状態について垂線を

引いて評価する手法であ

る。たとえば、「仕事の疲

れが残っている」という質

問に対して、左端に「全く

残っていない」、右端に「非

常に残っている」という文

言を付して、現時点での状

態がどの位置に当てはまる

か、垂線を引いて自己評価

する方法である。 

日本産業衛生学会 産業疲

労研究会により開発された

わが国において広く用いら

れている疲労の調査票であ

る。25項目の疲労の訴えに

対して 5 件法で回答し、Ⅰ

群：ねむけ感、Ⅱ群：不安

定感、Ⅲ群：不快感、Ⅳ群：

だるさ感、Ⅴ群：ぼやけ感

の 5 因子に分けて疲労の変

化を分析する。 

勤務時間、睡眠時間、勤務

時間以外に仕事に関連した

事、家事・育児等について

5 分単位で、それらの開始

および終了時刻を左の図の

ように評価する。 

左図のように、刺激である

デジタルカウンターが回転

を始めたら、タブレット上

の「Push」ボタンを押して

カウンターの動きを止めて

反応する課題。国内外にお

いて疲労や眠気の他覚的評

価として用いられている指

標である。 
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別添４ 
平成２９年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 
分担研究報告書（疫学研究） 

 
中小企業で実施された職場環境改善の効果評価に関する研究 

 
研究分担者 池田大樹 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

過労死等調査研究センター・研究員 

 
研究分担者： 
久保智英（労働安全衛生総合研究所過労死等

調査研究センター・上席研究員） 
松元 俊（同センター・研究員） 

研究協力者： 
茅嶋康太郎（労働安全衛生総合研究所・フェ

ロー研究員） 
新佐絵吏（法政大学大学院キャリアデザイン

学研究科） 
 
Ａ．研究目的 
日本の雇用労働者の 7 割を占める中小企業

において、労働者が健康に働けるよう職場環境

の整備を実施することは労働安全衛生上、重要

な課題の１つである。本稿では、ある中小企業

で実施された職場環境改善に関して、1 年間の

縦断調査を行い、その効果を検討した。 
 
Ｂ．研究方法 
1. 調査対象者と調査時期 
広告製版や販促ツールのデザイン及び印刷

などを行う東京都内にある製造業の某事業場

（職場環境改善前調査時の労働者数は 48 人）

において 2016 年 9 月に職場環境改善が実施さ

れた。職場環境改善の約 1 か月前、約 3 か月

後、約 6 か月後、約 12 か月後の計 4 回調査を

実施した。分析対象者は調査の同意が得られた

36 人（男性 21 人、女性 15 人）であった。 

 
2. 職場環境改善の内容 
まず、全社員面談が行われ、各社員の労働に

対する考えや能力を把握した後、以下 4 つの取

組みが実施された。 
(1) 組織体制の変更：管理専門職と技術専門職

を作り、全社員面談の結果等から配置換えを実

施した。 
(2) 勤務開始時刻の多様化：7:00、8:00、9:00、
10:00、11:00、12:00、14:00 の 7 種の勤務開始

時刻を採用した。なお、勤務時間はすべて 8 時

間で、勤務開始が早いほど、勤務終了時刻も早

かった。 
(3) 勤務体制の多様化：時間固定制、1 週間交

代制、2 週間交代制の 3 種を採用した。 
(4) 作業環境の変更：4 階建ての事業場のバラ

バラだった部署を、関連性の高い職種ごとにフ

ロアやデスクを集約し、オフィスの配置換えを

行うことで無駄な動線を排除した。 
 
3. 調査項目 
自記式質問紙により、基本属性（性別、年齢、

勤続年数等）、勤務時間外のメールのやり取り

の頻度、勤務時間外に自宅で仕事を行った日の

頻度（1： 全くなかった、2：週当たり 1～3 日

程度、3：週当たり 4～6 日程度、4：毎日）、疲

労回復状況（1：一晩睡眠を取ればだいたい疲

労は回復する、2：翌朝に前日の疲労を持ちこ

【研究要旨】  

本研究では、製造業の某中小企業（2016年 8月調査時の従業員数 48人）において実施

された職場環境改善の効果の検討を行った。全社員面談後、職場環境改善として、（1）組

織体制の変更、（2）勤務開始時刻の多様化、（3）勤務体制の多様化、（4）作業環境の変更

が行われた。職場環境改善の約 1 か月前、約 3 か月後、約 6 か月後、約 12 か月後に睡眠

や疲労等に関する調査を実施し、同意が得られた 36 人の職場環境改善前後の比較を行っ

た。その結果、睡眠の質は、改善前と比べ、3、6、12 か月後で有意に向上していた。ま

た、勤務時間外における仕事からの心理的な拘束（心理的距離）が、改善前と比べ、3、
6 か月後で向上していた。さらに、疲労回復は、改善前と比べて、12 か月後で向上して

いた。職場環境改善は、職場の環境のみならず、勤務外における労働者の睡眠や疲労回復

といった生活の質の向上につながる可能性が示された。 
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すことが時々ある、3：翌朝に前日の疲労を持

ちこすことがよくある、4：翌朝に前日の疲労

をいつも持ちこしている）等を尋ねた。それと

共に以下の項目についても尋ねた。 
・睡眠の質（Pittsburgh sleep quality index (PSQI); 
Doi et al., 2000） 
・勤務時間外における仕事との心理的距離（リ

カバリー経験尺度；Shimazu et al., 2012） 
・精神健康（K6；Furukawa et al., 2008） 
・疲労回復欲求尺度（Need for recovery (NFR)；
van Veldhoven et al., 2003） 
・プレゼンティーズム（ Work functioning 
impairment scale (Wfun); Fujino et al., 2015）。 
なお、心理的距離とは次のような状態として

定義される(Sonnentag et al., 2010)。近年の情報

通信技術の発達により、勤務を終えて職場から

物理的に離れても、たとえば、スマートフォン

等で仕事に関連した電子メールを受信、送信し

たりすることは、仕事からの心理的な拘束を受

けていることになる。そこで、労働者の疲労回

復には、勤務外では仕事による心理的な拘束か

ら離れることが重要であることが指摘されて

いる（久保, 2017）。リカバリー経験尺度では、

その種の心理的距離の程度が測定できる。また、

プレゼンティーズムとは、労働者が健康上の問

題を抱えたままで就業している状態のことで

ある。WFun は、プレゼンティーズムによる労

働生産性への影響を調べる質問紙である。 
また、事業場のタイムカードによる勤務記録

から 4 回の調査の前 30 日間の実労働時間を算

出した。 
 
4. 分析 
繰り返しのある一元配置線形混合モデルに

より、職場環境改善効果を検討した。従属変数

は、睡眠の質（PSQI）、心理的距離、精神健康

（K6）、疲労回復欲求（NFR）、プレゼンティー

ズム（Wfun）、疲労回復とした。固定因子を調

査回数（改善前、3、6、12 か月後）とし、変量

因子を参加者とした。また、共変量として、性

別、年齢、実労働時間、勤続年数、勤務時間外

の仕事に関するメールのやり取り頻度、自宅で

の仕事の頻度を用いた。主効果が認められた場

合は、改善前と改善 3、6、12 か月後の比較を

行った。 
 
（倫理面での配慮） 

本研究は、労働安全衛生総合研究所研究倫理

審査委員会にて審査され、承認を得たうえで行

った（通知番号：H2807）。 
 

Ｃ．研究結果 
表 1 は、4 回の調査時の参加者特性を示して

いる。分析対象者は、改善前の調査で 36人（33.8
±8.9歳）、3か月後調査で 35人（34.2±9.2歳）、

6 か月後調査時で 36 人（34.2±9.0 歳）、12 か

月後調査時で 33 人（35.2±9.1 歳）であった。 
図 1 は、PSQI 得点の変化を示している。PSQI

得点に調査時期の主効果が認められ（p=0.001）、
多重比較の結果、改善前と比べ、3、6、12 か月

後の PSQI 得点が有意に低下していた（all p 
<0.01）。つまり、職場環境改善により、睡眠の

質が改善したと考えられる。 
 

 
 

図 1．PSQI 得点の変化 
 
図 2 は、心理的距離得点の変化を示してい

る。心理的距離得点に調査時期の主効果が認め

られ（p=0.047）、多重比較の結果、改善前と比

べ、3 か月後（p<0.05）の心理的距離得点が高

く、6 か月後（p<0.10：90%水準）の心理的距

離得点が高い傾向にあった。つまり、職場環境

改善により、3、6 か月後時点で勤務時間外に心

理的に仕事と距離を取れる、また取れる傾向に

あるようになったことが考えられる。 
 
 

 
図 2. 心理的距離得点の変化 

 
図 3 は、疲労回復得点の変化を示している。

疲労回復得点に調査時期の主効果の傾向が認

められ（p=0.065：90%水準）、多重比較の結果、

改善前と比べ、12 か月後の疲労回復得点が有

意に向上していた（p<0.05）。つまり、職場環境
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改善により、1 年後の睡眠による疲労回復が向

上したことが考えられる。 
一方、精神健康（K6）、疲労回復欲求（NFR）、

プレゼンティーズム（Wfun）に有意な改善は認

められなかった（all p > 0.10）。 
 

 
図 3. 疲労回復得点の変化 

 
 
Ｄ．考察 
本調査における職場環境改善により、睡眠の

質と心理的距離の改善、疲労回復の改善傾向が

認められた。 
調査対象となった某中小企業において、職場

環境改善前に全社員面談を行った結果、労働者

（管理職）の持つ悩みとして、広告が好きで入

社したが、管理職になり、売り上げや部下の育

成を考えながら実務を行わなければならなく

なり、管理職は向いていないと感じるとの訴え

があった（新佐，2017）。このような社員の意

見をもとに、上述の取組み（1）において、組

織体制の変更を行った結果、「自分のやりたい

ことに専念できるようになり、慣れない仕事に

悩むことが少なくなった」という労働者からの

声が寄せられた。この取組みによって、仕事に

関する悩みが減り、職場内での悩みを勤務外に

持ち込まなくなったことが心理的距離の改善

に結びついた可能性が考えられる。 
先行研究において、勤務時間の裁量権（Work 

time control）の増加が睡眠や疲労の改善につな

がったことが報告されている（Kubo et al., 
2016）。本職場環境改善における勤務開始（終

了）時刻や勤務体制の多様化（取組み 2、3）は、

この勤務時間の裁量権の増加につながるもの

であり、自身のライフスタイルにあった労働・

私生活を送れるようになったことで、睡眠の質

や疲労回復の改善につながったことが考えら

れる。加えて、翌日の仕事への不安が高いほど、

徐波睡眠（深い睡眠）の量が減ることが報告さ

れており（Kecklund et al., 2004）、心理的距離が

取れるようになったことによって、睡眠の質が

改善し、さらにそれが、疲労回復の改善につな

がったことが考えられる。 
本職場環境改善では、4 つの取組みが実施さ

れたため、睡眠の質、心理的距離、疲労回復の

改善要因を特定することは難しいものの、上記

のような背景により、このような改善が生じた

ことが考えられる。 
 
Ｅ．結論 
 中小企業で実施された職場環境改善の効果

を検討した。職場環境改善として、(1) 組織体

制の変更、(2) 勤務開始時刻の多様化、(3) 勤務

体制の多様化、(4) 作業環境の変更が行われ、

それにより、睡眠の質の改善、心理的距離の改

善、疲労回復の改善傾向が認められた。職場環

境改善は、職場内の環境改善だけではなく、職

場外における労働者の睡眠の質や疲労回復な

どの生活の質の向上にもつながることが示唆

された。 
 
Ｆ．健康危険情報 
 なし 
 
Ｇ．研究発表 
1. 論文発表 
なし 
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表 1．4 回の調査時の参加者特性 
 

  n (%) or 平均値 (標準偏差) 

 1 か月前 
（n = 36） 

3 か月後 
（n = 35） 

6 か月後 
（n = 36） 

12 か月後 
（n = 33） 

性別（男性） 21 (58%) 20 (57%) 21 (58%) 20 (61%) 
年齢（歳） 33.8 (8.9) 34.2 (9.2) 34.2 (9.0) 35.2 (9.1) 
勤続年数（年） 7.6 (6.8) 7.7 (6.7) 8.2 (6.6) 8.7 (6.7) 
調査前 30 日間の実労働時間（時間） 151.1 (22.2) 188.1 (21.8) 211.8 (25.8) 165.3 (20.2) 
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長時間残業等の業務負担と心血管疾患リスクに関する職域多施設研究 
 

研究分担者 溝上哲也  国立国際医療研究センター 臨床研究センター 疫学・予防研究部長 

 

研究協力者： 

桑原恵介（帝京大学大学院公衆衛生学研究科・

助教） 

胡歓歓（国立国際医療研究センター疫学・予防

研究部・研究員） 
 
A. 研究目的 
我が国の就業人口は約 6385 万人（平成 27 年）

であり、国民の約半数は何らかの仕事に就いてい

る。平成 27年労働安全衛生調査（実態調査）によ

ると、労働者の約 6割が現在の仕事や職業生活に

関することで強い不安、悩み、ストレスとなって

いると感じる事柄があると回答している。職業上

のストレス要因は様々であるが、労働時間の長い

日本においては特に長時間労働が健康に及ぼす

影響が懸念され、該当者に対する医師の面接指導

制度が導入されている。労働時間は長期的には全

体として減少傾向にあるものの、産業構造の変化

や雇用形態の多様化などを背景に、長時間働いて

いる労働者は依然、多い。 

分担研究者らは勤労者における糖尿病や脳心

血管イベントを把握し、その背景要因を明らかに

するため職域多施設共同研究（通称、J-ECOHスタ

ディ）を開始し、健康管理情報を系統的に収集し

ている。本研究では、そのデータベースを用いて、

糖尿病や循環器系疾患などの作業関連性が疑わ

れる疾病と残業等の業務負担との関連を明らか

にする。さらに症例対照研究により、発症前の仕

事上の負担要因を明らかにする。 

研究 3年目は、J-ECOH スタディにおいて各参加

施設からこうしたデータの収集及び整理を継続

するとともに、このデータベースを用いて残業時

間と糖尿病発症との関連を縦断的に解析した。ま

た、残業データと疾病登録データを突合し、さら

に対照の抽出作業を行い、心血管系疾患をアウト

カムとする解析を行った。 

  

B. 研究方法 
1) 職域多施設研究におけるデータベース構築 

J-ECOH スタディは関東・東海地方に本社を置く

12 企業、13 施設が参加した多施設共同研究であ

る。対象者はこの研究に参加した事業場において、

研究期間内のいずれかの年度に当該事業場に在

籍しており、かつ産業医の健康管理下にある社員

約 10万人である。2012 年 4月以降（健康診断デ

ータは 2008 年度以降）の健康管理データを収集

し、このデータベースを用いたコホート研究及び

断面研究を行う。また脳心血管イベントについて

は症例対照研究を実施する。 

2) 残業時間と糖尿病の縦断解析 

参加施設のうち、健康診断データ上に労働時間

（残業時間）の情報がある 4社、約 3万人につい

て残業時間と糖尿病発症との関連を分析した。

2008 年度（一部は 2010年度）をベースラインと

して、解析対象はその時点で心血管疾患、がん、

精神疾患、糖尿病の既往がないものとした。毎年

の健康診断受診情報により 2014 年 3 月まで追跡

した。糖尿病発症は空腹時血糖 126 mg/dl 以上、

随時血糖 200 mg/dl以上、HbA1c 6.5以上、糖尿

病治療の自己申告のいずれかに最初に該当した

時点とした。ベースライン時の性、年齢、参加施

設、BMI、喫煙、高血圧、HbA1cを共変量とするコ

【研究要旨】 

12 企業 10 万人規模の職域多施設研究（J-ECOH スタディ）において、健康管理情報を収

集し、職域疫学データベースを構築した。2016 年度末までの健康診断及び心血管疾患・長

期病休・死亡の情報を収集し、整理した。脳心血管イベントの症例対照研究を実施し、発症

前の勤務状況を尋ねた。本データベースを用いて、残業時間とその後の糖尿病発症との関連

を縦断的に解析したところ、全体では関連は認めなかったものの、短時間睡眠を伴う長時間

残業者では糖尿病のリスクが上昇していた。残業時間と心血管疾患発症との関連をコホー

ト内症例対照研究の手法で分析したところ、当該サンプルでは両者に統計学的に有意な関

連は認められなかった。 
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ックス比例ハザードモデルにより糖尿病発症の

ハザード比（HR）と 95%信頼区間（CI）を解析し

た。また、睡眠時間の情報が得られる施設におい

て、残業時間と睡眠時間とを組み合わせた解析を

行った。 

3) 残業時間と心血管疾患発症に関するコホート

内症例対照研究 

心血管疾患発症前の残業時間との関連を調べ

るための準備として、健康診断データと疾病登録

データを調査番号で突合させた上で、心血管疾患

の各発症者について、施設・性・年齢をマッチさ

せた対照者を 5人、無作為に選定した。 

 

（倫理面での配慮） 

国立国際医療研究センター倫理委員会にて承

認を得た。健康診断成績や疾病罹患など通常の産

業医業務の中で取得されるデータについては個

別に調査説明や同意は行わず、事業場に研究実施

の情報公開文書を事業所内に掲示し、データ提供

を拒否する場合には調査担当者に申し出る。デー

タは企業側で匿名化を行った上で研究事務局に

提供する方式とした。症例対照研究及び残業時間

の妥当性研究では、調査に先立ち産業医等が対象

者に調査内容を説明したのち、本人から署名入り

同意書を得た。 

 

C. 研究結果 
1) 健康管理情報の収集・整理・データベース化 

J-ECOH スタディ参加事業所から 2016 年度分の

健康診断データの提供を受けた。2008年度以降の

データと結合し、9 年分の縦断データベースを作

成した。また、死亡と脳心血管イベントを前向き

に登録した。一部未報告があるものの、2017年 3

月末までの累計は、脳卒中 208 件（うち死亡 31

件）、心筋梗塞 86件（うち死亡 30 件）、全死亡 349

件となった。長期病気休暇（連続 30 日以上）を

収集し、傷病名、病休開始、病休終了、転帰（復

帰・退職）を調べた。2017年 3月まで累計で 4627

件が登録された。 

脳心血管イベントについての症例対照研究で

は、本集団で発生した症例 1人に対し、事業所・

性・年齢をマッチさせた対照 2人（2015年 4月以

降は 1人）を無作為に選定し、発症前の生活習慣

や勤務状況を尋ねた。2018 年 1 月 18日時点で、

118 件（心筋梗塞 38 件、脳卒中 80件）の調査を

完了した。 

2) 残業時間と糖尿病に関する縦断解析 

平均 4.5 年の追跡期間中に 33,050 人中 1,975

人が新規に糖尿病を発症した。残業時間と糖尿病

リスクとの関連は認められなかった。睡眠時間の

データが得られる亜集団（27,590 人）において、

残業時間と組み合わせて調べたところ、月 45 時

間以上の残業を行い、かつ睡眠時間が 6時間未満

であった人は、月 45 時間未満の残業で、かつ睡

眠時間が6時間以上であった人に比べ糖尿病のリ

スクが有意に上昇していた（HR 1.42、95％CI 

1.11-1.83）。一方、残業時間が月 45 時間以上で

あっても、睡眠時間が 6時間以上であればリスク

の上昇は認めなかった（HR 0.99、95％CI 0.88-

1.11）。 

3) 残業時間と心血管疾患発症に関するコホート

内症例対照研究 

残業時間データの提供を受けた企業の従業員

のうち、残業時間と突合できた心血管疾患発症は

登録例については症例 70 件、自己申告例は 763

件であった。各症例に施設・性・年齢をマッチさ

せて抽出した対照数は、前者は 350 件、後者は

3,814 件であった。このデータセットを用いて、

残業時間と心血管疾患との関連を分析した。登録

例、自己申告例いずれにおいても統計学的に有意

な関連は認めなかった。 

 

D. 考察 
1) 職域多施設研究におけるデータベース構築 

研究参加施設からの健康管理データを予定通

り進めた。J-ECOHスタディは職域健康診断データ

に基づく多施設研究であるが、その限界として、

残業時間の把握は自己申告に基づいていること、

残業以外の労働衛生要因に関する情報がほとん

どないこと、これらの要因の把握方法が企業に異

なっていることが挙げられる。主任研究者らが新

たに立ち上げた JNIOSH コホートスタディでは労

働時間の客観データやストレスチェックに含ま

れる労働負荷に関するデータが収集されており、

そうした暴露情報と疾病との関連の解明が進む

ことが期待される。ただし、心血管疾患や死亡と

いった労働者では頻度の少ない疾患との関連を

明らかにするには大規模で長期的な研究が必要

となる。こうしたアウトカムについて短期間に成

果を挙げるには、病院ベースの症例対照研究など

も並行して行う必要があろう。 

本症例対照研究については、平成 30 年 3 月末

までに発症した症例の調査を完了した時点（平成

30年 7月末を予定）でデータ収集を終え、データ

クリーニングを経てデータ解析を進める予定で

ある。発症前数ヶ月間の労働時間との関連を中心

に分析する。 

2) 残業時間と糖尿病の発症 

最近のコホート研究のメタ分析では糖尿病と

の勤務時間との関連は全体では確認されていな

い（ Kivimäki M, et al. Lancet Diabetes 

Endocrinol, 2015）。一方、睡眠時間との関連はＵ
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字型の関連が確認されており、長時間残業者にお

いて睡眠時間が短い場合に限って糖尿病リスク

が上昇する可能性が考えられる。そうした仮説の

下、J-ECOH スタディのデータを分析してみたとこ

ろ、長時間残業者のうち睡眠時間が短いものでの

み糖尿病のリスク上昇を認めた。長時間労働が睡

眠不足を伴う場合に限って糖尿病のリスクが高

まることが示唆される。勤務時間と疾病との関連

を分析するにあたっては、こうした視点を取り入

れることが望まれよう。 

3) 残業時間と心血管疾患の発症 

コホート内症例対照研究のデザインにより、心

血管疾患発症の直近の健康診断時に把握された

労働時間との関連を調べたが、明らかな関連は認

めなかった。その理由として、小さなリスクの高

まりを検出できるほど十分なサンプルサイズで

なかったことや、基準とした月あたりの残業45時

間未満の群にハイリスク者が混在していた可能

性があることが挙げられる。さらなる症例蓄積を

進め、分析する予定である。 

 

E. 結論 
12 企業が参加する 10 万人規模の職域多施設研

究（J-ECOHスタディ）において健康診断情報の他、

脳心血管イベント・死亡・長期病休を登録した。

コホート内で発症した脳心血管イベントについ

て症例対照研究を実施した。残業時間と糖尿病発

症との関連を縦断的に解析したところ、全体では

関連は認めなかったが、睡眠時間が短い長時間労

働者ではリスクが上昇していた。コホート内症例

対照研究の手法で心血管疾患発症と発症前年の

残業時間との関連を分析したところ、当該サンプ

ルでは両者に有意な関連は認めなかった。 

 

F. 研究危険情報 
なし 

 

G. 研究発表 
1. 論文発表 

1) Kuwahara K, Mizoue, et al. Sleep 

duration modifies the association of 

overtime work with risk of developing 

type 2 diabetes: Japan Epidemiology 

Collaboration on Occupational Health 

Study. J Epidemiol (in press) 

2. 学会発表 

なし 

 

H. 知的財産権の出願・登録状況 
なし 
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   別添４ 

平成２９年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（実験研究） 

 

長時間労働と循環器負担のメカニズム解明 
 

研究分担者 劉 欣欣 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 
過労死等調査研究センター 主任研究員 

 
研究分担者： 

池田大樹（労働安全衛生総合研究所過労死等

調査研究センター・研究員） 

高橋正也（労働安全衛生総合研究所産業疫学

研究グループ・部長） 

研究協力者： 

 小山冬樹（労働安全衛生総合研究所過労死等

調査研究センター・研究員） 

脇坂佳子（同センター・研究員） 

 

Ａ．研究目的 

厚生労働省が公表している脳・心臓疾患の労

災認定基準では、業務の過重性を評価する具体

的な負荷要因として、労働時間、交代制勤務・

深夜勤務、精神的緊張を伴う業務など 7 つの項

目が示されており、特に労働時間が最も重要と

されている。業務における過重な負荷によって

脳・心臓疾患を発症したとする労災認定件数は、

2016 年においては 260 件であった。これらの

認定事案の約 90%に時間外労働が月80時間以

上（週 60 時間以上）となる長時間労働が認め

られた。また、総務省の労働力調査によると、

2016 年に週 60 時間以上勤務していた労働者

は約 429 万人であり、未だに多くの労働者が

長時間労働に曝されている。労働者の健康維持

及び脳・心臓疾患にかかわる労災発生件数の減

少には、長時間労働による心血管系負担の軽減

策が緊急に必要であるが、科学的エビデンスに

基づいた労働安全衛生上の有効な対策が見出

せていない。 

国内外で行われた疫学調査研究では、週 55
時間以上の長時間労働は脳卒中、冠動脈心疾患

などの脳・心臓疾患のリスクを増大し、週 60
時間を超えるとそのリスクがさらに増加する

ことが報告されている（Kivimäki et al., 2015；
Virtanen et al., 2010, 2012）。また、厚生労働

省が公表している脳・心臓疾患の労災認定件数

は、30 歳代と比べて 40～50 歳代が多く、長時

間労働が心臓血管系に及ぼす影響には加齢の

影響が考えられる。さらに、長時間労働だけで

なく、高血圧も心血管系疾患と関連することが

報告されている。平成 27 年国民健康・栄養調

査報告書（厚生労働省、 2017）によると、3,539
人（20 歳以上、非労働者含む）の調査対象者の

46.9%が高血圧有病者であったことが報告さ

れている。さらに、長時間労働（月の残業時間

が 60 時間以上）の状況にある高血圧者と正常

血圧者は、そうでない（月残業時間が 30 時間

以下）高血圧者と正常血圧者と比べ、24 時間

自由行動下での血圧が高いことが報告されて

いる（Hayashi et al., 1996）。高血圧労働者は、

長時間労働下において、より大きな循環器負担

が生じている可能性が考えられる。 
本研究では、過労死等のリスク要因である長

【研究要旨】 

過労死等の防止は労働衛生上の重要課題である。本研究では、過労死等のリスク要因であ

る長時間労働が、心血管系反応に及ぼす影響を明らかにし、心血管系負担の軽減策を検討す

るための基礎データを蓄積することを目的とした。具体的には、実験室実験の手法を用いて、

長時間労働時の血行動態反応を明らかにし、その結果を基に加齢、安静時高血圧症の有無、

休憩の影響を検討した。主な結果として、長時間労働は心血管系の負担を増大し、特に高血

圧群の負担が大きいことが示された。加齢による影響は限定的だが、同年代中でも個人差が

存在することが示され、サブグループに分けてさらに検討する必要性が示唆された。一方、

作業中の長めの休憩（50分以上）が過剰な血行動態反応を抑制する効果が認められたが、15

分以下の短めの休憩はこれらの抑制効果が認められなかった。本研究の結果から、やむを得

ず長時間労働をしなければならない場合は、複数の長めの休憩を確保することが重要である

ことが示唆された。今後は休憩のタイミング、休憩の取り方についてさらに検討する予定で

ある。 
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時間労働が心血管系反応に及ぼす影響を血行

動態の視点から明らかにし、心血管系の作業負

担の軽減策を検討するための基礎データを提

供することを目的とした。具体的には、長時間

労働時の血行動態反応を明らかにし、その結果

を基に加齢、安静時高血圧症の有無、休憩の影

響を検討した。 
 

Ｂ．研究方法 

脳・心臓疾患が原因の過労死が多発する 40
代、50 代の男性（安静時正常血圧・安静時Ⅰ

度高血圧）を主な研究対象とした。また、若い

世代の過労死が増加しているため、30 代の安

静時正常血圧者も研究対象に加えた。安静時正

常血圧者 39 人（収縮期血圧 < 140mmHg か

つ拡張期血圧 < 90mmHg）及び安静時Ⅰ度高

血圧者 13 人（140mmHg ≤ 収縮期血圧  ≤ 
160mmHg 又は 90mmHg ≤ 拡張期血圧  ≤ 
100mmHg）が実験に参加した。実験参加者は

心臓病、糖尿病、喘息、脳卒中、慢性腎臓病、

腰痛及び精神障害の既往歴がないこと、正常な

視力（矯正を含む）を有することを参加条件と

した。実験は 2 日間の参加とし、初日は安静時

血圧の確認及び実験の説明を行った。2 日目は

図 1 に示しているスケジュールで本実験を行

った。実験風景も図 1に示している。ベースラ

インとして作業前の安静時座位血行動態指標

を測定した（B0: 9:00-9:10）。作業は、ブロッ

ク 1（B1: 9:10-11:50）、ブロック 2（B2: 12:50-
15:30）、ブロック 3（B3: 15:45-18:25）、ブロ

ック 4（B4: 19:15-22:00）の 4 つ時間帯に分け

て実施した。各作業ブロックにおいて、作業課

題（45 分）を 3 回実施し、課題間に 10～15 分

の休憩を設けた。さらに、昼に 1 時間（Br1: 
11:50-12:50）、夕方に 50 分（Br2: 18:25-19:15）
の休憩時間を設けた。 
作業課題は、カラーワード課題、暗算課題、

数字コピー課題を用いた。カラーワード課題は、

色を意味する漢字がその意味と異なる色で提

示され、参加者はその提示色を制限時間内に回

答するという認知課題であった。例えば、「赤」

という文字が画面上に「緑色」で提示された場

合、参加者は黒色で「緑」と書かれた回答ボタ

ンを選択し押下した。暗算課題は、画面上に提

示された 2 つのランダムな数字（10～49）を

暗算で加算し、その結果を制限時間内に入力す

る課題であった。数字コピー課題は、画面上に

提示されたランダムな 10 桁の数字を制限時間

内に入力する課題であった。これらの 3 つの作

業課題は、各作業時間帯（ブロック）内にそれ

ぞれ 1 回ずつ提示された。課題の提示順序は作

業時間帯により異なった。血行動態指標として、

図１ 測定スケジュールと実験風景 
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収縮期血圧(SBP)、拡張期血圧(DBP)、心拍数

（HR）、一回拍出量（SV）、心拍出量(CO)、総

末梢血管抵抗(TPR)を連続血行動態測定装置

（Finapres Pro、 Finapres Medical Systems
社製、オランダ）を用いて測定した。作業時間

の影響を検討するため、各作業ブロックの平均

値を求め解析を行った。加齢と安静時高血圧の

影響を検討するため、各作業期間からベースラ

インを引いた変化量（Δ）を算出し、解析を行

った。休憩の効果を検討するため、長めの休憩

前後の作業期間（T3 vs T4、T9 vs T10）、及び

休憩前後の課題期間の差 ((Br1: |T4 - T3|) vs 
(Br2: |T10 - T9|))をそれぞれの群で比較した。 

 
（倫理面での配慮） 

本研究は独立行政法人労働者健康安全機構

労働安全衛生総合研究所研究倫理審査委員会

にて審査され、承認を得たうえで行った（通知

番号：H2713）。 

 

Ｃ．研究結果 
1．長時間作業の影響 

安静時正常血圧者 39 人（30 歳～59 歳、平

均 42.5 ± 8.5 歳）のデータを解析した結果を図

2 に示している。安静時（B0）と比べ、作業中

の収縮期血圧は有意に上昇し、後半になるほど

その上昇が大きかった。作業時間の延長に伴い、

心血管系の負担増加が示された。拡張期血圧は

昼休みの後は一旦低下し、その後再び上昇した。

血圧を維持する背景血行動態反応について、心

臓反応（HR、SV、CO）が W字型、血管系反応（TPR）

が M字型の変化を示し、作業時間帯によって背

景血行動態反応が異なることを示した。 

 

2．加齢の影響 
30 歳代（17 人）、40 代（13 人）、50 代（9

人）で比較した結果を図 3 に示している。全て

の年代の心血管系反応はほぼ同じ変化傾向を

示した。一回拍出量の変化量において、年代別

の差が認められ、30 歳代と比べて、50 歳代の

作業中の一回拍出量上昇度が有意に大きかっ

た。一回拍出量は心臓反応の指標であり、50 代

は長時間作業による心臓への負担が大きいこ

とが考えられたが、他の指標には年代別の差が

認められなかったため、さらなる検証が必要で

ある。一方、前年度の報告書で報告した通り、

長時間作業時の心血管系反応には個人差が存

在する。つまり、同年代の中でも心血管系反応

には個人差が存在するため、さらにサブグルー

プに集約する必要がある。 
 

3．安静時高血圧症の影響 
40～50 代の高血圧群（n = 13、平均年齢 51.9

歳）と、正常血圧群（n = 22、平均年齢 49.0 歳）

を比較した結果を図 4 に示している。両群に

は、年齢と BMI に有意な群間差は認められな

かった。また、ベースラインの血圧（SBP、DBP）
は、高血圧群の方が有意に高かったが、他の指

標（HR、SV、CO、TPR）に有意な群間差は認

められなかった。 
正常血圧群の収縮期血圧の変化量は、T1 と

比較して T7-10、12 で高かった。高血圧群の収

縮期血圧の変化量は、T1 と比べ、T7-12 で高か

った。収縮期血圧の変化量は、高血圧群の方が

正常血圧群より後半で有意に高かった。作業時

間の延長に伴い血圧が上昇し、特に高血圧群で

心血管系の負担が大きかったことが示された。 
一方、血圧を維持する背景血行動態反応にお

いては、両群とも同じ変化傾向を示し、長めの

休憩がない作業期間中（T1－T3、T4－T9、T10
－T12）に心臓反応は低下傾向、血管反応は上

昇傾向を示した。 
 
4．休憩の効果 
長めの休憩前後の作業期間を比較した結果、

休憩後の血行動態反応が緩和されたことが認

められた（図 4）。具体的には、休憩前と比べ

て、休憩後の収縮期血圧に有意差が認められな

かったが、拡張期血圧は有意に低下した。さら

に、血圧を維持する心臓反応と血管系反応にお

いて、両群とも休憩後の心臓反応が上昇し、血

管抵抗が低下した。つまり、長めの休憩は心臓

反応の過剰低下及び血管抵抗の過剰上昇を防

ぐ効果が認められた。一方、短めの休憩（15 分

以下）はこれらの効果が認められなかった。 
休憩の効果は作業時間帯によって変化する

か否かを検討するため、休憩前後の課題期間の

差((Br1: |T4 - T3|) vs (Br2: |T10 - T9|))をそれぞれ

の群で比較した。結果として、正常群の拡張期

血圧、心拍数、心拍出量、総末梢血管抵抗につ

いて、夕方の変化量は昼間と比べて有意に小さ

く、作業時間の延長に伴い、休憩の効果が弱く

なることが示された。一方、高血圧群には時間

帯の差が認められなかった。  
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図２ 安静時正常血圧者の血行動態反応 
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図３ 安静時正常血圧者の異なる年代別の血行動態反応 
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図４ 安静時高血圧者の血行動態反応と休憩の影響 
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Ｄ．考察 

本研究の結果より、作業時間の延長に伴い収

縮期血圧が上昇し、特に高血圧者で顕著となる

ことが示された。血圧は概日周期を持ち、その

パターンとしては、夜間に最も低く、覚醒前に

上昇し始め、朝から昼にかけて最も高く、日中

に緩やかに減少していく。このパターンは正常

血圧者と高血圧者で変わらないことが報告さ

れている (Drayer et al., 1985; Koroboki et al., 
2012)。本研究において、血圧は特に後半で増加

したことから、この血圧上昇は概日周期ではな

く、長時間労働によるものであると考えられ、

心血管系の負担を増大することが示唆された。

さらに、長時間労働は、特に高血圧者で作業中

の収縮期血圧を上昇させた。これは、長時間労

働下にある労働者、特に高血圧を伴う者に、強

い循環器負担が生じる可能性を示唆している。

それゆえ、例えば長時間労働を避ける、血圧管

理を行う、疲労から回復するための休息時間を

確保するなど、労働者、特に高血圧を伴う人に

対しては、循環器負担を減らすための対策を行

うべきであると考えられる。 

長時間労働時の年代別の差は一回拍出量以

外が認められなかったが、同年代においても個

人差が存在することが示された。先行研究にお

いて、心血管系反応には 3 つの反応パターンが

報告されている：(1)心臓反応パターン（主に心

臓反応の増大によって血圧が上昇する）、 (2)
血管反応パターン（主に血管反応の増大によっ

て血圧が上昇する）、(3)心臓・血管混合パター

ン（心臓と血管両方の反応によって血圧が上昇

する）。今後、年代別に加え、これらの血行動

態反応のサブグループについても検討する必

要がある。 
一方、長めの休憩（50～60 分）は心血管系の

過剰反応を緩和することが認められた。本研究

では、休憩中の喫煙及びカフェインを含む飲食

を禁止し、食事は脂肪分や刺激の少ないものに

限定した。参加者は長めの休憩中に食事をする

ことが認められ、休憩中の行動は特に制限しな

かった。従って、休憩の効果には食事の影響も

含まれていると考えられる。しかし、これらの

休憩の効果は作業時間の延長に伴い低下する

可能性も示された。 

 

Ｅ．結論 

本研究は、長時間労働は心血管系の負担を増

大すること、心血管系反応には年代差や個人差

が存在すること、長時間労働による循環器負担

は高血圧者の方が大きいことを明らかにした。

さらに、心血管系の作業負担を軽減するため、

やむを得ず長時間労働をしなければならない

場合は、複数の長めの休憩（50 分以上）の確保

が望ましいことが示された。今後、心血管系の

作業負担の軽減を視野に入れたより具体的な

対策を検討する予定である。 
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 別添４ 

平成２９年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（実験研究） 

 

労働者の体力を簡便に測定するための指標開発 
 

研究分担者 松尾知明 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

過労死等調査研究センター・研究員 

 

研究分担者： 

蘇 リナ（労働安全衛生総合研究所過労死等

調査研究センター・研究員） 

 

Ａ．研究目的 
過労死やその関連疾患の防止策を研究テー

マとした場合、長時間労働等の労働環境が労働

者の身体に及ぼす影響の程度を明らかにする

ことが当面の課題となる。その課題解決に向け

ては、労働者を取り巻く様々な環境因子の中か

ら外的要因となり得る項目を選出し、それらを

数値化した上で、ターゲットとしたイベント

（死亡事案発生、疾患発症等）との関係を統計

的に分析し、影響の程度を定量化することが研

究を進める上で重要である。その結果、外的要

因としてインパクトの強い（影響の程度を示す

数値が高い）項目を明らかにすることができれ

ば、実社会でそれを制御する方法を検討するこ

とが防止策提案に繋がる。 

何らかの外的要因が個体（労働者等）に及ぼ

す影響の程度を検討する分析では、外的要因の

選別や数値化が重要となるが、その一方で、影

響を受ける労働者側の特性について考えるこ

ともまた重要となる。過労死やその関連疾患の

防止策を検討する研究でも、勤務時間等の外的

要因だけではなく、労働者自身が備え持つ特性

（内的要因）を議論に含めることが肝要であり、

そうすることで、防止策の提案をより具体化で

きる。 

労働者個人が備え持つ特性として考えられ

る項目には、年齢、性別、体格、基礎疾患の有

無、服薬状況、喫煙・飲酒状況などの基本的特

性がまず挙げられる。しかし、過労死やその関

連疾患の防止策がテーマとなる研究では、これ

ら基本的特性に加え、労働者自身が自らの身を

護ることに繋がる要素についても考慮すべき

である。ヒトが外的要因から身を護ることに繋

がる要素としては、身体的要素と精神的要素が

考えられる。それらのうち、本研究では、身体

的要素として“体力”に着目した。 

筋力や敏捷性など体力にも種々あるが、最も

代表的な体力は疾患発症との強い関連が先行

研 究 で 示 さ れ て い る 心 肺 持 久 力

（cardiorespiratory fitness：CRF）である。

【研究要旨】 

長時間労働等の労働環境が身体に及ぼす影響の程度を明らかにするためには、それら外的

要因だけでなく、労働者自身が備え持つ特性（内的要因）を含めて検討する必要がある。本研

究では、労働者の特性のうち、外的要因から身を護るために必要な特性として“体力”、特に

疾患発症との強い関連が明らかにされている“心肺持久力（cardiorespiratory fitness：CRF）”

に着目する。平成 27～29年度に行った研究は、労働者の CRFを簡便かつ安全に評価するため

の評価方法の開発を目的とした。検討している新しい評価方法（仮称 HRmix）は、①簡易体力

測定から得られる情報（運動中と運動後の心拍数）、②運動状況を調査する質問紙から得られ

る情報（座位時間や生活活動強度）、③ウェアラブル機器から得られる情報（日常の身体活動

量や心拍数）を組み合わせた方法である。本稿では、これまでの実験室実験に参加した被験者

120 人のうち、データ処理を済ませ、解析可能となった 80 人のデータをまとめた結果を報告

する。CRFの妥当基準として測定した最大酸素摂取量（V
．
O2max）と HRmixの値を比較した解析で

は、HRmix が CRF測定法として一定の水準にあることが示された一方で、いくつかの課題（ウ

ェアラブルデータの取得方法や解析方法に改善の余地があること、対象者を増やし男女別に

検討する必要があることなど）も明らかとなった。次の段階は、得られた課題の解決に向けた

実験を進めつつ、HRmixの値と疾患関連データとの関連性を検討する疫学研究である。 
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CRF の代表的な評価指標は最大酸素摂取量（時

間微分の記号「・」を用いて V
．
O2maxと表記され

る。通常は分単位で算出されるので、その意味

は酸素消費量の分時最大値）であるが、V
．
O2max評

価のために行われる運動負荷試験では、対象者

に高強度運動を求めたり、熟練した測定者と高

額な装置が必要であったり、一人当たりの測定

に要する時間が長かったりするため、労働現場

では取り入れにくい面がある。また、V
．
O2maxに

ついてはいくつかの推定法が開発されてはい

るが、それらは必ずしも労働現場での活用を想

定していない上、妥当性の面で課題がある。 

一方、最近はウェアラブル機器の技術が向上

し、日常生活における様々な生体情報を継続的

に取得できる機器が多数開発されている。CRF

に関わるデータ（日常の身体活動量や心拍数な

ど）についても、ウェアラブル機器から得るこ

とができる可能性があるが、この分野の研究は

進んでいない。また、我々は労働者の身体活動

状況を調査する質問紙「労働者生活行動時間調

査票（JNIOSH-WLAQ）」を開発しており、こうい

った質問紙も CRF の評価に利用できるかもし

れない。これらのツールを最大限活用し、CRF

に関与すると思われる情報を効率的に取得す

ることで、CRFを簡便かつ安全に評価できれば、

過労死研究に CRF を組み入れることが可能と

なり、過労死やその関連疾患の防止策を講ずる

際に、労働者自身が自らの身を護ることに繋が

る要素として体力を含めた議論が可能となる。

そこで本研究では、簡易な体力測定にウェアラ

ブル機器や質問紙の情報を加えた新しい CRF

評価法の開発を目指し、実験を行った。 

 

Ｂ．研究方法 
本研究では、①簡易体力測定から得られる情

報（運動中と運動後の心拍数）、②運動状況を

調査する質問紙から得られる情報（座位時間や

生活活動強度）、③ウェアラブル機器から得ら

れる情報（日常の身体活動量や心拍数）を組み

合わせた新しい CRF 評価指標（心拍（Heart 

Rate）に関係する情報の組み合わせなので、仮

称を“HRmix”としている）を開発する（図 1）。 

平成 27 年度に HRmix の詳細を決めるための

予備実験を、平成 28～29年度に 30～60歳の労

働者を対象とした本実験を行った。 

（倫理面での配慮） 

本研究は計画の立案から実施に至るまで、ヘ

ルシンキ宣言及び「臨床研究に関する倫理指針

（厚生労働省）」に従って行った。研究実施に

当たっては、研究参加者に対して研究内容を説

明した上で、研究参加に関する同意文書に署名

を受けた。本研究は、労働安全衛生総合研究所

研究倫理審査委員会にて審査され、承認を得た

うえで行った（通知番号：H2744）。 

 

1）対象者 

本研究の対象者は、被験者募集を支援する業

者の協力により募集した 30～60 歳の労働者男

女 120人である。なお本稿では、対象者 120人

のうち、ウェアラブル機器から得たデータの処

理が済み、解析可能となった80人（男性45人、

女性 35人）のデータを用いた結果を示す。 

 

2）実験内容 

対象者は研究所の実験室に計 3回（3日）来

室し、身体計測、ステップ台を用いた体力測定

2種（JNIOSHステップテストと Chesterステッ

プテスト）、トレッドミルを用いた V
．
O2max測定、

質問紙調査（WLAQ for cardiorespiratory 

fitness: WLAQ_CRF）を行った。さらに対象者

には、実験期間中の約 1週間、2種類のウェア

ラブル機器を同時に装着することを求めた。 

 

2-1）体力測定 

JNIOSH ステップテスト（図 2-A）は、テンポ

が 1分毎に速まる（60, 80, 100 bpms）3分間

のステップ運動中の測定に運動後 2 分間の安

静時測定を加えた体力測定法である。JNIOSH

ステップテストのプロトコルは平成 27 年度の

予備実験で決定したものである。 

Chester ステップテスト（Buckley et al., 

Br J Sports Med, 2004)は、テンポが 2分毎に

早まる（60, 80, 100, 120, 140 bpms）ステッ

プ運動による体力測定法であり、運動中の心拍

数が対象者の最高心拍数（220-年齢）の 80%に

達した時点で測定終了となる。Chesterステッ

プテストでは、Buckley et alの論文内に示さ

れた方法により V
．
O2max推定値が算出される。 

HRmix の妥当基準となる V
．
O2maxは、トレッド

ミルと呼吸代謝分析装置を用いて Bruce 法に
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より測定した（図 2-B）。Bruce法は V
．
O2maxの適

切な評価方法として国際的に普及している。 

 

 
 

2-2）質問紙調査 

WLAQ（松尾ら，2017）は労働者の座位時間評

価を主目的とした全 10 問の質問紙である。本

研究では WLAQを CRF評価用に改変（5問追加）

した WLAQ_CRF を用いた。WLAQ_CRF は平成 27

年度の予備実験で考案した。 

 

2-3）ウェアラブル機器 

対象者に装着を求めたウェアラブル機器は、

活動強度を含めた日常の身体活動量を計測で

きる加速度センサー付き活動量計（オムロン

HJA-750C）（図 3-A）と、日常の心拍数を連続的

に計測できる心拍センサー（ユニオンツール

myBeat）（図 3-B）を用いた。対象者は測定期間

中、HJA-750C を腰部に、また、myBeat を電極

付きの専用ベルトを用いて胸部に装着した。い

ずれの機器も装着期間は 1週間程である。 

 

 

2-4）HRmixの候補因子 

本研究における測定項目のうち、HRmixに含

める情報の候補は、JNIOSH ステップテストか

ら得られる心拍数、WLAQ_CRF から得られる得

点、ウェアラブル機器（HJA-750Cおよび myBeat）

から得られる身体活動や心拍の情報、性別、年

齢、体格（body mass index: BMI）である。 

 

3）データ解析 

データ解析には、妥当基準とする V
．
O2maxを従

属変数、ウェアラブル、ステップテスト、質問

紙それぞれから得られる情報及び性別（男性 1、

女性 0）、年齢を独立変数とした重回帰分析を

用いた。解析は統計解析ソフトウェア（SAS9.3）

を用いた。 

 

 
 

Ｃ．研究結果 
表 1に分析対象者の基本情報を示す。本研究

の対象者の V
．
O2max平均値は、男性 42.0 ± 5.4 

ml/kg/min、女性 34.9 ± 5.5 ml/kg/min であ

り、鈴木（体力科学，2009）が示した日本人の

年齢別基準値（40-45 歳の男性の基準値 46.3 

ml/kg/min，女性の基準値 37.1 ml/kg/min）と

照合した結果、本研究の対象者の CRF平均値は

男女とも基準値よりやや低めであった。 

妥当基準である V
．
O2maxとの関連が認められた

主な HRmix 候補因子は、性別（r = 0.55, 

P<0.01）、年齢（r = -0.34, P<0.01）、BMI（r 

= -0.22, P<0.05）、JNIOSH ステップテストに

おける 3ポイント（運動開始後 2分目と 3分目

及び運動終了後安静時 1分目）の心拍数の合計

値（r = -0.49, P<0.01）、WLAQ_CRFにおける 3

つの質問（勤務中、勤務日の余暇時間、休日そ

れぞれの身体活動の強度に関する質問、各質問

の点数は 1～4 点、点数が高いほど活動強度が

高い）の合計得点（r = 0.29, P<0.01）及び

HJA-750Cによる 6 METs以上（METs は運動強度

の単位。安静時が 1 METである）の身体活動時

間の割合（r = 0.19, P=0.10）であった。V
．
O2max
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に対するそれぞの寄与率（R2）を図 4 に示す。 

V
．
O2maxを従属変数、V

．
O2max との関連が認めら

れた HRmix 候補因子を全て独立変数に含めた

重回帰分析を施した結果、HRmix 候補因子によ

る寄与率（調整済み R2）は 73%となった（図 5）。 

一方、Chesterステップテストから得た情報

を用いて算出した V
．
O2max推定値は、男性 46.4 ± 

11.1 ml/kg/min、女性 37.1 ± 7.1 ml/kg/min
（全体 42.4 ± 10.6 ml/kg/min）であり、実測

値との相関係数は r = 0.65（P<0.01）であっ

た。また、実測値を従属変数、推定値及び性別

（Chester ステップテストでは V
．
O2max 推定値

を算出する過程で年齢の情報は含まれるが、性

別の情報は含まれないため）を独立変数とした

回帰分析から得られた寄与率（調整済み R2）は

49%であった。 

  

Ｄ．考察 
1）HRmix 候補因子と V

．
O2maxとの関係 

本研究では、労働者の CRFを簡便かつ安全に

評価できる検査手法（HRmix）の開発を目的に、

被験者実験に参加した 80 人のデータを解析し

た。HRmix の候補因子のうち、妥当基準とした

V
．
O2maxへの寄与率が高かったのは以下の項目で

あった（寄与率 R2の高い順）。 

1.性別（寄与率 29%） 

2.JNIOSH ステップテストで計測した①運動開

始後 2分目、②同 3分目、③運動終了後安静

時 1 分目の各心拍数の合計値（寄与率 24%） 

3.年齢（寄与率 10%） 

4.WLAQ_CRF の 3 質問（勤務中、勤務日の余暇

時間、休日それぞれの身体活動の強度に関す

る質問）の合計得点（寄与率 8%） 

5.BMI（寄与率 4%） 

6.HJA-750Cによる 6 METs以上の身体活動時間

の割合（寄与率 2%） 

以上の 6 因子全てを HRmix の構成因子とし

た場合の寄与率（調整済み R2）は 73%である。 

2）JNIOSHステップテスト 

本研究では、HRmix による CRF 評価を他の

CRF 評価法と比較検討するため、対象者には

JNIOSH ステップテストとは別日に Chester ス

テップテストによる測定を求め、同テストによ

る CRF 評価（V
．
O2max推定値算出）を行った。

Chester ステップテストは、様々なステップテ

ストプロトコルの中でも優良な方法として知

られている CRF評価法である（Bennett et al., 

Sports Med. 2015）。V
．
O2max実測値への寄与率

（調整済み R2）が HRmixで 73%、Chester ステ

ップテストによる方法で 49%であったことを

考えると、HRmix による CRF評価は一定水準に

達していると考えられる。また、HRmixの構成

因子である JNIOSH ステップテストと Chester

ステップテストの運動の内容を比較してみる

と、JNIOSH ステップテストは、Chesterステッ

プテストより所要時間が短く、運動強度も低い。 

JNIOSH ステップテストから得られる情報を

HRmixに含めるに当たっては、どのようなパラ

メータを採用するかを検討する必要がある。本

研究では、様々な分析を試みた結果、①運動開

始後 2分目、②同 3分目、③運動終了後安静時

1分目の計 3ポイントの心拍数の合計値を採用

した。この値と V
．
O2max実測値とは負の相関関係

（r = -0.49）にある。これは 3ポイントの心

拍数合計値が低い人ほど V
．
O2max実測値が高い

（体力水準が高い）ことを示している。3ポイ

ントの合計値が低いことは、図 6のように作図

した図形の面積が小さいことを示す。運動時の

心拍が上がりにくかったり、運動後の心拍が下

がりやすかったりすると面積は小さくなる。 

 
3）ウェアラブル機器 

HRmixの開発にあたっては、ウェアラブル機

器から得られる情報を CRF 評価に含めること

を目指している。しかし、これまでの解析では、

ウェアラブル機器からの情報で V
．
O2max実測値へ

の寄与が認められたのは HJA-750C から得られ
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た「6 METs 以上の身体活動時間の割合」のみ

であり、日常の心拍情報を HRmix の構成因子に

含めることは出来ていない。ウェアラブル機器

を用いることで 1分単位の心拍数が、起床時か

ら就寝時までを 1 日として、計 7 日分得られ

る。大量の心拍情報をいかに処理し、どのよう

なパラメータを作成するかは重要な課題であ

るが、現段階で分析を試みたパラメータはごく

一部である。データマイニング手法を用いるな

ど、さらなる解析が必要である。 

4）今後の課題 

一方、今後検討すべき事項として、心拍情報

を得るためのウェアラブル機器の選定が挙げ

られる。本研究では日常の心拍情報をいかに取

得するかが研究開始当初からの重要課題であ

った。日常の心拍数を計測できるウェアラブル

機器はすでに多数市販されているが、研究で使

用するためには、ウェアラブル機器で捉えた心

拍データを機器の画面上で表示させるだけで

なく、電子データとして取り出す必要がある。

それを可能とする機器は研究開始時点では

myBeat のみであった。しかし、myBeat は電極

付き専用ベルトを用いて胸部に装着するタイ

プであり、長時間連続的に装着することを想定

していない機器である。そのため連続装着が被

験者の負担となり、7日間の連続装着が出来な

かったり、ベルト装着箇所のずれにより正常な

データが取得できなかったりするケースが少

なくなかった。今後の研究では、日常の心拍情

報の取得手段を改善させ

る必要がある。現在は、

Polar A370（図 7）のよう

に、腕時計タイプのウェ

アラブル機器で心拍（脈

拍）を連続的に計測でき、

電子データとして取り出

し可能な機器が市販され

ている。今後の候補機器

として検討したい。 

HRmix 開発に向け本研究で明らかとなった

別の課題は、V
．
O2max実測値への性別の寄与率が

高かった点である。対象者数が少ない本研究で

は分析を男女混合で行ったが、今後は対象者数

を増やし、男女それぞれで検討する必要がある。 

 

Ｅ．結論 
本研究により、開発した HRmix は労働者の

CRF を簡便かつ安全に評価する検査手法とし

て実現可能性があることが示された。ウェアラ

ブルデータの取得方法や解析方法を改善した

り、対象者を増やし男女別に検討したりするこ

とが今後の課題である。一方、HRmix研究の次

の段階は、HRmix と疾患データとの関連性を検

討する大規模な疫学研究である。過労死やその

関連疾患の防止策の検討に HRmix を活かすべ

く研究を進展させたい。 
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Cross-sectional Internet-based survey of Japanese permanent
daytime workers’ sleep and daily rest periods
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Rina So1, Shun Matsumoto1, Takashi Yamauchi1 and Masaya Takahashi1

1National Institute of Occupational Safety and Health, Japan Organization of Occupational Health and Safety, Japan

Abstract: Objectives: This study aimed to describe the
sleep quantity, sleep quality, and daily rest periods
(DRPs) of Japanese permanent daytime workers. Meth-
ods: Information about the usual DRP, sleep quantity,
and sleep quality (Japanese version of the Pittsburgh
Sleep Quality Index: PSQI-J) of 3867 permanent daytime
workers in Japan was gathered through an Internet-
based survey. This information was analyzed and di-
vided into the following eight DRP groups: <10, 10, 11,
12, 13, 14, 15, and �16 h. Results: The sleep durations
for workers in the <10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and �16 h
DRP groups were found to be 5.3, 5.9, 6.1, 6.3, 6.5, 6.7,
6.7, and 6.9 h, respectively. The trend analysis revealed
a significant linear trend as the shorter the DRP, the
shorter was the sleep duration. The PSQI-J scores for
the <10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and �16 h DRP groups
were 7.1, 6.7, 6.7, 6.3, 6.0 (5.999), 5.6, 5.2, and 5.2, re-
spectively. The trend analysis revealed a significant lin-
ear trend as the shorter the DRP, the lower was the
sleep quality. Conclusions: This study described sleep
quantity, sleep quality, and DRP in Japanese daytime
workers. It was found that a shorter DRP was possibly
associated with poorer sleep quantity as well as quality.
(J Occup Health 2018; 60: ★★★-★★★)
doi: 10.1539/joh.17-0165-OA

Key words: Inter-work intervals, Sleep problems, Sleep
time

Introduction

Working for long hours causes adverse health effects1,2).
Japan indicated the longest paid working hours among all
the 26 member countries of the Organization for Eco-
nomic Co-operation and Development 3) . Measures are
necessary to prevent long working hours in Japan.

Daily rest period (DRP) is an interval between the end
of one workday and the beginning of the following work-
day. Sufficient DRP is necessary to prevent long working
hours. The European Union’s (EU’s) working time direc-
tive states that EU workers have the right to take “a mini-
mum DRP of 11 consecutive hours every 24 hours.”4) Al-
though, to our knowledge, there was no scientific basis
that EU has defined DRP as more than 11 h, this interval
is expected to directly secure the minimum acceptable
consecutive rest time and indirectly limit working hours
in a day for improved workers’ health. According to a
survey by the Ministry of Health, Labour and Welfare Ja-
pan, only 2.2% of 1743 Japanese companies introduced
an interval system5). The Japanese government encourages
the introduction of the interval system6).

DRP contains sleep duration, leisure time, and com-
muting time. Among them, it is well known that adequate
amount of sleep is needed to recover from work, with
poor sleep quantity and quality being found to be associ-
ated with several health problems such as stroke7), coro-
nary heart disease8), depression9), and death10). However,
little is known about the relation between DRP, sleep
quantity, and sleep quality in not only the EU but also Ja-
pan. Ikeda et al.11) categorized 54 Japanese daytime em-
ployees at an information technology (IT) company into
long and short DRP groups of 12, 13, and 14 h and com-
pared them in order to find the differences. The results
showed that a short sleep duration and poorer sleep qual-
ity were found in the short DRP group compared with the
longer DRP groups for the 12 h DRP criteria; however,
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no differences were found between the 13 and 14 h DRP
groups; however, sleep duration and quality for the 11 h
DRP groups could not be compared because of the small
sample size. Further, as this study focused only on IT
workers, the results could not be generalized to the wider
business community. Therefore, the actual relation be-
tween DRP and sleep duration and quality in Japanese
daytime workers is unclear.

The aim of this study was to describe DRP and sleep
quantity/quality of Japanese permanent daytime workers.
We hypothesized that workers with a longer DRP had
longer sleep duration and better sleep quality.

Subjects and Methods

Survey and Sample
An Internet survey was conducted in Japan in Novem-

ber 2016. Data were collected through an Internet-based
investigation through a research company that randomly
sent e-mail participation requests to workers enrolled by
the research company. The workers then accessed the
web site URL attached to the e-mail and completed the
survey, and all of them received reward points from the
company. The first 10,000 workers ( age range : 20-64
years) who adapted the sample population selection that
was based on a composition ratio of sex, age group (20-
29, 30-39, 40-49, 50-59, and 60-64 years), and major in-
dustry (16 business types) as reported in the Labour Force
Survey were recruited ; this survey is conducted every
month by the Statistics Bureau, Ministry of Internal Af-
fairs and Communications, Japan, to elucidate the current
state of employment and unemployment. Employee types
are as follows : self-employed, family worker, or em-
ployee (permanent worker, part-time worker, dispatched
worker, contract employee, entrusted employee, and
other) . According to the Labour Force Survey, the 16
business types are as follows: 1: agriculture and forestry;
2 : construction; 3 : manufacturing; 4 : information and
communications ; 5 : transport and postal activities ; 6 :
wholesale and retail trade; 7: finance and insurance; 8:
real estate and goods rental and leasing; 9: scientific re-
search and professional and technical services ; 10: ac-
commodations and eating and drinking services ; 11 :
living-related and personal services and amusement serv-
ices; 12: education and learning support ; 13: medical,
health care, and welfare ; 14 : compound services ; 15 :
services, not elsewhere classified; 16: government, except
elsewhere classified.

As the present study was focused on the relation be-
tween DRP and sleep in permanent daytime workers,
nighttime shift workers (n=1946) were excluded. Non-
permanent workers such as part-time workers, dispatch
workers, contract employees, and entrusted employees (n
=3126) were also excluded as the working style for non-
permanent workers is diverse and could potentially have

caused wider DRP and sleep duration distributions.
Workers who had clearly different patterns from daytime
workers and did not meet the following conditions were
also excluded (n=1061), for example, beginning of work
between 5:00 am and 11:59 am, end of work between
3:00 pm and 4:59 am, bedtime between 9:00 pm and 3:00
am, waking time between 3:01 am and 9:59 am, a DRP
longer than sleep duration, and a leisure time and round-
trip commute time �0 min. The final sample, therefore,
comprised 3867 permanent daytime workers.

All participants provided web-based informed consent,
and this study was approved by the Research Ethics Com-
mittee of the National Institute of Occupational Safety
and Health, Japan.

Measures
The demographic data collected were sex, age (years),

employment type [permanent worker, part-time worker,
dispatched worker, contract employee, entrusted em-
ployee, and other], presence or absence of midnight shift,
business type (16 types) , smoking status (0 = current
smoker, 1 = non-smoker or ex-smoker ) , alcohol fre-
quency (1 = almost never, 2 = 1-2 days/week, 3 = 3-5
days/week, and 4 = more than 6 days/week), job tenure
(years), and years of experience (years).

The workers’ living activity-time questionnaire
(JNIOSH-WLAQ)12) was used to gather information about
the average DRP, sleep durations, leisure times, and
round-trip commute times during the previous month.
The questionnaire asked about the average in the previous
month for bedtime of the previous work day, waking time
on work days, and presence or absence of the need to
commute; if commuting, the beginning and end times of
the commute and the work end time; and if not commut-
ing, the work beginning and end times. DRP was calcu-
lated as the interval from the “end of working hours” to
the “beginning of working hours (no commute)” or “end
time after the commute (commute).” Sleep duration was
calculated from “bedtime of the previous work day” to
the following “waking time on workdays.” The commute
time for commuting participants was the duration from
the “beginning time of the commute” in the mornings to
the “end time of the commute” in the evening; the com-
mute time for participants who did not commute was set
at 0 h. Leisure time was calculated as the time remaining
after sleep and commute times were subtracted from
DRP.

The Japanese version of the Pittsburgh Sleep Quality
Index (PSQI-J)13) was used to determine sleep quality dur-
ing the previous month. The PSQI-J includes 18 items-
bedtime, sleep onset latency, waking time, sleep duration,
sleep disturbances, sleep quality, use of sleep medication,
and daytime dysfunction during the previous month. The
total PSQI-J score (range 0 to 21) indicates sleep quality
with higher scores indicating greater sleep complaints.

ｙ ｇ ｙ
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Although the cutoff point for primary insomnia was set at
5.5, the actual cutoff point was�6 as the PSQI-J is calcu-
lated in 1-point intervals. The reliability and validity of
the PSQI-J has been confirmed13).

Analysis
Participants were categorized into the following eight

DRP groups: (1) <10 h, (2) 10 h (10 h-10 h59 min), (3)
11 h (11 h-11 h59 min), (4) 12 h (12 h-12 h59 min), (5)
13 h (13 h-13 h59 min), (6) 14 h (14 h-14 h59 min), (7)
15 h (15 h-15 h59 min), and (8)�16 h group. Sleep dura-
tions, PSQI-J scores, leisure times, round-trip commute
times, and workday bedtimes and waking times were ana-
lyzed using a one-way analysis of covariance, in which
the independent variable was the DRP group and the co-
variates were sex, age, business type, smoking status, and
alcohol consumption frequency. Post hoc comparisons
were performed using the Bonferroni procedure. The
trend analysis was used to assess the relation between
DRP duration and sleep duration, PSQI-J score, leisure
time, bedtime, wake-up time, and round-trip commute
time. Pearson’s correlation analyses were conducted to
examine the relation between DRP and sleep duration,
leisure time, and round-trip commute time. All the statis-
tical analyses were conducted using SPSS version 24.0
for Microsoft Windows ( IBM Company, New York,
USA).

Results

Of the 10,000 initial participants enrolled by the re-
search company, this study analyzed 3867 permanent
daytime workers. Table 1 provides the demographic data
for the participants of whom 35% were females, the mean
age was 42.7 ± 11.0 years, and the average work day was
10.1 ± 1.4 h. The sample was roughly similar to the aver-
age ratio of Japanese workers in each business types as
reported in the Labour Force Surveys in November
201614). The number of participants in each of the DRP
groups was as follows: <10 h-49 (1%), 10 h-94 (2%), 11
h-187 (5%), 12 h-470 (12%), 13 h-857 (22%), 14 h-1488
(38%), 15 h-588 (15%), and�16 h-134 (3%).

Fig. 1 depicts the sleep durations for each DRP group.
As can be seen, sleep duration varied from around 5 h for
the <10 h DRP group to nearly 7 h for the �16 h DRP
group. The analysis of covariance for sleep duration re-
vealed a significant main effect for the group [F(7, 3859)
= 29.397, p<0.001]. Post hoc tests revealed that although
sleep duration was significantly longer in the 14, 15, and
�16 h groups than in the <10-13 h groups (all p<0.001),
there were no significant differences found between the
14, 15, and�16 h groups.

Fig. 2 shows the PSQI-J scores for each group. The
analysis of covariance for the PSQI-J score revealed a
significant main effect for the group [F ( 7, 3859 ) =

12.890, p<0.001]. Post hoc tests revealed that the PSQI-J
scores were lower for the 14 and 15 h groups than for the
<10-13 h DRP groups (all p<0.05) and were also lower
for the�16 h group than for the <10-12 h groups (all p<
0.01). There were no significant differences in other pairs.

Table 2 shows the leisure time, round-trip commute
time, bedtime, and wake-up time for each group. The
analysis of covariance for leisure time revealed a signifi-
cant main effect for the group [F(7, 3859) = 382.523, p<
0.001], and post hoc tests revealed that there were signifi-
cant differences between all pairs (all p<.01). The analy-
sis of covariance for round-trip commute time revealed a
nonsignificant main effect for the group [F(7, 3859) =
1.814, n.s.]. In addition, Pearson’s correlation analyses re-
vealed that sleep duration (r=0.208, p<0.001) and leisure
time (r=0.682, p<0.001 ) were significantly correlated
with DRP, but round-trip commute time was not signifi-
cantly correlated with DRP (r=−0.008, n.s.). There was a
significant difference in the correlation coefficient be-
tween sleep duration and leisure time (t=23.57, df=3864,
p<0.001), suggesting that DRP was more associated with
leisure time than with sleep time.

The analysis of covariance for bedtime revealed a sig-
nificant main effect for the group [F(7, 3859) = 8.335, p
<.001]. Post hoc tests revealed that bedtime was later for
the <10 and 10 h groups than for the 12 to �16 h groups
(all p<0.05). In addition, bedtime was later for the 11 h
group than for the 14 h group (p<0.05). The analysis of
covariance for waking time revealed a significant main
effect for the group [F(7, 3859) = 14.503, p<0.001]. Post
hoc tests revealed that waking time was earlier for the
<10, 11, and 12 h groups than for the 14 to �16 h groups
(all p<0.05).

The trend analyses revealed significant linear trends for
sleep duration, PSQI-J score, leisure time, bedtime, and
wake-up time (all p<0.001), indicating that the shorter the
DRP, the shorter is the sleep duration and leisure time, the
worse is the sleep quality, the later is the bedtime, and the
faster is the wake-up time. On the other hand, no signifi-
cant linear trends were found for round-trip commute
times (n.s.). In addition, although gender differences were
analyzed in all variables, almost the same results were
found.

Discussion

This study aimed to describe the DRP, its components,
and sleep quality in Japanese permanent daytime workers.
Those with a shorter DRP tend to show shorter sleep du-
ration and lower sleep quality, as we hypothesized. We
also found that workers with a shorter DRP had shorter
leisure time, went to bed later, and woke up earlier on a
work day.

We also evaluated the association between sleep dura-
tion and DRP. Sleep duration was shorter than 6 h in
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Table　1.　Demographic data for participants (N = 3867)

Mean (SD) or %

All 
(N = 3867)

Men 
(n = 2512)

Women 
(n = 1355)

Age (years) 42.7 (11.0) 44.2 (10.7) 40.0 (11.0)
Job tenure (years) 13.6 (10.6) 14.7 (10.9) 11.4 (9.5)
Year of experience (years) 9.0 (8.4) 9.2 (8.7) 8.6 (7.9)
Working hours (hours) 10.1 (1.4) 10.4 (1.4) 9.6 (1.2)
Daily rest period (hours) 13.9 (1.4) 13.6 (1.4) 14.4 (1.2)
PSQI-J score 5.8 (2.9) 5.7 (2.8) 6.0 (2.9)
Sleep duration (hours) 6.5 (1.1) 6.5 (1.1) 6.6 (1.1)
Leisure time (hours) 6.0 (1.7) 5.7 (1.7) 6.6 (1.7)
Round-trip commute time (hours) 1.4 (1.0) 1.4 (1.0) 1.2 (0.9)
Start of working hours 8.3 (0.8) 8.3 (0.8) 8.5 (0.7)
End of working hours 18.4 (1.3) 18.6 (1.3) 18.1 (1.1)
Bedtime 23.7 (1.1) 23.7 (1.2) 23.7 (1.1)
Wake-up time 6.3 (0.9) 6.2 (0.9) 6.3 (0.9)
Smoking status (Current smoker) 26% 20% 6%
Frequency of alcohol drinking
almost never 46% 26% 20%
1-2/3-5/6 days (per week) 22/11/21% 15/8/17% 8/3/4%

Business types
Agriculture and forestry  1%  2%  1%
Construction 10%  8% 13%
Manufacturing 20% 20% 21%
Information and communications  5%  4%  5%
Transport and postal activities  4%  4%  4%
Wholesale and retail trade 16% 18% 14%
Finance and insurance  3%  4%  3%
Real estate and goods rental and leasing  3%  3%  3%
Scientific research, professional, and technical services  4%  4%  4%
Accommodations, eating, and drinking services  3%  3%  2%
Living-related and personal services and amusement services  3%  3%  3%
Education, learning support  5%  6%  4%
Medical, health care, and welfare 12% 12% 13%
Compound services  1%  1%  1%
Services, not elsewhere classified  6%  7%  5%
Government, except elsewhere classified  4%  4%  4%

Footnote. SD: standard deviation. PSQI-J: Pittsburgh Sleep Quality Index (Japanese version).

workers with a DRP of less than 11 h. Sleep duration of
workers with a DRP of 14 h and more was longer than for
workers with a DRP of less than 14 h. There were no sig-
nificant differences in the sleep durations among the 14,
15, and �16 h DRP groups. The National Sleep Founda-
tion15) recommends 7-9 h of sleep duration and has stated
that less than 6 h sleep is not recommended for adults
(26-64 years). Sleep duration of less than 6 h was re-
ported as a risk for several health outcomes such as
stroke 7) , coronary heart disease 8) , and common cold 16) .
Therefore, given the link between short sleep duration

and these health problems, it is expected that the groups
with a DRP of less than 11 h, comprising those who have
short sleep duration, might be at a risk for these future
diseases. As well as sleep duration, both bedtime and
wake-up time linearly associated with DRP. It suggests
that shortage of sleep duration was caused by not only
later bedtime but also earlier wake-up time.

We examined the association between average sleep
quality and DRP. The mean PSQI-J score for workers
with a DRP of less than 13 h was above 6 points. As the
PSQI-J’s cutoff point for the primary insomnia score is
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Fig.　1.　Relation between daily rest periods and sleep dura-
tion. Mean sleep duration is an estimated marginal 
value that is adjusted for sex, age, business type,
smoking status, and alcohol frequency. The error
bars indicate the standard error.

Fig.　2.　Relation between daily rest periods and sleep quality 
(Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI-J) score). The
mean PSQI-J score is an estimated marginal value 
that is adjusted for sex, age, business type, smoking 
status, and alcohol frequency. The error bars indicate 
the standard error. aThe cutoff point for primary in-
somnia was ≥6.0. The 13 h DRP group was not over
the cutoff point.

Table　2.　Mean (SE) bedtime, wake-up time, leisure time, and round-trip commute time in each group

Daily rest 
period

Mean (SE)

Leisure time 
(hour)

Round-trip commute time 
(hour)

Bedtime 
(hour)

Wake-up time 
(hour)

<10 hours 2.5 (0.2) 1.2 (0.1) 24.4 (0.2) 5.7 (0.1)
10 hours 3.4 (0.1) 1.3 (0.1) 24.3 (0.1) 6.1 (0.1)
11 hours 4.1 (0.1) 1.4 (0.1) 23.9 (0.1) 6.0 (0.1)
12 hours 4.7 (0.1) 1.4 (0.0) 23.8 (0.1) 6.1 (0.0)
13 hours 5.7 (0.0) 1.4 (0.0) 23.7 (0.0) 6.2 (0.0)
14 hours 6.5 (0.0) 1.3 (0.0) 23.6 (0.0) 6.3 (0.0)
15 hours 7.1 (0.1) 1.4 (0.0) 23.8 (0.0) 6.5 (0.0)
≥16 hours 8.5 (0.1) 1.2 (0.1) 23.7 (0.1) 6.6 (0.1)

Mean bedtime, wake-up time, leisure time, and round-trip commute time are estimated marginal values 
adjusted for sex, age, business type, smoking status, and alcohol frequency.

5.5 (i.e.,�6) points, these results indicated that some day-
time workers with a DRP of less than 13 h may deterio-
rate sleep quality. Workers with a DRP of 14 h and those
with more than 14 h were found to have a higher sleep
quality than workers with a DRP of less than 14 h. No
significant differences were found in the sleep quality
among workers with a 14, 15, and �16 hour DRP. Poor
sleep quality has been associated with several health is-
sues such as cardiovascular disease17) , depression9) , and
death 10) . Therefore, given the link between poor sleep
quality and these health problems, it is expected that the
groups with a DRP of less than 13 h, comprising those
who have poor sleep quality, might be at a risk for these
future diseases.

Although we described the relationships between DRP
and sleep duration and quality in Japanese permanent
daytime workers, a weekly working hour limit should be
discussed. The minimum 11 h DRP a day allows a maxi-

mum work duration of 65 h a week (five weekdays) ,
which is excessively long working hours. The EU’s
Working Time Directive recommend a minimum DRP
along with a limit to weekly working hours, which must
not exceed 48 h on average, including any overtime4). It is
necessary to establish both a minimum DRP and a weekly
working hour limit also in Japan.

For the relation among DRP, sleep duration, leisure
time, and commute time, DRP correlated with sleep dura-
tion and leisure time, suggesting that workers with longer
DRP have longer sleep duration and leisure time. On the
other hand, the correlation between DRP and sleep dura-
tion was relatively weak compared with leisure time, and
there were no significant differences in the sleep dura-
tions among the 14, 15, and�16 h DRP groups. These re-

ｙ ｇ ｙ
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sults suggest that Japanese daytime workers with a certain
DRP (more than 14 h) may prioritize (or be prioritized)
ensuring leisure time over sleep duration. Winwood et
al.18) reported that behavior during leisure time activities
such as exercise, creative (hobby) activities, and social
activities was associated with fatigue recovery; this sug-
gests that ensuring leisure time is important to workers’
health. On the other hand, as described above, 7-9 h of
sleep duration were recommended for adults ( 26-64
years)15). Although Kosugo19) reported that a DRP of more
than 14 h is recommended to ensure an 8 h sleep duration,
the actual mean sleep duration for daytime workers with a
DRP of 14 h was 6.7 h in the present study. As a DRP of
14 h has a chance of ensuring 8 h sleep duration19), it is
desirable to obtain the leisure time with ensuring the rec-
ommended sleep duration (7-9 hours)15).

This study had several limitations. First, we did not
have information on whether the companies to which the
participants belonged employed any interval systems.
Second, in sample selection, we did not consider whether
the participants were permanent workers. As a result,
about 30% of the participants were nonpermanent work-
ers, and thus, we did not use their data for the analyses.
Third, leisure time would include unpaid work such as
housekeeping and caregiving, which may also influence
sleep duration and/or sleep quality. Fourth, the sleep du-
ration was subjectively assessed. It could be longer than
the objective sleep durations measured using objective
measurements (e.g., polysomnography)20). Finally, a web
survey would cause sampling biases. It could be possible
that some workers were too busy to participate in this sur-
vey, which resulted in a biased sample that included
fewer busy workers.

Although this study had some limitations, we describe
sleep quantity, sleep quality, and DRP in Japanese day-
time workers of a wider business community. Longer
DRP was associated with longer sleep durations and bet-
ter sleep quality. This finding is important because little is
known about the relation between DRP and sleep for day-
time workers.
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Abstract   This study examined the association between health-related risks and sitting time in 
three different domains covering a worker’s typical life. We investigated the beneficial effect of 
replacing sitting time with standing/walking time in the workplace using the isotemporal sub-
stitution model (ISM). The survey was administered through the Internet. We recruited 11,729 
Japanese workers by approximating industry ratios based on the 2015 Japan Labor Force Sur-
vey. The sitting times of specific domains, i.e. while working (during working time), workday 
leisure time, and non-workday leisure time were collected by a validated questionnaire. We 
used multiple logistic regression analyses to determine associations between health-related 
risks and sitting time. Using the ISM approach, we estimated associations when we replaced 
sitting with standing/walking in the workplace, and included a model that examined subgroups 
of workers with and without exercise habits. The analyses involved 9,524 workers (43.4 ± 11.1 
years). The longest sitting time (>7.7 h) while working (during working time) was associated 
with significant odds ratios (ORs) of diabetes (OR = 1.41, 95% CI 1.05-1.90), hyperlipidemia 
(1.58, 1.23-2.01) when compared to the shortest sitting time (<3.8 h). Replacing 1 h/day of sit-
ting with an equal amount of standing/walking at the workplace was associated with a 4% de-
crease in risk for hyperlipidemia and 7% for heart disease. Furthermore, these results were no-
ticeable for workers with non-exercise habits. In conclusion, this study suggests that, especially 
in the workplace, extended sitting time is associated with the risk of disease, and that replacing 
occupational sitting with standing can effectively reduce the risk of disease in workers, particu-
larly for those with non-exercise habits.
Keywords : occupational health, sitting time, workplace, isotemporal substitution model

Introduction

   Long sitting time is a significant public health concern. 
Epidemiological studies show that long periods of sitting 
is associated with metabolic disease1,2) and adversely af-
fects mental health3). It also affects all-cause mortality4) 
independent of physical activity. In recent years, because 
of a sedentary work environment and increased automa-
tion, workers now spend about one third to one half of 
their work time sitting5). If we consider sitting time in the 
workplace as a deleterious health exposure factor, then 
time spent sitting during work has important occupational 
and public health implications6). Although previous stud-
ies have shown that occupational sitting time was as-
sociated with a higher health risk7-9), other studies have 
not shown an association between occupational physi-
cal activity and risk of disease10,11). Furthermore, some 
studies12,13) found an increased risk of disease in active 
workers compared to sedentary workers. Thus, whether 

occupational sitting time increases health risk is still con-
troversial. A systematic review14) of the various techniques 
for measuring sitting time is needed to help explain the 
discrepancies.
   Recently, we developed the Worker’s Living Activity-
time Questionnaire (WLAQ), which primarily evaluates 
a worker’s sedentary behavior. Our previous studies15,16) 
and another study17) showed that asking for the percentage 
of time rather than the absolute length of time spent sit-
ting improved the questionnaire’s properties. The WLAQ 
allowed us to measure time spent sitting and standing/
walking separately during three different domains: while 
working, workday leisure time, and non-workday leisure 
time. In this study, we extend our earlier finding that to 
fully understand the relationship between sitting time 
in the workplace and health-related risks for workers, it 
is important to obtain prevalence estimates of the total 
amount of time spent sitting. Identifying the relationship 
between sitting time and health-related risks may provide 
anwers for dealing with such risks. Hence, the first pur-
pose of this study was to examine the association between *Correspondence: rina.so.2008@gmail.com

Research Center for Overwork-Related Disorders, National Institute of Occupational Safety and Health, 6-21-1 Nagao, 
Tama-ku, Kawasaki, Kanagawa 214-8585, Japan
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health-related risks and sitting time in three domains in a 
sample of Japanese workers from a range of employment 
sectors using the WLAQ. Clarifying to what extent each 
type of physical activity, including sitting or standing/
walking in the workplace, is related to risk of disease can 
lead to development of evidence-based recommendations 
regarding physical activity in the workplace.
   The isotemporal substitution model (ISM) can examine 
the effects of displacing one type of activity with another 
type of activity for an equal amount of time18). In general, 
individuals spend each 24-hour day occupied in various 
physical activities, and a decrease in any specific activity 
requires an equal time substitution with another activ-
ity. The greatest advantage of the ISM is that it considers 
interdependence and substitution effects; its results are 
more reflective of real life with better interpretability 
compared to typical models.  
   Although in the field of sedentary behavior research, 
almost all studies using the ISM are based on data col-
lected via an accelerometer, the ISM is also applicable to 
research using questionnaires. However, when applying 
the ISM, the total amount of activity time must be deter-
mined. Conventional questionnaires, such as the Interna-
tional Physical Activity Questionnaire (IPAQ), do not in-
clude the concept of “total time” making them difficult to 
incorporate into the ISM. On the other hand, the WLAQ 
can calculate the total time of a worker’s three typical 
domains. With regard to our secondary purpose, the pres-
ent study focuses on the estimated replacement effects of 
occupational sitting time on health-related risks using the 
ISM. To our knowledge, the association between sitting 
time in different domains and health-related risks has not 
been investigated using the ISM approach. 

Methods

Participants and procedures.   This cross-sectional sur-
vey started in 2016 with participants answering a self-
completed questionnaire that was administered through 
the Internet. We recruited participants with the goal of 
sampling a wide range of employment types based on 
the composition ratio of employed persons according to 
gender, age group (20 to 65 years old) and industry type 
listed in the 2015 Japan Labor Force Survey (Ministry 
of Internal Affairs and Communications)19). Data were 
collected through an internet-based investigation using a 
research company with a voluntary registrant of approxi-
mately 11,300,000 people. The research company ran-
domly sent e-mail invitations for participation to enrolled 
workers. The workers then agreed to participate in health-
related surveys, and they earned points available through 
the Internet according to their answer status. Through the 
Internet, 11,729 people responded. After carefully evalu-
ating the responses, we excluded 1,573 respondents due 
to inappropriate answers or lack of data. We also excluded 
632 of the part-time employees to equalize working hours 

for statistical purposes. Finally, 9,524 participants were 
selected for this study. This study was conducted in ac-
cordance with the guidelines proposed in the Declaration 
of Helsinki. The Ethics Committee of the National Insti-
tute of Occupational Safety and Health, Japan, reviewed 
and approved the study protocol (H2742). All participants 
were provided web-based informed consent.

Socio-demographic attributes.   The socio-demographic 
variables included gender, age, type of employment (reg-
ular staff, temporary worker, contract employee, entrusted 
employee, others), presence or absence of shift work and 
type of industry (16 categories) based on the Japanese 
Ministry of Internal Affairs and Communications.

Exposure variables.   The WLAQ15,16) is a self-adminis-
tered questionnaire that can measure time spent sitting 
and walking (including standing) separately in three dif-
ferent domains covering a worker’s typical weekly life, 
such as while working, workday leisure time, and non-
workday leisure time. Briefly, the WLAQ asks the partici-
pant for the proportion of time spent sitting or walking/
standing in a particular time period (e.g., total work time 
per day). The WLAQ also asks for bedtime, rising time, 
work start time and work end time on a typical day in the 
previous month. From this information, we can calculate 
the number of minutes per day participants spent sitting 
or walking/standing for each of the three domains. The 
proportion of each activity (sitting, walking/standing) was 
multiplied by the total minutes of each domain (work-
ing time, workday leisure time, and non-workday leisure 
time). The WLAQ has been shown to have acceptable 
reliability and validity15,16).

Health-related risks.   Smoking status was categorized 
as current smoker, ex-smoker or non-smoker. Frequency 
of alcohol drinking was categorized as non-consumption, 
once or twice per week, three to five times per week or 
more than six times per week. Participants self-reported 
their history of treatment for hypertension, diabetes, hy-
perlipidemia, stroke, heart disease, cancer and depression 
received from medical institutions over the past year and 
their medication information (hypertension, diabetes, hy-
perlipidemia). We assessed each participant’s depressive 
symptoms using the Center for Epidemiologic Studies 
Depression Scale (CES-D)20). Developers of the CES-D 
indicate that scores at or above 16 points are suggestive 
of depression.

Statistical Analyses.   Continuous data are expressed as 
mean ± standard deviation (SD). The Student’s unpaired 
t-tests were used to compare the differences between 
male and female. Categorical data are represented as n (%) 
with data analyzed using the chi-square test. A Kruskal-
Wallis test was used to demonstrate a significant differ-
ence between industry categories in sleep time, commute 
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time, working time and leisure time over a 24 h day. The 
total sample was categorized into tertiles of sitting time 
within each domain: working time (<3.8 h, 3.8-7.7 h, 
>7.7 h), leisure time in a workday (<2.9 h, 2.9-4.6 h, >4.6 
h) and non-workday (<8.0 h, 8.0-11.6 h, >11.6 h). We 
then conducted multiple logistic regression analyses to 
examine independent relationships between health-related 
risks and sitting time within the three domains. We also 
examined the substitution effects of replacing sitting time 
with standing/walking time in the workplace using the 
ISM. This analysis assumes that any given time spent in 
one activity will lead to an isotemporal displacement of 
another activity while total time is kept constant18). For 
example, in this study, to estimate the effect of substitut-
ing 1 h/day of sitting with 1 h/day of standing/walking 
in the workplace, sitting time is removed from the model 
and adjusted for total working time. Detailed analysis of 
‘subgroup with exercise habit’, defined by the Ministry 
of Health, Labour and Welfare21) as continual exercise for 
at least 30 minutes per day 2 days per week over a year 

or more, was performed by ISM. In the present study, 
we defined hypertension, diabetes, hyperlipidemia, heart 
disease, cancer, depression and depressive symptoms as 
health-related risks, and considered participants as having 
one of these seven health-related risks if they were diag-
nosed within 1 year or were currently taking medication 
for the risk. In the multiple logistic regression analysis, 
age, gender, smoking, alcohol, exercise habits and shift 
work were adjusted as confounders. Odds ratios (ORs) 
and 95 % confidence intervals (CIs) were calculated for 
each variable. All statistical analyses were performed us-
ing SAS, version 9.3 (SAS Institute Japan, Tokyo, Japan) 
and results were considered significant at P < 0.05.

Results 

   Table 1 lists the industry component ratios from the 
2015 Japan Labor Force Survey and the present study. 
The industry component ratios of our participants closely 
resembled the component ratios of the 16 industry types 

Table 1. Comparison of the component ratios of 16 industry types from the 2015 Labor 
Force Survey and the present study.

Industry 
Labor Force 
Survey (24) 

Present study 

n a % n % 

 %07.1 361 %05.3 422 yrtseroF dna erutlucirgA

 %01.7 576 %07.7 194 noitcurtsnoC

 %01.71 4261 %03.61 3301 gnirutcafunaM

Information and Communications 218 3.40% 453 4.80% 

 %02.5 394 %01.5 623 seitivitca latsoP dna tropsnarT

 %04.51 9641 %08.61 7601 edart liateR dna elaselohW

 %07.2 062 %07.2 071 ecnarusnI dna ecnaniF

Real estate and goods rental and leasing 131 2.10% 184 1.90% 

Scientific research, professional and technical 
services 

225 3.50% 336 3.50% 

Accommodations, eating and drinking services 390 6.10% 498 5.20% 

Living-related and personal services 238 3.80% 313 3.50% 

 %02.6 395 %09.4 803 troppus gninrael ,noitacudE

Medical, Health care and Welfare 812 12.80% 1441 15.10% 

 %01.1 301 %00.1 56 secivres dnuopmoC

 %03.6 695 %07.6 324 C.E.N ,secivreS

 %04.3 323 %05.3 522 tnemnrevoG

Total 6346 a 100.00% 9524 100.00% 

a Ten thousand persons
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in Japan. 
   Table 2 shows the general characteristics of the partici-
pants. Entire working hours account for 40% of daily life, 
sitting time at work occupies more than half (53.1%) of 
working hours. The sitting times for the other domains 
were 59.0% sitting during leisure time on a workday and 
60.3 % during a non-workday. The average sleep time 
on a work day was 6.6 h with no significant gender dif-
ference (male: 6.5 ± 1.6 h; female: 6.7 ± 1.6 h). How-
ever, there were significant differences between male 
and female in domain-specific times and health-related 
risks. Working time, sitting time while working, workday 
leisure time, and non-workday sitting time were signifi-
cantly greater for males than for females (P < 0.005). 
   Fig. 1 displays the proportion of a 24 h day occupied 
by the four specific domains in each industry (A) and the 
percentage of sitting time while working and on a non-

workday (B). In Fig. 1 (A), there was a significant differ-
ence among industry categories in sleep time, commute 
time, working time and leisure time. The industries with 
the longest working times were “information and com-
munications” (10.0 ± 1.6 h), “construction” (9.9 ± 1.9 h), 
“manufacturing” (9.8 ± 1.8 h) and “finance and insur-
ance” (9.8 ± 2.1 h). Illustrated in Fig. 1 (B), the percent-
ages of sitting times were significantly different among 
industries during both working (P < 0.001) and non-
workday (P = 0.026). The industry with the longest sitting 
time at work was “information and communications” (8.1 
± 2.5 h), and the shortest was “accomodations, eating and 
drinking services” (2.5 ± 3.2 h). 
   Table 3 shows logistic regression models for the as-
sociation between sitting time and health-related risks in 
each domain. When fully adjusted by age, gender, smok-
ing status, alcohol status, exercise habits, shift work, and 

Table 2.   Characteristics of the study participants.

 elameF elaM latoT 

           
 )5.54( 133,4 )5.45( 391,5 )001( 425,9 )%( rebmuN

 4.34 *raey ,egA  11.1 44.8  10.9 41.6  11.2 
Working time, hours* 9.6  2.1 10.3  1.9 8.7  2.1 
Sitting time during working time, 
hours* 

5.1  3.9 5.5  4 4.6  3.7 

Leisure time on workday, hours* 6.6  2.7 5.8  2.4 7.5  2.7 
Sitting time during leisure time on 
workday, hours* 

3.9  2.3 3.5  2.1 4.2  2.4 

Leisure time on non-workday, hours* 15.9  2.6 16.1  2.4 15.6  2.8 
Sitting time on non-workday, hours* 9.6  3.8 9.9  3.9 9.2  3.7 
Smoking status* n (%)    

 )4.7( 007 )0.81( 017,1 )3.52( 014,2 rekoms tnerruC 
 )0.6( 475 )8.31( 913,1 )9.91( 398,1 rekoms-xE 

 )1.23( 750,3 )7.22( 461,2 )8.45( 122,5 rekoms-noN 
Alcohol status* n (%)    
 Non-consumption 4,273 (49.6) 2,104 (22.1) 2,619 (27.5) 
 Once or twice per week 2,001 (21.0) 1,086 (11.4) 915 (9.6) 
 Three to five times per week 1,021 (10.7) 686 (7.2) 335 (3.5) 
 More than six times per week 1,779 (18.7) 1,317 (13.8) 462 (4.9) 
Medical status, n (%) 

 )1.2( 002 )1.7( 576 )2.9( 578 *noisnetrepyH 
 )6.0( 55 )0.3( 682 )6.3( 143 *setebaiD 
 )4.1( 331 )4.4( 714 )8.5( 055 *aimedipilrepyH 

 )1.0( 11 )5.0( 74 )6.0( 85 *esaesid traeH 
 )5.0( 64 )4.0( 33 )8.0( 97 *recnaC 
 )4.1( 131 )0.2( 291 )4.3( 323 noisserpeD 

Depressive symptoms* 2,628 (27.6) 1,371 (14.4) 1,257 (13.2) 

Values are presented as n (%) or mean ± standard deviation. Abbreviations: *Significant 
differences were observed between male and female (p < 0.05).
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industry type in model 3, the longest sitting time during 
working time (> 7.7 h) was associated with significant 
ORs of diabetes (OR = 1.41, 95% CI 1.05-1.90), hyperlip-
idemia (OR = 1.58, 95% CI 1.23-2.01) when compared to 
the shortest sitting time (< 3.8 h). On the other hand, there 
were significant ORs only of diabetes in leisure time on 
a workday (OR = 1.36, 95% CI 1.04-1.78) and of CES-D 
on a non-workday (OR = 1.21, 95% CI 1.08-1.37). These 
results were not changed when participants were limited 
to between 40 and 65 years old.
   The results of the ISM are displayed in Table 4. The 

substitution model suggests that, reallocating 1 h/day 
from sitting time to 1 h/day standing/walking time in 
the workplace was associated with a 4% lower risk of 
hyperlipidemia and an even greater risk reduction of 7% 
for heart disease. Table 5 shows a detailed analysis of 
subgroups. The replacement benefits of sitting time with 
standing/walking time in the workplace were associ-
ated with a 4% lower risk of hyperlipidemia and an 11% 
lower risk of heart disease only in participants with non-
exercise habits. In contrast, substituting 1 h/day of sitting 
time with standing/walking time did not seem to be sig-

Fig. 1 (A) Proportion of a 24 h day spent on sleep time, commute time, working time and leisure time of a workday 
in over 16 industry sectors. (B) Percentage of sitting time while working and during a non-workday in over 
16 industry sectors. 

 The 16 industry sectors are as follows: 1. Agriculture and Forestry; 2. Construction; 3. Manufacturing; 4. In-
formation and Communications; 5. Transport and Postal activities; 6. Wholesale and Retail trade; 7. Finance 
and Insurance; 8. Real estate and goods rental and leasing; 9. Scientific research, professional and technical 
services; 10. Accommodations, eating and drinking services; 11. Living-related and personal services; 12. 
Education, learning support; 13. Medical, Health care and Welfare; 14. Compound services; 15. Services, 
N.E.C; 16. Government. 
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trast, our results are based on the calculated time spent 
sitting and should contribute to a deeper understanding of 
the association between worker’s sitting time in the work-
place and health-related risks. Our logistic regression 
analysis also included the other specific domains. As a 
result, we found that sitting time during leisure time on a 
workday was only associated with diabetes. Similarly, the 
present analysis showed that the longest sitting time (>11.6 
h) on a non-workday was only associated with depressive 
symptoms as measured by the CES-D. 
   The mechanisms of too much sitting affecting health-
related risks are not fully known, but several previous 
studies have suggested that prolonged sitting results in 
increased plasma triglyceride levels, decreased levels of 
high-density lipoprotein cholesterol and decreased insu-
lin sensitivity, which appear to reduce metabolic25) and 
vascular health26). It has also been suggested that sitting 
behavior affects metabolic functions such as reducing 
glycemic-control and increasing the risk of type 2 diabe-
tes27). Although the present study showed that prolonged 
sedentary time on a non-workday increased depressive 
symptoms, the causal factors remain unknown. 
   One more challenging finding that the ISM approach 
allowed us to consider for the first time in this cross-sec-
tional study was that reallocating 1 h/day of sitting time 
with 1 h/day of standing/walking in the workplace could 
have health benefits by decreasing the risk of hyperlipid-
emia by 4% and heart disease by 7%. The ISM controls 

nificantly associated with any health risks (e.g., hyperlip-
idemia: OR = 0.98, 95% CI 0.93-1.03; heart disease: OR 
= 1.06, 95% CI 0.92-1.23) in participants with exercise 
habits. (Table 4, Table 5)

Discussion 

   The novel finding in this study is that a long time sitting 
during work is significantly associated with an increased 
risk of diabetes and hyperlipidemia. Futhermore, replac-
ing 1 h/day of sitting with an equal amount of standing/
walking in the workplace was associated with a 4% de-
crease in risk for hyperlipidemia and a 7% decrease for 
heart disease. Interestingly, this phenomenon was espe-
cially apparent in workers with non-exercise habits. 
   The prominent results of this study, showing the signifi-
cant association between sitting time during work and risk 
of diabetes and hyperlipidemia, are consistent with previ-
ous studies that suggest an adverse association between 
sitting time during specific domains, including work, 
metabolic syndrome14) and diabetes22-24). Those previous 
studies were adjusted for general physical activity, and 
the results suggest that occupational sitting time may be 
a potential independent factor effecting health outcomes. 
However, those studies22-24) evaluated sitting time using a 
‘categories scale’ (i.e low, moderate, high), which likely 
lacked sensitivity for detecting the specific relationship 
between sitting time at work and health outcomes. In con-

Table 4.   Isotemporal substitution models for disease in all participants.

Values are presented as odds ratio (OR) and (95% confidence interval). The significant OR (95% confidence 
interval) are indicated in the table by boldface values. Model was adjusted for age, gender, smoking status, 
alcohol status, exercise habits, shift work and industry types (0: no, 1: yes).

 emit gnittiS Standing/walking time 
Total time  

(working time) 
 )IC %59( RO OR (95% CI) OR (95% CI) 

Hypertension      

 Partition 1.01 (0.98-1.04)  1.00 (0.97-1.02)  - 

 Replacement/substitution Dropped  0.99 (0.97-1.01)  1.00 (0.96-1.04) 

      setebaiD

 Partition 1.04 (1.00-1.08)  1.01 (0.97-1.05)  - 

 Replacement/substitution Dropped  0.99 (0.96-1.02)  1.04 (0.98-1.10) 

Hyperlipidemia      

 Partition 1.04 (1.01-1.08)  0.98 (0.95-1.01)  - 

 Replacement/substitution Dropped  0.96 (0.94-0.98)  1.03 (0.98-1.08) 

Heart disease      

 Partition 1.02 (0.94-1.11)  0.92 (0.86-0.99)  - 

 Replacement/substitution Dropped  0.93 (0.87-0.99)  0.92 (0.80-1.06) 

      recnaC

 Partition 1.10 (1.00-1.21)  1.03 (0.93-1.14)  - 

Replacement/substitution Dropped 0.97 (0.91-1.04) 1.02 (0.91-1.15) 
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sitting time and health-related risks. Second, lifestyles 
associated with health risk, such as eating behavior, were 
not adjusted for multiple logistic regression analysis, 
which may also influence the results. In addition, it is not 
possible to determine causality, because this study only 
carried out a cross-sectional examination. Therefore, fur-
ther studies are needed to clarify these issues. 
   In conclusion, in this sample of Japanese employees, 
sitting time comprised 56.8% of total work time, 58.2% 
of leisure time on a workday and 60.3% of a non-work-
day. In the present study, sitting during working time was 
asoociated with an increased risk of diabetes and hyper-
lipidemia. In addition, replacing 1 h/day of sitting while 
working with 1 h/day of standing/walking was associated 
with a decreased risk of hyperlipidemia and heart disease, 
and these replacement effects were evident particularly 
among workers with non-exercise habits. Certainly, an 
expanded experimental study is needed to fully under-
stand the mechanisms of these associations. However, our 
results provide new insight into the potential effects of 
reallocating sitting time during work that may be used for 
promoting worker’s health guidelines. It also may give di-
rection to intervention studies examining the appropriate 
amount of time that should be reallocated. 
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for the confounding effect of total working time; hence, 
the observed associations between on-the-job sitting and 
standing/walking are independent of total working time. 
Interestingly, the above health benefits were not seen in 
workers with exercise habits. These findings are con-
sistent with Matthews et al.28) demonstrating the health 
benefits associated with replacing sitting time with an 
equal amount of different types of physical activity in less 
active (<2 hrs/d overall activity) and more active (≥2 hrs/
d) participants. Although, this previous study did not fo-
cus on exercise habits, but on total activity time, only the 
less active participants, who replaced one hour per day of 
sitting with an equal amount of given physical activity, 
were associated with lower mortality. These findings sug-
gest that, especially in less activity people, replacement 
of sitting time with a more physically active lifestyle may 
bring additional health benefits.
   Almost all previous studies29-32) using ISM showed that 
replacing sedentary time with any physical activity, from 
light-intensity to moderate-vigorous physical activity, 
was an effective strategy for improving health outcomes 
such as body mass index30,31), waist circumference29,32) and 
metabolic outcomes32,33). These previous studies primarily 
targeted the reduction of sitting and promotion of physi-
cal activity. Another large-scale epidemiological study34) 
using the ISM approach replaced sedentary time with 
standing time and showed a 3% decrease in mortality. 
Furthermore, Katzmarzyk et al.35) used a non-substitution-
al approach and reported that the proportion of daily time 
spent standing is associated with a lower OR for all-cause 
and cardiovascular disease mortality among physically-
inactive participants only. Our study is in line with these 
previous studies34,35), and we believe that replacing sitting 
with standing/walking is a good first step and a more real-
istic goal for workers with non-exercise habits in a work 
environment. 
   The first major strength of our study was the large 
worker population and wide range of employment sec-
tors that were encompassed. Thus, our findings could be 
generalized to most Japanese workers and workplaces. 
Secondly, the validated WLAQ provided continuous 
time outcome data for use with the ISM and allowed us 
to examine the replacement effect of sitting time with 
standing/walking time in the workplace. Most previous 
studies31-34) incorporating the ISM have used accelerom-
etry data to assess sedentary time, because analyzing the 
accelerometry output can reveal the length of time spent 
on each activity during specific domains, and also total 
activity time. Our study also had some limitations. First, 
although our results are based on a large cross-section of 
Japanese workers, the data was collected in an internet 
setting. Data collection through the internet runs the risk 
of questionable legitimacy if the contents are not properly 
maintained. Furthermore, the sample collection through 
the internet survey was not random. These limitations 
may influence some of the associations obtained between 
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Differences in Work-Related Adverse Events by Sex and
Industry in Cases Involving Compensation for Mental
Disorders and Suicide in Japan from 2010 to 2014

Takashi YamauchiAQ1 , PhD, Takeshi Sasaki, MS, Toru Yoshikawa, MD, Shun Matsumoto, BA,

Masaya Takahashi, PhD, Machi Suka, MD, and Hiroyuki Yanagisawa, MD

Objective: This study aimed toAQ5 clarify whether work-related adverse events

in cases involving compensation for mental disorders and suicide differ by

sex and industry using a database containing all relevant cases reported from

2010 to 2014 in Japan. Methods: A total of 1362 eligible cases involving

compensation for mental disorders (422 females and 940 males) were

analyzed. Results: Among males, 55.7% of cases were attributed to ‘‘long

working hours.’’ In both sexes, the frequencies of cases attributed to ‘‘long

working hours’’ and ‘‘other events’’ differed significantly by industry.

Among cases involving compensation for suicide, 71.4% were attributed

to ‘‘long working hours.’’Conclusions: The frequency distribution of work-

related adverse events differed significantly by sex and industry. These

differences should be taken into consideration in the development of

industry-specific preventive measures for occupational mental disorders.

Keywords: industry, mental disorders, overwork, suicide, workers’

compensation, work-related adverse events

M ental disorders and suicide resulting from overwork or work-
related issues, such as long working hours, workplace

bullying, and work-related accidents, represent major occupational
health problems worldwide.1–3 These issues are particularly preva-
lent in Asian countries4–7 including Japan, where the number of
Industrial Accident Compensation Insurance (IACI) claims for
mental disorders and suicide following the onset of mental disorders
has increased sharply in recent years.8,9 According to the National
Police Agency of Japan, 1978 people committed suicide in 2016
because of work-related issues such as workplace bullying/harass-
ment and exhaustion caused by overwork.10

A previous study has shown that incidence rates of cases
involving IACI claims for mental disorders differ by industry.7 One
possible reason for this is that both the quality and quantity of work-
related adverse events that employees are prone to differ by sex and
industry. For example, previous reports suggested that male employ-
ees in information technology, scientific/technical services, and
transport industries are more likely to work long hours compared
with other industries in Japan.8 However, no study has examined
whether work-related adverse events in cases involving workers’
compensation for mental disorders differ by sex and industry using
nationwide data in Asian populations.

In 2015, the Cabinet of Japan adopted the ‘‘Principles of
Preventive Measures against Overwork-Related Disorders,’’7,8

which provided a practical framework for the prevention of over-
work-related disorders. One of the major objectives of the principles
to be implemented by the Japanese government is to increase
awareness of overwork-related disorders, including to promote
preventive measures based on business practice according to indus-
try. A better understanding of the association between industry and
work-related adverse events might contribute to the development of
industry-specific preventive measures for occupational mental dis-
orders and suicide among employees.

The present study examined whether the frequency distribu-
tion of work-related adverse events in cases involving workers’
compensation for mental disorders and suicide differ by sex and
industry using a database containing all relevant cases reported from
2010 to 2014 in Japan.

METHODS

Data Source and Procedures
The Research Center for Overwork-Related Disorders at the

National Institute of Occupational Safety and Health in Japan
collected information regarding all IACI claims concerning mental
disorders and suicide, for which approval decisions were made
between January 2010 and March 2015, with administrative support
provided by the Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare
(MHLW) on the basis of the ‘‘Act on Promotion of Preventive
Measures against Karoshi and Other Overwork-Related Health
Disorders,’’11 which was enacted in June 2014. The prefectural
Labour Bureaus and Labour Standards Inspection Offices provided
official investigation and decision reports for all compensation cases
during the 5-year study period.

An anonymous database of all cases of compensation for
mental disorders/suicide during the study period was developed
with administrative support from theMHLW. The database included
information regarding year of compensation, sex, industry, and
work-related adverse events.

Cases meeting the following eligibility criteria were included
in this study: (1) absence of incorrect/duplicate data, (2) approval
decision made between January 2010 and March 2015, and (3)
compensation approved according to the latest recognition criteria
(ie, criteria for recognizing mental disorders due to psychological
burden) established by the MHLW in December 2011.12

Initially, details of 2056 compensation cases were identified.
Of these, 56 were excluded due to the presence of incorrect/
duplicate data or lack of approval decisions during the study period.
Moreover, an additional 631 cases were excluded because compen-
sation was not approved according to the 2011 Recognition Criteria
for Occupational Mental Disorders (Fig. 1).

This study was approved by the ethics review board of the
National Institute of Occupational Safety and Health in Japan. All
potential cases of compensation (and their family members/relatives
for suicide cases) were informed of the study goals and had the
opportunity to opt out if they did not want their information to be
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used for research purposes via the official website of the MHLWor
National Institute of Occupational Safety and Health, Japan.

Industry
Industry was classified according to the Japan Standard

Industrial Classification,13 established by the Ministry of Internal
Affairs and Communications of Japan. The information regarding
industry was provided by the MHLW for each case.

Work-Related Adverse Events
For each case, the presence/absence of work-related adverse

events was investigated by Labour Standard Inspection Offices using
the list of work-related adverse events in the 2011 Recognition
Criteria for Occupational Mental Disorders. The list contains two
extremely severe events (ie, ‘‘extremely psychologically stressful
event,’’such as life-threatening injuries, and ‘‘extremely longworking
hours,’’ defined as more than or equal to 160 hours of overtime per

month prior to the onset of mental disorders) and 36 specific work-
related adverse events, such as long working hours (defined as more
than or equal to 80 hours of overtime per month prior to the onset of
mental disorders), failure inwork, excessive responsibility, changes in
role or position, and interpersonal relationships. When no extremely
severe events were applicable, the evaluation was to be made in
reference to respective specific work-related adverse events. In this
study, work-related adverse events were classified into the following
four categories according to frequency for analysis: (1) ‘‘long work-
ing hours,’’ (2) events involving work-related accidents/disasters
(‘‘accidents/disasters’’), (3) events involving interpersonal conflict
at the workplace, including workplace bullying and sexual harass-
ment (‘‘interpersonal conflict’’), and (4) other work-related adverse
events (‘‘other events’’) includingmaking crucial mistakes on the job
or being forced out of work.

Statistical Analysis
Cross-tabulationwas performed according to sex, industry, and

work-related adverse events. To examine whether the frequency
distribution of cases involving IACI claims differed by sex and
industry, we performed chi-squared tests and analysis of residuals
for eachwork-related adverse event separately formales and females.
Following Cochran rule,14 we did not conduct a chi-squared test for
suicide cases due to the small sample size, especially for females.
P< 0.05 was considered statistically significant. All statistical anal-
yseswere performedusingSASversion 9.4 (SAS Institute,Cary,NC).

RESULTS
Of the 1369 eligible cases, seven were excluded due to

missing data regarding industry. Therefore, data from 1362 cases
involving IACI claims for mental disorders (422 females and 940
males; mean age AQ7, 39.0 [SD 11.1] years), including 241 suicide cases
(7 females and 234 males), were ultimately analyzed in this study
(Fig. 1). Due to the small number of female suicide cases, only data
concerning male suicide cases are presented.

Mental Disorders
Tables 1 and 2 show the numbers of cases involving

compensation for mental disorders according to sex, industry,

TABLE 1. Numbers ofAQ9 Compensation Cases for Mental Disorders According to Industry and Work-Related Events in Males

Long Working

Hours

Accidents/

Disasters

Interpersonal

Conflict

Other

Events

Industry n % n % n % n % No. of Casea

Medical/health/welfare 16 48.5% 6 18.2% 8 24.2% 5 15.2% 33
Transport/postal activities 76 61.3% 40� 32.3% 13 10.5% 12 9.7% 124
Wholesale/retail trade 70 50.0% 27 19.3% 33 23.6% 22 15.7% 140
Scientific/technical services 31 63.3% 11 22.4% 4 8.2% 5 10.2% 49
Education/learning support 10 50.0% 2 10.0% 3 15.0% 7 35.0% 20
Finance/insurance 11 57.9% 3 15.8% 5 26.3% 2 10.5% 19
Construction 38� 44.7% 37� 43.5% 12 14.1% 6 7.1% 85
Other services 45 58.4% 19 24.7% 9 11.7% 11 14.3% 77
Accommodation/food services 42� 76.4% 3� 5.5% 10 18.2% 5 9.1% 55
Information/communication 53� 76.8% 3� 4.3% 5 7.2% 9 13.0% 69
Entertainment 14 73.7% 3 15.8% 4 21.1% 0 0.0% 19
Manufacturing 92� 47.2% 61� 31.3% 37 19.0% 22 11.3% 195
Agriculture/forestry 3 30.0% 7� 70.0% 2 20.0% 1 10.0% 10
Real estate/leasing 17 63.0% 4 14.8% 4 14.8% 2 7.4% 27
Other industries 6 33.3% 10� 55.6% 2 11.1% 0 0.0% 18
Total 524 55.7% 236 25.1% 151 16.1% 109 11.6% 940
x2 47.1� 78.6� 21.7 22.1

aThe sum of numbers of cases attributed to each type of work-related event is not necessarily equal to the absolute number of cases for each industry, since cases attributed to
multiple events were included in the study.

�P< 0.05.

Eligible participants (n = 1,369)

Included participants
(n = 1,362)

Included incorrect or duplicate data 
or the approval decision was not 
made during the study period (n = 
56); Not compensated according to 
the new recognition criteria 
established in December 2011 (n = 
631)

Missing data regarding industry (n = 
7)

Potential participants (n = 2,056)

FIGURE 1. Flow diagram for participant selection.

Yamauchi et al JOEM � Volume XX, Number X, Month 2018

2 � 2018 American College of Occupational and Environmental Medicine

246



and work-related adverse events. In males (Table 1), 55.7%, 25.1%,
16.1%, and 11.6% of cases were attributed to ‘‘long working hours,’’
‘‘accidents/disasters,’’ ‘‘interpersonal conflict,’’ and ‘‘other events,’’
respectively. By industry, the number of cases involving compen-
sation for mental disorders was the highest in the ‘‘manufacturing’’
industry, followed by ‘‘wholesale and retail trade,’’ ‘‘transport and
postal activities,’’ and ‘‘construction’’ industries.

Among males, significant differences were observed in the
presence/absence of ‘‘long working hours’’ and ‘‘accidents/disas-
ters’’ by industry. Over 70% of cases were attributed to ‘‘long
working hours’’ in ‘‘accommodation and food service’’ and ‘‘infor-
mation/communication’’ industries. Significantly more cases were
attributed to ‘‘accidents/disasters’’ in ‘‘construction,’’ ‘‘transport/
postal services,’’ and ‘‘manufacturing’’ industries compared with
other industries, except for ‘‘agriculture/forestry’’ and ‘‘other indus-
tries,’’ which had relatively small numbers of cases.

In females (Table 2), 24.6%, 41.2%, 33.4%, and 9.7% of cases
were attributed to ‘‘long working hours,’’ ‘‘accidents/disasters,’’
‘‘interpersonal conflict,’’ and ‘‘other events,’’ respectively. By indus-
try, the number of cases involving compensation for mental disorders
was thehighest in the ‘‘medical/health/welfare’’ industry, followed by
‘‘wholesale/retail trade’’ and ‘‘manufacturing’’ industries.

Among females, significant differences were observed in the
presence/absence of ‘‘long working hours,’’ ‘‘accidents/disasters,’’
and ‘‘interpersonal conflict’’ by industry. Approximately, 70% of
cases in ‘‘entertainment’’ and ‘‘information/communication’’ indus-
tries were attributed to ‘‘long working hours,’’ in contrast to less
than 20% in some industries (eg, ‘‘medical/health/welfare’’ indus-
try). On the other hand, more cases were attributed to ‘‘accidents/
disasters’’ in the ‘‘medical/health/welfare’’ industry. Significantly
more cases were attributed to ‘‘interpersonal conflict’’ in
‘‘manufacturing’’ and ‘‘entertainment’’ industries compared with
other industries, except for the ‘‘construction’’ industry, which had a
relatively small number of cases.

Suicide
Table 3 shows the number of cases involving compensation

for suicide according to industry and work-related events in males.

Of all cases, 71.4%, 6.4%, 12.8%, and 17.1% were attributed to
‘‘long working hours,’’ ‘‘accidents/disasters,’’ ‘‘interpersonal con-
flict,’’ and ‘‘other events,’’ respectively. By industry, the number of
cases involving compensation for suicide was the highest in the
‘‘manufacturing’’ industry, followed by ‘‘wholesale/retail trade,’’
‘‘construction,’’ ‘‘transport/postal activities,’’ and ‘‘information/
communication’’ industries. Notably, in the ‘‘information/commu-
nication’’ industry, 90% of cases were attributed to ‘‘long working
hours.’’

DISCUSSION
This study examined whether the frequency distribution of

work-related adverse events in cases involving compensation for
mental disorders and suicide differed by sex and industry using a
database containing all relevant cases reported in Japan over a 5-
year period.

In males, 55.7% of cases involving compensation for mental
disorders were attributed to ‘‘long working hours,’’ in contrast to
24.6% in females. These findings are consistent with a previous
report15 in that long working hours prior to the onset of mental
disorders are more frequently noted in males than in females. On the
other hand, the proportion of cases attributed to ‘‘long working
hours’’ significantly differed by industry. While over 70% of cases
were attributed to ‘‘long working hours’’ in ‘‘accommodation/food
service’’ and ‘‘information/communication’’ industries, the propor-
tion was less than 50% in ‘‘construction’’ and ‘‘manufacturing’’
industries. Consistent findings were reported by the Government of
Japan in 2016, which showed that male full-time workers employed
in ‘‘accommodation/food service’’ and ‘‘information/communica-
tion’’ industries are more likely to work long hours compared with
those employed in other industries in Japan.8 Because of, for
example, late-night work, low decision latitude, and short-notice
deadlines in these industries, the need for employees, especially
young employees, towork long hours might be more prominent than
it was in other industries. These findings suggest that inspections at
private companies to monitor illegally long working hours can be
effective in preventing occupational mental disorders in Japan,
particularly in these specific industries.

TABLE 2. Numbers of Compensation Cases for Mental Disorders According to Industry and Work-Related Events in Females

Long Working

Hours

Accidents/

Disasters

Interpersonal

Conflict

Other

Events

Industry n % n % n % n % No. of Casea

Medical/health/welfare 21� 16.4% 68� 53.1% 25� 19.5% 18 14.1% 128
Transport/postal activities 5 18.5% 14 51.9% 10 37.0% 1 3.7% 27
Wholesale/retail trade 11 19.3% 23 40.4% 20 35.1% 6 10.5% 57
Scientific/technical services 7� 53.8% 2 15.4% 3 23.1% 1 7.7% 13
Education/learning support 4 23.5% 6 35.3% 8 47.1% 2 11.8% 17
Finance/insurance 2 12.5% 10 62.5% 5 31.3% 1 6.3% 16
Construction 1 16.7% 0� 0.0% 4 66.7% 1 16.7% 6
Other services 10 29.4% 13 38.2% 12 35.3% 3 8.8% 34
Accommodation/food services 9 30.0% 15 50.0% 10 33.3% 3 10.0% 30
Information/communication 13� 68.4% 1� 5.3% 5 26.3% 1 5.3% 19
Entertainment 8� 72.7% 1� 9.1% 7� 63.6% 0 0.0% 11
Manufacturing 8 17.0% 16 34.0% 25� 53.2% 3 6.4% 47
Agriculture/forestry 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 2
Real estate/leasing 5� 55.6% 1 11.1% 4 44.4% 0 0.0% 9
Other industries 0 0.0% 3 50.0% 2 33.3% 1 16.7% 6
Total 104 24.6% 174 41.2% 141 33.4% 41 9.7% 422
x2 56.5� 40.3� 30.4� 8.4

aThe sum of numbers of cases attributed to each type of work-related event is not necessarily equal to the absolute number of cases for each industry, since cases attributed to
multiple events were included in the study.

�P< 0.05.
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Among males, 25.1% of cases involving compensation for
mental disorders were attributed to ‘‘accidents/disasters,’’ and pro-
portions by industry were higher for ‘‘construction,’’ ‘‘transport/
postal services,’’ and ‘‘manufacturing’’ industries. Male workers in
these industries might be exposed to work-related accidents and
disastrous events more frequently compared with other industries.
However, proportions of cases attributed to ‘‘long working hours’’
were higher than those attributed to ‘‘accidents/disasters’’ in all
industries, except for ‘‘agriculture/forestry’’ and ‘‘other industries,’’
which had relatively small numbers of cases compared with
other industries.

Among females, the number of cases attributed to ‘‘acci-
dents/disasters’’ was the highest among all work-related adverse
events, followed by ‘‘interpersonal conflict.’’ This could be
explained by the fact that non-regular/part-time employees, who
tend to work shorter hours compared with full-time employees, are
more common among females than males. In addition, sexual
harassment is much more prominent in females than in males.
Furthermore, previous studies suggested that ‘‘mood (affective)
disorders’’ are diagnosed in 60% of compensation cases involving
males, whereas ‘‘neurotic, stress-related, or somatoform disorders’’
are diagnosed in 73% of compensation cases involving females.7

These findings suggest that female compensation cases are more
often attributed to events involving accidents/disasters and sexual
harassment/abuse at the workplace, rather than long working hours.

In females, the number of cases involving compensation for
mental disorders was the highest in the ‘‘medical/health/welfare’’
industry. In this industry, over 50% of cases were attributed to
‘‘accidents/disasters.’’ Indeed, female healthcare professionals, such
as nurses in psychiatric care and caregivers for elderly people, have
been suggested to face more frequent work-related adverse events,
including physical assault/violence perpetrated by service users.16

Among cases involving compensation for suicide, the most
and second most frequently noted work-related adverse events were
‘‘long working hours’’ and ‘‘other events’’ (eg, making crucial
mistakes on the job). Notably, 71.4% of all male cases involving
compensation for suicide were attributed to ‘‘long working hours,’’
compared with 55.7% in all male cases involving compensation for
mental disorders. Previous systematic reviews and meta-analyses
revealed that working long hours was associated with the onset of

depression,1,17 which is one of the strongest risk factors for suicidal
behavior.18,19 The findings of the present study suggest the impor-
tance of mental health support for employees who work long hours
(eg, more than or equal to 80 hours of overtime per month), such as
those in the ‘‘information/communication’’ industry, to prevent
work-related suicide.

The present study is the first to examine the association
between industry and work-related adverse events in cases involving
compensation for mental disorders and suicide among Japanese
employees, based on data containing all relevant cases over a 5-year
period. Significant differences in work-related adverse events were
observed by sex and industry, which could contribute to the devel-
opment of industry-specific preventive measures for occupational
mental disorders. For example, in the ‘‘information/communica-
tion’’ industry, reducing excessively long working hours may be an
effective preventive measure against overwork-related mental dis-
orders and suicide among employees regardless of sex, whereas in
the ‘‘medical/health/welfare’’ industry, this measure alone might
not lead to a substantial decrease in cases involving compensation
for mental disorders among female employees.

This study has some limitations. First, the present study did
not include cases of compensation involving local authority
employees, such as police officers, fire workers, school teachers,
and central government officers, since the Japanese compensation
insurance system provided for central and local public employees
differs from that provided for private company employees (ie, the
IACI).20 Second, data regarding the association between industry
and work-related adverse events according to age group or occupa-
tion (ie, job type) were not analyzed due to unavailability. For
instance, as suggested in a previous literature,21 young employees in
the ‘‘information/communication’’ industry are more likely to work
long hours compared with employees in other industries in Japan.
Future studies should examine whether work-related adverse events
differ by age group, as such information could help develop indus-
try- and age-specific preventive measures against mental disorders
related to overwork. Third, the present study examined cases
involving compensation for mental disorders; therefore, ‘‘uncom-
pensated’’ cases (ie, cases in which IACI claims were denied) were
not included due to the unavailability of relevant data. This suggests
that when interpreting the results of the present study, we should be

TABLE 3. Numbers of Compensation Cases for Suicide According to Industry and Work-Related Events in Males

Long Working

Hours

Accidents/

Disasters

Interpersonal

Conflict

Other

Events

Industry n % n % n % n % No. of Casea

Medical/health/welfare 4 44.4% 3 33.3% 0 0.0% 3 33.3% 9
Transport/postal activities 14 66.7% 1 4.8% 2 9.5% 6 28.6% 21
Wholesale/retail trade 27 65.9% 0 0.0% 8 19.5% 11 26.8% 41
Scientific/technical services 14 93.3% 1 6.7% 0 0.0% 1 6.7% 15
Education/learning support 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 2
Finance/insurance 7 77.8% 0 0.0% 1 11.1% 2 22.2% 9
Construction 22 73.3% 4 13.3% 3 10.0% 3 10.0% 30
Other services 12 92.3% 0 0.0% 2 15.4% 1 7.7% 13
Accommodation/food services 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4
Information/communication 20 95.2% 0 0.0% 1 4.8% 1 4.8% 21
Entertainment 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
Manufacturing 33 60.0% 5 9.1% 9 16.4% 10 18.2% 55
Agriculture/forestry 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% 2
Real estate/leasing 5 62.5% 0 0.0% 3 37.5% 0 0.0% 8
Other industries 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 2
Total 167 71.4% 15 6.4% 30 12.8% 40 17.1% 234

aThe sum of numbers of cases attributed to each type of work-related event is not necessarily equal to the absolute number of cases for each industry, since cases attributed to
multiple events were included in the study.
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cautious about the representativeness on work-related adverse
events and mental disorders/suicide among private company
employees in Japan. Finally, caution should be exercised when
generalizing the present findings to populations with different
backgrounds, as the examined cases were restricted to those of
private company employees in Japan.

CONCLUSIONS
In conclusion, approximately 55% and 70% of cases involv-

ing compensation for mental disorders and suicide, respectively,
were attributed to ‘‘long working hours’’ among male employees in
Japan over the 5-year study period. These findings suggest that
promoting inspections to monitor illegally long working hours at
private companies, and increasing public awareness about the
impact of overwork/long working hours on workers’ mental health,
might be effective for preventing occupational mental disorders in
employees, particularly among males. On the other hand, the
presence/absence of work-related adverse events, especially ‘‘long
working hours,’’ significantly differed by sex and industry. More-
over, in females, more than 40% and 30% of cases involving
compensation for mental disorders were attributed to ‘‘accidents/
disasters’’ and ‘‘interpersonal conflict,’’ respectively. These sex- and
industry-based differences should be taken into consideration when
developing industry-specific measures to prevent occupational
mental disorders in the future.
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ABSTRACT

Background: Evidence linking working hours and the risk of type 2 diabetes mellitus (T2DM) is limited and inconsistent in
Asian populations. No study has addressed the combined association of long working hours and sleep deprivation on T2DM
risk. We investigated the association of baseline overtime work with T2DM risk and assessed whether sleep duration modified
the effect among Japanese.

Methods: Participants were Japanese employees (28,489 men and 4,561 women) aged 30–64 years who reported overtime hours
and had no history of diabetes at baseline (mostly in 2008). They were followed up until March 2014. New-onset T2DM was
identified using subsequent checkup data, including measurement of fasting=random plasma glucose, glycated hemoglobin, and
self-report of medical treatment. Hazard ratios (HRs) of T2DM were estimated using Cox regression analysis. The combined
association of sleep duration and working hours was examined in a subgroup of workers (n = 27,590).

Results: During a mean follow-up period of 4.5 years, 1,975 adults developed T2DM. Overtime work was not materially
associated with T2DM risk. In subgroup analysis, however, long working hours combined with insufficient sleep were
associated with a significantly higher risk of T2DM (HR 1.42; 95% CI, 1.11–1.83), whereas long working hours with sufficient
sleep were not (HR 0.99; 95% CI, 0.88–1.11) compared with the reference (<45 hours of overtime with sufficient sleep).

Conclusions: Sleep duration modified the association of overtime work with the risk of developing T2DM. Further
investigations to elucidate the long-term effect of long working hours on glucose metabolism are warranted.

Key words: long working hours; sleep habits; Asians; cohort study; prevention
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INTRODUCTION

Worldwide, people work for long hours (eg, ≥48 hours per
week).1 The effect of this on health, especially cardiovascular
disease, has been investigated.2 Recently, the effect of working
long hours on glucose metabolism has gained much attention,
although findings are inconsistent. A meta-analysis of cohort
studies, mainly from Europe and the United States,3 showed no
association of working hours with the risk of type 2 diabetes
mellitus (T2DM). In Asia, epidemiological evidence is scarce and
conflicting.4–7

Given that the prevalence of working long hours in Asian
countries is higher (20–50%) than in European countries

(10–20%),1 the effect of working long hours on the development
of T2DM should be clarified in Asia. Previous Asian studies,
however, are limited by relatively small sample sizes
(1,000–3,000 participants)4,5,7 and the use of simple catego-
rization of working hours into two or three categories.4–6 A
Japanese study reported a higher risk of myocardial infarction
among adults with long working hours and short sleep duration,
suggesting that sleep may act as an effect modifier.8 However,
this has not been investigated in terms of the risk of developing
T2DM.

We recently reported a cross-sectional association of working
hours with having diabetes in a large cohort of Japanese workers.9

In the present study, we investigated the prospective association
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between overtime work, including a category of extremely long
hours, and risk of T2DM in the same cohort. We also examined
the overtime work-T2DM risk association stratified by hours of
sleep in a sub-cohort for which the data on sleep were available.

METHODS

Study procedure
This cohort study was performed using data on annual health
checkups in the sub-cohort of Japan Epidemiology Collaboration
on Occupational Health (J-ECOH) Study,10,11 an ongoing, multi-
center epidemiologic study among workers from more than 10
companies in Japan. Workers in Japan are obliged to have a
health checkup at least once per year under the Industrial Safety
and Health Act. Before data collection, the conduct of the
J-ECOH Study was announced in each of the participating
companies using posters to explain the purpose and procedure of
the study. The need for participants to provide informed consent
for this study was waived. This procedure conforms to the
Japanese Ethical Guidelines for Epidemiological Research. The
study protocol was approved by the Ethics Committee of the
National Center for Global Health and Medicine, Japan.

We extracted data of 52,504 workers (including 8,229 women)
at ages 30–64 years who underwent health checkups mainly in
2008 at four companies, and in 2010 at one company, where data
on overtime work were available. We followed participants until
March 2014.

Participants
Of the initial 52,504 workers whose data were extracted, we
excluded 16,147 at baseline as follows: 7,316 without data on
T2DM; 4,074 with pre-existing T2DM; 2,121 who had a
history of psychiatric illness (n = 1,024), ischemic heart disease
(n = 638), or cerebrovascular disease (n = 496); 4,686 without
data on overtime work; and 5,900 without data on covariates
(smoking, n = 5,067; BMI, n = 84; and hypertension, n = 1,105).
Some participants met more than one of these criteria for
exclusion. Lastly, we excluded a further 3,307 workers who did
not have any data at subsequent health checkups or who had no
data needed to identify T2DM at all subsequent health exams.
Thus, data on 33,050 workers (28,489 men and 4,561 women)
aged 30–64 years (mean, 44.9; standard deviation [SD], 8.0
years) were included for analysis.

Overtime work hours
Working hours were measured differently across the four
participating companies as described previously9 and were
integrated for main analysis into four categories from 1 (Short)
to 4 (Long). Briefly, in one company, overtime working hours
were assessed at each health checkup using a question with
response options of: <45, 45–<80, 80–<100, or ≥100 hours per
month, and no conversion was made for analysis. A similar
question was used in another company: <45, 45–<60, 60–<80,
80–<100, or ≥100 hours per month in the last 2–3 months, and
the categories of 45–59 and 60–<80 hours were integrated into
category 2 (second lowest category) for main analysis. In the third
company, workers self-reported overtime hours during the 1-
month period of September, with 11 categories (from “0–10” to
“>100 hours” per month), and 0 to 40 hours were converted to
the category of 1 (Short), 41–80 hours to 2, 81–100 hours to 3,
and >100 hours to 4 (Long). In the remaining company, average

daily total working hours were self-reported at each health exam.
We converted the data on daily working hours into monthly
overtime with the formula: (daily working hours − 8) × 20 days
as continuous data and then, classified the data on overtime into
four categories (1 to 4).

Biochemical measurements
Plasma glucose level was estimated using an enzymatic method
or a glucose oxidase electrode method. Glycated hemoglobin
(HbA1c) level was determined using high performance liquid
chromatography method, latex agglutination immunoassay, or
an enzymatic method. All laboratories performing these tests
received high scores (score >95 out of 100 or rank A) by external
quality control agencies.

Type 2 diabetes mellitus
T2DM was diagnosed as a fasting plasma glucose of ≥7.0
mmol=L, a random plasma glucose of ≥11.1mmol=L, HbA1c of
≥48mmol=mol, or current treatment for diabetes. We defined
incident cases of T2DM as those who met the diagnostic criteria
at any examination after the baseline examination, until March
2014.

Covariates
Body height and weight were measured based on a standard
protocol in each of the participating company. We calculated
body mass index (BMI) as weight (kg) divided by the squared
height (m). Participants self-reported history of disease and
health-related lifestyle factors using a questionnaire, the content
of which differed among companies. Hypertension was diagnosed
as systolic blood pressure of ≥140mmHg, diastolic blood
pressure of ≥90mmHg, or current treatment for hypertension.
Information on working condition, lifestyle habits, and family
history of disease was obtained in one company and used for
sensitivity analysis to adjust for these variables.

Statistical analysis
Descriptive data according to overtime hours are shown as
mean (SD) for continuous data and number (percentages) for
categorical data. Participants were considered to be at risk for
T2DM until the date of diagnosis of T2DM or the date of last
examination during follow-up, whichever came first. We used
Cox regression to calculate hazard ratios (HR) with 95%
confidence intervals (CI) for T2DM. Linear trend was tested by
assigning 23, 62, 90, and 120 to categories 1, 2, 3, and 4 of
overtime, respectively. Model 1 was adjusted for company (four
companies), age (continuous, years), and sex. Model 2 was
additionally adjusted for BMI (continuous, kg=m2), smoking
(never, past, or current), and factors in model 2 plus HbA1c level
(continuous, mmol=mol) at baseline to create Model 3.

In one company, where data on working conditions; lifestyle,
including sleep habits; and family history of T2DM were
available (n = 27,590), we adjusted for sex and age (continuous,
year) as Model 4. Alcohol use (non-drinker or drinker consuming
<1, 1–2, and ≥2 go of Japanese sake equivalents a day [1 go of
Japanese sake contains approximately 23 g of ethanol]), smoking
status (never, past, or current), occupational physical activity
(sedentary, standing or walking, or physically fairly active),
department type (field work or non-field work), shift work (yes or
no), job position (high or low), family history of T2DM (yes or
no), and hypertension (yes or no) at baseline were additionally

Overtime Work and Incidence of Diabetes in Japan

2 j J Epidemiol 2018 252



adjusted for Model 5. Sleep duration (<5.0, 5.0–5.9, 6.0–6.9, and
≥7 hours a day) and exercise during leisure (<2.5 or ≥2.5 hours a
week) at baseline were further adjusted for in Model 6. In Model
7, baseline HbA1c (continuous) was additionally adjusted.

Participants were classified into four groups according to
overtime work (<45 or ≥45 hours) and sleep duration (<5 or ≥5
hours); the group with <45 hours of working overtime and ≥5
hours of sleep was used as the reference group. We examined
potential effect modification by sleep on the association of
overtime work with T2DM in the fully adjusted model using
a likelihood ratio test comparing models with and without
interaction terms. All P values are two-sided, and P values <0.05
were considered statistically significant. We performed all
analyses with Stata statistical software, ver. 14.2 (StataCorp,
College Station, TX, USA).

RESULTS

Baseline characteristics of participants are shown according to
overtime work category in Table 1. Participants with longer
working hours tended to be male, younger, and had a higher BMI
but a lower proportion of hypertension. HbA1c level and smoking
prevalence were not materially different according to overtime
work category.

During a mean follow-up period of 4.5 years, T2DM occurred
in 1,975 participants. In all models, overtime hours were not
materially associated with an increase in the risk of T2DM
(Table 2). For example, compared with individuals with short
overtime work (category 1), the HR of T2DM was 0.94 (95% CI,
0.64–1.38) for those with long overtime work (category 4)
(Model 3, P for trend = 0.97). In the fully adjusted model, sleep
duration was associated with T2DM risk in a U-shaped manner (P
for quadratic trend = 0.036). As compared with sleeping 6–<7
hours per day, the HR was 1.18 (95% CI, 0.97–1.45) for sleeping
<5 hours per day.

Figure 1 shows the combined association of overtime work
and sleep duration with T2DM in one company. After adjustment
for all covariates, including baseline HbA1c, long overtime
(≥45 hours) combined with short sleep duration (<5 hours) was
associated with a significantly higher risk of T2DM (HR 1.42;

95% CI, 1.11–1.83), whereas long overtime without sleep
deprivation was not (HR 0.99; 95% CI, 0.88–1.11), both
compared with monthly overtime of <45 hours and ≥5 hours
sleep per day (P for interaction = 0.008).

DISCUSSION

We found that overtime work was not associated with increased
risk of T2DM. However, long working hours combined with
short sleep duration were associated with a significantly higher
T2DM risk, whereas individuals with long working hours but
without sleep deprivation were not. This is one of the few
investigations to address the association of working hours with
T2DM incidence in Asia, and the first to report on the effect
modification of sleep duration, globally.

Our finding of no association between overtime work and
T2DM risk is supported by a meta-analysis using data of cohort
studies predominantly in Europe and the United States,3 which
showed a risk ratio of 1.07 (95% CI, 0.89–1.27) for working 55
hours per week (approximately 60 hours per month of overtime).
In Asia, a cohort study of Japanese civil servants also reported no
association with hyperglycemia.6 The observed lack of associa-
tion may be related to the healthy worker effect. Healthy workers,
who are at low risk of developing diseases including T2DM,
might have worked long hours, resulting in the null finding.
In contrast, previous Japanese studies4,5,7 showed the opposite
findings. Specifically, two Japanese studies reported an inverse
association in non-shift workers5 and white collar workers7 and a
positive association in shift workers5 and blue collar workers.4

Given the inconsistent findings, no confident conclusion can be
drawn for the effect of working long hours on glucose metabolism
in Asian populations.

We observed that long overtime working hours combined with
sleep deprivation showed a higher T2DM risk, whereas long
working hours with enough sleep did not. Long working hours
may cause sympathetic overactivation,12 which leads to hyper-
glycemia.13 In contrast, sufficient sleep is important to inhibit
sympathetic activation.14 For individuals working long hours,
sufficient sleep may be important to recover to a healthy level,
whereas insufficient sleep may accentuate the sympathetic
overactivation caused by overtime work.

This study has some strengths, including a large sample size,
investigation of the effect of extremely long hours of working,
and the longitudinal study design. However, limitations should
be mentioned. First, working hours were not assessed uniformly
across participating companies. Nonetheless, observed associa-
tions were not largely different between companies with sufficient
numbers of individuals who worked overtime (data not shown).
Second, data on working hours and sleep duration were assessed
using self-report, so they might be inaccurate to some extent. If
random misclassification occurred in these variables, the actual
risk associated with overtime work and sleep duration would be
higher than observed. Nonetheless, we confirmed that the present
questionnaires on overtime or daily working hours are similar to
the highly valid and moderately reproducible questionnaires
among Japanese employees from the participating companies of
J-ECOH Study.15 Therefore, the possibility of underestimation
would be low. Third, in this study, reference category of overtime
work was not no overtime work (0 hours); some participants
with short overtime work (eg, >0 to <45 hours) may have been
included in that category. Thus, if short overtime work may

Table 1. Baseline characteristics of participants according to
monthly overtime working hours

Categories of overtime work (hours per month)

1 (Short) 2 3 4 (Long)

4 companies
Number of participants 23,012 (69.9) 8,217 (25.0) 1,205 (3.7) 476 (1.5)
Sex, male 18,684 (81.2) 8,035 (97.8) 1,189 (98.7) 469 (98.5)
Age, years 45.6 (8.2) 43.4 (7.3) 42.9 (7.0) 43.3 (6.7)
BMI, kg=m2 23.3 (3.3) 23.5 (3.1) 23.7 (3.1) 23.6 (3.1)
HbA1c, % 5.6 (0.3) 5.6 (0.3) 5.6 (0.3) 5.6 (0.3)
Hypertension 4,156 (18.1) 1,046 (12.7) 137 (11.4) 48 (10.1)
Smoking 9,115 (39.6) 3,246 (43.2) 461 (38.3) 181 (38.0)

BMI, body mass index; HbA1c, glycated hemoglobin.
Data are shown as mean (SD) for continuous variables and number
(percentages) for categorical variables. Overtime working hours were
measured differently across the four participating companies and were
categorized into the categories of 1 (Short) to 4 (Long). Briefly, in 3
companies, <45 hours as category 1, 45–<80 hours as category 2, 80–<100
hours as category 3, and ≥100 hours as category 4; in another company, <40
hours as category 1, 41–80 hours as category 2, 81–100 hours as category 3,
and >100 hours as category 4.
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elevate diabetes risk, the risk associated with long overtime work
might have been underestimated. Fourth, only baseline data were
used for overtime work. Random changes in working hours
during follow-up might have skewed the results toward the null.
Fifth, in the participating companies, retirement age was
generally set as 60 years, and those who retired at age 60 years
may be rehired up to the age 65 years. Thus, workers aged 60
years or older at the entry were excluded mainly due to no follow-

up data, potentially leading to biased results. However, exclusion
of workers aged 60 years (n = 875) did not change the findings
(data not shown). Sixth, unmeasured confounders, including
socioeconomic status, and residual confounding might have
affected the results. Nonetheless, in one company, adjustment for
wide array of potential confounders did not change the findings
substantially. Lastly, the participants worked in large-scale
companies; the present findings may not be applicable to workers

Figure 1. Combined association of overtime work and sleep duration with risk of type 2 diabetes. Data were adjusted for baseline
variables, including age, sex, smoking, alcohol consumption, leisure-time exercise, occupational physical activity, shift
work, job position, type of department, family history of diabetes, hypertension, body mass index, and HbA1c. HbA1c,
glycated hemoglobin.

Table 2. Association of overtime working hours with risk of type 2 diabetes among Japanese workers

Categories of overtime work (hours per month)
P for trenda

1 (Short) 2 3 4 (Long)

Four companies
Number of cases 1,362 472 71 27
Number of subjects 23,012 8,217 1,205 476
Person-years 101,777 38,383 5,627 2,189
Model 1b 1.00 (reference) 0.95 (0.86, 1.06) 0.95 (0.75, 1.20) 0.91 (0.62, 1.33) 0.33
Model 2c 1.00 (reference) 1.00 (0.90, 1.11) 1.03 (0.81, 1.31) 0.99 (0.67, 1.45) 0.95
Model 3d 1.00 (reference) 0.99 (0.88, 1.10) 1.07 (0.85, 1.36) 0.94 (0.64, 1.38) 0.97

One companye

Number of cases 1,092 461 60 23
Number of subjects 18,265 7,837 1,010 410
Person-years 82,857 36,763 4,749 1,930
Model 4f 1.00 (reference) 0.96 (0.86, 1.08) 1.00 (0.77, 1.29) 0.94 (0.62, 1.42) 0.57
Model 5g 1.00 (reference) 1.05 (0.94, 1.18) 1.17 (0.90, 1.52) 1.07 (0.71, 1.62) 0.22
Model 6h 1.00 (reference) 1.04 (0.93, 1.17) 1.13 (0.87, 1.48) 1.02 (0.67, 1.55) 0.38
Model 7i 1.00 (reference) 1.02 (0.91, 1.14) 1.15 (0.88, 1.50) 0.94 (0.61, 1.43) 0.64

Data are shown as hazard ratio (95% confidence intervals).
aP for trend was calculated by assigning 23, 62, 90, and 120 to increasing categories of overtime work with treating this variable as continuous one.
bAdjusted for age (years, continuous), sex, and worksite (4 companies).
cAdditionally adjusted for smoking (never, past, or current), body mass index (kg=m2, continuous), and hypertension (yes or no).
dFurther adjusted for HbA1c (%, continuous).
eOvertime work was measured using a question with 5 response options: <45, 45–<60, 60–<80, 80–<100, and ≥100 hours per month.
fAdjusted for age (continuous, year) and sex.
gAdjusted for baseline factors including age, sex, smoking (never, past, or current), alcohol consumption (non-drinker or drinker consuming <1, 1–2, and ≥2 go
of Japanese sake equivalents per day), occupational physical activity (sedentary, standing or walking, and physically fairly active), shift work (yes=no), type of
department (field-work related or not), job position (high=low), family history of diabetes (yes=no), and hypertension (yes=no).
hAdjusted for factors in model 6 plus leisure-time exercise (<150 or ≥150min per week) and sleep duration (<5.0, 5.0–5.9, 6.0–6.9, and ≥7 hours per day) at
baseline.
iFurther adjusted for baseline HbA1c (continuous, mmol=mol).
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in companies with different background, including small- to
medium-sized companies.

This study of Japanese workers from large-scale companies
revealed that overtime work was not associated with an increase
in T2DM risk. However, long overtime work was associated with
an increased risk of T2DM among those who slept short hours.
Further investigations are needed to clarify the long-term effect of
long working hours on glucose metabolism and the modification
of this effect by sleep deprivation.
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Introduction

Cerebrovascular/cardiovascular diseases (CCVD) and 
mental disorders due to overwork or work-related stress 
are major occupational and public health issues in East 
Asian countries1, 2), including Japan3, 4). In Japan, for 
instance, the number of claims for the “Industrial Accident 
Compensation Insurance (IACI)” for mental disorders has 
increased, from 155 in 1999 to 1,586 in the 2016 fiscal 
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Abstract: In Japan, overwork-related disorders occur among local public employees as well as those 
in private businesses. However, to date, there are no studies reporting the state of compensation for 
cerebrovascular/cardiovascular diseases (CCVD) and mental disorders due to overwork or work-
related stress among local public employees in Japan over multiple years. This report examined 
the recent trend of overwork-related CCVD and mental disorders, including the incidence rates 
of these disorders, among local public employees in Japan from the perspective of compensation 
for public accidents, using data from the Japanese Government and relevant organizations. Since 
2000, compared to CCVD, there has been an overall increase in the number of claims and cases of 
compensation for mental disorders. Over half of the individuals receiving compensation for mental 
disorders were either in their 30s or younger. About 47% of cases of mental disorders were compen-
sated due to work-related factors other than long working hours. The incidence rate by job type was 
highest among “police o൶cials” and “¿re department o൶cials” for compensated CCVD and mental 
disorders cases, respectively. Changes in the trend of overwork-related disorders among local public 
employees in Japan under a legal foundation should be closely monitored.

Key words: Cardiovascular diseases, Cerebrovascular diseases, Japan, Local public employees, Mental 
disorders, Overwork, Work stress

year5, 6). According to the National Police Agency of Japan, 
in 2016, 1,978 people died by suicide due to “work-related 
issues”, such as exhaustion caused by overwork or work-
place bullying7).

Since 1988, with changes in the awareness of overwork-
related disorders in the Japanese society, the Ministry of 
Health, Labour and Welfare (MHLW) of Japan has pro-
vided annual brief reports on compensation for CCVD 
and mental disorders among employees of private compa-
nies6). Recently, our peer report presented the details of the 
state of occupational CCVD and mental disorders among 
employees in Japan over the past five years4).

In Japan, compensation for job-related death/injury/
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impairment of private company employees is paid by the 
IACI, while those of local public employees is adminis-
tered by the “Fund for Local Government Employees’ 
Accident Compensation”8). However, while only two brief 
annual reports on the compensation of overwork-related 
disorders among local public employees have been pub-
lished8), there has been no study examining the state of 
overwork-related disorders among public employees over 
multiple years, including the incidence rates of these dis-
orders. In Japan, it has been suggested that work-related 
CCVD and mental disorders have occurred among local 
public employees, such as teachers in public schools, and 
police and fire department officials, and have been a seri-
ous occupational health issue5), although the total number 
of local public employees has been relatively small as com-
pared to that of employees of private companies. Provid-
ing an overview of the state of overwork-related disorders 
among local public employees in Japan would contribute 
to the development of public employee-specific preventive 
measures against these conditions.

In the present paper, we examined recent trends in 
overwork-related CCVD and mental disorders among 
local public employees in Japan from the perspective of 
compensation for public accidents. To provide an over-
view of the state of overwork-related disorders, we used 
the following information: (1) brief annual reports on the 

compensation of overwork-related disorders among local 
public employees for fiscal years 2013 to 2015, published 
by the Fund in 2016 and 20178); (2) the 2016 White Paper 
on overwork-related disorders, published by the MHLW in 
20165); and (3) reports on the total number of local public 
employees by job type for the fiscal years 2013 to 2015 
to calculate the incidence rate of compensated cases, pub-
lished annually by the Japan Local Government Employee 
Safety and Health Association in 2015, 2016, and 20179). 
No information regarding the state of overwork-related 
disorders among local public employees by sex and diag-
nosis has been made available by the Government of Japan 
or relevant governmental organizations. In this study, we 
examined overwork-related CCVD and mental disorders 
among local public employees based on relevant factors, 
including year of claim and compensation, age, job type, 
working hours, and work events. We reviewed the annual 
trend of claims and cases of compensation for the fiscal 
years 1999 to 2015, while we analyzed the state of over-
work-related disorders by age, job type, working hours, 
and work events for the fiscal years 2013 to 2015.

Ethical approval for this study was not sought because 
only annual summary values for each factor were used 
in the study, which were provided by the Government of 
Japan or relevant governmental institutions and did not 
include any personally identifiable information.

Fig. 1-(b). Number of claims and cases of compensation for men-
tal disorders, FY1999–FY2015.
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Fig. 1-(a). Number of claims and cases of compensation for cere-
brovascular/cardiovascular disease, FY1999–FY2015.
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Annual trends
Figures 1-(a) and 2-(a) show the trend of claims and 

cases of compensation for CCVD among local public 
employees in Japan between the fiscal years 1999 and 
20155, 8). Until 2014, 20 or fewer cases per year of CCVD 
received compensation. Recently, the number of uncom-
pensated cases has decreased. In 2015, there were 38 
claims for compensation, of which 32 received compensa-
tion. Of these, 13 cases (40.6%) died due to CCVD.

In 2001, the MHLW relaxed the definition of heavy 
workloads in the amendment of certification criteria of 
the IACI for compensation for CCVD. In the same year, 
the certification criteria of the Fund for compensation for 
CCVD were also amended. These background factors may 
have contributed to the annual trend of compensation for 
CCVD among local public employees since 2002. Fur-
thermore, as argued in our recent report4), in June 2014, 
the National Diet of Japan passed the “Act on Promotion 
of Preventive Measures against Karoshi and Other Over-
work-Related Health Disorders.” The Act aimed to clarify 
the responsibilities of the state in the promotion of pre-
ventive measures against overwork-related disorders and 
to contribute to realizing a society where people can work 
healthily and actively with an adequate work– life balance. 
Under the Act, in July 2015, the Cabinet of Japan adopted 
the “Principles of Preventive Measures against Overwork-
Related Disorders” to provide a practical framework for 

preventive measures against overwork-related disorders. 
Prior to this, in response to action from relevant individuals 
and organizations, including family members of those who 
died due to overwork-related disorders, lawyers, and per-
sonnel of non-profit organizations, with more than 500,000 
signatories among the general public, a cross-party group 
of lawmakers of the Diet was established to call for a leg-
islation regarding the prevention of overwork-related dis-
orders. These background factors may have contributed to 
the increase in the number of claims and cases of compen-
sation for overwork-related disorders among local public 
employees after the fiscal year 2014.

Figures 1-(b) and 2-(b) present the trend of claims and 
cases of compensation for mental disorders among local 
public employees in Japan between the fiscal years 1999 
and 20155, 8). Since 2000, both the number of claims and of 
cases of compensation have increased, possibly due to the 
implementation of guidelines for compensation for mental 
disorders for local public employees by the Fund in 19998). 
In 2015, 97 claims were submitted, and 32 cases received 
compensation. Of these, 11 (34.4%) represented suicide 
cases.

In the fiscal year 2015, the number of claims for men-
tal disorders increased sharply from 49 in 2014 to 97 in 
2015. This may be due to the amendment of the certifica-
tion criteria of the Fund in 2012. It is important to examine 
whether this trend will persist.

Fig. 2-(b). Proportion of suicides among cases of compensation for 
mental disorders, FY1999–FY2015.
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Fig. 2-(a). Proportion of deaths among cases of compensation for 
cerebrovascular/cardiovascular disease (CCVD), FY1999 –FY2015.
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In the fiscal year 2015 (i.e., the first full fiscal year after 
the “Act on Promotion of Preventive Measures against 
Karoshi and Other Overwork-Related Health Disorders” 
was enacted in Japan in November 201410)), the number of 
claims for compensation for both CCVD and mental dis-
orders among local public employees increased relative to 
the preceding year (Fig. 1-(a) and Fig. 1-(b)), particularly 
for mental disorders. This trend may be due to increased 
awareness of overwork-related disorders and the compen-
sation system of the Fund for CCVD and mental disorders, 
following the enactment of legislation and media reports in 
Japan on overwork-related disorders.

Age
Figure 3 shows the age distribution of cases of compen-

sation for CCVD and mental disorders among local pub-
lic employees in Japan between the fiscal years 2013 and 
20158). Compensation occurred more frequently among 
individuals aged 50 to 59 yr (43.5%), followed by those 
aged 40 to 49 yr. Compensation for mental disorders 
occurred more frequently among young employees, par-
ticularly those aged 30 to 39 yr (32.6%).

As shown in Fig. 3, over half of the individuals receiv-
ing compensation for mental disorders were in their 30s 
or younger. These findings are consistent with those of 
employees in private companies receiving compensa-

Fig. 3. Distribution of cases of compensation for cerebrovascular/cardiovascular disease and mental 
disorders by age group, FY 2013–FY2015.
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Fig. 4. Distribution of cases of compensation for cerebrovascular/cardiovascular disease and mental 
disorders by overtime hours, FY2013–FY2015.
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tion4 – 6), suggesting the importance of promoting mental 
health-related support for young employees both in the 
public and non-public sectors, as well as increasing the 
awareness of working conditions among young people.

Working hours and work events
Figure 4 shows the distribution of overtime hours among 

local public employees compensated by the Fund during 
the fiscal years 2013 and 20158). Notably, in 71.0% of cases 
of compensation for CCVD, overtime hours exceeded 80 h 
per month prior to the onset of CCVD. Conversely, 47.7% 
of cases of mental disorders (and possibly, about 10% of 
cases working less than 20 h of overtime) were compen-
sated due to work-related factors other than long work-
ing hours, including exposure to extremely stressful work 

events, such as severe sexual harassment/violence or acci-
dents/natural disasters.

Figure 5 depicts the distribution of cases of compensa-
tion for mental disorders by work event during the fiscal 
years 2013 and 20158). During the three-yr period, the 
most frequently recognized work events (22.1%) were 
“relationship with residents” and “extremely severe work 
events,” followed by “interpersonal conflicts” and “heavy 
workload (long working hours)”. “Relationship with resi-
dents” may be considered a local public employee-specific 
work event for public servants, as well as public services 
after “extremely severe work events,” including natural 
disasters, such as the Great East Japan Earthquake and the 
Fukushima Nuclear Power Accident which occurred in 
March 201111).

Table 1. The number and incidence rate of cases of compensation for cerebrovascular/cardiovascular disease and mental disorders by job type

Job type

Cerebrovascular/cardiovascular  
disease Mental disorders

No. of employeesa) No. of casesb) Incidence rate  
(per 1 million)

No. of casesb) Incidence rate 
(per 1 million)n % n % n %

Teachers/workers in compulsory education schools 2,059,224 25.0% 21 30.4% 10.2  8  9.3%  3.9
Teachers/workers in non-compulsory education schools 1,035,172 12.6%  6  8.7%  5.8  9 10.5%  8.7
Police officials   853,838 10.4% 16 23.2% 18.7  8  9.3%  9.4
Fire department officials   477,708  5.8%  3  4.3%  6.3 11 12.8% 23.0
Sanitation department officials   145,426  1.8%  0  0.0%  0.0  0  0.0%  0.0
Other local public officials 3,672,300 44.5% 23 33.3%  6.3 50 58.1% 13.6

Total 8,243,668 100% 69 100%  8.4 86 100% 10.4
a) Data from Japan Local Government Employee Safety and Health Association. This column does not include the number of part-time employees.
b) Total number of cases receiving compensation between the fiscal years 2013 and 2015. This column includes claims for compensation brought before 
the fiscal year 2013. These columns do not include the number of part-time employees.

Fig. 5. Distribution of cases of compensation for mental disorders by job-related events, FY2013–FY2015.
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Job type
Table 1 depicts the distribution of cases of compensation 

for CCVD and mental disorders by job type between the 
fiscal years 2013 and 20158). Regardless of the type of dis-
order (i.e., CCVD or mental disorders), the highest num-
ber of cases of compensation were observed among “other 
local public officials” (including local government offi-
cials engaged in document work as well as physicians and 
nurses in local public hospitals, caregivers for the elderly, 
and public health nurses), particularly for mental disorders. 
Furthermore, 30.4% of cases of compensation for CCVD 
involved “teachers/workers in schools offering compul-
sory education,” followed by “police officials.” The larg-
est number of employees who obtained compensation for 
mental disorders included “other local public officials” and 
“fire department officials,” followed by “teachers/workers 
in schools offering non-compulsory education.”

Conversely, among cases of compensation for CCVD, 
the highest incidence rate (i.e., the number of cases of 
compensation for CCVD and mental disorders per 1 mil-
lion local public employees) by job type was found among 
“police officials” (18.7/million), followed by “teach-
ers/workers in schools offering compulsory education.” 
Among cases of compensation for mental disorders, the 
highest incidence rate was observed among “fire depart-
ment officials” (23.0/million), followed by “other local 
public officials”, suggesting that “other local public offi-
cials” may not necessarily receive compensation more 
frequently than those in other job types, taking the total 
number of local public employees in each job type as the 
denominator9).

The highest incidence of cases of compensation per 
1 million local public employees by job type was found 
among “police officials” for CCVD and among “fire 
department officials” for mental disorders. These findings 
suggest that job-specific preventive measures against over-
work-related disorders are needed.

Conclusions

We analyzed the recent trends in compensation for 
CCVD and mental disorders due to overwork or work 
stress among local public employees in Japan. Com-
pared to studies on CCVD and mental disorders among 
employees at private companies4), there were limited data 
regarding overwork-related disorders among local public 
employees in Japan. While information regarding sex ratio 
and diagnosis among compensated local public employ-
ees were not included in the present paper due to the lack 

of the relevant data, to the best of our knowledge, this is 
the first report to show the state of overwork-related dis-
orders among local public employees from the perspective 
of compensation for public accidents over multiple years. 
On the other hand, no information regarding the state of 
overwork-related disorders among public employees by 
area has been made available. In Japan, the Great East 
Japan Earthquake occurred on March 11, 2011. Thus, there 
might be a substantial difference in the state of overwork-
related disorders among public employees in the disaster 
area compared to those in other areas in Japan during the 
study period.

Consistent with the recent IACI trends in claim and 
compensation, the number of claims and compensation for 
mental disorders among local public employees has gener-
ally increased. The distribution of age and working hours/
work events among cases of compensation were also com-
parable to those among employees of private businesses. 
While there may be public employee-specific or job type-
specific factors, as observed among employees of private 
businesses, long working hours and interpersonal conflicts 
were also primary reasons for compensation among local 
public employees.

There has been a recent increase in the number of media 
reports in Japan regarding cases of compensation among 
local public employees, as well as among employees of 
private companies. Guidelines for compensation of over-
work-related disorders for employees of private companies 
and local public employees have been also established. In 
2014, the enactment of the act was widely reported by the 
Japanese media. Furthermore, under the act, the Cabinet of 
Japan adopted the principles in 2015, to provide a practi-
cal framework and immediate objectives to prevent over-
work-related disorders. These factors may contribute to the 
recent trend in the compensation of local public employees 
in Japan.

The objectives of the principles include the promotion 
of awareness of overwork-related issues among public 
employees and the setting up of a counselling service sys-
tem for public employees. Although preventive measures 
against overwork-related disorders which were regulated 
in the principles mainly focus on employees of private 
companies, our findings suggest that it is important to 
develop preventive measures for public employees, includ-
ing police officers and fire department officials in whom the 
incidence rate of cases of compensation was high. Changes 
in the trends of overwork-related disorders among public 
employees in Japan in the context of recent developments 
in the law should be evaluated so that other countries can 
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benefit from the experience.
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Introduction

Overwork-related disorders, including karoshi (i.e., 
death by cerebrovascular and cardiovascular diseases 
(CCVD) due to overwork) and karojisatsu (i.e., suicide 
due to overwork), constitute a major occupational and 
public health issue worldwide1), particularly in East Asian 
countries2), including Japan3). In 2015, the average annual 
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Abstract: Overwork-related disorders, such as cerebrovascular/cardiovascular diseases (CCVD) 
and mental disorders due to overwork, are a major occupational and public health issue worldwide, 
particularly in East Asian countries. This report discusses the recent trend of overwork-related dis-
orders in Japan from the perspective of workers’ compensated occupational diseases, as well as 
the development of a national policy for preventive measures against overwork-related disorders in 
Japan. Recently, the number of claimed and compensated cases of occupational mental disorders has 
increased substantially, particularly among young workers, as compared to those of occupational 
CCVD. In response to these situations and action from society, the Japanese Government passed the 
“Act on Promotion of Preventive Measures against Karoshi and Other Overwork-Related Health 
Disorders” in June 2014 to develop a national initiative towards the prevention of overwork-related 
disorders. Changes in the trend of overwork-related disorders in Japan under a legal foundation 
and an initiative by the central government should be closely monitored so that other countries can 
bene¿t from the experiences.
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working hours among employed people in Japan was 
1,938.6 h4). On the other hand, regardless of gender, the 
proportion of workers who were working 49 h or more per 
week in Japan in 2014 (30.0% in men and 9.7% in women) 
was higher than that in western developed countries5, 6), 
suggesting that long working hours are more prevalent in 
Japan. In addition, whereas CCVD and mental disorders 
attributed to heavy workloads or stressful work events are 
considered compensable occupational diseases by work-
ers’ compensation insurance systems in Japan, Korea, and 
Taiwan, the number of compensated cases and these trends 
are different2).
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According to the National Police Agency of Japan7), 
24,025 people died by suicide in Japan in 2015 and, of these 
suicide completers, reasons for suicide could be deter-
mined in 17,981 (74.8%). Among those, 2,159 (12.0%) 
completed suicide due to “work-related issues,” including 
suicidal cases due to “exhaustion due to overwork” (i.e., 
karojisatsu). Recently, suicide rates due to work-related 
issues, such as stress involved in long working hours and 
heavy workloads, have increased among people aged 20 to 
29 yr8). Furthermore, as compared to occupational CCVD, 
occupational mental disorders have been compensated 
more frequently among young employees in Japan9).

In the present paper, we aimed to discuss the recent trend 
of overwork-related disorders in Japan from the perspec-
tive of workers’ compensated occupational diseases (i.e., 
CCVD and mental disorders) due to overwork, as well as 
the development of a national policy for the promotion of 
preventive measures against overwork-related disorders in 
Japan.

Compensated Occupational CCVD and 
Mental Disorders in Japan

To our knowledge, the first reported case of overwork-
related disorders in Japan occurred in 1969, which was a 
case of death by stroke10, 11). In addition, the first case of 
occupational mental disorders was compensated in 198412). 
Following changes in the awareness of overwork-related 
disorders in society and decisions made in the suits, since 
1988, the Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) 
of Japan has provided the annual number of cases of both 
claimed and compensated occupational CCVD and mental 
disorders9, 13).

Figure 1-(a) shows the trend of claimed and compen-
sated cases of occupational CCVD in Japan between fiscal 
years 1988 and 20159, 13). In 2002, the number of compen-
sated occupational CCVD cases increased sharply. Over 
the last three fiscal years, nearly 800 claims for compensa-
tion of occupational CCVD have been made and, of these, 
about one third were compensated.

The sharp increase in the number of compensated CCVD 
cases in 2002 may be due to the relaxation of the definition 
of heavy workloads in the amendment of certification cri-
teria by the MHLW in December 20012, 3). Regarding this 
amendment, the expert committee on the criteria for com-
pensation of occupational CCVD, which was organized by 
the MHLW, published a report on the association between 
overwork and occupational CCVD in November 2001. 
Based on this report, the standards of overtime working 

Fig. 1-(a). Number of claimed and compensated cases of occu-
pational cardiovascular disease, FY1988–FY2015.
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Fig. 1-(b). Number of claimed and compensated cases of occu-
pational mental disorders, FY1988–FY2015.
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hours for the compensation of occupational CCVD were 
established in a more quantitative manner as follows: (1) 
overtime working hours of more than 100 h per month for 
the past month before the onset of CCVD, and (2) over-
time working hours of more than 80 h per month for the 
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past 2 to 6 months before the onset of CCVD3).
Figure 1-(b) shows the trend of claimed and compen-

sated cases of occupational mental disorders in Japan 
between fiscal years 1988 and 20159, 13). In 1999, the num-
ber of applications for compensation jumped sharply, pos-
sibly due to the establishment of the guideline for com-
pensation of occupational mental disorders by the MHLW. 
Since 1999, both the number of claimed and compensated 
cases have increased substantially. Compensation rate (the 
number of compensated cases divided by the total number 
of claims) has also increased from 9.0% in 1999 to 29.3% 
in 2002, and has remained at about 30% in recent years.

As shown in Fig. 2, the proportion of suicidal cases 
among those who had claimed compensation for occupa-
tional mental disorders was 60% in 1999. Since 1999, the 
proportion has substantially decreased due to the dramatic 
increase in the total number of claimed cases for compen-
sation and, after 2007, it has remained at about 15%. Sim-
ilarly, the proportion of suicidal cases among those who 
were determined to be compensated decreased after 1999, 
and it has remained at nearly 20% (Fig. 3).

In 2002, the MHLW launched the first comprehensive 
program for the prevention of health impairment due to 
overwork12). It included the following three major focus 
areas: (1) reduction of overtime work to 45 h or less per 
month, (2) introduction of medical examinations for all 
workers, and (3) offer of consultation with and health guid-
ance by a doctor for those who work long hours3, 10). In 
addition, the MHLW have implemented some preventive 
measures regarding mental health promotion in the work-
place and prevention of workplace bullying and power 
harassment14).

However, these programs and efforts by the Government 
of Japan to prevent overwork-related disorders may not 
have been successful in reducing overwork-related disor-
ders. As argued in previous literature10), that may be due 
to (1) the attitudes among the Japanese workers towards 
long working hours, (2) the complexity of risk factors 
for overwork-related disorders other than long working 
hours and work environment, such as shift work, busi-
ness practice, and lifestyle, and (3) low awareness of the 
impact of long working hours on health among the public. 
In terms of working hours, whereas average annual work-
ing hours among workers (including part-time workers) 
in Japan have gradually decreased from 1,920 h in 1993 
to 1,734 h in 2015, those among full-time workers have 
remained at approximately 2,000 h14). Furthermore, despite 
the increase in awareness of overwork-related disorders in 
society and the number of cases of occupational disorders, 

a detailed analysis of the state of overwork-related disor-
ders in Japan, particularly that in terms of medical diagno-
sis and industry, had not been carried out.

Fig. 3. Proportion of suicide cases among the compensated 
cases of occupational mental disorders between ¿scal years 
1988 and 2015.
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Fig. 2. Proportion of suicide cases among the claimed cases 
of occupational mental disorders claimed between ¿scal years 
1988 and 2015.
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Development of National Prevention Strate-
gies for Overwork-related Disorders in Japan

In response to the situations regarding overwork-related 
disorders described above and action from relevant people 
and organizations, including family members of those who 
died by overwork-related disorders, lawyers, and person-
nel of non-profit organizations, with more than 500,000 
signatories among the general public, a cross-party group 
of lawmakers of the National Diet of Japan was established 
to call for a legislation regarding prevention of overwork-
related disorders13). Subsequently, the cross-party group 
submitted a bill regarding the promotion of preventive 
measures against overwork-related disorders to the Diet.

In June 2014, the Japanese Government passed the “Act 
on Promotion of Preventive Measures against Karoshi and 
Other Overwork-Related Health Disorders” to develop a 
national initiative of prevention of overwork-related dis-
orders15). The Act was enacted in November 2014. In the 
Act, the term “overwork-related disorders” was defined to 
include all of the following outcomes: (1) death by CCVD 
due to overwork, (2) suicide death following an onset of 
mental disorders due to psychological stress at work, and 
(3) CCVD due to overwork and mental disorders due to 
psychological stress at work. It is important to note that 
the term “overwork-related disorders” defined in the Act 
includes both fatal and non-fatal outcomes. Subsequently, 
in July 2015, the “Principles of Preventive Measures 
against Overwork-Related Disorders” were established 
under the Act.

The aims of the Act are to clarify the responsibili-

ties of the state to promote preventive measures against 
overwork-related disorders, including a submission of 
the annual report on the state of and prevention policies 
regarding overwork-related disorders to the Diet, and to 
contribute to realizing a society where people can work 
healthily and actively with an adequate work– life balance. 
The basic principles of the Act are that (1) research on 
overwork-related disorders should be conducted to clarify 
the current state of overwork-related disorders in Japan and 
to promote preventive measures against overwork-related 
disorders, (2) preventive measures should be implemented 
based on the increase in awareness of overwork-related 
disorders among the public, and (3) comprehensive pre-
vention strategies against overwork-related disorders, 
which involve central and local governments, employers, 
and other relevant organizations, are needed.

The Act designates November, which includes the 
“Labor Thanksgiving Day” in Japan (November 23), as 
the “Month for Awareness of Prevention of Overwork-
Related Disorders”, in order to promote public awareness 
of overwork-related disorders. Furthermore, under the Act, 
the MHLW established the “Council on Promotion of Pre-
ventive Measures against Overwork-Related Disorders”. 
The Council is a regular consultative meeting composed 
of representatives of (1) those who have suffered from 
overwork-related disorders and their family members, (2) 
family members of those who died by overwork-related 
disorders, (3) employees, (4) employers, and (5) academic 
experts. As of September 30, 2016, the MHLW has hosted 
six Councils (two in fiscal year 2014 and four in 2015). 
The main theme of the Councils was the content of a draft 

Table 1. Objectives of the Principles of Preventive Measures against Overwork-Related Disorders

1) To promote research on overwork-related disorders and publish the findings
 1-1) To analyze the state of compensated and non-compensated cases of overwork-related disorders
 1-2) To investigate the background factors of overwork-related disorders from the perspective of epidemiology and labor and social sciences
2) To increase awareness of overwork-related disorders
 2-1) To increase awareness of overwork-related issues among the public and that of working conditions among high school and university students
 2-2)  To increase awareness of issues regarding long working hours, health disorders due to overwork, mental healthcare in the workplace, and 

power harassment at work (workplace bullying)
 2-3) To promote reviewing working style and taking paid vacation among workers
 2-4) To promote preventive measures based on business practice
 2-5) To increase awareness of overwork-related issues among public employees
3) To develop a counselling service system
 3-1) To set up face-to-face, telephone, or e-mail counselling service system on working conditions and health management
 3-2) To train and secure human resources (e.g., industrial physicians, occupational health and labor management personnel)
 3-3) To set up counselling service system for public employees
4) To support the activities of private sectors
 4-1)  To support activities and events by private organizations, including symposia on the promotion of preventive measures against overwork-

related disorders
 4-2) To disseminate activities of private organizations towards the public
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of the Principles.
Under the Act, the Cabinet adopted the “Principles of 

Preventive Measures against Overwork-Related Disor-
ders” in July 2015. The Principles provided a practical 
framework for preventive measures against overwork-
related disorders (Table 1). Following the statement of the 
Act, the Principles established the following four major 
objectives to be implemented by the Japanese Govern-
ment: (1) to promote research on overwork-related disor-
ders and publish the findings, (2) to increase awareness of 
overwork-related disorders, (3) to develop a counselling 
service system, (4) to support the activities of private sec-
tors.

According to the MHLW14), the total national budget for 
preventive measures against overwork-related disorders 
(promotion of research, increasing the awareness, develop-
ment of counselling service, and support for private sec-
tors) was 5.529 billion JPY in fiscal year 2015 and 7.435 
billion JPY in fiscal year 2016, respectively (approxi-
mately 1 USD=120 JPY in October 2015).

Analysis of Details about the State of Over-
work-related Disorders under the Legal  
Foundation

Following the enactment of the Act in November 2014, 
the Research Center for Overwork-Related Disorders 
(RECORDS) was established within the National Insti-
tute of Occupational Safety and Health, Japan (JNIOSH). 
To investigate the current situations regarding overwork-
related disorders, the RECORDS collected compensation 
claims of recognized cases for occupational CCVD and 
mental disorders from January 2010 through March 2015 
and conducted a detailed analysis to characterize the back-
ground factors and medical diagnoses relevant to those 
disorders. Here, we describe the critical results, comparing 
the state between the cases of CCVD and those of mental 
disorders. For the findings shown below, ethical approval 
was obtained from the Institutional Review Board of the 
National Institute of Occupational Safety and Health, 
Japan (No. H2708).

Gender and Age

As shown in Fig. 4-(a) and Fig. 4-(b)16), among those 
who were determined to be compensated for having 
occupational CCVD and mental disorders between Janu-
ary 2010 and March 2015, 95.6% (1,495/1,564) of the 
compensated CCVD cases were male, whereas 68.7% 

Fig. 4-(a). Distribution of compensated cases of occupational 
cardiovascular disease by age between January 2010 and 
March 2015.
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Fig. 4-(b). Distribution of compensated cases of occupational 
mental disorders by age between January 2010 and March 
2015.
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(1,372/1,997) of the cases of compensated mental disor-
ders were male.

As compared to the age distribution of the onset of com-
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pensated occupational CCVD, occupational mental dis-
orders were compensated more frequently among young 
people, particularly those aged 30 to 39 yr. As depicted 
in Fig. 4-(b), 50.9% of male compensated cases of mental 
disorders and 61.0% of female cases were their 20s or 30s. 
The mean age of the onset of compensated CCVD was 49.3 
(SD, 9.7) among men and 49.4 (SD, 12.6) among women, 
whereas that of compensated mental disorders was 40.0 
(SD, 11.3) among men and 36.9 (SD, 11.9) among women.

Working Hours and Work Events

Figure 5 shows the distribution of overtime hours 
among those who were compensated in fiscal years 2014 
and 20159). As depicted in Fig. 5, 64.8% of compensated 
occupational CCVD cases were confirmed having over-
time hours between 80 and 119 h per month prior to the 
onset of occupational CCVD. On the other hand, 38.3% 
of compensated cases of mental disorders were con-
firmed having overtime working hours of less than 60 h 
per month before the onset, and 17.2% were compensated 
due to work-related factors other than long working hours, 
including exposure to extremely stressful work events, 
such as severe sexual harassment/violence or accidents in 
the workplace16).

Job Area/Type

Tables 2 and 3 depict the distribution of compensated 
occupational CCVD and mental disorders, respectively, 
by gender and job area between January 2010 and March 
201516). Regarding occupational CCVD (Table 2), among 
men, 30.7% of compensated cases were in “transport and 
postal activities,” followed by “wholesale and retail trade” 
and “manufacturing.” In terms of compensated occupa-
tional mental disorders (Table 3), among men, “manufac-
turing” had the largest number of compensated workers, 
followed by “wholesale and retail trade” and “transport 
and postal activities.” Notably, among women, 28.8% of 
compensated cases of occupational mental disorders were 
in “medical, health and welfare.” As suggested in previ-
ous literature17), female healthcare professionals, such as 
nurses in mental health care or caregivers for the elderly, 
may be more frequently exposed to work-related trau-
matic events, such as physical assaults and violence from 
patients and service users. However, regardless of the type 
of overwork-related disorders (i.e., occupational CCVD 
or mental disorders), workers in these job areas might not 
be necessarily compensated more frequently compared to 
those in other job areas, given the total number of people 
employed in each job area/industry as the denominator18).

There are some limitations to interpret the values shown 

Fig. 5. Distribution of compensated cases of occupational cardiovascular disease and mental disorders by overtime hours in ¿scal 
years 2014 and 2015.
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Table 2. Distribution of compensated cases of cerebrovascular/cardiovascular disease by job category

Men Women

No. of casesa)

No. of 
employee 
population 
(10,000)b,c)

No. of cases 
per 1 milliond)

No. of casesa)

No. of 
employee 
population 
(10,000)b,c)

No. of cases 
per 1 milliond)

Job category (alphabetical order)e) n % n % n % n %

Accommodations, eating, and drinking services 104 7.0% 529 4.0% 19.7 10 14.5% 986 8.9% 1.0
Agriculture and forestry 6 0.4% 148 1.1%  4.1 1 1.4% 111 1.0% 0.9
Compound services 6 0.4% 147 1.1%  4.1 1 1.4% 98 0.9% 1.0
Construction 162 10.8% 1,448 10.9% 11.2 0 0.0% 243 2.2% 0.0
Education, learning support 23 1.5% 613 4.6%  3.8 2 2.9% 704 6.4% 0.3
Electricity, gas, heat supply, and water 1 0.1% 134 1.0%  0.7 0 0.0% 19 0.2% 0.0
Finance and insurance 9 0.6% 333 2.5%  2.7 1 1.4% 400 3.6% 0.3
Fisheries 14 0.9% 26 0.2% 53.8 0 0.0% 6 0.1% 0.0
Information and communications 46 3.1% 610 4.6%  7.5 5 7.2% 215 2.0% 2.3
Living-related, personal, and amusement services 33 2.2% 332 2.5%  9.9 4 5.8% 523 4.7% 0.8
Manufacturing 186 12.4% 3,263 24.5%  5.7 7 10.1% 1,359 12.3% 0.5
Medical, health, and welfare 38 2.5% 709 5.3%  5.4 11 15.9% 2,563 23.3% 0.4
Mining and quarrying of stone and gravel 0 0.0% 12 0.1%  0.0 0 0.0% 3 0.0% 0.0
Real estate and goods rental and leasing 28 1.9% 236 1.8% 11.9 0 0.0% 140 1.3% 0.0
Scientific research, professional, and technical 
services 44 2.9% 417 3.1% 10.6 3 4.3% 249 2.3% 1.2

Services, N.E.C. 121 8.1% 1,091 8.2% 11.1 4 5.8% 815 7.4% 0.5
Transport and postal activities 459 30.7% 1,272 9.5% 36.1 6 8.7% 292 2.6% 2.1
Wholesale and retail trade 215 14.4% 2,005 15.0% 10.7 14 20.3% 2,296 20.8% 0.6

Total 1,495 100% 13,325 100% 11.2 69 100% 11,022 100% 0.6
a) Total number of cases that were determined to be compensated between January 2010 and March 2015. This column includes the cases that were 

claimed to workers’ compensation before December 2009.
b) Data from the Labour Force Survey, Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan.
c) Total population of employees (annual average) in Japan between January 2010 and December 2014. These figures include both full-time and part-time 

employees.
d) Due to the unavailability of data on the population of employees between January 2015 and March 2015, the compensation rates in this column are 

slightly higher than the actual value.
e) Public employees and central and local government officers are not included.

in Tables 2 and 3. For instance, due to the unavailability 
of data on the population of employees between January 
2015 and March 2015, the compensation rates are slightly 
higher than the actual value.

Medical Diagnoses

Table 4 shows the distribution of diagnoses among com-
pensated cases of occupational CCVD by gender between 
January 2010 and March 201516). While 60.5% of male 
compensated cases had been diagnosed as having cerebro-
vascular diseases, particularly intracerebral hemorrhage, 
91.3% of female compensated cases had been diagnosed 
having cerebrovascular diseases.

Table 5 summarizes the distribution of diagnoses among 
compensated cases of occupational mental disorders by 
gender between January 2010 and March 201516). Notably, 

59.7% of male compensated cases had been diagnosed as 
having mood (affective) disorders. Among women, 73.0% 
of compensated cases had been diagnosed having neurotic, 
stress-related, or somatoform disorders, particularly post-
traumatic stress disorder (PTSD).

Conclusion

In the current paper, we briefly analyzed the characteris-
tics of compensated occupational CCVD and mental disor-
ders due to overwork or psychological stress at work. Over 
the past decade, the number of claims, as well as that of 
compensation, of occupational mental disorders have been 
substantially increasing, as compared to those of occupa-
tional CCVD. Notably, among the cases of compensated 
occupational mental disorders, approximately 50% of 
male and 60% of female cases were in their 20s or 30s. 
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Table 3. Distribution of compensated cases of mental disorders by job category

Men Women

No. of casesa)

No. of 
employee 
population 
(10,000)b,c)

No. of cases 
per 1 milliond)

No. of casesa)

No. of 
employee 
population 
(10,000)b,c)

No. of cases 
per 1 milliond)

Job category (alphabetic order)e) n % n % n % n %

Accommodations, eating, and drinking services 87 6.3% 529 4.0% 16.4 48 7.7% 986 8.7%  4.9
Agriculture and forestry 15 1.1% 148 1.1% 10.1 2 0.3% 111 1.0%  1.8
Compound services 10 0.7% 147 1.1%  6.8 7 1.1% 98 0.9%  7.1
Construction 138 10.1% 1,448 10.9%  9.5 11 1.8% 243 2.2%  4.5
Education, learning support 32 2.3% 613 4.6%  5.2 25 4.0% 704 6.2%  3.6
Electricity, gas, heat supply, and water 12 0.9% 134 1.0%  9.0 1 0.2% 19 0.2%  5.3
Finance and insurance 23 1.7% 333 2.5%  6.9 30 4.8% 400 3.5%  7.5
Fisheries 6 0.4% 26 0.2% 23.1 0 0.0% 6 0.1%  0.0
Information and communications 97 7.1% 610 4.6% 15.9 28 4.5% 215 1.9% 13.0
Living-related, personal, and amusement services 30 2.2% 332 2.5%  9.0 15 2.4% 523 4.6%  2.9
Manufacturing 290 21.1% 3,263 24.5%  8.9 59 9.5% 1,359 12.0%  4.3
Medical, health, and welfare 51 3.7% 709 5.3%  7.2 179 28.8% 2,563 22.7%  7.0
Mining and quarrying of stone and gravel 3 0.2% 12 0.1% 25.0 0 0.0% 3 0.0%  0.0
Real estate and goods rental and leasing 39 2.8% 236 1.8% 16.5 13 2.1% 140 1.2%  9.3
Scientific research, professional, and technical 
services 70 5.1% 417 3.1% 16.8 22 3.5% 249 2.2%  8.8

Services, N.E.C. 100 7.3% 1,091 8.2%  9.2 45 7.2% 815 7.2%  5.5
Transport and postal activities 176 12.8% 1,272 9.5% 13.8 38 6.1% 292 2.6% 13.0
Wholesale and retail trade 193 14.1% 2,005 15.0%  9.6 97 15.6% 2,296 20.3%  4.2

Total 1,372 100% 13,325 100% 10.3 620 100% 11,022 100%  5.6
a) Total number of cases that were determined to be compensated between January 2010 and March 2015. This column includes the cases that were 

claimed to workers’ compensation before December 2009.
b) Data from the Labour Force Survey, Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan.
c) Total population of employees (annual average) in Japan between January 2010 and December 2014. These figures include both full-time and part-time 

employees.
d) Due to the unavailability of data on the population of employees between January 2015 and March 2015, the compensation rates in this column are 

slightly higher than the actual value.
e) Public employees and central and local government officers are not included.

Table 4. Distribution of diagnosis of occupational cerebrovascular/
cardiovascular disease by gender

Men 
(n=1,495)

Women 
(n=69)

n SD/% n SD/%

Age of onset (Mean, SD) 49.3 9.7 49.4 12.6
Cerebrovascular diseases
 Intracerebral hemorrhage 419 28.0% 28 40.6%
 Subarachnoid hemorrhage 261 17.5% 28 40.6%
 Cerebral infarction 221 14.8% 7 10.1%
 Hypertensive encephalopathy 4 0.3% 0 —
Cardiovascular diseases
 Myocardial infarction 267 17.9% 1 1.4%
 Cardiac arrest 220 14.7% 4 5.8%
 Dissecting aneurysm 81 5.4% 1 1.4%
 Angina pectoris 19 1.3% 0 —
Other diseases (e.g., epilepsy) 3 0.2% 0 —

Table 5. Distribution of diagnosis of occupational mental disorders 
by gender

Men 
(n=1,373)

Women 
(n=627)

n SD/% n SD/%

Age of onset (Mean, SD) 40.0 11.3 36.9 11.9
F3 (Mood (affective) disorders) 820 59.7% 169 27.0%
 F32 (Depressive episode) 716 52.1% 151 24.1%
 Other F3 104  7.6% 18  2.9%
F4 (Neurotic, stress-related and somato-
form disorders)

540 39.3% 458 73.0%

 F43.0 (Acute stress reaction)  39  2.8% 61  9.7%
 F43.1 (Post-traumatic stress disorder) 145 10.6% 163 26.0%
 F43.2 (Adjustment disorders) 228 16.6% 129 20.6%
 Other F4 128  9.3% 105 16.7%
Other mental disorders  13  0.9% 0 —
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These findings suggest the importance of promoting men-
tal health-related support for young employees, as well as 
increasing awareness of working conditions among stu-
dents.

In fiscal year 2015 (i.e., the first full fiscal year after the 
Act was enacted in November 2014), the number of claims 
for workers’ compensation of both occupational CCVD 
and mental disorders in Japan increased slightly from the 
previous year (Fig. 1-(a) and Fig. 1-(b)). This may be due 
to increased awareness of overwork-related disorders and 
workers’ compensation system for occupational CCVD 
and mental disorders, because the enactment of the Act, 
along with the recent situation regarding overwork-related 
disorders, were widely reported by the media in Japan.

The term karoshi firstly appeared in Japan in the late 
1970s. To our knowledge, Japan was the first country to 
pass a law specifically focusing on comprehensive pre-
ventive measures against overwork-related disorders. 
Overwork-related disorders have been a major occupa-
tional and public health issue in both developed and devel-
oping countries. Thus, experience in Japan can provide 
other countries with useful information on developing a 
national preventive policy against overwork-related disor-
ders. Changes in the trend of overwork-related disorders 
in Japan under a legal foundation and an initiative by the 
central government should be closely monitored, so that 
other countries can benefit from the experiences. Addition-
ally, the long-term effect of preventive measures based on 
the Act and the Principles (i.e., preventive efforts regarding 
increasing the awareness, development of counselling ser-
vice, and support for private sectors) should be evaluated.
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Impact of Daily Rest Period on Resting Blood Pressure
and Fatigue

A One-Month Observational Study of Daytime Employees

Hiroki Ikeda, PhD, Tomohide Kubo, PhD, Shuhei Izawa, PhD, Masaya Takahashi, PhD,

Masao Tsuchiya, PhD, Norie Hayashi, BSN, and Yuki Kitagawa, BSN

Objective: We aimed to examine the effects of the daily rest period (DRP)

on resting blood pressure (BP) and fatigue and determine the optimal DRP

for daytime workers. Methods: Fifty-four daytime employees participated

in a 1-month observational study. BP was measured thrice at the workplace.

Employees underwent a pre- and post-survey to determine the usual DRP and

assess subjective health outcomes. To determine the optimal DRP, DRP

criteria were set as 11, 12, 13, and 14 hours.Results: Workers with a shorter

DRP had high diastolic BP and fatigue. Diastolic BP was higher in the

short group than in the long group for the 14-hour DRP criteria alone.

Conclusions: Shorter DRP was associated with high diastolic BP. We

recommend a longer DRP (�14 hours) for improving workers’ cardiovas-

cular health.

L ong working hours have several negative effects on workers. 1,2

One of these negative effects is cardiovascular disease. It has
been reported that long working hours increase systolic and diastolic
blood pressure (BP) 3 and are related to cardiovascular diseases such
as hypertension,4 acute myocardial infarction,5 and coronary heart
disease.6 In addition, an increase in overtime work hours adversely
affects several subjective health outcomes such as fatigue, sleep, and
stress.7–9

The European Union (EU) working time directive states that
workers of member states have the right to ‘‘a minimum daily rest
period of 11 consecutive hours every 24 hours.’’10 This interval
between the end of one workday to start of the following workday is
the daily rest period (DRP). Regulation of the DRP is expected to
improve the health of workers. Previously, several studies confirmed
the relationship between the DRP and health-related outcomes for
shift workers,11,12 and a recent systematic review revealed that an
interval of 11 hours or less between consecutive work days
adversely affected at least acute health problems such as sleep,
sleepiness, and fatigue.13 Another study argued that shift workers
should avoid short intervals between shifts and that they needed an
interval of about 16 hours.14 In contrast, few studies have explored
the effects of the DRP on the health of daytime workers and no
studies have examined the effects of the DRP on cardiovascular
health. Therefore, it is not clear whether the DRP could have
positive effects on the cardiovascular health and subjective health
outcomes of daytime workers. In addition, there is little evidence to

support that 11 hours is the optimal DRP for daytime workers.
Kosugo15 reported that the recommended DRP is more than
14 hours including 8 hours of sleep and relaxation time.

The aim of this study was to explore the effects of the DRP on
the resting BP and fatigue of daytime workers. We decided to
determine the optimal DRP if the DRP was found to be associated
with BP and fatigue. We hypothesized that the DRP was associated
with BP and fatigue and workers with shorter DRPs would have
higher BP and more fatigue.

METHODS

Participants
Participants were recruited through an internal advertisement

at an information technology company that applied a discretionary
labor and flextime system. Initially, 90 employees attended the
research explanation meeting; however, 68 employees eventually
participated in this study. None of the participants used antihyper-
tensive drugs. All participants gave written informed consent before
the experiment. The study protocol was approved by the Research
Ethics Committee of the National Institute of Occupational Safety
and Health, Japan (H26-1-02).

Procedure
This observational study was conducted from October 2015

to December 2015. The follow-up period was 1 month. Participants
completed a pre-study survey, which included the Japanese version
of the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI-J),16 a new brief job
stress questionnaire (NBJSQ),17 and a questionnaire regarding
information about the participants including age, sex, height, body
weight, smoking status (non-smoker or smoker), years of continu-
ous employment, and the round-trip commute time at the beginning
of the study period. In addition, the average start and end time of
their workday for the last month were asked in the pre-survey. The
DRP was then calculated as the interval in hours from the end of one
workday to the start of the following workday.

Participants maintained their usual lifestyle pattern at home,
and at work before the experimental period, and during the follow-
up period, respectively. Resting systolic and diastolic BP were
measured at their workplace on the Friday or Thursday of the first
(T1), third (T2), and fourth (T3) weeks of the follow-up period.
Participants were instructed to conduct all three measurements of
BP (T1, T2, and T3) on the same day and time every week if possible
and to avoid measuring BP for about 1 hour after meals. BP was
measured twice a day and the mean values were analyzed. Finally,
participants completed a post-survey that included the PSQI-J
and NBJSQ.

Measurements
Resting BP was measured by the participants themselves

using a digital BP monitor (CH-463E; Citizen Systems Japan Co.,
Ltd., Tokyo, Japan) in a sitting position under the supervision of
occupational health nurses.
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Fatigue was measured using the NBJSQ.17 The fatigue scale
consisted of three items and used the 4-point Likert scale (1: almost
never, 2: sometimes, 3: often, and 4: almost always). The mean
score of the three items ranged from 1 to 4. A higher mean score
indicated relative fatigue. The reliability (Cronbach alpha¼ 0.84)
and validity of the NBJSQ have been confirmed.17,18

Sleep quality and quantity were measured using the
PSQI-J.16 This questionnaire included 18 items such as bedtime,
sleep onset latency, waking up time, sleep duration, sleep disturb-
ances, sleep quality, use of sleep medication, and daytime dysfunc-
tion during the previous month. The total PSQI-J score (range 0 to
21) indicated sleep quality and a higher score indicated more sleep
complaints. The reliability (Cronbach alpha¼ 0.77) and validity of
the PSQI-J has been confirmed.16 This study used the PSQI-J score,
sleep duration, and sleep efficiency to evaluate the sleep quality
and quantity.

Data Analysis
A linear mixed model with compound symmetry was used to

examine the effects of the DRP on resting systolic and diastolic BP
and fatigue. The fixed effects associated with systolic and diastolic
BP were the DRP (in hours) and the time of BP measurement (or
period; T1, T2, and T3), and the random effect was the subjects.
Possible confounding variables (sleep duration, sleep efficiency,
age, sex, body mass index, and smoking status) were also included
in the model as fixed effects, as these variables were reported to be
associated with BP.19–22 The fixed effects of fatigue were the DRP
(in hours), session (pre- and post-survey), and covariates (age, sex,
sleep duration, and sleep efficiency), and the random effect was the
subjects. Sleep duration and sleep efficiency were calculated by the
mean value of two measurements (from the pre- and post-surveys).

To determine the optimal DRP, the DRP criteria were initially
set as 11, 12, 13, and 14 hours. The 11-hours DRP criteria was based
on the EUworking time directive,10 while the 14-hours DRP criteria
was recommended in the study by Kosugo.15 The diastolic and
systolic BP, fatigue, and sleep variables at 11, 12, 13, and 14 hours
were analyzed using a two-way linear mixed-model analysis of
variance with compound symmetry. The participants were catego-
rized into long and short DRP groups according to each DRP length.
The fixed effects of BP were group (long and short groups), period
(T1, T2, and T3), and covariates such as sleep duration, sleep
efficiency, age, sex, BMI, and smoking status; the random effect
was the subjects. The fixed effects of fatigue and the sleep variables
were group, session (pre- and post-surveys), and covariates such as
age and sex; the random effect was the subjects.

All statistical analyses were conducted using SPSS version
23.0 for Microsoft Windows (IBM Company, New York).

RESULTS
Fourteen participants who did not complete the pre-survey

were excluded from subsequent analyses, as their DRP data were not
available. Thus, the data of 54 employees who were able to measure
their BP and complete the questionnaires were analyzed, and the
response rate thereof was 60.0%. Table 1 summarizes the charac-
teristics of all participants and categorizes participants into either
the long or the short groups on the basis of the 11-, 12-, 13-, and
14-hour DRP criteria. In the 11-hour DRP criteria, the short
(<11-hour) group comprised only five employees. The small
sample size may result in type 2 error; therefore, the data of the
11-hour criteria were excluded from subsequent analyses. The mean
DRP of all participants was 12.8� 0.2 hours. One participant
did not answer the question about smoking status. Thirty-eight
workers (70%) were enrolled in the discretionary labor system,
and 16 workers (30%) were enrolled in the flextime system.
Participants worked 11.2� 0.2 hours per day on average, and in
addition, their mean start and end times of work (min-max time
range) were 09:24� 00:42 (07:30 to 10:30) and 19:48� 01:18
(17:00 to 23:00), respectively.

From linear mixed model analyses, we found that for BP,
period was not significant [systolic BP: b¼�0.078, not significant
(ns); diastolic BP: b¼�0.495, ns], and, for fatigue, session was not
significant (b¼�0.26, ns). Therefore, we excluded period (T1, T2,
or T3) and session (pre- and post-surveys) as fixed effects in the
analyses, and BP and fatigue were calculated as mean values to
enhance reliability. Table 2 summarizes the results of the linear
mixed-model analyses. DRP was not significantly associated with

TABLE 1. Characteristics of the Participants

Mean (SD) or % (n)

Daily Rest Period During the Past Month

Variable All �11 h <11h �12 h <12 h �13h <13 h �14 h <14h

n 100% (54) 91% (49) 9% (5) 78% (42) 22% (12) 63% (34) 37% (20) 31% (17) 69% (37)
Age (years) 39.6 (6.3) 39.7 (6.6) 38.8 (3.6) 39.6 (6.4) 39.7 (6.3) 39.2 (6.8) 40.4 (5.4) 38.2 (7.9) 40.2 (5.4)
Sex (% female) 46% (25) 45% (22) 60% (3) 48% (20) 42% (5) 56% (19) 30% (6) 76% (13) 32% (12)
Body mass index (kg/m2) 22.2 (2.8) 22.2 (2.6) 21.9 (5.3) 22.2 (2.6) 22.3 (3.7) 21.9 (2.2) 22.7 (3.7) 21.9 (2.2) 22.3 (3.1)
Smoking status (% current smokers)� 15% (8) 17% (8) 0% (0) 19% (8) 0% (0) 18% (6) 11% (2) 18% (3) 14% (5)
Years of continuous employment 8.7 (5.3) 8.8 (5.2) 7.4 (5.9) 8.9 (5.2) 7.7 (5.6) 8.8 (5.4) 8.5 (5.2) 7.1 (5.0) 9.4 (5.3)
Daily rest period (h) 12.8 (1.6) 13.2 (1.3) 9.4 (0.7) 13.5 (1.0) 10.4 (1.0) 13.8 (0.8) 11.1 (1.2) 14.5 (0.7) 12.1 (1.4)
Round-trip commute time (h) 1.8 (0.7) 1.8 (0.7) 1.7 (0.6) 1.8 (0.7) 1.9 (0.6) 1.7 (0.7) 2.0 (0.8) 1.8 (0.7) 1.8 (0.7)
Hypertension (% �140 or �90mm Hg) 19% (10) 18% (9) 20% (1) 14% (6) 33% (4) 6% (2) 40% (8) 0% (0) 27% (10)

�N¼ 53.

TABLE 2. Results of the Linear Mixed-Model Analysis

Systolic BP Diastolic BP Fatigue

b b b

Daily rest period (h) �0.582 �1.290b �0.081a

Sleep duration (h) �0.194 �0.260 �0.246b

Sleep efficiency (%) 0.020 �0.124 �0.010
Sex� �8.030b �5.273b 0.047
Age (years) 0.408b 0.446b �0.033b

Body mass index (kg/m2) 2.044b 1.447b —
Smoking statusy 5.903b 2.489 —

BP, blood pressure.
aP< 0.05.
bP< 0.01.
�1¼male, 2¼ female.
y1¼ non-smoker, 2¼ smoker.
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systolic BP (b¼�0.582, ns), but was significantly associated with
diastolic BP (b¼ 1.290, P< 0.01). Fatigue was significantly associ-
ated with DRP (b¼ -0.081, P< 0.05) and sleep duration
(b¼�0.246, P< 0.01).

Figure 1 shows systolic and diastolic BP of the long and short
groups for the 12-, 13-, and 14-hour DRP criteria. From the two-way
linear mixed model analysis of variance for systolic BP, we found
that none of the DRP criteria showed any significant main effects or
interaction. However, we observed significance in the main effect of
group [F(1,44)¼ 7.053, P< 0.05] for diastolic BP for the 14-hour
DRP criteria. For diastolic BP, neither of the significant main effects
or interaction was found for the 12- and 13-hour criteria.

Table 3 summarizes the mean (standard error) values and
statistical results of fatigue and the sleep variables. The liner
mixed-model analysis for fatigue showed significance in the main
effect of the group for the 12-hour criteria [F(1,50)¼ 7.11,
P< 0.05] and a trend toward significance in the main effect of
the group for the 13-hour criteria [F(1,50)¼ 3.13, P¼ 0.083]. The
significant main effect of group was observed for sleep duration
for the 12-hour criteria [F(1,50)¼ 4.12, P< 0.05] and sleep
efficiency for the 13-hour criteria [F(1,50)¼ 5.14, P< 0.05]. A
trend toward significance in the main effect was observed for the
PSQI-J score [F(1,49)¼ 3.18, P¼ 0.081] for the 12-hour criteria.
A significant interaction was observed for the PSQI-J score for
the 14-hour criteria [F(1,50)¼ 6.11, P< 0.05], and post hoc
analysis showed that the PSQI-J score was higher (P< 0.05) in
the long group in the pre-survey, than that in the long group in
the post-survey.

DISCUSSION

The aim of this study was to determine the relationship
among the DRP, resting BP, and fatigue. The results showed that
workers with a shorter DRP had higher diastolic BP. This study also
found that diastolic BP for the 14-hour criteria alone was higher in
the short group than in the long group. In addition, fatigue was
associated with the DRP and sleep duration. These findings are
significant as, unlike for shift workers, little is known about the
effects of DRP on the cardiovascular health and subjective health
outcomes of daytime workers.

The DRP was associated with diastolic BP, and workers with
a DRP of less than 14 hours showed higher diastolic BP than
workers with a DRP of more than 14 hours. These results from
the present study suggest that a DRP of more than 14 hours may be
recommended for workers’ cardiovascular health, as diastolic BP is
known to be associated with hemorrhagic stroke, stroke, and
coronary heart disease.23,24 A key question was why workers with
a shorter DRP had higher diastolic BP, while it has previously been
reported that relaxation reduces BP.25 Therefore, as a long DRP (ie,
leisure time) could provide enough time to relax, workers with a
long DRP could have low diastolic BP. Therefore, a shorter DRP
would not provideworkers enough time to relax and they could have
higher diastolic BP.

Fatigue was associated with DRP and sleep duration. DRP
and sleep duration are closely related, as the DRP includes the sleep
duration, and sleep duration decreases with a decrease in the DRP. It
has previously been reported that fatigue was associated with sleep
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FIGURE 1. Resting systolic and diastolic blood pressure of the long and short groups for all of the daily rest period criteria adjusted
for age, sex, sleep duration, sleep efficiency, BMI, and smoking status. Mean blood pressure is an estimatedmarginal value. T1, T2,
and T3 indicate the first, third, and fourth weeks of the follow-up period, respectively. Error bars indicate standard error of the
mean (SEM).
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quantity rather than overtimework.26 Therefore, an adequate DRP is
needed to get enough sleep to recover from fatigue. In addition,
although fatigue was decreased in the long group than in the short
group for the 12- and 13-hour DRP criteria, there was no difference
between the two groups for the 14-hour DRP criteria. The results
from the present study suggested that a short DRP of less than
13 hours is insufficient to recover from fatigue. Therefore, to
recover from fatigue, it may be recommended that workers should
ensure that they get a long DRP of more than 14 hours. Kosugo15

also recommended a DRP of more than 14 hours to ensure more than
8 hours of sleep and relaxation time.

This study had several limitations. First, when the partici-
pants were categorized into two groups, we noted an unbalanced
ratio between the long and short groups, especially for the 11- (short
group: n¼ 5; long group: n¼ 49) and 12-hour (short group: n¼ 12;
long group: n¼ 42) DRP criteria. Although the result of 11-hour
DRP criteria was excluded from the analysis, a type 2 error may
skew the results of the 12-hour DRP criteria due to low statistical
power. Further research with larger samples or another population
with short DRPs is needed to overcome this limitation. Second,
although it was reported that various lifestyle factors such as
exercise, alcohol, and sodium restriction influence BP,25 the present
study did not address these variables. Further studies in which these
variables are controlled are required. Third, the present study
measured several subjective outcomes such as sleep and fatigue
by self-report. Additional research using objective measurements
such as polysomnography, actigraphy, and the measurement of
stress hormones is required to determine the effects of DRP on
the health of workers. Fourth, although the DRP may have changed
due to several reasons such as work progress and family matters, in
this study, the DRP was measured only once before the follow-up
period. Further studies that survey the DRP every workday are
needed. Fifth, the study was conducted between October and
December. Generally, workers are the busiest at the end of the
year. Therefore, the DRP during the end of the year might have been
shorter than that in the rest of the year. Further research that is
conducted during a less busy time of the year is required to better
understand the effects of the DRP. Sixth, although this observational
study revealed a relationship between the DRP and BP, the causal
relationship was not confirmed. Hereafter, an interventional study is
needed to determine how extensively the DRP affects BP.

Although this study had these limitations, the results obtained
here revealed that the DRP was associated with resting diastolic BP,
that is, workers with a shorter DRP showed higher diastolic BP. This
finding was important, as, currently, little is known about the effects
of the DRP on physiological characteristics of daytime workers.
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｢労働安全衛生研究｣，Vol. 11, No. 1, pp. 1‒4, (2018)
研究紹介

長時間作業時の血行動態反応の個人差
劉 　 欣 欣*1，池 田 大 樹*1，小 山 冬 樹*1, *2， 

脇 坂 佳 子*1，高 橋 正 也*1

長時間労働は様々な心身不調と関連し，特に脳・心臓疾患の発症リスクを増大させることが知られている．
国内では，過重労働（特に長時間労働）によって脳・心臓疾患を発症したとする労災認定件数，いわゆる過労死
等の認定件数は年間250件から300件程度で推移し，明らかな減少傾向は認められていない 1）．長時間労働によ
る心血管系負担の軽減策を検討・提案することは，労働者の健康維持，さらには過労死の予防に極めて重要であ
る．本研究では，長時間労働を模した実験室での被験者実験により，血圧を維持するための心臓と血管系の反応
（背景血行動態反応）について検討した．本稿では，その実験結果の一部である血行動態反応の個人差について
紹介し，心血管系負担の軽減策を検討するための資料提供を目的とした．
キーワード：長時間労働，心血管系反応，個人差，血圧，心拍出量，総末梢血管抵抗

1　はじめに
国内外で行われた疫学調査研究では，週55時間以上
の長時間労働は脳卒中，冠動脈心疾患などの脳・心臓
疾患のリスクを増大し，週60時間を超えるとそのリス
クがさらに増加することが報告されている 2‒5）．国内で
公開されている脳・心臓疾患の労災認定基準 6）では，業
務の過重性を評価する具体的な負荷要因として，労働時
間，交代制勤務・深夜勤務，精神的緊張を伴う業務など
7つの項目が示されており，特に労働時間が最も重要と
されている．同省の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補
償状況」まとめ 1）によると，業務における過重な負荷に
よって脳・心臓疾患を発症したとする労災認定件数は，
2016年においては260件であった．これらの認定事案
の約90%に時間外労働が月80時間以上となる長時間労
働が認められ，特に50代と40代の労働者に顕著であっ
た．また，総務省の労働力調査 7）によると，2016年に週
60時間以上勤務していた労働者人口は約429万人であ
り，未だに多くの労働者が長時間労働に曝されている．
さらに，厚生労働省が公表した「業務上疾病発生状況等
調査」8）によると，職場での健康診断において血圧や心臓
などの心血管系に問題が発見された労働者は増加する傾
向である．労働者の健康維持，および脳・心臓疾患にか
かわる労災発生件数の減少には，長時間労働による心血
管系負担の軽減策が緊急に必要であるが，科学的エビデ
ンスに基づいた労働安全衛生上の有効な対策が見出せて
いない．
勤務中の血圧は，勤務時間外や休日の血圧よりも高い

ことが報告されており 9, 10），勤務中の血圧上昇が大きい
人は将来的に心血管系疾病リスクがより高いと考えられ
ている 11）．血圧は心臓と血管系の反応により調節され

ていることが知られている．血圧上昇のみならず，血圧
を維持する際にも重要なこれらの心臓反応と血管系反応
は，将来の心血管疾患の発症リスクと関連し，特に血管
系反応の大きい人は将来の疾病リスクが高いことが報告
されている 12）．心臓反応の指標としては，心臓から1分
間に送り出される血液の量である心拍出量がよく用いら
れ，また，血管系反応の指標として，全身の末梢血管内
で起こる血液の流れへの抵抗である総末梢血管抵抗が用
いられる．我々の先行研究 13）では，血圧が一定水準に維
持された場合でも，背景血行動態反応は異なる場合があ
ることが示された．したがって，背景血行動態反応の解
明は心血管系負担の軽減策の検討に重要である．
一方，背景血行動態反応には，個人差が存在すること
が知られている．実際に，長時間労働に曝されている労
働者の一部に，それが原因で脳・心臓疾患を発症し，過
労死となった例が存在する．脳・心臓疾患の発症には遺
伝的要因や個人の生活習慣などの影響も否定できない
が，長時間労働に曝された場合に心血管系反応の観点か
ら特にリスクの高いグループが存在する可能性がある．
先行研究では，血圧上昇の度合いや血圧を維持する背景
血行動態には，異なる反応パターンが存在することが報
告されている 14）．つまり，同じ時間帯に同じ作業を行う
場合でも血圧が著しく上昇する人とあまり変化しない人
が存在し，また変化する場合においても，主に心拍出量
が増加する人と主に総末梢血管抵抗が増加する人が存在
する．
このような長時間労働での血行動態反応の個人差を分
析し，パターンによっていくつかのグループに集約させ
ることができれば，それら各々の反応グループに合わせ
た負担軽減策を検討することが可能となる．結果とし
て，実際の労働現場に具体的かつ的確な対策を取り入れ
ることができ，労働者の健康維持，さらに心血管系の疾
患が原因となる過労死の予防にもつながると考えられ
る．本稿では，血行動態反応の異なる反応パターンにつ
いて説明し，さらに長時間作業を行う場合の血行動態反
応の個人差について紹介する．
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2　血行動態反応の異なる反応パターン
背景血行動態反応には，主に心拍出量の増加によっ

て血圧が上昇する「心臓反応パターン」と主に総末梢血
管抵抗の増加により血圧が上昇する「血管系反応パター
ン」，およびそれら両方の増加によって血圧が上昇する
「心臓・血管反応パターン」の3つのパターンが存在す
ることが報告されている（図1）14, 15）．我々の先行研究 15）

では，40名の健康な成人を対象とし，作業課題を5分間
提示した場合の背景血行動態反応パターンについて検討
した．
作業課題は，カラーワード課題および暗算課題とし

た．カラーワード課題は，色を意味する漢字がその意味
と異なる色で提示され，参加者はその提示色を制限時間
内に回答するという認知課題であった．例えば，「赤」と
いう文字が画面上に「緑色」で提示された場合，参加者
は黒色で「緑」と書かれた回答ボタンを選択し押下した．
暗算課題は，1000から暗算で17を引いて，その結果か
らさらに連続して17を引くという課題であった．
結果として，いずれの作業課題に対しても背景血行動

態反応の3つの反応パターンが確認された．さらに，反
応パターンの作業課題による変化を検討した結果，19名
（47.5%）は両課題とも同じ反応パターンを示し，21名
（52.5%）は作業課題によって反応パターンが変化した．
また，両課題においてともに血管反応（心臓・血管反応
を含む）が見られた人は，他の人と比べてより血圧が上
昇したことも示された．

3　長時間作業時の血行動態反応の個人差
心血管系反応の個人差を取り扱った先行研究，特に背

景血行動態反応の個人差を検討した研究は，短時間の実
験室実験のみであり，長時間作業での実験データは見ら
れなかった．本研究では，長時間作業での背景血行動態
反応について検討した．ここでは，4名の参加者の実験
データを例示し，血行動態反応の個人差について紹介す
る．
実験では，約12時間（週60時間勤務を想定）の模擬
的なパソコン作業を行う参加者の血行動態指標を実験室
において断続的に測定した．参加者は心臓病，腎臓病，
および脳卒中の既往歴のない40～50代の健康な成人男
性であり，全員の安静時血圧は正常範囲内であった（収

縮期血圧≦140 mmHg，かつ，拡張期血圧≦90 mmHg）．
実験日は喫煙およびカフェインを含む飲食を禁止し，食
事は脂肪分や刺激の少ないものに限定した．参加者の体
調への配慮から，実験室の室温は25°Cに設定し，休憩中
の水分摂取は制限しなかった．
作業は，午前（9 : 10～11 : 50），午後 I（12 : 50～15 : 30），
午後 II（15 : 45～18 : 25）および夜（19 : 15～22 : 00）の4
つの時間帯に分けて実施した．休憩は，午前と午後 Iの
間に1時間および午後 IIと夜の間に50分間とし，さらに
各作業時間帯内に10～15分程度の小休止を2回ずつ設
けた．作業課題は，カラーワード課題，暗算課題，数字
コピー課題を用いた．カラーワード課題は，前述とおり
であった．暗算課題は，画面上に提示された2つのラン
ダムな数字（10～49）を暗算で加算し，その結果を制限
時間内に入力する課題であった．数字コピー課題は，画
面上に提示されたランダムな10桁の数字を制限時間内
に入力する課題であった．これらの3つの作業課題は，
各作業時間帯内にそれぞれ1回（45分間）ずつ提示され
た．課題の提示順序は作業時間帯により異なった．例
示する参加者4名の作業成績（平均正解率）はいずれも
90%以上であり，参加者間での顕著な差は認められな
かった．
血行動態指標として，収縮期血圧（SBP），拡張期血圧

（DBP），平均動脈血圧（MAP），心拍出量（CO），総末
梢血管抵抗（TPR）を連続血行動態測定装置（Finapres 
Pro, Finapres Medical Systems社製，オランダ）を用いて
測定した．測定は作業開始前の安静状態（9 : 05～9 : 10）
と各作業課題終了直前の5分間において行い，作業課題
中に得られた測定値については，作業時間帯ごとにそれ
ぞれ平均値を求めた．
血行動態反応の典型例として4名の参加者のデータを
表1に示した．収縮期血圧と拡張期血圧について，作
業開始前の安静時から夜までの変化量を求めると，参
加者Aは+24.2 mmHgおよび+13.59 mmHg，参加者
Bは+26.47 mmHgおよび+3.72 mmHg，参加者Cは
+22.89 mmHgおよび+9.5 mmHgとなった．一方参加
者Dは，収縮期血圧が+1.43 mmHgであったのに対し，
拡張期血圧は−4.88 mmHgとなった．つまり，参加者

図1　血行動態反応の異なる反応パターン

表1　参加者の各測定時間帯の値
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A, B, Cは長時間作業によって血圧が著しく上昇したの
に対し，参加者Dには明白な血圧上昇が認められず，血
圧上昇の度合いには個人差があることが示された．
参加者A～Dについて，各指標の経時変化を図2に示

した．参加者A, B, Cの作業中の収縮期血圧は，安静時
と比べて午前ではともに著しく上昇したが，午後 Iは午
前とほぼ同じ水準で維持され，午後 IIと夜は再び上昇し
た．拡張期血圧は，3名とも午前に上昇し，午後 Iはいっ
たん低下傾向を示したが，午後 IIから再び上昇した．参
加者A, B, Cの収縮期血圧と拡張期血圧はともに，夜に
最高値を示した．一方，参加者Dの場合，午後 IIを除
き，収縮期血圧は安静時とほぼ同じ水準であった．拡張
期血圧は，午後 Iと夜に低下したが，午前と午後 IIは安
静時とほぼ同じ水準であった．参加者Dの収縮期血圧
と拡張期血圧は午後 IIで最高値を示し，参加者A, B, C
とは異なる反応傾向を示した．先行研究により，血圧に
は，起床時から上昇して午前中に最高値を示し，その後
は徐々に低下して夜に最低値を示すという日内変動が存
在することが報告されている 16）．一方，本実験でみら
れた血圧上昇は，特に午後 IIと夜に顕著であったことか
ら，日内変動よりも作業のほうが血圧に及ぼす影響が大
きかったと考えられる．ただし，本実験では作業を行わ
ないコントロール条件を設定しなかったため，日内変動
の詳細な影響については今後の実験において検討する必
要がある．
背景血行動態反応についてもいくつかのパターンがみ

られた．参加者Aは作業中に心拍出量が減少し，総末
梢血管抵抗が増加したのに対し，参加者Bでは作業中の
心拍出量は安静時とほぼ変わらず，総末梢血管抵抗は午
後 IIと夜に増加した．参加者Cの作業中の心拍出量は安
静時とほぼ変わらず，総末梢血管抵抗は午後 IIと夜に著

しく増加した．参加者Dの昼間の心拍出量は減少傾向
であったが夜には上昇し，総末梢血管抵抗は午後 IIで最
大値を示したがその他の時間帯は安静時とほぼ変わらな
かった．参加者間での比較をすると，心拍出量では参加
者Aが最も多く参加者Cが最も少なかったが，総末梢血
管抵抗では反対に，参加者Aが最も小さく参加者Cが最
も大きかった．参加者Bと参加者Dの心拍出量と総末梢
血管抵抗は参加者Aと参加者Cの中間の水準であった．
以上より，参加者の血圧を維持する背景血行動態反応に
も大きな個人差が存在することが示された．これらの異
なる血行動態反応パターンと将来の心血管疾病リスクと
の詳細な関連は未解明であるため，さらなる検討が必要
である．

4　労働安全衛生分野における応用と今後の課題
先行研究によると，心血管系の過剰反応を抑制因子と
して，主に心臓反応に影響する因子と主に血管系反応
に影響する因子が存在すると報告されている 17‒20）．例え
ば，抑鬱や怒りなどのネガティブ感情は主に総末梢血管
抵抗を増加させるが，ポジティブ感情はこの増加を抑え
る効果あるいは早く回復させる効果がある．一方，リラ
クゼーションは，副交感神経の活動を高め，主に心臓反
応を緩和する作用があると報告されている．長時間作業
中の心臓反応と血管系反応を明らかにし，さらにこれら
に影響を及ぼす因子を特定することによって，効率的に
心血管系の過剰反応を抑制することが可能となる．その
第一歩として，長時間労働による血行動態反応を解明す
ることが重要かつ不可欠である．
本稿では，長時間作業の場合においても心血管系反応
にはいくつかのパターンが存在すること，および，背景
血行動態にも個人差が存在することを紹介した．今後は

図2　各測定時間帯の血行動態反応の変化傾向
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これらの個人差をより詳細に分析し，適切な反応グルー
プの個数や妥当な集約方法を引き続き検討する予定であ
る．将来的に，心血管系の過剰反応を抑制する対策をそ
れぞれの反応グループの特徴に合わせて検討・提案する
ことによって，心血管疾病の予防，ひいては過労死の防
止につながるものと思われる．
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